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第
一
節

郡
区
町
村
制
と
戸
長
役
場

明
治
政
府
は
、
大
小
区
制
の
下
、
町
村
統
治
を
行
っ
て
い
た
が
、
旧
和
人
地
の
名
主

が
副
戸
長
や
村
用
係
を
務
め
、
依
然
村
落
共
同
体
の
性
格
を
保
持
し
て
い
た
。
彼
ら
は

村
民
総
代
と
し
て
村
の
首
長
で
、
そ
の
選
出
主
体
は
村
民
集
会
で
あ
っ
た
。
全
国
的
に

も
区
戸
長
と
町
方
、
村
方
の
間
に
対
立
が
生
じ
「
人
民
の
利
害
」
を
反
映
で
き
ず
、
そ

の
た
め
の
区
町
村
会
へ
の
要
求
が
各
地
で
起
き
た
。

大
小
区
制
の
下
で
町
村
人
民
の
惣
集
会
・
寄
合
は
公
の
機
関
と
し
て
の
機
能
は
否
認

さ
れ
て
き
た
が
、
な
お
事
実
上
、
町
村
の
議
決
機
関
で
あ
り
、
区
戸
長
と
の
対
立
は
ま

ぬ
が
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
政
府
は
新
し
い
制
度
の
改
革
が
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
た
（
鈴
江
英
一
「
明
治
初
期
北
海
道
に
お
け
る
町
村
統
治
制
度
の
形
成

一
」）。

明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
七
月
二
十
二
日
、
太
政
官
布
告
を
も
っ
て
明
治
政
府
は

「
郡
区
町
村
編
制
法
」、「
府
県
会
規
則
」、「
地
方
税
規
則
」
の
三
新
法
を
制
定
し
た
。

郡
に
郡
長
、
区
に
区
長
、
町
村
に
は
戸
長
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
十
三

年
四
月
に
は
「
区
長
村
会
法
」
の
成
立
を
見
た
。

「
郡
区
町
村
編
制
法
」
に
よ
り
大
小
区
制
は
廃
止
と
な
り
、
郡
、
町
村
制
の
復
活
と

な
っ
た
が
、
町
村
は
行
政
区
画
で
あ
る
と
同
時
に
自
治
団
体
と
な
っ
た
。「
地
方
税
規

則
」
は
こ
れ
ま
で
各
地
で
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
府
県
税
、
民
費
な
ど
諸
税
を
地
方
税
と

し
、
区
町
村
費
に
つ
い
て
は
町
村
協
議
費
と
し
て
地
方
税
よ
り
分
離
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、「
区
町
村
会
法
」
は
町
村
議
決
機
関
に
法
的
保
護
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
公
共
的
性
格
を
明
確
に
さ
せ
、
町
村
財
政
の
統
制
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

（
堀
江
敏
夫
「
郡
区
町
村
制
の
編
成
」）。
こ
れ
は
そ
の
後
の
日
本
の
地
方
行
政
制
度
の
基

礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
太
政
官
は
地
方
三
新
法
の
う
ち
開
拓
使
管
内
へ
は
「
郡
区
町
村
編
制
法
」

の
み
の
施
行
を
許
可
し
、「
府
県
会
規
則
」、「
地
方
税
法
」
の
適
用
は
見
送
ら
れ
た
。

十
二
年
七
月
二
十
三
日
、
開
拓
使
は
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
に
よ
り
、
道
内
の
大
小

区
を
廃
し
、
郡
区
町
村
を
編
制
し
た
。

従
来
の
区
戸
長
を
廃
止
し
、
九
〇
郡
区
八
二
六
町
村
が
設
定
さ
れ
た
。
人
口
の
多
い

札
幌
・
函
館
両
区
役
所
の
外
、
石
狩
・
室
蘭
・
勇
払
・
浦
河
な
ど
の
一
九
郡
役
所
、
一

三
六
の
戸
長
役
場
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
翌
十
三
年
に
開
庁
し
た
。

胆
振
国
で
は
室
蘭
・
虻
田
・
有
珠
・
幌
別
の
四
郡
の
郡
役
所
を
室
蘭
に
、
苫
小
牧
に

は
勇
払
外
五
郡
（
白
老
・
千
歳
・
沙
流
・
新
冠
・
静
内
）
の
郡
役
所
を
置
き
、
さ
ら
に

そ
の
下
に
、
勇
払
郡
に
は
樽
前
村
外
一
五
ヶ
村
戸
長
役
場
を
、
白
老
郡
に
敷
生
村
外
二

ヶ
村
戸
長
役
場
、
千
歳
郡
千
歳
村
外
五
ヶ
村
戸
長
役
場
、
沙
流
郡
佐
瑠
太
村
外
一
七
ヶ

し
も
げ
は
う

村
戸
長
役
場
、
静
内
郡
は
現
在
の
静
内
に
下
下
方
外
一
五
ヶ
村
と
、
新
冠
郡
大
狩
部
村

外
一
〇
ヶ
村
の
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
。

こ
う
し
て
町
村
の
行
政
は
、
開
拓
使
か
ら
任
命
さ
れ
た
戸
長
・
副
戸
長
と
町
村
の
資

産
家
か
ら
選
挙
で
選
ば
れ
た
総
代
人
が
当
た
る
戸
長
役
場
制
度
が
確
立
し
た
。

郡
は
行
政
区
画
で
あ
り
、
郡
長
は
官
吏
で
開
拓
使
本
支
庁
長
官
の
下
に
あ
っ
て
「
法

律
命
令
ヲ
郡
内
ニ
施
行
シ
一
部
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス
」
る
開
拓
使
の
末
端
機
関
で
あ
っ

た
。
郡
長
の
下
に
は
補
助
機
関
と
し
て
郡
書
記
を
置
い
て
い
た
（
鈴
江
「
明
治
初
期
北
海

道
に
お
け
る
町
村
統
治
制
度
の
形
成

一
」）。
郡
長
に
は
一
八
項
目
の
処
分
条
項
と
四
八

項
目
に
お
よ
ぶ
特
別
委
任
条
項
が
付
加
さ
れ
て
い
た
。

勇
払
外
五
郡
郡
役
所

明
治
十
三
年
三
月
一
日
、
勇
払
外
五
郡
郡
役
所
は
開
庁
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

開
拓
使
は
、
十
三
年
二
月
、
郡
区
役
所
の
開
設
日
を
次
の
と
お
り
定
め
布
達
し
た
。

達
甲
第
九
号

当
庁
管
内
郡
区
役
所
本
年
三
月
一
日
ヨ
リ
開
庁
候
条
此
旨
布
達
候
事

５２０
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札
幌
本
庁

明
治
十
三
年
二
月
九
日

開
拓
使
大
書
記
官

調
所
広
丈
（「
部
下
達
書
録
達
申
」）。

同
年
二
月
十
三
日
、
開
拓
使
は
、
郡
長
・
郡
書
記
を
発
令
し
た
。
勇
払
外
五
郡
郡
長

き
よ
み

は
山
崎
清
躬
が
発
令
さ
れ
た
が
札
幌
区
長
と
の
兼
務
で
あ
っ
た
。
同
郡
役
所
の
専
任
書

記
と
し
て
小
原
惣
次
郎
が
発
令
さ
れ
て
い
る
。

開
設
当
時
の
勇
払
外
五
郡
郡
役
所
に
つ
い
て
開
拓
使
年
報
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

勇
払
郡
役
所
ハ
明
治
十
三
年
三
月
一
日
ノ
開
庁
ニ
シ
テ
郡
長
並
書
記
等
多
ク
ハ
札
幌
区

役
所
ヨ
リ
兼
テ
其
専
任
ス
ル
モ
ノ
書
記
壱
名
戸
長
五
名
村
用
係
五
名
雇
弐
名
総
計
拾
三
名

ト
ス
然
シ
テ
開
庁
以
来
事
務
最
モ
繁
劇
ナ
リ
ト
雖
モ
設
置
日
尚
浅
ク
将
来
増
減
ノ
如
何
ヲ

予
知
ス
ル
能
葉
サ
ル
ナ
リ
今
姑
ク
本
年
六
月
三
十
日
ノ
現
員
を
掲
ク
ル
左
ノ
如
シ

開
庁
当
時
は
専
任
書
記
一
名
と
郡
雇
が
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
開
拓
使
の
諸
布
達
、

郡
役
所
と
し
て
の
管
内
諸
達
の
周
知
、
引
継
書
類
の
整
理
、
郡
役
所
の
処
分
心
得
に
よ

る
名
称
の
変
更
な
ど
が
主
な
仕
事
だ
っ
た
。

十
三
年
四
月
一
日
、
郡
長
山
崎
清
躬
と
勇
払
郡
旧
副
区
長
諏
訪
数
馬
と
の
事
務
引
継

ぎ
が
行
わ
れ
た
。
翌
十
四
年
勇
払
外
五
郡
郡
長
と
し
て

開
拓
使
八
等
属

服
部
尚
春
、
任
開
拓
使
勇
払
白
老
千
歳
沙
流
新
冠
静
内
郡
長
、

月
俸
金
三
拾
円
給
与
候
事

明
治
十
四
年
一
月
四
日

（
札
幌
県
官
吏
履
歴
書

服
部
尚
春
）

の
発
令
が
あ
り
、
郡
役
所
も
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
る
こ
と
に
な
る
。

勇
払
外
五
郡
役
所
は
当
初
旧
区
務
所
を
使
用
し
て
い
た
が
、
十
四
年
九
月
に
は
郡
役

所
を
苫
小
牧
村
に
新
築
し
て
い
る
。

千
歳
郡
各
村
戸
長
役
場
の
設
置

札
幌
区
長
兼
石
狩
ほ
か
一
三
郡
長
の
山
崎
清
躬
は
各
郡
区
の
「
戸
長
人
選
書
」
を
同

二
月
二
十
五
日
次
の
よ
う
に
提
出
し
て
い
た
。

達
甲
第
十
三
号

当
管
下
町
村
戸
長
別
紙
ノ
通
配
置
候
條
此
旨
布
達
候
事札

幌
本
庁

明
治
十
三
年
二
月
九
日

開
拓
大
書
記
官

調
所
広
丈

（
別
紙
）

白
老
郡

各
村右

へ
戸
長
一
人

勇
払
郡

各
村右

へ
戸
長
一
人

各
町
村
戸
長
の
「
事
務
扱
所
ハ
戸
長
役
場
ト
称
ス
ヘ
キ
」（
開
拓
使
達
・
第
一
四
号
）

と
、
戸
長
の
執
務
場
所
を
「
戸
長
役
場
」
と
呼
称
す
る
こ
と
と
な
り
、
行
政
上
北
海
道

庁
（
本
庁
）－

郡
役
所
・
区
役
所－

町
村
戸
長
役
場
の
機
構
が
系
列
化
さ
れ
た
。

千
歳
郡
は
、
千
歳
村
、
蘭
越
村
、
烏
柵
舞
村
、
長
都
村
、
漁
村
、
島
松
村
の
六
つ
の

村
の
戸
長
役
場
が
千
歳
村
に
置
か
れ
た
。
戸
長
役
場
は
、
明
治
三
十
三
年
以
降
町
村
の

状
況
に
よ
り
順
次
施
行
さ
れ
る
一
・
二
級
町
村
制
が
ほ
ぼ
全
道
に
及
ぶ
大
正
期
末
ま
で

残
存
し
続
け
た
。

同
年
七
月
、
開
拓
使
に
よ
り
「
戸
長
職
務
概
目
」
が
定
め
ら
れ
、
戸
長
の
職
務
が
明

確
化
さ
れ
た
。
三
新
法
当
初
の
戸
長
は
民
選
と
す
る
こ
と
で
、
地
方
に
一
定
の
自
治
を

認
め
た
が
、
北
海
道
に
お
い
て
は
す
べ
て
官
選
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
十
四
号

本
支
庁

郡
長
以
下
職
制
別
紙
ノ
通
相
定
候
条
此
旨
相
達
候
事

明
治
十
二
年
七
月
二
十
三
日

開
拓
長
官

黒
田

清
隆

別
紙�

布
告
布
達
ヲ
町
村
内
ニ
示
ス
事

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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�

地
租
及
諸
税
ヲ
取
纏
上
納
ス
ル
事

�

戸
籍
ノ
事

�

徴
兵
下
調
ノ
事

�

地
所
建
物
船
舶
質
入
書
入
並
売
買
二
奥
書
加
印
ノ
事

�

地
券
台
帳
ノ
事

�

迷
子
捨
児
及
行
旅
病
人
変
死
人
其
他
事
変
ア
ル
ト
キ
ハ
警
察
官
ニ
報
知
ノ
事

�

天
災
又
ハ
非
常
ノ
難
ニ
遭
目
下
窮
迫
者
ヲ
具
状
ス
ル
事

�

孝
子
節
婦
其
他
篤
行
者
ヲ
具
状
ス
ル
事

	

町
村
ノ
幼
童
就
学
勧
誘
ノ
事




町
村
内
ノ
人
民
印
影
簿
ヲ
整
置
ス
ル
事

�

諸
帳
簿
保
存
管
守
ノ
事

�

河
港
道
路
堤
防
橋
梁
其
他
修
繕
保
存
ス
ヘ
キ
物
ニ
就
キ
利
害
ヲ
具
状
ス
ル
事

右
ノ
外
本
支
庁
長
官
又
ハ
郡
区
長
ヨ
リ
命
令
ス
ル
所
ノ
事
務
ハ
規
則
又
ハ
命
令
ニ
依
リ
従

事
ス
ヘ
キ
事

其
他
町
村
限
リ
道
路
橋
梁
木
用
悪
水
ノ
修
繕
掃
除
等
凡
ソ
協
議
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ル
事

件
ヲ
幹
理
ス
ル
ハ
此
ニ
掲
ル
所
ノ
限
ニ
ア
ラ
ス

（
大
蔵
省
『
開
拓
使
布
令
類
聚
』
上
編
）

全
道
戸
長
の
職
務
体
系
が
は
じ
め
て
統
一
さ
れ
、
全
道
各
地
い
ず
れ
に
お
い
て
も
統

一
し
た
事
務
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

戸
長
の
職
務
の
中
心
は
国
や
開
拓
使
な
ど
の
委
託
事
務
で
あ
り
、
町
村
が
住
民
の
た

め
に
行
う
独
自
の
業
務
は
但
し
書
き
の
な
か
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
同
年
十
一
月
十
九
日
に
は
「
本
年
第
十
四
号
達
ニ
付
処
分
方
左
ノ
件
々
相
心

得
ヘ
シ
」（
開
拓
使
本
使
達
第
二
十
二
号

明
治
十
二
年
）
と
戸
長
職
務
概
目
に
よ
る
処
分

心
得
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
通
達
し
た
。

（
略
）

一
、
各
町
村
戸
長
事
務
扱
所
ハ
戸
長
役
場
ト
称
ス
ヘ
シ
但
戸
長
役
場
ハ
其
町
村
ノ
便
宜
ニ

依
リ
私
宅
ニ
於
テ
事
務
ヲ
取
扱
モ
妨
ケ
ナ
シ

一
、
戸
長
役
場
ニ
於
テ
地
所
建
物
船
舶
等
質
入
書
入
並
売
買
等
公
証
ノ
節
奥
書
加
印
ハ
戸

長
実
印
ヲ
用
ヒ
割
印
ハ
役
所
ノ
印
ヲ
用
フ
へ
シ
但
右
ノ
場
合
ニ
於
テ
町
村
戸
長
ニ
テ
自

分
所
有
ノ
地
所
建
物
船
舶
等
質
入
書
入
及
売
買
セ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
戸
長
次
席
ノ
役
ヲ
勤

メ
ル
モ
ノ
筆
生
等
ニ
取
扱
ハ
セ
公
証
ノ
割
印
ハ
戸
長
役
場
ノ
印
ヲ
用
ヒ
其
由
ヲ
割
印
帳

ニ
登
録
シ
置
へ
シ

一
、
戸
長
役
場
ノ
印
ハ
方
一
寸
ト
定
其
管
理
ス
ル
町
村
名
ヲ
列
記
シ
該
郡
役
所
ニ
テ
調
製

付
与
ノ
上
印
影
可
届
出
但
管
理
ス
ル
町
村
数
多
ナ
ル
者
ハ
一
郡
内
町
村
ヲ
束
テ
一
、

二
、
三
ノ
称
ヲ
付
シ
何
郡
第
何
組
戸
長
役
場
印
ト
彫
刻
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ

一
、
戸
長
ニ
付
随
ス
ル
筆
生
又
ハ
手
伝
人
等
ヲ
雇
時
ハ
郡
区
長
ノ
許
可
ヲ
得
戸
長
ニ
於
テ

申
付
ル
者
ト
ス

一
、
戸
長
病
気
忌
引
又
ハ
旅
行
等
ニ
テ
不
勤
ノ
節
ハ
筆
生
又
ハ
手
伝
人
ヲ
以
其
職
務
ヲ
取

扱
ハ
シ
ム
ル
ヲ
得
ヘ
シ
筆
生
等
ヲ
置
サ
ル
ケ
所
ハ
隣
村
戸
長
ヲ
シ
テ
取
扱
シ
ム
ル
モ
妨

ナ
シ

（
大
蔵
省
『
開
拓
使
布
令
類
聚
』
上
編
）

戸
長
役
場
時
代
の
財
政
は
、
戸
長
や
書
記
な
ど
吏
員
の
給
料
、
旅
費
、
雑
費
、
役
場

維
持
費
等
に
つ
い
て
は
道
庁
（
札
幌
県
）
が
地
方
費
（
地
方
税
）
か
ら
支
出
し
た
が
、

そ
れ
以
外
の
会
議
費
、
教
育
費
、
衛
生
費
、
土
木
費
な
ど
町
村
固
有
の
支
出
は
区
町
村

協
議
費
と
し
て
、
戸
長
が
管
轄
す
る
各
町
村
が
負
担
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
（『
新

共
和
町
史
』）。

こ
れ
に
対
す
る
収
入
は
、
他
県
か
ら
移
住
し
て
三
年
未
満
の
も
の
を
除
き
、
居
住
す

る
も
の
に
つ
い
て
住
民
へ
の
戸
数
割
に
よ
る
賦
課
や
地
方
費
か
ら
の
補
助
金
、
寄
付

金
、
町
村
財
産
か
ら
生
じ
た
収
入
な
ど
が
充
て
ら
れ
た
。
こ
の
町
村
費
（
協
議
費
）
の

予
算
や
決
算
、
住
民
へ
の
賦
課
な
ど
戸
長
か
ら
の
諮
問
に
対
し
、
協
議
・
議
決
す
る
こ

５２２
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と
が
総
代
人
の
最
も
重
要
な
職
務
だ
っ
た
。

初
代
戸
長

石
山
専
蔵

明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
七
月
に
出
さ
れ
た
郡
区
町
村
編
成
法
に
伴
い
、
十
二
年

十
月
十
五
日
、
従
前
の
大
小
区
に
付
随
す
る
戸
長
、
副
戸
長
は
廃
止
と
な
っ
た
。
こ
れ

よ
り
先
に
、
郡
や
諸
村
を
統
括
す
る
郡
長
、
戸
長
の
職
制
が
七
月
二
十
三
日
に
定
め
ら

れ
た
（『
新
札
幌
市
史
』
第
二
巻
通
史
二
）。
翌
十
三
年
三
月
一
日
、
千
歳
郡
千
歳
村
に
初

め
て
戸
長
役
場
が
開
設
さ
れ
、
戸
長
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

新
戸
長
任
命
に
先
立
つ
人
選
に
つ
い
て
、
道
立
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
戸
長

進
退
録
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
郡
長
山
崎
清
躬
か
ら
の
上
申
が
あ
っ
た
こ
と
が
残
っ
て

い
る
。

戸
長
人
選
書

旧
総
代

札
幌
市
街
東
創
成
町
以
東

綱
島

右
源
太

右
戸
長

月
給
八
円

旧
副
戸
長

月
給
七
円

札
幌
市
街
西
創
成
川
以
西

中
川

和
吉

右
戸
長
月
給
八
円

旧
総
代

千
歳
郡
各
村

石
山

専
蔵

右
戸
長
月
給
七
円

旧
総
代

勇
払
郡
各
村

碇
谷
仁
三
郎

右
戸
長
月
給
九
円

白
老
郡
各
村

旧
副
戸
長

右
戸
長
月
給

円

村
田

松
蔵

（
後
略
）

い
ず
れ
も
副
戸
長
、
総
代
が
戸
長
に
任
命
さ
れ
、
二
月
二
十
八
日
付
で
右
の
各
戸
長

が
発
令
と
な
っ
た
（『
増
補
』）。
石
山
専
蔵
は
そ
の
ま
ま
拝
命
し
た
が
、
碇
谷
仁
三
郎

は
勇
払
郡
各
村
戸
長
を
引
き
受
け
な
か
っ
た
。
戸
長
人
選
に
当
た
り
、
従
来
の
総
代
や

行
政
経
験
者
を
、
本
人
の
内
諾
を
得
ず
に
発
令
し
た
た
め
で
、
勇
払
郡
各
村
戸
長
は
一

ヵ
月
遅
れ
、
四
月
六
日
白
老
郡
の
村
田
松
蔵
が
転
じ
て
勇
払
郡
各
村
戸
長
に
な
り
、
白

老
郡
戸
長
の
後
任
は
旧
漁
場
持
野
口
又
蔵
が
任
命
さ
れ
た
。
村
田
は
室
蘭
郡
副
戸
長
を

勤
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

新
任
の
各
戸
長
は
履
歴
明
細
短
冊
を
提
出
し
て
い
る
が
、
石
山
専
蔵
の
は
次
の
よ
う

で
あ
る
。

明
治
八
年
十
月
四
日
千
歳
郡
副
総
代
拝
命
月
俸
金
三
円

同
十
年
十
月
廿
九
日
千
歳
郡
総
代
拝
命
月
俸
金
五
円

明
治
十
三
年
二
月
二
十
八
日
千
歳
郡
各
村
戸
長
被
為
命
但
月
俸
金
七
円
同
三
月
三
日
拝
命

開
拓
使
胆
振
国
千
歳
郡
各
村
戸
長
准
等
外
三
等

開
拓
使
胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
村
廿
五
番
地
平
民

石
山

専
蔵

大
印

弘
化
元
申
辰
三
月
生

小
印

こ
の
明
細
短
冊
の
記
述
か
ら
、
二
月
二
十
八
日
付
け
の
辞
令
が
い
っ
た
ん
苫
小
牧
村

の
勇
払
郡
役
所
ま
で
送
ら
れ
、
実
際
に
専
蔵
が
辞
令
を
受
け
取
っ
た
の
が
三
月
三
日
で

あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

初
代
戸
長
と
な
っ
た
石
山
専
蔵
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
。
石
山
専
蔵
は
、

い
け
つ
ぷ

弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
、
松
前
町
福
山
生
府
町
六
三
番
地
で
商
業
を
営
ん
で
い
た
石

山
與
市
、
と
り
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
少
の
頃
か
ら
栖
原
家
と
並
び
称
さ
れ
る

松
前
の
豪
商
伊
達
林
右
衛
門
の
も
と
で
奉
公
し
て
い
る
（
写
真
３－

１
）。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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伊
達
家
は
、
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
、
福

山
に
店
を
開
き
、
漁
業
、
回
船
を
業
と
す
る
。

寛
政
十
一
年
、
幕
府
が
蝦
夷
島
を
直
轄
し
て
か

ら
重
用
さ
れ
、
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
、
樺

太
の
漁
場
請
負
人
と
な
る
。
文
化
十
一
年
、
蝦

夷
地
の
事
に
出
精
勤
労
せ
し
功
を
以
て
、
松
前

河
原
町
に
屋
敷
地
四
六
〇
坪
を
賜
っ
て
い
る
。

伊
達
家
は
福
山
有
数
の
豪
商
と
な
り
、
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
、
択
捉
島
の
漁
場

請
負
人
に
な
る
。
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
、
浜
益
、
増
毛
に
新
た
な
漁
場
を
拓
き
、

後
に
増
毛－

浜
益
山
道
及
び
濃
昼－

厚
田
山
道
を
開
い
て
い
る
。

石
山
専
蔵
は
、
数
年
を
経
て
伊
達
家
の
家
政
改
革
で
漁
場
を
一
時
栖
原
家
に
託
し
た

の
を
機
に
伊
達
家
を
辞
し
、
福
山
の
豪
商
山
田
文
右
衛
門
に
仕
え
る
。
明
治
四
年
頃
、

二
〇
代
後
半
単
身
千
歳
の
会
所
に
来
て
、
地
元
支
配
人
を
任
さ
れ
る
。

山
田
文
右
衛
門
が
漁
場
持
と
し
て
勇
払
・
苫
小
牧
・
千
歳
の
各
駅
逓
を
一
手
に
掌
握

し
て
い
た
が
、
山
口
安
五
郎
が
文
右
衛
門
に
代
る
現
地
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
八
年
、

文
右
衛
門
が
北
海
道
に
お
け
る
経
営
の
一
切
か
ら
手
を
引
く
こ
と
に
な
り
、
千
歳
村
駅

逓
は
こ
れ
ま
で
の
現
地
支
配
人
で
あ
る
石
山
専
蔵
に
委
譲
さ
れ
る
こ
と
に
い
た
っ
て
い

る
。

山
田
文
右
衛
門
儀
駅
逓
取
扱
差
免
候
ニ
付
千
年
勇
払
両
郡
駅
ニ
左
之
者
共
ニ
取
扱
申
付

可
然
哉
辞
令
案
并
方
法
書
取
調
相
伺
候
也

明
治
八
年
第
四
月
七
日

辞
令
案

植

田

甚

蔵

当
分
苫
小
牧
駅
逓
取
扱
申
付
之
事

但
為
御
手
当
壱
ヶ
月
金
六
円
宛
被
下
候
事

明
治
八
年
四
月
七
日

民
事
局

当
分
勇
払
村
前
同
断

西

川

健

助

但
前
同
断

当
分
千
歳
村
同
断

石

山

専

蔵

但
前
同
断

当
分
嶋
松
村
前
同
断

山

口

安
五
郎

但
前
同
断

（『
萬
覚
留
』）

石
山
は
、
千
歳
村
駅
逓
取
扱
人
に
な
り
一
ヵ
月
六
円
の
手
当
が
支
給
さ
れ
た
。
こ
れ

に
は
駅
逓
運
営
の
経
費
が
含
ま
れ
て
お
り
、『
開
拓
使
事
業
報
告
第
四
編
』に
よ
る
と
、

明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
の
千
歳
駅
逓
の
経
費
は
本
来
五
拾
四
円
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

こ
の
引
継
ぎ
に
は
山
田
文
右
衛
門
が
樺
太
へ
漁
場
拡
大
し
た
際
の
開
拓
使
へ
の
借
金
が

残
さ
れ
て
お
り
、
後
任
の
取
扱
人
た
ち
は
駅
逓
と
そ
の
付
属
品
を
引
継
代
価
と
し
て
報

酬
の
中
か
ら
年
賦
返
済
す
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
（『
恵
庭
市

史
』）。

そ
の
後
、
八
年
に
千
歳
郡
の
副
総
代
と
な
っ
た
石
山
専
蔵
は
、
駅
逓
取
扱
人
を
辞
め

る
。
九
年
に
駅
逓
取
扱
人
を
仁
保
耕
雲
に
引
き
継
ぐ
。
だ
が
、
一
年
し
か
続
か
ず
、
十

年
に
は
帳
場
で
あ
っ
た
高
野
正
造
が
引
き
受
け
て
い
る
。
石
山
専
蔵
が
戸
長
と
な
っ
た

十
三
年
、「
専
蔵
は
四
月
に
な
っ
て
駅
逓
を
高
野
正
造
か
ら
引
き
継
ぐ
は
め
に
な
り
」

（『
増
補
』）
と
あ
る
よ
う
に
再
度
駅
逓
取
扱
人
に
な
っ
て
い
る
。
石
山
が
「
近
来
内
事

難
黙
止
事
情
出
来
」
を
理
由
に
辞
任
を
願
い
出
た
の
は
十
三
年
十
月
で
あ
る
。
こ
の
駅

逓
取
扱
人
に
転
任
し
た
事
情
が
戸
長
辞
任
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

二
十
五
年
頃
、
専
蔵
は
稚
内
に
移
住
し
て
い
る
。『
北
海
禁
酒
会
雑
誌

護
国
之
楯
』

第
四
二
号
（
明
治
二
十
五
年
十
月
二
十
四
日
）
に

千
歳
部
会
二
十
五
年
中
運
動
一
斑

写真３－１ 初代戸長 石山専蔵

５２４

第４編 開拓の開始と近代社会の成立

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／新千歳市史／第４編（Ｐ４６１～９６６）／第４編　第３章  2010.02.22 09.42.24  Page 64 



八
月
総
会
を
兼
ね
部
長
石
山
専
蔵
氏
宗
谷
郡
へ
転
任
に
付
き
其
送
別
会
を
会
員
山
口
氏

方
に
開
き

と
あ
る
。

二
代
目
戸
長

秦
一
明

石
山
専
蔵
の
辞
任
に
伴
い
、
秦
一
明
が
第
二
代
目
千
歳
郡
各
村
戸
長
に
任
命
さ
れ
る

の
が
明
治
十
三
年
十
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
添
書
と
し
て
の
勇
払
外
五
郡
郡
長
山
崎
清
躬
の
十
月
二
十
日
付
け
上
申
書
は
同

時
に
後
任
に
秦
一
明
を
推
し
て
い
る
。

明
治
十
三
年
十
月
廿
八
日

千
歳
郡
各
村
戸
長
拝
命

月
俸
金
七
円

（
朱
書
）
十
四
年
六
月
二
日
准
等
外
二
等
月
俸
八
円

（
右
記
の
下
段
に
）

開
拓
使
胆
振
国
千
歳
郡
各
村
戸
長
准
等
外
三
等

開
拓
使
胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
村
拾
九
番
地
同
居

渡
島
国
亀
田
郡
鍛
冶
村
五
十
一
番
地
平
民
秦
一
明
�印

文
政
十
一
年
二
月
生

秦
一
明
に
つ
い
て
、
そ
の
事
跡
は
定
か
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
長
見
義
三
や
千

歳
小
学
校『
開
校
百
年
記
念
誌

足
あ
と
百
年

未
来
に
つ
づ
く
』の
編
さ
ん
に
携
わ
っ

の
ぶ
ひ
こ

た
三
好
憙
彦
ら
の
調
査
に
よ
っ
て
秦
一
明
が
箱
館
戦
争
で
活
躍
し
た
官
軍
の
函
衛
隊
隊

長
秦
斗
鬼
三
と
同
一
人
物
だ
っ
た
こ
と
が
突
き
止
め
ら
れ
た
（
三
好
憙
彦
「
秦
さ
ん
の
こ

と
」）。

秦
一
明
は
十
三
年
四
月
に
小
樽
で
退
官
す
る
。
五
三
歳
で
あ
る
。
伝
え
に
依
れ
ば
彼

は
漁
村
に
移
り
住
む
。
こ
の
頃
千
歳
郡
漁
村
は
、
千
歳
の
戸
長
役
場
の
管
轄
下
で
あ
っ

た
。
漁
村
で
旅
宿
を
し
て
い
た
塩
谷
栄
作
の
妻
か
ね
は
秦
一
明
の
二
女
で
あ
っ
た
。
栄

作
は
元
函
衛
隊
々
員
で
あ
り
、
か
つ
て
一
明
の
部
下
で
あ
っ
た
。
支
笏
湖
の
丸
駒
温
泉

を
最
初
に
経
営
し
た
と
言
わ
れ
、
こ
の
温
泉
の
名
も
彼
の
屋
号
で
あ
る
円
の
中
に
駒
の

字
を
い
れ
た
マ
ル
駒
か
ら
き
て
い
る
。

翌
十
四
年
の
明
治
天
皇
巡
幸
の
宿
泊
所
（
行
在
所
）
が
千
歳
村
と
決
ま
り
、
戸
長
役

場
は
巡
幸
関
係
の
事
務
が
忙
し
く
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
石
山
は
郵
便
局
の
仕
事
も
抱

え
て
い
た
。
石
山
は
、
開
拓
使
、
税
関
な
ど
で
行
政
実
務
の
経
験
が
豊
富
で
、
人
物
も

確
か
な
秦
一
明
こ
そ
戸
長
に
は
適
任
と
考
え
、
職
を
辞
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
長
見
義

三
「
千
歳
開
基
の
頃
・
秦
一
明
」）。

十
八
年
「
札
幌
県
履
歴
書
」
に
あ
る
一
明
自
筆
の
履
歴
書
に
戸
長
就
任
以
前
の
部
分

が
記
さ
れ
て
い
る
（「
北
海
道
所
蔵
公
文
書
件
名
目
録
三
」
〇
八
六
二
七
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、
秦
斗
鬼
三
は
文
久
十
一
年
、
伊
予
国
新
居
郡
楢
木
村
（
現
愛
媛
県

西
条
市
）
に
生
ま
れ
、
明
治
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
官
軍
の
新
兵
隊
隊
長
と
し
て
箱
館

戦
争
に
従
軍
し
て
い
る
。
元
年
十
月
、
榎
本
軍
の
来
襲
を
受
け
清
水
谷
知
事
に
随
行
し

て
青
森
へ
渡
海
。翌
二
年
四
月
に
は
榎
本
軍
討
伐
の
た
め
上
磯
泉
沢
に
渡
り
、矢
不
来
、

七
重
、
亀
田
な
ど
に
転
戦
し
た
。
戦
後
、
函
衛
隊
隊
長
、
開
拓
使
少
主
典
。
四
年
、「
斗

鬼
三
」
を
「
一
明
」
に
改
名
し
た
。

六
年
、
一
明
の
属
し
た
砲
兵
隊
は
開
拓
使
か
ら
陸
軍
省
に
移
管
換
え
に
な
リ
、
陸
軍

砲
兵
部
隊
と
な
っ
た
。
こ
の
年
、
爾
志
郡
熊
石
村
近
傍
の
漁
民
が
開
拓
使
に
よ
る
新
税

制
に
反
対
し
強
訴
、
江
差
・
福
山
の
漁
民
に
も
波
及
し
、
暴
徒
化
し
た
福
山
紛
擾
を
起

こ
し
て
い
る
が
、
一
明
は
こ
の
鎮
圧
に
出
動
し
て
い
る
。

翌
年
二
月
五
日
、
依
願
免
本
官
。
六
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
た
軍
務
生
活
に
終
わ
り
を

告
げ
た
。
八
年
、
函
館
税
関
に
奉
職
（
大
監
吏
申
付
）、
十
三
年
四
月
二
十
六
日
に
「
依

願
免
本
官
」
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
一
明
五
二
歳
。
千
歳
村
第
二
代
目
戸
長
に
就
任
す

る
六
ヵ
月
前
の
こ
と
で
あ
る
。
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明
治
天
皇
巡
幸

明
治
十
五
年
の
開
拓
使
十
ヵ
年
計
画
が
終
了
す
る
に
先
立
つ
十
四
年
、
そ
の
間
の
業

績
を
明
治
天
皇
の
高
覧
に
供
す
る
た
め
、
黒
田
清
隆
長
官
は
巡
幸
を
内
請
し
て
い
た
。

そ
の
二
、
三
年
前
か
ら
天
皇
宿
泊
所
に
充
て
る
た
め
豊
平
館
の
建
設
な
ど
準
備
を
進
め

て
い
た
。
一
行
の
供
奉
に
北
白
川
宮
能
久
親
王
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
、
大
隈
・
大
木
・

黒
田
参
議
、
徳
大
寺
宮
内
卿
な
ど
が
あ
た
り
、
十
四
年
七
月
三
十
日
東
京
を
出
発
、
八

月
二
十
九
日
青
森
か
ら
小
樽
に
向
っ
た
が
、
荒
天
の
た
め
入
港
が
遅
れ
た
。
小
樽
御
視

察
は
取
り
や
め
と
な
り
、
三
十
日
夜
列
車
で
札
幌
に
到
着
し
、
行
在
所
の
豊
平
館
に

入
っ
た
。

翌
三
十
一
日
、
最
初
に
開
拓
使
本
庁
を
視
察
し
黒
田
長
官
か
ら
北
海
道
開
拓
事
業
の

説
明
を
受
け
た
後
、
蒸
気
木
挽
場
、
製
粉
場
な
ど
を
巡
覧
し
、
さ
ら
に
紡
織
所
、
麦
酒

製
造
所
を
経
て
、
苗
穂
・
札
幌
村
で
農
業
作
業
、
勧
業
試
験
場
で
実
況
を
視
察
し
て
い

る
。
九
月
一
日
に
は
真
駒
内
牧
場
に
向
か
い
、
つ
い
で
山
鼻
村
で
屯
田
兵
農
業
従
事
の

状
況
、
山
鼻
学
校
、
札
幌
農
学
校
で
生
徒
の
理
化
学
の
実
験
な
ど
を
視
察
し
て
い
る
。

天
皇
は
二
日
に
札
幌
を
出
発
し
、
千
歳
で
一
泊
し
た
後
、
白
老
、
室
蘭
に
向
か
い
函

館
か
ら
青
森
に
向
け
離
道
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。

宿
泊
所
と
な
っ
た
千
歳
で
は
、
御
巡
幸
を
迎
え
る
に
先
立
っ
て
八
月
五
日
、
各
村
の

世
話
方
が
決
め
ら
れ
た
。

千
歳
郡
島
松
村

鈴
木

善
吉

漁

村

村
上
芳
三
郎

千
歳
村

三
海

安
治

本
間

熊
吉

千
歳
駅
お
泊
り
行
在
所
は
、
新
保
鉄
蔵
宅
東
南
に
新
し
く
官
設
さ
れ
、
渡
り
廊
下
で

新
保
宅
と
連
絡
さ
れ
て
い
た

巡
行
当
時
、
戸
長
役
場
は
、
戸
長
の
秦
一
明
と
小
使
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
鳥
井
志
有
四

郎
の
二
人
で
あ
っ
た
。
巡
幸
一
行
は
約
八
〇
〇
人
、
馬
匹
数
一
〇
〇
頭
を
一
寒
村
千
歳

に
迎
え
る
こ
と
は
大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
開
拓
使
は
巡
幸
道

筋
の
道
路
、
橋
梁
の
整
備
を
期
し
、
途
中
村
落
の
資
料
集
め
に
苦
労
し
て
い
る
。

当
時
の
千
歳
村
の
村
勢
を
十
四
年
六
月
二
十
日
、
戸
長
秦
一
明
は
次
の
よ
う
に
報
告

し
て
い
る
。

御
宿
泊
所

千
歳
村
地
形
景
色

千
歳
村
ハ
山
林
渓
間
ノ
平
地
形
ニ
シ
テ
西
北
ニ
街
道
ヲ
通
シ
西
南
ヨ
リ
出
テ
東
北

マ
マ

ニ
流
ル
ヽ
川
ア
リ
此
ノ
川
源
ハ
周
囲
十
八
里
湖
水
ナ
リ
北
ノ
湖
水
ノ
西
北
ニ
温
泉
ア

リ
古
来
ヨ
リ
旧
土
人
ノ
病
有
ル
者
ハ
是
レ
ニ
浴
シ
テ
必
ズ
治
ス
当
時
ハ
近
国
ノ
郡
村

民
来
テ
湯
治
ス
ル
モ
ノ
多
シ
又
川
産
物
ハ
鮭
鱒
夥
多
ナ
レ
ド
モ
禁
止
中
ナ
リ
其
他
芹

ワ
サ
ビ
ノ
類
多
シ
凍
中
ニ
収
穫
ス
紫
根
ア
レ
共
取
ル
モ
ノ
ナ
シ
由
緒
ア
ル
名
所
古
跡

ハ
ナ
シ

同
村
戸
数
人
口

一

戸
数

四
拾
八
軒

内

壱
戸
村
社

二
戸
明
家

一

人
口

二
百
八
人

内

男
百
二
十
一
人

女

八
十
七
人

同
村
耕
地
反
別

一

耕
地

七
丁
余

同
村
牛
馬
頭
数

一

牛

無
之

一

馬

二
百
壱
頭

内

牝
百
十
六
頭

牡
八
十
五
頭

同
村
陸
川
出
産
物

一

川
産
物

無
之

５２６

第４編 開拓の開始と近代社会の成立

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／新千歳市史／第４編（Ｐ４６１～９６６）／第４編　第３章  2010.02.22 09.42.24  Page 66 



一

陸
産
物

椎

茸

五
百
斤

蕎

麦

壱

石

大

豆

八

石

蜀

�

二

石

小

豆

壱

石

馬
鈴
薯

九

石

蘿

蔔

六
千
本

南

瓜

二
百
顆

麻

七
十
〆
目

狐

二
十
頭

狼

二

頭

熊

十

頭

獺

二
十
頭

同
村
道
路
橋
梁
大
小
破
修
繕
調

一

道
路
損
所

無
之

一

橋
梁

大
小
破
二
ヶ
所

漁
村
千
歳
間
ニ
字
ホ
ン
長
都
大
破
一
ヶ
所

千
歳
村
橋

小
破
一
ヶ
所

駅

名

人
足

馬

乗荷

鞍

荷
馬
車

胆
振
国
千
歳
郡

島
松
村
同
駅

五
拾
人

六
十
疋

乗荷

鞍

ナ
シ

六
十
背

壱

輌

同
国

同
郡

千
歳
村
千
歳
駅

五
拾
人

六
十
疋

乗荷

鞍

ナ
シ

六
十
背

三

輌

右
之
通
相
違
無
之
候
也

十
四
年
六
月
廿
日

秦

一

明

秦
は
、
同
年
六
月
頃
よ
り
巡
幸
の
諸
準
備
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
勇
払
郡
役
所
に
度
々

出
張
し
て
い
る
。

開
拓
使
は
、
巡
幸
関
係
施
設
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
示
を
し
て
い
る
。

胆
振
国
千
歳
郡

千
歳
駅

御
泊

新
保

鉄
蔵

一

御
坐
所
并
御
湯
殿
御
厠
共
モ
ジ
張
障
子
立
入
ノ
事

一

玉
座
新
キ
建
継
総
テ
絵
図
面
ノ
通
御
湯
殿
御
厠
共
同
断

一

外
構
板
塀
御
門
一
ヶ
所
両
開
ニ
出
来
ノ
事

一

二
階
上
座
敷
三
間
共
造
作
向
取
付
尽
建
具
共
仕
足
入
ノ
事

一

物
置
縄
結
ニ
テ
屋
根
薄
柳
葺
ニ
テ
出
来
其
他
行
在
所
有
合
セ
ノ
物
置
所
用
ノ
事

開
拓
使
は
吏
員
を
派
遣
し
、
順
路
の
宿
場
に
品
々
を
用
意
し
た
。
漁
村
と
千
歳
村
は

重
松
卓
弥
が
担
当
し
た
。

千
歳
駅
御
泊

重
松

卓
弥

（
朱
書
）

（
朱
書
）

器
械
逓
送
分

数

据
付
品

数

小
燭
台

百
三
十
九
本

笹

折

千
弐
百

上
等
布
団

十
四
組

蝋

燭

三
百
本

同
茶
器

五
組

手

桶

弐
十

下
等
夜
具

四
拾
五
組

柄

杓

弐
十

立
枕

百
拾
四
人
前

風
呂
桶

三
十

蚊
帳

九
拾
三
張

マ
ッ
チ

八
タ
ー
ス

フ
ラ
ン
ケ
ッ
ト

拾
七
枚

草

履

三
十
六
足

ブ
リ
キ
タ
ラ
イ

百
ケ

氷

弐
百
斤
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蝋
燭
立

八
十
本

砂

糖

三
升

茶
盆

四
十

灰
吹

四
十

茶
碗

五
百

土
瓶

五
十

右
の
表
中
「
器
械
逓
送
分
」
と
あ
る
の
は
、
次
の
御
宿
泊
所
、
白
老
に
輸
送
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
据
付
品
は
後
に
千
歳
で
払
い
下
げ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
部
は
千
歳

郡
各
村
戸
長
役
場
が
用
意
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

分
宿
予
定
表
に
よ
る
と
、
新
保
鉄
蔵
四
拾
人
、
石
井
作
造
五
拾
人
、
笠
井
忠
三
郎
三

拾
人
、
永
井
孫
市
十
人
、
新
保
清
次
郎
十
人
、
三
海
安
治
十
五
人
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
宿

泊
と
そ
の
賄
い
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

民
家
に
分
宿
し
た
以
外
の
下
級
供
奉
員
用
の
仮
設
宿
舎
が
マ
マ
チ
川
手
前
の
道
の
両

側
に
建
て
ら
れ
た
。

『
御
巡
幸
謹
誌
』
に
よ
る
と
、
九
月
二
日
は
晴
天
で
あ
っ
た
。

九
月
二
日
（
晴
）

四
時
二
十
分
御
泊
行
在
所
同
郡
千
歳
駅
新
保
鉄
蔵
宅
御
着
輦
警
部
六
名
、
巡
査
四
十
名

行
在
所
及
駅

内
外
ヲ
警
護
ス
。（
略
）

当
日
、
秦
戸
長
、
石
山
専
蔵
ら
と
、
ア
イ
ヌ
系
の
人
々
合
わ
せ
て
六
〇
人
ほ
ど
が
、

せ
い
ざ

学
田
の
坂
（
現
在
の
国
道
３６
号
の
北
栄
の
坂
）
下
に
正
坐
し
て
巡
幸
を
迎
え
た
。

九
月
三
日

新
保
鉄
蔵
へ
御
泊
行
在
所
御
用
相
勤
メ
シ
ニ
ヨ
リ
金
三
円
下
賜
ア
リ

午
前
七
時
御
発

輦
御
先
導
及
御
行
列
供
奉
警
部
巡
査
ノ
警
衛
等
昨
日
ノ
如
シ

三
日
は
、
行
在
所
か
ら
美
々
に
向
か
う
新
保
向
か
い
の
坂
の
上
で
見
送
り
を
し
た
。

明
治
天
皇
は
、
苫
小
牧
を
経
て
白
老
行
在
所
に
入
っ
て
い
る
。
四
日
に
は
幌
別
を
経

由
し
て
室
蘭
に
入
り
、
翌
五
日
に
は
迅
鯨
艦
に
乗
り
、
噴
火
湾
を
航
行
し
て
森
港
に
上

陸
し
て
い
る
（『
新
北
海
道
史
』
第
三
巻
通
説
二
）。

鳥
井
志
有
四
郎
は
、
後
の
昭
和
五
年
、
巡
幸
五
〇
周
年
記
念
に
、「
報
恩
碑
」
を
蘭

越
に
建
て
た
が
、
そ
の
と
き
、
志
有
四
郎
は
七
七
歳
だ
っ
た
。

戸
長
役
場
の
役
割

三
県
時
代
に
入
り
、
勇
払
外
五
郡
役
所
は
札
幌
県
に
属
し
、
札
幌
県
令
の
下
に
お
か

れ
た
。
し
か
し
、
郡
区
役
所
以
下
の
行
政
機
関
は
廃
使
置
県
と
な
っ
て
も
、
郡
区
長
職

制
、
委
任
条
項
な
ど
の
変
化
は
な
く
、
開
拓
使
制
定
の
と
お
り
だ
っ
た
。

明
治
十
五
年
三
月
に
は
勇
払
外
五
郡
役
所
は
郡
長
の
下
に
庶
務
科
、
租
税
科
、
出
納

科
、
戸
籍
科
の
四
科
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
書
記
、
郡
雇
を
こ
れ
に
あ
て
事
務
を
行
っ

て
お
り
、
郡
長
一
名
、
郡
書
記
四
名
、
郡
雇
三
名
で
計
八
名
の
郡
役
職
員
が
い
た
。

千
歳
郡
各
村
戸
長
役
場
へ
は
勇
払
郡
役
所
吏
員
が
事
務
連
絡
の
た
め
出
張
し
た
。
十

五
年
三
月
二
十
日
現
在
の
勇
払
郡
役
所
の
事
務
担
当
者
は
次
の
文
書
の
と
お
り
で
あ

る
。

郡
書
記
以
下
事
務
分
掌
之
件

郡
書
記
斉
藤
皓
、
同
菅
野
義
実
庶
務
科
ニ
、
同
高
田
徳
司
租
税
科
兼
出
納
科
ニ
、
同
三

橋
直
昌
庶
務
科
兼
戸
籍
科
ニ
、
三
月
廿
日
文
掌
ヲ
定
ム

郡
雇
金
須
保
之
助
出
納
科
兼
租
税
科
ニ
、
同
長
島
馬
三
郎
、
同
碇
谷
仁
三
郎
庶
務
科
ニ
、

三
月
廿
日
分
掌
ヲ
定
ム

右
之
通

（
札
幌
県
『
札
幌
県
治
類
典
』
郡
町
村
関
係

明
治
十
五
年
）

同
郡
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
郡
書
記
三
橋
直
昌
は
郡
務
に
つ
き
同
年
十
二
月
一
日
千
歳

郡
へ
出
張
、
翌
二
日
に
帰
庁
。
翌
十
六
年
に
も
三
橋
は
三
月
十
日
か
ら
十
二
日
ま
で
、

ま
た
三
月
十
七
日
か
ら
十
九
日
ま
で
千
歳
出
張
、
郡
書
記
大
脇
欣
二
も
、
同
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
と
、
ま
た
別
に
翌
四
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
千
歳
に
出
張
し
て

５２８
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い
る
。

さ
ら
に
十
七
年
に
な
る
と
、
勇
払
外
五
郡
郡
役
所
に
学
務
科
、
勧
業
科
の
二
科
を
増

や
し
、
新
し
い
制
度
と
し
て
丈
量
員
（
測
量
技
師
）
を
一
名
置
き
、
六
科
一
員
、
六
戸

長
と
な
り
、
人
員
も
一
三
名
と
大
幅
な
増
員
と
な
っ
た
（
堀
江
敏
夫
『
郡
区
町
村
制
』
の

編
成
）。

郡
書
記
は
、請
願
諸
届
な
ど
を
、出
張
先
の
戸
長
役
場
で
受
け
取
っ
て
い
る
ら
し
く
、

十
六
年
二
月
中
、
勇
払
郡
役
所
の
取
扱
事
務
の
う
ち
、
千
歳
郡
関
係
の
処
分
済
み
の
件

は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

一
他
郡
役
所
へ
照
会

壱
件

一
車
馬
往
来
停
止

壱
件

一
娼
妓
廃
業
届

壱
件

一
御
売
廃
業
届

弐
件

一
酒
造
機
械
開
緘
封
願

八
件

一
酒
類
造
石
検
査
願

弐
拾
件

一
牛
馬
売
買
廃
業
届

壱
件

一
仲
買
商
営
業
願

壱
件

一
炭
焼
営
業
願

三
件

一
酒
類
醸
造
廃
業
届

壱
件

一
小
売
商
廃
業
届

壱
件

一
有
害
鳥
獣
獲
殺
届

壱
件

十
九
年
に
三
県
一
局
は
廃
止
と
な
り
、
三
県
は
再
び
統
合
さ
れ
て
北
海
道
庁
と
な
っ

た
（『
増
補
』）。
函
館
、
根
室
に
両
支
庁
を
設
置
し
た
が
、
三
県
時
代
と
異
な
る
と
こ

ろ
が
な
く
、
同
年
十
二
月
に
官
制
改
正
を
行
い
、
両
支
庁
を
廃
し
た
。

二
十
年
六
月
に
は
勇
払
外
五
郡
役
所
に
お
い
て
沙
流
、
新
冠
、
静
内
の
日
高
三
郡
は

浦
川
外
十
郡
役
所
に
移
さ
れ
、
勇
払
郡
役
所
は
勇
払
、
白
老
、
千
歳
の
三
郡
だ
け
を
管

轄
す
る
勇
払
外
二
郡
役
所
と
な
っ
た
。

二
代
目
戸
長
の
死

戸
長
秦
一
明
は
、
明
治
十
七
年
八
月
一
日
、
病
重
く
、
札
幌
病
院
に
運
ば
れ
入
院
し

た
が
、
一
週
後
の
同
月
八
日
（
千
歳
第
一
霊
園
に
あ
る
墓
碑
で
は
九
日
）
そ
こ
で
息
を

引
き
取
っ
た
。
現
役
の
ま
ま
の
戸
長
の
死
去
に
よ
り
、
後
任
選
び
が
難
航
し
た
。

当
時
、
勇
払
外
五
郡
長
の
服
部
尚
春
は
札
幌
に
あ
り
、
そ
の
代
理
の
大
脇
書
記
が
札

幌
県
令
あ
て
に
、
戸
長
印
章
そ
の
ほ
か
の
重
要
諸
帳
簿
取
調
べ
の
た
め
に
御
用
係
佐
藤

辰
之
助
に
千
歳
出
張
を
命
じ
、
ま
た
戸
長
後
任
が
決
ま
る
ま
で
、
千
歳
郡
各
村
戸
長
役

場
の
事
務
は
勇
払
郡
役
所
が
執
る
と
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
、
札
幌
県

令
調
所
広
丈
は
、
郡
役
所
の
干
渉
す
べ
き
限
り
で
な
い
と
指
令
し
た
が
、
当
時
千
歳
郡

各
村
戸
長
役
場
に
は
「
用
係
又
は
筆
生
」
が
居
な
か
っ
た
。
大
脇
勇
払
郡
書
記
は
郡
書

記
用
係
の
う
ち
か
ら
兼
務
さ
せ
て
は
と
う
か
が
っ
て
い
る
。

札
幌
県
小
寺
庶
務
課
長
は
、
同
年
八
月
十
六
日
、
大
脇
書
記
に
、
さ
し
あ
た
り
郡
役

所
雇
な
ど
か
ら
用
係
、
筆
生
の
勤
ま
る
者
を
選
び
任
命
し
て
差
支
え
が
な
く
、
ま
た
専

任
、
兼
務
を
論
ぜ
ず
、
戸
長
適
任
者
が
あ
れ
ば
上
申
す
る
よ
う
回
答
し
た
。
し
か
し
、

郡
区
吏
の
う
ち
か
ら
選
ぶ
と
き
は
、
郡
書
記
に
限
り
用
係
兼
務
に
は
な
れ
な
い
と
し
、

ま
た
用
係
筆
生
は
本
来
戸
長
推
薦
の
者
を
郡
長
が
任
命
す
る
の
で
あ
る
が
、
戸
長
欠
員

の
と
き
は
、
次
の
太
政
官
通
達
の
よ
う
に
郡
長
が
直
接
任
命
し
て
差
し
支
え
が
な
い

旨
、
申
し
添
え
て
い
た
。

第
四
拾
壱
号

府
県

沖
縄
県
ヲ
除
ク

戸
長
ハ
府
知
事
県
令
之
ヲ
撰
任
ス
但
町
村
人
民
ヲ
シ
テ
三
人
乃
至
五
人
ヲ
選
挙
セ
シ
メ
府

知
事
県
令
其
中
ニ
就
テ
撰
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
此
旨
相
達
候
事

明
治
十
七
年
五
月
七
日

太
政
大
臣
三
条

實
美

十
七
年
八
月
八
日
、
戸
長
欠
員
の
間
、
石
山
専
蔵
が
千
歳
郡
各
村
村
用
係
を
命
じ
ら

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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れ
て
い
る
。

村
用
係
の
在
職
期
間
は
、
新
保
家
に
保
存
さ
れ
て
い
た
専
蔵
自
筆
の
次
の
書
き
損
じ

文
書
に
よ
り
、
一
明
の
死
か
ら
十
七
年
十
月
三
十
一
日
の
間
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

仕
出

一
金
弐
十
銭

但
シ
明
治
十
七
年
十
月
分
筆
墨
料

右
仕
出
候
也

千
歳
郡
各
村
々
用
係

十
七
年
十
月
三
十
一
日

石
山

専
蔵

千
歳
郡
長
服
尚

宛
名
の
服
部
尚
春
の
「
部
」
の
字
を
抜
か
し
て
書
い
た
こ
と
に
気
づ
き
「
春
」
の
字

を
書
き
か
け
て
、
こ
の
文
書
を
捨
て
、
書
き
改
め
た
ら
し
い
（『
増
補
』）。

三
代
目
戸
長

太
尾
長
祥

秦
一
明
の
死
後
、
三
代
目
戸
長
に
静
内
郡
各
村
戸
長
太
尾
長
祥
が
任
命
さ
れ
た
の
は

明
治
十
七
年
十
一
月
十
二
日
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
太
尾
の
後
任
と
し
て
静
内
郡
各

村
戸
長
に
勇
払
郡
役
所
の
雇
原
条
新
次
郎
が
採
用
さ
れ
た
の
が
こ
の
日
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
（『
増
補
』）。

明
治
十
六
年
当
時
の
総
代
人
お
よ
び
総
代
人
の
審
議
す
る
千
歳
郡
の
各
村
連
合
協
議

費
に
つ
い
て
次
の
表
が
あ
る
。

表
３－

１
の
う
ち
「
内
免
除
」
は
戸
数
割
に
よ
る
協
議
費
の
負
担
免
除
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
医
療
に
つ
い
て
千
歳
は
苫
小
牧
の
勇
払
公
立
病
院
の
担
当
地
域

内
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
千
歳
小
学
校
が
苫
小
牧
の
分
校
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
ま
た
、
戸
長
役
場
の
庁
舎
建
設
を
計
画
し
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

十
六
年
八
月
、
郡
総
代
人
本
間
熊
吉
、
塩
谷
栄
作
の
任
期
が
切
れ
改
選
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
翌
十
七
年
一
月
ま
で
「
段
々
事
故
有
之
」
と
い
う
こ
と

で
改
選
が
延
び
、
選
挙
の
結
果
次
の
と
お
り
と
な
っ
た
。

千
歳
郡
総
代

富
山
県
越
中
国
上
新
川
郡
鹿
島
町
平
民

千
歳
郡
千
歳
村
廿
六
番
地

寄
留

前
期
当
撰
現
今
在
住

三

海

安

治

千
歳
郡
千
歳
村
二
番
地
平
民

本
期
当
撰

新

保

鉄

蔵

同
郡
島
松
村
五
番
地
平
民

前
期
当
撰
現
今
在
住

鶴

谷

新
次
郎

し
か
し
、
郡
区
総
代
人
と
町
村
総
代
人
と
が
重
複
し
、
町
村
総
代
人
か
ら
選
出
さ
れ

た
郡
区
総
代
人
は
自
治
的
な
協
議
の
基
盤
が
な
く
、
行
政
上
の
貢
献
も
期
待
薄
と
あ
っ

て
、
同
年
六
月
、
郡
区
総
代
人
は
廃
止
さ
れ
た
。

千
歳
郡
各
村
の
総
代
人
活
動
の
具
体
的
記
録
は
乏
し
い
が
、
そ
の
集
会
に
つ
い
て
の

郡
長
報
告
が
あ
る
。

表３－１ 千歳郡千歳 漁
烏柵舞

島松
長都 蘭越村連合協議費

郡 総 代

十
七
年

八
月
迄

十
六
年

八
月
迄

十
七
年

八
月
迄

十
六
年

八
月
迄

任

期

人

口

戸

数

費

目

五
百
円

千
円
以
上

五
百
円
以
上

五
百
円
以
上

資

産

四
百
四
十
人

内
男
二
百
四
十
五
人

女

百
九
十
五
人

百
五
十
戸

勇
払
公
立
病
院

雑 雑 商 商 職
業 苫

小
牧
学
校

千
歳
分
校

同三
十
九
年
一
ヶ
月

同三
十
八
年
八
ヶ
月

同三
十
四
年
九
ヶ
月

明
治
十
六
年
一
月

三
十
八
年
九
ヶ
月

年

齢 村

社

平
民

平
民

平
民

平
民 族 内

免
除

内
免
除

千
歳
村
各
村
戸
長
役
場
建
設

千
歳
郡
島
松
村
五
番
地

札
幌
区
在
籍

同
郡
漁
村
十
八
番
地

同
郡
同
村
二
十
六
番
地

新
潟
県
在
籍

千
歳
郡
千
歳
村
廿
四
番
地
寄
留

鶴
谷
新
次
郎

塩
谷

栄
作

三
海

安
治

本
間

熊
吉

姓

名

５３０
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総
代
人
集
合
之
義
ニ
付
上
申

郡
内
千
歳
郡
各
村
十
八
年
度
協
議
費
予
算
調
整
之
為
本
月
三
十
日
総
代
人
集
合
為
相
開

候
条
比
段
上
申
仕
候
也

明
治
十
八
年
六
月
廿
六
日

勇
払
外
五
郡
戸
長

服

部

尚

春

札
幌
県
令

調
所
広
丈
代
理

札
幌
県
書
記
官
佐
藤
秀
顕
殿

こ
の
年
の
郡
内
各
村
総
代
人
改
選
の
結
果
は
次
の
戸
長
届
け
の
と
お
り
で
あ
る
。

今
般
部
内
集
合
ノ
上
村
総
代
人
撰
挙
法
ニ
依
リ
改
撰
仕
則
被
撰
挙
人
別
紙
之
通
高
点
ニ

有
之
候
間
此
段
御
届
仕
候
也

千
歳
郡
各
村

明
治
十
八
年
十
一
月
二
日

戸
長

太

尾

長

祥

札
幌
県
令
調
所
広
丈
殿

胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
村
外
三
ヶ
村

総
代
人

千
歳
村
長
都
村
蘭
越
村

千
歳
郡
千
歳
村
七
十
五
番
地
平
民

烏
柵
舞
村
四
ヶ
村
総
代
人

永

沢

才

平

漁
村
嶋
松
村

千
歳
郡
漁
村
八
番
地
平
民

二
ヶ
村
総
代
人

塩

谷

栄

作

同
郡
島
松
村
七
番
地
平
民

同

上

鈴

木

善

吉

（『
増
補
』）

五
代
目
戸
長

三
木
勉

三
木
勉
は
、
明
治
二
十
年
六
月
一
日
、
千
歳
郡
各
村
戸
長
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
千

歳
郡
各
村
戸
長
就
任
以
前
の
官
歴
は
、
明
治
九
年
四
月
、
札
幌
神
社
祢
�
と
な
り
、
そ

の
年
十
一
月
、
開
拓
使
用
掛
（
准
判
任
官
）
月
俸
一
〇
円
兼
務
、
十
二
年
十
一
月
、
開

拓
使
十
等
属
、
十
三
年
二
月
十
三
日
、
浦
河
他
一
〇
郡
郡
書
記
に
な
り
、
十
四
年
三
月

に
は
月
俸
十
八
円
に
昇
給
し
て
い
る
。

十
九
年
一
月
、
豊
平
村
戸
長
に
な
り
、
二
十
年
四
月
二
十
九
日
退
任
、
同
年
六
月
一

日
千
歳
郡
各
村
戸
長
に
な
っ
て
い
る
（『
増
補
』）。

十
六
年
二
月
に
室
蘭
警
察
署
の
勇
払
分
署
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
分
署
は
六
郡
（
勇

払
・
白
老
・
千
歳
・
沙
流
・
新
冠
・
静
内
）
を
管
轄
区
と
し
て
い
た
。

二
十
年
六
月
十
四
日
、
三
木
は
「
勇
払
警
察
署
千
歳
分
署
長
ヲ
命
ス
」
の
辞
令
を
受

け
て
い
る
（『
新
室
蘭
市
史
』）。
こ
れ
は
二
十
年
一
月
、
庁
令
第
二
号
を
も
っ
て
警
察
署

の
設
置
基
準
は
『
各
郡
区
所
所
在
地
に
警
察
署
を
設
置
し
其
の
管
轄
区
域
は
郡
区
役
所

の
管
轄
区
域
と
同
じ
』
と
定
め
ら
れ
、
一
方
、
警
察
分
署
に
つ
い
て
は
戸
長
役
場
と
の

管
轄
を
同
一
と
す
る
「
一
戸
長
役
場
分
署
主
義
」
が
採
用
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
（『
北

海
道
警
察
史
』）。

三
木
は
、
村
政
に
熱
心
で
あ
っ
た
が
、
千
歳
小
学
校
の
経
営
に
も
協
力
し
た
。
小
高

い
丘
に
故
郷
仙
台
の
地
名
に
ち
な
ん
で
青
葉
山
と
命
名
し
て
い
る
。

明
治
二
十
年
八
月
十
九
日
の
三
木
の
報
告
で
は
、

千
歳
村

七
二
戸

三
二
七
人

長
都
村

九
戸

四
四
人

漁
村

六
八
戸

三
四
九
人

島
松
村

二
九
戸

一
五
一
人

（
高
倉
新
一
郎
「
紋
鼈
函
館
江
差
巡
回
紀
行
一
」）

こ
れ
に
蘭
越
、
烏
柵
舞
二
村
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
漁
村
は
入
植
者
の
た
め
戸

数
に
お
い
て
千
歳
村
に
迫
り
、
人
口
で
は
千
歳
を
追
い
越
し
た
。
同
様
に
島
松
村
も
著

し
い
戸
数
人
口
の
増
加
で
あ
る
。

三
木
は
千
歳
郡
各
村
戸
長
と
し
て
約
四
年
八
ヵ
月
間
在
籍
し
た
。

三
木
の
事
跡
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
明
治
四
年
、
仙
台
藩
の
支
藩
、
白
石
藩
で
は

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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家
臣
七
〇
〇
〇
人
余
り
が
食
べ
る
の
も
や
っ
と
い
う
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
北
海
道
開

拓
に
乗
り
出
す
と
知
っ
た
藩
で
は
集
団
移
住
を
出
願
、
同
年
九
月
、
政
府
か
ら
許
可
が

出
た
。
こ
う
し
て
道
内
に
渡
っ
た
藩
士
が
開
い
た
の
が
、
い
ま
の
白
石
区
と
手
稲
地
区

で
あ
り
、
四
年
、
四
七
戸
（
二
四
一
人
）
を
率
い
て
上
手
稲
に
入
植
し
た
リ
ー
ダ
ー
に

三
四
歳
の
三
木
勉
が
い
た
。
和
漢
の
学
に
通
じ
て
い
た
三
木
は
入
植
の
翌
年
、
自
宅（
上

手
稲
三
四
）
に
「
時
習
塾
」
の
看
板
を
掲
げ
、
弟
の
菅
野
格
ら
と
と
も
に
子
弟
の
教
育

を
始
め
て
い
る
（『
札
幌
百
年
の
人
び
と
』）。

三
木
は
そ
の
後
、
二
十
五
年
、
五
四
歳
で
上
京
、
東
京
で
没
し
た
。

村
勢明

治
十
九
年
、
ア
メ
リ
カ
の
メ
イ
ン
州
バ
ッ
ク
ス
ポ
ー
ト
ふ
化
場
で
サ
ケ
の
親
魚
の

蓄
養
、
稚
魚
の
飼
育
な
ど
ふ
化
法
を
学
ん
だ
伊
藤
一
隆
は
、
帰
朝
後
北
海
道
庁
の
初
代

水
産
課
長
と
し
て
ふ
化
場
の
建
設
を
手
が
け
る
。
人
工
ふ
化
場
は
、
湧
水
豊
富
な
と
こ

ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
二
十
一
年
秋
、
一
隆
は
烏
柵
舞
村
字
ル
エ
ン
の
地

に
湧
水
を
発
見
し
、
こ
の
地
に
ふ
化
場
を
建
設
す
る
。
初
年
度
に
は
三
〇
〇
万
粒
を
採

卵
し
、
二
月
に
は
予
定
通
り
太
平
洋
側
の
六
河
川
に
建
て
た
簡
単
ふ
化
場
に
送
り
込
ん

で
い
る
（
秋
庭
鉄
之
『
千
歳－

さ
け
・
ま
す
ふ
化
事
業
創
設
の
記
録
』）。

二
十
年
九
月
十
五
日
、
総
代
人
の
改
選
が
行
わ
れ
、
新
保
鉄
蔵
が
新
任
の
三
木
勉
戸

長
か
ら
当
選
通
知
を
受
け
て
い
る
。
二
十
三
年
追
分
に
転
出
す
る
ま
で
総
代
人
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

室
蘭
・
岩
見
沢
間
の
鉄
道
の
工
事
に
先
立
ち
測
量
に
当
た
っ
て
い
た
道
庁
官
吏
が
追

分
と
札
幌
を
往
来
す
る
途
中
、
千
歳
の
新
保
旅
館
や
美
々
の
井
上
旅
館
に
泊
ま
っ
て
い

た
。
新
保
鉄
蔵
は
、
懇
意
に
な
っ
た
測
量
士
松
井
某
か
ら
こ
れ
か
ら
敷
設
さ
れ
る
鉄
道

沿
線
の
将
来
性
を
聞
き
、札
幌
本
道
の
駅
場
と
し
て
の
美
々
、千
歳
な
ど
の
衰
微
が
迫
っ

て
い
る
こ
と
を
知
り
、
ア
ヒ
ラ
村
に
土
地
貸
付
を
願
い
出
、
二
十
三
年
頃
一
〇
万
坪
が

許
さ
れ
た
。

鉄
蔵
は
、
美
々
鹿
肉
缶
詰
製
造
所
の
建
物
の
払
下
げ
を
受
け
、
そ
の
一
棟
を
追
分
に

移
し
、
旅
人
宿
を
開
業
し
、
千
歳
の
旅
館
は
甥
の
福
治
に
譲
っ
た
。
鉄
道
工
事
は
同
年

か
ら
着
工
さ
れ
、
二
十
五
年
に
は
室
蘭
・
岩
見
沢
間
が
完
通
し
、
八
月
一
日
追
分
停
車

場
が
開
業
さ
れ
、
夕
張
線
の
分
岐
点
と
な
り
、
鉄
道
従
業
員
、
商
人
な
ど
が
多
数
入
り

込
ん
だ
（
河
野
常
吉
『
胆
振
国
』）。

二
十
四
年
か
ら
植
民
地
区
画
測
量
が
始
め
ら
れ
、
長
都
原
野
、
千
歳
原
野
が
調
査
さ

れ
、
開
墾
可
能
な
土
地
は
千
歳
に
一
四
〇
〇
町
歩
、
長
都
に
二
〇
〇
〇
町
歩
が
見
込
ま

れ
て
い
る
（『
北
海
道
殖
民
地
撰
定
報
文
』）。「
区
画
地
貸
出
後
ボ
ツ

く
移
住
者
ア
リ
、

次
第
ニ
戸
口
ヲ
増
加
セ
リ
」（
河
野
『
胆
振
国
』）。

同
年
十
月
、
千
歳
分
署
は
札
幌
警
察
署
の
所
管
と
な
り
、
翌
年
七
月
、
札
幌
警
察
署

千
歳
巡
査
駐
在
所
が
で
き
、
戸
長
の
兼
任
は
な
く
な
っ
た
。

あ
る
種
の
営
業
願
は
、
郡
長
名
で
千
歳
郡
各
村
戸
長
役
場
が
許
可
の
権
限
を
与
え
て

い
る
ら
し
く
、
札
幌
外
九
郡
長
林
悦
郎
は
千
歳
郡
各
村
戸
長
役
場
に
次
の
訓
令
を
発
し

て
い
る
。訓

第
一
八
号

千
歳
郡
各
村
戸
長
役
場

当
庁
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
キ
地
方
税
ニ
係
ル
諸
営
業
願
ハ
本
年
一
月
一
日
以
後
本
郡
長
ノ

名
儀
ヲ
以
テ
其
役
場
ニ
於
テ
取
扱
フ
ヘ
シ

但
シ
許
可
シ
カ
タ
キ
事
由
ア
ル
モ
ノ
ハ
稟
議
ノ
上
取
扱
フ
ヘ
シ

明
治
二
十
六
年
六
月
五
日

札
幌
外
九
郡
長

林
悦
郎

増
川
兵
蔵
は
、
二
十
六
年
六
月
十
三
日
に
七
代
目
戸
長
に
な
っ
た
。
札
幌
外
九
郡
長

林
悦
郎
は
千
歳
各
村
戸
長
増
川
兵
蔵
に
次
の
訓
令
を
発
し
て
い
る
。

訓
第
四
五
号

千
歳
郡
各
村
戸
長

増
川
兵
蔵

５３２
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国
縣
道
及
里
道
ハ
毎
年
少
ナ
ク
モ
春
秋
二
回
以
上
適
宜
受
持
丁
場
ヲ
定
メ
雑
草
苅
拂
其

他
掃
除
ス
ヘ
シ
其
方
法
ハ
戸
長
ニ
於
テ
総
代
人
会
ノ
評
決
ヲ
経
郡
長
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

明
治
二
十
八
年
八
月
八
日

札
幌
外
九
郡
長

林
悦
郎

増
川
戸
長
在
職
中
の
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日
付
け
漁
村
の
山
森
丹
宮
ほ
か
一
三
名

に
よ
る
漁
川
か
ら
の
用
水
開
鑿
御
許
容
願
に
奥
印
し
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
千
歳
川
か

ら
石
山
七
三
郎
ほ
か
七
名
に
よ
る
用
水
溝
自
費
開
鑿
願
に
奥
印
申
達
し
て
い
る
（『
市

史
』）。
増
川
戸
長
時
代
は
よ
う
や
く
入
植
者
た
ち
が
開
拓
地
に
定
着
し
、
開
田
の
た
め

共
同
の
用
水
路
を
開
削
す
る
機
運
に
い
た
り
、
初
期
の
村
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
た
。

従
来
の
町
村
費
お
よ
び
町
有
財
産
の
取
扱
方
に
つ
い
て
一
定
の
成
文
規
程
が
な
く
、

各
地
取
扱
い
が
ま
ち
ま
ち
で
監
督
上
差
支
え
が
あ
り
と
し
、
札
幌
外
九
郡
長
林
悦
郎
は

二
十
六
年
九
月
十
八
日
こ
れ
に
関
し
規
定
が
設
け
ら
れ
る
ま
で
の
暫
定
措
置
と
し
て
取

扱
心
得
を
千
歳
村
各
村
戸
長
に
訓
令
し
た
。
全
二
三
条
か
ら
成
り
、
地
方
自
治
体
の
戸

長
、
総
代
人
の
任
務
や
町
村
立
小
学
校
の
経
費
な
ど
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

歴
代
の
戸
長
は
表
３－

２
の
と
お
り
で
あ
る
。

参
考
文
献

鈴
江
英
一
「
明
治
初
期
北
海
道
に
お
け
る
町
村
統
治
制
度
の
形
成
一
」『
新
し
い
道
史
』
四
四

一
九
七
一
年
／
堀
江
敏
夫
「
郡
区
町
村
制
の
編
制
」『
苫
小
牧
市
史
』
上
巻

一
九
七
五
年
／
中

舘
寛
隆
「
戸
長
役
場
時
代
の
行
政
」『
新
共
和
町
史
』
二
〇
〇
七
年
／
中
村
康
文
「
郵
便
の
始
ま

り
」『
志
古
津
』
八
号

二
〇
〇
八
年
／
護
国
之
楯
雑
誌
社
『
千
歳
部
落
二
十
五
年
中
運
動
一
般
』

第
四
拾
二
号

一
八
九
二
年
／
三
好
憙
彦
「
秦
さ
ん
の
こ
と
」『
秦
一
明
を
讃
え
る
会
記
念
誌
』

一
九
八
九
年
／
長
見
義
三
「
千
歳
開
基
の
頃
・
秦
一
明
」『
千
歳
市
民
文
芸
』
七
号

千
歳
市
民

文
芸
の
会

一
九
七
九
年
／
『
新
北
海
道
史
』
第
三
巻
通
説
二

一
九
七
一
年
／
札
幌
市
史
編

さ
ん
委
員
会
『
札
幌
百
年
の
人
び
と
』
一
九
六
八
年
／
『
新
室
蘭
市
史
』
第
四
巻

一
九
八
七

年
／
高
倉
新
一
郎
「
紋
鼈
函
館
江
差
巡
回
紀
行
一
」『
新
し
い
道
史
』
十
四

北
海
道

一
九
六

六
年
／
『
苫
小
牧
町
史
』
一
九
四
〇
年
／
北
岡
善
作
『
千
歳
・
恵
庭
・
廣
島
三
村
銘
鑑
録
』
一

九
三
五
年
／
秋
庭
鉄
之
『
千
歳－

さ
け
・
ま
す
ふ
化
事
業
創
設
の
記
録
』
北
海
道
さ
け
・
ま
す

友
の
会

一
九
八
〇
年
／
河
野
常
吉
聞
書
『
胆
振
国
』
一
九
二
二
年
／
北
海
道
『
北
海
道
殖
民

地
選
定
報
文
』
一
九
〇
八
年
／
桑
原
真
人
他
『
北
海
道
の
歴
史
』
二
〇
〇
八
年

表３－２ 歴代戸長

戸長 就 任 年 月 日 氏 名

初代 明治１３年３月１日 石山 専蔵

２代 明治１３年１０月２５日 秦 一明

３代 明治１７年１１月２２日 太尾 長祥

４代 明治１９年３月２日 下宮 良平

５代 明治２０年６月１日 三木 勉

６代 明治２５年２月８日 常葉 隆久

７代 明治２６年６月１３日 増川 兵蔵

８代 明治３０年５月２０日 岩田 秀雄

９代 明治３１年７月２９日 橘 莞爾

１０代 明治３５年４月２０日 岩田外喜男

１１代 明治３６年４月１０日 福士 武美

１２代 明治３７年４月２０日 中川種次郎

１３代 明治３７年６月１日 深田猪七郎

１４代 明治４５年５月２７日 国谷清之助

１５代 大正２年１２月２４日 川村 隆吾

１６代 大正３年５月３０日 間山 俊助
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第
二
節

千
歳
村
の
行
財
政

札
幌
郡
外
四
郡
の
中
の
千
歳
郡

明
治
二
十
二
年
当
時
の
千
歳
郡
は
千
歳
村
、
蘭
越
村
、
烏
柵
舞
村
、
長
都
村
、
漁
村

及
び
島
松
村
か
ら
成
っ
て
い
た
。

千
歳
郡
の
概
要
は

次
の
と
お
り
で
あ

る
。
戸
数
は
三
〇
二

戸
、
人
口
は
一
二
五

七
人
で
あ
り
、
地
籍

の
記
録
に
よ
る
と
官

有
地
で
は
戸
長
役
場

が
一
三
〇
〇
坪
、
牧

牛
場
が
一
五
八
万
二

九
一
七
坪
七
合
二

勺
、
鮭
人
工
孵
化
場

が
一
〇
五
五
坪
八
合

四
勺
、
合
計
が
一
五

八
万
五
二
七
二
坪
五

合
六
勺
で
、
民
有
地

で
は
田
が
二
町
六
畝

八
歩
、
畑
が
四
九
町

六
畝
九
歩
、
宅
地
が

七
町
三
反
六
畝
九

歩
、
郷
村
社
地
が
三

畝
一
二
歩
、墳
墓
地
が
二
反
二
畝
二
四
歩
、合
計
が
五
八
町
九
反
二
畝
五
歩
で
あ
っ
た
。

明
治
二
十
二
年
に
千
歳
郡
は
札
幌
郡
外
四
郡
役
所
の
管
轄
下
と
な
り
、
現
在
の
石
狩

支
庁
管
内
に
属
し
た
が
、
人
口
規
模
や
町
村
費
の
予
算
額
は
最
も
小
さ
か
っ
た
。

札
幌
郡
外
四
郡
の
中
で
最
も
人
口
が
多
か
っ
た
の
は
札
幌
郡
で
二
万
一
〇
〇
〇
人
余
り

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
石
狩
郡
、
浜
益
郡
、
厚
田
郡
が
続
き
、
千
歳
郡
の
人
口
は
一
二
五

七
人
で
あ
り
、
札
幌
郡
の
六
�
程
度
、
浜
益
郡
、
厚
田
郡
の
半
分
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。ま

た
、
郡
内
の
町
村
費
予
算
額
に
つ
い
て
は
千
歳
郡
は
約
四
二
八
円
で
あ
っ
た
が
、

札
幌
郡
の
一
二
�
、
厚
田
郡
の
四
分
の
一
、
浜
益
郡
の
二
分
の
一
程
度
の
規
模
で
あ
っ

た
。

郡
内
の
税
・
財
政
の
状
況

明
治
時
代
に
お
い
て
国
税
と
地
方
税
の
区
別
が
明
確
に
な
っ
た
の
は
明
治
八
（
一
八

七
五
）
年
で
あ
り
、
明
治
の
初
め
に
で
き
た
様
々
な
国
税
が
廃
止
と
な
り
、
雑
税
の
整

理
も
行
わ
れ
た
。

明
治
十
一
年
に
は
、
府
県
会
規
則
に
よ
り
府
県
が
独
自
に
地
方
税
を
課
税
・
徴
収
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
地
方
税
規
則
に
よ
り
地
租
付
加
税
、
営
業
税
・
雑
種
税
、
戸
数

割
が
地
方
税
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
開
拓
使
管
内
へ
は
府
県
会
規
則
、
地
方
税
法
適
用

は
見
送
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
明
治
二
十
一
年
の
市
制
町
村
制
、
二
十
三
年
の
府
県
制
・
郡
制
に
よ
っ
て

税
制
度
も
整
備
さ
れ
た
こ
と
で
、
地
方
税
は
そ
れ
ま
で
の
道
府
県
税
に
加
え
て
市
町
村

税
も
正
式
な
租
税
制
度
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
地
方
税
は
道
府
県
税

を
意
味
し
、
市
町
村
税
は
戸
別
に
市
税
・
町
村
税
と
呼
称
さ
れ
、
市
町
村
費
収
入
科
目

の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
市
町
村
税
の
大
部
分
は
国
税
や
道
府
県
税

の
付
加
税
で
あ
り
、
明
治
の
地
方
財
政
が
税
制
に
お
い
て
中
央
集
権
的
な
様
相
を
呈
し

て
い
た
。

表３－３ 明治２２年度札幌外四郡町村予算状況
（単位：円）

計
３８４．１５８

１，７５８．３３９
１，１３４．３１４
２，１７５．８９２

３，２３７．７１１

３０７．１３４
８，９９７．５４８

計
６８．９００

４，８２７．３００

３，８４１．３７３

１０９．８２８
１５０．１４７

８，９９７．５４８

註 『明治２２年札幌石狩厚田濱益千歳郡役所統計概表』より。

千歳郡
－

１０１．４００
－
７５．３９０

２４０．０００

１１．６１０
４２８．４００

千歳郡
１．５００
１３８．９００

２８８．０００

－
－

４２８．４００

浜益郡
－

２０６．７０７
２０６．７０７
１６７．５７２

２２８．０００

６２．９９０
８７１．９７６

浜益郡
１４．３００
３５７．２００

４０２．０００

－
９８．４７６

８７１．９７６

厚田郡
２０．８９４

５４．３２１
４８８．７４１
１２７．０００

９４９．７１１

３０．２８９
１，６７０．９５６

厚田郡
４１．７００
４８８．２８３

１，１４０．９７３

－
－

１，６７０．９５６

石狩郡
６３．１５４

３３８．８１４
２９８．３４５
２４８．４００

１，４０５．０００

１２８．７９８
２，４８２．５１１

石狩郡
１１．４００
８１２．１５０

１，５７６．４００

３６．０００
４６．５６１

２，４８２．５１１

札幌郡
３００．１１０

１，０５７．０９７
１４０．５２１
１，５５７．５３０

４１５．０００

７３．４４７
３，５４３．７０５

札幌郡
－

３，０３０．７６７

４３４．０００

７３．８２８
５．１１０

３，５４３．７０５

収 入

科 目
地租割

戸別割
営業割
教育費雑入

衛生及び
病院費雑入

繰越高
合 計

支 出

科 目
会議費
教育費

衛生及び
病院費

土木費
警備費

合 計

５３４

第４編 開拓の開始と近代社会の成立
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千
歳
郡
の
明
治
二
十
二
年
度
予
算
で
は
村
費
収
入
が
四
二
八
円
四
〇
銭
で
、
内
訳
は

戸
別
割
一
〇
一
円
四
〇
銭
、
教
育
費
雑
入
七
五
円
三
九
銭
、
衛
生
及
病
院
費
雑
入
二
四

〇
円
、
繰
越
高
一
一
円
六
一
銭
。
同
支
出
内
訳
は
会
議
費
一
円
五
〇
銭
、
教
育
費
一
三

八
円
九
〇
銭
、
衛
生
及
病
院
費
二
八
八
円
で
あ
り
、
札
幌
郡
な
ど
に
見
ら
れ
る
土
木
費

や
警
備
費
の
予
算
は
計
上
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

千
歳
村
外
三
ヶ
村
の
財
政
状
況

明
治
三
十
年
に
島
松
村
と
漁
村
が
合
併
し
恵
庭
村
と
な
っ
て
独
立
し
た
後
、
千
歳
村

外
三
ヶ
村
の
明
治
四
十
一
年
度
か
ら
四
十
四
年
度
の
収
支
予
算
の
状
況
に
つ
い
て
は
表

３－

４
の
と
お
り
で
あ
る
。

各
年
度
の
収
支
予
算
総
額
に
つ
い
て
は
明
治
四
十
一
年
度
は
五
三
二
六
円
一
厘
、
四

十
二
年
度
は
四
九
六
二
円
七
三
銭
三
厘
、
四
十
三
年
度
は
五
二
六
四
円
八
銭
七
厘
、
四

表３－４ 千歳郡千歳外三村収支予算表
（単位 円）

区 分 ４１年度 ４２年度 ４３年度 ４４年度

収

入

雑収入

生徒授業料 １１６．６００ － － －
過年度村費収入 ３０．０００ ５０．０００ １００．０００ １２０．０００
行旅病死人費弁償金 ２０．０００ ２０．０００ ７０．０００ ７０．０００
村費滞納処分費弁償金 １０．０００ １０．０００ １０．０００ １０．０００
基本財産支消 ２１０．０００ － － －
不用品払下代 － ３７５．０００ － －
計 ３８６．６００ ４５５．０００ １８０．０００ ２００．０００

前年度繰越金 前年度繰越金 ４１５．０００ １５１．０００ ５００．０００ ２００．０００

地方費補助

教育補助 １２０．０００ １２０．０００ １４０．０００ １２５．０００
村医費補助 １２０．０００ １２０．０００ １４０．０００ １２０．０００
伝染病予防費補助 １９．８３０ ２１．１６０ ２３．０００ １４．６００
学校新築補助 ４９５．０００ － － －
計 ７５４．８３０ ２６１．１６０ ３０３．０００ ２５９．６００

寄付金 教育費寄付 ３０．０００ ２０．０００ － －
学校新築費寄付 － － － ３５０．０００
計 ３０．０００ ２０．０００ － ３５０．０００

村費賦課額

地価割 ６．９５４ ６．９５４ １１．３１７ ９．８５４
地方税営業割 ２６．４００ ３０．４００ ４１．６５０ ３８．１００
地方税雑種税割 １９１．７００ １６５．０００ １６５．０００ １６４．３００
国税営業税割 ６．０００ ９．０００ ２３．２０８ ２３．２０８
所得税割 ２５．４４０ ３９．０００ ３８．０４６ ３８．６４６
戸別割 ２，２００．１６０ ２，４７４．８１６ ２，５７１．９１２ ３，００８．９６０
反別割 ８７０．９１７ １，０２８．４０３ １，１４９．９５４ １，１６１．６０７
炭竈割 ２４０．０００ ２４０．０００ １８０．０００ １８０．０００
計 ３，５６７．５７１ ３，９９３．５７３ ４，１８１．０８７ ４，６２４．６７５

夫役 夫役 ８２．０００ ８２．０００ １００．０００ １００．０００
収 入 計 ５，３２６．００１ ４，９６２．７３３ ５，２６４．０８７ ５，７３４．２７５

支

出
（
経
常
部
）

会議費 雑給 １２．０００ １２．０００ １５．５００ ２２．０００
需用費 ５．０００ ３．２５０ ３．０００ ９．５００
計 １７．０００ １５．２５０ １８．５００ ３１．５００

土木費 道路橋梁費 ２１２．０００ １６７．０００ ３２５．０００ ５９０．０００

教育費

俸給 １，４４０．０００ １，５１２．０００ １，５４８．０００ １，６３２．０００
雑給 １６４．６００ ２１３．２００ ２２５．１００ ２４６．５５０
需用費 ６５２．３９０ ８２７．２５５ ９６２．１６０ ８３８．０５０
実業実習費 ５８．３００ ４２．７００ ６１．８００ ６１．８００
修繕費 ７０．０００ ７０．０００ １０５．０００ ２１０．０００
学校衛生費 ２４．５００ ２４．５００ ２４．５００ ２４．５００
教育補助費 － － ３７．０００ ３７．８００
計 ２，４０９．７９０ ２，６８９．６５５ ２，９６３．５６０ ３，０５０．７００

衛生費
種痘費 ２３．５００ ２３．５００ ４４．０００ ４４．０００
伝染病予防費 １１．０００ １５．０００ ２５．０００ ２５．０００
トラホーム予防費 １５．０００ １５．０００ １５．０００ １５．０００
計 ４９．５００ ５３．５００ ８４．０００ ８４．０００

衛生補助費 衛生組合補助費 １０．０００ １０．０００ － －

村医費 給料 ３６０．０００ ３８４．０００ ３８４．０００ ３８４．０００
雑給 ３６．０００ １２．０００ １２．０００ １２．０００
計 ３９６．０００ ３９６．０００ ３９６．０００ ３９６．０００

勧業費
試作費 ２３．０００ ９．０００ ７．０００ ７．０００
産業費 ４１．５００ ２２．５００ ２９．５００ ４７．５００
害虫予防及び撰種費 － ６．０００ １０．０００ １０．０００
計 ６４．５００ ３７．５００ ４６．５００ ６４．５００

勧業補助費 村農会補助費 １３４．４７８ １３６．１２３ １８２．０３９ １９８．８５６
産牛馬組合補助 － ５４．８００ － ４０．０００
計 １３４．４７８ １９０．９２３ １８２．０３９ ２３８．８５６

諸税及び負担 諸税 ０．７８０ ０．７８０ ３３．８４０ ３８．２７０
財産管理費 財産管理費 ５．０００ － － －
村費取扱費 徴収費 ８８．９００ １１０．９００ ２１８．３００ ３３５．０００

雑支出

財産管理費 － ２３．０００ １５．０００ １５．０００
吏員住宅料 １２．０００ ２４．０００ － －
行旅病死人費繰替費 ２０．０００ ２０．０００ ７０．０００ ７０．０００
村費滞納処分繰替費 １０．０００ １０．０００ １０．０００ １０．０００
村是調査費 １０．０００ － ２０．０００ ２０．０００
指導標建設費 ５．０００ － １０．０００ ５．０００
諸給与 １８．０００ ２６．０００ ３５．０００ ２７．０００
過年度支出 － ２．０００ １０．０００ １５．０００
計 ７５．０００ １０５．０００ １７０．０００ １６２．０００

公債費 公債利子 － － ４９．５００ －
予備費 予備費 ２５．０５３ ４９．８２５ ５６．８４８ ６５．４４９

経 常 部 計 ３，４８８．００１ ３，８２６．３３３ ４，５４４．０８７ ５，０５６．２７５

支
出
（
臨
時
部
）

教育費

校舎新築費 １，６５０．０００ ８９８．４００ － ５１０．０００
附属建物新築費 － － ２２０．０００ －
需用費 ９５．０００ － － －
修繕費 － － ９０．０００ －
校舎増築費 － １４５．０００ － １６８．０００
計 １，７４５．０００ １，０４３．４００ ３１０．０００ ６７８．０００

寄付金 寄付金 ９３．０００ ９３．０００ － －
特別会計繰入金 特別会計繰入金 － － ４１０．０００ －

臨 時 部 計 １，８３８．０００ １，１３６．４００ ７２０．０００ ６７８．０００
支 出 計 ５，３２６．００１ ４，９６２．７３３ ５，２６４．０８７ ５，７３４．２７５

註� 『明治４２年千歳外三村収支予算表』より作成。
� 原資料の収入計が内訳の合計と一致しないが、そのままとした。
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十
四
年
度
は
五
七
三
四
円
二
七
銭
五
厘
で
あ
っ
た
。
総
体
の
予
算
規
模
が
著
し
く
拡
大

し
て
い
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
収
入
予
算
で
は
村
費
賦
課
額
が
年
に
一
〇
�

程
度
の
伸
び
を
示
す
中
で
、
支
出
予
算
の
う
ち
経
常
部
に
つ
い
て
は
、
年
に
一
五
�
程

度
の
伸
び
と
な
り
予
算
規
模
を
堅
調
に
押
し
上
げ
た
。

四
十
一
年
度
と
四
十
四
年
度
を
比
較
す
る
と
、
収
入
予
算
の
特
徴
と
し
て
は
、
村
費

賦
課
額
が
約
三
五
六
八
円
か
ら
四
六
二
五
円
、
収
入
予
算
総
額
の
六
七
�
か
ら
八
一
�

を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
村
費
賦
課
額
の
六
〇
�
余
り
が
戸
別
割
で
あ
り
、
約
二
二
〇

〇
円
か
ら
三
〇
〇
九
円
と
な
り
、
三
年
間
で
三
六
�
、
各
年
平
均
で
は
一
二
�
余
り
の

伸
び
を
示
し
た
。

支
出
予
算
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
、
経
常
部
・
臨
時
部
と
も
に
教
育
費
が
四
十
三

年
で
約
三
二
七
四
円
か
ら
四
十
一
年
で
約
四
一
五
五
円
と
最
も
多
額
で
あ
り
、
支
出
予

算
総
額
の
六
〇
�
か
ら
八
〇
�
程
度
を
占
め
る
ほ
ど
突
出
し
て
い
た
。

教
育
費
の
中
で
は
、
訓
導
・
准
訓
導
・
代
用
教
員
に
係
る
俸
給
が
一
四
四
〇
円
か
ら

一
六
三
二
円
と
最
も
多
額
で
あ
り
、
教
育
費
（
経
常
部
）
の
五
〇
�
以
上
を
占
め
、
予

算
額
は
年
々
増
加
し
た
。
俸
給
に
次
い
で
多
額
な
の
は
備
品
費
・
消
耗
費
な
ど
の
需
用

費
で
あ
り
、
約
六
五
二
円
か
ら
九
六
二
円
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
教
育
費
（
臨
時
部
）
で
は
校
舎
の
新
築
・
増
築
や
附
属
建
物
の
新
築
が
続
い

て
い
た
が
、
千
歳
尋
常
小
学
校
校
舎
新
築
で
明
治
四
十
一
年
度
で
一
六
五
〇
円
、
明
治

四
十
二
年
度
で
八
九
八
円
余
り
の
予
算
が
計
上
さ
れ
た
。

支
出
予
算
に
関
す
る
そ
の
他
の
特
徴
と
し
て
は
、
教
育
費
に
次
い
で
多
額
な
の
は
村

医
費
や
土
木
費
で
あ
る
が
、
村
医
費
で
は
村
医
給
料
な
ど
三
九
六
円
の
予
算
が
計
上
さ

れ
、
ま
た
、
道
路
・
橋
梁
の
修
繕
費
を
計
上
し
た
土
木
費
は
二
一
二
円
か
ら
五
九
〇
円

と
年
々
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
四
十
四
年
度
に
は
、
特
別
会
計
を
設
置
し
、
灌
漑
溝
開
削
に
係
る
予
算

額
二
七
五
九
円
七
六
銭
を
計
上
し
た
。

明
治
四
十
四
年
十
月
十
一
日
に
千
歳
村
と
蘭
越
村
の
一
部
灌
漑
溝
開
削
に
付
き
特
別

会
計
を
設
定
す
る
件
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
評
決
書
を
惣
代
人
会
へ
提
出
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。

評
決
書

千
歳
村
蘭
越
村
ノ
一
部
灌
漑
溝
開
鑿
ニ
付

特
別
会
計
設
定
ノ
件

第
一
条

千
歳
村
蘭
越
村
ノ
一
部
灌
漑
溝
開
鑿
ニ
関
シ
特
別
会
計
ヲ
設
ケ
其
収
支
ハ
他
ノ

会
計
ト
区
分
シ
特
別
会
計
ト
ス

第
二
条

左
ノ
収
入
ヲ
以
テ
歳
入
ト
ス

一

灌
漑
区
域
特
別
税
反
別
割

二

公
債
費

三

加
入
金

四

村
費
補
助

五

夫
役

第
三
条

左
ノ
支
出
ヲ
以
テ
歳
出
ト
ス

但
惣
代
人
会
ノ
評
決
ヲ
経
テ
予
備
費
ヲ
設
ル
コ
ト
ヲ
得

一

土
工
費

二

公
債
利
子

三

公
債
償
還

附
則

第
四
条

本
則
ハ
明
治
四
十
四
年
度
ヨ
リ
施
行
ス

右
提
出
候
也

明
治
四
十
四
年
十
月
十
一
日

千
歳
郡
千
歳
外
三
村
戸
長

深
田
猪
七
郎

５３６
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税
制
度

村
の
収
入
予
算
の
大
部
分
で
あ
る
村
税
賦
課
額
の
う
ち
国
税
や
北
海
道
税
の
付
加
税

が
多
く
を
占
め
、
反
別
割
な
ど
独
立
税
に
当
た
る
も
の
が
一
〇
分
の
一
程
度
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
税
賦
課
額
の
六
〇
�
余
り
が
北
海
道
税
付
加
税
の
戸
数
割
で
あ
り
、
明

治
四
十
一
年
度
の
予
算
額
は
約
二
二
〇
〇
円
で
あ
る
が
、
本
税
（
八
五
二
円
九
五
銭
）

の
約
二
・
九
倍
も
の
付
加
税
が
四
九
三
戸
の
住
民
に
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
明
治
時
代
の
地
方
税
制
の
構
造
か
ら
、
全
国
的
傾
向
で
あ
っ
た
も

の
と
推
測
で
き
る
。
明
治
四
十
四
年
度
に
お
け
る
地
方
税
の
う
ち
独
立
税
と
付
加
税
の

割
合
が
、
府
県
税
で
は
同
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
市
町
村
税
で
は
付
加
税
の
割
合

が
極
め
て
高
く
、
特
に
町
村
税
に
お
い
て
は
、
九
九
・
二
�
が
付
加
税
で
あ
っ
た
。（
高

寄
昇
三
『
明
治
地
方
税
の
構
造
』）

付
加
税
の
特
徴
と
し
て
は
、
国
税
や
府
県
税
額
を
基
準
に
賦
課
す
る
こ
と
か
ら
賦
課

費
用
が
少
な
く
、
課
税
論
拠
に
つ
い
て
も
説
明
が
容
易
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。ま

た
、
戸
数
割
に
つ
い
て
は
、
課
税
標
準
・
制
限
が
な
か
っ
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
税
等
付
加
税
が
主
体
の
地
方
税
体
系
に
あ
り
な
が
ら

も
、
地
方
に
よ
る
課
税
権
の
余
地
が
戸
数
割
に
お
い
て
残
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
に
応
能
と
は
無
関
係
に
各
戸
に
課
税
さ
れ
る
戸
数
割
が
地
方
税
の
主
要
税
目
で

あ
っ
た
こ
と
が
当
時
の
税
制
の
特
徴
で
あ
る
。

参
考
文
献

札
幌
区
役
所
『
明
治
二
十
二
年
札
幌
石
狩
厚
田
浜
益
千
歳
郡
役
所
統
計
概
表
』
一
八
九
一
年
／

『
新
撰
北
海
道
史
』
第
四
巻
通
説
三

一
九
三
七
年
／
北
海
道
庁
『
北
海
道
史
附
録
管
轄
略
譜
年

表
統
計
表
』
一
九
一
八
年
／
千
歳
町
『
千
歳
外
三
村
収
支
予
算
表
』
一
九
〇
九
年
／
丸
山
高
満

『
日
本
地
方
税
史
』
一
九
八
五
年

ぎ
ょ
う
せ
い
／
高
寄
昇
三
『
地
方
財
政
の
歴
史
第
九
十
二
回

〜
明
治
地
方
税
の
構
造
』（
地
方
財
務
二
〇
〇
八
年
十
二
月
号
）
二
〇
〇
八
年
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第
三
節

幕
末
・
明
治
初
期
の
都
市
構
造

幕
末
の
都
市
構
造

橋
梁
・
道
路

江
戸
時
代
安
政
の
頃
、
蝦
夷
地
は
漁
業
以
外
に
ほ
と
ん
ど
産
業
が
な
か
っ
た
た
め
、

開
削
さ
れ
た
道
路
も
橋
梁
も
な
く
、
海
岸
沿
い
の
自
然
路
が
あ
る
だ
け
で
極
め
て
不
便

な
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
東
西
の
海
岸
を
連
絡
す
る
交
通
路
の
内
、
と
り
わ
け

重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
石
狩
と
勇
払
を
結
ぶ
川
を
利
用
し
た
丸
木
舟
に
よ
る
舟
運
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
石
狩
川
や
そ
の
支
流
の
千
歳
川
沿
岸
は
、
鮭
な
ど
豊
富
な
天
産
に
よ
っ

て
、
ア
イ
ヌ
の
部
落
が
多
く
点
在
し
、
人
々
の
往
来
・
出
入
り
も
多
か
っ
た
。

勇
払
か
ら
舟
で
勇
払
川
を
の
ぼ
り
、
勇
払
沼
を
経
由
し
て
美
々
に
上
陸
、
石
狩
へ
と

向
か
う
た
め
、
千
歳
川
へ
と
乗
り
換
え
る
二
里
の
陸
路
に
千
歳
は
あ
っ
た
。「
千
歳
越
」

と
呼
ば
れ
た
美
々
・
千
歳
間
の
陸
路
に
つ
い
て
『
北
海
道
道
路
誌
』（
大
正
十
四
年
刊

行
）
で
は
、「
文
化
年
間
開
鑿
せ
る
千
歳
越
、
千
歳
ビ
ゝ
間
は
山
田
屋
文
右
衛
門
の
開

く
所
な
り
し
か
其
後
文
右
衛
門
は
勇
佛
場
所
請
負
人
と
な
り
千
歳
も
同
場
所
内
に
あ
り

て
従
来
多
額
の
鮭
を
産
せ
り
是
れ
蝦
夷
地
に
於
て
荷
馬
車
を
使
用
せ
る
嚆
矢
に
し
て
特

筆
す
へ
き
事
件
た
り
弘
化
の
頃
は
千
歳
に
馬
匹
二
十
七
、
八
頭
、
車
二
十
挺
許
あ
り
し

と
云
ふ
」
と
あ
る
。

そ
の
後
、
松
前
藩
へ
の
復
領
を
経
て
、
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
の
再
直
轄
か
ら
蝦

夷
地
の
積
極
的
な
経
営
に
乗
り
出
し
た
幕
府
は
、
産
業
の
拡
張
や
ロ
シ
ア
に
対
す
る
軍

事
上
の
目
的
か
ら
、
安
政
四
年
、
箱
館
奉
行
が
各
場
所
請
負
人
へ
水
路
に
依
ら
な
い
陸

路
の
開
削
を
命
じ
る
。
舟
に
よ
る
往
来
は
、
労
費
が
多
い
上
に
冬
は
川
が
凍
結
し
て
航

行
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
陸
路
開
削
は
、
銭
函
か
ら
発
寒
、
札
幌
を
経
て
千
歳
に
至
る
も
の
で
、
銭
函
・

星
置
間
は
小
樽
場
所
の
恵
比
須
屋
半
兵
衛
が
、
星
置
・
島
松
間
を
石
狩
場
所
の
阿
部
屋

伝
次
郎
が
、
そ
し
て
島
松
・
千
歳
間
を
勇
払
場
所
の
山
田
文
右
衛
門
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当

し
た
。
新
道
は
幅
二
間
を
も
っ
て
標
準
と
さ
れ
、
同
年
五
月
に
完
成
、
後
の
「
札
幌
本

道
」
の
も
と
と
な
る
。

当
時
の
箱
館
奉
行
は
、
砲
台
場
で
あ
る
台
場
の
普
請
や
役
宅
の
建
築
な
ど
に
多
く
の

経
費
が
か
か
り
、
道
路
開
削
に
は
ほ
と
ん
ど
官
費
は
投
入
さ
れ
ず
、
各
場
所
請
負
人
が

自
ら
の
負
担
に
よ
り
行
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
箱
館
奉
行
は
、
場
所
請

負
人
の
功
績
を
幕
府
に
上
申
し
、
幕
府
か
ら
褒
賞
と
し
て
、
恵
比
須
屋
半
兵
衛
は
銀
七

枚
、
阿
部
屋
伝
次
郎
と
山
田
文
右
衛
門
は
銀
三
枚
を
賜
っ
て
い
る
。

幕
末
の
千
歳
付
近
の
様
子
に
つ
い
て
、
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
の
松
浦
武
四
郎
『
再

航
蝦
夷
日
誌
』
で
は
、「
カ
マ
カ
に
番
屋
、
蔵
、
弁
天
社
」、「
千
歳
川
会
所
前
に
は
古

い
船
板
を
渡
し
た
橋
」、「
マ
マ
ツ
川
に
土
橋
」
な
ど
、
建
物
や
橋
な
ど
の
整
備
が
描
か

れ
て
い
る
。

明
治
初
期
の
都
市
構
造

橋
梁
・
道
路

明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
の
千
歳
の
状
況
が
、
明
治
天
皇
巡
幸
の
た
め
の
状
況
報
告

に
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

會
所

壱
棟
ア
リ
外
板
蔵
八
棟
ア
リ
当
時
千
歳
村
駅
逓
所
ハ
是
レ
ナ
リ

神
社

辨
天
社
、
龍
神
社
ト
モ
千
歳
村
ニ
ア
リ
山
田
文
右
ヱ
門
ノ
建
立
ナ
リ

ま
た
、
明
治
五
年
当
時
の
駅
逓
取
扱
人
山
口
安
五
郎
の
報
告
に
千
歳
郡
内
の
橋
の
状

況
が
示
さ
れ
て
い
る
（『
市
史
』）。

証

字
イ
ヨ
マ
イ
橋

長
サ

三
間
三
尺

巾

三
間

同
ヲ
サ
ツ
橋

長
サ

四
間
四
尺

巾

二
間
四
尺
五
寸

同
ホ
ン
ヲ
サ
ツ
橋

長
サ

二
間
四
尺

巾

三
間
四
尺
五
寸

同
ホ
ン
ヲ
サ
ツ
橋

長
サ

三
間
四
尺

巾

二
間
三
尺

同
ユ
カ
ン
ボ
ウ
シ
橋

長
サ

三
間
壱
尺
八
寸

巾

三
間
〇
五
寸

同
ト
ヱ
ソ
ウ
橋

長
サ

弐
間
〇
五
寸

巾

三
間
〇
五
寸
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同
イ
サ
リ
橋

長
サ

拾
六
間

巾

弐
間
弐
尺
五
寸

マ
マ

但
北
之
方
大
痛
有

同
モ
イ
サ
リ
橋

長
サ

六
間

巾

二
間
三
尺

但
西
之
分
痛
有

同
ヘ
ケ
レ
ヘ
橋

長
サ

壱
間
四
尺

巾

三
間

同
ロ
リ
マ
ヽ
フ
橋

長
サ

弐
間

巾

三
間

同
シ
ュ
マ
ヽ
フ
橋

長
サ

五
間

巾

弐
間
二
尺

但
西
之
方
大
痛
有

同
千
歳
橋

長
サ

弐
拾
間
三
尺

巾

弐
間
三
尺
五
寸

同
マ
ヽ
チ
橋

長
サ

六
間
壱
尺

巾

弐
間
三
尺

同
フ
シ
コ
ヒ
ヽ
橋

長
サ

弐
間

巾

弐
間
三
尺

右
書
面
之
通
御
座
候

以
上

明
治
五
年

九
月
十
日

千
歳
郡
駅
場
取
扱
人

山
田
文
右
衛
門
代

山

口

安

五

郎

札
幌
本
道
が
開
通
し
た
明
治
六
年
の
十
一
月
、
太
政
官
布
告
第
三
六
四
号
に
よ
り
海

陸
合
計
七
一
里
五
町
（
二
七
九
・
四
�
）
の
里
程
が
定
め
ら
れ
、
千
歳
は
、
函
館
、
中

島
郷
、
嶺
下
、
森
村
、
室
蘭
港
、
幌
別
、
白
老
、
苫
小
牧
、
札
幌
と
と
も
に
宿
駅
の
一

つ
と
な
る
。
二
年
に
場
所
請
負
人
制
度
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
が
、
元
場
所
請
負
人
が
駅

逓
取
扱
人
を
務
め
た
。『
千
歳
外
三
ヶ
村
沿
革
史
』（
明
治
三
十
九
年
）
に
「
明
治
六
年

十
二
月
開
拓
使
ニ
於
テ
千
歳
村
ニ
驛
逓
所
ヲ
新
設
シ
官
馬
ヲ
貸
與
シ
補
助
金
を
下
附
セ

ラ
ル
」
と
補
助
金
と
官
馬
の
貸
与
や
払
い
下
げ
を
受
け
た
と
あ
る
。

開
拓
使
千
歳
出
張
所
は
札
幌
本
道
建
設
時
に
、
そ
れ
ま
で
仮
橋
の
状
態
で
あ
っ
た
千

歳
橋
を
本
格
的
な
木
橋
に
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
資
料
を
み
る
と
、『
開
拓
使
事
業
報

告
第
二
編

土
木
・
橋
梁
』
で
は
、
千
歳
橋
は
十
四
年
十
月
に
着
工
、
十
一
月
に
竣
工

し
、
板
橋
を
新
架
し
て
い
る
。
長
さ
二
一
間
、
幅
二
・
三
間
で
あ
っ
た
。『
明
治
二
十

二
年
札
幌
石
狩
厚
田
浜
益
千
歳
郡
役
所
統
計
概
表
』
に
も
千
歳
橋
が
長
さ
二
一
間
、
幅

二
間
半
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
十
七
年
発
行
の
『
北
海
道
志
』（
巻
之
九
）

に
は
長
都
土
橋
が
長
さ
五
間
幅
二
間
三
尺
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
勇
払
往
復
』
第
三
号
に
よ
る
と
、
六
年
秋
、
開
拓
使
は
イ
ザ
リ
川
の
休
息

所
と
美
々
の
休
泊
所
と
を
新
築
し
、
美
々
休
泊
所
は
宿
泊
も
で
き
る
造
り
と
な
っ
て
い

た
と
あ
る
。
同
年
、
新
保
鉄
蔵
が
千
歳
村
で
最
初
に
旅
泊
所
の
営
業
を
始
め
る
。
戸
長

役
場
が
開
庁
し
た
十
三
年
に
は
、
新
保
旅
館
の
ほ
か
に
笠
井
忠
三
郎
、
川
合
新
助
が
旅

人
宿
業
を
営
み
、
宿
泊
料
は
一
泊
二
〇
銭
か
ら
二
五
銭
で
あ
っ
た
と
い
う
（『
躍
進
千

歳
』）。
さ
ら
に
、『
殖
民
公
報
』
に
よ
る
と
四
十
一
年
の
千
歳
駅
逓
の
宿
泊
料
は
上
一

円
、
中
八
〇
銭
、
下
五
〇
銭
で
あ
っ
た
。

十
二
年
四
月
、
開
拓
使
は
工
業
局
内
に
陸
運
改
良
係
を
設
置
し
、
銭
函
と
小
樽
に
派

出
所
を
置
き
、
夏
季
は
馬
車
、
冬
季
は
馬
ソ
リ
を
使
用
し
て
札
幌
と
手
宮
間
の
運
輸
営

業
を
始
め
た
。
し
か
し
「
十
三
年
十
一
月
札
幌
小
樽
間
鉄
道
成
ル
ヲ
以
テ
同
所
運
輸
ノ

事
業
ヲ
止
メ
更
ニ
之
ヲ
札
幌
室
蘭
間
ニ
施
ス
是
ヨ
リ
先
キ
工
業
局
ニ
於
テ
橇
車
及
荷
馬

車
ヲ
模
造
シ
テ
人
民
ニ
売
ル
請
求
ス
ル
者
甚
多
シ
十
一
年
ヨ
リ
十
五
年
二
月
ニ
至
ル
迄

乗
馬
車
三
荷
馬
車
二
百
二
十
九
乗
橇
車
十
四
荷
橇
車
二
百
八
十
四
ニ
至
ル
」（『
北
海
道

志
巻
之
二
十
九
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
札
幌
・
小
樽
間
の
鉄
道
開
業
を
機
に
翌
十
四
年
十

月
、
札
幌
室
蘭
間
に
移
さ
れ
、
苫
小
牧
、
幌
別
、
室
蘭
に
派
出
所
、
島
松
、
美
々
、
白

老
に
継
立
所
を
設
置
し
、
運
賃
を
表
３－

５
の
よ
う
に
定
め
、
直
営
の
運
輸
を
開
始
し

た
。
し
か
し
、
十
七
年
六
月
に
廃
止
さ
れ
、
以
後
民
営
と
な
っ
た（『
北
海
道
道
路
史
』）。

入
植
当
時
の
移
動
手
段
に
つ
い
て
、
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
九
月
に
開
町
七

〇
年
を
記
念
し
た
古
老
の
座
談
会
に
お
い
て
、
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
に
移
住
し

て
き
た
廣
重
定
次
郎
が
、「
私
共
は
山
口
県
の
第
一
次
移
民
と
し
て
来
た
の
で
す
が
其

第３章 戸長役場と千歳村の行財政

５３９

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／新千歳市史／第４編（Ｐ４６１～９６６）／第４編　第３章  2010.02.22 09.42.24  Page 79 



の
頃
は
小
樽
へ
上
陸
し
て
テ

ク
テ
ク
札
幌
ま
で
歩
き
、
銭

函
で
一
泊
、
札
幌
へ
来
て
一

泊
、
廣
島
の
輪
厚
で
一
泊
し

て
四
日
目
に
千
歳
へ
つ
い
た

も
の
で
す
。
札
幌
か
ら
千
歳

ま
で
は
明
治
十
四
年
に
明
治

天
皇
の
御
巡
幸
が
あ
り
立
派

な
道
路
が
出
来
て
い
た
が
原

始
林
の
大
木
が
両
側
に
う
っ

そ
う
と
し
て
ト
ン
ネ
ル
の
様

で
あ
り
、
特
に
昼
尚
暗
く
し

て
雨
が
降
っ
て
も
傘
が
い
ら

な
い
と
云
う
状
態
で
あ
っ

た
」（『
躍
進
千
歳
』）
と
話
し

て
お
り
、
馬
や
馬
車
の
運
賃

は
決
し
て
安
く
は
な
く
、
役

人
の
調
査
や
物
資
の
運
搬
な

ど
以
外
、
人
々
は
何
日
も
か

け
て
ひ
た
す
ら
歩
い
て
移
動
し
て
い
た
。
商
売
の
仕
入
れ
な
ど
多
く
の
荷
物
を
運
ぶ
場

合
は
、
積
載
量
も
多
く
安
価
な
江
戸
時
代
か
ら
続
く
川
船
を
使
っ
た
輸
送
が
道
路
や
鉄

道
が
整
備
さ
れ
て
か
ら
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。

千
歳
川
の
航
行

明
治
後
半
か
ら
、
千
歳
で
は
薪
炭
業
が
大
き
な
産
業
と
な
り
、
そ
の
輸
送
手
段
と
し

て
川
船
輸
送
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
生
産
さ
れ
た
薪
炭
は
川
船
に
よ
り
千
歳
川

を
下
っ
て
江
別
に
出
荷
さ
れ
て
い
た
。
江
別
は
、
明
治
十
五
年
に
札
幌
・
幌
内
間
に
鉄

道
が
開
通
し
、
川
船
と
鉄
道
が
交
わ
る
物
流
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
江
別
を
中
心
と
し

て
千
歳
川
や
石
狩
川
沿
岸
の
村
と
を
往
復
し
、
江
別
に
集
荷
さ
れ
た
農
産
物
や
木
炭
、

木
材
な
ど
は
鉄
道
に
積
み
変
え
ら
れ
、
札
幌
や
小
樽
へ
と
運
ば
れ
る
。
一
方
、
札
幌
や

小
樽
か
ら
鉄
道
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
砂
糖
、
酒
、
反
物
、
醤
油
、
縄
な
ど
の
日
用

雑
貨
等
は
江
別
経
由
で
石
狩
や
千
歳
方
面
の
各
村
へ
と
川
船
に
よ
り
運
ば
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
開
拓
地
へ
の
入
植
者
の
移
入
手
段
と
し
て
の
役
割
も
大
き
か
っ
た
。

江
別
か
ら
千
歳
方
面
へ
の
船
運
に
つ
い
て
、『
新
江
別
市
史
』
で
、「
実
現
に
は
い
た

マ
マ

ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
繁
忙
を
見
込
ん
で
、
三
十
一
年
六
月
、
石
狩
川
漕
運
（
株
）
が

江
別
―
千
歳
間
の
定
期
航
路
開
設
の
試
航
を
行
う
」
と
あ
り
、
北
海
道
毎
日
新
聞
（
明

治
三
十
一
年
六
月
十
一
日
）
で
も
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

千
歳
・
馬
追
の
両
原
野
は
近
来
大
に
移
民
増
加
し
、
従
っ
て
日
常
品
も
多
く
要
し
、
其

他
貨
物
の
運
送
頗
る
頻
繁
な
る
も
の
に
あ
る
に
、
千
歳
川
冬
期
汽
船
の
休
航
後
引
続
き
此

程
ま
で
休
航
な
し
居
た
る
為
め
、
同
原
野
の
貨
物
運
搬
上
非
常
の
困
難
を
感
じ
居
た
る

が
、
去
る
六
日
、
石
狩
運
漕
株
式
會
社
に
於
て
所
有
汽
船
空
知
丸
の
初
航
を
試
み
、（
中

略
）
今
後
は
月
に
何
回
と
定
期
航
行
を
な
し
、
両
原
野
住
民
の
貨
物
運
搬
上
の
便
を
計
るマ

マ

事
に
な
せ
り
と
云
ふ
が
、
当
日
の
汽
船
の
航
行
を
見
て
両
原
野
住
民
は
老
若
男
女
を
問
は

ず
川
の
左
右
岸
に
屏
立
し
て
、
大
に
歓
迎
し
た
り
と
云
ふ
。

こ
の
内
容
か
ら
、
試
航
以
前
に
江
別
と
千
歳
間
で
汽
船
が
航
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
さ
ら
に
同
年
七
月
二
日
の
記
事
で
は
、

マ
マ

石
狩
河
漕
運
株
式
會
社
は
千
歳
川
航
運
の
途
を
開
か
ん
た
め
、
客
月
六
日
汽
船
空
知
丸

を
以
て
該
川
の
試
運
を
遂
げ
た
る
に
、
其
結
果
良
好
な
り
し
と
い
ふ
。
今
其
詳
細
を
記
さ

ん
に
、
空
知
丸
は
午
前
十
一
時
に
札
幌
郡
江
別
村
の
定
繋
所
を
解
縦
し
、
午
後
六
時
、
千

歳
郡
漁
太
に
着
す
、
此
の
航
程
凡
そ
九
里
。
翌
七
日
午
前
六
時
、
同
川
上
流
字
長
都
に
向

け
出
帆
し
、
四
十
分
間
に
て
達
す
、
此
航
程
凡
一
里
半
、
少
時
碇
泊
の
後
、
午
前
七
時
三

表３－５ 札幌～室蘭間の運賃（開拓使事業報告第四編より）

区間
科目

札 幌
島 松

島 松
美 々

美 々
苫小牧

苫小牧
白 老

白 老
幌 別

幌 別
室 蘭

合 計

乗 客
大 人 ５１．９銭 ５３．５銭 ４４．５銭 ５０．４銭 ６１．６銭 ４５．２銭 ３０７．１銭

１０歳未満
３歳以上

２６．１銭 ２６．８銭 ２２．３銭 ２５．２銭 ３０．６銭 ２６．６銭 １５３．６銭

貨 物 ２５貫目 ４６．７銭 ４８．１銭 ４０．０銭 ４５．４銭 ５５．４銭 ４０．７銭 ２７６．３銭

雇

切

荷
馬
車

２頭牽 ２３３．７銭 ２４０．６銭 ２００．１銭 ２２６．８銭 ２７７．０銭 ２０３．３銭 １３８１．５銭

１頭牽 １４０．２銭 １４４．３銭 １２０．０銭 １３６．１銭 １６６．２銭 １２２．０銭 ８２８．８銭

乗橇１輌 １７３．１銭 １７８．２銭 １６８．０銭 ２０５．２銭 １５０．２銭 １５０．６銭 １０２５．３銭

荷橇１輌 １６８．３銭 １７３．２銭 １４４．１銭 １６３．３銭 １９９．５銭 １４６．５銭 ９９４．９銭

乗
馬
車

２頭牽
札幌～苫小牧
７円５０銭

札幌～室蘭
１５円００銭

１頭牽
同 上
５円０１銭

同 上
１０円０２銭

５４０
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十
分
帰
航
に
就
く
。（
中
略
）
以
上
の
視
察
に
依
れ
ば
、
屈
曲
部
に
堆
積
す
る
三
、
四
ヶ

所
の
流
木
を
除
去
せ
ば
、
減
水
の
期
と
雖
ど
も
航
運
上
少
し
も
差
閊
な
か
ら
ん
。
又
た
積

載
貨
物
は
現
今
僅
少
な
れ
ど
も
、
沿
岸
の
三
大
殖
民
地
中
幌
向
運
河
、
夕
張
川
、
馬
追
運

河
等
、
何
れ
も
千
歳
川
の
上
流
に
あ
り
て
航
運
に
適
し
、
現
に
数
十
石
積
の
淀
川
船
を
以

て
該
殖
民
地
需
要
品
の
供
給
に
応
じ
、
又
た
秋
収
農
産
の
搬
出
季
に
は
江
別
川
口
に
殆
ど

百
有
余
の
小
舟
を
輻
輳
せ
し
む
る
程
な
れ
は
、
本
航
路
の
開
通
と
共
に
航
運
の
駿
速
又
時

季
過
つ
の
患
な
し
。

石
狩
運
漕
株
式
會
社
は
、
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
に
石
狩
川
汽
船
運
送
店
が
解

散
す
る
際
、
汽
船
や
帆
船
、
小
廻
り
船
な
ど
を
譲
り
受
け
、
同
年
八
月
に
設
立
さ
れ
た
。

し
か
し
三
十
二
年
、
前
年
九
月
の
大
洪
水
の
影
響
な
ど
か
ら
解
散
に
追
い
込
ま
れ
、
同

年
九
月
組
織
を
改
編
し
石
狩
川
汽
船
合
資
会
社
が
設
立
、
石
狩
川
の
本
支
流
で
舟
運
事

業
を
展
開
す
る
。
特
に
、
石
狩
〜
江
別
、
江
別
〜
月
形
、
月
形
〜
札
的
内
の
三
航
路
は
、

三
十
五
年
、
北
海
道
庁
よ
り
「
命
令
航
路
」
に
指
定
さ
れ
た
。「
命
令
航
路
」
と
は
国

庫
補
助
金
を
受
け
、
運
航
者
、
運
航
区
間
や
寄
港
地
、
運
行
回
数
、
使
用
船
舶
を
指
定

す
る
航
路
で
あ
る
。
同
社
は
、
長
船
と
呼
ば
れ
る
小
廻
船
も
あ
り
、
三
十
三
年
現
在
、

江
別
・
対
雁
・
篠
津
に
船
長
五
間
未
満
一
五
隻
、
三
間
未
満
八
五
隻
を
持
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
小
船
は
石
狩
川
を
、
上
流
は
月
形
・
浦
臼
、
下
流
は
石
狩
・
幌
向
・
広
島
・

長
都
・
千
歳
な
ど
に
不
定
期
運
行
し
た
。
こ
の
年
の
船
に
よ
る
江
別
へ
の
移
入
貨
物
の

数
量
は
次
の
通
り
で
あ
る
（『
増
補
』）。

千
歳
・
漁
方
面
か
ら

二
二
万
六
〇
〇
〇
貫
（
木
炭
）

美
唄
・
月
形
方
面
か
ら

一
万
六
五
〇
〇
石
（
雑
穀
）

石
狩
方
面
か
ら

六
二
〇
〇
石
（
雑
貨
）

明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
江
別
か
ら
江
別
川（
千
歳
川
）方
面
の
川
船
運
賃
は
、

定
め
ら
れ
た
大
き
さ
の
貨
物
一
個
に
つ
き
、
表
３－

６
（『
増
補
』）
の
と
お
り
で
あ
っ

た
。

下
り
の
木
炭
類
の
運
賃
は
、
千
歳
・
根
志
越
・
長
都
沼
か
ら
は
、
四
月
か
ら
八
月
ま

で
一
俵
八
銭
、
八
月
以
降
五
割
増
、
た
だ
し
船
荷
の
陸
上
げ
は
荷
主
持
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
汽
船
の
ほ
か
に
、
個
人
経
営
の
川
船
が
あ
っ
た
。
千
歳
に
来
た
川
船
は
、

通
称
阿
川
船
と
い
わ
れ
、
長
さ
六
間
、
幅
一
間
、
深
さ
二
尺
二
寸
か
ら
二
尺
三
寸
ほ
ど

あ
り
、
中
心
に
五
間
ほ
ど
の
帆
柱
が
立
っ
て
い
た
。
後
尾
の
部
分
に
二
〜
三
人
が
寝
泊

ま
り
で
き
る
小
屋
が
あ
り
、
そ
の
中
は
炊
事
が
で
き
る
よ
う
に
も
設
備
さ
れ
て
い
た
。

子
べ
り
と
も
歩
み
と
も
称
さ
れ
た
こ
の
船
べ
り
は
幅
約
八
寸
余
り
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

手
こ
ぎ
船
で
、
漕
ぎ
手
は
約
二
〇
尺
程
の
竿
の
先
を
川
底
に
差
し
、
竿
の
頭
を
肩
の
下

に
当
て
て
押
し
、
船
先
か
ら
船
尾
に
向
け
て
船
べ
り
を
歩
い
て
船
を
進
め
た
。
も
う
一

か
じ

人
が
船
尾
で
楫
を
操
っ
た
。
帆
は
船
よ
り
も
大
き
く
、
追
い
風
の
と
き
は
帆
を
張
っ
て

進
み
、
と
き
に
は
江
別
か
ら
千
歳
ま
で
一
日
で
遡
上
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

か
い

ま
た
、
阿
川
船
の
ほ
か
に
長
船
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
楫
が
な
く
、
幅
狭
い
櫂
で
楫

表３－６ 江別から千歳方面の川船運賃表（貨物一個あたり）

青
葉
学
校

ケ
ノ
フ
チ

ハ
ン
シ
ョ
ク
場

夕
張
太

滝

下

下
の
月

第

二

長
沼
運
河
第
二
川
門

第
五
閘
門

千
歳
橋

舞
鶴
橋

カ
マ
倉

早
苗
別

地

名

一
二
五

一
五
〇

一
三
〇
八
〇

一
四
〇
四
〇
九
〇

一
一
〇

一
二
〇

二
〇
〇

一
二
五
六
〇
三
〇

賃
金
（
厘
）

夕
張
川
藤
田
渡

ネ
シ
コ
シ

漁
太
幌
向
運
河
第
一
閘
門

長
沼
市
街

マ
ル
キ
ン
橋

ヲ
ル
イ
カ

長
都
沼

幌
向
運
河
大
道
橋

広
島
渡
場

上
の
月

第

三

古

川
地

名

一
一
〇

一
五
〇

一
〇
〇
五
五

一
三
〇

一
三
〇

一
五
〇

一
五
〇
七
五
九
〇
四
五

一
〇
〇

一
二
〇

賃
金
（
厘
）
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を
と
っ
た
。
阿
川
船
よ
り
も
長
か
っ
た
が
幅
は
狭
く
、
阿
川
船
が
木
炭
一
〇
貫
俵
を
三

〇
〇
俵
は
積
め
た
が
、
長
船
は
二
五
〇
俵
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
会
社
や
個
人

の
川
船
が
千
歳
川
を
上
下
し
、
千
歳
村
の
製
炭
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
第
一
次
大
戦
の
こ

ろ
に
は
、
西
越
採
卵
場
の
上
手
に
あ
っ
た
「
金
谷
湾
洞
の
土
場
」
の
船
着
場
な
ど
に
は

四
〜
五
隻
の
川
船
が
木
炭
を
積
み
込
ん
で
い
た
。

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
新
潟
か
ら
江
別
に
移
住
し
川
船
運
送
業
を
営
ん
で
い
た

浅
見
次
八
（
昭
和
十
六
年
ま
で
営
業
し
千
歳
へ
転
居
）
の
長
男
恒
松
に
よ
る
と
、「
千

歳
か
ら
は
炭
、
マ
キ
、
江
別
か
ら
は
生
活
物
資
と
し
て
、
米
、
み
そ
、
焼
酎
…
、
焼
酎

が
多
か
っ
た
ネ
。
私
が
船
や
っ
て
い
た
と
き
は
千
歳
の
商
店
と
し
て
は
、
や
ま
さ
ん
フ

ジ
ヤ
、
ま
る
さ
ん
渡
部
、
ま
る
し
ん
吉
田
、
関
さ
ん
の
四
軒
し
か
な
か
っ
た
。
み
ん
な

百
貨
店
だ
っ
た
。
江
別
の
荒
物
雑
貨
屋
さ
ん
か
ら
、
注
文
し
た
も
の
を
仕
入
れ
て
、
帰

り
は
炭
を
一
〇
貫
俵
で
二
五
〇
俵
、
二
㌧
か
二
㌧
半
く
ら
い
か
な
運
ん
だ
。
そ
の
時
江

別
に
は
六
艘
、
石
狩
に
二
艘
、
茨
戸
に
一
艘
。
石
狩
に
は
主
に
薪
を
積
ん
で
い
っ
た
。

こ
れ
は
主
に
厚
田
、
浜
益
、
小
樽
に
。
石
狩
の
船
は
大
き
か
っ
た
。
私
ど
も
の
船
は
二

五
〇
俵
で
石
狩
の
は
三
〇
〇
俵
は
積
め
た
」（『
千
歳
川
』
の
座
談
会
よ
り
）
と
い
う
。

『
え
べ
つ
百
話
・
上
』（
藤
倉
徹
夫
）
で
は
、「
ネ
ソ
コ
シ
橋
の
下
流
右
岸
に
江
別
の

四
業
者
（
�直
備
後
商
店
、
�松
松
生
商
店
、
�タ
近
藤
商
店
、
志
田
商
店
）
の
共
同
倉
庫
と

土
場
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
半
日
か
け
て
船
に
積
む
。
一
回
に
約
二
〇
〇
俵
、
一
俵
は
一

〇
貫
程
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。

川
船
が
登
っ
て
く
る
と
き
、
荷
が
軽
い
と
、
帆
を
下
ろ
し
て
も
根
志
越
橋
を
く
ぐ
る

こ
と
が
で
き
ず
、
水
を
く
み
入
れ
て
水
船
に
し
て
喫
水
線
を
下
げ
て
通
り
、
そ
こ
で
水

を
く
み
出
し
て
捨
て
た
。こ
の
作
業
に
は
一
時
間
以
上
も
か
か
っ
た
。こ
れ
と
は
逆
に
、

帰
り
船
は
、積
荷
の
重
さ
で
喫
水
線
が
下
が
り
、船
底
が
川
床
に
つ
か
え
る
箇
所
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
川
船
は
一
度
に
全
部
の
荷
を
運
べ
ず
、
ま
ず
木
炭
な
ら
一
〇
〇
俵
を

運
ん
で
長
都
大
橋
の
下
の
岸
に
置
き
、
も
う
一
度
残
り
を
運
ん
で
来
て
、
さ
き
の
木
炭

を
そ
れ
に
積
み
加
え
て
江
別
ま
で
下
っ
た
。
江
別
〜
千
歳
間
を
往
復
す
る
に
は
一
回
一

週
間
か
ら
一
〇
日
を
要
し
、
月
に
約
三
回
往
復
し
た
。

大
正
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
、
川
船
は
江
別
の
浅
見
、
近
藤
、
松
尾
、
五
十
嵐
、
志
田
、

備
後
、
石
狩
の
神
田
、
萱
野
、
茨
戸
な
ど
の
持
船
が
あ
っ
た
。
石
狩
か
ら
の
川
船
は
、

月
に
二
回
か
二
回
半
千
歳
と
の
間
を
往
復
し
て
い
た
。
当
時
の
千
歳
川
は
蛇
行
し
て
お

り
、
江
別
ま
で
三
〇
�
ほ
ど
の
と
こ
ろ
、
川
筋
の
ま
ま
で
は
四
〇
�
く
ら
い
あ
っ
た
。

根
志
越
か
ら
六
�
下
流
、
釜
加
か
ら
約
二
�
く
ら
い
上
流
に
「
沼
口
」
が
あ
り
、
祝
梅

沼
と
長
都
沼
と
の
間
を
抜
け
て
下
っ
た
。

取
引
先
は
、
江
別
の
備
後
廻
蔵
、
石
狩
の
泉
薪
炭
店
な
ど
で
あ
っ
た
。
江
別
に
は
当

時
豪
商
が
多
く
、
千
歳
で
の
製
炭
業
者
の
金
主
と
な
り
仕
込
み
を
続
け
て
く
れ
た
者
も

あ
っ
た
。

大
正
六
年
秋
、
小
樽
の
帆
立
漁
の
川
崎
船
八
隻
ほ
ど
が
、
勇
払
方
面
に
出
漁
し
、
帰

り
に
千
歳
を
通
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

漁
を
終
え
て
か
ら
海
が
荒
れ
た
。
千
歳

越
え
を
す
れ
ば
千
歳
川
・
江
別
川
・
石

狩
川
を
経
て
石
狩
に
出
ら
れ
る
こ
と
を

知
り
、
農
家
の
協
力
を
得
て
美
々
か
ら

千
歳
ま
で
船
を
馬
車
で
運
ん
だ
。
二
台

の
馬
車
を
結
び
つ
け
て
四
輪
車
と
し
、

二
日
が
か
り
で
千
歳
ま
で
運
ん
だ
と
い

う
。
千
歳
橋
の
下
手
に
船
を
下
ろ
し

た
。
こ
れ
ほ
ど
の
船
が
そ
ろ
っ
た
の
は

珍
し
い
と
い
う
こ
と
で
各
船
に
帆
を
上

げ
て
も
ら
い
記
念
写
真
を
撮
っ
た
（
写

真
３－

２
）。
船
は
根
志
越
橋
を
く
ぐ

写真３－２ 小樽の帆立漁船団の千歳越え（千歳橋付近）。
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る
た
め
に
ま
た
帆
を
下
ろ
し
、
木
炭
を
積
ん
で
千
歳
川
を
下
り
、
小
樽
に
帰
る
こ
と
が

で
き
た
。

大
正
十
五
年
八
月
、
北
海
道
鉄
道
札
幌
線
が
開
通
し
千
歳
駅
が
開
業
す
る
が
、
そ
の

後
も
川
船
は
利
用
さ
れ
る
。
理
由
の
一
つ
に
運
賃
の
差
が
あ
っ
た
。

木
炭
一
俵（
一
〇
貫＝
約
三
七
・
五
�
）に
つ
い
て
、『
北
海
道
鐵
道
各
驛
要
覧
』（
大

正
十
四
年
札
幌
鐵
道
局
）
の
商
品
の
運
賃
表
に
よ
り
、
幌
内
鉄
道
の
江
別
〜
札
幌
間
を

考
え
る
と
、
距
離
「
二
五
哩
迄
」・
重
量
「
百
斤
迄
」
は
五
五
銭
。
こ
れ
に
表
３－

６

の
千
歳
〜
江
別
間
の
二
〇
銭
を
加
え
、
川
船
利
用
で
札
幌
ま
で
出
荷
す
る
の
に
七
五
銭

と
な
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
、
北
海
道
鐵
道
開
業
時
の
北
海
タ
イ
ム
ス
の
記
事
に
、
貨
物

運
賃
は
「
省
線
の
七
割
増
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
出
の
『
北
海
道
鐵
道
各
驛
要
覧
』

の
商
品
運
賃
表
で
千
歳
〜
苗
穂
間
で
は
「
五
十
哩
迄
」・「
百
斤
迄
」
で
八
〇
銭
。
こ
の

「
七
割
増
」
で
一
円
三
六
銭
と
な
り
、
北
海
道
鐵
道
札
幌
線
に
比
べ
て
川
船
の
利
用
は

か
な
り
低
廉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
北
岡
体
一
の
「
五
〇
年
前
の
千
歳
と
千
歳
飛
行
場
の
発
祥
」（『
千
歳
ロ
ー
タ

リ
ー
ク
ラ
ブ
会
報
』〈
昭
和
五
十
年
四
月
〉
所
収
）
に
よ
る
と
「
半
数
く
ら
い
の
舟
は
そ
の

後
（
鉄
道
開
通
後
―
引
用
者
）
も
続
け
て
い
た
」
と
い
う
。
ま
た
、
陸
路
で
の
輸
送
に
つ

い
て
、「
馬
車
や
馬
ソ
リ
は
積
載
量
が
五
〇
〇
�
位
で
川
舟
の
二
〇
分
の
一
位
し
か
積

め
な
い
。
そ
の
上
時
速
は
三
�
、
札
幌
ま
で
一
五
時
間
以
上
は
か
か
っ
て
い
た
」
と
記

さ
れ
、
川
船
は
、
冬
季
間
以
外
は
経
済
的
効
率
的
に
も
優
れ
た
運
搬
手
段
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
北
海
道
鐵
道
開
通
に
よ
り
、
千
歳
・
恵
庭
・
広
島
の
商
域
を
失
い
始
め
、

昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
、
夕
張
鉄
道
の
開
通
で
は
長
沼
・
幌
向
方
面
、
十
年
に
は
札

沼
線
開
通
と
な
り
、
当
別
・
新
篠
津
・
月
形
・
北
村
方
面
の
顧
客
を
も
失
っ
て
衰
微
し

た
。
川
船
が
千
歳
橋
た
も
と
の
�三
渡
部
の
船
着
場
ま
で
登
っ
て
き
た
の
は
、
十
一
年
頃

ま
で
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
後
し
だ
い
に
千
歳
川
の
水
量
が
減
じ
、
川
船
の
遡

上
の
上
限
が「
金
谷
の
土
場
」、「
土
谷
の
土
場
」と
下
が
り
、
昭
和
十
五
年
ご
ろ
に
は
、

千
歳
川
が
更
に
浅
く
な
っ
た
た
め
根
志
越
橋
を
く
ぐ
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
こ
の
下

手
の
「
関
の
土
場
」
か
ら
上
流
に
は
来
な
く
な
っ
た
。
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事
業
報
告
第
四
編
』
一
八
八
五
年
／
北
海
道

庁
『
北
海
道
殖
民
地
撰
定
報
文
』
一
八
九
一
年
／
同
『
北
海
道
殖
民
地
撰
定
第
二
報
文
』
一
八

九
七
年
／
同
『
北
海
道
道
路
誌
』
一
九
二
五
年
／
札
幌
区
役
所
『
明
治
二
十
二
年
札
幌
石
狩
厚

田
濱
益
千
歳
郡
役
所
統
計
概
表
』
一
八
九
一
年
／
開
拓
使
『
北
海
道
志
（
上
）』
巻
之
九
、
二
十

九

一
九
七
三
年
／
薮
内
於
莵
太
郎
「
蝦
夷
全
地
／
東
蝦
夷
地
ユ
ウ
フ
ツ
御
場
所
麁
絵
図
」
一

八
五
八
年
頃
／
奥
山
秀
樹
、
横
谷
貞
夫
『
北
海
道
道
路
史
�
行
政
・
計
画
編
』
北
海
道
道
路
史

調
査
会

一
九
九
〇
年
／
千
歳
村
『
三
ヶ
村
沿
革
史
』
一
九
〇
六
年
／
渡
部
栄
蔵
『
趣
味
の
チ

ト
セ
郷
土
史
』
千
歳
毎
日
新
聞

一
九
五
四
年
／
清
水
修
『
郷
土
史
ケ
ヌ
フ
チ
物
語
』
泉
郷
集

落
連
合
会

一
九
九
二
年
／
札
幌
鐵
道
局
『
北
海
道
鐵
道
各
驛
要
覧
』
一
九
二
五
年
／
北
海
道

開
発
局
石
狩
川
開
発
建
設
部
『
石
狩
川
舟
運
史
』
二
〇
〇
三
年
／
千
歳
の
自
然
保
護
協
会
『
千

歳
川
』
一
九
九
三
年
／
藤
倉
徹
夫
『
え
べ
つ
百
話
・
上
』
二
〇
〇
六
年
／
北
岡
体
一
「
五
〇
年

前
の
千
歳
と
千
歳
飛
行
場
の
発
祥
」『
千
歳
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
会
報
』
一
九
七
五
年
／
『
新
江

別
市
史
』
二
〇
〇
五
年
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第
四
節

郵
便
業
務
の
は
じ
ま
り

郵
便
路
線
の
開
設

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
三
月
一
日
、
後
に
「
郵
便
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
前
島
密
の

発
議
に
よ
り
、
東
京
大
阪
間
で
官
営
の
郵
便
事
業
が
開
始
さ
れ
た
。

同
年
十
二
月
、
初
め
て
の
郵
便
規
則
が
施
行
さ
れ
、
翌
年
七
月
に
は
一
気
に
全
国
展

開
さ
れ
る
。
開
拓
使
札
幌
本
庁
民
事
局
に
も
駅
逓
局
が
置
か
れ
、
七
月
一
日
に
函
館
郵

便
役
所
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
北
海
道
の
郵
便
は
駅
逓
か
ら
独
立
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
三
ヵ
月
後
の
十
月
一
日
、
次
の
よ
う
に
函
館
郵
便
役
所
か
ら
西
回
り
と
東
回

り
に
、
二
二
ヵ
所
に
郵
便
取
扱
所
が
開
設
さ
れ
る
。
千
歳
村
は
東
回
り
に
含
ま
れ
た
。

・
西
回
り

函
館
〜
久
遠
間

大
野
・
有
川
・
知
内
・
福
島
・
吉
岡
・
福
山
・
江
良
町
・
石
崎
・
江
差
・
三
ツ

谷
・
熊
石
・
久
遠

・
東
回
り

函
館
〜
室
蘭
経
由
〜
小
樽
間

森
・（
渡
海
）・
室
蘭
・
幌
別
・
白
老
・
勇
払
・
千
歳
・
札
幌
・
銭
函
・
小
樽

森
〜
山
越
内
間

山
越
内

こ
の
う
ち
、
函
館
は
一
等
局
、
札
幌
が
二
等
、
森
が
四
等
、
千
歳
を
含
む
そ
の
他
は

五
等
局
と
さ
れ
た
。

開
拓
使
は
東
回
り
の
郵
便
線
路
開
設
に
あ
た
り
、
住
民
に
次
の
と
お
り
布
告
し
た
。

今
般
郵
便
御
取
設
ニ
付
札
幌
ヨ
リ
千
歳
越
室
蘭
渡
海
ヲ
経
函
館
迄
当
月
朔
日
ヨ
リ
発
行
ニ

付
テ
ハ
函
館
并
東
京
諸
国
ヘ
各
郡
平
民
ニ
至
迄
公
私
状
共
差
出
候
分
ハ
大
蔵
省
郵
便
規
則

ノ
通
リ
賃
銭
相
副
札
幌
郵
便
取
扱
所
ヘ
可
差
出
郵
便
切
手
張
付
夫
々
届
方
取
計
候
依
日
割

書
相
副
令
布
告
候
条
小
前
末
々
二
至
迄
不
洩
様
可
觸
爾
者
也

申
十
月
朔
日

開
拓
使

函
館
以
北
東
西
郵
便
往
復
日
割

一

函
館
ヨ
リ
室
蘭
渡
海
経

石
狩
国
札
幌
郡
迄毎

月
六
回
三
八
ノ
日
午
後
六
字
出
発
ノ
�

一

石
狩
国
札
幌
ヨ
リ

室
蘭
渡
海
経
函
館
迄

毎
月
六
回
一
六
ノ
日
午
前
第
□
字
出
発

但
後
志
国
小
樽
港
ヨ
リ

銭
函
ヲ
経
札
幌
迄

毎
月
六
回
五
十
ノ
日

往
復
ノ
�

一

函
館
ヨ
リ
福
山
江
指
ヲ
経

後
志
国
久
遠
郡
迄

毎
月
三
回
三
ノ
日
第
六
字
出
発

右
ノ
通
相
定
当
十
月
朔
日
ヨ
リ
東
西
地
共
発
行
ノ
�

壬
申
十
月
朔
日

（『
部
類
抄
追
録
』）

毎
月
、
函
館
・
福
山
間
は
六
往
復
、
福
山
・
久
遠
間
は
三
往
復
、
森
・
室
蘭
経
由
・

札
幌
間
、
札
幌
・
小
樽
間
、
森
・
山
越
内
間
は
い
ず
れ
も
六
往
復
と
し
て
運
行
が
開
始

さ
れ
た
。
こ
の
後
も
、
さ
ら
に
奥
地
へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
き
、
九
年
一
月
に
は
全
道
を

一
周
す
る
郵
便
線
路
が
完
成
し
た
。

千
歳
郵
便
取
扱
所

五
年
十
月
一
日
に
設
置
さ
れ
た
千
歳
郵
便
取
扱
所
の
初
代
取
扱
役
に
は
石
山
専
蔵
が

就
任
し
、
受
持
ち
区
域
は
千
歳
郡
一
円
の
七
二
戸
で
あ
っ
た
。
当
時
は
地
元
の
取
扱
役

の
責
任
に
お
い
て
郵
便
逓
送
が
運
行
さ
れ
、
開
拓
使
駅
逓
寮
か
ら
次
の
と
お
り
里
程
に

よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。

マ
マ

一

札
幌
郡
よ
り
千
歳
通

拾
壱
里
壱
丁

渡
辺

仙
助

此
賃
銭
五
拾
五
銭
壱
厘
三
毛

但
壱
里
ニ
付
五
銭
宛

一
時
三
里
行
之
割

時
間
三
時
七
ト

マ
マ

一

千
歳
郡
よ
り
勇
払
通

七
里

石
山

仙
蔵

此
賃
銭
三
拾
五
銭

但
壱
里
ニ
付
前
同
断

一
時
三
里
行
之
割

時
間
二
時
間
三
分
三
厘
三
毛

一

勇
払
郡
よ
り
白
老
通

八
里
廿
七
丁

植
田

甚
蔵

此
賃
銭
四
拾
三
銭
七
厘
五
毛

５４４
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但
壱
里
ニ
付
前
同
断

一
時
三
里
行
之
割

時
間
弐
時
七
ト

一

白
老
郡
よ
り
幌
別
通

六
里
三
拾
三
丁

野
口

又
蔵

此
賃
銭
三
拾
四
銭
五
厘
八
毛

但
壱
里
ニ
付
前
同
断

一
時
三
里
行
之
割

時
間
二
時
壱
ト
壱
厘

一

幌
別
郡
よ
り
室
蘭
通

四
里
三
拾
丁

松
谷

金
弥

此
賃
銭
二
拾
四
銭
壱
厘
六
毛

但
壱
里
ニ
付
前
同
断

一
時
三
里
行
之
割

時
間
一
時
四
分
三
厘

一

室
蘭
郡
よ
り
森
村
通

拾
里
渡
海

高
橋
徳
兵
衛

此
賃
銭
壱
円

但
壱
里
ニ
付
拾
銭
宛

一
時
三
里
行
之
割

時
間
三
時
三
分
三
厘
三
毛

（『
郵
便
上
往
来
』
札
幌
・
森
間
抜
粋
）

千
歳
・
勇
払
間
の
郵
便
取
扱
で
は
、
一
里
に
つ
き
五
銭
、
七
里
で
三
五
銭
の
賃
銭
で

い
っ
と
き

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
一
時
三
里
行
」
と
は
、
一
時
に
三
里
の
通
行
を
義
務
づ
け

た
も
の
で
あ
り
（『
北
海
道
宿
駅
（
駅
逓
）
制
の
研
究

中
巻
』）、「
一
時
」
は
昔
の
時
間

区
分
で
現
在
の
二
時
間
に
相
当
す
る
。

制
度
上
は
駅
逓
か
ら
分
離
独
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
人
足
や
馬
な
ど
運
送
手
段
が

備
わ
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
時
は
駅
逓
が
郵
便
の
取
扱
も
兼
ね
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
石
山
は
駅
逓
用
の
人
馬
を
す
で
に
所
有
し
、
駅
逓
取
扱
人
と
し
て
駅
費
を
含

め
た
手
当
（
明
治
八
年
、
月
六
円
）
も
受
け
て
い
る
た
め
、
郵
便
の
運
営
が
可
能
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

河
野
常
吉
手
記
『
胆
振
国
』
の
中
の
新
保
福
治
談
で
、「
石
山
ハ
会
所
ノ
倉
庫
ヲ
川

向
ニ
移
シ
郵
便
局
ヲ
引
受
ケ
局
長
ト
ナ
ル
」
と
あ
る
が
、
そ
の
場
所
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
郵
便
行
嚢
（
郵
袋
）
な
ど
の
必
要
物
品
に
つ
い
て
、
千
歳
郵
便
取
扱
所
ほ
か

二
二
の
取
扱
所
が
開
設
す
る
直
前
の
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
九
月
に
次
の
よ
う
な
文

書
が
函
館
郵
便
役
所
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

記

一

郵
便
御
用
行
李

弐
荷

但
棟
弐
出
添

上
覆
相
油
弐

ツ

一

同
行
嚢

十
八

外
ニ
銭
函

小
樽
行

同
六
ツ

一

錠

五
ツ

但
鍵
四
ツ
此
訳

札
幌
勇
払

室
蘭
森
村
江

壱
ツ
宛

右
之
通
り
候

壬
申
九
月
十
九
日

郵
便
役
所

札
幌
郵
便
御
用
取
扱
人

マ
マ

渡
辺
仙
助

（『
郵
便
上
往
来
』）

駅
逓
寮
か
ら
函
館
郵
便
役
所
へ
送
ら
れ
た
必
要
物
品
は
、
東
回
り
の
取
扱
所
あ
て
の

分
は
、
札
幌
郵
便
取
扱
所
経
由
で
各
取
扱
所
に
送
付
さ
れ
て
い
る
。

郵
便
逓
送
に
使
用
す
る
行
李
は
上
り
と
下
り
で
二
個
、
行
嚢
一
八
は
、
九
つ
の
取
扱

所
に
二
個
ず
つ
（
小
樽
と
銭
函
は
三
個
ず
つ
）、
五
つ
の
錠
と
鍵
は
行
李
開
閉
指
定
の

取
扱
所
（
札
幌
、
勇
払
、
室
蘭
、
森
）
四
ヵ
所
に
配
備
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

宇
川
隆
雄
著
『
北
海
道
郵
便
創
業
史
話
』
は
、
錠
の
「
も
う
一
個
は
始
発
の
小
樽
と
思

わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
九
月
二
十
五
日
、
郵
便
箱
、

つ
づ
ら

郵
便
葛
篭
、
郵
便
標
札
、
郵
便
提
灯
も
札
幌
郵
便
取
扱
所
経
由
で
各
取
扱
所
に
配
布
さ

れ
た
と
い
う
。

明
治
十
五
年
、
開
拓
使
が
廃
止
さ
れ
、
郵
便
局
は
札
幌
、
函
館
、
根
室
の
駅
逓
区
に

写真３－３ 郵便局前の石山専蔵（右端）と家族
※郵便標札と郵便箱と思われるものが掛けられている。
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統
一
さ
れ
、
郵
便
事
業
は
地
方
庁
か
ら
分
離
し
、
農
商
務
省
駅
逓
局
の
管
下
に
置
か
れ

た
。
そ
の
後
、
十
八
年
に
な
り
は
じ
め
て
逓
信
省
と
い
う
独
立
し
た
一
省
に
統
合
さ

れ
、
駅
逓
・
電
信
・
燈
台
な
ど
の
業
務
を
扱
う
よ
う
に
な
り
郵
便
事
業
が
確
立
す
る
。

二
十
五
年
八
月
十
日
、
千
歳
郵
便
局
は
三
等
郵
便
局
に
昇
格
し
、
局
長
に
は
新
保
鉄

蔵
が
任
命
さ
れ
た
。

郵
便
局
長
は
、
新
保
鉄
蔵
の
後
、
三
十
一
年
に
成
川
長
廣
、
三
十
三
年
に
成
川
潤
太

郎
と
引
き
継
が
れ
、
そ
し
て
、
三
十
七
年
か
ら
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
ま
で
の

四
七
年
間
、
中
川
種
次
郎
が
務
め
る
こ
と
と
な
る
。

千
歳
郵
便
局
は
、
北
海
道
庁
の
統
計
書
や
勧
業
年
報
に
よ
る
と
明
治
十
九
年
の
郵
便

取
扱
数
は
発
信
二
六
八
八
通
、
着
信
三
四
五
九
通
で
あ
っ
た
が
、
翌
二
十
一
年
に
は
発

信
一
万
三
六
〇
通
、
着
信
四
三
三
一
通
、
さ
ら
に
二
十
九
年
度
で
は
、
発
信
が
三
万
二

九
九
〇
通
、
着
信
が
一
万
七
二
一
四
通
と
急
激
に
増
加
し
て
い
く
。

ま
た
、
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
『
明
治
二
十
二
年
札
幌
石
狩
厚
田
濱
益
千
歳
郡
役
所
統

計
概
表
』
に
よ
る
と
、
集
信
（
書
状
三
四
六
九
、
免
税
二
一
六
、
新
聞
紙
二
五
、
書
籍

二
、
見
本
一
）、
配
達
（
村
内
三
四
八
七
、
村
外
三
三
八
五
、
書
留
一
四
五
、
自
局
到

達
三
〇
五
）
と
な
っ
て
い
る
。

二
十
七
年
に
は
郵
便
ポ
ス
ト
が
一
ヵ
所
か
ら
四
ヵ
所
に
増
設
。
ま
た
同
年
に
切
手
売

捌
所
を
二
ヵ
所
設
置
、
二
十
八
年
に
は
四
ヵ
所
に
増
設
さ
れ
た
。
二
十
九
年
に
は
い
ず

れ
も
五
ヵ
所
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
は
、
為
替
、
貯
金
業
務
の
取
扱
を
始
め
、
十
一
月

に
は
小
包
郵
便
物
の
取
扱
開
始
、
三
十
年
の
小
包
取
扱
数
は
発
信
五
個
、
着
信
九
一
個

と
な
っ
て
い
る
。

室
蘭
線
の
開
通
に
よ
り
郵
便
輸
送
は
鉄
道
が
利
用
さ
れ
、
最
寄
り
駅
か
ら
千
歳
へ
と

一
旦
逓
送
さ
れ
て
か
ら
配
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
十
八
年
一
月
十
六
日
に
、
千

歳
・
早
来
間
郵
便
路
線
が
開
設
さ
れ
、
早
来
駅
で
郵
便
の
受
渡
し
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
が
、
四
十
二
年
三
月
二
十
六
日
に
廃
止
。
代
わ
っ
て
千
歳
・
追
分
間
に
新
た
に
郵

便
路
線
を
開
設
、
追
分
局
を
通
し
て
郵
便
物
の
受
渡
し
を
行
う
と
い
う
経
緯
を
辿
る
。

大
正
期
の
郵
便
事
業

そ
の
後
、
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
八
月
、
北
海
道
鐵
道
札
幌
線
の
開
通
に
よ
り

千
歳
・
追
分
間
の
郵
便
路
線
が
廃
止
さ
れ
、
札
幌
・
苫
小
牧
間
鉄
道
郵
便
路
線
が
開

設
、
千
歳
駅
に
お
い
て
郵
便
の
受
渡
し
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

鉄
道
開
通
に
よ
り
支
笏
湖
へ
の
客
足
が
増
加
し
、
湖
畔
へ
の
定
住
者
も
多
く
な
る
と

郵
便
に
不
便
を
感
じ
る
者
も
多
く
な
り
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
六
月
、
第
一
発
電

所
水
溜
の
と
こ
ろ
に
支
笏
湖
郵
便
取
扱
所
が
設
置
さ
れ
、
郵
便
・
為
替
・
貯
金
の
み
の

事
務
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
依
然
と
し
て
郵
便
物
は
軽
便
鉄
道
に
よ
っ
て
苫
小
牧
か

ら
運
ば
れ
て
い
た
。そ
の
後
十
一
年
九
月
に
湖
畔
へ
局
舎
を
新
築
し
移
転
し
た
。ま
た
、

千
歳
鉱
山
の
操
業
と
と
も
に
、
十
三
年
二
月
に
美
笛
郵
便
局
が
開
設
さ
れ
て
い
る
。

ケ
ヌ
フ
チ
地
区
で
は
、
追
分
郵
便
局
か
ら
配
達
さ
れ
て
い
た
が
、
三
年
八
月
に
胆
振

嶮
淵
郵
便
取
扱
所
が
開
設
さ
れ
、
郵
便
・
為
替
・
貯
金
の
み
の
事
務
を
行
っ
た
。
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第
五
節

草
創
期
の
暮
ら
し

第
一
項

開
村
草
創
の
戸
口
と
千
歳

明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
の
「
北
海
道
建
使
以
前
戸
数
人
口
増
減
並
海
陸
産
物
収
税

沿
革
調
」
に
よ
れ
ば
千
歳
村
、
蘭
越
村
、
烏
柵
舞
村
、
長
都
村
、
恵
庭
村
、
島
松
村
の

六
ヵ
村
で
会
所
が
壱
棟
、
住
人
は
「
山
田
文
右
衛
門
雇
人
ニ
テ
土
人
使
役
ノ
為
会
所
ニ

同
居
寄
留
五
人
ア
リ
」、
戸
数
は
「
六
ヶ
所
ニ
テ
一
二
七
戸
ア
リ
人
口
不
詳
」
と
あ

る
。
和
人
は
永
住
者
で
は
な
く
、
寄
留
の
五
人
だ
っ
た
。

こ
の
五
人
は
、
山
田
文
右
衛
門
の
雇
人
で
千
歳
川
会
所
に
同
居
し
て
い
た
。
そ
の
役

割
は
会
所
取
扱
人
、旅
客
の
食
事
の
た
め
の
料
理
人
、ア
イ
ヌ
と
の
交
易
を
扱
う
帳
役
、

駅
馬
の
世
話
を
指
揮
す
る
馬
追
頭
、
そ
れ
に
通
詞
な
ど
で
あ
っ
た
。
内
陸
部
の
重
要
な

漁
場
に
あ
る
会
所
と
し
て
は
最
少
の
人
員
配
置
で
あ
り
、
実
際
の
作
業
は
ア
イ
ヌ
の

人
々
に
依
存
し
て
い
た
。

二
年
開
拓
使
設
置
当
時
の
千
歳
の
場
所
請
負
人
は
、
勇
払
場
所
と
し
て
榊
富
右
衛
門

名
儀
と
な
っ
て
い
る
。
榊
富
右
衛
門
は
元
の
請
負
人
山
田
文
右
衛
門
の
女
婿
で
あ
っ
た

か
ら
、
山
田
一
族
の
中
で
も
文
右
衛
門
に
最
も
近
い
一
人
だ
っ
た
。

二
年
に
高
知
藩
の
支
配
下
に
な
る
と
、
翌
三
年
、
高
知
か
ら
千
歳
川
と
マ
マ
チ
川
の

両
岸
に
入
植
し
田
畑
地
と
し
て
開
墾
す
る
が
、
四
年
に
高
知
藩
か
ら
開
拓
使
の
所
管
へ

と
戻
る
と
、
皆
故
国
へ
と
帰
っ
て
し
ま
う
。

四
年
八
月
、
高
知
藩
の
支
配
か
ら
開
拓
使
の
管
下
に
入
る
と
千
歳
の
漁
場
持
は
石
山

専
蔵
と
山
口
安
五
郎
の
両
名
に
な
っ
て
い
る
。
石
山
は
、
こ
れ
以
前
に
単
身
千
歳
の
会

所
に
来
て
、
千
歳
の
支
配
地
を
任
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

山
口
安
五
郎
は
五
年
、
恵
庭
村
の
茂
漁
橋
付
近
に
来
住
す
る
。
六
年
六
月
、
島
松
沢

（
島
松
川
右
岸
）に
駅
逓
が
設
け
ら
れ
る
が
、
取
扱
人
は
山
田
文
右
衛
門
の
名
儀
で
あ
っ

た
が
、
初
め
は
植
田
禮
助
、
八
年
四
月
か
ら
は
山
口
安
五
郎
が
扱
っ
て
い
る
。
同
九
年

十
二
月
、
小
樽
新
富
町
の
鶴
谷
新
次
郎
に
譲
渡
し
て
い
る
。
同
年
六
月
、
島
松
沢
に
郵

便
局
が
設
置
さ
れ
、
山
口
安
五
郎
が
取
扱
人
に
な
っ
て
い
る
。

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
、
高
知
藩
か
ら
開
拓
使
に
提
出
さ
れ
た
「
勇
払
・
千
歳
郡

両
郡
引
継
文
書
」（
北
海
道
文
書
館
所
蔵
）
の
「
永
住
人
別
雇
人
別
書
上
」
に
「
千
年
郡

会
所

永
住
人
」
と
し
て
「
山
岡
第
三
郎

申

四
十
四
才
」
及
び
そ
の
家
族
（
妻
そ

の
四
十
才
・
娘
き
ん
十
才
）
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

山
岡
第
三
郎
は
、
四
年
か
ら
五
年
頃
、
札
幌
開
府
に
伴
っ
て
渡
道
し
、
永
住
人
と
し

て
千
歳
に
住
ん
だ
と
思
わ
れ
、
東
京
牛
込
出
身
の
山
岡
芳
三
郎
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ

る
。
芳
三
郎
は
の
ち
八
年
に
漁
村
の
土
地
三
〇
〇
〇
坪
の
借
用
を
願
い
出
て
い
る
。
こ

の
前
後
に
漁
村
に
移
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
芳
三
郎
は
蘭
越
（
当
時
烏
柵
舞
村
）
ぺ
サ
に

畑
地
一
町
四
反
五
畝
余
を
も
っ
て
い
た
が
、
三
十
二
年
八
月
十
一
日
千
歳
郡
漁
村
三
番

地
村
上
藤
介
か
ら
所
有
権
登
記
が
あ
り
次
の
付
箋
が
土
地
登
記
済
通
知
書
に
付
け
ら
れ

て
い
る
。

本
地
ハ
村
上
芳
三
郎
の
所
有
ナ
リ

芳
三
郎
家
督
相
続
人
村
上
藤
介
ノ
名
義
ニ
テ
所
有
権
ヲ
申
請
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

こ
れ
が
千
歳
市
に
現
存
す
る
札
幌
区
裁
判
所
か
ら
の
最
も
古
い
土
地
登
記
済
通
知
書

で
あ
る
（『
増
補
』）。

明
治
六
年
に
北
海
道
を
巡
っ
た
林
顕
三
の
『
北
海
紀
行
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

勇
払
ヨ
リ
千
歳
ニ
至
ル
間
山
路
或
ハ
砂
地
ニ
シ
テ
農
耕
ヲ
ナ
ス
ニ
適
宜
ノ
地
ナ
シ
。
午
後

二
時
十
五
分
千
歳
ヘ
着
ス
。
此
日
日
中
暑
気
熾
ニ
シ
テ
春
来
未
タ
之
ナ
キ
暑
度
ナ
リ

千
歳
會
所

山
田
文
右
衛
門

役
邸

二
軒

出
稼
家

十
二
軒

土
人
家

二
十
七
軒

産
物

鮭

三
千
石

熊

鹿

千
歳
ノ
河
ハ
會
所
ノ
端
レ
ニ
ア
リ
水
源
七
里
許
ニ
シ
テ
「
シ
コ
ツ
」
沼
ヨ
リ
出
ツ
、
此

河
秋
味
ノ
漁
業
盛
ニ
シ
テ
毎
歳
夥
多
ノ
魚
ヲ
得
、
然
レ
共
塩
ニ
乏
シ
ク
シ
テ
常
ニ
漁
リ
尽

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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ス
事
能
ハ
ス
。
此
地
山
中
ニ
シ
テ
海
邊
ヲ
離
ル
ゝ
七
里
許
ト
云
共
斯
ノ
如
キ
河
産
物
ア

リ
、
河
幅
大
凡
二
十
四
間
、
此
開
拓
使
ヨ
リ
橋
梁
ヲ
掛
渡
シ
テ
従
来
ノ
假
橋
ヲ
除
ケ
リ
、

此
邊
開
墾
ヲ
ナ
ス
ニ
十
分
ノ
地
ナ
シ

千
歳
は
昔
か
ら
漁
と
狩
り
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
千
歳
川
の
鮭
漁
は
ほ
か
か
ら
出
稼
ぎ

に
来
、
ま
た
、
鹿
猟
は
官
設
の
鹿
肉
缶
詰
所
が
設
置
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
農
耕

に
は
適
さ
な
い
土
地
で
あ
り
、
開
拓
移
民
が
入
植
す
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
は
鮭
漁
に
よ
る

収
入
で
生
活
し
て
い
た
。

新
保
鉄
蔵
は
南
部
下
北
郡
田
名
部
の
出
身
で
一
四
歳
で
渡
道
、
以
後
漁
場
の
番
人
、

料
理
人
な
ど
を
し
、明
治
四
年
同
郷
人
を
頼
っ
て
千
歳
に
来
て
、会
所
の
料
理
人
に
な
っ

た
。
六
年
（
七
年
説
も
あ
り
）
に
は
家
を
建
て
独
立
し
て
旅
館
業
を
始
め
た
。
鉄
蔵
の

甥
、
新
保
福
治
に
よ
れ
ば

明
治
五
年
千
歳
ニ
入
レ
リ
。
南
部
ヨ
リ
直
ニ
叔
父
ヲ
タ
ヨ
リ
テ
来
ル
、
時
ニ
会
所
、
倉
庫

三
棟
、
鮭
塩
切
小
屋
一
棟
、
土
人
使
役
小
屋
一
棟
ア
リ
、
弁
天
社
一
棟
ア
リ
、
弁
天
ヲ
主

ト
シ
八
幡
稲
荷
外
二
柱
ヲ
祭
ル
、
明
治
二
十
二
年
頃
稲
荷
一
柱
ト
シ
弁
天
ヲ
カ
マ
カ
ニ
移

ス

六
年
鉄
蔵
家
ヲ
建
ツ
八
年
ヨ
リ
旅
人
宿
出
願
六
年
ヨ
リ
人
ヲ
宿
セ
シ
ム
、
夫
ヨ
リ
ボ

ツ

く
人
来
ル
。
新
保
福
治
ハ
叔
父
ノ
家
ヲ
引
受
ケ
タ
リ
、
山
口
安
五
郎
、
西
村
籐
九

郎
、
等
家
ヲ
建
ツ
。
鹿
は
金
ノ
揚
ル
第
一
ナ
リ
、
貂
、
熊
、
獺
、
鮭
は
一
本
三
銭
カ
五
銭

ニ
テ
金
ハ
揚
ラ
ス
。
豆
腐
モ
三
銭
ナ
リ

と
あ
る
（
河
野
『
胆
振
国
』）。

当
時
駅
逓
は
運
搬
が
主
な
仕
事
で
あ
り
、
駄
送
し
た
。
駅
逓
ば
か
り
で
は
手
が
廻
ら

ず
、
鉄
蔵
は
若
者
を
雇
っ
て
運
搬
も
さ
せ
た
。

『
躍
進
千
歳
の
姿
』
に
よ
る
と
、
戸
長
役
場
開
庁
当
時
の
住
民
と
し
て
、
戸
長
秦
一

マ
マ

明
の
ほ
か
に
、
馬
追
渡
世
に
岩
本
力
松
、
旅
人
宿
業
に
永
井
彌
市
・
新
保
鉄
蔵
・
笠
井

忠
三
郎
、
馬
車
営
業
に
石
山
専
蔵
、
職
業
不
明
が
三
海
彌
平
・
浜
本
佐
吉
・
本
間
熊

マ
マ

吉
・
石
井
作
蔵
・
石
井
貞
蔵
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
河
野
常
吉
の
手
記
『
胆
振
国
』
の
新
保
福
治
談
で
は
、
明
治
十
四
年
の
明
治

天
皇
行
幸
時
の
千
歳
の
住
民
が
次
の
よ
う
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

御
巡
幸
ノ
時
千
歳
住
民

マ
マ神
保
福
治
（
宿
屋
）

高
田
長
次
郎
（
会
所
馬
追
頭
）
自
分
ハ
駅
逓
馬
追
頭
ナ
リ
別
ニ
子
ニ
馬
追
業
ヲ
ナ
サ
シ
ム

岩
本
力
松
（
馬
追
）

駅
逓
（
会
所
跡
）
石
山
専
蔵

戸
長
役
場
（
会
所
向
ヒ
）

川
ヲ
越
テ

山
口
安
五
郎
（
会
所
ノ
帳
場
）

西
村
藤
五
郎
（
会
所
勤
メ
）

本
間
熊
吉
（
行
商
）

マ
マ

三
海
彌
平
（
ア
イ
ヌ
交
易
）
モ
ト
料
理
ヲ
神
保
ニ
習
ヒ
会
所
勤
メ
後
ア
イ
ヌ
交
易

本
間
万
吉
（
ア
イ
ヌ
交
易
）

ア
イ
ヌ
交
易
と
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
必
要
と
す
る
酒
や
麹
と
、
熊
や
鹿
の
皮
な
ど

と
交
換
す
る
も
の
で
あ
る
。

石
山
七
三
郎
に
よ
れ
ば
「
和
人
が
十
三
戸
、
ア
イ
ヌ
十
三
戸
住
セ
リ
」
と
あ
り
、
こ

の
ほ
か
に
和
人
が
四
戸
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
明
治
天
皇
巡
幸
の
際
の
分
宿
予
定
表
に

は
石
井
作
造
、
笠
井
忠
三
郎
、
永
井
孫
市
、
新
保
清
次
郎
、
三
海
安
治
等
の
名
が
記
さ

れ
て
い
る
。
明
治
の
初
め
、
会
所
を
中
心
に
わ
ず
か
ば
か
り
あ
っ
た
集
落
が
、
十
四
年

の
明
治
天
皇
の
御
巡
行
時
に
は
千
歳
川
を
越
え
て
札
幌
寄
り
に
ア
イ
ヌ
交
易
や
行
商
な

ど
に
携
わ
る
人
が
家
を
建
て
集
落
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
彼
ら
は
札
幌
本
道
を
往
来
す

る
旅
行
者
及
び
流
通
の
た
め
の
旅
宿
、
駅
逓
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
相
手
に
シ
カ
の
角
・
皮

や
サ
ケ
な
ど
の
交
易
、
人
・
荷
の
駄
送
な
ど
運
送
を
生
業
と
し
て
生
計
を
た
て
て
い

た
。

５４８
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都
市
と
し
て
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か
な
出
発
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
人
々
を
社
会
的

に
結
束
さ
せ
、
歴
史
的
に
展
開
し
て
い
く
契
機
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
交
通

の
要
衝
と
し
て
の
現
在
の
千
歳
の
特
性
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

第
二
項

職
業
構
成

明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
十
二
月
『
札
幌
縣
管
轄
千
歳
郡
戸
籍
簿
全
』
に
よ
る
と

（
十
八
・
十
九
年
の
転
入
者
も
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
）、千
歳
村
に
は
、旅
人
宿
営
業
・

新
保
鉄
蔵
、
馬
車
営
業
・
石
山
専
蔵
、
馬
追
渡
世
・
岩
本
力
松
、
日
雇
渡
世
は
高
野
正

蔵
、
山
口
た
け
（
山
口
安
五
郎
の
長
女
）、
秦
ま
き
（
二
代
目
戸
長
秦
一
明
の
妻
）、
山

戸
勘
六
、
山
本
万
吉
、
役
場
用
係
勤
務
・
濱
本
佐
吉
、
小
売
営
業
・
新
井
田
弥
市
、
職

業
未
記
入
で
三
海
弥
平
、
長
岡
民
之
助
、
永
井
孫
市
、
永
澤
八
百
惣
ら
が
記
載
さ
れ
、

ほ
か
に
山
口
県
か
ら
移
住
し
て
き
た
多
く
の
農
業
入
植
者
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
烏
柵
舞
村
に
日
雇
渡
世
・
水
間
竹
治
の
名
が
あ
る
。

こ
れ
ら
当
時
の
住
民
の
職
業
を
み
る
と
、馬
を
使
っ
た
運
送
や
通
行
、宿
業
が
多
い
。

千
歳
は
、
函
館
か
ら
開
拓
本
拠
地
・
札
幌
に
通
ず
る
札
幌
本
道
の
沿
線
で
あ
っ
た
た
め

人
の
往
来
が
多
く
、
人
馬
の
継
立
て
や
休
泊
所
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
特
に
駅
逓
で
の

運
送
や
郵
便
物
の
逓
送
業
務
に
は
多
く
の
人
員
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か

ら
無
記
入
や
日
雇
渡
世
の
人
た
ち
も
、
駅
逓
な
ど
で
の
運
送
関
連
や
旅
館
で
働
い
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
新
保
旅
館
も
若
い
人
を
雇
い
自
前
の
馬
を
使
っ
て

駅
逓
と
同
様
の
業
務
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

十
七
年
に
、
長
岡
源
治
兵
衛
が
率
い
る
山
口
県
か
ら
の
集
団
移
民
が
現
在
の
本
町
・

東
雲
町
付
近
に
入
植
し
た
頃
、
七
軒
ほ
ど
の
民
家
以
外
に
は
、
役
場
、
駐
在
所
、
学
校

な
ど
で
、
商
店
は
無
く
、
札
幌
ま
で
一
泊
か
け
て
買
物
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
ろ
新
井
田
弥
市
は
、
店
舗
を
持
た
な
い
便
利
屋
の
よ
う
な
商
売
を
始
め
た

人
で
、
千
歳
で
ご
用
を
聞
き
、
札
幌
ま
で
出
か
け
調
達
し
て
く
る
。
こ
れ
が
千
歳
の
商

業
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
川
合
新
助
が
十
八
年
に
移
住
し
て
き
て
宿

屋
を
始
め
る
が
、
そ
の
後
二
十
二
年
頃
に
�新
川
合
商
店
を
開
い
た
と
い
わ
れ
る
。
二
十

六
年
に
は
渡
部
寮
蔵
が
佐
渡
か
ら
来
て
�三
渡
部
商
店
を
始
め
る
。

山
口
か
ら
の
入
植
者
た
ち
は
、
昼
で
も
暗
い
密
林
を
切
り
倒
し
開
墾
す
る
が
、
麦
や

稲
黍
、
粟
、
馬
鈴
薯
な
ど
自
家
食
料
程
度
の
収
穫
し
か
得
ら
れ
ず
、
唯
一
の
収
入
源
は

薪
ぐ
ら
い
と
い
う
苦
し
い
状
況
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
者
は
他
の
土
地
へ
移
っ
て
し
ま

う
。そ

の
後
は
、
二
十
七
年
か
ら
殖
民
地
の
貸
下
げ
に
よ
り
ネ
シ
コ
シ
、
オ
ル
イ
カ
、
ケ

ヌ
フ
チ
に
入
植
者
が
入
り
、
開
墾
が
進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
二
十
九
年
に
な
る
と
シ
ー

ケ
ヌ
フ
チ
（
現
東
丘
地
区
）
に
も
入
植
者
が
開
拓
を
始
め
る
。

三
十
八
年
に
移
住
し
て
き
た
渡
部
栄
蔵
は
、
移
住
当
時
「
村
に
あ
っ
た
も
の
は
、
巡

査
一
人
の
派
出
所
と
、
吏
員
六
、
七
名
の
村
役
場
と
、
係
員
一
名
の
御
用
地
分
担
区
の

住
所
、
そ
れ
に
学
校
と
郵
便
局
も
電
信
電
話
は
な
く
郵
便
物
だ
け
取
り
扱
つ
て
お
り
ま

マ
マ

し
た
。
商
店
は
川
井
商
店
（
今
の
吉
田
商
店
）、
渡
部
商
店
の
二
軒
切
り
で
、
室
蘭
街

道
の
道
筋
に
三
六
戸
の
和
人
の
家
が
川
を
挟
ん
で
両
側
に
あ
り
、
た
い
て
い
の
家
の
人

た
ち
は
山
で
炭
を
焼
き
、
木
炭
で
暮
ら
し
を
立
て
て
お
り
ま
し
た
」
と
振
り
返
る
（
渡

部
栄
蔵
『
千
歳
郷
土
史
』）。

ま
た
吉
田
信
一
は
、「
旅
館
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
家
は
原
始
林
を
切
っ
て
は
炭

を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
父
の
吉
田
貞
は
こ
の
木
炭
を
馬
車
や
馬
ソ
リ
に
積
ん
で
札
幌
ま

で
売
り
に
出
た
も
の
で
す
。
朝
八
時
に
出
発
し
て
も
札
幌
に
着
く
の
は
夕
方
。
翌
朝
に

米
や
日
用
雑
貨
、
反
物
を
仕
入
れ
て
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
二
日
が
か
り
で
す
」（「
ち
と

せ
百
年
」
�
）
と
い
う
。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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第
三
項

住
宅
事
情
と
衣
生
活

住
居開

町
七
〇
年
記
念
「
古
老
の
座
談
会
」（
昭
和
二
十
四
年
）
で
、
明
治
十
七
（
一
八

八
四
）
年
に
移
住
し
て
き
た
廣
重
定
次
郎
は
、「
市
街
地
の
家
は
柾
屋
で
農
家
は
全
部

草
家
で
あ
っ
た
。
当
時
の
移
民
は
貨
車
に
の
せ
ら
れ
て
来
て
す
ぐ
自
分
で
小
屋
を
建
て

て
木
が
邪
魔
に
な
る
の
で
山
と
し
て
積
み
上
げ
て
燃
し
た
」
と
話
す
。
十
三
年
に
移
住

し
て
き
た
笠
井
ユ
キ
は
、「
そ
の
当
時
は
三
間
半
に
二
間
の
家
で
一
戸
十
円
程
で
建
っ

た
」
と
当
時
の
住
宅
事
情
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
（『
躍
進
千
歳
』）。

戸
長
役
場
が
設
置
さ
れ
た
こ
ろ
、
室
蘭
街
道
沿
い
千
歳
橋
周
辺
の
市
街
地
に
は
、
駅

逓
、
駐
在
分
署
な
ど
の
公
共
施
設
の
ほ
か
、
小
学
校
兼
役
場
兼
戸
長
宅
や
新
保
旅
館
な

ど
一
〇
軒
ほ
ど
の
家
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
柾
葺
き
屋
根
や
草
葺
き
屋
根

の
家
で
、
壁
は
よ
く
て
も
粗
壁
（
つ
な
ぎ
に
わ
ら
な
ど
を
入
れ
た
土
を
塗
っ
た
だ
け
の

壁
）
に
板
を
張
り
付
け
た
程
度
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
州
か
ら
の
開
拓
入
植
者
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
「
掘
っ
建
て
小
屋
」
や
「
拝
み
小
屋
」

と
い
わ
れ
る
一
時
し
の
ぎ
の
粗
末
な
家
を
建
て
た
。
左
右
か
ら
柱
を
斜
め
に
立
て
、
葦

や
笹
な
ど
の
草
木
で
屋
根
を
葺
き
、
壁
を
囲
っ
た
。「
拝
み
小
屋
」
と
は
、
そ
の
形
状

か
ら
呼
ば
れ
た
も
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
暖
房
も
水
の
設
備
も
な
か
っ
た
。

住
宅
と
し
て
建
て
直
す
の
は
、
定
住
の
見
通
し
が
つ
く
よ
う
な
収
穫
の
安
定
が
必
要

で
あ
っ
た
が
、
明
治
十
七
年
に
山
口
県
か
ら
移
住
し
て
き
た
多
く
の
開
拓
民
に
と
っ

て
、
開
拓
初
期
に
は
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
叶
わ
な
か
っ
た
。

衣
服開

拓
移
住
者
の
衣
生
活
は
、
故
国
で
着
て
い
た
衣
服
の
ま
ま
厳
冬
の
地
で
生
活
し
て

い
く
の
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
防
寒
と
と
も
に
苛
酷
な
開
墾
作
業
に
耐
え
ら
れ

る
機
能
性
を
備
え
た
衣
服
が
求
め
ら
れ
た
。
明
治
三
十
四
年
の
『
殖
民
公
報
』
に
開
拓

当
時
の
衣
服
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

北
海
道
住
民
の
衣
服

本
道
人
民
は
昔
時
重
に
ム
ヂ
リ
と
称
す
る
筒
袖
の
衣
服
を
着
せ
し
か
其
後
諸
府
県
よ
り

移
住
す
る
も
の
増
加
し
其
移
民
は
皆
一
通
り
の
衣
服
を
携
へ
来
り
て
当
分
の
内
は
郷
国
の

風
を
な
せ
し
も
実
用
に
は
ム
ヂ
リ
の
方
便
利
な
る
を
以
て
多
く
は
漸
次
之
に
改
め
た
り
、

唯
都
会
地
は
次
第
に
華
美
に
傾
き
ム
ヂ
リ
を
廃
し
却
て
廣
袖
の
衣
類
を
用
ゆ
る
に
至
れ

り
、
洋
服
は
府
県
に
比
す
れ
は
一
般
に
多
く
行
は
る
、
ア
イ
ヌ
昔
時
ア
ツ
シ
及
鹿
皮
を
着

せ
し
も
ア
ツ
シ
を
製
す
る
手
数
多
き
と
鹿
皮
の
減
し
た
る
と
に
よ
り
概
ね
木
綿
服
を
用
ゆ

る
こ
と
と
な
り
今
日
ア
ツ
シ
を
織
る
部
落
は
著
し
く
減
少
せ
り

（『
殖
民
公
報
』
第
四
号
）

松
前
藩
時
代
か
ら
ム
ジ
リ
と
い
わ
れ
る
袖
が
筒
状
に
な
っ
た
働
き
や
す
い
衣
服
が
、

北
海
道
で
は
一
般
的
と
な
っ
て
い
た
。
ム
ジ
リ
は
近
世
の
松
前
の
漁
民
や
ニ
シ
ン
漁
場

の
人
々
が
、
仕
事
着
兼
防
寒
着
と
し
て
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
刺

子
（
布
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
一
面
に
一
針
抜
き
に
細
か
く
縫
っ
た
も
の
）
と
な
っ
て
い

る
も
の
が
多
く
、
防
寒
と
と
も
に
、
丈
夫
で
あ
る
こ
と
か
ら
開
墾
の
作
業
で
身
を
守
る

効
果
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ム
ジ
リ
の
下
に
は
股
引
や
脚
絆
、
手
に
は
手
甲
（
布
や

革
で
作
り
、
手
の
甲
を
覆
う
も
の
）
や
ボ
ッ
コ
手
袋
を
付
け
、
頭
に
は
手
ぬ
ぐ
い
か
三

角
風
呂
敷
の
被
り
も
の
、
と
い
う
の
が
開
拓
農
民
の
一
般
的
な
服
装
で
あ
っ
た
。

わ
ら
じ

履
き
物
は
、
草
履
や
草
鞋
、
ゲ
タ
、
開
墾
足
袋
が
一
般
的
で
、
開
墾
足
袋
は
古
布
を

何
枚
も
重
ね
、
底
や
甲
の
部
分
は
糸
で
細
か
く
刺
し
て
丈
夫
に
し
た
足
袋
で
あ
る
が
、

な
か
に
は
底
に
板
を
張
り
、
笹
の
切
り
口
な
ど
か
ら
足
を
守
る
よ
う
工
夫
し
た
の
も

あ
っ
た
。
冬
は
滑
り
に
く
く
暖
か
い
ツ
マ
ゴ
や
わ
ら
靴
を
は
い
た
。
ツ
マ
ゴ
と
は
草
鞋

の
前
の
部
分
を
覆
っ
た
わ
ら
製
の
短
靴
で
、
わ
ら
靴
は
わ
ら
製
の
長
靴
の
よ
う
な
履
き

物
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
履
き
物
は
各
家
庭
で
作
ら
れ
、
草
鞋
や
ツ
マ
ゴ
作
り
に
は
男
性
が
夜
な
べ

を
し
、
開
墾
足
袋
作
り
は
冬
期
間
の
女
性
の
仕
事
だ
っ
た
。
苛
酷
な
開
墾
作
業
に
よ
り

５５０
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草
鞋
は
一
日
に
一
足
、
開
拓
足
袋
は
一
夏
に
三
、
四
足
必
要
だ
っ
た
と
も
言
わ
れ
、
家

族
分
を
作
製
、
修
繕
す
る
の
は
大
変
な
作
業
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
の
防
寒
着
と
し
て
毛
布
類
も
使
わ
れ
た
。
特
に
明
治
初
期
に
軍
隊
用
毛
布
と

し
て
輸
入
さ
れ
た
毛
布
は
、
赤
地
に
黒
い
筋
が
入
っ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
か

ら
、「
赤
ゲ
ッ
ト
」（
英
国
製
毛
布
の
商
品
名
「
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
」
に
由
来
）
と
呼
ば
れ
、

東
北
・
北
海
道
に
も
普
及
し
、
農
漁
村
部
を
廻
る
行
商
な
ど
か
ら
購
入
さ
れ
た
。
そ
の

ま
ま
羽
織
る
ほ
か
、
上
着
や
脚
絆
、
手
袋
な
ど
に
加
工
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

明
治
後
期
か
ら
大
正
期
に
つ
い
て
、
前
述
の
「
古
老
の
座
談
会
」
で
、
当
時
の
町
長

山
崎
友
吉
（
明
治
三
十
年
移
住
）
は
、
移
住
当
時
の
服
装
に
つ
い
て
、「
着
物
は
チ
ャ

ン
チ
ャ
ン
コ
で
そ
れ
に
モ
モ
ヒ
キ
を
は
き
モ
ン
ペ
な
ど
も
は
い
て
い
た
。
は
き
物
は
わ

ら
じ
や
、
鮭
の
皮
で
つ
く
っ
た
「
ケ
リ
」
を
使
用
し
て
い
た
。
上
等
の
家
で
は
ズ
ッ
ク

の
裏
づ
き
で
陣
羽
織
の
様
な
も
の
を
着
て
い
た
」
と
話
し
て
い
る
。「
ケ
リ
」
と
は
、

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
特
徴
的
な
履
き
物
で
、
鮭
や
鱒
の
皮
を
綴
じ
て
作
ら
れ
て
い
た
。
丈

夫
で
軽
く
水
も
入
ら
ず
、
わ
ら
を
入
れ
る
と
保
温
性
も
高
く
な
る
こ
と
か
ら
、
特
に
冬

の
履
き
物
と
し
て
機
能
性
に
優
れ
て
い
た
。

第
四
項

食
生
活

北
海
道
は
魚
類
や
山
菜
は
豊
富
で
あ
っ
た
。
特
に
千
歳
川
は
古
く
か
ら
鮭
漁
が
盛
ん

で
生
活
の
糧
と
な
っ
て
い
た
が
、
本
州
に
比
べ
米
作
の
普
及
が
遅
く
、
農
耕
に
適
さ
な

い
火
山
灰
地
で
の
食
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
天
皇
巡
幸
の
際
の
状
況
取
調
書
に
よ
る
と
、
当
時
の
陸
産
物
と
し
て
穀
物
は
、

も
ろ
こ
し

ら

ふ
く

椎
茸
、
蕎
麦
、
大
豆
、
蜀
黍
、
小
豆
、
馬
鈴
薯
、
蘿
蔔
（
大
根
）、
南
瓜
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

主
食
は
麦
、
稲
黍
、
粟
、
馬
鈴
薯
な
ど
で
、
米
の
流
入
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
特
別

の
日
か
、
麦
な
ど
に
混
ぜ
て
食
べ
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
副
食
と
し
て
山
野
に
自
生
す

る
山
菜
が
あ
り
、
フ
キ
、
ワ
ラ
ビ
、
ゼ
ン
マ
イ
、
ウ
ド
、
ミ
ツ
バ
、
ワ
ラ
ビ
、
タ
ケ
ノ

コ
な
ど
。
ま
た
川
か
ら
は
鮭
の
ほ
か
に
も
、
ヤ
マ
ベ
、
イ
ワ
ナ
、
ウ
グ
イ
、
ア
メ
マ
ス

な
ど
を
捕
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。ま
た
、多
く
生
息
し
て
い
た
鹿
も
食
料
と
な
っ
た
。

開
拓
地
で
は
、
ま
ず
蕎
麦
や
粟
を
植
え
て
主
食
を
確
保
し
た
と
い
わ
れ
る
。

前
述
の
「
古
老
の
座
談
会
」
で
、
当
時
の
山
崎
町
長
が
開
拓
当
時
に
つ
い
て
、「
主

に
鮭
の
干
し
た
の
に
筋
子
を
ま
ぜ
て
ウ
バ
百
合
や
澱
粉
質
の
百
合
の
根
な
ど
を
ま
ぜ
て

雑
水
と
し
て
主
食
と
し
て
い
た
し
、
あ
わ
や
い
も
な
ど
も
主
食
で
稼
ぎ
人
は
皆
か
ゆ
を

食
っ
て
仕
事
を
し
て
い
た
の
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、
限
ら
れ
た
食
材
で
工
夫
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

本
州
か
ら
の
移
住
民
に
と
っ
て
、
北
海
道
で
冬
を
越
す
と
い
う
こ
と
は
命
が
け
で

あ
っ
た
。
積
雪
に
よ
っ
て
陸
の
孤
島
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
野
菜
な
ど
の
貯
蔵
は

欠
か
せ
な
い
冬
支
度
で
あ
っ
た
。
貯
蔵
方
法
に
つ
い
て
、
比
較
的
温
暖
な
道
南
地
方
で

は
、
松
前
藩
の
時
代
か
ら
家
の
床
下
や
土
間
に
掘
っ
た
内
室
に
貯
蔵
す
る
の
が
伝
統
的

な
方
法
で
あ
っ
た
。し
か
し
他
地
域
の
多
く
は
土
中
貯
蔵
で
あ
っ
た
。畑
に
穴
を
掘
り
、

穴
の
底
に
菅
な
ど
の
枯
草
を
敷
き
、
そ
の
上
に
大
根
な
ど
の
野
菜
を
入
れ
、
穴
の
四
方

を
菅
な
ど
で
覆
い
、
さ
ら
に
野
菜
の
上
に
木
の
皮
を
置
い
て
土
を
か
け
、
そ
の
上
を
木

の
皮
や
雑
草
で
覆
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

そ
の
他
に
最
も
多
く
と
ら
れ
た
方
法
は
、
塩
蔵
に
よ
る
貯
蔵
で
あ
る
。
塩
蔵
に
よ
る

食
物
の
貯
蔵
は
古
く
か
ら
の
保
存
法
で
あ
り
、
夏
の
高
温
多
湿
に
よ
る
腐
敗
を
防
ぐ
と

と
も
に
、
冬
に
食
物
が
凍
結
し
て
も
解
か
す
と
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
利
点
を
持
っ
て
い

た
。
塩
蔵
に
よ
る
保
存
法
に
は
、
大
量
の
塩
を
使
用
す
る
塩
漬
け
と
、
発
酵
を
伴
う
漬

物
が
あ
る
が
、
冬
季
の
野
菜
類
の
不
足
を
補
う
方
法
と
し
て
は
漬
物
が
有
効
な
方
法
で

あ
り
、
近
世
か
ら
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
稲
作
の
定
着
が
遅
れ
た
北
海
道
で

ぬ
か

は
糠
の
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
。
稲
作
農
業
の
普
及
に
よ
っ
て
主
食
と
す
る
米
は
も
と

よ
り
、
糠
や
藁
の
大
量
使
用
が
可
能
と
な
り
、
た
く
あ
ん
漬
け
や
越
年
野
菜
類
の
貯
蔵
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な
ど
冬
の
生
活
を
大
き
く
変
え
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
山
菜
類
の
塩
蔵
に
よ
る
貯
蔵
も
冬
の
保
存
食
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ

た
。
野
菜
類
の
大
量
貯
蔵
が
難
し
い
北
海
道
で
は
、
ど
の
時
代
で
も
山
菜
類
を
利
用
し

て
き
た
。
野
菜
類
や
山
菜
類
の
乾
燥
保
存
も
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
方
法
で
あ
り
、

特
に
ワ
ラ
ビ
、
ゼ
ン
マ
イ
、
コ
ゴ
ミ
、
ヨ
モ
ギ
な
ど
山
菜
類
の
保
存
が
多
い
。
乾
燥
保

存
の
山
菜
類
は
水
で
戻
す
の
に
時
間
が
か
か
り
、
柔
ら
か
さ
も
味
も
塩
蔵
の
山
菜
に
及

ば
な
い
。

し
か
し
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
の
林
顕
三
編
『
北
海
紀
行
』
の
中
で
、
千
歳
に

つ
い
て
、「
秋
味
ノ
漁
業
盛
ニ
シ
テ
毎
歳
夥
多
ノ
魚
ヲ
得
然
レ
ト
モ
塩
ニ
乏
シ
ク
シ
テ
」

と
あ
る
よ
う
に
塩
の
確
保
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
、
山
菜
類
も
乾
燥
保
存
が
多
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

砂
糖
や
醤
油
も
札
幌
か
ら
仕
入
れ
た
も
の
を
購
入
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
味
噌

は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
造
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
北
海
道
で
初
め
て
味
噌
製
造
を
行
っ
た

の
は
、
江
差
の
商
人
鈴
鹿
甚
右
衛
門
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
醤
油
製
造
所
が
札
幌
の
篠

路
に
作
ら
れ
た
の
は
明
治
四
年
。
そ
こ
で
は
ま
も
な
く
味
噌
も
造
り
始
め
た
。

千
歳
小
学
校
開
校
百
年
記
念
誌
の
卒
業
者
座
談
会
で
、
千
正
寺
の
高
塚
憲
正
住
職

が
、
高
塚
家
の
元
が
酒
屋
だ
っ
た
ら
し
い
と
の
話
を
し
て
い
る
。
座
談
会
の
席
上
で
は

酒
と
は
ド
ブ
ロ
ク
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
詳
し
い
こ
と
は
わ

か
ら
な
い
ま
ま
と
な
っ
た
。
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第
六
節

ア
イ
ヌ
民
族
の
諸
相

第
一
項

北
海
道
開
拓
と
ア
イ
ヌ
民
族

一．

北
海
道
庁
設
置
と
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
の
制
定

北
海
道
庁
と
開
拓
政
策
の
転
換

明
治
三
十
二
年
三
月
二
日
、「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」い
う
名
称
の
法
律
が
制
定
・

公
布
さ
れ
、
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
名
の
「
旧
土
人
」
と
は
近
・
現

代
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
民
族
を
指
す
明
治
政
府
の
公
式
用
語
で
あ
り
、
文
字
通
り
に
解
釈

す
れ
ば
こ
の
法
律
は
「
北
海
道
に
暮
ら
す
ア
イ
ヌ
民
族
を
保
護
す
る
法
律
」
と
い
う
意

味
に
な
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
の
よ
う
な
内
容
の
法
律
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
こ
の

点
に
触
れ
る
前
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
か
そ
の
背
景
を
簡
単
に

述
べ
て
お
こ
う
。

明
治
二
年
の
開
拓
使
設
置
以
来
、
明
治
政
府
の
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る
政
策
は
一
貫

し
て
和
人
へ
の
同
化
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
開
拓
使
の
ア
イ
ヌ
政
策
に

つ
い
て
詳
し
く
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
明
治
十
九
年
の
北
海
道
庁
設
置
と
共
に
北
海

道
の
開
拓
政
策
に
関
す
る
大
幅
な
見
直
し
が
行
わ
れ
、
直
接
保
護
政
策
か
ら
間
接
保
護

政
策
へ
と
転
換
し
た
。
こ
の
間
接
保
護
政
策
の
中
心
は
、
内
地
資
本
の
北
海
道
へ
の
投

資
に
よ
っ
て
開
拓
を
進
め
よ
う
と
す
る
点
に
あ
っ
た
。

開
拓
と
ア
イ
ヌ
の
強
制
移
住

ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
内
地
か
ら
の
北
海
道
移
民
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、
道
庁

は
こ
れ
ら
の
北
海
道
移
民
に
適
切
な
開
墾
地
を
提
供
す
る
た
め
に
殖
民
地
選
定
事
業
を

開
始
し
た
。
だ
が
こ
の
選
定
事
業
は
、
先
住
の
ア
イ
ヌ
民
族
に
と
っ
て
は
そ
の
生
活
圏

が
狭
め
ら
れ
、
生
活
す
る
場
所
を
追
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
一
例
を
上
げ
る

と
、
明
治
二
十
二
年
に
奈
良
県
十
津
川
村
の
住
民
六
〇
〇
戸
・
二
四
八
〇
人
が
同
年
八

月
の
大
水
害
に
よ
っ
て
北
海
道
へ
移
住
し
、
翌
二
十
三
年
六
月
に
樺
戸
郡
ト
ッ
ク
原
野

に
入
植
し
て
新
十
津
川
村
（
現
在
の
新
十
津
川
町
）
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
十
津

川
移
民
の
入
植
地
は
道
庁
の
殖
民
地
区
画
制
度
に
よ
っ
て
選
定
・
区
画
さ
れ
た
最
初
の

移
民
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
石
狩
川
の
沿
岸
で
暮
ら
し
て
い
た
ア
イ
ヌ
は
一
ヵ
所

に
集
め
ら
れ
た
う
え
、
十
津
川
移
民
入
植
地
の
近
傍
に
三
二
区
画
の
ア
イ
ヌ
地
が
設
け

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
浦
臼
や
雨
竜
・
伏
古
の
ア
イ
ヌ
も
こ
こ
に
集
め
ら
れ
、
二
六
戸
が

入
植
し
た
。
だ
が
土
地
環
境
の
問
題
も
あ
っ
て
明
治
四
十
二
年
に
村
内
の
別
の
地
域
に

移
転
し
、
大
正
八
年
に
は
一
四
戸
・
七
六
人
に
減
少
し
て
い
る
（『
新
十
津
川
町
史
』）。

こ
の
よ
う
な
ア
イ
ヌ
地
移
転
の
事
例
を
明
治
二
十
七
年
の
場
合
で
み
る
と
、
上
川
原

野
の
ア
イ
ヌ
は
近
文
原
野
に
土
地
割
渡
し
を
受
け
、
天
塩
川
沿
岸
で
は
名
寄
盆
地
の
ア

イ
ヌ
を
内
淵
に
集
住
さ
せ
る
な
ど
、
道
内
各
地
で
進
行
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で

北
海
道
庁
は
、
同
年
三
月
二
日
、
胆
振
国
千
歳
郡
に
あ
る
千
歳
原
野
の
「
旧
土
人
保
護

地
存
置
方
ノ
件
」
を
「
本
庁
決
議
」
し
た
。

千
歳
原
野
の
「
旧
土
人
保
護
地
」
存
置

千
歳
原
野
ハ
旧
土
人
部
落
ノ
存
在
セ
シ
処
ニ
シ
テ
現
今
居
住
ス
ル
モ
ノ
三
十
余
戸
ア
リ
、

彼
等
従
来
生
活
ノ
途
ヲ
案
ス
ル
ニ
多
ク
ハ
原
野
ノ
天
産
物
ニ
寄
食
シ
、
稀
ニ
労
働
シ
テ
賃

金
ヲ
得
又
ハ
恣
ニ
農
漁
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ア
リ
ト
雖
モ
未
タ
所
有
地
又
ハ
貸
下
許
可
地
ノ
ア
ル

ナ
シ
、
今
ヤ
同
原
野
ヲ
開
放
シ
テ
貸
下
ヲ
ナ
シ
数
多
移
民
ノ
来
住
シ
テ
開
墾
ニ
従
事
ス
ル

ト
キ
ハ
恣
ニ
農
漁
ヲ
営
ム
能
ハ
ス
、
天
産
物
亦
尽
キ
テ
忽
チ
活
路
ヲ
失
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
、

然
レ
ト
モ
土
地
ノ
貸
下
ヲ
ナ
シ
農
耕
ニ
従
事
セ
シ
メ
ン
カ
、
彼
等
朦
昧
未
タ
生
計
ノ
何
物

タ
ル
ヤ
ヲ
辨
セ
ス
、
数
項
ノ
土
地
猶
一
碗
ノ
酒
料
ニ
換
フ
ル
ヲ
厭
ハ
ス
、
終
ニ
奸
悪
者
ノ

為
メ
横
奪
セ
ラ
レ
、
再
ヒ
途
方
ニ
彷
徨
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
、
故
ニ
原
野
貸
下
ニ
先
タ
チ
一
戸

一
万
五
千
坪
以
内
ノ
見
込
ヲ
以
テ
現
住
戸
数
ニ
相
当
ス
ル
地
積
ヲ
控
除
シ
、
明
治
十
年
十

二
月
十
五
日
開
拓
使
第
十
五
号
達
北
海
道
地
券
発
行
條
例
第
十
六
條
ニ
準
シ
特
ニ
土
人
保

護
地
ト
シ
テ
官
有
地
第
三
種
ノ
儘
存
置
致
度
仰
裁
決
候
也

但

御
裁
可
ノ
上
ハ
他
ノ
原
野
ニ
於
テ
同
類
ノ
モ
ノ
有
之
ト
キ
ハ
本
文
同
様
取
扱
可
然
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哉

（
北
海
道
庁
拓
殖
部
『
拓
殖
法
規
』
大
正
四
年
）

こ
の
「
本
庁
決
議
」
の
趣
旨
は
、
千
歳
原
野
の
ア
イ
ヌ
三
十
余
戸
は
未
だ
に
「
所
有

地
又
ハ
貸
下
許
可
地
」
を
持
た
な
い
ま
ま
、「
原
野
ノ
天
然
物
ニ
寄
食
シ
」
た
生
活
を

送
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
和
人
移
民
の
同
原
野
へ
の
移
住
・
開
墾
に
よ
り
「
活
路

ヲ
失
ス
ル
」
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
千
歳
原
野
の
開
放
に
先
だ
っ
て
、
予
め
彼
ら
に

一
戸
当
た
り
一
万
五
〇
〇
〇
坪
以
内
の
土
地
を
現
住
戸
数
分
だ
け
「
控
除
」
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
ア
イ
ヌ
は
「
朦
昧
未
タ
生
計
ノ
何
物
タ
ル
ヤ
ヲ
辨
セ
ス
、
数
項
ノ
土
地
猶

一
碗
ノ
酒
料
ニ
換
フ
ル
ヲ
厭
ハ
ス
、
終
ニ
奸
悪
者
ノ
為
メ
強
奪
セ
ラ
レ
再
ヒ
途
方
ニ
彷

徨
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
」
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
明
治
十
年
の
「
北
海
道
地
券
発
行

条
例
」
第
一
六
条
の
規
定
に
準
じ
、
特
に
「
土
人
保
護
地
」
と
し
て
官
有
地
第
三
種
の

ま
ま
「
存
置
」
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。

こ
の
「
土
人
保
護
地
」
の
一
角
に
当
た
る
の
が
カ
マ
カ
（
釜
加
）
地
区
で
あ
る
。
カ

マ
カ
の
給
与
地
に
は
、
明
治
三
十
八
年
〜
三
十
九
年
頃
に
マ
オ
イ
コ
タ
ン
か
ら
移
転
し

た
ア
イ
ヌ
が
入
地
し
て
い
る
。
カ
マ
カ
に
給
与
地
を
貰
っ
た
人
々
で
開
墾
に
従
事
し
な

か
っ
た
者
は
、
土
地
を
貸
し
た
り
二
束
三
文
で
売
り
払
っ
た
り
し
て
、
自
分
た
ち
は
川

で
鮭
を
捕
っ
た
り
、
あ
る
い
は
山
で
シ
イ
タ
ケ
な
ど
を
採
っ
て
生
活
し
て
い
た
。
そ
の

後
、
宮
尾
舜
治
第
一
六
代
道
庁
長
官
の
時
代
（
大
正
十
年
五
月
二
十
七
日
〜
十
二
年
九

月
二
十
九
日
）
に
な
っ
て
、「
存
置
」
状
態
に
あ
っ
た
千
歳
原
野
の
給
与
地
の
う
ち
、

カ
マ
カ
の
土
地
に
つ
い
て
は
ア
イ
ヌ
の
手
に
戻
さ
れ
た
。
カ
マ
カ
の
入
地
者
と
区
画
配

置
を
示
す
と
図
３－

１
の
よ
う
に
な
る
（
笹
木
義
友
「
千
歳
周
辺
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
集
落

の
移
動－

ア
イ
ヌ
系
古
老
よ
り
の
聴
取－

」）。

こ
れ
ら
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
明
治
二
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
開
拓
の
進
展

は
、
先
住
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
世
界
を
危
機
的
な
状
況
に
追
い
込
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
二
十
年
代
後
半
に
な
る
と
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
民
族
保
護
の
問
題
が
帝
国
議
会

で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
五
議
会
の
場
合

ま
ず
、
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
十
一
月
の
第
五
回
議
会
に
お
い
て
、
埼
玉
県

か
ら
選
出
さ
れ
た
立
憲
改
進
党
の
加
藤
政
之
助
議
員
が
「
北
海
道
土
人
保
護
法
案
」
を

衆
議
院
に
提
出
し
た
。
加
藤
は
埼
玉
県
の
有
志
が
設
立
し
た
北
海
道
拓
殖
組
合
に
よ
る

利
別
原
野
の
開
墾
事
業
に
関
係
し
た
こ
と
が
あ
り
、
北
海
道
と
全
く
無
縁
の
人
物
で
は

な
か
っ
た
。
加
藤
が
提
出
し
た
法
案
は
帝
国
議
会
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
問
題
に
関
す
る
最

初
の
も
の
で
あ
り
、
全
九
条
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
法
案
は
ま
ず
道
庁
長
官
に
対
し

「
管
内
在
住
ノ
土
人
ヲ
シ
テ
土
地
ヲ
開
墾
シ
農
業
ニ
就
カ
シ
メ
ム
コ
ト
」
に
務
め
る
べ

き
こ
と
を
求
め
て
お
り
（
第
一
条
）、
農
業
を
希
望
す
る
ア
イ
ヌ
に
は
、
で
き
る
だ
け

図３－１ カマカコタン
（笹木義友「千歳周辺におけるアイヌ集落の移動」より）
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居
住
地
の
近
く
に
一
戸
あ
た
り
六
〇
〇
〇
坪
か
ら
一
万
五
〇
〇
〇
坪
の
未
墾
地
を
付
与

す
る
こ
と
と
し
た
（
第
二
条
）。
付
与
さ
れ
た
土
地
は
、「
正
当
ノ
相
続
人
」
に
譲
り
、

あ
る
い
は
子
弟
に
分
与
す
る
場
合
を
除
い
て
「
向
三
十
年
間
売
買
譲
与
」
が
禁
止
さ
れ

る
な
ど
（
第
四
条
）、
第
五
条
ま
で
は
勧
農
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
。
第
六
条
と
第

七
条
は
教
育
問
題
に
つ
い
て
、
そ
し
て
第
八
条
と
第
九
条
は
衛
生
と
医
療
に
関
す
る
規

定
だ
っ
た
。
こ
の
法
案
は
審
査
特
別
委
員
会
で
修
正
を
加
え
ら
れ
た
が
、
結
局
本
会
議

で
否
決
さ
れ
て
い
る
。

第
八
議
会
の
場
合

加
藤
の
ア
イ
ヌ
保
護
法
案
の
提
出
か
ら
二
年
後
、
明
治
二
十
八
年
二
月
の
第
八
回
議

会
で
も
三
重
県
か
ら
選
出
さ
れ
た
自
由
党
の
鈴
木
充
美
議
員
外
五
名
が
「
北
海
道
土
人

ニ
関
ス
ル
質
問
」
四
ヵ
条
及
び
「
北
海
道
土
人
保
護
法
案
」
を
衆
議
院
に
提
出
し
た
。

質
問
書
の
内
容
は
、
日
高
・
十
勝
方
面
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
共
有
財
産
の
役
人
に
よ
る
不

正
処
分
に
関
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
鈴
木
ら
が
提
出
し
た
法
案
の
内
容

は
、
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
で
「
既
ニ
土
地
ヲ
開
墾
シ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
土
地
ノ
所
有
権
ヲ
取

得
」
す
る
こ
と
が
で
き
（
第
一
条
）、
面
積
は
一
戸
当
た
り
一
万
五
〇
〇
〇
坪
が
上
限

だ
っ
た
（
第
二
条
）。
加
藤
案
と
異
な
る
の
は
、
こ
れ
以
外
に
も
更
に
「
普
通
土
地
貸

下
規
則
ニ
依
リ
土
地
ノ
貸
下
ヲ
出
願
ス
ル
コ
ト
」
が
可
能
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
第
三

条
）。
こ
の
「
普
通
土
地
貸
下
規
則
」
と
は
明
治
十
九
年
に
制
定
さ
れ
た
「
北
海
道
土

地
払
下
規
則
」
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
規
則
で
は
一
人
一
〇
万
坪
を
上
限
に
官
有
未
開

地
の
貸
し
下
げ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
の
法
案
が
成
立
し
て
い
れ
ば
、
一
人
の
ア
イ
ヌ
が
最
大
一
一

万
五
〇
〇
〇
坪
の
官
有
未
開
地
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
だ
が
、
狩
猟

民
族
と
し
て
の
生
活
が
基
本
で
あ
り
、
開
墾
労
働
に
熟
達
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
ア

イ
ヌ
民
族
が
、
第
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
一
五
年
間
で
こ
の
よ
う
な
面
積
の

開
墾
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
道
庁
長
官
は「
土

人
ノ
土
地
開
墾
共
有
金
保
存
ノ
方
法
、
教
育
ノ
保
護
奨
励
及
衛
生
等
ニ
関
ス
ル
特
別
取

締
規
則
」
を
設
け
て
内
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
（
第
六
条
）、

加
藤
案
に
あ
っ
た
教
育
・
衛
生
面
で
の
保
護
を
含
め
て
新
た
に
「
特
別
取
締
規
則
」
を

設
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
案
も
衆
議
院
の
審
査
特
別
委
員
会
に

付
託
さ
れ
た
ま
ま
で
会
期
が
終
わ
り
、
廃
案
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
小
川
正
人
「
第
五
、

八
回
帝
国
議
会
『
北
海
道
土
人
保
護
法
案
』
審
査
特
別
委
員
会
会
議
録
」）。

さ
ら
に
明
治
二
十
七
年
頃
、
道
庁
は
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
規
則
案
」
を
独
自
に
準

備
し
、
内
務
省
に
上
申
し
た
が
、
同
省
は
こ
の
案
に
冷
淡
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
道
庁
の

保
護
案
は
、
農
耕
の
奨
励
と
医
療
・
衛
生
面
の
保
護
を
謳
っ
て
い
る
点
は
こ
れ
ま
で
の

保
護
案
と
共
通
し
て
い
る
が
、
教
育
面
に
つ
い
て
は
「
北
海
道
旧
土
人
ニ
シ
テ
部
落
ヲ

為
シ
特
ニ
小
学
校
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
」（
第
五
条
）
と
独
自

の
構
想
を
打
ち
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
条
の
附
則
と
し
て
、
こ
れ
ら
農
耕
・
医
療
・

教
育
に
要
す
る
経
費
は
「
旧
土
人
共
有
財
産
ノ
収
益
ヲ
以
其
費
用
ニ
充
テ
其
不
足
ア
ル

ト
キ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
国
庫
ヨ
リ
支
弁
セ
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
ア
イ

ヌ
共
有
財
産
の
管
理
権
は
道
庁
長
官
が
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
第
六
条
）。

第
一
三
議
会
と
保
護
法
の
再
提
案

以
上
の
よ
う
に
明
治
二
十
年
代
後
半
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
ヌ
保
護
法
案
が
提
起
さ

れ
た
が
、
そ
れ
ら
が
遂
に
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
日
清
戦
争
を
挟
ん

で
明
治
三
十
一
年
十
二
月
、
今
度
は
政
府
に
よ
っ
て
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
案
」
が

第
一
三
回
議
会
に
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
ア
イ
ヌ
保
護
法
案
は
翌
三
十
二
年
二
月
九
日
に

開
か
れ
た
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
案
特
別
委
員
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う

な
条
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

第
一
条

北
海
道
旧
土
人
ニ
シ
テ
農
業
ニ
従
事
ス
ル
者
又
ハ
従
事
セ
ム
ト
欲
ス
ル
者
ニ
ハ

一
戸
ニ
付
土
地
一
万
五
千
坪
以
内
ヲ
限
リ
無
償
下
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

（『
帝
国
議
会
貴
族
院
委
員
会
会
議
録
』
十
一
）
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す
な
わ
ち
「
北
海
道
旧
土
人
」
で
現
に
「
農
業
ニ
従
事
ス
ル
者
」
あ
る
い
は
「
従
事

セ
ム
ト
欲
ス
ル
者
」
に
一
戸
当
た
り
一
万
五
〇
〇
〇
坪
以
内
の
土
地
を
無
償
下
付
す
る

う

と
い
う
も
の
で
あ
る
（
第
一
条
）。
条
文
の
最
後
の
「
得
」
は
法
律
用
語
と
し
て
独
自

の
意
味
が
あ
り
、
行
政
側
が
そ
の
よ
う
に
し
て
も
良
い
が
そ
の
よ
う
な
措
置
を
し
な
く

て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
第
一
条
の
意

味
は
、
ア
イ
ヌ
に
土
地
を
「
無
償
下
付
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
程
度
の
意
味
で

あ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
給
与
地
の
強
制
的
な
割
当
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。

仮
に
ア
イ
ヌ
に
給
与
地
の
強
制
的
な
割
当
を
行
お
う
と
す
る
国
家
的
な
意
志
が
あ
れ

ば
、「
無
償
下
付
ス
ヘ
シ
」
と
か
「
無
償
下
付
セ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
い
っ
た
表
現
に
な
る

筈
で
あ
る
。

下
付
さ
れ
た
土
地
は
「
旧
土
人
給
与
地
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
が
、
相
続
以
外
に
譲
渡

す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
。
さ
ら
に
質
権
・
抵
当
権
・
地
上
権
・
永
小
作
権
・
地
役

権
・
留
置
権
・
先
取
特
権
と
い
っ
た
物
権
と
し
て
の
所
有
権
の
移
動
に
関
す
る
制
限
が

課
さ
れ
て
い
た
（
第
二
条
）。
こ
れ
ら
を
含
め
て
第
四
条
ま
で
は
勧
農
政
策
に
関
す
る

規
定
で
あ
り
、
第
五
条
と
第
六
条
は
医
療
に
関
す
る
規
定
、
そ
し
て
第
七
条
と
第
九
条

は
教
育
に
関
す
る
規
定
だ
っ
た
。
こ
の
政
府
提
案
に
よ
る
ア
イ
ヌ
保
護
法
案
は
明
治
二

十
年
代
に
提
起
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
法
案
の
諸
要
素
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
い
え
る
が
、
そ

の
た
め
に
必
要
と
す
る
財
源
は
次
の
第
八
条
に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
八
条

第
四
条
乃
至
第
七
条
ニ
要
ス
ル
費
用
ハ
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
ノ
収
益
ヲ
以

テ
之
ニ
充
ツ
、
若
シ
不
足
ア
ル
ト
キ
ハ
国
庫
ヨ
リ
之
ヲ
支
出
ス

要
す
る
に
、
経
済
的
に
貧
し
い
ア
イ
ヌ
に
対
し
て
は
農
具
代
及
び
種
子
・
薬
価
代
・

埋
葬
料
・
授
業
料
な
ど
を
支
給
す
る
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
財
源
は
ま
ず
「
旧
土
人
共

有
財
産
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
運
用
益
か
ら
支
出
し
、
不
足
す
る
場
合
に
初
め
て
国
庫

か
ら
支
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
最
初
か
ら
政
府
が
そ
の
費
用
を
支
出
し
よ

う
と
し
た
の
が
「
北
海
道
旧
土
人
ノ
部
落
ヲ
為
シ
タ
ル
場
所
」
に
設
置
予
定
の
小
学
校

だ
っ
た
。

第
九
条

北
海
道
旧
土
人
ノ
部
落
ヲ
為
シ
タ
ル
場
所
ニ
ハ
国
庫
ノ
費
用
ヲ
以
テ
小
学
校
ヲ

設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
。

こ
こ
に
言
う
「
小
学
校
」
が
「
土
人
学
校
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
ア
イ
ヌ
子
弟
専
用

の
小
学
校
で
あ
る
。
学
齢
児
童
が
お
お
む
ね
三
〇
名
以
上
い
る「
土
人
部
落
」に
対
し
、

七
年
間
で
二
一
校
を
新
設
す
る
計
画
だ
っ
た
。
し
か
し
、
最
初
の
建
設
計
画
と
実
際
の

設
置
箇
所
と
に
は
齟
齬
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
川
正
人
『
近
代
ア
イ
ヌ
教

育
制
度
史
研
究
』）。

二．

千
歳
の
ア
イ
ヌ
学
校
設
立
問
題

橘
戸
長
の
請
願

千
歳
村
で
も
、
こ
の
時
期
に
地
元
側
か
ら
ア
イ
ヌ
学
校
設
立
の
動
き
が
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
「
千
歳
郡
千
歳
外
三
村
戸
長
橘
完
爾
氏
よ
り
部
内
長
都
村
及
千
歳
村
字
ケ
ヌ
フ

チ
の
両
処
に
土
人
学
校
設
立
の
義
請
願
あ
り
、
札
幌
支
庁
に
於
て
実
際
の
情
況
を
調

査
」、
予
算
的
に
は
教
員
人
件
費
と
学
校
建
設
費
を
合
わ
せ
て
六
六
八
円
を
要
す
る
次

の
よ
う
な
計
画
で
あ
っ
た
（『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
明
治
三
十
二
年
八
月
二
日
）。

金
百
六
十
八
円

但
し
旧
土
人
小
学
校
二
か
所
、
准
訓
導
二
人
、
月
給
一
人
十
二
円
、
本

年
九
月
よ
り
開
校
す
る
も
の
と
見
な
し
、
明
治
三
十
三
年
三
月
ま
で
七
か
月
の
支
出
分

金
五
百
円

但
し
旧
土
人
小
学
校
二
か
所
新
築
費
並
び
に
諸
器
械
料

合
計
金
六
百
六
十
八
円

ま
た
、
橘
戸
長
の
提
出
し
た
「
請
願
」
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

当
部
内
に
は
旧
土
人
七
十
戸
之
あ
り
、
多
く
は
千
歳
村
並
長
都
村
に
部
落
を
為
し
開
墾
其

他
事
業
を
営
み
生
活
な
し
居
候
、
当
部
内
は
他
の
土
人
部
落
と
異
に
し
て
遠
く
は
文
政
年

度
以
前
よ
り
能
く
和
人
に
接
し
、
就
中
国
道
線
の
要
街
に
当
れ
る
か
故
維
新
後
鉄
道
布
設

以
前
に
於
て
室
蘭
札
幌
間
の
旅
客
悉
く
当
部
内
を
通
行
せ
し
を
以
て
、
旅
人
宿
其
他
の
商

家
俄
然
軒
を
聯
ね
自
然
一
村
を
形
造
せ
る
か
故
、
其
和
人
と
の
交
際
一
層
頻
繁
な
る
に
随

５５６
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ひ
彼
等
素
よ
り
教
育
な
く
無
知
蒙
昧
可
憐
の
愚
民
に
し
て
、
其
初
め
は
和
人
に
籠
絡
せ
ら

か
ん
け
い
か
ん
さ

れ
た
り
と
雖
も
、
爾
来
却
て
奸
計
譎
詐
を
習
得
し
、
天
然
朴
直
純
良
の
美
質
を
失
ひ
、
地

を
拂
て
先
却
し
為
す
事
法
網
に
罹
る
者
夥
多
あ
り
、
今
日
迄
教
育
の
何
た
る
も
知
ら
す
、

さ
ん
じ
ょ

単
に
奸
計
譎
詐
の
悪
風
に
威
染
し
た
る
の
致
す
処
な
り
、
今
に
之
か
慣
習
を
芟
除
し
天
然

純
良
の
美
質
を
喚
起
す
る
の
策
を
講
せ
す
ん
は
、
彼
等
は
遂
に
言
に
忍
ひ
さ
る
獰
悪
の
も

の
に
変
化
し
、
復
た
如
何
と
も
為
す
へ
か
ら
す
と
深
く
憂
慮
に
堪
へ
す
、
然
る
に
今
般
法

律
第
二
十
七
條
を
以
て
旧
土
人
保
護
法
発
布
せ
ら
れ
、
其
第
九
条
に
旧
土
人
の
部
落
を
為

し
た
る
者
に
は
国
庫
の
費
用
を
以
て
小
学
校
を
設
立
す
る
事
を
得
る
と
あ
り
、
試
に
隆
渥

な
る
後
主
意
に
し
て
誰
れ
か
感
激
せ
さ
ら
ん
や
、
思
に
旧
土
人
部
落
に
於
て
は
学
校
の
必

要
は
独
り
当
村
の
み
な
ら
ざ
る
べ
し
と
雖
、
当
村
は
前
陳
の
如
く
一
層
和
人
と
の
交
際
頻

繁
な
る
か
故
次
第
に
奸
悪
の
風
を
助
長
す
る
は
他
の
土
人
部
落
と
大
に
其
趣
を
異
に
せ
り

是
を
以
て
小
学
校
設
立
も
亦
急
を
せ
要
さ
る
を
得
す
、
亦
和
人
と
の
交
際
頻
繁
な
る
か
為

土
人
の
児
童
に
し
て
大
概
和
語
を
解
せ
さ
る
も
の
な
し
、
故
に
今
小
学
校
を
設
立
せ
る
に

於
て
は
、
其
の
成
蹟
上
大
に
見
る
へ
き
も
の
あ
ら
ん
、
是
れ
亦
た
他
の
部
落
と
異
な
る
所

な
り
、
然
れ
は
別
紙
（
別
紙
略
す
）
二
十
年
四
月
庁
令
第
十
八
号
に
依
り
小
学
校
許
可
調

査
事
項
書
相
添
へ
此
段
上
請
候
條
、
何
卒
事
実
御
洞
察
特
に
御
裁
可
相
成
而
し
て
本
年
度

に
於
て
前
記
金
六
百
六
十
八
円
支
出
相
成
度
云
々

（『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
明
治
三
十
二
年
八
月
二
日
）

橘
戸
長
の
請
願
書
は
、
そ
の
原
因
は
和
人
側
と
の
接
触
に
起
因
す
る
と
い
い
な
が

ら
、
近
年
ま
で
の
千
歳
ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
「
爾
来
却
て
奸
計
譎
詐
を
習
得
し
、
天
然
朴

直
純
良
の
美
質
を
失
ひ
、
地
を
拂
て
先
却
し
為
す
事
法
網
に
罹
る
者
夥
多
あ
り
」
な
ど

と
差
別
的
な
印
象
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
後
も
和
人
と
の
交
流
が
頻
繁
に
な
る

に
つ
れ
、
彼
ら
が
「
奸
悪
の
風
を
助
長
す
る
」
で
あ
ろ
う
点
が
他
の
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
と

は
大
い
に
異
な
る
の
で
、
学
校
の
早
急
な
開
校
が
必
要
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
ア
イ

ヌ
民
族
に
対
す
る
教
育
を
単
な
る
同
化
政
策
の
一
環
と
し
て
行
お
う
と
す
る
意
図
が
明

白
に
う
か
が
え
る
。
ア
イ
ヌ
児
童
の
学
力
向
上
と
い
う
視
点
は
二
の
次
だ
っ
た
。

こ
の
記
事
の
文
面
か
ら
み
る
と
、
請
願
書
を
受
け
付
け
た
札
幌
支
庁
は
現
地
調
査
を

行
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
な
ぜ
認
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
ら

か
で
は
な
い
（
第
三
章
第
一
四
節
第
二
項

教
育
を
参
照
）。
な
お
、
文
中
の
「
法
律

第
二
十
七
条
」
と
は
も
ち
ろ
ん
法
律
第
二
十
七
号
の
間
違
い
で
あ
る
。

制
定
後
の
保
護
法

以
上
の
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る
農
耕
の
強
制
と
ア
イ
ヌ
教
育
を
柱
と
し
て

明
治
三
十
二
年
三
月
二
日
に
制
定
、
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
「
北
海
道
旧
土
人
保

護
法
」
は
、
そ
の
後
、
大
正
・
昭
和
の
各
時
代
を
経
て
幾
度
か
の
修
正
を
受
け
な
が
ら

存
続
し
、
平
成
九
年
に
「
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法
」（
略
称
）
の
制
定
を
受
け
て
廃
止
さ

れ
る
ま
で
、
近
現
代
の
ア
イ
ヌ
社
会
を
律
す
る
唯
一
の
法
律
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
イ

ヌ
給
与
地
に
対
す
る
所
有
権
の
極
端
な
制
限
は
最
初
か
ら
ア
イ
ヌ
民
族
の
反
発
を
買

い
、
ア
イ
ヌ
学
校
も
和
人
児
童
か
ら
の
分
離
教
育
で
あ
る
と
の
評
価
を
受
け
る
な
ど
、

こ
の
法
律
が
ア
イ
ヌ
民
族
の
「
保
護
」
に
値
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
当
時
か
ら
評
価

が
分
か
れ
て
い
た
。

な
お
、
こ
の
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
に
は
モ
デ
ル
が
あ
り
、
そ
れ
は
明
治
二
十

年
に
ア
メ
リ
カ
で
制
定
さ
れ
た
先
住
民
族
保
護
法
と
し
て
の「
ド
ー
ズ
法
」で
あ
っ
た
。

こ
の
日
米
に
お
け
る
二
つ
の
法
律
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
と
ア
メ
リ
カ
先
住
民
に
対
し
土
地

の
給
与
を
通
し
て
農
耕
民
化
さ
せ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
旧
土

人
保
護
法
」
が
ア
イ
ヌ
の
農
耕
希
望
者
に
一
戸
当
た
り
と
い
う
家
単
位
で
土
地
を
給
与

し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、「
ド
ー
ズ
法
」
は
個
人
を
単
位
と
し
て
強
制
的
に
土
地
を

割
り
与
え
る
な
ど
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
国
情
を
反
映
し
て
の
相
違
点
も
あ
っ
た
。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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第
二
項

千
歳
地
方
の
ア
イ
ヌ
民
族

一．

明
治
初
年
の
千
歳
ア
イ
ヌ

『
北
行
日
記
』
の
千
歳
ア
イ
ヌ

最
初
に
、
明
治
初
期
の
千
歳
ア
イ
ヌ
の
状
況
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
明
治
三
年

九
月
、
高
知
藩
が
支
配
す
る
千
歳
地
方
を
旅
行
し
た
米
沢
藩
士
の
宮
島
幹『
北
行
日
記
』

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

九
月
十
三
日

晴

辰
ノ
刻
過
馬
ニ
テ
札
幌
ヲ
出
立
ス
（
中
略
）
漸
ク
島
松
ニ
至
ル
、
川
ア
リ
拾
四
五
間
馬
ニ

テ
渡
ル
、
渡
レ
ハ
是
ヨ
リ
東
胆
振
国
千
歳
郡
高
知
藩
支
配
所
ナ
リ
、

空
家
弐
軒
ア
リ
、
一
両
年
前
迄
ハ
住
居
セ
シ
由
ナ
レ
共
、
今
ハ
石
狩
ヘ
転
住
セ
シ
由
、
土

人
壱
人
留
守
居
ス
、
此
所
ニ
テ
昼
餉
ス
、
汁
モ
ナ
シ
、
湯
ヲ
貰
ヒ
相
用
ヰ
、
札
幌
ヨ
リ
七

里
、
是
ヨ
リ
ハ
平
坦
ニ
シ
テ
路
至
テ
宜
シ
ク
、
茅
原
或
ハ
深
林
所
々
ニ
ア
リ
、
二
里
斗
ニ

シ
テ
「
ム
イ
サ
リ
」
土
人
小
屋
三
軒
ア
リ
、
熊
ノ
子
鷲
ヲ
養
フ
、
又
行
二
丁
斗
ニ
シ
テ
平

坦
ナ
ル
壱
里
斗
芦
原
ア
リ
、
此
所
ニ
牛
五
六
十
疋
ヲ
牧
ス
、
川
ヲ
渡
ル
事
数
度
、
此
辺
川
々

尽
ク
砂
川
故
、
三
四
尺
ノ
小
川
迄
鮭
登
リ
込
猟
ス
ル
由
ナ
リ
、
従
是
北
方
ニ
イ
サ
リ
フ
ト

「
ヲ
サ
ツ
フ
ト
ト
云
所
々
ニ
土
人
小
屋
多
分
有
之
由
、
三
里
斗
ニ
シ
テ
漸
ク
千
歳
ニ
至
ル
、

入
口
川
ア
リ
巾
五
六
十
間
橋
ア
リ
、
渡
レ
ハ
会
所
一
軒
、
倉
々
等
多
分
ア
リ
、
此
辺
土
人

小
屋
二
三
十
軒
、
人
数
惣
斗
七
八
十
人
斗
有
之
ヨ
シ
、

（
宮
島
幹
『
北
行
日
記
』
北
海
道
立
図
書
館
北
方
資
料
室
所
蔵
）

こ
れ
が
、
宮
島
の
見
た
千
歳
地
方
の
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
の
状
況
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

の
九
月
十
三
日
が
た
ま
た
ま
「
ヲ
ム
シ
ャ
」
と
呼
ば
れ
る
儀
式
を
行
う
日
に
当
た
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
も
あ
る
。

今
日
ハ
ヲ
ム
シ
ヤ
ト
云
フ
テ
、
年
々
壱
両
度
ツ
ヽ
土
人
ヲ
集
メ
法
律
ヲ
読
聞
カ
セ
、
後

酒
宴
ヲ
ナ
ス
ヨ
シ
ニ
テ
大
勢
庭
前
ヘ
集
リ
席
ヲ
敷
渡
シ
酒
宴
ヲ
ナ
ス
、
夜
中
ニ
至
リ
「
メ

ノ
コ
」
子
供
等
迄
寄
集
リ
酒
宴
シ
、
酔
ニ
乗
シ
歌
ヲ
謡
ヒ
躍
ヲ
ナ
ス
、
誠
妙
ナ
リ
、
或
ハ

角
力
等
モ
ア
リ
、
是
等
ハ
格
別
ノ
違
ヒ
モ
ナ
シ
、
終
夜
至
テ
賑
々
シ
、

（
同
右
）

も
っ
と
も
、
宮
島
の
見
物
し
た
オ
ム
シ
ャ
と
は
、
近
世
・
松
前
藩
時
代
に
お
け
る
商

場
知
行
制
下
の
本
来
の
オ
ム
シ
ャ
で
は
な
く
、
場
所
請
負
制
に
移
行
し
た
段
階
で
の
和

人
に
よ
る
ア
イ
ヌ
民
族
を
支
配
す
る
儀
式
と
化
し
た
オ
ム
シ
ャ
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と

は
、「
土
人
ヲ
集
メ
法
律
ヲ
読
聞
カ
セ
」と
い
う
記
述
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

千
歳
ア
イ
ヌ
の
統
計
的
実
態

こ
う
し
た
千
歳
ア
イ
ヌ
の
実
態
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
統
計
的
な
考
察
を
試
み
た

い
。
明
治
二
年
か
ら
三
十
年
ま
で
の
千
歳
郡
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
戸
口
の
推
移
を
示
す
と

表
３－

７
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
で
ま
ず
戸
数
の
推
移
を
み
る
と
、
明
治
二
年
〜
三

年
ま
で
の
三
九
戸
が
翌
四
年
に
は
七
九
戸
と
倍
増
し
、
あ
る
い
は
六
年
に
は
七
二
戸
か

ら
八
七
戸
に
増
加
す
る
な
ど
、
こ
の
間
の
数
字
の
連
続
性
に
は
や
や
疑
問
が
残
る
。
し

か
し
、
そ
の
後
は
明
治
十
五
年
以
降
、
二
十
年
代
に
か
け
て
六
〇
戸
か
ら
七
〇
戸
代
と

い
う
比
較
的
安
定
し
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
人
口
の
推
移
で
は
、
同
じ
く
明
治

表３－７ 千歳郡のアイヌ戸口
年 次 戸数 人員 戸数 人員
明治元年
明治２年 ３９ ２２３
明治３年 ３９ ２６０
明治４年 ７９ ４１２ ６４ ２７５
明治５年 ７２ ４２１ ５９ ２５９
明治６年 ８７ ２８５ ５９ ２６５
明治７年 ６３ ２６０
明治８年 ６４ ２５４
明治９年 ７０ ２２４
明治１０年 ７３ ２２３
明治１１年 ７１ ２３８
明治１２年 ６５ ２５５
明治１３年 ５９ ２４６
明治１４年 ６１ ２３４
明治１５年 ７５ ２８５
明治１６年 ７５ ２６８
明治１７年 ７６ ２６８
明治１８年 ７６ ２６９
明治１９年 ７５ ２６５
明治２０年 ７４ ２６７
明治２１年 ５８ ２８０
明治２２年 ６１ ２８６
明治２３年 ５９ ２９２
明治２４年 ５９ ２９４
明治２５年 ５９ ２８８
明治２６年
明治２７年
明治２８年
明治２９年 ７４ ２９６
明治３０年 ７０ ２８９
註� 明治２年～１４年までは大蔵省編『開拓使事

業報告』第１編、１５年～３０年までは『北海
道庁統計書』により作成。

� 明治４～６年は『千歳市史』による。
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四
年
か
ら
五
年
の
四
〇
〇
人
台
を
除
い
て
六
年
以
降
は
終
始
二
〇
〇
人
台
を
維
持
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
初
年
か
ら
の
約
三
〇
年
と
い
う
こ
の
期
間
全
体
を
通
し
て

み
れ
ば
、
千
歳
郡
の
ア
イ
ヌ
戸
口
は
六
五
戸
・
二
七
〇
人
台
と
い
う
の
が
平
均
的
な
数

値
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
『
千
歳
市
史
』
に
は
、「
明
治
四
年
人
別
帳
」
と
明
治
五
年
の
「
千
歳
郡

土
人
開
墾
地
并
家
数
調
書
」（『
勇
払
千
年
両
郡
引
継
書
類
』
所
収
）
と
い
う
二
種
類
の
史

料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
表
３－

８
は
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
作
成
し
た
千
歳
郡
ア
イ

ヌ
の
地
域
別
戸
口
で
あ
る
。
こ
の
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
千
歳
川
を
中
心
に
し
て
四

年
に
六
四
戸
・
二
七
五
人
、
翌
五

年
に
は
五
九
戸
・
二
五
九
人
も
の

ア
イ
ヌ
の
人
び
と
が
居
住
し
て
い

た
。
こ
の
数
字
は
表
３－

７
と
は

少
し
ば
か
り
食
い
違
い
が
あ
る

が
、
こ
の
表
で
戸
口
が
最
も
多
い

地
域
は
明
治
四
年
〜
五
年
を
通
じ

て
「
千
年
川
会
所
前
」
と
な
っ
て

い
る
千
歳
村
（
明
治
五
年
の
原
史

料
で
は
「
千
歳
郡
居
住
」
と
記
載
）

で
あ
り
、
二
五
戸
・
九
七
人
前
後

だ
っ
た
。
こ
の
数
字
は
宮
島
の
日

記
の
記
述
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
そ

れ
に
次
ぐ
の
は
ラ
ン
コ
（
ウ
）
シ

村
・
ヘ
サ
村
・
フ
エ
ラ
（
フ
）
村

で
あ
り
、
最
少
は
ヒ
ル
サ
タ
リ
村

と
ル
エ
ン
村
の
一
戸
・
六
人
と
同

五
人
で
あ
る
。
こ
の
表
で
興
味
深
い
の
は
、
ど
の
コ
タ
ン
で
も
畑
反
別
が
記
載
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
明
治
五
年
の
場
合
で
み
る
と
合
計
一
〇
町
一
反
四
畝
歩
の
畑
反
別
と

な
り
、
一
戸
当
た
り
一
反
七
畝
程
度
の
畑
地
を
所
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
千
歳

ア
イ
ヌ
は
比
較
的
早
く
か
ら
農
耕
を
営
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
表
３－

８
に
お
け
る
コ
タ
ン
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
、
前
記
の
「
明
治

四
年
人
別
帳
」
及
び
明
治
五
年
の
「
千
歳
郡
土
人
開
墾
地
并
家
数
調
書
」
で
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
千
歳（
川
）村
は
勇
払
会
所
か
ら
七
里
、
ヒ
ル
サ（
ッ
）

タ
リ
村
は
千
歳
村
か
ら
一
三
町
、
ラ
ン
コ
（
ウ
）
シ
村
よ
り
も
七
町
ほ
ど
千
歳
よ
り
の

集
落
で
あ
り
、
ラ
ン
コ

シ
村
は
ヒ
ル
サ
タ
リ
村

か
ら
七
町
、
ヘ
サ
村
は

ラ
ン
コ
（
ウ
）
シ
村
か

ら
七
町
支
笏
湖
寄
り
に

あ
る
。
ま
た
ユ
ウ
ナ
イ

村
は
ヘ
サ
村
か
ら
一
里

二
二
町
川
上
に
、
ル
エ

ン
村
は
ユ
ウ
ナ
イ
村
よ

り
も
更
に
一
八
町
支
笏

湖
寄
り
、
そ
し
て
フ
エ

ラ
（
フ
）
村
は
ル
エ
ン

村
か
ら
一
里
半
川
上
に

位
置
し
て
い
る
。

だ
が
実
際
の
こ
れ
ら

コ
タ
ン
の
分
布
状
況

は
、
千
歳
川
の
下
流
か

表３－８ 明治初期の千歳郡アイヌと農耕地（地域別）

村 名
明治４年 明治５年

畑反別
戸数

人口
戸数

人口
男 女 計 男 女 計

ヒヒ村 ５ ９ ７ １６
千年川会所前 ２５ ４９ ４８ ９７ ２５ ４９ ４８ ９７ ３８反
ヒルサッタリ村 １ ３ ３ ６ １ ３ ３ ６ ２反
ランコウシ村 ５ １３ ９ ２２ ５ １３ ９ ２２ ５反７畝
ヘサ村 ５ １５ １２ ２７ ５ １５ １２ ２７ ８反６畝
ユウナイ村 ２ ５ ７ １２ ２ ５ ７ １２ ３反５畝
ルエン村 １ ４ １ ５ １ ４ １ ５ ２反３畝
フエラフ村 ４ １４ ８ ２２ ４ １４ ８ ２２ ８反
ヲサツ村 ９ ２３ １２ ３５ ９ ２３ １２ ３５ １６反
イサリ村 ４ ８ ７ １５ ４ ８ ７ １５ １０反５畝
イサリフト村 ３ １１ ７ １８ ３ １１ ７ １８ ６反８畝

合 計 ６４ １５４ １２１ ２７５ ５９ １４５ １１４ ２５９ １０町１反４畝

註� 『千歳市史』による。
� 「千年川会所前」は、明治５年の原史料では「千歳郡居住」となっている。

図３－２ アイヌコタンの位置

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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ら
上
流
に
向
か
っ
て
、千
歳
川
会
所
を
起
点
に
、ヒ
ル
サ
ッ
タ
リ
・
ラ
ン
コ
シ
・
ヘ
サ
・

ル
エ
ン
・
ユ
ウ
ナ
イ
・
フ
ェ
ラ
フ
の
順
に
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ（
図
３－

２
）、

前
記
の
史
料
が
記
載
す
る
ル
エ
ン
と
ユ
ウ
ナ
イ
の
位
置
関
係
に
は
や
や
疑
問
が
あ
る
。

最
後
の
イ
サ
リ
フ
ト
村
・
イ
サ
リ
村
の
二
村
は
、
い
ず
れ
も
現
在
の
恵
庭
市
に
属
す

る
地
域
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
の
行
政

こ
れ
ら
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
の
行
政
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
明
治
五
年
五
月
に
な
っ
て

千
歳
に
開
拓
使
出
張
所
が
設
置
さ
れ
、
等
外
一
等
附
属
の
藤
田
武
三
が
詰
合
に
任
命
さ

れ
た
。
さ
ら
に
、
開
拓
使
本
庁
の
指
示
に
よ
り
戸
長
・
副
戸
長
の
人
選
が
行
わ
れ
た
。

当
時
の
千
歳
地
方
は
出
稼
ぎ
漁
民
が
多
い
割
に
は
永
住
人
が
少
な
か
っ
た
の
で
、
勇

払
・
千
歳
・
白
老
の
三
郡
に
つ
い
て
は
同
年
九
月
二
十
一
日
、
漁
場
持
山
田
文
右
衛
門

の
代
人
で
あ
る
植
田
甚
蔵
が
副
戸
長
に
任
命
さ
れ
た
。
し
か
し
、
副
戸
長
の
担
当
範
囲

は
白
老
他
二
郡
に
ま
た
が
っ
て
広
範
囲
な
だ
け
で
な
く
、
こ
の
地
方
に
は
ア
イ
ヌ
民
族

の
コ
タ
ン
も
多
い
こ
と
か
ら
、
副
戸
長
を
補
佐
す
る
た
め
こ
れ
ら
三
郡
の
ア
イ
ヌ
コ
タ

ン
に
伍
長
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年
十
月
付
け
で
勇
払
郡
詰
の
細
川

権
中
主
典
と
白
老
郡
詰
の
金
成
権
少
主
典
の
連
名
に
よ
る
「
勇
払
外
二
郡
伍
長
ヲ
被
置

候
儀
ニ
付
奉
伺
候
書
付
」
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
伺
書
は
札
幌
本
庁
を
経
て
十
一
月
に

黒
田
開
拓
次
官
に
提
出
さ
れ
て
そ
の
決
裁
を
得
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
次
の
よ
う
な
一

節
が
あ
る
。

一
、
勇
払
・
千
歳
・
白
老
郡
共
従
来
役
土
人
与
唱
、
惣
乙
名
脇
乙
名
惣
小
使
並
小
使
等
之

数
役
有
之
候
、
自
ラ
風
俗
号
令
ヲ
異
ニ
シ
到
底
和
人
与
一
轍
例
ニ
不
置
候
処
、
右
ハ
全
、

漁
会
所
ニ
而
漁
業
ニ
使
役
仕
候
為
ニ
申
付
置
候
役
義
ニ
而
其
名
不
正
、
其
権
不
重
、
其
号

令
シ
置
候
而
モ
讒
ニ
漁
場
中
ニ
被
行
候
而
己
ニ
而
、
平
時
部
下
之
制
服
ニ
於
而
聊
モ
行
届

不
申
候
間
、
自
今
室
蘭
郡
之
例
ニ
倣
ヒ
惣
乙
名
已
下
之
役
号
ヲ
廃
シ
、
其
村
之
地
勢
之
遠

近
、
人
戸
之
多
寡
ニ
従
最
寄
之
地
江
人
物
精
撰
、
伍
長
ヲ
被
置
追
々
和
人
同
轍
之
御
取
扱

相
成
候
而
者
如
何
ニ
可
有
之
哉

（
開
拓
使
札
幌
本
庁
『
東
京
往
復

五
号

明
治
五
壬
申
冬
十
一
月
』）

こ
の
史
料
の
意
味
で
あ
る
が
、
勇
払
・
白
老
・
千
歳
地
方
の
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
に
は
こ

れ
ま
で
「
役
土
人
」
と
呼
ば
れ
る
役
職
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
漁
会
所
に
お

い
て
ア
イ
ヌ
を
漁
業
に
使
役
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
役
職
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の「
号
令
」

の
行
使
も
漁
場
内
に
限
ら
れ
、
平
時
に
は
不
行
き
届
き
で
あ
る
。
今
後
は
室
蘭
郡
の
例

に
倣
っ
て
こ
れ
ら
の
役
職
を
廃
止
し
、
コ
タ
ン
の
地
形
や
戸
数
の
多
寡
に
応
じ
て
適
切

な
人
物
を
選
ん
で
伍
長
職
に
任
命
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
ろ
う
。
こ

の
伺
に
基
づ
い
て
伍
長
の
配
置
が
実
現
し
た
の
は
翌
六
年
五
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。

白
老
郡
の
永
住
人
伍
長
に
は
小
原
藤
嘉
が
任
命
さ
れ
た
が
、
千
歳
郡
は
和
人
の
永
住
人

が
少
な
か
っ
た
の
で
伍
長
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
ア
イ
ヌ
の
伍
長
に
関
し
て
は
、

明
治
四
年
現
在
、
千
歳
郡
の
各
コ
タ
ン
に
次
の
八
名
の
「
役
土
人
」
が
置
か
れ
て
い
た

（『
市
史
』）。

シ
ハ
シ
ラ
ン
ク
ル
、
ソ
ウ
ク
ル
（
千
年
川
会
所
前
）、
ヌ
カ
ル
コ
ウ
ク
（
ラ
ン
コ
ウ

シ
村
）、
カ
ハ
リ
ヒ
ロ
（
ヘ
サ
村
）、
シ
子
ウ
シ
テ
（
フ
エ
ラ
フ
村
）、
ハ
ウ
エ
サ
マ
（
ヲ

サ
ツ
村
）、
ホ
ア
ン
ク
ル
（
イ
サ
リ
村
）、
ク
ト
シ
ラ
ム
（
イ
サ
リ
フ
ト
村
）

こ
れ
ら
の
役
土
人
は
翌
五
年
に
な
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
り
、
同
一
人
物
が
務
め
て

い
る
の
は
ラ
ン
コ
ウ
シ
村
・
フ
エ
ラ
ク
村
・
ヲ
サ
ツ
村
・
イ
サ
リ
村
・
イ
サ
リ
フ
ト
村

の
み
で
、
千
年
川
会
所
前
の
場
合
は
シ
ハ
ラ
ン
ク
ル
と
ソ
ウ
ク
ル
か
ら
キ
シ
ケ
に
交
代

し
、
ソ
ウ
ク
ル
は
ヘ
サ
村
に
移
っ
て
い
る
（「
千
歳
郡
役
土
人
年
中
給
料
行
事
調
書
」、『
勇

払
千
年
両
郡
引
継
書
類
』
所
収
）。

キ
シ
ケ
（
千
年
川
会
所
前
）、
ヌ
カ
ル
ワ
ウ
ク
（
ラ
ン
コ
ウ
シ
村
）、
カ
ハ
リ
ヒ
セ
、

ソ
ウ
ク
ル
（
ヘ
サ
村
）、
シ
ネ
ウ
シ
テ
（
フ
エ
ラ
フ
村
）、
ハ
ウ
エ
サ
マ
（
ヲ
サ
ツ
村
）、

ホ
ア
ン
ク
ル
（
イ
サ
リ
村
）、
ク
ト
シ
ラ
ン
（
イ
サ
リ
フ
ト
村
）

５６０
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ア
イ
ヌ
伍
長
の
人
選

開
拓
使
は
明
治
五
年
十
一
月
に
勇
払
外
二
郡
の
ア
イ
ヌ
伍
長
に
つ
い
て
人
選
し
、
勇

払
郡
二
五
ヵ
村
（
二
二
五
戸
・
八
七
六
人
）
に
七
人
、
千
歳
郡
一
〇
ヵ
村
（
五
九
戸
・

二
六
五
人
）
に
五
人
の
伍
長
を
配
置
す
る
「
勇
払
外
二
郡
伍
長
人
員
給
料
見
込
調
」
を

作
成
し
た
。
ち
な
み
に
伍
長
の
年
俸
は
一
人
三
円
だ
っ
た
（
前
掲
史
料
）。
こ
れ
ら
の
伍

長
は
千
歳
郡
の
場
合
、
千
歳
村
と
ヒ
ル
サ
ッ
タ
リ
村（
二
六
戸
・
一
〇
三
人
）に
二
人
、

ヲ
サ
ツ
村
・
イ
サ
リ
フ
ト
村
・
イ
サ
リ
村
（
一
六
戸
・
六
七
人
）
に
一
人
、
ラ
ン
コ
ウ

シ
村
（
五
戸
・
二
九
人
）
に
一
人
、
ヘ
サ
村
・
ユ
ウ
ナ
イ
村
・
ル
エ
ン
村
・
フ
エ
ラ
フ

村
（
一
二
戸
・
六
六
人
）
に
一
人
の
配
置
予
定
で
、
明
治
四
年
の
役
土
人
な
ど
を
参
考

に
し
な
が
ら
地
域
や
家
系
な
ど
も
考
慮
し
て
選
ば
れ
、
翌
六
年
春
に
な
っ
て
任
命
さ
れ

た
が
そ
の
具
体
的
な
人
名
は
不
明
だ
と
い
う
（『
増
補
』、『
恵
庭
市
史
』）。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
明
治
八
年
七
月
二
十
五
日
付
け
で
「
千
年
伍
長
土
人
」
他
の
メ

ン
バ
ー
が
「
千
年
郡
千
歳
漁
太
両
川
秋
味
漁
業
」
の
経
営
に
関
す
る
開
拓
使
民
事
局
宛

て
の
請
願
文
書
を
提
出
し
て
い
る
が
（『
恵
庭
市
史
』）、
そ
こ
に
は
「
イ
カ
シ
ト
ン
ハ
」、

「
ト
ロ
フ
ヌ
」、「
ギ
シ
ケ
」、「
リ
シ
ケ
」、「
レ
ン
カ
レ
」
と
い
う
五
名
の
「
千
年
伍
長

土
人
」
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
前
掲
「
明
治
四
年
人
別
帳
」
と
照
合
し
て

み
る
と
、「
リ
シ
ケ
」
以
外
は
「
ト
ル
フ
ヌ
」・「
キ
シ
ケ
」（
千
年
川
会
所
前
）、「
エ
カ

シ
ト
ン
ハ
」（
ラ
ン
コ
ウ
シ
村
）、「
レ
ン
カ
レ
」（
ヲ
サ
ツ
村
）
と
い
う
名
前
と
一
致
す

る
。「
リ
シ
ケ
」
は
恐
ら
く
ヘ
サ
村
・
ユ
ウ
ナ
イ
村
・
ル
エ
ン
村
・
フ
エ
ラ
フ
村
か
ら

選
ば
れ
た
伍
長
と
思
わ
れ
る
が
該
当
す
る
人
名
が
見
当
た
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、「
キ

シ
ケ
」
を
除
い
て
明
治
四
、
五
年
時
点
の
役
土
人
と
は
全
く
別
の
人
物
が
伍
長
に
選
ば

れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。な
お
、明
治
七
年
か
ら
永
住
人
伍
長
は
副
総
代
、

ア
イ
ヌ
伍
長
は
土
人
総
代
と
改
称
さ
れ
た
。

ま
た
、
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
の
再
編
成
も
行
わ
れ
て
い
る
。
明
治
六
年
八
月
、
勇
払
詰
の

黒
沢
傳
之
丞
大
主
典
は
松
本
十
郎
大
判
官
他
に
「
勇
払
外
二
郡
地
形
見
置
之
儀
ニ
付
奉

伺
候
書
付
」
を
提
出
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

当
郡
外
二
郡
之
儀
ハ
詰
合
之
者
等
未
其
地
勢
景
況
ヲ
詳
ニ
セ
ス
、
既
ニ
先
般
地
誌
提
要
取

調
之
儀
御
下
命
相
成
ト
雖
共
、
其
微
詳
ヲ
不
可
陳
述
、
村
邑
或
ハ
所
名
ト
雖
土
人
之
方
言

ヲ
以
部
落
ヲ
成
シ
、
一
戸
二
戸
挙
家
ヲ
為
ス
ト
雖
モ
、
和
人
ノ
踵
跡
ヲ
隔
絶
シ
、
山
沢
広

野
深
林
ニ
至
テ
ハ
、
其
物
産
生
ル
コ
ト
有
ル
ト
雖
人
敢
テ
之
ヲ
知
ナ
シ
、
況
土
人
不
在
ノ

場
所
ニ
於
ヲ
ヤ
（
下
略
）

（『
千
歳
市
史
』
に
よ
る
）

こ
の
結
果
、
千
歳
郡
で
は
、
ヒ
ル
サ
ッ
タ
リ
村
が
千
歳
村
に
、
ヘ
サ
村
が
ラ
ン
コ
ウ

シ
村
に
、
ユ
ウ
ナ
イ
村
・
ル
エ
ン
村
・
フ
エ
ラ
フ
村
が
ヲ
サ
ク
モ
マ
キ（
ウ
サ
ク
マ
イ
）

村
に
、
漁
太
（
イ
サ
リ
フ
ト
）
村
が
漁
利
（
イ
サ
リ
）
村
に
そ
れ
ぞ
れ
合
併
さ
れ
、
元

の
一
〇
ヵ
村
が
千
歳
村
・
蘭
越
村
・
烏
柵
舞
村
・
長
都
村
・
漁
村
・
島
松
村
の
六
ヵ
村

に
再
編
成
さ
れ
た
。

千
歳
ア
イ
ヌ
の
鮭
漁
問
題

千
歳
ア
イ
ヌ
の
生
業
の
中
心
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
千
歳
川
に
依
存
す
る
鮭
漁
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
九
年
八
月
二
十
八
日
、
開
拓
使
は
次
の
よ
う
な
布
達
を
出
し
、

テ
ス
網
の
使
用
と
「
夜
中
ノ
鮭
漁
」
を
禁
止
す
る
方
向
に
乗
り
出
し
た
。

鮭
漁
中
テ
ス
網
ヲ
以
川
漁
ヲ
張
切
候
儀
ハ
、
上
流
漁
業
ノ
妨
ケ
タ
ル
ハ
勿
論
漁
苗
減
耗
ノ

大
害
ニ
有
之
、
既
ニ
一
般
差
止
置
候
処
、
根
室
支
庁
管
下
ハ
未
タ
更
正
無
之
趣
ニ
付
、
自

今
テ
ス
網
張
並
夜
中
ノ
鮭
漁
ハ
一
切
禁
止

（
大
蔵
省
編
『
開
拓
使
事
業
報
告
附
録

布
令
類
聚
』
上
編
）

こ
れ
は
、
テ
ス
網
の
使
用
が
開
拓
使
根
室
支
庁
管
内
で
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
対
す
る
禁
止
措
置
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
「
上
流
漁
業

ノ
妨
」
と
「
漁
苗
減
耗
ノ
大
害
」
に
な
る
か
ら
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
開
拓
使
の
同
様

の
方
針
は
既
に
明
治
六
年
十
月
三
日
の
達
に
よ
り
、
豊
平
川
・
発
寒
川
・
篠
路
川
に
お

い
て
「
川
中
ヘ
杭
木
取
立
張
網
致
、
俗
ニ
ウ
ラ
イ
網
ト
唱
ヘ
候
者
ハ
厳
禁
ト
ス
」
と
い
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う
措
置
が
な
さ
れ
て
い
た
（
大
蔵
省
編
、
前
掲
書
八
五
四
頁
）。
明
治
九
年
の
テ
ス
網
禁

止
は
も
ち
ろ
ん
千
歳
川
流
域
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
全
道
の
河
川
を
対

象
と
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
。
テ
ス
網
は
ア
イ
ヌ
語
の
「
テ
シ

」
に
由
来
す
る
用

語
で
、
一
般
に
「
川
の
流
れ
を
遮
る
よ
う
に
木
を
柵
状
に
組
み
、
遡
上
す
る
サ
ケ
の
行

方
を
阻
ん
で
捕
獲
す
る
漁
法
」
で
あ
っ
た
。
テ
ス
網
や
ウ
ラ
イ
網
の
使
用
者
は
ア
イ
ヌ

民
族
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
千
歳
ア
イ
ヌ
を
始
め
と
す
る
全
道
の
ア
イ

ヌ
民
族
に
対
す
る
影
響
は
深
刻
だ
っ
た
（
山
田
伸
一
「
千
歳
川
の
サ
ケ
漁
規
制
と
ア
イ
ヌ

民
族
」）。

し
か
し
、
そ
の
後
も
開
拓
使
は
鮭
鱒
漁
の
更
な
る
規
制
に
乗
り
出
し
、
明
治
十
一
年

十
月
二
十
日
に
は
「
鮭
鱒
河
漁
ノ
義
ハ
自
今
曳
網
ノ
外
都
テ
差
止
候
、
尤
曳
網
タ
リ
ト

モ
夜
中
及
支
川
ニ
於
テ
ハ
一
切
相
成
ラ
ス
」
と
布
達
し
た
（
大
蔵
省
編
、
前
掲
書
）。
こ

の
よ
う
な
開
拓
使
に
よ
る
一
連
の
鮭
鱒
漁
の
規
制
は
、
そ
の
資
源
保
護
を
目
的
と
し
た

も
の
と
は
い
え
、
と
り
わ
け
支
川
で
の
鮭
漁
を
禁
止
し
た
明
治
十
一
年
の
布
達
が
千
歳

ア
イ
ヌ
や
近
隣
の
和
人
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
十
四
年
六
月
、
千
歳
村
の
新

保
鉄
蔵
他
一
一
名
の
連
名
で
調
所
広
丈
開
拓
大
書
記
官
宛
て
に
「
千
歳
郡
千
歳
川
鮭
鱒

漁
業
ノ
件
」
に
関
す
る
請
願
書
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
新
保
等
は
「
当
郡
千

歳
川
ノ
儀
ハ
支
川
ニ
付
鮭
鱒
漁
業
ノ
儀
ヲ
明
治
十
一
年
御
禁
止
被
仰
出
候
処
、
実
ニ
当

郡
民
ノ
儀
ハ
農
事
ニ
従
事
ス
ル
モ
地
味
粗
悪
ニ
シ
テ
日
用
之
野
菜
ヲ
収
穫
ス
ル
ノ
外
無

也
、
依
テ
当
地
ニ
居
住
ス
ル
モ
ノ
十
ノ
八
九
ハ
右
ニ
魚
之
漁
業
而
已
ヲ
目
途
ト
致
シ
候

故
、
禁
魚
ノ
御
沙
汰
后
ハ
実
ニ
困
難
申
計
モ
無
之
」
と
そ
の
生
活
の
困
窮
状
況
を
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
、
鮭
鱒
資
源
保
護
の
必
要
性
に
触
れ
る
中
で
「
網
漁
ト
鈎
取
漁
ノ
差

別
」に
言
及
し
、明
治
十
四
年
十
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
の
五
ヵ
月
間
に
限
っ
て
後
者
、

す
な
わ
ち
鈎
漁
の
み
の
許
可
を
求
め
て
い
る
（『
市
史
』）。

内
村
鑑
三
の
「
復
命
書
」

だ
が
、
こ
う
し
た
開
拓
使
の
規
制
方
針
に
よ
っ
て
最
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
が

ア
イ
ヌ
民
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
開
拓
使
廃
止
直
後
の
明

治
十
五
年
九
月
、
札
幌
県
勧
業
課
は
支
川
で
の
鮭
密
漁
取
締
の
た
め
に
六
名
の
監
守
人

を
雇
い
入
れ
て
豊
平
川
・
発
寒
川
・
琴
似
川
方
面
に
派
遣
し
た
が
、
千
歳
川
方
面
に
つ

い
て
は
、
同
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
二
十
一
日
に
か
け
て
勧
業
課
御
用
係
の
内
村
鑑
三

と
同
課
雇
十
河
定
道
を
派
遣
し
た
。
内
村
は
帰
札
後
の
十
二
月
七
日
付
け
で
調
所
県
令

宛
て
の
「
復
命
書
」
を
提
出
し
た
が
、
こ
の
中
で
彼
は
千
歳
川
流
域
に
お
け
る
鮭
の
生

態
と
鮭
漁
の
実
態
に
つ
い
て
詳
し
く
報
告
し
て
お
り
、
札
幌
県
を
し
て
「
サ
ケ
全
面
禁

漁
の
見
直
し
に
踏
み
込
む
内
容
」（
山
田
伸
一

前
掲
論
文
）
と
い
う
画
期
的
な
意
義
を

有
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
以
下
に
「
復
命
書
」
の
一
節
を
掲
げ
よ
う
。

水
面
ハ
官
ノ
所
有
ニ
シ
テ
、
何
人
ニ
関
セ
ス
最
初
ニ
出
願
セ
シ
モ
ノ
ニ
許
可
ス
ヘ
キ
ハ
当

然
ノ
理
ナ
レ
ト
モ
、
小
官
ノ
特
ニ
願
フ
所
ハ
、
之
ヲ
千
歳
郡
民
ニ
貸
与
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
希

望
ス
。
元
来
千
歳
郡
ノ
地
タ
ル
、
漁
ス
ル
ニ
海
ナ
ク
、
耕
ス
ル
ニ
圃
少
ク
、
若
シ
業
ヲ
河

漁
ニ
営
ム
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヨ
リ
ハ
、
他
ニ
生
ヲ
立
ツ
ル
ニ
道
ナ
シ
。
現
ニ
千
歳
ノ
如
キ
、
皆

ナ
河
漁
ヲ
目
途
ト
シ
テ
移
住
セ
シ
ヲ
以
テ
、
禁
漁
以
来
日
々
ニ
寂
寞
タ
ル
景
況
ナ
リ
。
和

人
ハ
他
ニ
方
向
ヲ
転
ス
ル
ヲ
得
ル
モ
、
旧
土
人
ニ
至
テ
ハ
、
昔
時
ヨ
リ
鮭
ヲ
以
テ
其
常
食

ト
ナ
シ
タ
レ
ハ
、
之
カ
捕
獲
ヲ
禁
セ
ハ
、
殆
ン
ト
饑
餓
ニ
赴
カ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
諺
ニ
曰
ク
、

饑
餓
ハ
法
規
ヲ
知
ラ
ス
ト
。
彼
土
人
モ
亦
然
リ
。
官
若
シ
漁
ヲ
禁
セ
ハ
、
餓
ス
ル
カ
法
ヲ

犯
ス
カ
ノ
二
途
ア
ル
ノ
ミ
。
已
ニ
聞
ク
、
昨
年
川
上
ヤ
ン
ゴ
ウ
シ
村
辺
ニ
テ
捕
漁
セ
シ
魚

ハ
、
少
ク
ト
モ
九
万
尾
ノ
多
キ
ニ
至
リ
シ
ナ
ラ
ン
ト
。
此
密
漁
ハ
犯
則
ニ
シ
テ
、
悪
ム
ヘ

シ
ト
雖
モ
、
情
実
又
憐
ム
ヘ
キ
ア
リ
。
依
テ
彼
等
饑
餓
ノ
民
ヲ
救
フ
ノ
法
、
他
ナ
シ
。
彼

等
ニ
千
歳
川
ノ
漁
ヲ
許
シ
、
以
テ
家
計
ヲ
立
テ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ
。

（『
札
幌
県
治
類
典
』
明
治
十
七
年
自
一
月
至
三
月
）

こ
の
中
で
内
村
は
「
和
人
ハ
他
ニ
方
向
ヲ
転
ス
ル
ヲ
得
ル
モ
、
旧
土
人
ニ
至
テ
ハ
、

昔
時
ヨ
リ
鮭
ヲ
以
テ
其
常
食
ト
ナ
シ
タ
レ
ハ
、
之
カ
捕
獲
ヲ
禁
セ
ハ
、
殆
ン
ト
饑
餓
ニ

赴
カ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
と
述
べ
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
し
て
鮭
漁
を
認
め
る
こ
と
が
彼
等

５６２
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を
飢
餓
か
ら
救
う
唯
一
の
途
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
札
幌
県
が
こ
う
し
た
内

村
の
意
見
に
耳
を
貸
す
こ
と
は
な
く
、
翌
十
六
年
に
彼
は
札
幌
県
を
辞
任
し
て
い
る
。

そ
の
後
の
札
幌
県
の
姿
勢
は
「
監
守
設
置
に
よ
る
取
締
の
徹
底
に
よ
っ
て
、
全
面
禁
漁

の
実
現
」（
山
田
伸
一
、
前
掲
論
文
）
を
図
る
方
向
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

千
歳
ア
イ
ヌ
と
狩
猟

札
幌
県
時
代
の
千
歳
郡
ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
、
阿
部
正
己
編
『
札
幌
県
旧
土
人
沿
革
調

査
』（
阿
部
正
己
編
『
ア
イ
ヌ
史
資
料
集
』
第
二
期
第
四
巻
所
収
）
で
は
次
の
よ
う
に
報
告

さ
れ
て
い
る
。

一
、
千
歳
郡
は
総
戸
数
六
十
六
戸
、
千
歳
川
に
沿
ふ
て
住
し
、
同
川
よ
り
鮭
を
漁
り
て
常

食
と
し
、
又
之
れ
を
貯
へ
り
。
又
熊
を
多
く
捕
る
。
近
時
余
暇
あ
る
を
以
て
蔬
菜
を
耕

作
せ
り
。

鮭
の
蕃
殖
を
計
ら
ん
為
め
、
千
歳
川
の
漁
獲
を
禁
じ
て
よ
り
漸
く
食
物
の
欠
乏
を
訴
ふ

る
に
至
し
も
、
猶
鰔
、
や
ま
べ
等
の
漁
獲
あ
る
を
以
て
、
十
六
年
中
の
如
き
は
勇
払
、

沙
流
二
郡
の
如
き
飢
餓
を
見
ず
。

こ
の
報
告
に
よ
る
と
、
千
歳
ア
イ
ヌ
の
生
活
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
鮭
漁
の
他
に

蔬
菜
の
栽
培
や「
熊
を
多
く
捕
る
」こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、

明
治
二
年
の
千
歳
地
方
の
海
陸
産
物
を
記
し
た
「
北
海
道
建
使
前
后
戸
数
人
口
増
減
並

海
陸
産
物
収
税
沿
革
調
」（「
明
治
十
四
年
御
巡
行
当
時
ニ
於
ケ
ル
状
況
取
調
書
」）
に
よ
れ

ば
、
川
鮭
・
鱒
中
心
の
「
川
産
之
部
」
に
次
ぐ
「
陸
産
之
部
」
に
は
次
の
よ
う
な
産
物

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
史
料
は
明
治
十
四
年
の
明
治
天
皇
巡
幸
に
際
し
て

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

鹿
猟

土
人
百
二
十
七
戸
ニ
テ
千
五
百
頭

仝
皮

同
断

凡
千
五
百
枚

仝
角

同
断

凡
八
百

熊
皮

同
断

凡
四
拾
枚

仝
胆

同
断

凡
三
拾
程

但

前
記
ノ
分
ニ
テ
壱
ヶ
年
冥
加
金
弐
拾
五
円
納
不
納
不
詳

鷲
羽

ナ
シ

こ
の
よ
う
に
、
千
歳
川
の
鮭
鱒
漁
な
ど
と
並
ん
で
鹿
・
熊
を
中
心
と
し
た
狩
猟
の
成

果
も
千
歳
ア
イ
ヌ
の
生
業
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
明
治
初

年
ま
で
と
明
治
十
年
代
以
降
と
で
は
狩
猟
行
為
の
意
義
や
そ
れ
を
取
り
ま
く
環
境
が
次

第
に
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
明
治
初
年
の
段
階
で
は
、
熊
皮
や
熊
肝
は
鹿
皮
な
ど
と

共
に
一
定
の
商
品
価
値
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
十
年
代
以
降
に
な
る

と
、
熊
や
狼
の
棲
息
す
る
こ
と
自
体
が
北
海
道
へ
の
移
住
・
開
拓
の
上
で
一
種
の
阻
害

要
因
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

開
拓
使
の
捕
殺
奨
励

こ
の
こ
と
か
ら
、
開
拓
使
は
明
治
十
年
九
月
二
十
二
日
に
次
の
よ
う
な
布
達
（
甲
第

四
二
号
）
を
出
し
て
い
る
。

熊
狼
ハ
人
民
耕
作
及
牛
馬
ニ
損
害
ヲ
為
ス
事
少
カ
ラ
サ
ル
ニ
付
、
自
今
該
獣
ヲ
獲
ル
者
ヘ

為
手
当
一
匹
金
二
円
ツ
ヽ
支
給
候
事
、
右
ヲ
獲
ル
者
ハ
其
両
耳
ヲ
添
其
筋
ヘ
届
出
ヘ
シ

（
大
蔵
省
編
『
開
拓
使
事
業
報
告
附
録

布
令
類
聚
』
上
編
）

こ
の
布
達
は
、
翌
十
一
年
三
月
の
甲
第
一
四
号
布
達
に
よ
り
、
捕
獲
奨
励
金
が
狼
一

頭
に
付
き
金
七
円
、
熊
一
頭
に
付
き
金
五
円
及
び
皮
肉
の
支
給
と
な
り
、
捕
獲
し
た
獣

の
四
肢
を
携
え
、
そ
の
射
殺
場
所
な
ど
を
認
め
た
上
で
戸
長
の
証
明
を
受
け
て
其
の
筋

へ
差
し
出
す
こ
と
と
し
た
。
こ
の
布
達
は
、
十
五
年
七
月
に
札
幌
県
甲
第
八
三
号
布
達

に
受
け
継
が
れ
、
狼
一
〇
円
、
熊
五
円
に
変
更
さ
れ
た
。
更
に
北
海
道
庁
時
代
の
明
治

十
九
年
五
月
十
四
日
、
乙
第
一
二
号
布
達
と
し
て
改
正
の
上
、
六
月
一
日
に
施
行
さ
れ

た
。

熊
狼
ヲ
殺
獲
シ
タ
ル
者
ヘ
ハ
手
当
ト
シ
テ
熊
ハ
金
三
円
、
狼
ハ
金
拾
円
給
与
候
条
、
熊
ハ

四
掌
、
狼
ハ
頭
骨
四
掌
及
其
尾
ヲ
全
備
シ
タ
ル
毛
皮
ヲ
添
ヘ
殺
獲
ノ
場
所
ヲ
詳
記
シ
戸
長

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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ノ
証
印
ヲ
受
ケ
郡
区
役
所
ヘ
届
出
ヘ
シ

但

毛
皮
ハ
郡
区
役
所
ニ
於
テ
四
掌
及
其
尾
ヲ
切
断
シ
本
人
ニ
下
付
ス

右
布
達
ス

（
北
海
道
庁
記
録
課
編
『
北
海
道
庁
布
令
全
書
』）

こ
の
よ
う
に
、
開
拓
使
・
三
県
・
道
庁
時
代
を
通
じ
て
有
害
動
物
と
認
定
さ
れ
た
狼

と
熊
に
対
す
る
捕
獲
奨
励
金
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
熊
よ
り
も
狼
の

方
が
高
額
の
奨
励
金
だ
っ
た
の
は
、
熊
自
体
に
奨
励
金
と
は
別
に
商
品
価
値
が
あ
っ
た

た
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
熊
よ
り
も
狼
の
被
害
を
重
視
し
た
た
め
で
あ
ろ
う

（
俵

浩
三
『
北
海
道
の
自
然
保
護
』）。

以
上
の
よ
う
な
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
明
治
十
五
年
か
ら
十
八
年
に
か
け
て
の

千
歳
郡
ア
イ
ヌ
に
よ
る
熊
と
狼
、
そ
れ
に
烏
（
奨
励
金
一
羽
四
銭
）
を
含
め
た
狩
猟
状

況
を
年
次
別
に
整
理
す
る
と
表
３－

９
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
の
「
年
次
」
と
は
捕

獲
奨
励
金
を
受
給
す
る
た
め
の
「
申
請
年
次
」
で
あ
っ
て
実
際
の
捕
獲
年
月
と
は
や
や

ズ
レ
が
あ
る
が
、
大
ま
か
な
傾
向
を
把
握
す
る
上
で
は
そ
れ
ほ
ど
の
問
題
は
な
い
。

こ
の
表
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
明
治
十
六
年
以
降
、
熊
の
捕
獲
頭
数
が
常
に
百
頭

を
超
え
る
高
い
数
字
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
狼
の
捕
獲
は
極
め
て
少
数
に
留
ま
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
開
拓
使
時
代
末
期
か
ら
三
県
時
代
に
か
け
て
の
北
海
道
全
体
の

熊
の
捕
獲
頭
数
に
関
す
る
正
確
な
デ
ー
タ
は
残
さ
れ

て
い
な
い
が
二
〇
〇
頭
か
ら
三
〇
〇
頭
の
間
を
上
下

し
て
お
り
、
明
治
三
十
八
年
か
ら
昭
和
十
七
年
ま
で

の
年
平
均
捕
獲
頭
数
は
三
二
九
頭
と
さ
れ
て
い
る
の

で
（
俵
浩
三
、
前
掲
書
）、
明
治
十
年
代
の
千
歳
郡
ア

イ
ヌ
に
よ
る
熊
の
捕
獲
頭
数
は
、
道
内
全
体
で
も
高

い
比
率
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
当
時
の
開
拓
前
線
が
石
狩
平
野
附
近
に
あ
っ

て
、
開
拓
民
と
熊
が
接
触
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
も

あ
ろ
う
。

ま
た
、
明
治
十
年
度
か
ら
十
三
年
度
ま
で
の
開
拓
使
札
幌
本
庁
管

内
に
お
け
る
熊
と
狼
の
捕
殺
数
を
見
る
と
表
３－

１０
の
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
何
れ
も
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
表
３－

１０
の
う
ち
、
明
治
十
三
年
度
に
お
け
る
熊
と
狼
の
郡

別
捕
殺
数
を
み
る
と
、
熊
は
札
幌
郡
（
七
三
頭
）、
留
萌
郡
（
五
四

頭
）、
千
歳
郡
（
三
九
頭
）、
勇
払
郡
（
七
九
頭
）、
沙
流
郡
（
九
二

頭
）、
十
勝
郡
（
三
二
頭
）
な
ど
が
目
立
っ
て
お
り
、
こ
の
合
計
は

四
七
六
頭
、
捕
獲
手
当
金
は
二
三
八
〇
円
で
あ
る
。
一
方
、
狼
に
関

し
て
は
五
頭
以
下
が
比
較
的
多
い
中
で
、
千
歳
郡
（
七
頭
）、
勇
払

郡
（
一
九
頭
）、
沙
流
郡
（
二
〇
頭
）
な
ど
が
上
位
を
占
め
て
お
り
、

こ
の
合
計
は
六
一
頭
、
捕
獲
手
当
金
は
四
二
七
円
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
数
字
か
ら
札
幌
本
庁
管
内
に
お
け
る
千
歳
郡
内
の
熊
と
狼
の
捕
殺

比
率
を
計
算
し
て
み
る
と
、
熊
は
八
・
二
�
、
狼
は
一
一
・
五
�
に

な
る
。
因
み
に
勇
払
郡
の
場
合
に
は
、
熊
が
一
六
・
六
�
、
狼
が
三
一
・
一
�
と
い
う

高
い
比
率
で
あ
っ
た
（
田
辺
安
一
編
『
お
雇
い
農
業
教
師

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ダ
ン－

ヒ
ツ
ジ

と
エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ－

』）。

北
海
道
全
体
の
狼
の
捕
殺
数
は
、
明
治
十
年
の
一
二
頭
が
十
四
年
の
一
二
一
頭
、
十

九
年
に
は
四
二
二
頭
と
年
々
増
加
し
て
い
る
が
、
被
害
が
減
少
し
た
こ
と
か
ら
明
治
二

十
一
年
に
捕
獲
奨
励
金
が
廃
止
さ
れ
た
。
地
域
別
の
捕
殺
傾
向
を
み
る
と
、
明
治
十
年

代
で
は
胆
振
・
日
高
・
十
勝
・
釧
路
・
根
室
方
面
な
ど
道
東
方
面
で
の
捕
獲
が
目
立
っ

て
い
た
が
、
明
治
十
九
年
以
降
に
な
る
と
、
石
狩
・
渡
島
・
檜
山
・
後
志
方
面
と
い
っ

た
道
央
・
道
南
地
方
で
の
捕
獲
が
増
加
し
て
い
る
（
俵
浩
三
、
前
掲
書
）。 表３－１０ 開拓使札幌本庁管内における熊と狼の捕殺数

種類 明治１０年度 明治１１年度 明治１２年度 明治１３年度
熊 ９３ ３１９ ２７９ ４７６
狼 １ ３９ ５７ ６１

註 田辺安一編『お雇い農業教師 エドウィン・ダン－ヒツジとエゾ
オオカミ－』北海道酪農協会、２００８年）４７９－４８１頁より。

表３－９ 千歳郡アイヌの狩猟状況
（年次別）

年次 熊 狼 烏
明治１５年 ２２ １ ０
明治１６年 １０７ ２ ７５
明治１７年 １１２ ３ ０
明治１８年 １１７ ５ ０
明治１９年 ２ ０ ０
合計 ３６０ １１ ７５

註� 『札幌県公文録 鳥獣猟』、『札
幌県治類典 鳥獣猟』

� 明治１９年は１月分のみ

５６４
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二．

明
治
二
十
年
代
の
千
歳
ア
イ
ヌ

千
歳
村
ア
イ
ヌ
の
状
況

明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
千
歳
ア
イ
ヌ
の
姿
は
、
北
海
道
庁
が
実
施
し
た
殖
民
地
選

定
事
業
の
報
告
書
で
あ
る
北
海
道
庁
第
二
部
『
北
海
道
殖
民
地
撰
定
報
文
』（
明
治
二

十
四
年
）
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
千
歳
原
野
に
関
す
る
報
告
の
中
で
は
、

千
歳
ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

千
歳
川
沿
岸
ノ
土
人
ハ
男
女
合
セ
テ
弐
百
四
拾
人
、
戸
数
七
十
ニ
シ
テ
千
歳
、
長
都
、

蘭
越
、
烏
柵
舞
ノ
各
村
ニ
存
在
セ
リ
、
其
土
人
ハ
農
業
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
少
ク
、
僅
ニ
住
家
ノ

近
辺
ニ
馬
鈴
薯
、
粟
、
稗
等
ノ
耕
作
地
ヲ
見
ル
ノ
ミ
、
其
他
ハ
専
ラ
漁
猟
ヲ
以
テ
生
活
セ

リ
。

（
句
読
点
の
一
部
は
引
用
者
）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
千
歳
地
方
の
ア
イ
ヌ
は
千
歳
の
他
に
長
都
・
蘭

越
・
烏
柵
舞
の
各
地
区
に
分
散
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
、
住
居
周
辺
で
の
馬
鈴
薯
・

粟
・
稗
等
の
農
耕
を
行
う
他
は
生
業
の
中
心
は
依
然
と
し
て
漁
撈
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
千
歳
周
辺
の
厚
真
原
野
や
鵡
川
原
野
の
ア
イ
ヌ

と
は
や
や
異
な
っ
て
い
た
。
先
の
選
定
報
文
は
、
厚
真
村
の
ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
「
本
村

旧
土
人
ハ
性
質
順
良
ニ
シ
テ
農
耕
ニ
精
通
シ
糊
口
ニ
窮
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
云
フ
」
と
記

し
、
鵡
川
村
の
ア
イ
ヌ
に
関
し
て
も
「
土
人
等
官
ノ
保
護
ヲ
得
テ
農
業
伝
習
セ
シ
ヲ
以

テ
当
今
充
分
ノ
収
穫
ヲ
得
ル
ト
云
フ
、
従
来
水
草
ヲ
追
テ
移
転
シ
漁
猟
ヲ
以
テ
生
活
セ

シ
モ
、
本
道
ノ
開
進
ニ
従
ヒ
天
然
ノ
衣
食
漸
ク
減
耗
セ
ル
カ
故
ニ
農
業
ニ
因
ラ
ス
ン
ハ

亦
他
ノ
道
ナ
キ
ヲ
悟
ル
ニ
至
レ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
厚
真
や
鵡
川
の
ア
イ

ヌ
は
、
あ
る
程
度
農
業
指
導
を
受
け
て
そ
れ
に
習
熟
し
、
農
業
の
必
要
性
を
認
識
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
。
三
県
時
代
ま
で
の
千
歳
ア
イ
ヌ
に
関
す
る
報
告
は
、
彼
等
が
農
業

に
も
そ
れ
な
り
に
習
熟
し
て
い
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
や
や
異

な
っ
た
一
面
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

明
治
二
十
四
年
の
千
歳
ア
イ
ヌ

ま
た
、
明
治
二
十
四
年
八
月
十
三
日
付
け
の
『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
に
「
千
歳
村
近

傍
ア
イ
ヌ
の
状
況
」
と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
紹
介
し
て
お

こ
う
。

同
地
方
の
ア
イ
ヌ
村
は
大
略
四
部
に
分
か
れ
、
千
歳
村
其
中
央
に
し
て
夫
れ
よ
り
千
歳

川
を
遡
る
殆
と
二
里
、
烏
柵
舞
村
と
い
ひ
即
ち
鮭
漁
人
工
孵
化
場
の
設
あ
る
所
に
し
て
字

ブ
ェ
ラ
ッ
プ
、
字
ル
イ
ン
地
方
に
十
二
戸
あ
り
、
蘭
越
村
字
ビ
ナ
ヤ
、
字
ラ
ン
コ
シ
地
方

に
九
戸
あ
り
、
千
歳
村
字
ビ
ル
シ
ャ
ツ
タ
リ
、
字
ニ
シ
コ
ウ
シ
地
方
に
二
十
三
戸
あ
り
、

千
歳
川
の
下
流
長
部
村
字
オ
サ
ツ
地
方
に
十
三
戸
あ
り
、
今
其
生
計
の
度
如
何
を
見
る
に

食
料
は
所
謂
ウ
バ
ユ
リ
と
粟
に
し
て
蕎
麦
、
玉
蜀
黍
等
総
べ
て
自
家
耕
作
物
に
て
往
々
米

を
食
ふ
も
な
り
、
其
他
鮭
鱒
の
孵
化
場
に
順
次
使
役
さ
れ
其
報
酬
と
し
て
配
與
さ
る
ヽ
も

の
を
食
す
る
が
故
に
、
昨
冬
の
如
き
収
穫
少
な
き
時
は
食
料
に
不
足
を
告
げ
、
目
下
中
以

下
は
大
抵
一
日
二
食
に
し
て
併
も
粟
の
薄
粥
を
啜
り
飢
渇
を
凌
き
居
れ
り
、
去
れ
ど
時
々

測
量
人
夫
、
角
流
し
、
伐
木
等
に
雇
は
れ
、
幸
ひ
餓
死
す
る
に
至
ら
ず
、
仝
地
へ
先
年
道

庁
よ
り
種
豚
を
貸
下
ら
れ
し
が
、
近
来
は
大
に
其
数
を
増
加
し
毎
戸
十
頭
位
を
所
有
し
居

れ
ど
放
牧
中
熊
害
に
罹
る
も
の
多
し
と
い
ふ
。

こ
の
記
事
は
、
千
歳
ア
イ
ヌ
の
生
活
と
生
業
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
生

計
の
中
心
は
ウ
バ
ユ
リ
と
粟
を
中
心
と
し
た
畑
作
農
業
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
そ
れ
と
共
に
、
千
歳
ア
イ
ヌ
が
コ
タ
ン
の
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
様
々
な
労
働

に
従
事
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
北
海
道
庁
の
初
代

水
産
課
長
と
な
っ
た
伊
藤
一
隆
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
明
治
二
十
一
年
に
千
歳
郡
烏
柵
舞

村
字
ル
エ
ン
の
官
有
地
に
開
設
さ
れ
た
千
歳
鮭
漁
人
工
孵
化
場
で
の
労
働
だ
っ
た
。

「
星
座
」
と
千
歳
ア
イ
ヌ

札
幌
農
学
校
の
卒
業
生
で
後
に
作
家
と
な
る
有
島
武
郎
は
、
大
正
十
一
年
に
叢
文
閣

か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
有
島
武
郎
著
作
集
』
第
十
四
輯
に
「
星
座
」
と
題
す
る
小
説
を
発

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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表
し
て
い
る
が
、
明
治
三
十
三
年
頃
を
時
代
設
定
と
す
る
こ
の
小
説
の
中
で
、
彼
は
孵

化
場
で
働
く
ア
イ
ヌ
の
姿
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

（
主
人
公
の
星
野
清
逸
が－

引
用
者
）
裏
庭
の
す
ぐ
先
き
を
流
れ
て
ゐ
る
千
歳
川
の
上
流

を
す
か
し
て
見
る
と
、
五
町
程
の
所
に
火
影
が
木
叢
の
間
を
見
え
隠
れ
し
て
ゐ
た
。
瀬
切

り
を
し
て
水
車
が
か
け
て
あ
つ
て
、
川
を
登
つ
て
来
る
鮭
が
そ
れ
に
す
く
ひ
上
げ
ら
れ
る

の
だ
。
孵
化
場
の
所
員
に
指
揮
さ
れ
て
ア
イ
ヌ
達
が
今
夜
も
夜
通
し
作
業
を
や
つ
て
ゐ
る

の
に
違
ひ
な
い
。
シ
ム
キ
と
い
う
ア
イ
ヌ
だ
つ
た
。
そ
の
老
人
が
樺
炬
火
を
か
ざ
し
て
、

そ
の
握
り
方
で
光
力
を
加
減
し
な
が
ら
、
川
の
上
に
半
身
を
乗
り
出
す
や
う
な
身
構
へ

で
、
鰭
や
尾
を
水
か
ら
上
に
出
し
な
が
ら
、
眞
黒
に
競
り
合
つ
て
鮭
の
昇
つ
て
来
る
具
合

を
見
つ
め
て
ゐ
た
・
・
・
・

（『
有
島
武
郎
全
集
』
第
五
巻
）

こ
の
場
面
に
登
場
す
る
「
シ
ム
キ
」
と
い
う
年
老
い
た
ア
イ
ヌ
は
実
在
す
る
千
歳
ア

イ
ヌ
の
「
シ
ム
シ
カ
ト
ク
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
も
言
わ
れ
る
が
（
井

上
勝
生
「
札
幌
農
学
校
植
民
学
と
有
島
武
郎
」）、
こ
こ
に
は
、
千
歳
川
を
遡
上
す
る
鮭
を

自
由
に
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
つ
て
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
姿
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

ず
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
水
車
」
の
た
め
に
使
役

さ
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
が
存
在
す
る
の
み
だ
っ
た
。
そ
の
他
に
も
、「
時
々
測
量
人
夫
、

角
流
し
、
伐
木
等
」
の
作
業
に
雇
わ
れ
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
賃
労
働
者
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
三
十
二
年

三
月
に
制
定
さ
れ
た
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
は
、
こ
う
し
た
傾
向
を
よ
り
一
層
強

め
て
ゆ
く
側
面
を
持
っ
て
い
た
。

三．

北
海
禁
酒
会
千
歳
部
会
の
活
動
と
ア
イ
ヌ
民
族

北
海
禁
酒
会
の
設
立

明
治
二
十
年
代
の
札
幌
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
導
活
動
は
必
ず
し
も
活
発
と
は

い
え
な
か
っ
た
が
、
社
会
活
動
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
の
好
例
が
禁
酒
運
動

で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
年
十
一
月
十
四
日
に
設
立
さ
れ
た
札
幌
禁
酒
会
は
同
年
北
海
禁

酒
会
と
改
称
し
、
初
代
会
頭
に
伊
藤
一
隆
が
就
任
し
て
い
る
が
、
こ
の
北
海
禁
酒
会
を

中
心
と
す
る
禁
酒
運
動
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
外
の
人
び
と
を
も
巻
き
込
ん
だ
一
種
の

市
民
運
動
と
し
て
発
展
し
た
。
同
会
の
第
一
回
総
会
は
二
十
一
年
一
月
に
札
幌
基
督
教

会
堂
で
開
催
さ
れ
、
約
二
六
〇
人
が
参
加
し
た
。
こ
の
よ
う
に
同
会
は
「
禁
酒
矯
風
」

を
設
立
の
目
的
と
し
、
同
年
六
月
か
ら
機
関
紙
『
護
国
之
楯
』
を
発
刊
し
た
ほ
か
、
ア

イ
ヌ
民
族
に
も
活
動
の
手
を
広
げ
て
い
っ
た
（『
新
札
幌
市
史
』
第
二
巻
・
通
史
二
）。

北
海
禁
酒
会
が
「
ア
イ
ヌ
矯
風
部
」
の
設
立
を
表
明
し
た
の
は
明
治
二
十
四
年
七
月

三
十
一
日
の
こ
と
で
あ
る
（
な
お
、
バ
チ
ェ
ラ
ー
「
ア
イ
ヌ
物
語
」〈『
護
国
の
楯
』
第

三
十
七
号
〉
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
四
年
七
月
二
十
九
日
と
な
っ
て
い
る
）。
こ
の
日
、

札
幌
区
南
三
条
西
六
丁
目
の
札
幌
基
督
教
会
堂
で
同
会
の
臨
時
演
説
会
が
開
か
れ
、「
世

界
漫
遊
者
オ
ー
、
シ
ー
、
ペ
ヴ
ァ
ン
」
の
講
演
に
続
い
て
「
ア
イ
ヌ
の
探
求
者
」
と
し

て
高
名
な
ジ
ョ
ン
・
バ
チ
ェ
ラ
ー
が
巧
み
な
日
本
語
で「
飲
酒
の
害
」を
う
っ
た
え
た
。

と
り
わ
け
、
そ
の
悪
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
ア
イ
ヌ
民
族
で
あ
り
、「
彼
等
が
今
日

の
堕
落
を
来
せ
る
は
飲
酒
に
原
因
」
が
あ
る
と
し
て
、
自
ら
も
会
員
と
な
っ
て
彼
ら
に

「
禁
酒
主
義
の
注
入
」
の
必
要
性
を
述
べ
た
。
最
後
に
伊
藤
会
頭
が
「
ア
イ
ヌ
矯
風
部
」

の
創
設
と
担
当
委
員
と
し
て
大
島
正
健
、
須
佐
木
邦
造
、
バ
チ
ェ
ラ
ー
の
三
名
を
選
ぶ

こ
と
を
表
明
し
、
彼
ら
に
依
頼
し
て
あ
っ
た「
ア
イ
ヌ
矯
風
部
規
則
」が
公
表
さ
れ
た
。

ア
イ
ヌ
矯
風
部
設
立
の
主
旨
と
規
則

ま
ず
「
ア
イ
ヌ
矯
風
部
設
立
の
主
旨
」
で
は
、「
本
道
の
先
住
種
族
」
で
あ
る
ア
イ

ヌ
民
族
が
開
拓
使
の
設
置
以
来
、
開
拓
の
進
展
に
よ
っ
て
次
第
に
そ
の
数
を
減
じ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

道
庁
先
に
土
人
授
産
の
方
法
を
設
け
、
之
を
扶
助
す
る
の
道
を
立
つ
る
と
雖
ど
も
此
等
の

事
は
単
に
官
庁
に
一
任
し
置
く
べ
き
も
の
に
非
ず
、
本
道
に
住
す
る
も
の
は
悉
く
土
人
保

護
に
意
を
注
ぐ
ベ
き
を
以
て
当
然
な
り
と
す
、
然
り
而
し
て
彼
土
人
を
導
き
野
蛮
の
陋
習

５６６
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を
去
り
て
秩
序
あ
る
独
立
の
生
計
を
営
ま
し
め
ん
と
す
る
に
当
て
は
先
其
第
一
着
と
し
て

彼
等
を
堕
落
に
陥
ら
し
む
処
の
最
大
強
敵
た
る
飲
酒
の
習
慣
よ
り
救
ひ
出
さ
ヽ
る
べ
か
ら

ず
、
若
し
彼
等
を
し
て
飲
酒
を
禁
せ
し
む
る
こ
と
無
り
せ
ば
縦
令
百
方
力
を
尽
す
と
雖
ど

も
悉
く
徒
労
に
属
す
る
は
最
も
明
白
な
る
事
実
な
り
と
す
、
本
会
か
特
に
土
人
向
て
禁
酒

運
動
を
試
み
ん
と
せ
し
や
日
久
し
、
今
回
特
に
一
部
局
を
本
会
内
に
設
け
て
専
ら
土
人
に

禁
酒
主
義
を
実
行
せ
し
め
其
風
俗
陋
習
を
矯
正
せ
ん
こ
と
を
期
し
、
之
を
ア
イ
ヌ
矯
風
部

と
称
す

（『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
）

こ
の
「
主
旨
」
に
続
く
「
北
海
禁
酒
会
ア
イ
ヌ
矯
風
部
規
則
」
の
具
体
的
な
内
容
は

次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

北
海
禁
酒
会
ア
イ
ヌ
矯
風
部
規
則

第
一
條

名
称

本
部
を
ア
イ
ヌ
矯
風
部
と
称
す

第
二
條

目
的

本
部
は
本
会
規
則
第
二
条
に
基
き
ア
イ
ヌ
に
禁
酒
主
義
を
実
行
せ
し
め
其
改
良
を
図
る

を
以
て
目
的
と
す

第
三
條

前
条
の
目
的
を
達
す
る
か
為
め
漸
次
左
の
方
法
を
実
行
す

第
一

ア
イ
ヌ
の
各
部
落
に
遊
説
員
を
派
遣
す
る
こ
と

第
二

ア
イ
ヌ
に
関
す
る
事
項
を
講
演
し
又
は
建
白
請
願
等
を
な
す
こ
と

第
三

ア
イ
ヌ
の
子
弟
の
教
育
に
禁
酒
の
主
義
を
注
入
す
る
こ
と

第
四

ア
イ
ヌ
の
口
碑
言
語
及
風
俗
等
に
関
す
る
記
事
を
護
国
之
楯
に
登
録
す
る
こ
と

第
四
條

会
頭
の
指
名
に
よ
り
本
部
に
三
名
の
委
員
を
置
く

第
五
條

本
部
の
事
務
は
本
会
事
務
所
内
に
於
て
取
扱
ふ

（『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
前
掲
紙
よ
り
）

ア
イ
ヌ
矯
風
部
の
担
当
委
員
三
名
の
一
人
は
バ
チ
ェ
ラ
ー
だ
っ
た
が
、
同
年
九
月
三

十
日
付
け
の
『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
に
「
北
海
禁
酒
会
外
人
を
雇
聘
せ
ん
と
す
」
と
題

す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

此
度
同
会
に
て
は
ア
イ
ヌ
矯
風
部
担
当
並
に
ア
イ
ヌ
語
研
究
の
為
め
向
三
ケ
年
間
月
俸
五

十
円
を
以
て
英
国
人
ジ
ョ
ン
・
バ
チ
ェ
ラ
ー
氏
を
雇
入
る
ヽ
事
と
な
し
、
去
廿
五
日
付
を

以
て
居
留
地
外
僑
居
並
に
函
館
よ
り
当
区
迄
の
旅
行
免
状
下
付
の
義
を
同
会
よ
り
外
務
大

臣
に
出
願
し
た
る
由
な
る
が
、
来
月
十
日
頃
に
は
許
可
に
な
る
べ
く
、
許
可
の
上
は
夫
人

同
伴
直
ち
に
来
札
さ
る
べ
き
手
筈
に
て
、
着
札
の
上
は
大
に
ア
イ
ヌ
の
為
め
に
尽
力
さ

る
ヽ
積
り
な
り
と

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
バ
チ
ェ
ラ
ー
は
以
後
三
年
間
を
五
〇
円
と
い
う
月
給
で
こ
の

委
員
職
を
引
き
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
バ
チ
ェ
ラ
ー
夫
妻
が
実
際
に
外
務
省
の
許
可
を

得
た
の
は
十
一
月
中
旬
で
あ
り
、
函
館
か
ら
札
幌
に
転
居
し
て
禁
酒
運
動
に
取
り
組
む

の
は
翌
二
十
五
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
（『
護
国
之
楯
』
第
三
十
五
号
）。
ま
た
、
明
治
二

十
五
年
一
月
十
四
日
に
開
か
れ
た
北
海
禁
酒
会
の
第
五
回
総
会
の
状
況
は
次
の
よ
う
で

あ
っ
た
。

本
会
第
五
回
総
会
は
預
期
の
如
く
一
月
十
四
日
南
三
条
な
る
会
堂
に
於
て
開
き
た
り
（
中

略
）
入
口
の
見
付
に
は
北
海
禁
酒
会
第
五
回
総
会
と
大
書
し
（
中
略
）
此
日
集
る
者
八
十

名
許
り
、
千
歳
部
会
よ
り
部
長
石
山
専
蔵
及
鴨
川
済
の
二
氏
も
態
ゝ
出
会
せ
ら
れ
た
り
、

軈
て
定
刻
午
後
第
六
時
を
報
し
け
れ
は
各
着
席
、
初
め
に
伊
藤
会
頭
は
議
長
席
に
起
ち
開

会
を
報
じ
、
書
記
須
々
木
邦
造
氏
は
昨
一
ケ
年
間
の
会
計
（
載
せ
て
報
告
欄
内
に
在
り
）

庶
務
運
動
等
の
こ
と
よ
り
各
部
会
の
状
況
を
報
告
す
、
其
略
に
曰
く
、

明
治
廿
四
年
中
入
会
員

合
計
二
百
四
十
一
人
、

但

甲
会
員
十
九
人
、
乙
会
員
百
六
十
五
人
、
丙
会
員
五
十
七
人

仝

除
名

合
計
八
十
四
人

外
に
転
会
者
三
人
、
死
亡
者
五
人
、
以
上
九
十
二
人

仝
年
末
現
在
総
員
一
千
百
九
十
四
人

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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（『
護
国
之
楯
』
第
三
十
六
号
）

こ
れ
ら
の
会
員
の
う
ち
、
甲
会
員
は
会
費
が
一
ヵ
年
で
金
一
円
、
乙
会
員
は
同
金
六

〇
銭
、丙
会
員
は
同
金
一
〇
銭
、但
し
入
会
時
に
金
一
二
銭
を
納
入
す
る
者
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
明
治
二
十
四
年
度
の
禁
酒
会
の
「
事
功
」
と
し
て
、
六
月
に
「
十
三
部
門
ヲ
定

メ
各
委
員
ヲ
置
キ
各
事
ノ
取
調
ニ
従
ハ
シ
ム
」
こ
と
、
七
月
に
「
ア
イ
ヌ
矯
風
部
ヲ
創

設
ス
」
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

北
海
禁
酒
会
の
活
動
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
た
が
、
明
治
三
十
八
年
以
降
一
時
的
に

停
滞
し
、
大
正
期
に
入
っ
て
札
幌
禁
酒
会
と
し
て
再
建
さ
れ
た
（『
新
札
幌
市
史
』
第
三

巻
・
通
説
三
）。

北
海
禁
酒
会
千
歳
部
会
の
設
立

北
海
禁
酒
会
千
歳
部
会
の
設
立
は
、
明
治
二
十
四
年
七
月
三
十
一
日
、
イ
ギ
リ
ス
人

冒
険
家
へ
ヴ
ァ
ン
と
バ
チ
ェ
ラ
ー
が
千
歳
小
学
校
で
演
説
を
行
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し

て
い
る
。
へ
ヴ
ァ
ン
と
バ
チ
ェ
ラ
ー
は
七
月
三
十
一
日
に
札
幌
を
出
発
し
、
同
日
夜
に

千
歳
郡
千
歳
小
学
校
で
演
説
会
を
開
い
た
。
バ
チ
ェ
ラ
ー
は
日
本
語
で
演
説
し
、
ア
イ

ヌ
に
対
し
て
は
ア
イ
ヌ
語
を
以
て
次
の
よ
う
な
演
説
を
行
っ
た
。

（
ア
イ
ヌ
が
）
今
日
の
生
活
上
風
俗
上
見
る
に
忍
び
さ
る
有
様
に
陥
り
つ
つ
あ
る
は
、

全
く
飲
酒
に
原
因
せ
る
よ
し
を
縷
述
し
、
又
た
奸
商
原
が
ア
イ
ヌ
を
使
役
し
物
品
を
売
買

に
く
む

お
と
し
あ
な

す
る
に
も
先
づ
酒
を
以
て
心
思
を
混
乱
す
る
抔
の
如
き
は
最
も
悪
む
べ
く
、
又
此
の
穽
に

マ

マ

陥
る
こ
と
の
最
も
憐
む
べ
き
事
抔
話
し
た
る
に
、
イ
ア
ヌ
も
落
涙
し
て
感
じ
た
れ
と
も
此

夜
は
俄
か
の
事
に
て
本
邦
人
は
六
十
人
許
も
集
り
た
れ
ど
、
肝
腎
の
ア
イ
ヌ
の
僅
々
十
人

許
な
り
し
は
遺
憾
な
り
き
、
扨
て
同
地
は
其
八
分
通
り
は
北
海
禁
酒
会
員
に
し
て
既
に
今

八
日
を
期
し
其
の
部
会
の
発
会
式
を
挙
行
す
る
筈
な
る
が
、
ア
イ
ヌ
の
酋
長
鳥
井
志
右
四

と

か
つ

郎
は
疾
く
に
会
員
と
な
り
、
今
回
此
コ
タ
ン
（
村
落
）
の
青
年
輩
を
駆
て
一
運
動
す
る
の

計
画
な
り
と
い
ふ
（
下
略
）。

（『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
八
月
八
日
）

北
海
禁
酒
会
千
歳
部
会
の
発
会
式
は
八
月
八
日
に
千
歳
村
「
山
二
旅
店
」
で
行
わ
れ

（『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
八
月
十
三
日
）、
支
部
長
に
は
千
歳
郡
各
村
初
代
戸

長
を
務
め
た
石
山
専
蔵
が
就
任
し
た
。
三
一
人
の
部
会
員
の
う
ち
ア
イ
ヌ
会
員
は
鳥
井

志
右
（
有
）
四
郎
ほ
か
五
人
だ
っ
た
。
こ
の
千
歳
部
会
の
組
織
化
に
当
た
っ
て
は
、
北

海
禁
酒
会
会
頭
で
北
海
道
庁
水
産
課
長
の
伊
藤
一
隆
、
千
歳
鮭
漁
人
工
孵
化
場
の
藤
村

信
吉
初
代
場
長
（
北
海
禁
酒
会
理
事
、
の
ち
に
伊
藤
一
隆
が
函
館
に
移
転
す
る
と
会
頭

に
就
任
）、
同
孵
化
場
技
師
児
玉
亥
吉
（
同
会
員
）
ら
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
。

石
山
専
蔵
の
部
会
報
告

と
こ
ろ
で
、
明
治
二
十
四
年
十
二
月
七
日
付
け
の
石
山
専
蔵
千
歳
部
会
長
に
よ
る
近

況
報
告
が
残
さ
れ
て
い
る
（『
護
国
之
楯
』
第
三
十
五
号
）。

拝
啓

当
地
会
員
は
漸
々
増
加
致
候
に
付
章
標
拾
個
程
御
送
附
被
下
度
、
又
別
紙
誓
約
書

二
葉
差
上
候
間
御
領
収
相
成
度
・
・
・
・
土
人
会
員
は
何
れ
も
能
く
正
し
く
禁
酒
し
居
れ

り
、
当
村
市
中
は
大
略
会
員
に
し
て
会
員
外
の
者
は
僅
々
四
五
家
の
み
、
先
つ
全
村
禁
酒

家
と
云
ふ
も
可
な
り
、
近
頃
は
二
三
の
土
人
其
他
旅
人
の
外
酔
歩
飄
々
た
る
を
見
ず
、
当

地
に
て
従
来
送
別
の
時
は
宴
会
催
し
無
益
に
飲
酒
に
費
す
を
常
例
と
せ
し
か
、
今
般
右
の

弊
を
矯
正
し
送
別
の
節
は
旅
費
の
一
助
と
し
て
餞
別
を
贈
る
事
と
な
し
、
此
度
当
地
戸
長

の
帰
省
の
節
即
ち
之
れ
を
実
行
致
候
、
尚
追
々
弊
習
を
矯
正
す
る
事
に
向
つ
て
会
員
一
同

尽
力
仕
居
候
。

こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
ア
イ
ヌ
会
員
は
「
何
れ
も
能
く
正
し
く
禁
酒
し
居
れ
り
」
と

い
う
状
況
に
あ
っ
た
。

千
歳
部
会
の
活
動

千
歳
部
会
の
明
治
二
十
四
年
の
具
体
的
な
活
動
に
関
し
て
は
、
翌
二
十
五
年
一
月
の

「
千
歳
通
信
」（『
護
国
之
楯
』
第
三
十
六
号
）
に
詳
し
い
。

マ

マ

（
前
略
）
余
輩
は
先
に
報
し
て
曰
く
本
村
今
日
の
有
様
を
以
て
進
ま
ば
両
三
年
を
出
ず

し
て
全
村
純
然
た
る
禁
酒
村
を
成
立
す
べ
し
と
、
而
し
て
今
や
全
村
の
四
分
の
三
は
禁
酒

５６８
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家
に
し
て
、
吾
人
の
最
も
憂
慮
す
る
所
の
旧
土
人
も
亦
着
々
矯
風
を
賛
成
す
る
に
至
れ
る

は
大
に
喜
ぶ
べ
く
、
又
本
部
会
員
の
尽
力
を
以
て
矯
正
し
た
る
も
の
は

第
一

新
年
々
賀
の
礼
廻
り
を
廃
し
、
一
所
に
相
会
し
て
賀
辞
を
述
ぶ
る
こ
と

第
二

転
地
送
別
の
最
に
は
従
来
の
宴
会
を
廃
し
、
之
に
代
ふ
る
に
幾
分
の
餞
別
を
呈
す

る
こ
と

其
他
当
部
会
設
置
以
来
の
矯
風
上
所
功
を
挙
ぐ
れ
ば

第
一

村
民
の
争
論
を
見
聞
き
せ
ざ
る
こ
と

第
二

家
内
の
不
和
少
な
き
こ
と

第
三

旅
人
を
除
く
の
外
酔
歩
蹌
跟
た
る
を
見
さ
る
こ
と

第
四

集
会
の
席
に
て
器
具
を
破
損
す
る
こ
と
な
き
こ
と

右
等
は
本
村
建
立
以
来
の
醜
体
を
一
洗
し
た
る
も
の
に
し
て
、
実
に
禁
酒
の
功
と
云
ふ
へ

し
千
歳
部
会
の
会
員
は
全
部
で
三
一
名
（
和
人
二
六
名
、
ア
イ
ヌ
五
名
）
だ
っ
た
が
、

こ
の
内
で
甲
が
四
名
、
乙
が
一
九
名
、
丙
が
三
名
と
な
っ
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
会
員
は
五

名
全
員
が
乙
会
員
だ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
二
十
五
年
の
活
動
に
つ
い
て
は
、「
千
歳
部

会
二
十
五
年
中
運
動
一
斑
」（『
護
国
之
楯
』
第
四
十
四
号
）
に
詳
し
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

二
月

臨
時
会
を
千
歳
小
学
校
に
開
き
演
説
お
よ
ひ
幻
燈
会
を
催
し
、
併
せ
て
北
海
音
楽

会
員
を
招
き
音
楽
会
を
も
開
き
公
衆
の
傍
聴
を
許
し
た
り
、
弁
士
は
藤
村
理
事
、
英
人

バ
チ
ェ
ラ
ー
、
竹
内
種
太
郎
、
ア
イ
ヌ
人
パ
ロ
ビ
タ
の
諸
氏
な
り
、
来
会
ハ
岩
井
副
会

頭
を
始
め
神
保
理
学
士
其
他
聴
衆
二
百
余
名
、
当
村
創
設
以
来
未
曾
有
の
盛
会
な
り

き
。

五
月

小
集
会
を
会
員
中
村
武
次
郎
氏
の
宅
に
開
く
、
会
す
る
者
会
員
十
六
名
、
部
会
将

来
の
協
議
を
な
し
散
会
せ
り
。

八
月

総
会
を
兼
ね
部
長
石
山
専
蔵
氏
宗
谷
郡
へ
転
任
に
付
き
其
送
別
会
を
会
員
山
口
氏

方
に
開
き
、
貯
金
の
協
議
、
役
員
の
改
選
を
な
し
た
り
、
部
長
転
任
に
付
き
後
任
者
を

推
挙
せ
ん
と
せ
し
に
差
向
き
相
当
の
人
物
見
当
ら
ざ
る
を
以
て
、
当
分
取
締
役
員
を
以

て
部
会
事
務
を
処
理
せ
し
め
ん
と
の
説
出
て
之
れ
に
決
し
、
更
に
取
締
役
員
の
改
選
を

行
ひ
し
に
千
歳
村
鈴
木
新
之
丞
、
小
笹
久
吉
の
二
名
、
烏
柵
舞
村
に
児
玉
亥
八
、
字
ネ

シ
コ
シ
長
都
村
に
旧
土
人
鳥
井
志
右
四
郎
の
諸
氏
当
選
せ
り
。

こ
こ
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
石
山
部
会
長
は
明
治
二
十
五
年
八
月
に
宗
谷
郡
稚

内
へ
転
出
し
た
が
後
任
の
支
部
長
が
直
ぐ
に
決
ま
ら
ず
、
当
分
の
間
取
締
役
員
が
部
会

事
務
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
取
締
役
の
改
選
を
行
っ
た
結
果
、
千
歳
村
の
鈴

木
新
之
丞
と
千
歳
小
学
校
訓
導
の
小
笹
久
吉
、
烏
柵
舞
村
の
千
歳
鮭
鱒
孵
化
場
技
師
児

玉
亥
吉
（
児
玉
該
八
は
誤
り
）、
ネ
シ
コ
シ
・
長
都
村
の
ア
イ
ヌ
鳥
井
志
右
四
郎
が
当

選
し
た
。
同
年
中
の
会
員
は
二
四
名
で
、
こ
の
期
の
入
会
者
は
ア
イ
ヌ
が
二
名
、
転
地

に
よ
る
退
会
者
が
四
名
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
石
山
部
会
長
と
「
ア
イ
ヌ
人
禁
酒
に
対

し
て
尽
力
」
し
た
中
村
武
次
郎
の
移
転
に
伴
う
退
会
は
千
歳
部
会
に
と
っ
て
痛
手
と

な
っ
た
。
そ
の
こ
と
も
関
係
し
て
い
た
の
か
会
員
数
は
前
年
に
較
べ
て
七
名
も
減
少
し

た
。
鳥
井
志
右
（
有
）
四
郎
は
、
明
治
十
四
年
の
明
治
天
皇
行
幸
の
際
、
千
歳
郡
各
村

戸
長
役
場
の
小
使
と
し
て
奉
迎
し
た
人
物
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
以
降
の
千
歳
部
会
の

活
動
に
つ
い
て
は
、『
護
国
之
楯
』
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
不
明
で
あ
る
。
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辺
安
一
編
『
お
雇
い
農
業
教
師

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ダ

ン－

ヒ
ツ
ジ
と
エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ－

』
北
海
道
酪
農
協
会

二
〇
〇
八
年
／
笹
木
義
友
「
千
歳
周

辺
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
集
落
の
移
動－

ア
イ
ヌ
系
古
老
よ
り
の
聴
取－

」『
北
海
道
開
拓
記
念
館
調

査
報
告
』
第
十
五
号

一
九
七
八
年
／
加
藤
規
子
「
北
海
道
三
県
一
局
時
代
の
対
ア
イ
ヌ
政
策

と
そ
の
実
状
」『
北
大
史
学
』
第
二
十
号

一
九
八
〇
年
／
小
川
正
人
「
第
五
、
八
回
帝
国
議
会

『
北
海
道
土
人
保
護
法
案
』
審
査
特
別
委
員
会
会
議
録
」『
北
海
道
立
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
八
号

二
〇
〇
二
年
／
山
田
伸
一
「
千
歳
川
の
サ
ケ
漁
規
制
と
ア
イ
ヌ

民
族
」『
北
海
道
開
拓
記
念
館
研
究
紀
要
』
第
三
十
二
号

二
〇
〇
四
年
／
井
上
勝
生
「
札
幌
農

学
校
植
民
学
と
有
島
武
郎
」
有
島
武
郎
研
究
会
『
有
島
武
郎
研
究
』
第
十
一
号

二
〇
〇
八
年

（
後
、
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
『
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
年
報
』
第
四
号

二
〇
〇
九
年
に

再
録
）
／
『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
関
連
記
事
／
北
海
禁
酒
会
『
護
国
之
楯
』
関
連
記
事
／
『
新

札
幌
市
史
』
第
二
巻
・
通
史
二

一
九
九
一
年
／
『
新
札
幌
市
史
』
第
三
巻
・
通
説
三

一
九

九
四
年
／
『
新
十
津
川
町
史
』
一
九
六
六
年

第
七
節

産

業

第
一
項

農

業

一．

北
海
道
庁
の
設
置
と
開
拓
の
進
行

北
海
道
庁
の
設
置

明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
一
月
、
函
館
・
札
幌
・
根
室
の
三
県
と
農
商
務
省
北
海

道
事
業
管
理
局
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
北
海
道
庁
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
先
の
明

治
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
、
明
治
維
新
以
後
の
政
治
と
行
政
を
担
っ
て
き
た
太
政
官

制
度
が
廃
止
さ
れ
、
内
閣
総
理
大
臣
以
下
宮
内
・
外
務
・
内
務
・
大
蔵
・
陸
軍
・
海

軍
・
司
法
・
文
部
・
農
商
務
・
逓
信
の
各
大
臣
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
大
臣
で
内
閣
を
組

織
す
る
内
閣
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
日
、
内
閣
総
理
大
臣
伊
藤
博
文
以
下
の

諸
大
臣
が
任
命
さ
れ
、
第
一
次
伊
藤
内
閣
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
央
政
府
自
体
の
全
面
的
な
行
政
機
構
の
改
革
は
、
北
海
道
の
行
政
機

構
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
明
治
十
五
年
二
月
八
日
の
開
拓

使
廃
止
後
、
北
海
道
に
は
地
方
行
政
機
関
と
し
て
の
札
幌
・
函
館
・
根
室
の
三
県
が
置

か
れ
た
。
さ
ら
に
、
翌
十
六
年
一
月
二
十
九
日
に
は
農
商
務
省
北
海
道
事
業
管
理
局
が

置
か
れ
、
開
拓
使
廃
止
後
は
各
省
に
分
割
さ
れ
て
い
た
各
種
官
営
事
業
の
連
絡
・
調
整

を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
三
県
一
局
」
と
呼
ば
れ
る
体
制
で
あ
る
。

だ
が
、
地
方
行
政
機
関
と
し
て
の
三
県
と
中
央
政
府
の
機
関
で
あ
る
一
局
の
並
立

は
、
開
拓
事
業
の
停
滞
を
招
い
た
と
し
て
多
く
の
批
判
を
受
け
る
結
果
と
な
っ
た
。
明

治
十
七
年
に
北
海
道
と
千
島
方
面
を
巡
視
し
た
参
事
院
議
官
安
場
保
和
は
「
北
海
道
殖

民
ノ
措
置
ヲ
改
正
ス
ル
ノ
議
」
を
提
出
し
、
こ
の
中
で
「
凡
北
海
道
ハ
内
地
ト
其
制
ヲ

殊
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
立
場
か
ら
「
北
海
道
函
館
外
二
県
ヲ
廃
シ
、
更
ニ
北
海

道
殖
民
局
ヲ
置
ク
」
こ
と
を
提
案
し
た
（
清
野
謙
次
『
北
海
紀
聞
』）。
さ
ら
に
、
翌
十
八

年
七
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
参
議
伊
藤
博
文
の
命
を
受
け
た
太
政
官
大
書
記
官
金
子
堅

５７０
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太
郎
が
道
内
を
巡
視
し
、
帰
京
後
に
「
北
海
道
三
県
巡
視
復
命
書
」（
北
海
道
庁
『
新
撰

北
海
道
史
』
第
六
巻
史
料
二
）
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
金
子
は
「
北
海
道
三
県
ノ

政
務
、
及
ビ
管
理
局
ノ
事
業
ヲ
巡
視
ス
ル
ニ
、
到
底
県
庁
及
ビ
管
理
局
ハ
之
ヲ
廃
止
シ

テ
、
更
ニ
殖
民
局
ヲ
設
置
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
、
該
道
拓
地
殖
民
ノ
大
業
、
決
シ
テ
望

ム
可
カ
ラ
ザ
ル
ノ
状
況
ニ
ア
リ
」と
述
べ
、
三
県
一
局
体
制
の
す
み
や
か
な
廃
止
と「
殖

民
局
」
の
新
設
を
提
言
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
提
言
を
受
け
て
、
明
治
十
九
年
一
月
二
十
六
日
、
函
館
・
札
幌
・
根
室
の

三
県
と
農
商
務
省
北
海
道
事
業
管
理
局
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
北
海
道
庁
が
設
置
さ
れ

た
。
安
場
や
金
子
の
意
見
は
「
北
海
道
殖
民
局
」
の
設
置
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
「
北

海
道
庁
」
と
し
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
初
代
道
庁
長
官
に
は
高
知
県
出
身

の
岩
村
通
俊
が
就
任
し
た
。
道
庁
設
置
の
理
由
に
つ
い
て
、
政
府
の
布
告
は
「
北
海
道

ハ
土
地
荒
漠
住
民
希
少
ニ
シ
テ
、
富
庶
ノ
事
業
未
タ
普
ク
辺
隅
ニ
及
フ
コ
ト
能
ハ
ス
、

今
全
土
ニ
通
シ
テ
拓
地
殖
民
ノ
実
業
ヲ
挙
ク
ル
カ
為
ニ
、
従
前
置
ク
所
ノ
各
庁
分
治
ノ

制
ヲ
改
ム
ル
ノ
必
要
ヲ
見
ル
」
と
述
べ
て
い
る
（
北
海
道
『
新
北
海
道
史
』
第
四
巻
通
説

三
）。新

設
さ
れ
た
北
海
道
庁
は
、
基
本
的
に
は
地
方
行
政
官
庁
だ
っ
た
が
、
内
閣
総
理
大

臣
の
指
揮
監
督
に
属
し
（
府
県
の
知
事
は
内
務
大
臣
の
指
揮
監
督
下
に
置
か
れ
て
い

た
）、
北
海
道
の
拓
地
殖
民
に
関
す
る
一
切
の
事
務
を
統
括
す
る
だ
け
で
な
く
、
屯
田

兵
と
集
治
監
に
関
す
る
業
務
を
管
轄
す
る
と
い
う
特
別
の
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の

点
か
ら
み
て
、
道
庁
は
単
な
る
地
方
行
政
機
関
で
は
な
く
、
開
拓
使
に
は
及
ば
な
い
に

し
て
も
、
か
つ
て
の
三
県
と
一
局
を
折
衷
す
る
機
能
を
併
せ
持
っ
て
い
た
機
関
と
い
え

よ
う
。

北
海
道
庁
の
機
構
と
地
方
組
織

明
治
十
九
年
三
月
一
日
に
開
庁
し
た
北
海
道
庁
は
、
本
庁
に
長
官
附
・
庶
務
課
・
租

税
課
・
勧
業
課
・
土
木
課
・
会
計
課
の
ほ
か
、
警
察
本
署
・
集
治
監
・
炭
礦
鉄
道
事
務

も
ん
べ
つ

所
・
紋
瞥
製
糖
所
・
農
学
校
の
各
課
が
、
ま
た
函
館
・
根
室
の
両
支
庁
に
は
庶
務
課
・

租
税
課
・
勧
業
課
・
会
計
課
と
警
察
本
署
が
置
か
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
暫
定
的
な

も
の
で
、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
の
勅
令
で
「
北
海
道
庁
官
制
」
が
公
布
さ
れ
、
第
一

部
・
第
二
部
・
第
三
部
・
第
四
部
か
ら
な
る
道
庁
組
織
が
成
立
し
た
。
こ
の
他
、
函
館

に
北
海
道
庁
長
官
函
館
出
張
所
を
設
け
て
外
交
事
務
の
処
理
を
行
っ
た
。

二
十
二
年
三
月
に
は
、
第
三
部
を
第
二
部
に
併
合
し
て
第
四
部
を
第
三
部
と
改
称
し

三
部
制
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
二
十
三
年
七
月
の
改
正
で
、
道
庁
は
特
別
の
権
限
を
持

つ
と
は
い
え
一
地
方
官
庁
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
内
務
大
臣
の
指

揮
監
督
下
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。翌
二
十
四
年
七
月
の
官
制
改
革
に
よ
り
、長
官
・

書
記
官
・
警
部
長
・
財
務
長
・
参
事
官
以
下
を
置
く
と
共
に
、
庁
務
が
長
官
官
房
・
内

務
部
・
警
察
部
・
財
務
部
・
監
獄
署
に
分
け
ら
れ
た
。
二
十
九
年
に
は
、「
北
海
道
鉄

道
施
設
法
」
の
公
布
に
よ
り
、
新
た
に
臨
時
北
海
道
鉄
道
施
設
部
が
設
置
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
三
十
年
十
一
月
二
日
の
官
制
改
革
で
は
、
長
官
官
房
・
内
務
部
・
殖
民
部
・
財

務
部
・
警
察
部
・
鉄
道
部
・
土
木
部
・
監
獄
署
の
一
房
・
六
部
・
一
署
の
組
織
と
な

り
、
こ
れ
が
以
後
の
道
庁
組
織
の
原
型
と
な
っ
た
。

出
先
機
関
と
し
て
は
、
前
記
の
北
海
道
庁
長
官
函
館
出
張
所
の
他
、
函
館
支
庁
と
根

室
支
庁
が
置
か
れ
た
が
、
こ
れ
は
三
県
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
県
庁
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と

へ
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
函
館
出
張
所
は
二
十
三
年
六
月
に
廃
止
さ
れ
、
函
館
・

根
室
の
二
支
庁
も
岩
村
長
官
の
方
針
で
十
九
年
十
二
月
に
一
旦
廃
止
さ
れ
た
が
、
明
治

三
十
年
の
安
場
保
和
長
官
時
代
に
再
び
支
庁
制
度
と
し
て
復
活
す
る
。

勇
払
郡
役
所
と
千
歳
郡

こ
れ
よ
り
先
、
明
治
十
二
年
の
「
郡
区
町
村
編
成
法
」
に
よ
っ
て
翌
十
三
年
三
月
か

ら
全
道
的
に
郡
区
役
所
が
設
置
さ
れ
、
開
拓
使
札
幌
本
庁
管
内
に
は
十
郡
区
役
所
が
置

か
れ
た
。
千
歳
郡
は
当
時
胆
振
国
に
属
し
、
胆
振
国
は
山
越
・
虻
田
・
有
珠
・
室
蘭
・

白
老
・
勇
払
・
幌
別
・
千
歳
の
八
郡
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
室
蘭
・
虻

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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田
・
有
珠
・
幌
別
の
四
郡
を
管
轄
す
る
室
蘭
郡
役
所
が
室
蘭
に
、
勇
払
・
白
老
・
千

歳
・
沙
流
・
新
冠
・
静
内
の
六
郡
（
沙
流
郡
以
下
は
日
高
国
）
を
管
轄
す
る
勇
払
郡
役

所
が
苫
小
牧
に
そ
れ
ぞ
れ
置
か
れ
て
い
た
。

道
庁
時
代
に
な
っ
て
、
二
十
年
六
月
、
沙
流
・
新
冠
・
静
内
の
三
郡
が
勇
払
郡
役
所

か
ら
外
れ
て
浦
河
郡
役
所
の
管
轄
と
な
り
、
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
に
は
、
勇
払
・

白
老
の
二
郡
が
室
蘭
郡
役
所
に
移
管
さ
れ
た
。
更
に
千
歳
郡
は
石
狩
郡
・
厚
田
郡
・
浜

益
郡
を
統
括
す
る
石
狩
外
二
郡
役
所
（
郡
役
所
は
石
狩
親
船
町
）
と
合
併
し
て
札
幌
外

四
郡
役
所
（
同
、
札
幌
区
南
二
条
西
五
丁
目
）
の
管
轄
と
な
り
（『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
明

治
二
十
二
年
一
月
三
十
日
）、
こ
の
結
果
、
勇
払
郡
役
所
は
廃
止
と
な
っ
た
。

そ
の
後
の
千
歳
郡
の
帰
属
状
況
を
見
る
と
、
二
十
四
年
に
な
っ
て
、
空
知
外
一
郡
役

所
（
空
知
郡
と
夕
張
郡
を
管
轄
、
空
知
郡
市
来
知
村
）
と
樺
戸
外
二
郡
役
所
（
樺
戸
・

雨
竜
・
上
川
の
三
郡
を
管
轄
、
樺
戸
郡
月
形
村
）
と
併
せ
て
札
幌
外
九
郡
役
所
（
同
、

札
幌
区
南
二
条
西
五
丁
目
、
明
治
二
十
五
年
か
ら
は
札
幌
区
大
通
西
四
丁
目
）
の
管
轄

に
入
っ
た
。
し
か
し
、
二
十
九
年
に
な
っ
て
再
び
札
幌
外
四
郡
役
所
（
同
、
札
幌
区
大

通
西
四
丁
目
）
と
夕
張
外
四
郡
役
所
（
同
、
空
知
郡
岩
見
沢
村
）
に
分
離
し
、
千
歳
郡

は
前
者
の
管
轄
と
な
っ
た
。

三
十
年
十
月
、
勅
令
を
以
て
全
道
の
郡
役
所
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
、
そ
の
所
在
地
に

は
新
た
に
支
庁
と
警
察
署
が
設
け
ら
れ
て
行
政
事
務
と
警
察
事
務
の
分
離
が
図
ら
れ
た

（『
新
撰
北
海
道
史
』
第
四
巻
通
説
三
）。
支
庁
は
道
内
に
一
九
支
庁
が
設
置
さ
れ
た
が
、

千
歳
郡
は
、
札
幌
区
・
札
幌
郡
・
石
狩
郡
・
厚
田
郡
・
浜
益
郡
と
共
に
札
幌
支
庁
の
管

轄
と
な
っ
た
。
明
治
三
十
二
年
十
月
、「
北
海
道
区
制
」
の
施
行
に
よ
っ
て
札
幌
区
が

札
幌
支
庁
の
管
轄
か
ら
外
れ
、
大
正
十
一
年
八
月
に
は
石
狩
支
庁
と
改
称
し
た
。
支
庁

は
そ
の
後
再
編
・
統
合
さ
れ
、
大
正
期
以
後
は
現
行
の
一
四
支
庁
と
な
っ
て
い
る
（『
北

海
道
行
政
沿
革
資
料
』
下
）。

北
海
道
庁
の
開
拓
政
策

初
代
長
官
に
就
任
し
た
岩
村
通
俊
は
、
明
治
二
十
年
五
月
、
全
道
の
郡
区
長
を
集
め

て
自
ら
の
施
政
方
針
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
要
点
は
、「
北
海
道
ハ
創
開
ノ
地
ナ
レ
バ
、

内
地
同
一
ノ
制
度
ニ
依
ラ
ズ
、
簡
易
便
捷
ナ
ル
方
法
ヲ
以
テ
統
治
シ
、
務
メ
テ
拓
地
興

産
ノ
実
業
ヲ
挙
グ
ル
ヲ
必
要
ト
ス
」（「
岩
村
長
官
施
政
方
針
演
説
書
」、
前
掲
『
新
撰
北
海

道
史
』
第
六
巻
）
と
い
う
表
現
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
演
説
で
強
調
さ
れ
て
い

る
「
内
地
同
一
ノ
制
度
ニ
依
ラ
ズ
」
と
は
、
三
県
時
代
と
い
う
行
政
機
構
に
対
す
る
批

判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
北
海
道
は
「
創
開
ノ
地
」
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
内
地
と
同

一
の
制
度
に
拠
る
必
要
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
を
で
き
る
だ
け
「
単
純
簡
易
ノ
構

造
」
と
し
、「
殖
民
地
適
当
ノ
政
治
」
の
実
現
を
通
じ
て
、
拓
殖
の
成
果
を
速
や
か
に

実
現
す
る
べ
き
だ
と
い
う
。

岩
村
長
官
の
政
策
は
極
め
て
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
列
挙
す
れ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。

�

函
館
、
根
室
両
支
庁
を
廃
止
す
る

�

郡
区
長
が
警
察
署
長
を
兼
務
す
る

�

小
学
教
育
の
レ
ベ
ル
を
引
き
下
げ
る

�

官
営
諸
事
業
の
民
間
払
い
下
げ

�

水
産
税
の
軽
減
と
出
港
税
の
廃
止

�

官
貸
金
徴
収
の
棄
捐
処
分

�

全
道
地
理
の
測
量

�

殖
民
地
の
選
定

	

産
鉱
地
の
測
量




港
湾
の
修
築
と
燈
台
の
建
設

�

道
路
の
開
鑿

�

移
住
手
引
草
の
編
集

５７２
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�

農
工
業
の
奨
励

�

水
産
物
製
造
品
の
改
良
と
販
路
の
拡
張

�

共
有
山
林
の
設
置

�

墓
地
の
取
締

�

馬
匹
の
改
良

�

駅
逓
・
旅
店
の
整
備

こ
の
岩
村
長
官
に
よ
る
政
策
の
根
幹
は
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
北
海
道
庁
の
行
政
改

革
を
積
極
的
に
実
施
し
、
そ
の
浮
い
た
経
費
を
開
拓
の
成
果
が
挙
が
る
よ
う
な
方
面
に

投
入
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
�
か
ら
�
ま
で
の
政
策
は
い
ず
れ
も
行
政
改
革
に

絡
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
	
か
ら


の
政
策
で
は
、
と
り
わ
け
�
の
殖
民

地
の
選
定
事
業
が
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
�
の
移
住
手
引
草
の
編
集
と
も
関
係
し

て
い
た
。
片
山
敬
次
『
岩
村
通
俊
伝
』
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
前
者
は
「
既
設
事

業
の
改
廃
」
を
中
心
と
し
た
消
極
的
事
業
で
あ
り
、
後
者
は
「
従
来
の
事
業
の
拡
張
並

に
新
し
く
起
し
た
事
業
」
を
中
心
と
す
る
積
極
的
事
業
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
岩
村
長
官
の
政
策
は
、
従
来
の
「
直
接
保
護
」
政
策
に
対
し
て
「
間
接

保
護
」
政
策
と
呼
ば
れ
、「
内
地
資
本
」
の
北
海
道
へ
の
投
資
を
前
提
に
し
て
開
拓
事

業
を
進
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
後
の
北
海
道
開
拓
事
業
は
、
道
庁
が
専
ら
殖

民
地
（
開
墾
地
）
の
選
定
や
鉄
道
・
道
路
・
通
信
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
を
手
掛

け
、
内
陸
の
開
発
は
華
族
・
政
商
・
地
主
な
ど
の
内
地
資
本
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

殖
民
地
の
選
定
事
業

岩
村
道
政
に
お
け
る
間
接
保
護
政
策
の
中
心
に
位
置
す
る
の
が
、
北
海
道
の
膨
大
な

国
有
未
開
地
処
分
に
関
す
る
新
た
な
規
則
の
制
定
と
殖
民
地
選
定
事
業
の
実
施
で
あ

る
。
ま
ず
道
庁
設
置
直
後
の
同
年
六
月
、
開
拓
使
が
明
治
五
年
に
制
定
し
た
「
地
所
規

則
」・「
北
海
道
土
地
売
貸
規
則
」
に
代
わ
る
「
北
海
道
土
地
払
下
規
則
」
が
閣
令
第
十

六
号
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
規
則
第
二
条
の
「
土
地
払
下
ノ
面
積
ハ
一
人
十
万

坪
ヲ
限
リ
ト
ス
、
但
盛
大
ノ
事
業
ニ
シ
テ
此
制
限
外
ノ
土
地
ヲ
要
シ
其
目
的
確
実
ナ
リ

ト
認
ム
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
特
ニ
其
払
下
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
「
但
」
以

下
の
例
外
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
内
地
資
本
に
対
す
る
国
有
未
開
地
の
払
い
下
げ
が
活

発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
農
業
開
拓
の
担
い
手
と
な
る
北
海
道
移
民
が
増
加
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
、

殖
民
地
の
選
定
事
業
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
殖
民
地
と
は
、
道
庁
が
あ
ら

か
じ
め
調
査
し
た
開
墾
予
定
地
・
開
墾
適
地
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
十
九
年
か
ら
全
道

の
大
原
野
を
中
心
に
実
施
さ
れ
、
二
十
九
年
ま
で
に
一
一
一
万
七
七
五
一
町
歩
を
調
査

し
た
。
ま
ず
殖
民
地
を
樹
林
地
・
草
原
・
高
丘
・
湿
地
・
泥
炭
地
・
そ
の
他
な
ど
に
分

類
し
、
次
い
で
殖
民
地
毎
に
地
理
・
面
積
・
土
性
・
植
物
・
排
水
・
用
水
・
運
輸
・
気

候
・
ア
イ
ヌ
の
状
況
を
調
査
し
、
選
定
基
準
と
し
て
直
ち
に
開
墾
で
き
る
土
地
、
排
水

後
耕
耘
に
適
す
る
土
地
、
牧
畜
適
地
、
大
改
良
を
要
す
る
土
地
な
ど
に
分
類
し
た
。
し

か
し
こ
の
基
準
で
は
不
備
が
あ
る
た
め
二
十
九
年
、
農
牧
に
適
す
る
土
地
、
地
積
五
〇

万
坪
以
上
の
土
地
、
傾
度
二
〇
度
以
下
の
土
地
、
海
面
上
二
〇
〇

以
下
の
土
地
と
い

う
基
準
を
追
加
し
た
。

選
定
調
査
の
結
果
は
、
明
治
二
十
四
年
に
北
海
道
庁
殖
民
課
編
『
北
海
道
殖
民
地
撰

定
報
文
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
、
二
十
九
年
に
第
二
報
文
、
三
十
年
に
第
三
報
文
が
刊
行

さ
れ
た
。
だ
が
、
選
定
さ
れ
た
土
地
が
す
べ
て
区
画
測
設
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
十
九
年
か
ら
一
一
年
間
に
選
定
さ
れ
た
土
地
に
対
し
、
二
十
二
年
か
ら
二
十
九

年
ま
で
に
区
画
さ
れ
た
の
は
四
万
九
一
五
八
区
画
・
二
六
万
〇
四
三
四
町
歩
で
あ
る
か

ら
、
選
定
地
の
約
二
三
�
程
度
で
あ
っ
た
。
選
定
事
業
は
戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
ま
で

実
施
さ
れ
、
選
定
総
面
積
は
約
四
〇
〇
万
町
歩
に
及
ん
で
い
る
が
、
こ
の
内
殖
民
地
区

画
施
設
が
な
さ
れ
た
の
は
十
九
年
度
ま
で
に
約
一
二
〇
万
町
歩
だ
っ
た
。
区
画
地
の
設

定
は
全
体
の
約
三
〇
�
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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殖
民
地
区
画
と
開
拓
農
村

選
定
さ
れ
た
殖
民
地
は
、
内
地
資
本
に
よ
る
農
場
の
開
設
や
屯
田
兵
村
の
新
設
、
移

民
の
入
植
地
に
利
用
さ
れ
た
が
、
移
民
に
対
し
て
は
適
切
な
面
積
に
分
割
し
て
提
供
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
移
住
者
一
戸
当
た
り
の
経
営
規
模
は
、
初
期
の
屯
田
兵
に
対
す
る

給
与
地
が
五
〇
〇
〇
坪
か
ら
そ
の
後
一
万
坪
に
増
や
さ
れ
た
よ
う
に
、
明
治
十
一
年
以

降
は
一
万
坪
が
標
準
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
道
庁
時
代
に
入
っ
て
一
万
五
〇
〇
〇
坪（
五

町
歩
、
五
㌶
）
と
な
り
（
小
画
）、
こ
れ
が
農
家
と
し
て
の
再
生
産
が
可
能
な
一
戸
当

た
り
の
標
準
的
な
経
営
面
積
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
何
故
こ
の
面
積
に
な
っ
た
の
か
明

確
な
理
由
は
な
い
が
、
農
家
の
経
営
規
模
と
し
て
一
万
坪
で
は
不
足
し
、
農
耕
馬
の
導

入
に
よ
っ
て
よ
り
広
い
面
積
の
開
墾
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
、
五
割
り
増
し
の
一
万
五

〇
〇
〇
坪
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
高
倉
新
一
郎
『
北
海
道
拓
殖

史
』）。

殖
民
地
の
区
画
割
り
は
次
の
よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ
た
。
ま
ず
基
線
を
設
け
、
こ
れ

と
直
角
に
交
わ
る
基
号
線
を
引
く
。
こ
れ
に
並
行
し
て
三
〇
〇
間
毎
に
碁
盤
目
状
に
区

画
道
路
を
引
き
、
こ
の
直
角
に
交
わ
る
道
路
で
区
切
ら
れ
た
三
〇
〇
間
四
方
の
一
区
画

（
中
画
、
地
積
九
万
坪
）
を
間
口
一
〇
〇
間
・
奥
行
き
一
五
〇
間
の
小
画
（
地
積
一
万

五
〇
〇
〇
坪
、
五
町
歩
）
六
個
に
分
割
し
た
。
こ
の
小
画
が
前
述
し
た
開
拓
農
家
一
戸

分
の
経
営
面
積
と
な
り
、
中
画
を
九
倍
し
た
も
の
を
大
画
（
九
〇
〇
間
四
方
、
地
積
八

一
万
坪
）
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
区
画
施
設
の
完
了
後
は
殖
民
地
毎
に
「
殖
民
地
区
画

図
」
と
呼
ば
れ
る
地
図
が
作
成
さ
れ
、
北
海
道
庁
の
発
行
す
る
『
土
地
処
分
案
内
』
と

い
う
冊
子
を
通
じ
て
開
墾
希
望
者
に
情
報
提
供
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
土
地
処
分
シ
ス
テ

ム
の
優
れ
た
点
は
、
図
面
上
で
の
土
地
処
分
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

従
来
見
ら
れ
た
重
複
し
て
の
土
地
処
分
も
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
個
々
の
殖
民
地
の
払

い
下
げ
が
完
了
す
る
と
、
更
に
そ
の
周
辺
に
区
画
を
増
設
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
碁
盤
目
状
に
規
則
正
し
く
配
列
さ
れ
た
五
町
歩
の
小
画
に
農
家
一
戸

が
入
植
す
る
と
い
う
北
海
道
独
特
の
散
居
制
農
村
集
落
が
誕
生
し
た
。
そ
し
て
、
区
画

地
の
中
心
に
は
市
街
地
・
番
外
地
と
呼
ば
れ
る
空
間
が
設
け
ら
れ
、
商
業
施
設
や
役

場
・
学
校
・
警
察
な
ど
の
公
共
施
設
が
配
置
さ
れ
た
。

こ
の
殖
民
地
区
画
制
度
の
特
徴
は
、
小
画
を
最
小
単
位
と
す
る
人
為
的
な
農
村
社
会

の
形
成
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
道
庁
は
明
治
二
十
九
年
五
月
に
「
殖
民

地
選
定
及
区
画
施
設
規
程
」
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
区
画
地
の
設
定
に
あ

た
っ
て
は
、
小
画
三
〇
〇
戸
か
ら
五
〇
〇
戸
と
そ
れ
に
要
す
る
耕
宅
地
な
ど
の
予
定
地

を
も
っ
て
一
村
と
仮
定
し
、
そ
の
境
界
は
自
然
の
山
川
で
区
切
り
、
そ
れ
が
な
い
場
合

に
は
予
定
道
路
で
区
切
る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
区
画
施
設
の
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、

道
路
と
排
水
暗
渠
用
地
・
保
存
林（
風
防
林
・
風
致
林
・
水
源
涵
養
林
な
ど
に
区
分
）・

市
街
地
（
三
〇
〇
戸
乃
至
一
〇
〇
〇
戸
、
一
戸
当
た
り
の
面
積
は
間
口
六
間
×
奥
行
き

一
四
間
の
八
四
坪
以
下
）・
官
庁
・
学
校
と
病
院
・
神
社
と
寺
院
・
公
園
と
遊
園
地
・

墓
地
と
火
葬
場
・
町
村
共
有
地
・
薪
炭
林
と
草
刈
場
・
ア
イ
ヌ
開
墾
地
な
ど
を
あ
ら
か

じ
め
設
け
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

千
歳
地
方
の
殖
民
地
選
定
事
業

胆
振
国
に
属
す
る
千
歳
郡
の
最
初
の
殖
民
地
選
定
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
、
明
治
十

九
年
後
半
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
北
海
道
庁
で
殖
民
地
選
定
主
任
の
地
位
に
あ
っ
た

内
田
�
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
明
治
十
九
年
�
殖
民
地
選
定
主
任
ノ
命
ヲ
奉

シ
其
八
月
下
旬
ヲ
以
テ
十
河
定
道
君
ト
共
ニ
初
メ
テ
此
調
査
ニ
着
手
ス
時
已
ニ
晩
秋
ニ

際
シ
僅
ニ
石
狩
国
空
知
、
夕
張
ノ
二
郡
、
胆
振
国
千
歳
、
勇
払
ノ
原
野
ヲ
跋
渉
シ
積
雪

ノ
為
メ
十
二
月
ニ
至
リ
帰
庁
ス
」（
北
海
道
庁
殖
民
課
編
『
北
海
道
殖
民
地
撰
定
報
文
』
緒

言
）。こ

の
調
査
を
担
当
し
た
内
田
は
高
知
県
出
身
の
札
幌
農
学
校
第
一
期
生
で
あ
り
、
開

拓
使
の
採
用
し
た
お
雇
い
外
国
人
の
一
人
と
し
て
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
農
科
大
学
か
ら

赴
任
し
た
教
頭
の
ク
ラ
ー
ク
か
ら
「
土
佐
ボ
ー
イ
」
と
可
愛
が
ら
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ

５７４
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て
い
る
。
農
学
校
卒
業
後
の
内
田
は
開
拓
使
御
用
掛
と
し
て
日
高
・
十
勝
方
面
の
内
陸

調
査
を
行
っ
た
。
道
庁
時
代
に
は
殖
民
地
の
選
定
調
査
に
従
事
し
た
が
、
明
治
二
十
七

年
に
妹
背
牛
で
内
田
農
場
を
開
設
し
、
三
十
一
年
に
は
松
平
農
場
経
営
の
た
め
鷹
栖
に

移
っ
て
い
る
。
そ
し
て
四
十
年
に
は
上
川
管
内
選
出
の
北
海
道
会
議
員
と
な
り
、「
学

者
と
し
て
、
事
務
家
と
し
て
、
行
政
官
と
し
て
、
実
業
家
と
し
て
、
多
大
の
功
蹟
と
、

多
大
の
経
験
と
を
有
せ
る
」
人
物
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
（
小
倉
道
敏
『
新
道
会
議
員

全
』）。

さ
て
、
十
九
年
の
調
査
で
は
、
千
歳
郡
の
う
ち
島
松
原
野
、「
イ
ザ
リ
」
原
野
、「
ヲ

サ
ツ
」
原
野
、
千
歳
原
野
の
四
原
野
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、「
千
歳
勇
払
郡
ノ
原

野
ハ
札
幌
ヨ
リ
函
館
及
根
室
ニ
通
ス
ル
道
路
ノ
左
右
ニ
横
リ
テ
、
土
地
多
ク
ハ
火
山
灰

ヲ
以
テ
蔽
ヘ
リ
」
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。
し
か
し
、
調
査
し
た
面
積
は
火
山
灰
地
を
除

き
「
凡
テ
耕
耘
ニ
適
ス
ル
処
ノ
ミ
」
と
し
た
た
め
、
土
地
全
体
の
面
積
に
較
べ
て
「
少

許
」
だ
っ
た
。

次
に
各
原
野
の
概
況
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
の
四
原
野
の
う
ち
現
在
の
千
歳

市
域
に
あ
た
る
の
は
、
長
都
原
野
と
千
歳
原
野
で
あ
る
。
な
お
、
報
告
書
の
原
文
は『
千

歳
市
史
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
後
の
千
歳
地
方
の
殖
民
地
選
定
事
業
は
、
二
十
六

年
に
千
歳
原
野
の
区
画
測
設
が
行
わ
れ
、
翌
二
十
七
年
、
ケ
ヌ
フ
チ
原
野
の
選
定
調
査

が
実
施
さ
れ
て
終
了
し
た
。

島
松
原
野

島
松
は
漁
山
に
連
な
る
山
脈
に
源
を
持
つ
島
松
川
の
渓
間
に
あ
っ
て
、

島
松
川
は
漁
川
よ
り
も
小
さ
い
た
め
、
そ
の
沿
岸
で
耕
作
に
適
し
た
土
地
は
極
め
て
少

な
い
。
島
松
原
野
の
面
積
は
六
〇
万
坪
で
、
う
ち
二
〇
万
坪
は
島
松
川
左
岸
の
小
山
林

地
、
四
〇
万
坪
が
丘
陵
で
あ
る
。
土
性
は
漁
川
の
沿
岸
と
大
同
小
異
で
「
凝
灰
石
ノ
粉

�
シ
タ
ル
モ
ノ
」
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
植
物
は
密
林
に
し
て
ド
ス
ナ
ラ
、
ア
カ
ダ

モ
、
ヤ
チ
ダ
モ
、
ハ
ン
ノ
キ
な
ど
が
生
え
、
樹
下
に
は
専
ら
雑
草
が
繁
茂
し
て
い
る
。

近
傍
の
山
谷
に
は
、
カ
シ
ワ
や
ナ
ラ
が
生
え
て
お
り
、
そ
れ
を
二
、
三
〇
戸
の
移
民
が

こ
の
数
年
間
薪
炭
材
料
と
し
て
利
用
し
て
い
る
が
、
ま
だ
余
裕
が
あ
る
。
飲
料
水
な
ど

の
用
水
は
川
水
を
利
用
、
ま
た
運
輸
の
た
め
の
道
路
と
し
て
は
「
島
松
駅
ノ
阪
上
ニ
向

テ
直
線
ニ
連
絡
ス
ル
」
道
路
が
あ
り
、
水
運
は
島
松
川
を
下
っ
て
江
別
か
ら
鉄
道
を
利

用
で
き
る
。
こ
の
原
野
の
移
民
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

島
松
川
ノ
下
流
ニ
支
川
ア
リ
「
ワ
ツ
」
ト
云
フ
、
其
沿
岸
ニ
広
島
県
ヨ
リ
移
住
シ
タ
ル

農
民
二
十
五
戸
ア
リ
、
土
質
ノ
上
層
ハ
新
沖
積
層
ニ
シ
テ
耕
地
ニ
適
セ
リ
ト
雖
ド
モ
下
層

ハ
噴
火
土
ナ
ル
カ
故
ニ
、
要
ス
ル
ニ
好
地
ト
云
ヒ
難
シ
、
然
レ
ト
モ
最
モ
勤
勉
ナ
ル
移
民

ハ
多
分
ノ
収
穫
ヲ
得
ル
コ
ト
ア
リ
ト
云
ヘ
リ
。

（
前
掲
『
北
海
道
殖
民
地
撰
定
報
文
』、
以
下
同
様
）

こ
の
広
島
県
の
移
民
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
明
治
十
七
年
に
広
島
県
か
ら
現
在
の

北
広
島
市
に
移
住
し
た
和
田
郁
次
郎
の
率
い
る
広
島
団
体
で
あ
る
。

漁
原
野

漁
川
は
恵
庭
山
脈
中
の
漁
山
か
ら
流
れ
出
し
て
千
歳
川
に
注
い
で
い
る
。

こ
の
漁
川
の
沿
岸
で
耕
地
に
適
す
る
と
こ
ろ
は「
札
幌
本
道
ヨ
リ
下
流
」し
か
な
い
が
、

そ
こ
に
は
す
で
に
山
口
県
の
移
民
四
一
戸
が
移
住
し
て
い
る
。
更
に
そ
の
下
流
沿
岸
に

は
四
〇
間
か
ら
一
五
〇
間
の
細
長
い
耕
地
に
適
し
た
土
地
が
あ
り
、
そ
の
面
積
は
六
〇

万
坪
で
あ
る
。
こ
の
土
地
は
「
農
業
適
当
ノ
地
」
で
あ
る
。
土
性
は
「
農
業
適
当
ノ
好

地
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
漁
川
に
沿
っ
て
下
流
の
川
口
に
至
る
に
従
い
良
好

と
な
る
。
植
物
は
平
野
部
で
は
「
槲
樹
ノ
ミ
」、「
沿
川
ノ
地
」
は
ア
カ
ダ
モ
、
ヤ
チ
ダ

モ
、
柳
の
類
が
生
長
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
住
の
移
民
に
つ
い
て
は
「
目
今
山
口
県
移

民
ノ
開
墾
地
、
殊
ニ
札
幌
本
道
ニ
接
シ
タ
ル
所
ハ
耕
地
ト
シ
テ
望
ヲ
属
ス
ヘ
キ
処
ニ
非

ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
い
う
。

長
都
原
野

漁
川
の
右
岸
と
長
都
沼
と
の
間
の
「
重
ニ
茅
ヲ
生
シ
タ
ル
地
所
二
百
万

坪
許
」
で
あ
る
が
、
土
地
の
表
面
は
「
噴
火
灰
」
で
、
そ
の
堆
積
層
は
「
凡
ソ
八
寸
乃

至
二
尺
ノ
間
」
で
あ
る
。
土
地
全
体
が
「
稍
湿
地
」
で
あ
る
が
、
排
水
し
た
場
合
に
は

牧
場
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
漁
村
の
牧
場
と
比
較
し
た
場

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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合
、
そ
の
土
質
は
「
却
テ
優
レ
ル
モ
劣
ル
コ
ト
」
は
な
い
。

千
歳
原
野

千
歳
原
野
の
東
に
は
馬
追
、
幌
内
山
、
西
に
は
野
幌
山
脈
が
あ
り
、
降

雨
の
際
に
は
そ
の
山
間
か
ら
流
出
す
る
諸
川
に
水
が
漲
っ
て
こ
の
付
近
の
土
地
は
水
で

蔽
わ
れ
る
。
千
歳
川
は
こ
れ
ら
の
「
卑
湿
ノ
土
地
」
を
通
過
す
る
た
め
、
そ
の
沿
岸
に

は
「
唯
大
湿
地
ア
ル
ノ
ミ
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
耕
作
に
適
す
る
土
地
は
、
夕
張
川
よ

り
下
流
の
左
岸
「
シ
ュ
プ
ン
ベ
ツ
」
及
び
「
サ
イ
ノ
ベ
」
の
間
で
幅
八
〇
間
か
ら
二
〇

〇
間
の
土
地
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
は
「
概
シ
テ
樹
木
ヲ
生
セ
サ
ル
泥
炭
地
ナ

リ
」。
ま
た
、
千
歳
川
上
流
か
ら
夕
張
太
ま
で
の
沿
岸
は
、
す
べ
て
樽
前
山
の
「
噴
火

粗
炭
」
で
蔽
わ
れ
、
そ
の
堆
積
層
の
深
さ
は
二
、
三
尺
も
あ
っ
て
「
農
業
上
目
下
無
用

ノ
所
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
将
来
的
に
農
耕
地
が
不
足
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
土

地
を
耕
作
地
に
改
良
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

千
歳
原
野
の
面
積
は
一
四
〇
万
坪
で
あ
っ
て
、
こ
の
内
の
七
〇
万
坪
が
江
別
川
左
岸

の
平
野
樹
林
地
に
、
同
じ
く
七
〇
万
坪
が
同
川
右
岸
の
平
野
樹
林
地
に
広
が
り
、
こ
れ

ら
の
土
地
は
「
概
シ
テ
耕
耘
適
当
ノ
地
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
総
面
積
一
四
〇
万
坪
の

内
の
約
六
分
の
一
は
「
稍
々
腐
朽
シ
タ
ル
泥
炭
ニ
シ
テ
土
質
ハ
下
等
」
で
あ
る
が
、
排

水
と
深
耕
に
よ
っ
て
改
良
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

千
歳
川
の
沿
岸
の
土
地
は
常
に
水
害
の
危
険
性
が
あ
り
、
地
元
の
ア
イ
ヌ
の
話
で

は
、
五
、
六
年
あ
る
い
は
一
〇
年
に
一
回
の
割
合
で
水
害
を
被
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外

に
も
、
春
先
の
雪
解
け
の
時
期
や
大
雨
に
よ
っ
て
水
量
が
多
少
増
加
す
る
こ
と
が
あ

る
。
と
り
わ
け
夕
張
太
、
島
松
太
、
漁
太
の
沿
岸
近
傍
は「
土
地
甚
タ
卑
湿
」の
た
め
、

も
し
も
石
狩
川
の
川
水
が
滞
留
し
て
千
歳
川
が
注
ぎ
込
む
こ
と
を
妨
げ
る
と
き
に
は
、

た
ち
ま
ち
沿
岸
の
原
野
は
「
一
面
ノ
沼
湖
」
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

用
水
は
、
長
都
沼
の
上
流
は
「
噴
火
灰
ヲ
以
テ
濾
過
シ
甚
タ
清
澄
ナ
ル
モ
下
流
ハ
沼

水
及
汚
水
ト
混
合
ス
ル
ヲ
以
テ
自
ラ
赤
濁
」
し
、
飲
用
水
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
。

「
千
歳
橋
ヨ
リ
右
岸
」
に
は
、
明
治
十
七
年
に
山
口
県
か
ら
入
植
し
た
三
一
戸
の
移
民

の
開
墾
地
が
あ
る
。
そ
の
土
地
の
「
上
層
ハ
弐
三
寸
ノ
沖
積
土
ニ
シ
テ
壱
尺
乃
至
弐
尺

許
ノ
噴
火
灰
」
で
あ
る
が
、
農
民
達
は
多
く
の
肥
料
を
用
い
る
た
め
に
「
相
応
ノ
収
穫
」

を
得
て
い
る
。
ま
た
、
千
歳
川
沿
岸
の
千
歳
・
長
都
・
蘭
越
・
烏
柵
舞
の
四
村
に
は
七

〇
戸
・
二
四
〇
人
の
ア
イ
ヌ
が
生
活
し
て
い
る
が
、
彼
等
は
「
農
業
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
少
ク

僅
ニ
住
家
ノ
近
辺
ニ
馬
鈴
薯
、
粟
、
稗
等
ノ
耕
作
地
ヲ
見
ル
ノ
ミ
、
其
他
は
専
ラ
漁
猟

ヲ
以
テ
生
活
セ
リ
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

千
歳
原
野
の
区
画
測
設

そ
の
後
、
明
治
二
十
六
年
に
北
海
道
庁
の
技
手
三
名
、
事
業
手
一
七
名
が
七
月
中
旬

か
ら
十
一
月
に
か
け
て
千
歳
・
月
寒
・
軽
川
・
花
畔
・
生
振
・
当
別
・
篠
津
の
各
原
野

の
調
査
と
区
画
測
設
を
行
っ
た
。
こ
の
内
、
千
歳
原
野
に
つ
い
て
は
「
胆
振
国
千
歳
郡

千
歳
原
野
区
画
地
」（『
北
海
道
庁
第
八
回
勧
業
年
報

明
治
二
十
六
年
』）
の
中
で
詳
し
く

報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
原
野
の
区
画
総
数
は
一
〇
〇
一
区
画
、
総
面
積

は
一
五
三
四
万
六
九
三
八
坪
五
合
、
既
成
道
路
延
長
は
二
八
四
五
間
、
区
画
線
の
総
延

長
は
一
四
万
六
六
一
四
間
三
尺
だ
っ
た
。
以
下
、
地
理
、
気
候
、
土
性
、
植
物
、
動
物
、

用
水
、
水
害
、
運
輸
、
市
邑
・
移
民
・
農
業
の
各
事
項
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
報
告
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
地
理
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

地
理

本
原
野
ハ
島
松
、
漁
、
長
都
、
千
歳
ノ
各
村
ニ
跨
リ
、
札
幌
、
室
蘭
間
道
路
ニ
沿
ヒ
東

北
ニ
横
ル
広
袤
数
里
ノ
地
ト
ス
、
本
原
野
東
北
ハ
千
歳
川
ニ
限
ラ
ル
、
西
南
ハ
札
幌
、
室

蘭
間
ノ
道
路
ニ
接
シ
、
北
西
ハ
島
松
、
千
歳
両
川
ニ
包
囲
セ
ラ
ル
、
樹
木
ア
リ
草
原
ア
リ
、

樹
林
ハ
乾
地
多
ク
草
原
ハ
湿
地
多
シ
、
地
勢
札
幌
、
室
蘭
間
道
路
附
近
ハ
丘
陵
起
伏
シ
、

渓
沢
出
入
シ
テ
清
流
西
ヨ
リ
東
ニ
下
リ
、
千
歳
川
ニ
注
ケ
リ
、
而
シ
テ
島
牧
ノ
如
キ
ハ
丘

陵
ノ
高
サ
海
面
ヨ
リ
百
二
十
余
尺
ト
ス
、

ま
た
、
最
後
の
市
邑
・
移
民
・
農
業
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

市
邑
、
移
民
、
農
業

５７６
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市
邑
ハ
島
松
、
漁
、
千
歳
三
駅
ニ
シ
テ
数
戸
乃
至
数
十
戸
ヲ
有
シ
、
千
歳
ハ
戸
長
役
場

所
在
地
ト
ス
」
移
民
ハ
札
幌
室
蘭
間
国
道
沿
測
、
漁
川
沿
岸
、
漁
太
、
島
松
川
沿
岸
、
及

「
ル
ヽ
マ
ッ
ペ
」「
ペ
ケ
ル
ペ
」
等
各
所
ニ
小
部
落
ヲ
見
ル
、
耕
地
ハ
一
町
乃
至
三
町
歩
ヲ

耕
シ
、
島
松
川
沿
岸
ハ
水
田
ヲ
開
ケ
リ
、
千
歳
、
漁
二
村
農
家
ハ
盛
ニ
牧
豚
シ
、
冬
季
数

旬
ノ
外
ハ
放
牧
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
、

な
お
千
歳
原
野
の
区
画
地
の
内
、「
耕
地
ニ
貸
下
ベ
キ
区
画
地
積
」
は
、
次
の
よ
う

な
規
模
だ
っ
た（「
月
寒
外
六
原
野
区
画
測
設
一
覧
」、
前
掲『
北
海
道
庁
第
八
回
勧
業
年
報
』）。

一
万
五
千
坪

七
〇
四
区
画

一
〇
五
六
〇
〇
〇
〇
坪

一
万
五
千
坪
未
満
一
万
坪
以
上

一
九
三
区
画

二
五
五
五
八
四
三
坪

一
万
坪
未
満
六
千
坪
以
上

三
四
区
画

二
六
五
三
六
二
坪

六
千
坪
未
満

七
一
区
画

二
二
二
一
五
二
坪

計

一
〇
〇
一
区
画

一
三
六
〇
三
三
五
七
坪

こ
の
数
字
で
は
区
画
数
の
合
計
は
一
〇
〇
二
区
画
と
な
る
筈
だ
が
、
こ
の
点
は
と
も

か
く
と
し
て
区
画
全
体
の
七
〇
�
が
一
万
五
〇
〇
〇
坪
の
標
準
的
な
面
積
で
あ
り
、
約

一
九
�
が
一
万
坪
か
ら
一
万
五
〇
〇
〇
坪
の
間
で
、
こ
の
両
者
を
合
わ
せ
る
と
九
〇
�

に
達
す
る
。
し
か
し
、
六
〇
〇
〇
坪
未
満
と
い
う
区
画
も
七
�
程
度
存
在
し
た
（
図
３

－

３
）。

「
ケ
ヌ
フ
チ
」
原
野

明
治
二
十
七
年
、
北
海
道
庁
の
神
、
浜
田
の
二
事
業
手
が
石
狩
国
一
円
及
び
胆
振
国

千
歳
郡
ケ
ヌ
フ
チ
原
野
な
ど
併
せ
て
七
原
野
の
選
定
と
測
量
を
実
施
し
、
千
歳
地
方
に

関
し
て
は
こ
の
明
治
二
十
七
年
の
調
査
を
以
て
殖
民
地
選
定
事
業
は
終
わ
っ
た
。
こ
の

ケ
ヌ
フ
チ
原
野
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
庁
『
北
海
道
庁
第
九
回
勧
業
年
報

明
治
二
十

七
年
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
北
海
道
庁
内
務
部
殖
民
課
『
北
海
道
殖
民
地
撰
定
第
二

報
文
』（
明
治
三
十
年
）
に
転
載
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
同
原
野
の
地
理
で
あ
る
が
、
石
狩
・
胆
振
両
国
境
界
の
低
山
を
そ
の
源
と
し
、

途
中
で
支
流
の
コ
ム
カ
ラ
ペ
ツ
な
ど
と
合
流
し
な
が
ら
馬
追
沼
に
流
れ
込
む
ケ
ヌ
プ
チ

ま
お
い

川
両
岸
の
「
狭
長
ノ
地
」
で
あ
る
。
そ
の
地
勢
は
、
ケ
ヌ
プ
チ
プ
ト
の
一
面
「
馬
追
、

長
都
ノ
二
沼
ニ
臨
ミ
、
開
ケ
テ
馬
追
原
野
ニ
連
」
な
る
「
一
望
開
濶
」
の
地
で
、
周
囲

は
低
山
で
囲
ま
れ「
中
間
相
距
ル
広
キ
ハ
三
百
間
狭
キ
ハ
僅
ニ
四
五
十
間
」に
過
ぎ
ず
、

い
ず
れ
も
千
歳
村
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
面
積
は
、
平
地
が
八
五
万
八
六
〇
〇
坪
、
湿

地
が
八
八
万
五
六
六
〇
坪
、
高
丘
地
が
一
四
万
八
〇
四
〇
坪
、
あ
わ
せ
て
一
八
九
万
二

三
〇
〇
坪
で
あ
る
。
土
性
は
、「
本
原
野
ノ
土
壌
ハ
一
般
ニ
薄
ク
地
味
良
好
ナ
ラ
ス
ト

雖
、
低
地
ハ
概
シ
テ
水
田
ト
ナ
シ
、
高
地
ハ
拓
キ
テ
宅
地
又
ハ
畑
地
ト
為
サ
ハ
農
家
経

済
ノ
道
立
チ
一
家
ノ
生
計
ヲ
営
ム
ニ
足
ラ
ン
」と
あ
る
。
植
物
は
、
高
丘
は
一
般
に
楢
・

槲
と
い
っ
た
濶
葉
樹
が
密
生
し
て
い
る
が
、
低
地
は
疎
ら
で
、
す
ず
た
け
・
は
ぎ
・
か

や
と
い
っ
た
下
草
の
類
が
多
い
。
ケ
ヌ
プ
チ
河
畔
に
は
ニ
レ
・
ヤ
チ
ダ
モ
・
ハ
シ
ド
イ

な
ど
が
生
長
し
、
湿
地
は
「
一
般
ニ
穀
斗
科
植
物
ノ
矮
林
」
で
あ
る
。
動
物
に
は
、
キ

ツ
ネ
・
ウ
サ
ギ
、
エ
ゾ
雷
鳥
が
多
く
、
原
野
の
西
方
に
あ
る
馬
追
沼
と
長
都
沼
に
は
カ

モ
・
オ
シ
ド
リ
が
、
秋
に
は
雁
・
白
鳥
の
類
が
群
集
す
る
。
ケ
ヌ
プ
チ
川
に
棲
息
す
る

魚
類
は
極
め
て
少
な
く
、「
稍
多
キ
モ
ノ
ハ
う
ぐ
ひ
」
で
あ
る
。

こ
ん
だ
く

用
水
は
、
ケ
ヌ
プ
チ
川
の
水
は
「
溷
濁
シ
テ
飲
用
ニ
適
」
せ
ず
、
支
流
の
水
も
余
り

良
好
で
は
な
い
の
で
、「
良
水
」
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
井
戸
を
掘
る
以
外
に
は
な
い
。

問
題
は
水
害
で
あ
り
、「
融
雪
ノ
期
ハ
川
水
其
量
ヲ
増
シ
、
平
常
水
ヨ
リ
大
凡
四
尺
以

上
ニ
達
」
し
、「
河
畔
ノ
地
ハ
多
ク
氾
濫
ノ
害
」
を
受
け
る
た
め
に
、「
家
屋
建
築
ハ
宜

ク
高
地
ヲ
撰
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
う
。
運
輸
で
は
、
千
歳
村
か
ら
角
田
村
に
至
る

道
路
が「
ケ
ヌ
プ
チ
プ
ト
」を
通
過
し
て
い
る
の
で
、
馬
車
運
輸
の
便
が
あ
る
。
ま
た
、

「
室
蘭
鉄
道
線
路
」
が
こ
の
原
野
の
「
上
流
ノ
地
」
を
走
っ
て
い
る
の
で
、
将
来
的
に

「
ケ
ヌ
プ
チ
プ
ト
」
か
ら
こ
の
線
路
を
開
鑿
す
れ
ば
大
凡
二
里
半
ば
か
り
で
「
運
搬
ノ

便
」
が
図
ら
れ
る
。
こ
の
附
近
で
は
、
水
田
農
業
を
営
む
農
家
も
多
く
見
ら
れ
、
最
後

に
市
邑
と
の
関
係
で
は
、「
ケ
ヌ
プ
チ
プ
ト
」
か
ら
千
歳
村
ま
で
三
里
、
由
仁
村
に
至
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図３－３ 胆振国千歳郡千歳原野区画図
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る
ま
で
三
里
半
、
追
分
停
車
場
に
至
る
ま
で
大
凡
三
里
と
い
う
位
置
関
係
に
あ
る
の

で
、「
需
要
供
給
ノ
道
尤
モ
利
ア
リ
」
と
い
う
。

な
お
、
千
歳
地
方
に
関
係
し
た
殖
民
地
区
画
図
は
、
現
在
「
胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
原

野
区
画
図
」（
明
治
三
十
七
年
三
月
十
日
初
刷
、
北
海
道
庁
）
の
ほ
か
、
原
図
に
明
治

二
十
七
年
の
入
植
者
名
を
記
入
し
、
恵
庭
郷
土
資
料
館
が
所
蔵
す
る
も
の
と
「
胆
振
国

千
歳
郡
上
千
歳
殖
民
地
区
画
図
」（
明
治
四
十
五
年
三
月
十
日
印
刷
、
北
海
石
版
所
）の

三
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

土
地
の
貸
し
下
げ
処
分

北
海
道
庁
『
新
撰
北
海
道
』
第
六
巻
史
料
二
に
は
「
北
海
道
国
有
未
開
地
大
地
積
貸

下
貸
付
表
」
と
い
う
史
料
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
中
に
次
の
三
種
類
の
デ
ー
タ
が

含
ま
れ
て
い
る
。

（
１
）「
北
海
道
国
有
未
開
地
十
万
坪
以
上
貸
下
地
表
」（
明
治
二
十
四
年
十
一
月
調

べ
）

（
２
）「
北
海
道
国
有
未
開
地
五
十
万
坪
以
上
貸
下
地
表
」（
明
治
三
十
年
三
月
末
現

在
）

（
３
）「
北
海
道
国
有
未
開
地
大
地
積
貸
下
現
在
表
」（
明
治
三
十
六
年
十
月
末
現
在
）

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ
て
、
近
代
北
海
道
に
お
け
る
大
地
積
処
分
の
状
況
が
一
目
瞭

然
と
な
る
。

周
知
の
よ
う
に
北
海
道
庁
時
代
の
国
有
未
開
地
処
分
は
、
明
治
十
九
年
に
公
布
さ
れ

た
「
北
海
道
土
地
払
下
規
則
」
と
三
十
年
に
公
布
さ
れ
た
「
北
海
道
国
有
未
開
地
処
分

法
」
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
前
者
は
、
一
人
当
た
り
一
〇
万
坪
ま
で
と
い
う
払
い
下

げ
面
積
の
上
限
は
あ
っ
た
が
（
第
二
条
）、
こ
の
条
文
に
は
「
盛
大
ノ
事
業
ニ
シ
テ
此

制
限
外
ノ
土
地
ヲ
要
シ
、
其
目
的
確
実
ナ
リ
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
特
ニ
其
払
下

ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
例
外
規
定
が
あ
り
、
こ
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
は

一
〇
万
坪
を
超
え
る
土
地
処
分
が
可
能
だ
っ
た
。
貸
し
下
げ
期
間
は
原
則
と
し
て
一
〇

年
以
内
で
あ
り
、
全
部
成
功
の
後
に
素
地
代
価
と
し
て
一
〇
〇
〇
坪
一
円
で
売
却
、
そ

の
翌
年
か
ら
一
〇
年
後
で
な
け
れ
ば
地
租
・
地
方
税
は
課
税
さ
れ
な
か
っ
た
。

い
ま
、
明
治
二
十
四
年
十
一
月
に
道
庁
が
調
査
し
た
前
記
の
（
１
）「
北
海
道
国
有

未
開
地
十
万
坪
以
上
貸
下
地
表
」
か
ら
、
千
歳
郡
千
歳
村
の
貸
付
状
況
を
抜
き
出
し
て

み
る
と
表
３－

１１
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
千
歳
村
は
三
十
年
六
月
に
分
離
し

た
恵
庭
村
（
正
式
に
は
漁
外
一
箇
村
戸
長
役
場
）
や
長
沼
村
の
領
域
を
含
ん
で
い
た
か

ら
、
こ
の
表
で
今
日
の
千
歳
市
域
に
当
た
る
の
は
「
マ
ウ
サ
リ
」
以
下
で
あ
ろ
う
。

こ
の
表
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
出
願
者
全
員
が
一
〇
万
坪
と
い
う
「
北
海
道
土

地
払
下
規
則
」
に
定
め
る
例
外
規
定
の
最
少
面
積
の
出
願
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
同
時

期
の
空
知
地
方
で
は
、
二
十
二
年
十
二
月
に
三
条
実
美
ら
の
華
族
組
合
北
海
道
農
場
が

雨
竜
郡
一
帯
に
一
億
五
〇
〇
〇
万
坪
（
五
万
町
歩
）
と
い
う
広
大
な
土
地
貸
し
下
げ
を

受
け
て
い
る
事
例
と
比
較
す
れ
ば
、極
め
て
禁
欲
的
に
も
み
え
る
が
、千
歳
地
方
に
は
、

石
狩
・
空
知
・
上
川
地
方
の
よ
う
に
広
大
な
殖
民
地
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
も
関
係

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
三
十
年
現
在
で
一
〇
〇
万
坪
以
上
の
貸
し
下
げ
を
受

け
た
者
は
、
五
七
名
に
達
し
た
と
い
う
（
前
掲
「
北
海
道
国
有
未
開
地
大
地
積
貸
下
貸
付

表
」
の
解
題
）。

千
歳
村
に
直
接
関
係
す
る
土
地
貸
し
下
げ
で
は
、
ま
ず
二
十
二
年
十
一
月
十
六
日
、

新
保
鉄
蔵
（
千
歳
郡
千
歳
村
）
が
三
十
一
年
十
二
月
ま
で
九
年
間
の
期
限
で
千
歳
村
マ

ウ
サ
リ
に
牧
場
目
的
で
一
〇
万
坪
の
貸
し
下
げ
を
う
け
、
同
じ
く
同
日
、
新
保
秀
之
助

（
千
歳
郡
千
歳
村
）
が
三
十
年
十
二
月
ま
で
八
年
間
の
期
限
で
千
歳
村
ボ
ン
ガ
ニ
に
牧

場
目
的
で
一
〇
万
坪
の
貸
し
下
げ
を
受
け
て
い
る
。
二
十
三
年
七
月
十
四
日
に
は
、
次

の
三
名
が
い
ず
れ
も
千
歳
村
で
三
十
三
年
十
二
月
ま
で
一
〇
年
間
の
期
限
で
一
〇
万
坪

の
土
地
処
分
を
受
け
て
い
る
。
池
川
彌
久
治
（
空
知
郡
岩
見
沢
村
）
は
「
林
耕
」
目
的
、

伊
藤
清
（
札
幌
区
南
四
条
西
八
丁
目
）
は
「
原
耕
」
目
的
、
伊
藤
復
平
（
札
幌
区
南
四

条
西
八
丁
目
）
は
「
林
耕
」
目
的
で
の
貸
し
下
げ
で
あ
る
が
、
伊
藤
清
と
伊
藤
復
平
は
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同
じ
住
所
な
の
で
親
族
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

以
上
の
土
地
貸
し
下
げ
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
千
歳
で
最
も
著
名
な
存
在
の
新
保
鉄

蔵
は
陸
奥
の
出
身
で
あ
る
が
一
四
歳
で
渡
道
し
た
。
新
保
の
功
績
と
生
涯
に
つ
い
て
、

『
躍
進
千
歳
の
姿
』
で
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

氏
は
弘
化
二
年
七
月
十
五
日
青
森
県
下
北
郡
大
畑
町
に
生
れ
、
明
治
四
年
千
歳
村
に
移

住
す
る
。
同
六
年
よ
り
旅
人
宿
業
を
営
む
、
こ
れ
本
町
旅
館
業
の
始
な
り
。
又
同
時
に
石

山
専
蔵
の
後
を
う
け
て
郵
便
の
取
扱
を
な
し
、
明
治
二
十
五
年
に
は
千
歳
郵
便
局
長
を
拝

命
し
た
。
温
厚
篤
実
な
る
氏
は
村
民
の
信
望
篤
く
選
ば
れ
て
総
代
人
と
な
り
又
千
歳
郡
官

林
看
守
等
を
つ
と
む
。
明
治
十
四
年
九
月
二
日
明
治
天
皇
北
海
道
御
巡
幸
に
際
し
て
御
宿

所
と
し
て
の
光
栄
に
浴
し
、
金
一
封
と
し
て
五
拾
円
を
下
賜
せ
ら
れ
た
。
又
氏
は
公
共
心

に
富
み
率
先
自
費
を
投
じ
て
橋
梁
の
架
設
、
電
信
、
電
話
の
架
設
を
始
め
幾
多
の
公
共
施

設
に
偉
大
な
る
貢
献
を
な
し
、
北
海
道
庁
長
官
を
始
め
其
の
功
績
を
讃
え
ら
れ
表
彰
を
受

ま
い
き
ょ

い
と
ま

け
た
る
事
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
大
正
八
年
九
月
十
四
日
輝
し
い
業
績
を
残
し
永
折
す
。

新
保
は
明
治
十
七
年
一
月
、
二
十
年
九
月
、
二
十
二
年
八
月
の
三
度
に
わ
た
っ
て
千

歳
郡
総
代
に
選
ば
れ
る
な
ど
千
歳
の
有
力
者
と
な
っ
た
が
、
明
治
二
十
三
年
追
分
に
転

出
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
再
び
千
歳
に
戻
っ
て
い
る
。
新
保
秀
之
助
は
鉄
蔵
の
養
子

で
、
鉄
蔵
が
追
分
駅
前
に
開
い
た
旅
館
の
経
営
に
あ
た
っ
た
（『
市
史
』、『
増
補
』）。

前
記
（
２
）
の
史
料
も
、
同
じ
く
「
北
海
道
土
地
払
下
規
則
」
で
の
例
外
規
定
に
よ

る
土
地
処
分
を
受
け
た
者
を
示
し
て
い
る
が
、
千
歳
郡
関
係
で
は
次
の
四
例
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。

�

中
山
久
蔵
（
石
狩
国
札
幌
郡
広
島
村
）
が
島
松
村
ル
マ
ッ
プ
に
「
牧
場
」
目
的

で
土
地
五
〇
万
坪
の
貸
付
（
成
功
期
間：

明
治
二
十
八
年
一
月
か
ら
明
治
三
十
七

年
十
二
月
ま
で
）

�

岩
瀬
庄
右
衛
門
（
渡
島
国
桧
山
郡
江
差
切
石
町
、
当
時
石
狩
国
札
幌
区
南
一
条

西
四
丁
目
）
が
千
歳
原
野
に
「
耕
地
」
目
的
で
土
地
五
一
万
九
五
〇
〇
坪
の
貸
付

表３－１１ 北海道国有未開地１０万坪以上貸し下げ地表（千歳郡千歳村関係）

字 名
目的
地目

面積
（坪）

年数 処分年月日 期 限 氏 名（在籍）

マヲヒ 耕 １０万 １０ 明治２０年１０月１９日 明治３０年１２月 下国皎三（札幌郡月寒村）

マヲヒ 耕 １０万 １０ 明治２０年１０月１９日 明治３０年１２月 古川浩平（群馬県南勢多郡清王子村）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 湧谷市助（札幌郡雁来村）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 森田吉之助（札幌郡札幌村）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 浅野長之進（札幌郡篠路村）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 谷口幸右衛門（和歌山県有田郡徳田村）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 多田源蔵（石川県河北郡笠島村）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 伊藤栄蔵（宮城県遠田郡上郡村）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 平井幸七（札幌郡雁来村）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 照井謙吉（札幌郡雁来村）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 百々之英（宮城県遠田郡）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 菊地音次（札幌郡篠路村）

漁太 耕 １０万 １０ 明治２１年２月４日 明治３１年６月 小関丙馬（札幌区北６条西５丁目）

馬追 耕 １０万 ８ 明治２１年１２月３日 明治２９年１２月 伊藤久平（札幌区南３条西４丁目）

馬追 耕 １０万 ８ 明治２１年１２月３日 明治２９年１２月 中川佐吉（新潟県三島郡脇ノ町村）

馬追 耕 １０万 ８ 明治２１年１２月３日 明治２９年１２月 佐藤孝次郎（札幌区南３条西４丁目）

マウサリ 牧場 １０万 ９ 明治２２年１１月１６日 明治３１年１２月 新保鉄蔵（千歳郡千歳村）

ボンガニ 牧場 １０万 ８ 明治２２年１１月１６日 明治３０年１２月 新保秀之助（千歳郡千歳村）

林耕 １０万 １０ 明治２３年７月１４日 明治３３年１２月 池川彌久治（空知郡岩見沢村）

原耕 １０万 １０ 明治２３年７月１４日 明治３３年１２月 伊藤 清（札幌区南４条西８丁目）

林耕 １０万 １０ 明治２３年７月１４日 明治３３年１２月 伊藤復平（札幌区南４条西８丁目）

註 北海道庁『新撰北海道史』第６巻史料２（１９３７年）より作成。

５８０
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（
成
功
期
間：

明
治
三
十
一
年
か
ら
三
十
七
年
）

�

久
慈
勘
吉
（
石
狩
国
札
幌
区
南
一
条
西
四
丁
目
）
が
千
歳
原
野
に
「
耕
地
」
目

的
で
土
地
七
四
万
坪
の
貸
付
（
成
功
期
間：

明
治
三
十
一
年
か
ら
三
十
八
年
）

�

前
田
武
平
（
新
潟
県
北
蒲
原
郡
堀
越
町
大
谷
地
）
が
千
歳
原
野
に
「
耕
地
」
目

的
で
土
地
六
三
万
八
〇
〇
〇
坪
の
貸
付
（
成
功
期
間：

明
治
三
十
一
年
か
ら
三
十

八
年
）

こ
の
中
で
、
最
初
の
中
山
久
蔵
は
広
島
村
の
開
拓
者
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ

る
。
岩
瀬
庄
右
衛
門
は
江
差
商
人
で
あ
り
、
切
石
町
で
味
噌
醤
油
・
水
産
商
を
営
ん
で

い
た
。
明
治
二
十
二
年
に
設
立
さ
れ
た
運
輸
会
社
江
運
社
の
取
締
役
を
務
め
（『
江
差

町
史
』
第
六
巻
通
説
二
）、
二
十
年
代
の
北
海
道
議
会
開
設
運
動
で
は
、
江
差
の
中
心
メ

ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
た
（
船
津
功
『
北
海
道
議
会
開
設
運
動
の
研
究
』）。
久
慈

勘
吉
は
、
天
保
十
二（
一
八
四
一
）年
に
現
在
の
岩
手
県
九
戸
郡
野
田
村
に
生
ま
れ
た
。

明
治
初
年
札
幌
に
移
住
し
、
十
年
に
初
め
て
小
荒
物
屋
を
開
き
、
白
米
販
売
な
ど
に
も

手
を
染
め
て
業
務
を
拡
張
し
た
が
二
十
五
年
の
火
災
で
全
焼
し
た
。
し
か
し
、
再
起
に

向
け
て
尽
力
し
、
三
十
二
年
札
幌
区
に
「
北
海
道
区
制
」
が
施
行
さ
れ
た
際
に
は
区
会

議
員
に
当
選
し
て
い
る
（
札
幌
市
教
育
委
員
会
文
化
資
料
室
編
『
新
聞
と
人
名
録
に
み
る
明

治
の
札
幌
』）。

「
北
海
道
国
有
未
開
地
処
分
法
」
下
の
土
地
処
分

「
北
海
道
土
地
払
下
規
則
」
は
明
治
三
十
年
に
廃
止
さ
れ
、
三
月
三
十
日
に
「
北
海

道
国
有
未
開
地
処
分
法
」
が
制
定
、
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
の
本
質

は
、
第
三
条
の
開
墾
・
牧
畜
・
植
樹
に
供
す
る
土
地
は
「
無
償
ニ
テ
貸
付
シ
全
部
成
功

ノ
後
無
償
ニ
テ
付
与
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
条
文
に
最
も
良
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

の
無
償
貸
与
・
有
償
付
与
と
い
う
国
有
未
開
地
処
分
の
条
件
は
大
き
く
変
更
さ
れ
、
無

償
貸
与
・
無
償
付
与
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
土
地
貸
与
面
積
の
上
限
も
、
一
人
一
〇
万

坪
か
ら
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
開
墾
地
（
農
場
）
と
し
て
利
用
す
る
場

合
は
一
人
一
五
〇
万
坪
ま
で
、
牧
畜
（
牧
場
）
は
一
人
二
五
〇
万
坪
ま
で
、
植
樹
地
（
山

林
）
は
一
人
二
〇
〇
万
坪
ま
で
可
能
と
な
り
、
会
社
ま
た
は
組
合
組
織
で
出
願
す
る
場

合
に
は
こ
の
二
倍
ま
で
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
農
場
が
三
〇
〇
万
坪
ま
で
、
牧
場
が

五
〇
〇
万
坪
ま
で
、山
林
が
四
〇
〇
万
坪
ま
で
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。こ
れ
に
よ
っ

て
、
明
治
中
期
以
降
の
北
海
道
で
は
華
族
・
政
商
な
ど
に
よ
る
大
土
地
所
有
の
形
成
が

急
激
に
進
ん
だ
が
、
千
歳
地
方
で
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

表
３－

１２
は
、
前
記
（
３
）
史
料
に
基
づ
い
た
明
治
三
十
六
年
現
在
の
千
歳
村
に
お

け
る
北
海
道
国
有
未
開
地
大
地
積
貸
付
の
現
状
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に

は
恵
庭
村
は
既
に
千
歳
村
か
ら
分
離
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
表
に
登
場
す
る
人
物
は
千

歳
村
で
の
土
地
貸
し
下
げ
者
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
最
も
著
名
な
人
物
は
千
歳
村

在
住
の
関
喜
左
衛
門
だ
ろ
う
。
関
に
つ
い
て
前
掲
『
躍
進
千
歳
の
姿
』
は
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

氏
は
嘉
永
二
年
一
月
一
日
福
井
県
吉
田
郡
川
合
村
に
生
る
。
明
治
二
十
七
年
千
歳
村
字

ネ
シ
コ
シ
に
移
住
し
、
同
地
の
草
分
と
し
て
農
業
に
従
事
し
剣
淵
に
つ
い
で
同
地
に
水
稲

を
作
付
し
辛
苦
艱
難
を
経
て
大
な
る
効
果
を
あ
げ
水
田
耕
作
の
基
を
な
し
た
り
、
又
氏
は

誠
実
徳
行
に
し
て
特
に
農
業
の
改
良
発
達
研
鑽
工
夫
を
重
ね
て
大
な
る
貢
献
を
な
し
、
部

落
内
の
信
望
篤
く
率
先
根
志
越
水
利
組
合
を
設
立
し
て
組
合
長
に
推
さ
れ
選
ば
れ
て
総
代

人
、
村
会
議
員
、
初
代
農
業
会
副
会
長
を
歴
任
し
村
治
に
尽
す
い
し
明
治
二
十
九
年
に
は

根
志
越
神
社
を
建
立
、
千
歳
千
正
寺
を
建
立
し
て
寺
号
公
称
の
許
可
を
う
け
初
代
の
檀
家

総
代
と
な
り
本
町
躍
進
発
展
の
上
に
偉
大
な
る
足
跡
を
残
さ
れ
た
り
、
大
正
六
年
十
一
月

二
十
五
日
六
十
九
才
に
し
て
天
寿
を
全
う
せ
ら
れ
た
り
。

こ
の
よ
う
に
関
は
明
治
二
十
七
年
に
越
前
団
体
の
一
員
と
し
て
千
歳
村
ネ
シ
コ
シ
に

入
植
し
、
団
体
自
体
は
解
体
し
た
が
、
彼
は
後
の
四
十
一
年
、
北
海
道
庁
が
模
範
的
開

拓
者
を
紹
介
す
る
意
図
で
刊
行
し
た
『
移
住
者
成
蹟
調
査
』
第
二
篇
に
も
取
り
上
げ
ら

れ
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
の
二
級
町
村
制
施
行
に
伴
う
村
会
議
員
選
挙
で
は
一
〇

第３章 戸長役場と千歳村の行財政

５８１
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名
の
村
会
議
員
の
一
人
に
当
選
し
て
い
る
（『
市
史
』）。

こ
の
他
で
は
、
約
一
九
九
万
坪
と
い
う
大
地
積
の
払
い
下
げ
を
受
け
て
い
る
町
野
清

平
（
小
樽
区
稲
穂
町
）
は
、『
小
樽
市
史
』
第
二
巻
に
掲
載
さ
れ
た
「
小
樽
区
内
重
立

た
る
商
店
及
営
業
者
」（
明
治
二
十
六
年
）
の
「
海
産
商
」
の
部
に
あ
る
「
港
町
甘
番

地

町
野
清
太
郎
」
と
何
等
か
の
関
わ
り
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
両
者
の
住
所
が
異
な
る

の
で
無
関
係
か
も
知
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
も
う
一
人
の
小
樽
人
田
口
活（
小
樽
区
港
町
）

の
方
が
、『
小
樽
市
史
』
に
掲
載
さ
れ
た
リ
ス
ト
で
「
海
陸
産
委
託
販
売
商
」
の
「
港

町
三
番
地

田
口
楳
太
郎
」
と
の
繋
が
り
を
連
想
さ
せ
る
。

茨
城
正
収
（
札
幌
村
）
は
、
後
に
北
海
道
教
育
界
の
有
力
者
と
な
る
人
物
で
あ
る
。

彼
は
福
井
・
鯖
江
藩
の
士
族
出
身
で
、
明
治
十
二
年
に
東
京
師
範
学
校
中
等
師
範
科
を

卒
業
後
、
愛
知
・
岡
山
・
鹿
児
島
な
ど
で
教
職
に
従
事
し
、
十
八
年
六
月
、
札
幌
県
師

範
学
校
一
等
教
諭
と
な
っ
た
。
翌
十
九
年
の
北
海
道
師
範
学
校
開
校
時
に
は
校
長
心
得

と
な
り
（
月
俸
五
十
五
円
）、
教
職
員
の
整
備
や
創
立
時
の
諸
事
を
こ
な
し
て
い
る
。

二
十
四
年
に
は
北
海
道
教
育
会
の
創
立
に
参
画
し
、
評
議
員
・
副
会
長
と
し
て
活
躍
し

た
（『
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
分
校
百
年
記
念
誌
』）。
佐
藤
昌
介
な
ど
の
場
合
も
同
様
で
あ

る
が
、
教
職
身
分
の
者
が
こ
の
よ
う
に
国
有
未
開
地
処
分
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
点

が
理
解
し
難
い
。

島
松
村
の
土
居
金
十
郎
と
福
本
安
次
（
二
）
郎
は
、
い
ず
れ
も
山
口
県
団
体
の
一
員

と
し
て
明
治
十
九
年
七
月
二
十
八
日
こ
の
地
に
移
住
し
た
（『
恵
庭
市
史
』）。
移
住
当
時

の
彼
等
の
願
地
は
一
万
坪
だ
っ
た
の
で
、
よ
り
広
大
な
開
墾
地
を
求
め
た
の
か
も
知
れ

な
い
。

鈴
木
豊
三
郎
（
白
石
村
）
は
、
明
治
二
年
東
京
府
南
足
立
郡
江
北
村
に
生
ま
れ
、
十

五
年
に
父
佐
兵
衛
に
伴
わ
れ
て
札
幌
に
移
住
し
た
。
十
七
年
、
父
親
が
白
石
村
北
郷
で

煉
瓦
製
造
工
場
を
創
設
し
た
際
に
そ
の
手
伝
い
を
行
い
、
二
十
三
年
父
の
死
去
と
共
に

家
業
を
継
い
で
煉
瓦
の
改
良
と
事
業
の
拡
張
に
努
め
、
室
蘭
外
数
ヵ
所
に
分
工
場
を
設

表３－１２ 北海道国有未開地大地積貸付現在表（千歳郡千歳村関係）

村 名 字 名
目的
地目

坪 数 成功期間 氏 名 住 所

千歳村 千歳 牧 １９８４３３９ 明治３４－４３ 町野清平 後志国小樽区稲穂町

蘭越村 畑 ８０４９００ 明治３５－４４ 加藤忠吉 栃木県下都賀郡生井村

千歳村 シユクバイ 牧 ４０２９５９ 明治３５－４４ 茨城正収 石狩国札幌郡札幌村

千歳村 畑 ４６８５２０ 明治３５－４２ 小野沢富吉 群馬県多野郡小野村

千歳村 チイカイ及びオルイカ 牧 ７６４６１８ 明治３６－４５ 茨城正収 石狩国札幌郡札幌村

千歳村 ママチ及びシクバイ 牧 ５０８４９０ 明治３６－４５ 関 喜左衛門外２名 胆振国千歳郡千歳村

千歳村 畑 ８９００００ 明治３６－４５ 吉野周太郎 福島県信夫郡野田村

千歳村 畑 ６０００００ 明治３６－４５ 土居金十郎外３名 胆振国千歳郡島松村

千歳村 畑 ６０００００ 明治３６－４５ 福本安次郎外３名 胆振国千歳郡島松村

千歳村 畑 ３０００００ 明治３６－４４ 藤岡勢造 富山県西礪波郡荒川村

長都村 オサツ 畑 ４５００００ 明治３６－４５ 鈴木豊三郎 石狩国札幌郡白石村

千歳村 ママチ 牧 ９６９６６３ 明治３７－４６ 喜多島慶次郎外１名 札幌区南１条西２丁目

千歳村 ケヌチ 畑 ６０７０９０ 明治３７－４６ 岩崎来次郎 群馬県佐波郡玉村町

千歳村 オルイカ 牧 ９４７７２０ 明治３７－４５ 村山コト 石狩国石狩郡石狩町

千歳村 オルイカ 牧 ９８９５００ 明治３７－４５ 田口 活 後志国小樽区港町

千歳村 オルイカ 牧 ９４９４００ 明治３７－４５ 中島房蔵 石狩国石狩郡石狩町

千歳村 シーケヌチ 牧 ９７９７９６ 明治３７－４６ 阿部猪五郎 胆振国虻田郡倶知安村

千歳村 シーケヌチ 牧 ６６８３０４ 明治３７－４６ 藤倉亀吉 胆振国虻田郡真狩村

註� 北海道庁『新撰北海道史』第６巻史料２（１９３７年）より作成。
� この表は明治３０年に制定された「北海道国有未開地処分法」第３条による３０万坪（１００町歩）以上の無償貸付地を示

す。
� 明治３６年１０月３１日現在。
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け
た
。
三
十
八
年
に
は
樺
太
民
政
署
の
委
託
を
受
け
て
同
島
に
渡
り
、
在
来
の
ロ
シ
ア

式
暖
炉
の
改
良
に
尽
く
し
た
。
こ
う
し
た
社
業
の
か
た
わ
ら
、
白
石
村
会
議
員
、
徴
兵

参
事
員
な
ど
の
公
職
を
務
め
、
久
保
兵
太
郎
と
共
に
「
本
道
斯
業
界
の
巨
頭
」
と
な
っ

た
（
前
掲
『
新
聞
と
人
名
録
に
み
る
明
治
の
札
幌
』、『
白
石
村
誌
』）。
ま
た
、
村
山
コ
ト
と

中
島
房
蔵
と
い
う
二
名
の
石
狩
町
在
住
者
が
名
を
連
ね
て
い
る
が
、
両
人
と
も
に
明
治

中
期
の
石
狩
町
で
漁
業
や
商
業
を
営
ん
で
い
る
。
村
山
コ
ト
（
石
狩
親
船
町
南
二
十
番
地
）

は
船
場
町
字
下
テ
イ
ネ
ー
、
同
町
上
テ
イ
ネ
ー
、
弁
天
町
字
川
口
、
弁
天
町
字
大
網
に

そ
れ
ぞ
れ
鮭
漁
場
を
所
有
し
、
中
島
房
蔵
（
港
本
町
）
は
呉
服
・
太
物
・
荒
物
・
雑
貨

商
と
し
て
有
名
で
あ
り
（「
江
別
石
狩
厚
田
有
名
家
紹
介
表
」
明
治
三
十
五
年
頃
、『
石
狩
町

誌
』
中
巻
一
）、
明
治
二
十
四
年
当
時
は
親
船
町
外
九
町
三
村
総
代
人
会
議
の
常
議
員
を

務
め
て
い
る
。

阿
部
猪
五
郎
（
倶
知
安
村
）
は
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
に
阿
波
国
板
野
郡
大
津

村
大
字
長
江
新
田
村
に
生
ま
れ
、
明
治
三
年
に
叔
父
の
阿
部
興
人
の
私
塾
に
入
っ
て
漢

学
を
修
め
た
。
二
十
年
渡
道
し
て
、
従
弟
と
な
る
阿
部
宇
之
八
の
経
営
す
る
北
海
道
毎

日
新
聞
社
に
入
社
、
二
十
五
年
に
は
叔
父
の
滝
本
五
郎
の
経
営
す
る
札
幌
郡
篠
路
村
の

興
産
社
農
場
の
管
理
人
と
し
て
勤
務
し
た
が
、
二
十
九
年
に
な
り
倶
知
安
原
野
に
国
有

未
開
地
一
八
万
坪
の
払
い
下
げ
を
受
け
、
三
十
年
九
月
、
移
住
し
て
開
拓
に
取
り
組
ん

だ
。
三
十
二
年
に
は
倶
知
安
村
総
代
人
、
三
十
三
年
に
は
倶
知
安
村
初
代
農
会
長
、
ま

た
三
十
九
年
四
月
の
二
級
町
村
制
施
行
に
際
し
て
は
村
会
議
員
に
当
選
し
、
大
正
八
年

に
は
北
海
道
会
議
員
に
も
当
選
す
る
な
ど
、
そ
の
政
治
的
手
腕
は
大
い
に
評
価
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
昭
和
十
三
年
十
一
月
に
八
〇
歳
で
死
去
し
た
（『
倶
知
安
町
史
』）。
こ
の

表
の
最
後
に
掲
載
さ
れ
た
藤
倉
亀
吉
（
真
狩
村
）
は
愛
媛
県
人
で
、
明
治
三
十
一
年
九

月
、
倶
知
安
村
か
ら
真
狩
村
の
北
八
線
五
十
番
地
に
移
住
し
て
商
業
を
営
み
、
倶
知
安

方
面
か
ら
物
資
を
輸
入
し
て
地
元
村
民
に
利
便
を
与
え
た
。
三
十
九
年
、
村
会
議
員
に

当
選
し
て
公
事
に
尽
く
す
と
こ
ろ
大
い
に
あ
っ
た
が
、「
家
事
上
郷
里
ニ
引
上
ゲ
再
度

壮
瞥
村
ニ
帰
道
シ
現
ニ
同
地
有
数
ノ
資
産
家
」
と
な
っ
た
（『
真
狩
村
史
』）。
し
か
し
、

藤
倉
は
そ
の
後
再
び
壮
瞥
村
か
ら
真
狩
村
に
戻
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
表
の
意
味
は
、
あ
く
ま
で
も
出
願
し
た
人
物
が
道
庁
に
提
出
し
た
事
業

計
画
に
従
っ
て
無
償
で
貸
与
さ
れ
た
土
地
で
あ
り
、
計
画
期
間
内
に
開
拓
に
成
功
し
た

か
否
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
藤
倉
亀
吉
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

未
開
地
付
与
願

胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
村
字
シ
ー
ケ
ヌ
チ

一

貸
付
地
弐
百
弐
拾
弐
町
七
段
六
畝
弐
拾
四
歩

但

明
治
参
拾
六
年
拾
月
弐
拾
四
日
指
令
第
四
四
四
七
号
ヲ
以
テ
貸
付
許
可
ヲ
受
ケ
タ

ル
モ
ノ

右
ハ
今
般
予
定
ノ
通
リ
成
功
致
候
間
付
与
相
成
度
此
段
相
願
候
也

大
正
弐
年
七
月
廿
八
日

胆
振
国
虻
田
郡
真
狩
村

字
真
狩
別
北
八
線
五
拾
番
地

藤
倉
亀
吉

札
幌
区
北
参
条
東
四
丁
目
番
外
地右

代
理
人

阿
部
宇
之
八

印

北
海
道
庁
長
官

中
村
純
九
郎
殿

（
北
海
道
立
図
書
館
北
方
資
料
室
所
蔵
「
阿
部
家
文
書

阿
部
宇
之
八
関
係
書
類
そ
の

一
」）

こ
の
代
理
申
請
に
対
し
て
北
海
道
庁
札
幌
支
庁
は
、
大
正
二
年
十
一
月
十
一
日
付
け

で
「
一
、
本
願
地
ハ
其
成
功
付
与
程
度
ニ
達
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
願
書
返
付
ス
」
と
回
答
し

て
い
る
。
要
す
る
に
藤
倉
の
開
拓
は
不
十
分
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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藤
倉
の
代
理
人
と
な
っ
た
阿
部
宇
之
八
は
、
明
治
・
大
正
期
の
札
幌
に
お
け
る
政
界
・

実
業
界
の
要
人
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
り
、
と
り
わ
け
言
論
人
と
し
て
は
、『
北

海
道
毎
日
新
聞
』
や
『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
の
経
営
に
関
わ
っ
て
大
き
な
足
跡
を
残
し
て

い
る
。
大
正
二
年
の
阿
部
は
、
七
月
十
四
日
札
幌
区
長
に
当
選
し
、
そ
の
後
札
幌
区
教

育
会
長
に
就
任
し
て
い
る
（『
阿
部
宇
之
八
伝
』）。
阿
部
が
な
ぜ
藤
倉
の
代
理
人
と
な
っ

た
の
か
そ
の
詳
し
い
経
過
は
不
明
だ
が
、
倶
知
安
村
の
阿
部
猪
五
郎
が
阿
部
宇
之
八
と

親
戚
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
藤
倉
も
倶
知
安
村
在
住

の
時
期
が
あ
る
の
で
、
彼
は
阿
部
猪
五
郎
と
お
そ
ら
く
面
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
阿
部
の
経
歴
か
ら
判
断
す
る
と
や
や
違
和
感
の
残
る
代
理
業
務
で

あ
る
。

二．

移
住
政
策
と
移
民

近
代
の
北
海
道
移
民
政
策

近
代
の
北
海
道
で
は
、
先
住
の
ア
イ
ヌ
民
族
が
狩
猟
・
採
集
を
中
心
と
す
る
人
び
と

で
あ
り
、
ま
た
、
和
人
人
口
も
ご
く
少
数
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
開
拓
の
労
働

力
と
し
て
「
内
地
」
か
ら
大
量
の
移
民
を
受
入
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

移
民
は
、
開
拓
使
時
代
に
典
型
的
だ
っ
た
士
族
移
民
や
屯
田
兵
（
士
族
屯
田
）
を
筆
頭

に
し
て
、
明
治
十
年
代
に
な
る
と
会
社
・
組
合
組
織
の
移
民
が
顕
著
と
な
り
、
明
治
十

九
年
の
北
海
道
庁
時
代
に
入
る
と
、
内
地
農
村
に
お
け
る
農
民
層
の
分
解
が
進
行
し
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
次
第
に
一
般
の
農
業
目
的
の
移
民
が
増
加
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
北
海
道
移
民
と
い
っ
て
も
時
期
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
の
移
民
に
対
し
て
は
、
開
拓
使
・
三
県
時
代
を
通
し
て
、
移
住
者
に
対
す

る
渡
航
費
や
移
住
後
の
住
宅
・
農
具
・
食
糧
等
を
給
与
す
る
保
護
移
民
政
策
が
採
用
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
道
庁
時
代
に
入
る
と
、
政
府
の
財
政
事
情
と
よ
り
効
率
的
な
移

民
政
策
の
実
現
を
求
め
て
、
こ
の
よ
う
な
保
護
移
民
政
策
は
全
面
的
に
廃
止
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、「
岩
村
長
官
施
政
方
針
演
説
書
」
に
お
い
て
、「
移
住
民

ヲ
奨
励
保
護
ス
ル
ノ
道
多
シ
ト
雖
モ
、
渡
航
費
ヲ
給
与
シ
テ
、
内
地
無
頼
ノ
徒
ヲ
召
募

シ
、
北
海
道
ヲ
以
テ
貧
民
ノ
淵
藪
ト
為
ス
如
キ
ハ
、
策
ノ
宜
シ
キ
者
ニ
非
ズ
。
是
レ
、

昨
年
政
府
ニ
上
請
シ
テ
、
渡
航
規
則
廃
止
ノ
廃
令
ア
リ
タ
ル
所
以
ナ
リ
」（
北
海
道
庁『
新

撰
北
海
道
史
』
第
六
巻
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

た
だ
し
、
移
民
保
護
政
策
が
例
外
的
に
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
大
水
害
に
よ
っ

て
明
治
二
十
二
年
に
奈
良
県
十
津
川
村
か
ら
空
知
の
ト
ッ
ク
（
徳
久
）
原
野
に
移
住
し

た
十
津
川
団
体
（
六
〇
〇
戸
・
三
六
九
一
人
）、
同
じ
く
水
害
の
た
め
に
四
十
一
・
四

十
二
年
の
両
年
に
わ
た
り
胆
振
地
方
に
移
住
し
た
山
梨
団
体
（
四
〇
七
戸
・
一
九
五
六

人
）
の
場
合
が
あ
る
。
十
津
川
団
体
に
は
約
一
七
万
円
の
補
助
金
が
与
え
ら
れ
、
移
住

に
要
す
る
旅
費
・
家
具
の
支
給
、
移
住
地
の
道
路
整
備
・
排
水
・
住
宅
・
井
戸
掘
り
、

馬
の
購
入
費
等
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
山
梨
団
体
に
は
約
一
五
万
円
の
補
助
金
が
与
え

ら
れ
、
移
住
旅
費
・
食
費
・
家
具
・
農
具
・
種
子
等
に
支
出
さ
れ
た
。

以
上
の
特
別
の
ケ
ー
ス
を
除
い
て
、
道
庁
時
代
に
な
る
と
一
般
の
自
作
目
的
の
移
民

に
は
、
出
発
地
か
ら
北
海
道
ま
で
の
汽
車
・
汽
船
賃
等
の
旅
費
に
関
す
る
割
引
制
度
が

設
け
ら
れ
、
ま
た
一
戸
当
り
一
万
五
〇
〇
〇
坪
（
五
町
歩
）
の
開
墾
地
が
貸
付
さ
れ
た

も
の
の
、
自
費
に
よ
る
移
住
・
開
墾
が
原
則
と
さ
れ
た
。
こ
の
自
費
移
住
を
基
本
と
し

た
移
民
政
策
は
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
大
正
十
年
代
ま
で
の
北
海
道
移
民
の
最
盛
期
を

通
じ
て
一
貫
し
て
取
ら
れ
た
政
策
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
府
県
の
農
村
に
お
け
る
農
民
層
分
解
の
進
行
と
農
村
過
剰
人
口
の
形
成
と

い
う
事
態
を
背
景
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
農
村
地
帯
か
ら
東
京
・
大
阪
と
い
っ
た
大
都
市

や
北
海
道
と
い
う
新
し
い
開
拓
地
に
向
け
て
大
量
の
人
口
移
動
が
み
ら
れ
た
の
で
あ

る
。だ

が
北
海
道
移
民
の
ピ
ー
ク
は
、
北
海
道
庁
が
「
開
道
五
十
年
」
を
祝
っ
て
盛
大
な

式
典
を
実
施
し
た
大
正
七
年
の
翌
年
に
あ
た
る
八
年
の
九
万
一
四
六
五
人
で
あ
り
、
こ

れ
を
境
と
し
て
北
海
道
へ
の
移
民
は
減
少
傾
向
に
転
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
憂
慮

５８４
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し
た
北
海
道
庁
は
、
大
正
十
三
年
七
月
、『
北
海
道
移
民
ノ
現
状
及
其
保
護
奨
励
方
策

概
要
』
を
作
成
し
、
道
庁
の
移
民
政
策
の
見
直
し
を
主
張
し
た
。

『
北
海
道
移
民
ノ
現
状
及
其
保
護
奨
励
方
策
概
要
』
の
指
摘

同
書
は
、
大
正
期
に
入
っ
て
北
海
道
移
民
の
減
少
傾
向
が
続
い
て
い
る
原
因
と
し
て

次
の
諸
点
を
あ
げ
て
い
る
。

�

第
一
次
世
界
大
戦
の
終
了
後
、
日
本
経
済
は
そ
の
反
動
不
況
に
陥
っ
た
こ
と
。

と
り
わ
け
北
海
道
産
の
澱
粉
・
青
豌
豆
・
菜
豆
・
亜
麻
製
品
等
は
、
大
戦
中
海
外

輸
出
が
大
幅
に
伸
び
て
農
産
物
価
格
が
上
昇
し
、
北
海
道
農
業
の
発
展
は
目
覚
し

い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
と
と
も
に
北
海
道
移
民
の
増
加
も
著
し
い
も
の
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
大
戦
の
終
了
後
「
是
等
ノ
農
産
物
ノ
価
格
低
落
シ
、
交
通
機
関
不

備
ナ
ル
為
メ
運
搬
費
ニ
多
ク
ヲ
要
シ
農
家
ノ
収
入
減
少
」
が
み
ら
れ
た
こ
と
、

�

世
界
大
戦
終
了
後
、
前
述
の
よ
う
に
日
本
経
済
は
不
況
に
陥
っ
た
が
、「
商
工

業
ノ
如
キ
ハ
比
較
的
急
減
ノ
打
撃
ヲ
蒙
ラ
ス
シ
テ
、
都
会
ニ
於
ケ
ル
労
働
費
ノ
如

キ
ハ
低
落
セ
サ
ル
ガ
為
メ
労
働
ニ
堪
ユ
ル
モ
ノ
ハ
農
村
ヲ
捨
テ
テ
都
会
ニ
集
注
ス

ル
ノ
趨
勢
ヲ
呈
」
す
る
と
と
も
に
、
大
戦
中
の
好
景
気
の
影
響
を
受
け
て
「
民
心

一
般
ニ
荒
廃
シ
テ
浮
華
軽
佻
移
住
ノ
如
キ
堅
固
ノ
信
念
ト
不
抜
ノ
忍
耐
ヲ
要
ス
ル

事
業
」
は
嫌
わ
れ
た
こ
と
、

�

府
県
で
は
、
北
海
道
移
民
の
宣
伝
を
行
な
っ
て
移
民
勧
誘
に
一
役
買
っ
て
い
る

が
、
市
町
村
当
局
や
地
主
層
は
小
作
人
等
の
労
働
力
が
欠
乏
す
る
こ
と
を
恐
れ
て

「
渡
道
者
ヲ
抑
止
ス
ル
傾
向
」
が
み
ら
れ
る
こ
と
、

�

北
海
道
の
開
拓
農
村
は
、
面
積
が
広
大
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
口
が
比
較

的
少
な
い
た
め
「
町
村
住
民
ノ
税
金
其
他
ノ
負
担
過
重
」
な
こ
と
、

�

北
海
道
の
開
拓
地
の
神
社
・
寺
院
・
学
校
・
医
療
機
関
・
道
路
・
橋
梁
等
の
諸

施
設
は
府
県
に
比
較
し
て
や
や
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、こ
の
点
を「
誇

大
ニ
宣
伝
セ
ラ
レ
タ
ル
為
メ
移
住
心
ヲ
阻
止
」
し
て
い
る
こ
と
、

�

移
住
起
業
者
に
対
す
る
産
業
資
金
供
給
の
ル
ー
ト
が
不
十
分
な
た
め
、
常
に
資

金
の
欠
乏
に
苦
し
む
ケ
ー
ス
が
多
く
、
ま
た
一
般
的
に
高
金
利
で
あ
る
こ
と
か

ら
、「
起
業
成
功
ノ
際
ハ
貸
付
地
ハ
人
手
ニ
渡
リ
既
往
ノ
苦
心
ノ
甲
斐
ナ
キ
場
合
」

が
多
い
こ
と
、

北
海
道
庁
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
が
複
合
的
に
作
用
し
て
北
海
道
へ
の
移
住
民
が

減
少
し
た
と
指
摘
す
る
と
共
に
、
今
後
の
北
海
道
に
お
け
る
移
民
収
容
見
込
を
北
海
道

の
農
家
戸
数
の
現
状
か
ら
約
一
二
万
戸
と
試
算
す
る
。
こ
の
内
、
六
万
戸
は
自
然
増
加

す
る
も
の
と
見
な
せ
ば
、
府
県
か
ら
移
住
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
残
り
の
六
万
戸

で
あ
る
。
そ
し
て
、
毎
年
三
〇
〇
〇
戸
が
移
住
す
る
と
す
れ
ば
、
今
後
二
〇
年
間
で
六

万
戸
の
移
民
を
収
容
で
き
る
と
予
測
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
移
民
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
保
護
と
奨
励
を
行
な
う
べ
き
か
。
同

書
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
道
庁
時
代
初
期
の
移
民
に
対
す
る
間
接
保
護
政
策

は
、
必
ず
し
も
「
独
立
自
営
的
」
移
住
者
の
増
加
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
が
、
国
有

未
開
の
大
地
積
処
分
を
受
け
た
内
地
資
本
が
払
下
げ
を
受
け
た
殖
民
地
に
対
す
る
積
極

的
な
投
資
を
行
い
、
そ
の
下
で
多
く
の
開
墾
小
作
に
従
事
す
る
移
民
が
来
道
し
た
。
し

か
し
、
優
良
な
国
有
未
開
地
の
減
少
と
共
に
内
地
資
本
の
投
資
意
欲
が
衰
え
、
そ
れ
に

つ
れ
て
小
作
移
民
の
入
地
も
減
少
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
内

地
資
本
に
委
ね
る
「
放
任
主
義
」
の
ま
ま
で
は
、
開
拓
事
業
の
達
成
と
い
う
所
期
の
目

的
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後
は
北
海
道
移
民

政
策
も
、「
道
庁
直
接
ノ
事
業
ト
ナ
シ
移
住
者
ニ
相
当
保
護
ヲ
加
ヘ
、
彼
等
ヲ
シ
テ
生

業
ニ
就
キ
其
ノ
堵
ニ
安
ン
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ヘ
キ
方
策
」
を
立
て
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
頃
か
ら
、
内
地
の
農
村
過
剰
人
口
は
日
露
戦
争
後
に
日
本
が
獲

得
し
た
樺
太
・
朝
鮮
等
の
国
外
の
植
民
地
に
向
か
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
傾
向
は
昭
和

期
に
入
っ
て
も
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
道
庁
の
危
機
意
識
を

よ
り
一
層
強
め
た
。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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こ
う
し
た
北
海
道
庁
側
の
事
情
に
一
種
の
追
い
風
と
な
っ
た
の
が
、
大
正
十
二
年
九

月
一
日
の
関
東
大
震
災
で
あ
る
。
震
災
直
後
の
同
年
十
月
、
内
務
省
社
会
局
は
、
罹
災

民
の
中
で
四
三
〇
戸
の
北
海
道
移
住
者
に
対
し
て
一
戸
当
り
三
〇
〇
円
の
移
住
補
助
費

を
支
給
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（
翌
十
三
年
二
月
、
四
五
〇
戸
に
増
加
）。
こ
の
政
策

は
、
震
災
に
よ
る
罹
災
者
の
保
護
と
い
う
社
会
政
策
的
な
側
面
に
止
ま
ら
ず
、
人
口
問

題
と
食
糧
問
題
の
解
決
を
北
海
道
開
拓
政
策
の
中
に
見
出
そ
う
と
い
う
政
府
の
方
針
も

意
図
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
移
民
事
業
の
実
施
機
関
は
北
海
道
庁
で
あ
り
、
移
住
者
の
資

格
を
審
査
し
た
う
え
で
移
住
を
許
可
し
、
指
定
し
た
特
定
地
を
貸
し
付
け
て
補
助
金
を

交
付
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
移
民
は
、
一
般
の
補
助
を
受
け
な
い
移
民
（
自
由

移
民
と
も
呼
ば
れ
た
）
と
区
別
し
て
「
補
助
移
民
」
も
し
く
は
「
許
可
移
民
」
と
呼
ば

れ
た
が
、
こ
の
公
費
補
助
を
受
け
た
移
民
制
度
は
、
後
に
昭
和
二
年
か
ら
の
北
海
道
第

二
期
拓
殖
計
画
に
お
い
て
も
、
北
海
道
庁
に
よ
る
許
可
移
民
事
業
と
し
て
継
承
さ
れ
て

い
る
。

北
海
道
移
民
の
統
計
的

概
観
と
出
身
地
域

日
本
国
内
の
人
口
移

動
が
活
発
と
な
り
、
首

都
の
東
京
や
経
済
的
発

展
の
目
覚
ま
し
い
大
阪

周
辺
へ
の
人
口
流
入
が

顕
著
に
な
る
の
は
、
明

治
維
新
以
後
の
こ
と

だ
っ
た
。
東
京
や
大
阪

へ
の
人
口
流
入
は
、
そ

れ
以
外
の
地
域
か
ら
人

口
が
流
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
明
治
二
十
年
代
に
入
っ
て
人
口
の
流
動
化
現
象
が

全
国
的
に
拡
大
す
る
な
か
で
、
東
京
や
大
阪
に
次
い
で
多
く
の
流
入
人
口
を
「
移
民
」

と
し
て
受
け
入
れ
た
地
域
が
北
海
道
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
二
十
年
代
に
入
る
と
内

地
府
県
か
ら
北
海
道
へ
の
移
民
が
増
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
正
十
年
頃
ま
で
の
約
三

〇
年
間
は
い
わ
ば
「
北
海
道
移
住
の
時
代
」
で
あ
っ
た
。

明
治
十
九
年
か
ら
大
正
十
一
年
ま
で
の
三
七
年
間
に
お
け
る
北
海
道
移
民
の
総
数
は

五
五
万
一
六
五
〇
戸
・
二
〇
一
万
四
六
〇
三
人
に
達
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
近
代
の
北

海
道
開
拓
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
、
北
海
道
移
民
に
関
す
る
統
計
基
準

が
変
更
さ
れ
、
従
来
の
「
転
籍
者
」
の
み
か
ら
「
寄
留
者
」
を
合
算
す
る
よ
う
に
な
っ

た
明
治
二
十
五
年

か
ら
大
正
十
年
ま

で
の
三
〇
年
間
に

お
け
る
移
住
の
全

体
的
傾
向
を
送
出

地
方
別
に
示
す

と
、
図
３－

４
の

よ
う
に
な
る
。
み

ら
れ
る
よ
う
に
移

民
の
増
減
傾
向
に

は
三
つ
の
ピ
ー
ク

が
あ
り
、
日
清
戦

争
後
の
明
治
三
十

年
を
第
一
の
ピ
ー

ク
と
し
、
日
露
戦

争
後
の
四
十
一
年

表３－１３ 北海道移民の主要送出府県

Ⅰ 明治２７～３１ Ⅱ 明治３８～４２ Ⅲ 大正４～８

１ 石川 ８，６９５戸 １ 富山 ９，１２６戸 １ 青森 １１，０７９戸

２ 富山 ７，３５１ ２ 新潟 ８，４１９ ２ 宮城 １１，０５６

３ 新潟 ６，７５６ ３ 宮城 ７，７０５ ３ 秋田 １０，２６８

４ 青森 ５，９８８ ４ 石川 ６，８４６ ４ 新潟 ９，２２３

５ 福井 ５，６２９ ５ 青森 ６，６９２ ５ 岩手 ７，４７３

６ 秋田 ４，８０４ ６ 秋田 ６，４３３ ６ 山形 ６，９５９

１～６計 ３９，２２３ １～６計 ４５，２２１ １～６計 ５６，０５８

７ 岩手 ３，２２９ ７ 岩手 ５，１５７ ７ 福島 ６，６８６

８ 香川 ３，０２３ ８ 山形 ５，００３ ８ 富山 ６，３７０

９ 山形 ２，６３０ ９ 福島 ５，００２ ９ 石川 ５，４７３

１０ 徳島 ２，４４８ １０ 福井 ４，１２１ １０ 東京 ３，３３２

１１ 宮城 １，９４７ １１ 岐阜 ３，３７７ １１ 岐阜 ２，８３０

１２ 愛媛 １，８２４ １２ 徳島 ３，１０３ １２ 福井 ２，７５２

１～１２計 ５４，３２４ １～１２計 ７０，９８４ １～１２計 ８２，５０１

全国 ７２，９９４ 全国 ９４，７５８ 全国 １１３，６０２
上位６県の比重 ５３．７％ 上位６県の比重 ４７．７％ 上位６県の比重 ４９．３％
上位１２県の比重 ７４．５％ 上位１２県の比重 ７４．９％ 上位１２県の比重 ７３．５％

註� 永井秀夫「北海道移住と府県の状況」（北海道道史編集所『新しい道
史』第１９号、１９６６年）より。

� 原表の数字を一部訂正

図３－４ 北海道移民の地方別増減
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が
こ
れ
に
続
く
第
二
の
ピ
ー
ク
を
形
成
し
、
最
後
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
大
正
八
年

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ピ
ー
ク
時
に
移
民
を
送
り
出
し
た
府
県
別
の
数
字
を
示

す
と
石
川
県
・
富
山
県
・
青
森
県
の
順
と
な
っ
て
お
り
（
表
３－

１３
）、
移
民
の
送
出

地
域
が
次
第
に
北
上
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
三
〇
年
間
に
お
け
る
移
民
の
合
計
は
一
八
八
万
七
七
〇
六
人
で
あ
る
が
、
地
方

別
に
み
る
と
東
北
地
方
が
七
六
万
七
六
二
人
（
全
体
の
四
〇
・
三
�
）
で
最
も
多
く
、

次
い
で
北
陸
地
方
が
五
六
万
一
七
〇
三
人
（
同
二
九
・
七
�
）、
そ
し
て
四
国
地
方
は

一
四
万
四
一
八
六
人
（
七
・
六
�
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
三
地
区
で
全
体
の
七
七
・

六
�
と
い
う
高
い
比
率
を
示
し
て
い
る
。
北
海
道
移
民
の
主
要
な
送
出
基
盤
は
東
北
地

方
と
北
陸
地
方
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
に
四
国
地
方
が
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

移
住
の
時
期
と
形
態

移
住
時
期
の
推
移
を
み
る
と
、
明
治
二
十
年
代
末
期
に
は
北
陸
地
方
や
四
国
地
方
か

ら
の
移
民
が
多
か
っ
た
が
、
三
十
年
代
後
期
に
な
る
と
北
陸
地
方
に
か
わ
っ
て
東
北
地

方
の
移
民
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
分
岐
点
は
三
十
八
年
で
あ
る
が
、
こ

の
時
期
の
東
北
各
県
で
は
三
十
五
年
の
凶
作
に
よ
っ
て
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
、
県
庁
が
そ

の
対
策
と
し
て
北
海
道
移
住
を
奨
励
し
た
こ
と
と
日
露
戦
争
後
の
経
済
不
況
が
重
な
っ

た
た
め
で
あ
る
。
四
十
三
年
に
は
五
万
八
九
〇
五
人
に
ま
で
減
少
す
る
が
、
基
本
的
に

は
従
来
の
傾
向
を
持
続
し
た
ま
ま
大
正
期
に
向
け
て
移
民
が
増
加
し
て
ゆ
き
、
大
正
八

年
の
九
万
一
四
六
五
人
を
最
後
に
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
以
後
、
戦
後
開
拓
の
一

時
期
を
除
い
て
北
海
道
移
民
が
増
加
に
転
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

移
住
の
形
態
を
み
る
と
、
同
時
期
の
西
日
本
に
多
か
っ
た
海
外
移
民
の
場
合
、
男
性

労
働
力
中
心
の
出
稼
ぎ
的
な
移
民
で
回
帰
型
の
移
住
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
北
海
道
移

民
は
最
初
か
ら
開
拓
を
目
的
と
す
る
農
業
移
民
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
開
墾
労
働
力

の
確
保
を
前
提
と
し
た
単
独
の
挙
家
移
住
が
多
か
っ
た
。
北
海
道
庁
は
、
単
独
の
移
住

よ
り
も
団
体
移
住
の
方
が
よ
り
効
果
が
上
が
る
と
し
て
明
治
二
十
五
年
に
「
団
結
移
住

者
取
扱
ニ
関
ス
ル
件
」
を
府
県
に
通
達
し
、
三
十
年
に
は
拓
務
省
が
「
北
海
道
移
住
民

規
則
」
を
制
定
し
、
団
体
移
住
の
場
合
に
は
移
住
地
の
貸
付
な
ど
で
優
遇
措
置
を
講
じ

た
。
こ
う
し
た
団
体
移
民
の
入
植
地
や
屯
田
兵
村
は
、
単
独
移
民
が
入
植
す
る
場
合
の

前
進
基
地
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
移
民
は
最
初
、
気
候
が
比
較
的
温
暖
な
道
南

の
「
旧
開
地
」
や
石
狩
地
方
に
入
植
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
限
界
に
達
す
る
と
道

央
か
ら
道
東
・
道
北
方
面
に
向
か
っ
た
。
た
だ
し
、
移
民
が
最
初
の
入
植
地
に
そ
の
ま

ま
定
住
す
る
事
例
は
少
な
く
、
道
内
で
再
移
住
を
繰
り
返
し
た
後
に
定
着
す
る
こ
と
も

多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
内
の
農
村
は
大
正
期
ま
で
流
動
的
で
不
安
定
な

状
況
が
続
き
、
村
落
構
造
が
安
定
的
と
な
る
の
は
昭
和
期
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

最
後
に
こ
う
し
た
北
海
道
移
民
の
流
入
は
、
道
内
人
口
の
着
実
な
増
加
と
耕
地
面
積

の
増
大
と
な
っ
て
現
れ
た
。
人
口
面
か
ら
み
る
と
、
道
庁
設
置
後
の
明
治
二
十
年
十
二

月
の
全
道
人
口
は
三
二
万
一
一
一
八
人
だ
っ
た
が
、
三
十
年
に
は
七
八
万
六
二
一
一

人
、
四
十
年
に
は
一
三
九
万
七
九
人
、
大
正
六
年
に
は
二
〇
八
万
八
四
五
五
人
と
遂
に

二
〇
〇
万
人
を
超
え
て
い
る
。
そ
の
翌
年
の
同
七
年
、
北
海
道
は
開
拓
使
設
置
か
ら
五

〇
年
目
と
い
う
節
目
の
年
を
迎
え
、
道
庁
は
「
開
道
五
十
年
」
の
盛
大
な
式
典
を
行
う

の
で
あ
る
。

千
歳
地
方
へ
の
移
民

千
歳
原
野
の
区
画
地
貸
し
下
げ
の
開
始
は
明
治
二
十
七
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
同

年
一
月
二
十
三
日
、
千
歳
原
野
を
含
む
一
二
原
野
の
区
画
地
払
い
下
げ
に
関
す
る
北
海

道
庁
告
示
第
三
号
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に
同
日
付
で
次
の
よ
う
な
北
海
道
庁
告
示
第
四
号

が
出
さ
れ
て
い
る
。

北
海
道
庁
告
示
第
四
号

本
年
一
月
当
庁
告
示
第
三
号
区
画
地
貸
下
ニ
付
テ
ハ
明
治
二
十
六
年
三
月
当
庁
令
第
五
号

北
海
道
土
地
払
下
規
則
施
行
手
続
ニ
依
ル
ノ
外
尚
左
ノ
通
心
得
ヘ
シ

明
治
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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北
海
道
庁
長
官

北
垣
国
道

一

当
庁
ニ
於
テ
各
原
野
貸
下
願
書
受
理
期
限
及
土
地
引
渡
期
限
ハ
別
表
ノ
通

但
願
書

受
理
期
限
内
ト
雖
出
願
者
ノ
数
区
画
数
ニ
満
チ
タ
ル
ト
キ
ハ
願
書
受
理
セ
ス

二

貸
下
地
積
ハ
一
戸
ニ
付
一
区
画
即
チ
壱
万
五
千
坪
又
ハ
一
万
五
千
坪
以
内
ト
ス
若
シ

数
区
画
ノ
貸
下
ヲ
必
要
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
詮
議
ノ
上
特
ニ
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア

ル
ヘ
シ

（
略
）

三

貸
下
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
区
画
地
ノ
撰
定
方
ハ
殖
民
課
出
張
員
ノ
指
揮
ニ
従
フ
ヘ
シ

四

貸
下
ヲ
出
願
シ
タ
ル
者
ハ
該
地
殖
民
課
出
張
員
ニ
於
テ
本
人
ヲ
召
喚
シ
其
経
歴
及
成

効
ノ
目
的
等
ヲ
陳
述
セ
シ
ム
ヘ
シ

但
当
庁
ニ
於
テ
貸
下
ノ
指
令
ヲ
得
テ
土
地
受
取
ノ
為
メ
実
地
ニ
出
頭
ス
ル
者
ハ
此
限
ニ

ア
ラ
ス

マ
マ

五

殖
民
課
出
張
員
ニ
於
テ
起
業
方
法
確
実
ト
認
ム
ル
者
ニ
シ
テ
直
ニ
移
住
著
手
ヲ
望
ム

者
ア
ル
ト
キ
ハ
假
ニ
土
地
ノ
引
渡
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

マ
マ

六

前
項
土
地
假
引
渡
ノ
後
三
十
日
以
内
ニ
小
屋
掛
及
開
墾
ニ
著
手
セ
サ
ル
者
ハ
土
地
假

引
渡
ノ
効
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス

七

団
結
移
住
ニ
係
ル
出
願
者
ハ
本
庁
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル
団
結
移
住
手
続
ニ
依
リ
取
扱
ヲ

為
ス
ヘ
シ

区
画
地
貸
下
期
限
表

原
野
名

願
書
受
理
期
限

土
地
引
渡
期
限

千
歳
原
野

明
治
二
十
七
年
二
月
中

明
治
二
十
七
年
三
月
十
一
日
依
リ
四
月
十
日
迄

月
寒
原
野

仝

上

仝

上

近
文
原
野

仝
年
三
月
中

仝
年
四
月
十
五
日
ヨ
リ
五
月
十
四
日
迄

雨
紛
原
野

仝

上

仝

上

（
以
下
略
）

こ
れ
ら
の
告
示
の
よ
う
に
、
千
歳
原
野
を
先
頭
に
し
て
月
寒
原
野
、
近
文
原
野
、
雨

紛
原
野
の
他
、
四
月
以
降
は
軽
川
原
野
、
花
畔
原
野
、
当
別
原
野
、
生
振
原
野
、
篠
津

原
野
、
奈
江
原
野
、
九
月
以
降
は
幌
向
原
野
、
馬
追
原
野
の
各
原
野
が
開
放
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

な
お
、
千
歳
原
野
の
開
放
に
あ
た
っ
て
北
海
道
庁
は
、
同
年
三
月
二
日
、「
千
歳
原

野
ハ
旧
土
人
部
落
ノ
存
在
セ
シ
処
ニ
シ
テ
現
今
居
住
ス
ル
モ
ノ
三
十
余
戸
ア
リ
」
と
し

て
、
彼
等
の
生
活
を
守
る
た
め
に
「
原
野
貸
下
ニ
先
タ
チ
一
戸
一
万
五
千
坪
以
内
ノ
見

込
ヲ
以
テ
現
住
戸
数
ニ
相
当
ス
ル
地
積
ヲ
控
除
」
し
て
「
土
人
保
護
地
」
と
し
、「
官

有
地
第
三
種
ノ
儘
存
置
」
す
る
こ
と
を
本
庁
決
議
し
て
い
る
（
北
海
道
庁
拓
殖
部
『
拓
殖

法
規
』）。

で
は
千
歳
原
野
の
区
画
地
貸
し
下
げ
の
実
態
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

同
年
二
月
六
日
の
『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
は
、「
千
歳
原
野
亦
た
満
員
せ
ん
と
す
」
の

見
出
し
で
次
の
よ
う
に
報
じ
た
。

月
寒
原
野
区
画
地
の
貸
下
出
願
者
満
員
し
た
る
こ
と
は
兼
て
報
道
す
る
如
く
な
る
が
、

仝
原
野
と
同
時
に
貸
下
事
務
を
開
始
し
た
る
千
歳
原
野
区
画
地
の
貸
下
希
望
者
も
亦
た
頗

る
多
く
し
て
、
去
る
三
日
ま
で
に
受
理
し
た
る
願
書
の
み
に
て
も
殆
ど
満
員
す
る
に
至
れ

り
と
、
又
た
該
原
野
の
出
願
者
は
多
く
は
仝
地
最
寄
に
現
住
す
る
も
の
に
て
着
実
の
移
住

民
多
数
を
占
め
居
る
由
な
り
。

そ
の
後
、
二
月
二
十
七
日
の
同
紙
は
「
千
歳
原
野
満
願
と
な
る
」
と
し
て
、
二
月
十

二
日
正
午
を
も
っ
て
七
〇
〇
区
画
す
べ
て
が
貸
し
下
げ
の
申
込
み
で
一
杯
と
な
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
「
続
々
出
願
す
る
も
の
」
が
多
数
い
た
が
す
べ
て
脚
下
さ
れ

た
と
報
じ
て
い
る
。
こ
の
記
事
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
受
付
を
開
始
し
て
わ
ず
か
二
週

間
で
七
〇
〇
区
画
す
べ
て
の
申
込
み
が
限
度
に
達
し
た
こ
と
に
な
り
、
同
原
野
の
人
気

が
極
め
て
高
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
北
海
道
庁
内
務
部
「
明
治
二
十
八

５８８
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年
殖
民
地
区
画
地
貸
下

人
原
籍
別
表
」（
明
治

二
十
九
年
七
月
二
十
三

日
発
行
）
に
よ
れ
ば
、

千
歳
原
野
の
貸
し
下
げ

者
の
道
府
県
別
状
況
は

表
３－

１４
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

こ
の
結
果
を
見
る
と
、
明
治
二
十
八
年
の
場
合
は
全
体
の
八
〇
・
九
�
が
北
海
道
在

住
者
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、「
該
原
野
の
出
願
者
は
多
く
は
仝
地
最
寄
に
現
住
す
る
も

の
に
て
」
と
い
う
前
年
二
月
六
日
の
『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
の
記
事
を
裏
付
け
て
い
る
。

ま
た
、
福
井
・
石
川
・
富
山
の
北
陸
勢
の
申
込
者
が
目
に
付
く
。
し
か
し
、
こ
の
数
字

が
前
年
の
出
願
者
で
直
ち
に
「
満
員
」
に
な
っ
た
と
い
う
報
道
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し

て
い
る
か
は
い
ま
一
つ
明
ら
か
で
は
な
い
。
千
歳
原
野
全
体
の
区
画
数
は
一
〇
〇
二
区

画
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
二
十
七
年
に
第
一
次
分
と
し
て
七
〇
〇
区
画
貸
し
下
げ
、
翌

二
十
八
年
に
第
二
次
分
と
し
て
二
一
五
区
画
貸
し
下
げ
た
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
そ
う

す
る
と
八
七
区
画
が
残
っ
て
い
る
計
算
に
な
る
。
こ
れ
は
第
三
次
分
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。

明
治
二
十
七
年
の
貸
し
下
げ
受
付
時
の
状
況
が
、
翌
二
十
八
年
三
月
、
北
海
道
庁
が

刊
行
し
た
『
北
海
道
殖
民
図
解
』
の
冒
頭
で
「
土
地
貸
下
之
景

千
歳
原
野
ニ
於
ケ
ル

実
況
」
及
び
「
移
民
小
屋
掛
ケ
之
景
」
と
題
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
図
の
説

明
に
よ
る
と
、
千
歳
原
野
の
土
地
貸
し
下
げ
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
図
３－

５
）。

本
図
ハ
明
治
二
十
七
年
春
季
融
雪
ニ
先
チ
胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
原
野
殖
民
課
員
出
張
所

ニ
於
テ
移
民
群
集
土
地
ノ
割
渡
ヲ
受
ル
所
ノ
実
景
ヲ
示
ス
、
該
原
野
ハ
札
幌
ノ
南
東
七
里

ニ
ア
リ
、
吏
員
二
名
、
人
夫
三
名
ニ
テ
原
野
中
ニ
天
幕
弐
個
ヲ
張
リ
一
ヲ
事
務
所
一
ヲ
出

願
人
控
所
ニ
宛
テ
、
日
々
凡
三
十
名
ヲ
召
喚
シ
調
査
ノ
上
貸
下
ク
ヘ
キ
土
地
ヲ
案
内
シ
テ

引
渡
シ
、
直
ニ
開
墾
ニ
着
手
セ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
、
単
独
移
民
百
八
十
八
、
団
結
移
民
二
組

（
六
十
二
人
）
ト
ス

こ
の
殖
民
地
の
貸
し
下
げ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
官
林
だ
っ
た
ネ
シ
コ
シ
、
オ
ル
イ

カ
、
ケ
ヌ
フ
チ
の
各
地
区
に
単
独
移
民
一
八
八
名
と
団
体
移
民
二
組
と
が
入
地
し
た
。

「
越
前
移
住
者
」
と
呼
ば
れ
た
関
喜
左
衛
門
の
率
い
る
福
井
県
人
九
戸
が
入
植
し
た
の

も
こ
の
時
で
あ
る
が
、
こ
の
団
体
は
大
正
十
一
年
に
は
二
戸
に
減
少
し
た
。
明
治
二
十

九
年
に
は
、
ケ
ヌ
プ
チ
川
の
上
流
の
シ
ー
ケ
ヌ
フ
チ
地
区
に
も
入
植
者
が
あ
っ
て
開
拓

が
進
め
ら
れ
た
。

ち
な
み
に
、
一
戸
四
名
（
大
人
二
名
、
老
幼
二
名
）
が
自
費
に
よ
り
北
海
道
へ
移
住

し
た
場
合
の
一
年
間
の
必
要
経
費
は
概
算
し
て
次
の
よ
う
な
額
だ
っ
た
（
北
海
道
庁
内

務
部
殖
民
課
『
第
一
北
海
道
土
地
処
分
案
内
』）。
米
価
で
換
算
す
る
と
、
お
お
む
ね
現
在

表３－１４ 千歳原野の区画地
貸し下げ者（明治２８年）

原 籍 人 数 比率

北海道 １７４ ８０．９

青 森 ３

岩 手 ３

山 形 １

新 潟 ３

石 川 ８

富 山 ５

福 井 ９

岐 阜 ２

兵 庫 １

広 島 ２

山 口 １

徳 島 ３

合 計 ２１５ １００

図３－５ 千歳村の移民（『北海道殖民図解』に掲載された
「移民小屋掛ケ之景」及び「土地貸下ノ景」）

第３章 戸長役場と千歳村の行財政

５８９
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の
四
一
万
七
〇
〇
〇
円
程
度
に
な
ろ
う
か
。

家
屋

一
八
円
三
二
銭

家
具

八
円
六
二
銭

食
料

五
三
円
六
五
銭
五
厘

農
具

二
二
円
五
一
銭

合
計

一
〇
三
円
一
〇
銭
五
厘

関
喜
左
衛
門
と
森
井
平
兵
衛

こ
の
明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
千
歳
村
へ
の
移
民
の
代
表
的
な
存
在
が
、
明
治
二
十

七
年
に
福
井
県
吉
田
郡
河
合
村
か
ら
千
歳
村
字
ネ
シ
コ
シ
に
集
団
移
住
し
た
関
喜
左
衛

門
と
二
十
九
年
頃
に
千
歳
村
字
ケ
ヌ
フ
チ
に
入
植
し
た
森
井
平
兵
衛
で
あ
る
。

ま
ず
千
歳
原
野
開
放
の
年
に
移
住
し
た
関
喜
左
衛
門
は
、
郷
里
福
井
県
に
お
い
て

「
世
々
農
を
業
と
し
、
多
少
の
土
地
を
所
有
し
相
当
の
生
計
を
営
み
た
れ
と
も
後
失
敗

し
て
土
地
を
失
ひ
」、
種
々
の
職
業
を
転
々
と
す
る
中
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開

す
る
た
め
に
「
断
然
移
住
の
志
」
を
起
こ
し
た
。
た
ま
た
ま
北
海
道
に
移
住
し
た
同
郷

人
の
成
功
談
を
聞
く
機
会
が
あ
り
、
そ
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
あ
っ
て
団
体
移
住
を
計
画
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
に
記
す
よ
う
に
そ
の
開
墾
は
困
難
を
極
め
た
。

即
ち
郷
党
六
十
余
戸
団
体
移
住
の
議
成
り
喜
左
衛
門
亦
其
の
一
員
に
加
は
り
、
明
治
二

十
六
年
現
住
地
の
予
定
存
置
を
出
願
し
翌
二
十
七
年
早
春
許
可
を
得
た
り
、
喜
左
衛
門
等

乃
ち
同
年
四
月
を
以
て
渡
道
し
暫
く
足
を
札
幌
郡
広
島
村
に
止
め
、
五
月
を
以
て
吏
員
の

踏
検
を
受
け
各
戸
土
地
の
割
渡
を
受
け
た
り
、
然
る
に
現
地
に
入
り
て
其
の
状
態
を
一
見

す
る
や
非
常
な
る
湿
地
に
し
て
満
目
丈
余
の
蘆
あ
る
の
み
、
試
に
之
を
踏
め
は
泥
濘
膝
を

没
す
る
状
態
に
し
て
到
底
開
墾
の
見
込
な
き
を
以
て
六
十
余
戸
の
内
三
十
七
戸
の
同
志
は

直
ち
に
素
志
を
棄
て
或
は
郷
に
帰
り
或
は
離
散
す
る
に
至
り
、
残
余
の
二
十
五
戸
亦
躊
躇

決
せ
さ
る
の
色
あ
り
、
村
吏
の
叱
責
を
受
け
又
喜
左
衛
門
の
誓
て
成
功
の
目
途
あ
り
と
主

張
せ
る
に
動
き
漸
く
此
等
二
十
五
戸
は
各
其
の
貸
付
地
に
入
れ
る
も
、
元
よ
り
斯
く
の
如

き
泥
炭
湿
地
を
改
良
す
る
こ
と
容
易
な
ら
さ
る
に
加
へ
、
後
年
屡
風
水
害
を
蒙
り
た
る
か

為
め
数
年
な
ら
す
し
て
離
散
し
去
る
も
の
多
く
、
今
日
に
於
て
は
喜
左
衛
門
外
二
戸
残
留

す
る
の
み
に
て
全
然
団
体
の
実
を
止
め
さ
る
に
至
れ
り
、

（
北
海
道
庁
第
五
部
『
移
住
者
成
績
調
査
』
第
二
篇
）

関
の
開
墾
へ
の
飽
く
こ
と
の
な
い
努
力
は
こ
の
逆
境
の
中
か
ら
始
ま
る
。
彼
は
水
田

稲
作
の
実
現
を
確
信
し
て
灌
漑
用
水
溝
の
掘
削
に
取
り
か
か
り
、
入
植
し
た
明
治
二
十

七
年
中
に
水
田
の
試
験
栽
培
を
開
始
す
る
。
そ
し
て
、
翌
二
十
八
年
に
は
開
墾
地
積
が

水
田
八
反
歩
、
畑
三
反
歩
と
な
り
、
こ
の
内
水
田
、
畑
各
三
反
歩
の
作
付
け
を
行
い
、

水
田
か
ら
は
反
収
二
石
の
収
穫
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
三
十
一
年
の
石
狩
川
大
水
害
や

冷
害
に
襲
わ
れ
、
三
十
六
年
に
は
自
宅
が
全
焼
す
る
等
の
災
難
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
彼

は
こ
れ
ら
の
困
難
に
挫
け
る
こ
と
な
く
、
四
十
年
現
在
、
関
が
墾
成
付
与
を
受
け
た
土

地
は
水
田
五
万
余
坪
、
畑
四
〇
〇
〇
坪
で
あ
っ
た
（
前
掲
書
）。

一
方
、
森
井
平
兵
衛
は
富
山
県
中
新
川
郡
中
加
積
村
の
小
作
農
だ
っ
た
が
、
こ
の
ま

ま
で
は
将
来
へ
の
展
望
を
見
出
せ
な
い
と
し
て
、
明
治
二
十
四
年
十
二
月
に
家
産
を
整

理
し
て
「
漫
然
渡
道
」
し
た
。
そ
し
て
、
様
々
の
職
業
を
遍
歴
し
た
結
果
、「
予
て
熟

練
せ
る
農
業
を
営
む
に
若
か
す
」
と
の
結
論
に
達
し
、
札
幌
郡
新
琴
似
に
お
い
て
小
作

人
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
二
十
九
年
に
笠
原
喜
助
の
経
営
す
る
農
場
小
作
者
監
督
人
と

し
て
現
在
地
、
す
な
わ
ち
千
歳
村
字
ケ
ヌ
フ
チ
に
転
住
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
農
場
は

他
人
が
開
墾
に
着
手
し
た
が
、
成
墾
地
四
町
歩
を
除
い
て
成
功
の
目
途
が
立
た
な
い
ま

ま
中
途
売
却
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
農
場
の
大
部
分
は
一
面
の
深
い
蘆
原
で
排
水
路
の

開
鑿
も
困
難
を
極
め
た
が
、
既
墾
地
四
町
歩
は
小
作
人
七
戸
に
配
当
し
、
別
に
一
戸
あ

た
り
一
町
歩
の
未
墾
地
を
割
当
て
た
。
自
ら
は
一
町
五
反
歩
の
未
墾
地
の
開
墾
に
着
手

し
、
三
十
年
に
は
す
べ
て
開
墾
し
た
。
以
後
、
森
井
は
豊
富
な
自
家
労
働
を
活
用
し
て

未
墾
地
を
次
々
に
開
墾
し
て
は
付
与
さ
れ
、
四
十
年
現
在
の
所
有
地
は
水
田
約
二
〇
町

歩
、
畑
八
反
歩
で
あ
っ
た
（
前
掲
『
移
住
者
成
績
調
査
』
第
二
篇
）。

５９０

第４編 開拓の開始と近代社会の成立
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こ
の
『
移
住
者
成
績
調
査
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
関
や
森
井
は
別
格
か
も
知
れ
な
い

が
、
千
歳
原
野
で
一
般
の
移
民
が
一
万
五
〇
〇
〇
坪
の
小
画
一
区
画
を
経
営
し
た
場
合

の
収
支
決
算
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
が
『
明
治
三
十
八
年

胆
振
国
殖
民
地
調
査
書

附
属

小
農
経
営
法
』（
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
北
方
資
料
室
所
蔵
「
北
海
道
資
料
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
」）
の
中
で
「
胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
原
野
未
開
地
一
万
五
千
坪
開
墾
収
支
計
算
」
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
原
野
未
開
地
一
万
五
千
坪
開
墾
収
支
計
算
」

こ
の
場
合
、
そ
の
前
提
と
し
て
次
の
よ
う
な
条
件
が
あ
っ
た
。

�

農
場
の
場
所
は
千
歳
原
野
の
漁
川
附
近
と
す
る

�

未
開
地
の
三
分
の
二
は
四
等
地
（「
砂
質
壌
土
若
し
く
は
之
に
一
寸
内
外
の
火
山
灰
」

で
蔽
わ
れ
て
い
る
が
、
平
低
地
で
は
直
ち
に
開
墾
可
能
な
土
地
）、
三
分
の
一
は
五
等

地
（「
稍
乾
湿
に
偏
す
る
も
灌
漑
排
水
を
施
せ
は
容
易
に
水
田
と
な
る
地
」）
と
す
る

�

家
族
は
壮
年
の
男
女
二
人
、
老
幼
の
男
女
三
人
の
計
五
人
と
し
て
、
一
家
一
日
の
労

働
力
を
二
人
と
仮
定
す
る

�

原
野
に
は
四
月
中
旬
に
入
植
し
て
ま
ず
家
屋
建
築
な
ど
に
従
事
し
、
五
月
一
日
よ
り

開
墾
に
着
手
す
る
、
次
年
度
か
ら
は
四
月
中
旬
か
ら
十
一
月
中
旬
ま
で
を
開
墾
及
び
耕

作
期
間
と
し
、
残
り
の
期
間
は
伐
木
及
び
農
産
物
製
造
そ
の
他
副
業
に
従
事
す
る
も
の

と
す
る

�

開
墾
耕
作
の
方
法
・
労
力
耕
作
物
の
種
類
は
、
お
お
む
ね
千
歳
地
方
の
状
況
に
倣

い
、
最
初
は
自
家
食
用
作
物
、
次
に
販
売
用
作
物
を
耕
作
す
る
、
開
墾
が
進
ん
で
行
く

に
従
っ
て
水
田
化
し
、
四
年
間
で
開
墾
を
完
了
さ
せ
る
、
こ
の
四
年
間
に
開
墾
し
た
土

地
は
人
力
に
よ
っ
て
耕
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
さ
ら
に
一
年
間
を
加
え
た
五
年

間
で
完
全
に
成
墾
す
る
も
の
と
す
る

こ
の
収
支
計
算
の
詳
し
い
内
訳
を
紹
介
す
る
こ
と
は
省
く
が
、「
初
年
度
に
於
て
六

拾
五
円
六
拾
壱
銭
七
厘
の
趺
損
を
生
す
る
も
次
年
よ
り
は
漸
次
利
益
を
見
、
四
、
五
年

度
に
至
り
て
は
一
ケ
年
六
拾
円
内
外
の
純
益
あ
る
を
見
る
べ
し
、
尚
ほ
五
年
以
後
の
経

営
時
代
に
進
め
は
水
田
其
他
作
物
の
増
収
あ
る
を
以
て
更
に
其
純
益
を
増
加
す
べ
き
は

炳
か
な
る
も
、
本
農
は
交
通
及
ひ
灌
漑
排
水
の
便
あ
り
、
地
味
亦
大
分
四
等
に
位
す
る

の
地
、
若
し
其
等
便
益
を
欠
き
地
味
劣
る
所
に
於
て
は
自
ら
然
あ
る
能
は
さ
る
な
り
」

と
い
う
の
が
一
つ
の
結
論
だ
っ
た
。
尤
も
こ
の
計
算
は
、「
五
ケ
年
継
続
し
て
資
金
の

如
き
其
の
使
用
年
限
に
よ
り
各
年
の
消
却
と
し
て
見
積
り
た
る
」
場
合
で
あ
る
。

明
治
二
十
年
代
後
期
を
起
点
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
本
格
化
し
た
千
歳
村
の
開
拓

に
つ
い
て
、『
千
歳
外
三
ヶ
村
沿
革
史
』
は
「
殖
民
ノ
歴
史
及
開
墾
」
の
項
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

（
明
治
）
二
十
七
年
二
月
千
歳
川
ヨ
リ
嶋
松
川
マ
テ
国
道
以
北
則
チ
千
歳
、
長
都
、
漁
、

嶋
松
ニ
属
ス
ル
千
歳
原
野
殖
民
区
画
地
ノ
貸
下
ヲ
為
セ
ル
ヨ
リ
著
シ
ク
増
加
シ
、
次
テ
千

歳
川
ノ
以
東
千
歳
村
字
子
シ
コ
シ
、
字
オ
ル
イ
カ
、
字
ケ
ヌ
フ
チ
官
林
ノ
解
除
ア
リ
移
民

誘
導
ニ
依
リ
一
層
戸
口
増
殖
シ
今
日
ノ
村
形
ヲ
為
セ
リ

開
拓
農
民
・
入
植
状
況

本
項
で
は
人
口
統
計
を
中
心
に
扱
う
。

明
治
二
十
五
年
か
ら
大
正
八
年
に
か
け
て
の
千
歳
郡
へ
の
入
植
者
は
、
表
３－

１５
の

よ
う
に
推
移
し
て
い
る
。
第
一
の
ピ
ー
ク
は
明
治
三
十
年
、
第
二
の
ピ
ー
ク
は
四
十
年

か
ら
大
正
初
年
に
か
け
て
で
あ
り
、
年
代
の
節
目
に
多
く
の
人
が
入
植
し
て
い
る
。
入

植
者
を
職
業
別
に
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
農
業
従
事
者
で
あ
っ
た
。
雑
業
従
事
者
が
そ

れ
に
次
ぐ
が
、
特
に
大
正
初
年
に
多
く
入
植
し
て
い
る
。

明
治
十
五
年
か
ら
大
正
六
年
に
か
け
て
の
千
歳
郡
の
人
口
の
推
移
は
、
表
３－

１６
お

よ
び
表
３－

１７
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
同
表
に
よ
り
、
現
在
の
千
歳
市
域（
千
歳
村
・

長
都
村
・
烏
柵
舞
村
・
蘭
越
村
）
の
人
口
が
判
明
す
る
。
明
治
十
五
、
六
年
の
時
点
で

は
、
千
歳
市
域
の
人
口
は
恵
庭
市
域
（
漁
村
・
島
松
村
）
の
人
口
を
上
回
っ
て
い
た
。

二
十
年
に
な
る
と
両
者
の
人
口
は
逆
転
し
て
い
る
。
十
六
年
に
つ
い
て
は
ア
イ
ヌ
人
口

第３章 戸長役場と千歳村の行財政

５９１
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が
判
明
す
る
が
、
千
歳
市
域
で
は
ア
イ
ヌ
人
口
が
和
人
人
口
を
大
き
く
上
回
っ
て
い

た
。
二
十
年
に
な
る
と
、
千
歳
村
で
は
和
人
人
口
が
ア
イ
ヌ
人
口
を
上
回
っ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
（
表
３－

１８
）。

明
治
二
十
年
代
前
半
、
人
口
の
伸
び
は
一
進
一
退
を
繰
り
返
し
た
。
特
に
二
十
五
年

の
人
口
減
は
、
室
蘭－

岩
見
沢
間
の
鉄
道
開
通
の
影
響
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。
二
十
四
年
と
比
べ
る
と
、
千
歳
村
は
七
三
人
、
島
松
村
で
は
六
四
人
の
減
少

を
み
て
い
る
。
両
村
と
も
に
人
口
の
二
割
が
減
少
し
て
い
る
。
明
治
十
六
年
時
点
の
ア

イ
ヌ
人
口
一
〇
八
人
を
用
い
千
歳
村
の
和
人
人
口
を
二
七
二
人
と
し
離
村
者
を
す
べ
て

和
人
と
仮
定
す
る
と
、
千
歳
村
で
は
和
人
の
三
割
が
減
っ
た
こ
と
と
な
る
。
た
だ
両
村

以
外
の
村
で
は
影
響
は
な
く
、
漁
村
で
は
反
対
に
人
口
が
増
加
し
た
。

鉄
道
開
通
の
影
響
に
よ
り
、
人
口
の
減
少
を
み
た
千
歳
村
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
一

時
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
殖
民
地
区
画
の
解
放
が
な
さ
れ
る
二
十
年
代
後
半
に
入
る

と
、
人
口
は
大
き
く
増
加
し
て
い
く
。
人
口
増
加
は
、
恵
庭
市
域
が
千
歳
市
域
に
先
行

し
た
。二
十
六
年
恵
庭
市
域
の
人
口
は
急
増
し
、千
歳
市
域
の
倍
以
上
を
占
め
る
に
至
っ

た
。
同
年
以
降
、
こ
の

格
差
は
長
い
間
継
続
す

る
こ
と
に
な
る
。
恵
庭

市
域
の
な
か
で
は
、
漁

村
が
先
行
し
た
が
、
次

第
に
島
松
村
が
漁
村
を

上
回
っ
て
い
っ
た
。
三

十
九
年
両
村
が
合
併
し

て
恵
庭
村
と
な
る
前

に
、
千
歳
村
も
漁
村
の

人
口
を
上
回
っ
た
。

千
歳
市
域
の
人
口

は
、
二
十
九
年
一
〇
〇

〇
人
、
三
十
五
年
二
〇

〇
〇
人
、
四
十
三
年
三

〇
〇
〇
人
、
大
正
元
年

四
〇
〇
〇
人
を
突
破
し

た
。
地
区
別
に
み
る

表３－１５ 入植者（千歳郡）

戸
人口

職業別
農業 商業 工業 雑業 不詳

男 女 計 戸 人 戸 人 戸 人 戸 人 戸 人
明２０ ４９ １１２ １１０ ２２２ ４９ ２２２
２２ ３ ９ ４ １３ ３ １３
２４ ３ ７ ９ １６ １ ８ １ ２ １ ６
２５ １８ ７８ １５ ７１ １ ３ １ ３ １ １
２６ ４８ ２１９
２７ ６９ ２３８
２８ ５８ １７７ ８８ ２０５ ５４ ２０１ １ １ ３ ３
２９ ６６ １４０ １２３ ２０３ ５８ ２３９ １ １０ ２ ５ ５ ９
３０ １４４ ３２２ ２９４ ６１６ １４３ ６１４ １ ２
３１ ８３ １９３ １６３ ３５６ ８３ ３５６
３２ ３０ ８２ ８５ １６７ ３０ １６７
３３ ５１ １３８ １２１ ２５９ ５１ ２５９
３４ ３９ ７４ ５９ １３３ ３９ １３３
３５ ６０ １３８ １０２ ２４０ ５９ ２３４ １ ５ １
３６ ４６ ５８ ４４ １０２ ４１ ９３ ２ ６ ３ ３
３７ ４２ ７３ ５１ １２４ ３０ ９７ １ ２ １ ２ ５ ８ ５ １５
３８ ６２ ９８ ７４ １７２ ５８ １６６ ３ ３ １ ３
３９ ９１ １５８ １２１ ２７９ ７８ ２５５ １ １ １ ６ １１ １７
４０ １１０ ２３４ ２１４ ４４８ １０２ ４２０ １ ３ ７ ２５
４１ １２０ ２３７ ２０９ ４４６ １１９ ４３８ １ ８
４２ ７８ １４７ ９４ ２４１ ７５ ２３４ ２ ６ １ １
４３ ８８ １８８ １３８ ３２６ ８６ ３１８ １ ７ １ １
４４ ４７ ９１ ９０ １８１ ４２ １７３ ３ ３ ２ ５
大１ ９４ １７７ １５９ ３３６ ６０ ２４０ １ ４ ３２ ９１ １ １
２ ７７ １３６ １２４ ２６０ ５１ ２１９ １ １ ２３ ３７ ２ ３
３ ５７ １３１ １００ ２３１ ４０ １６８ １ ３ ５ １１ ９ ４７ ２ ２
４ ６９ １０４ ９２ １９６ ５６ １８０ １ １ ６ ８ ６ ７
５ ２３ ４１ ３８ ７９ １７ ７０ １ ３ ３ ４ ２ ２
６ １７ ２５ ３２ ５７ １６ ５４ １ ３
７ ３９ ６８ ５７ １２５ ３４ １１３ １ １ ２ ９ ２ ２
８ ５４ １０９ ８５ １９４ ４２ １６４ ２ １０ ４ １３ １ ２ ５ ５

（注）北海道庁『北海道来往住者戸口表』各年より作成。

表３－１６ 千歳郡人口（明１５～１６）

年 村名
本籍 寄留 合計

戸 人 男 女 戸 人 男 女 戸 人 男 女

明１５

千歳村 ３６ １４１ ７３ ６８ １３ ３３ １８ １５ ４９ １７４ ９１ ８３
長都村 ９ ４３ ２２ ２１ ９ ４３ ２２ ２１
烏柵舞村 １４ ４２ ２４ １８ １４ ４２ ２４ １８
蘭越村 １１ ４７ ２４ ２３ １ ５ １ ４ １２ ５２ ２５ ２７
小計 ７０ ２７３ １４３ １３０ １４ ３８ １９ １９ ８４ ３１１ １６２ １４９
漁村 １１ ４８ ２５ ２３ １６ ４７ ３０ １７ ２７ ９５ ５５ ４０
島松村 ３ １３ ８ ５ １ ２ １ １ ４ １５ ９ ６
小計 １４ ６１ ３３ ２８ １７ ４９ ３１ １８ ３１ １１０ ６４ ４６
計 ８４ ３３４ １７６ １５８ ３１ ８７ ５０ ３７ １１５ ４２１ ２２６ １９５

明１６

村名
和人

アイヌ 合計
戸数 人口

本籍 寄留 計 男 女 計 戸 男 女 戸 人 男 女
千歳村 ７ ５ ２２ ２９ １８ ４９ ２８ ５８ ５０ ５０ １５５ ８７ ６８
長都村 ９ ２２ ２１ ９ ４３ ２２ ２１
烏柵舞村 １ １ １ １ １３ ２４ １８ １４ ４３ ２５ １８
蘭越村 １ １ １ ４ ５ １１ ２３ ２１ １２ ４９ ２４ ２５
小計 ８ ６ ２４ ３１ ２２ ５５ ６１ １２７ １１０ ８５ ２９０ １５８ １３２
漁村 ４ １５ １９ ３４ ２５ ５９ ５ １１ １１ ２４ ８１ ４５ ３６
島松村 ３ １ ４ ８ ７ １５ ４ １５ ８ ７
小計 ７ １６ ２３ ４２ ３２ ７４ ５ １１ １１ ２８ ９６ ５３ ４３
計 １５ ３２ ４７ ９１ ９４ １４５ ６６ １３８ １２１ １１３ ４９５ ２２９ ２６６

註� 『北海道旧郡役所取調書類』より作成。
� 明１６の合計は合わないが、原典のまま記載した。

５９２

第４編 開拓の開始と近代社会の成立
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表３－１７ 千歳郡戸口（明２０～大６）

年 村名
現住者

戸数 年 村名
現住者

戸数 年 村名
現住者

戸数
男 女 計 男 女 計 男 女 計

明
２０

千歳村 ３３４ ６４

明
２７

千歳村 ４２１ １０４

明
３３

千歳村 ６３８ ５５２１，１９０ ２８１

長都村 ４５ １６ 長都村 ５２ １２ 長都村 １２４ １８４ ３０８ ５９

烏柵舞村 ６０ １４ 烏柵舞村 ８２ ２４ 烏柵舞村 ４０ ３３ ７３ １６

蘭越村 ５５ １２ 蘭越村 ６０ １３ 蘭越村 ３７ ３１ ６８ １３

小計 ４９４ １０６ 小計 ６１５ １５３ 小計 ８３９ ８００１，６３９ ３６９

漁村 ５４７ １１０ 漁村 ９７１ ３０３ 漁村 ８２８ ７７７１，６０５ ３８９

島松村 １４７ ３０ 島松村 ７５９ １６４ 島松村 １，０３０ ８７２１，９０２ ４７３

小計 ６９４ １４０ 小計 １，７３０ ４６７ 小計 １，８５８１，６４９３，５０７ ８６２

計 １，１８８ ２４６ 計 ２，３４５ ６２０ 計 ２，６９７２，４４９５，１４６１，２３１

明
２１

千歳村 １５３ １４１ ２９４ ７０

明
２８

千歳村 ６０１ １１５

明
３４

千歳村 ７４６ ７８７１，５３３ ２９３

長都村 ２２ ２２ ４４ １２ 長都村 ５３ １２ 長都村 １８０ １４１ ３２１ ６５

烏柵舞村 ２８ ２９ ５７ １４ 烏柵舞村 ８５ １２ 烏柵舞村 ３７ ３１ ６８ １９

蘭越村 ２９ ２８ ５７ １４ 蘭越村 ６０ １２ 蘭越村 ４０ ３６ ７６ １５

小計 ２３２ ２２０ ４５２ １１２ 小計 ７９９ １５１ 小計 １，００３ ９９５１，９９８ ３９２

漁村 ２４０ ２２７ ４６７ ９２ 漁村 １，３６１ １９０ 漁村 ６７９ ７０９１，３８８ ２６７

島松村 １２５ １１５ ２４０ ５０ 島松村 ９１１ １２０ 島松村 ８４３ ７３１１，５７４ ２９７

小計 ３６５ ３４２ ７０７ １４２ 小計 ２，２７２ ３１０ 小計 １，５２２１，４４０２，９６２ ５６４

計 ５９７ ５６２１，１５９ ２５４ 計 ３，０７１ ４６１ 計 ２，５２５２，４３５４，９６０ ９５６

明
２９

千歳村 ８７１ １９３

明
３５

千歳村 ８９３ ８２０１，７１３ ２８９

長都村 １２１ ２１ 長都村 １９１ １４７ ３３８ ６５

烏柵舞村 ９５ １９ 烏柵舞村 ３５ ２８ ６３ １９

蘭越村 ６３ １２ 蘭越村 ４０ ３６ ７６ １５

小計 １，１５０ ２４５ 小計 １，１５９１，０３１２，１９０ ３８８

漁村 １，５４７ ３９１ 漁村 ８７５ ８１６１，６９１ ２６５

島松村 １，１４０ ２５３ 島松村 １，０００ ９３５１，９３５ ３０８

小計 ２，６８７ ６４４ 小計 １，８７５１，７５１３，６２６ ５７３

計 ３，８３７ ８８９ 計 ３，０３４２，７８２５，８１６ ９６１

明
２４

千歳村 ３８０ ９９

明
３０

千歳村 １，２０１ ２３６

明
３６

千歳村 ８７８ ８１４１，６９２ ２７６

長都村 ５３ １４ 長都村 ２３０ ２６ 長都村 １８４ １４１ ３２５ ６４

烏柵舞村 ７３ １８ 烏柵舞村 ９０ １３ 烏柵舞村 ３２ ２８ ６０ １４

蘭越村 ５８ １４ 蘭越村 ７７ １２ 蘭越村 ４１ ３３ ７４ １６

小計 ５６４ １４５ 小計 １，５９８ ２８７ 小計 １，１３５１，０１６２，１５１ ３７０

漁村 ４７４ ９５ 漁村 １，５５２ ２７５ 漁村 ８８１ ８４３１，７２４ ２６４

島松村 ３１７ ６３ 島松村 １，５６５ ２７１ 島松村 １，０２９ ９５５１，９８４ ３１２

小計 ７９１ １５８ 小計 ３，１１７ ５４６ 小計 １，９１０１，７９８３，７０８ ５７６

計 １，３５６ ３０３ 計 ４，７１５ ８３３ 計 ３，０４５２，８１４５，８５９ ９４６

明
２５

千歳村 ３０７ ９１

明
３１

千歳村 ６８１ ６０２１，２８３ ３０５

明
３７

千歳村 ８８４ ８６９１，７５３ ３１４

長都村 ５０ １３ 長都村 １５０ １０８ ２５８ ５６ 長都村 １９２ １４８ ３４０ ６４

烏柵舞村 ６６ １８ 烏柵舞村 ３８ ３３ ７１ １７ 烏柵舞村 ３３ ３２ ６５ １６

蘭越村 ５９ １４ 蘭越村 ３２ ２６ ５８ １６ 蘭越村 ４１ ３５ ７６ １５

小計 ４８２ １３６ 小計 ９０１ ７６９１，６７０ ３９４ 小計 １，１５０１，０８４２，２３４ ４０９

漁村 ５００ １１０ 漁村 ８２９ ７８９１，６１８ ３５６ 漁村 ８９５ ８４６１，７４１ ２８０

島松村 ２５３ ６０ 島松村 ９５０ ７９２１，７４２ ３７２ 島松村 １，０５４ ９４９２，００３ ３０９

小計 ７５３ １７０ 小計 １，７７９１，５８１３，３６０ ７２８ 小計 １，９４９１，７９５３，７４４ ５８９

計 １，２３５ ３０６ 計 ２，６８０２，３５０５，０３０１，１２２ 計 ３，０９９２，８７９５，９７８ ９９８

明
２６

千歳村 ２９８ ９４

明
３２

千歳村 ６３９ ５８２１，２２１ ２９０

明
３８

千歳村 ９８６ ９１９１，９０５ ３５１

長都村 ５２ １２ 長都村 １９２ １３７ ３２９ ５９ 長都村 ２０２ １６３ ３６５ ７６

烏柵舞村 ８７ ２４ 烏柵舞村 ３９ ３２ ７１ １４ 烏柵舞村 ３９ ３８ ７７ １６

蘭越村 ５７ １３ 蘭越村 ３６ ３１ ６７ １２ 蘭越村 ４０ ３７ ７７ １２

小計 ４９４ １４３ 小計 ９０６ ７８２１，６８８ ３７５ 小計 １，２６７１，１５８２，４２４ ４５５

漁村 ７６１ ２３８ 漁村 ９３３ ８９３１，８２６ ４７０ 漁村 ８９０ ８８５１，７７５ ２８６

島松村 ４５２ ９８ 島松村 １，１５２ ９６２２，１１４ ５４６ 島松村 ９９３ ９８０１，９７３ ３１０

小計 １，２１３ ３３６ 小計 ２，０８５１，８５５３，９４０１，０１６ 小計 １，８８３１，８６５３，７４８ ５９６

計 １，７０７ ４７９ 計 ２，９９１２，６３７５，６２８１，３９１ 計 ３，１５０３，０２３６，１７２１，０５１

第３章 戸長役場と千歳村の行財政

５９３
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と
、
人
口
の
半
数
以
上
は
千
歳
村
が
占
め
て
い
る
。
烏
柵
舞
村
は
二
十
八
年
ま
で
は
千

歳
村
に
次
い
で
い
た
が
、二
十
九
年
以
降
、長
都
村
が
そ
の
位
置
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。

蘭
越
村
の
人
口
は
他
と
比
べ
る
と
増
加
数
は
小
さ
い
。

大
正
四
年
に
は
四
村
が
合
併
し
千
歳
村
と
な
り
、
二
級
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た
。
九

年
に
は
、
一
〇
〇
〇
戸
・
五
〇
〇
〇
人
に
達
し
順
調
に
発
展
し
て
い
た
が
、
大
正
八
年

頃
に
作
成
さ
れ
た
『
千
歳
村
ノ
状
勢
』
は
、「
発
達
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
ル
モ
猶
ホ
之
レ
ヲ

他
ノ
町
村
ニ
比
ス
ル
ニ
其
遅
々
ト
シ
テ
進
マ
サ
ル
コ
ト
寧
ロ
自
ラ
驚
カ
サ
ル
ヲ
得
ス
是

レ
畢
竟
全
村
ノ
地
質
澆
角
ナ
ル
火
山
灰
ナ
ル
コ
ト
重
ナ
ル
原
因
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
一
面
交

通
機
関
ノ
備
ハ
ラ
サ
ル
コ
ト
モ
亦
有
力
ナ
ル
原
因
ナ
ラ
ズ
ト
セ
ズ
」
と
、「
地
質
」
と

「
交
通
機
関
」
の
問
題
に
よ
り
他
町
村
よ
り
発
展
が
遅
い
と
自
己
分
析
し
て
い
た
。
実

年 村名
現住者

戸数 年 村名
現住者

戸数 年 村名
現住者 戸数

男 女 計 男 女 計 男 女 計

明
３９

千歳村 ９７７ ９４１ １，９１８ ３７２

明
４３

千歳村 １，４６４ １，２９７ ２，７６１ ４２１

大
３

千歳村 １，７８１ １，６１４ ３，３９５ ４８６
長都村 １９６ １５２ ３４８ ７２ 長都村 ４１８ ３３８ ７５６ １４１ 長都村 ４９３ ４０６ ８９９ １１９
烏柵舞村 ４０ ３６ ７６ １５ 烏柵舞村 ３８ ３６ ７４ ２２ 烏柵舞村 １５３ １１７ ２７０ ７８
蘭越村 ３３ ３６ ６９ １１ 蘭越村 ５０ ４９ ９９ １９ 蘭越村 ８２ ７８ １６０ ３３
小計 １，２４６ １，１６５ ２，４１１ ４７０ 小計 １，９７０ １，７２０ ３，６９０ ６０３ 小計 ２，５０９ ２，２１５ ４，７２４ ７１６
恵庭村 ２，０７８ ３，２８７ ５，３６５ ６５１ 恵庭村 ２，６８２ ２，５８８ ５，２７０ ８７１ 恵庭村 ３，０５９ ２，８７８ ５，９３７ ９９９
計 ３，３２４ ４，４５２ ７，７７６ １，１２１ 計 ４，９３８ ４，５９８ ９，５６３ １，６５４ 計 ５，５６８ ５，０９３１０，６６１ １，７１５

明
４０

千歳村 １，１２０ １，０４２ ２，１６２ ３５４

明
４４

千歳村 １，５０９ １，３０１ ２，８１０ ４３４

大
４

千歳村
長都村 ２４１ １９７ ４３８ ７８ 長都村 ４３４ ３５９ ７９３ １５８
烏柵舞村 ４８ ４１ ８９ １６ 烏柵舞村 ６６ ５６ １２２ ３１ ２，０７４ １，８５７ ３，９３１ ７７８
蘭越村 ３９ ３９ ７８ １６ 蘭越村 ４５ ４８ ９３ １９
小計 １，４４８ １，３１９ ２，７６７ ４６４ 小計 ２，０５４ １，７６４ ３，８１８ ６４２
恵庭村 ２，０４８ １，９５３ ４，００１ ７２９ 恵庭村 ２，８１２ ２，７７２ ５，５８４ ９４０ 恵庭村 ３，２９２ ３，１１２ ６，４０４ １，０１０
計 ３，４９６ ３，２７２ ６，７６８ １，１９３ 計 ４，８６６ ４，５３６ ９，３９６ １，５８２ 計 ５，３６６ ４，９６９１０，３３５ １，７８８

明
４１

千歳村 ８８４ ８６９ １，７５３ ３１４

大
１

千歳村 １，５３４ １，３６１ ２，８９５ ４３８

大
５

千歳村
長都村 １９２ １４８ ３４０ ６４ 長都村 ４７３ ４０９ ８８２ １６７
烏柵舞村 ３３ ３２ ６５ １６ 烏柵舞村 １０４ ８２ １８６ ４２ １，８９６ １，７９９ ３，６９５ ７３５
蘭越村 ４１ ３５ ７６ １５ 蘭越村 ５０ ４６ ９６ ２０
小計 １，１５０ １，０８４ ２，２３４ ４０９ 小計 ２，１６１ １，８９８ ４，０５９ ６６７
恵庭村 ２，３９８ ２，３４７ ４，７５４ ８０３ 恵庭村 ２，９１７ ２，６８１ ５，５９８ １，００６ 恵庭村 ３，３６７ ３，１７３ ６，５４０ ９９５
計 ３，５４８ ３，４３１ ６，９８８ １，２１２ 計 ５，０７８ ４，５７９ ９，６５７ １，６７３ 計 ５，２６３ ４，９７２１０，２３５ １，７３０

明
４２

千歳村 ９８６ ９１９ １，９０５ ３５１

大
２

千歳村 １，５９６ １，４４０ ３，０３６ ４６８

大
６

千歳村
長都村 ２０２ １６３ ３６５ ７６ 長都村 ４５９ ３９７ ８５６ １８５
烏柵舞村 ３９ ３８ ７７ １６ 烏柵舞村 １２６ １０３ ２２９ １１４ ２，１７８ ２，０６４ ４，２４２ ８１２
蘭越村 ４０ ３７ ７７ １２ 蘭越村 ７５ ７０ １４５ １６
小計 １，２６７ １，１５８ ２，４２４ ４５５ 小計 ２，２５６ ２，０１０ ４，２６６ ７８３
恵庭村 ２，５９０ ２，４６０ ５，０５０ ８１１ 恵庭村 ３，３９０ ３，２１９ ６，６０９ １，０１０ 恵庭村 ３，４１１ ３，１８７ ６，５９８ １，０８８
計 ３，８５７ ３，６１８ ７，４７４ １，２６６ 計 ５，６４６ ５，２２９１０，８７５ １，７９３ 計 ５，５８９ ５，２５１１０，８４０ １，９００

註� 北海道庁『北海道戸口表』各年より作成。
� 合計数の合わない箇所もあるが、原典のまま記載した。ただし明らかな誤りは訂正した。

表３－１８ アイヌ人口（千歳郡・明２～大６）

年 戸数 男 女 計 年 戸数 男 女 計
明２ ３９ １３８ ８５ ２２３ 明２７
３ ３９ １３６ １２４ ２６０ ２８
４ ７９ ２３１ １８１ ４１２ ２９ ７４ １６５ １３１ ２９６
５ ７２ ２２５ １９６ ４２１ ３０ ７０ １６２ １２７ ２８９
６ ８７ １４２ １４３ ２８５ ３１
７ ６３ １４２ １１８ ２６０ ３２
８ ６４ １３８ １１６ ２５４ ３３
９ ７０ １２１ １０３ ２２４ ３４
１０ ７３ １２０ １０３ ２２３ ３５ ５８ １４１ １１９ ２６２
１１ ７１ １２９ １０９ ２３８ ３６ ５５ １３２ １０７ ２３９
１２ ６５ １３５ １２０ ２５５ ３７ ５８ １３１ １１０ ２４１
１３ ５９ １３２ １１４ ２４６ ３８ ４３ １４３ １３０ ２７３
１４ ６１ １２７ １０７ ２３４ ３９ ４６ １３８ １１８ ２５６
１５ ７５ １５３ １３６ ２８９ ４０ ６５ １４３ １３０ ２７３
１６ ７５ １４４ １２４ ２６８ ４１ ５９ １４６ １３４ ２８０
１７ ７６ １４７ １２１ ２６８ ４２ ６４ １６２ １４７ ３０９
１８ ７６ １４２ １２７ ２６９ ４３ ６８ １４３ １３７ ２８０
１９ ７５ １４１ １２４ ２６５ ４４ ６８ １４３ １３７ ２８０
２０ ７４ １４０ １２７ ２６７ ４５ ９ １５０ １４５ ２９５
２１ ５８ １４４ １３６ ２８０ 大２ ６５ １３７ １３３ ２７０
２２ ６１ １４８ １３８ ２８６ ３ ６８ １５２ １４３ ２９５
２３ ５９ １５３ １３９ ２９２ ４ ７１ １５９ １７１ ３３０
２４ ５９ １５５ １３９ ２９４ ５ ７３ １６０ １６７ ３２７
２５ ５９ １５５ １３３ ２８８ ６ ６９ １５３ １６１ ３１４
２６ ７ ６９ １５３ １４７ ３００

註� 開拓使『北海道志』巻之一、『北海道庁統計書』、『北海道戸口表』
より作成。

� 明３５は合計数が合わないが、原典のまま記載した。

５９４

第４編 開拓の開始と近代社会の成立
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際
、
千
歳
村
の
人
口
は
明
治
四
十
二
年
で
、
札
幌
支
庁
管
内
一
六
町
村
中
一
五
番
目
、

大
正
八
年
で
一
二
番
目
で
あ
っ
た
（『
北
海
道
庁
札
幌
支
庁
庁
治
一
覧
』、
札
幌
支
庁
『
札
幌

支
庁
管
内
要
覧
』）。

石
狩
地
方（
札
幌
区
お
よ
び
札
幌
支
庁
）の
ほ
と
ん
ど
の
町
村
は
、
分
村
で
は
な
く
、

町
村
合
併
に
よ
っ
て
再
編
が
進
ん
だ
（
分
村
は
、
広
島
お
よ
び
新
篠
津
の
二
ヵ
村
の

み
）。
す
な
わ
ち
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
に
は
、
札
幌
区
の
ほ
か
五
六
町
村
あ
っ

た
が
、
三
十
八
年
ま
で
に
二
七
町
村
、
四
十
三
年
ま
で
に
一
九
町
村
、
大
正
四
（
一
九

一
五
）
年
ま
で
に
一
六
町
村
に
再
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
町
村
数
が
三
割
未
満
と

な
る
一
方
で
、
人
口
総
数
は
三
倍
強
、
一
町
村
平
均
で
は
一
〇
・
五
倍
強
に
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
二
十
四
年
、
五
六
町
村
の
人
口
総
数
は
、
三
万
六
七
五
二
人
、

各
町
村
は
最
小
二
六
人
（
生
振
）
か
ら
最
多
四
一
二
〇
人
（
江
別
）
の
間
に
分
布
し
、

一
町
村
平
均
は
六
五
六
・
三
人
で
あ
っ
た
。
千
歳
村
は
三
八
〇
人
、
千
歳
市
域
で
は
五

六
四
人
で
、
い
ず
れ
も
平
均
以
下
で
あ
っ
た
。
大
正
四
年
に
な
る
と
、
一
六
町
村
の
人

口
総
数
は
一
一
万
五
七
五
人
と
な
り
、
最
小
二
九
六
〇
人
（
新
篠
津
）、
最
多
一
万
七

四
八
七
人
（
江
別
）、
一
町
村
平
均
は
六
九
一
〇
・
九
人
と
な
っ
た
。
千
歳
村
は
三
九

三
一
人
で
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
平
均
以
下
で
あ
っ
た
。

大
正
四
年
の
行
政
区
画
で
石
狩
地
方
の
区
町
村
の
人
口
お
よ
び
戸
数
を
組
み
替
え
、

明
治
三
十
三
年
の
人
口
お
よ
び
戸
数
を
一
〇
〇
と
し
、
そ
の
推
移
を
眺
め
て
み
る
と
、

表
３－

１９
の
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
人
口
の
伸
び
幅
は
千
歳
村
が
最
大
で
あ
り
、
札
幌
区
を
上
回
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
各
町
村
は
一
般
的
に
、
明
治
二
十
年
か
ら
三
十
三

年
に
か
け
て
大
き
く
人
口
を
伸
ば
し
た
一
方
で
、
三
十
三
年
か
ら
大
正
四
年
に
か
け
て

は
、
そ
の
ペ
ー
ス
を
落
と
す
傾
向
に
あ
っ
た
。
な
か
に
は
篠
路
村
、
白
石
村
、
石
狩
町

の
よ
う
に
人
口
を
減
少
さ
せ
た
町
村
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
千
歳
村
は
、
明
治
三
十

三
年
以
降
も
そ
れ
以
前
に
迫
る
ペ
ー
ス
で
人
口
を
増
加
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
恵
庭

村
や
江
別
村
も
三
十
三
年
以
降
の
伸
び
幅
が
大
き
い
。

同
様
に
戸
数
の
推
移
を
み
る
と
、
伸
び
幅
が
最
大
で
あ
る
の
は
札
幌
区
で
あ
っ
た

が
、
千
歳
村
も
ほ
ぼ
そ
れ
に
並
ん
で
い
る
。
恵
庭
村
や
江
別
村
で
は
人
口
の
伸
び
に
対

し
て
戸
数
の
伸
び
が
小
さ
い
が
、
千
歳
村
は
人
口
、
戸
数
と
も
に
大
き
く
増
加
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。

参
考
文
献

北
海
道
庁
『
北
海
道
殖
民
地
撰
定
報
文
』
一
八
九
一
年
／
同
『
北
海
道
殖
民
地
撰
定
第
二
報
文
』

一
八
九
七
年
／
同
『
北
海
道
庁
第
八
回
勧
業
年
報

明
治
二
十
六
年
』
／
同
『
北
海
道
庁
第
九

回
勧
業
年
報

明
治
二
十
七
年
』
／
同
『
第
一
北
海
道
土
地
処
分
案
内
』
一
八
九
五
年
／
同
『
移

住
者
成
績
調
査
』
第
二
篇

一
九
〇
八
年
／
同
『
拓
殖
法
規
』
一
九
一
五
年
／
同
『
北
海
道
行

表３－１９ 現住人口・戸数（石狩地方・指数）
明２０ 明２４ 明２８ 明３３ 明３８ 明４３ 大４

札幌村 人口 ３４ ５７ ８２ １００ ７７ ９６ １０８
戸数 ５９ ６３ ９１ １００ １０３ ９５ １０４

篠路村 人口 １３ ５５ ９０ １００ ７６ ６７ ６５
戸数 ２３ ６２ １０２ １００ ８１ ６３ ５７

琴似村 人口 ５５ ７５ ９４ １００ １０７ １５４ １２４
戸数 ７９ １０１ １０７ １００ １１５ １４８ １４９

手稲村 人口 ５０ ７２ ９６ １００ ９１ １２７ １６１
戸数 ７１ ９８ １０５ １００ ８５ １００ １１７

藻岩村 人口 ７０ ８２ ８９ １００ １５５ ９４ １００
戸数 ５９ ６８ ７４ １００ １３７ ８０ ８２

豊平村 人口 ６５ ８０ ７５ １００ １２４ ８７ １４９
戸数 ６５ １００ ９７ １００ １０８ ９２ １１４

白石村 人口 ４７ ４１ ７７ １００ ６６ ７８ ９１
戸数 ３７ ７２ １３９ １００ ９０ ８５ ９９

広島村 人口 １００ ９５ １１０ １１５
戸数 １００ ６９ ７４ ６８

江別村 人口 ３４ ５１ ８４ １００ ９７ １５８ １８６
戸数 ３１ ４５ ７６ １００ ７４ １１１ １１４

石狩町 人口 １７ １７ ２４ １００ ７１ ６３ ７９
戸数 ２９ ５３ １３１ １００ ６９ ５９ ６１

新篠津村 人口 １００ ８２ １０１ １２４
戸数 １００ ８０ １００ １１９

当別村 人口 １３ １５ ４３ １００ １００ １５６ １６１
戸数 １１ １４ ６８ １００ ９２ １０６ １２３

厚田村 人口 ３６ ４１ ６９ １００ １４５ １１２ １２１
戸数 ５７ ５１ １００ １００ １４５ １２０ １２７

浜益村 人口 ５５ ５０ ７０ １００ １２１ １１１ １０８
戸数 ４０ ８３ １０２ １００ １１２ １２４ １１６

恵庭村 人口 ２０ ２３ ６５ １００ １０７ １５０ １８３
戸数 １６ １８ ３６ １００ ６９ １０１ １１７

千歳村 人口 ３０ ３４ ４９ １００ １４８ ２２５ ２４０
戸数 ２９ ３９ ４１ １００ １２３ １６３ ２１１

札幌区 人口 ２９ ５６ ６０ １００ １３２ １９３ １８１
戸数 ４４ ７５ ６３ １００ １１９ １９５ ２１７

註 黒崎八洲次良「１８８７～１９１５年の北海道石狩地方諸区町村の人
口と戸数について」『人文論究』６７、１９９９．３、１２頁表３による。なお
恵庭、千歳については、北海道庁『北海道戸口表』明２０で補った。
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政
沿
革
資
料
』
下

一
九
六
〇
年
／
同
『
新
北
海
道
史
』
第
四
巻
通
説
三

一
九
七
三
年
／
金

子
堅
太
郎
「
北
海
道
三
県
巡
視
復
命
書
」（『
新
撰
北
海
道
史
』
第
六
巻
史
料
二
）
一
九
三
七
年

／
『
白
石
村
誌
』
一
九
四
〇
年
／
『
倶
知
安
町
史
』
一
九
五
一
年
／
『
小
樽
市
史
』
第
二
巻

一
九
六
三
年
／
『
真
狩
村
史
』
一
九
六
五
年
／
『
恵
庭
市
史
』
一
九
七
九
年
／
『
江
差
町
史
』
第

六
巻
通
説
二

一
九
八
三
年
／
『
石
狩
町
誌
』
中
巻
一

一
九
八
五
年
／
小
倉
道
敏
『
新
道
会

議
員

全
』
一
九
〇
七
年
／
清
野
謙
次
『
北
海
紀
聞
』
一
九
三
一
年
／
片
山
敬
次
『
岩
村
通
俊

伝
』
一
九
三
三
年
／
同
『
阿
部
宇
之
八
伝
』
一
九
三
三
年
／
高
倉
新
一
郎
『
北
海
道
拓
殖
史
』
柏

葉
書
院

一
九
四
七
年
／
札
幌
市
教
育
委
員
会
文
化
資
料
室

『
新
聞
と
人
名
録
に
み
る
明
治
の

札
幌
』
一
九
八
五
年
／
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
分
校
『
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
分
校
百
年
記
念

誌
』
一
九
八
七
年
／
船
津
功
『
北
海
道
議
会
開
設
運
動
の
研
究
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

一
九
九
二
年
／
千
歳
村
『
千
歳
外
三
ヶ
村
沿
革
史
』
一
九
〇
六
年
／
『
北
海
道
毎
日
新
聞
』
関

係
記
事
／
『
北
海
道
庁
札
幌
支
庁
庁
治
一
覧
』
一
九
一
〇
年
／
『
札
幌
支
庁
管
内
要
覧
』
一
九

二
二
年
／
北
海
道
庁
殖
民
部
『
胆
振
国
小
作
契
約
書
』
一
八
九
七
年

三．

開
墾
と
村
落
の
動
向
（
草
創
期
の
村
落
形
成
）

明
治
時
代
の
農
村
部
は
、
千
歳
川
流
域
の
千
歳
村
と
長
都
川
流
域
の
長
都
村
（
オ
サ

ツ
・
カ
マ
カ
）
に
分
か
れ
て
い
た
。
千
歳
村
に
は
千
歳
川
よ
り
取
水
の
水
田
地
帯
の
末

広
や
、
マ
マ
チ
川
よ
り
取
水
の
ネ
シ
コ
シ
が
あ
り
、
更
に
シ
ュ
ク
バ
イ
、
オ
ル
イ
カ
、

キ
ウ
ス
と
続
き
、
東
部
地
区
に
は
ケ
ネ
フ
チ
、
コ
ム
カ
ラ
、
ホ
ロ
カ
、
タ
ツ
ウ
シ
ナ
イ
、

シ
ー
ケ
ヌ
フ
チ
、
南
部
地
区
に
ア
ウ
サ
リ
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
あ
る
集
落
が
形
成
さ

れ
た
。

長
都
村
の
開
拓

上
長
都
・
長
都
・
中
長
都
・
釜
加
地
域
は
昭
和
の
初
期
ま
で
長
都
村
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
中
長
都
地
域
は
昭
和
初
期
に
旧
長
都
北
部
・
釜
加
第
一
を
分
離
し
て
出
来
た
集
落

で
あ
る
。

か
つ
て
長
都
村
と
漁
村
と
の
村
界
は
カ
リ
ン
バ
川
沿
い
に
西
一
線
南
二
六
号
付
近
ま

で
の
三
角
形
で
漁
村
に
食
い
込
み
、
逆
に
カ
リ
ン
バ
川
下
流
の
東
側
（
下
釜
加
地
域
）

は
漁
村
に
編
入
さ
れ
て
い
た
。
明
治
三
十
一
年
に
東
三
線
を
村
界
と
す
る
こ
と
に
よ
り

両
村
の
地
籍
も
ほ
ぼ
均
等
に
分
割
さ
れ
た
（『
恵
庭
市
史
』）

そ
の
た
め
か
当
時
の
下
釜
加
地
域
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

（
一
）
オ
サ
ツ
（
長
都
）
地
域
へ
の
入
植

今
か
ら
一
五
〇
年
程
前
の
「
オ
サ
ツ
」（
長
都
）
は
楓
や
柏
の
生
い
茂
る
鬱
蒼
と
し

た
樹
林
地
帯
で
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が
九
戸
ほ
ど
、
さ
さ
や
か
に
鮭
漁
を
し
て
い
た
程

度
だ
っ
た
と
玉
虫
左
太
夫
が
『
入
北
記
』
に
記
し
て
い
る
。

勇
払
と
石
狩
を
結
ぶ
交
通
手
段
と
し
て
千
歳
川
（
シ
コ
ツ
川
）
は
非
常
に
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
支
流
オ
サ
ツ
川
、
カ
リ
ン
バ
川
の
流
域
に
大
き
な
舟
着
き
土

場
が
あ
り
、
ト
メ
ム
川
（
沼
）、
オ
サ
ツ
川
、
イ
ヨ
マ
イ
川
、
ユ
カ
ン
ボ
シ
川
、
カ
リ

ン
バ
川
の
周
辺
に
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
住
み
つ
い
て
い
た
。

文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
、
松
前
藩
の
漁
太
場
所
を
請
け
負
っ
た
山
田
文
右
衛
門
が

カ
マ
カ
・
オ
サ
ツ
・
千
歳
間
に
刈
り
分
け
道
を
作
っ
た
。
こ
れ
を
後
に
「
オ
サ
ツ
道
」

と
呼
ば
れ
後
世
ま
で
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
は
獣
道
で
道
幅
は
馬
が
や
っ
と

通
れ
る
程
で
あ
り
、
湿
地
を
避
け
て
出
来
る
だ
け
高
い
と
こ
ろ
を
踏
み
分
け
て
い
た
。

号
線
に
沿
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
の
は
東
三
線
、
東
五
線
、
南
二
四
号
な
ど
で
、
明
治
二

十
四
年
、
オ
サ
ツ
原
野
の
測
量
完
了
後
も
ほ
と
ん
ど
手
を
つ
け
ら
れ
ず
に
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
時
の
号
線
道
路
、
防
風
林
の
確
保
が
後
世
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
に
な
る
。

長
都
村
へ
の
本
格
的
な
入
植
は
殖
民
地
選
定
事
業
（
夕
張
原
野
・
ケ
ヌ
プ
チ
原
野
・

長
都
（
オ
サ
ツ
）
原
野
・
千
歳
原
野
の
区
画
測
量
）
が
終
了
し
て
か
ら
で
、
明
治
二
十

五
年
の
橋
本
芳
（
由
）
太
郎
、
二
十
六
年
の
難
波
力
蔵
な
ど
が
最
初
で
あ
る
。

入
植
当
初
の
生
活
は
、
専
ら
炭
焼
に
頼
っ
た
。
炭
焼
の
傍
ら
、
越
冬
食
糧
を
賄
う
た

５９６
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長
都
へ
の
入
植
者
一
覧
（『
長
都
酪
農
組
合
五
〇
年
史
』
よ
り
作
成
）

入
植
者

入
植
年

出
身
県

入
植
者

入
植
年

出
身
県

橋
本

芳
太
郎

明
２５

広
島
県

難
波

力
蔵

明
２６

広
島
県

長
谷
川
栄
次
郎

明
２８

広
島
県

佐
藤

豊
太

明
２８

山
形
県

土
谷

弥
之
進

明
２９

山
口
県

木
谷
亀
次
郎

明
２９

石
川
県

戸
田

甚
吉

明
２９

山
口
県

藤
本

惣
吉

明
２９

山
口
県

井
上

鶴
吉

明
２９

山
口
県

山
本

亀
松

明
３１

広
島
県

神
出

甚
太
郎

明
３２

広
島
県

下
野
二
三
吉

明
３５

石
川
県

高
木

作
太
郎

明
３６

愛
媛
県

高
橋

音
吉

明
４４

石
川
県

萱
場

明
３９

小
学
校
教
諭

宮
沢
右
衛
ェ
門

明
４０

新
潟
県

安
澤

作
次

明
４０

新
潟
県

高
橋
清
三
郎

明
４０

新
潟
県

山
岸

勝
太
郎

明
４０

石
川
県

鈴
木

友
吉

明
４１

新
潟
県

福
本

吉
三
郎

明
４１

広
島
県

比
原

長
太
郎

明
４２

広
島
県

神
出

智

明
４２

広
島
県

谷
山

籐
平

明
４４

小
学
校
教
諭

め
に
蕎
麦
、
麦
、
粟
、
馬
鈴
薯
、
大
小
豆
な
ど
が
栽
培
さ
れ
た
。

木
炭
、
雑
穀
類
は
オ
サ
ツ
川
、
千
歳
川
を
経
て
、
江
別
・
石
狩
に
帆
掛
け
船
で
運
ば

れ
換
金
さ
れ
た
。

こ
の
地
域
で
の
稲
作
は
、
明
治
三
十
三
年
頃
ユ
カ
ン
ボ
シ
川
・
長
都
川
の
流
域
で
始

め
ら
れ
た
。
当
時
の
収
量
は
反
当
り
二
〜
三
俵
と
少
な
か
っ
た
が
、
他
作
物
に
比
べ
て

水
害
・
湿
害
に
強
い
主
食
糧
で
あ
っ
た
。

入
植
当
時
の
畑
作
は
火
山
灰
地
で
冠
水
被
害
な
ど
気
候
に
左
右
さ
れ
や
す
く
、
蕎

麦
、
麦
、
馬
鈴
薯
等
を
蒔
き
付
け
し
て
も
、
収
量
は
極
め
て
少
な
い
た
め

自
家
用
の
越
冬
食
糧
の
範
囲
に
止
ま
っ
た
。

地
力
の
低
い
土
地
を
肥
沃
化
し
よ
う
と
努
め
た
の
は
戸
田
甚
吉
（
戸
田

菊
次
の
父
）
で
あ
る
。
甚
吉
は
明
治
三
十
七
年
、
雌
牛
一
頭
を
購
入
飼
育

す
る
。

明
治
三
十
〜
四
十
年
代
の
長
都
村
、
漁
村
、
島
松
村
の
水
田
分
布
を
図

３－

６
に
表
す
。
図
３－

７
は
大
正
初
期
の
道
路
と
入
植
者
の
略
図
で
あ

る
。

（
二
）
カ
マ
カ
（
釜
加
）
地
域
へ
の
入
植

こ
の
地
域
も
古
く
か
ら
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
住
ん
で
い
て
鮭
漁
を
し
て
い
た
。
和
人
が

図３－６ 明治３０～４０年代のユカンボシ川・カリンバ川水系と水田の分布図（網掛部
分が水田）
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カ
マ
カ
に
入
っ
た
の
は
明
治
五
・
六
年
頃
、
当
時
は
鬱
蒼
と
し
た
森
林
で
多
く
の
木
材

が
伐
り
出
さ
れ
、
カ
リ
ン
バ
川
、
千
歳
川
を
経
て
江
別
・
札
幌
方
面
に
搬
送
さ
れ
て
い

た
。
当
時
の
木
こ
り
は
五
年
・
一
〇
年
単
位
で
森
林
が
無
く
な
る
と
同
時
に
居
住
地
を

変
え
、
ほ
と
ん
ど
の
和
人
が
永
住
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
述
の
野
林
良
蔵
も
そ
の

う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
（
カ
マ
カ
の
古
老
の
話
）。
伐
採
後
、
一
部
蕎
麦
を
中
心
と
す
る

自
給
用
の
畑
作
物
も
作
ら
れ
て
い
た
。
明
治
十
年
代
、
千
歳
川
の
畔
（
東
五
線
南
二
〇

号
）
で
鮭
漁
を
中
心
と
す
る
漁
場
を
開
い
て
い
た
新
保
清
次
郎
が
守
り
神
を
祀
り
、
漁

期
に
は
近
隣
か
ら
大
勢
の
人
が
集
ま
り
賑
わ
っ
て
い
た
（『
千
歳
市
農
業
協
同
組
合
三
十

年
史
』）。

カ
マ
カ
の
古
老
の
話
に
よ
る
と
、
新
保
清
次
郎
は
明
治
十
四
年
明
治
天
皇
御
巡
幸
の

折
り
に
は
千
歳
に
在
住
し
て
お
り
、
一
五
人
の
従
者
を
自
宅
に
受
け
入
れ
て
い
る
（『
市

史
』）。
同
時
に
カ
マ
カ
に
も
居
を
構
え
、
建
築
と
木
を
伐
採
し
枕
木
に
加
工
す
る
木
材

業
を
営
ん
で
い
た
。

鮭
漁
で
は
、
親
魚
の
捕
獲
場
所
を
、
孵
化
場
か
ら
明
治
二
十
九
年
、
千
歳
神
社
近
く

に
移
し
て
捕
魚
車
（
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
水
車
）
を
構
築
し
た
が
、
十
二
月
に
入
り
着
氷
の

た
め
し
ば
し
ば
停
止
す
る
の
で
、
夜
通
し
見
守
る
要
員
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
結
局
十

二
月
十
二
日
に
中
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（『
北
海
道
鮭
鱒
ふ
化
放
流
事
業
百
年
史
』）。
カ

マ
カ
の
古
老
の
話
で
は
、
大
工
の
経
験
の
あ
る
清
次
郎
は
着
氷
を
防
ぐ
た
め
に
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
水
車
に
水
を
掛
け
る
仕
掛
け
を
改
良
装
着
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

わ
ら
じ

前
田
歳
近
が
明
治
二
十
二
年
に
新
保
清
次
郎
の
所
に
草
鞋
を
脱
い
で
、
長
沼
の
フ
シ

コ
ベ
ツ
（
今
の
舞
鶴
）
に
移
っ
て
新
保
漁
場
を
手
伝
っ
て
い
る
。
前
田
は
カ
マ
カ
に
は

大
正
十
年
に
移
転
し
て
い
る
。
明
治
二
十
七
年
頃
に
、
野
林
良
蔵
、
田
坂
種
次
郎
、
杉

山
茂
平
が
、
二
十
八
年
三
月
に
山
形
与
三
八
、
三
十
一
年
大
宮
間
右
衛
門
、
三
十
二
年

坂
井
平
右
衛
門
が
入
っ
て
い
る
。

昭
和
五
十
九
年
、
当
時
の
カ
マ
カ
の
古
老
た
ち
に
新
保
清
次
郎
に
つ
い
て
聞
き
取
り

を
行
っ
て
い
る
（
昭
和
五
十
九
年
三
月

釜
加
第
二
集
会
所
）。

話
し
手
・
前
田
利
次
、
森
由
太
郎
、
坪
田
儀
一
、
森
秀
雄
、
間
沢
ユ
キ
ヱ（
旧
姓
山
形
）、

間
沢
竹
二
、
間
沢
幸
三
、
前
田
令
雄

聞
き
手
・
Ｊ
Ａ
千
歳
市

佐
々
木
昭
、
梅
尾
要
一

記

録
・
半
谷
保
典

（
中
略
）

森
（
由
）

溝
口
（
千
歳
神
社
宮
司
）
と
宮
城
（
米
次
郎
で
当
時
地
元
で
は
ミ
ヤ
ケ
と

呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
だ
）
と
が
ケ
ン
カ
し
た
の
で
忘
れ
な
い
。
こ
こ
（
釜
加
）
の
神
社
の

祭
り
は
四
月
十
四
日
だ
っ
た
か
ら
、
十
四
日
過
ぎ
た
ら
、
黙
っ
て
大
黒
さ
ん
だ
か
恵
比
寿

さ
ん
だ
か
み
た
い
な
や
つ
を
お
い
て
、
神
様
（
祠
と
厨
子
）
を
背
負
っ
て
い
っ
た
の
。
そ

れ
を
見
つ
け
た
の
が
ミ
ヤ
ケ
だ
っ
た
。

図３－７ 大正初期の長都村（『長都酪農組合５０年史』より）
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前

田

こ
こ
（
新
保
清
次
郎
の
と
こ
ろ
）
に
社
を
建
て
た
の
が
ど
う
し
て
も
わ
か
ら

な
い
。
場
所
は
わ
か
る
が
年
代
さ
。
俺
の
と
こ
ろ
は
こ
こ
へ
は
大
正
十
年
だ
け
ど
最
初
は

明
治
二
十
二
年
に
フ
シ
コ
ベ
ツ
（
今
の
舞
鶴
）
で
、
ま
ず
新
保
に
草
鞋
を
脱
い
だ
。
二
週

間
ぐ
ら
い
新
保
に
お
世
話
に
な
っ
て
フ
シ
コ
ベ
ツ
に
小
屋
を
造
っ
て
移
っ
た
。
し
か
し
社

の
こ
と
は
聞
い
て
い
な
い
。

森
（
秀
）

清
次
郎
は
岩
手
の
人
で
、
清
太
郎
は
息
子
。

森
（
由
）

秋
味
を
主
に
狩
猟
し
て
い
た
も
の
と
聞
い
て
い
た
が
、
あ
れ
は
木
材
業
だ
っ

た
ん
だ
な
。
傍
ら
に
大
木
を
切
っ
て
枕
木
を
と
り
千
歳
川
か
ら
江
別
に
流
し
て
い
た
。
秋

味
も
捕
っ
て
い
た
け
ど
、
監
視
が
き
つ
く
な
り
こ
れ
以
上
の
秋
味
捕
り
は
見
通
し
が
な
い

と
言
う
こ
と
で
、
当
時
ま
だ
ま
だ
沢
山
大
木
の
あ
っ
た
島
松
沢
に
移
る
こ
と
を
決
意
し
、

こ
こ
に
見
切
り
を
つ
け
た
。

間

沢

ア
イ
ヌ
の
よ
う
で
髭
が
生
え
て
い
た
。

森
（
由
）

明
治
三
十
八
年
に
今
の
釜
加
神
社
の
所
へ
持
っ
て
（
移
転
）
来
て
い
る
。

向
こ
う
（
島
松
沢
）
に
行
く
一
〜
二
年
前
に
、
新
保
が
相
撲
を
我
が
身
一
人
で
華
（
花
）

を
出
し
て
盛
大
に
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
一
回
見
に
行
っ
た
。

前

田

そ
の
と
き
、
長
岡
源
次
兵
衛
、
滝
川
弥
兵
衛
等
二
〇
人
ぐ
ら
い
来
て
い
た
と

い
う
。
俺
の
と
こ
ろ
の
爺
（
前
田
歳
近
）
さ
ん
が
、
新
保
に
呼
ば
れ
て
、
こ
う
い
う
訳
で

今
度
神
様
を
勧
請
す
る
の
で
、
こ
こ
へ
来
て
く
れ
と
言
わ
れ
て
、
こ
っ
ち
で
千
歳
の
有
志

を
迎
え
る
段
取
り
を
し
て
い
た
。

森
（
秀
）

長
谷
川
の
婆
や
が
な
、
俺
の
前
の
家
、
新
保
の
前
に
あ
っ
た
時
、
あ
の
建

物
が
出
来
る
の
に
二
年
も
か
か
っ
て
建
て
た
と
言
う
ん
だ
。
柱
は
皆
手
挽
き
だ
っ
た
。
窓

な
ん
か
に
こ
ん
な
格
子
戸
が
入
れ
て
あ
っ
た
。
そ
し
て
蔵
が
あ
っ
て
大
水
が
つ
い
た
と
き

に
、
浮
か
し
て
こ
こ
ま
で
押
し
て
来
て
置
い
た
っ
て
い
う
ん
だ
。
あ
の
時
分
に
火
山
灰
を

固
め
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
だ
っ
て
言
う
ん
だ
。
そ
の
頃
こ
こ
に
瀧
野
と
由
良
と
い
う
の
が

お
っ
た
。
由
良
カ
イ
モ
ン
。

森
（
由
）

そ
の
頃
、
杉
原
、
中
村
、
由
良
、
星
野
、
川
本
と
い
う
の
も
あ
っ
た
な
。

と
に
か
く
野
林
さ
ん
が
入
っ
た
と
き
に
は
、
杉
山
・
田
坂
さ
ん
し
か
シ
ャ
モ
は
い
な
か
っ

た
。
あ
と
は
全
部
ア
イ
ヌ
だ
っ
た
。

前

田

と
に
か
く
大
親
分
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

森
（
秀
）

千
歳
神
社
か
ら
本
尊
さ
ん
を
持
っ
て
く
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
。

間

沢

し
た
け
ど
千
歳
神
社
に
祀
っ
て
お
る
神
様
を
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
来
れ

た
も
ん
だ
。
な
ん
ぼ
新
保
さ
ん
で
も
あ
っ
ち
に
も
偉
い
人
が
沢
山
お
っ
た
の
に
。
何
か
あ
っ

た
ん
だ
ろ
う
ね
。

前

田

い
や
、
そ

れ
は
神
主
が
懐
が
困
っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

あ
の
頃
神
主
さ
ん
は
溝

口
さ
ん
だ
っ
た
。
何
年

も
秋
に
借
り
て
い
っ

て
、
二
月
に
戻
す
時

に
、
二
打
（
二
四
本
の

塩
引
き
）
を
つ
け
て
、

ま
た
借
り
て
は
戻
す
の

が
、
五
〜
六
年
続
い

た
。
そ
し
て
面
倒
だ
か

ら
ご
本
尊
は
俺
が
守
る

と
言
う
こ
と
に
な
っ
た

ん
で
は
な
い
か
。
だ
け

ど
あ
れ
は
二
つ
の
神
様

な
ん
だ
よ
な
。
郷
社
と

入

植

者

入
植
年

出
身
県

入
植
地

野
林

良
蔵

明
２７

福
井
県

田
坂

種
次
郎

明
２７

岩
手
県

杉
山

茂
平

明
２７

岩
手
県

山
形

与
三
八

明
２８

福
井
県

木
谷

源
七

明
２９

石
川
県

大
宮

間
右
衛
門

明
３１

富
山
県

坂
野
吉
太
郎
跡
地

坂
井

平
右
衛
門

明
３２

石
川
県

栃
木

ヌ
サ
ト
ク
ル

明
３８

北
海
道

ネ
シ
コ
シ
か
ら
明
２０
代

に
ハ
イ
タ
ナ
イ（
幌
内
）

へ
移
住
し
再
入
植

千
舟

ト
ロ
フ
ヌ

明
３９

北
海
道

橋
本

梅
太
郎

明
４０

徳
島
県

新
保
清
次
郎
跡
地

中
川

力
松

明
４０

石
川
県

長
沢

秀
太
郎

明
４０

富
山
県

奥
田
兵
太
郎
跡
地

森

美
代
蔵

明
４０

徳
島
県

坪
田

幸
次
郎

明
４２

富
山
県

川
島

圭
吾

明
４４

富
山
県

杉
本
七
郎
跡
地

釜
加
へ
の
入
植
者
一
覧
（『
長
都
酪
農
組
合
五
〇
年
史
』）
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し
て
は
早
く
に
認
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
道
の
神
社
の
監
査
を
受
け
る
と
き
に
は
二
つ
な

け
れ
ば
通
ら
な
い
わ
け
さ
。
そ
れ
で
（
千
歳
神
社
の
）
溝
口
宮
司
は
持
っ
て
い
っ
た
わ
け
。

森
（
秀
）

ゴ
ト
の
キ
ヨ
シ
（
後
藤

清
）
さ
ん
が
さ
、「
こ
こ
の
神
さ
ん
、
弁
天
さ
ん

て
い
っ
て
た
け
ど
、
お
ら
が
み
た
と
き
は
、
大
黒
さ
ん
し
か
な
か
っ
た
ぞ
」
っ
て
言
う
ん

だ
。
や
っ
ぱ
り
何
か
す
る
と
き
に
神
主
が
持
っ
て
い
く
ん
で
な
い
か
。（
以
下
略
）

新
保
清
次
郎
が
自
宅
敷
地
に
御
堂
を
造
り
千
歳
神
社
か
ら
、
鮭
の
守
り
神
と
し
て
弁

財
天
を
預
か
り
祀
っ
て
い
た
の
は
、
明
治
二
十
五
・
六
年
頃
か
ら
現
在
の
釜
加
神
社
の

地
に
移
し
た
三
十
八
年
ま
で
の
約
十
数
年
間
で
あ
る
。
移
転
後
も
餅
撒
き
や
相
撲
大
会

を
全
て
自
費
で
振
る
舞
っ
て
い
た
。
当
時
は
長
都
村
、
漁
村
、
島
松
村
に
も
祭
り
ら
し

い
催
し
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
大
変
な
に
ぎ
わ
い
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
（
カ
マ
カ

の
古
老
の
話
）。

千
歳
村
の
開
拓

（
一
）
末
広
地
域
へ
の
入
植

千
歳
市
街
の
中
央
を
流
れ
る
千
歳
川
の
北
側
と
、
北
西
に
連
な
る
小
高
い
丘
に
囲
ま

れ
た
形
が
扇
子
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
「
末
広
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
前
は
北
東
部
が
子
ス
コ
シ
、
北
部
を
千
歳
村
番
外
地
も
し
く
は
東
○
線
南
○
号
と

言
っ
て
い
た
。
子
ス
コ
シ
は
、
西
越
採
卵
場
付
近
で
遺
跡
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。

こ
の
地
域
へ
の
入
植
の
始
ま
り
は
、
十
七
年
山
口
県
か
ら
移
住
の
�
重
兵
蔵
と
息
子

彦
十
郎
・
定
次
郎
・
逸
太
郎
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
木
滑
英
策
、
国
分
吉
五
郎
、
佐
々
木
兵
記
の
名
が
あ
げ
ら
れ
、
更
に
、
稲

川
儀
作
、
藤
本
初
八
、
藤
本
岩
太
郎
、
村
中
某
等
々
の
名
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
水
田

農
家
で
一
面
森
林
と
原
野
で
あ
っ
た
た
め
、
木
炭
づ
く
り
も
重
要
な
副
業
と
し
て
現
金

収
入
（
生
活
費
）
に
充
て
ら
れ
て
い
た
（
末
広
の
古
老
の
話
）。

西
越
採
卵
場

千
歳
川
を
遡
上
す
る
鮭
の
親
魚
の
捕
獲
は
孵
化
場
前
で
明
治
二
十
八

年
ま
で
続
い
た
が
、
下
流
で
の
密
猟
者
が
絶
え
な
い
こ
と
か
ら
、
北
米
で
使
わ
れ
て
い

た
水
車
型
の
捕
魚
車
を
二
十
九
年
に
千
歳
神
社
の
所

に
設
置
し
漁
獲
を
開
始
し
た
。

し
か
し
、
回
転
が
十
分
で
な
か
っ
た
の
で
、
下
流

の
西
越
に
移
し
て
改
良
を
加
え
、
三
十
年
か
ら
子
ス

コ
シ
（
西
越
採
卵
場
）
に
て
操
業
さ
れ
、
三
十
三
年

当
時
地
元
で
大
工
を
し
て
い
た
新
保
清
次
郎
が
、
こ

の
採
卵
所
の
建
設
を
請
け
負
い
建
築
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
以
来
末
広
地
域
に
居
住
し
て
い
た
�
重
彦

十
郎
・
逸
太
郎
兄
弟
と
息
子
兼
太
郎
、
紺
野
慶
蔵
、

国
分
美
作
等
が
採
卵
場
の
管
理
を
任
さ
れ
て
い
る

（
カ
マ
カ
の
古
老
の
話
）。

千
歳
川
を
遡
上
す
る
鮭
の
保
護
の
た
め
に
、
千
歳

川
か
ら
取
水
す
る
水
利
権
の
確
保
が
、
非
常

に
困
難
な
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
の

千
歳
の
水
田
耕
作
熱
は
盛
ん
で
、
石
山
七
三

郎
・
�
重
彦
十
郎
外
六
名
が
明
治
二
十
八

（
一
八
九
五
）
年
、「
用
水
溝
開
鑿
願
」
を
北

海
道
庁
長
官
に
提
出
し
て
い
る
。
許
可
を
得

て
用
水
溝
の
開
�
を
し
た
が
、
当
時
の
測
量

技
術
の
未
熟
さ
か
ら
水
が
通
ら
ず
、
取
水
地

（
蘭
越
）
で
、
千
歳
川
を
堰
き
止
め
嵩
を
上

げ
て
通
水
し
た
。

そ
の
用
水
路
が
千
歳
市
街
を
縦
断
し
、
永

く
「
用
水
路
通
り
」（
管
理
用
道
路
も
併
設
）

と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
（『
市
史
』）。

写真３－５ 千歳採卵所
（千歳・恵庭・廣島三村銘鑑録より）

写真３－４ 採卵風景（右端が�重逸太郎）
（『北海道鮭鱒ふ化放流事業百年史』より）
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（
二
）
ア
ウ
サ
リ
（
阿
宇
佐
里
）
地
域
へ
の
入
植

「
美
々
は
、
昔
、
勇
払
・
千
歳
・
札
幌
を
結
ぶ
交
通
の
要
路
と
し
て
開
け
、
文
化
四

（
一
八
〇
七
）
年
頃
か
ら
道
路
を
改
修
し
て
、
車
馬
の
通
れ
る
よ
う
に
し
た
」
と
あ
る

（『
駒
里
開
基
九
〇
年
史
』）。
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
頃
に
は
、
樋
平
越
新
道
（
今
の
豊

平
越
）
が
造
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
五
〇
年
以
上
前
か
ら
北
海
道
の
交
通
の
要

衝
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（『
同
前
』）。

当
時
、
千
古
斧
を
知
ら
ぬ
大
密
林
で
、
熊
、
鹿
が
横
行
し
、
白
鳥
、
青
さ
ぎ
、
鶴
、

鷲
な
ど
が
生
息
し
て
い
た
と
い
う
。
美
々
川
支
流
の
パ
ン
ケ
ビ
ビ
川
流
域
で
、
一
七
〜

一
八
世
紀
ア
イ
ヌ
文
化
期
の
船
着
き
場
、
建
物
跡
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
頃
の
産
物
と
し
て
は
、
鹿
皮
、
熊
皮
、
熊
胆
、
鷲
の
羽
な
ど
で
あ
っ
た
。

古
老
で
あ
る
新
藤
の
お
婆
さ
ん
（
明
治
二
十
六
年
生
）、
穴
田
の
お
婆
さ
ん
（
同
三

十
年
生
）、
松
本
源
吾
（
同
二
十
九
年
生
）、
大
蔵
長
藏
（
同
三
十
八
年
生
）、
西
条
忠

光
（
大
正
三
年
生
）
ら
の
話
に
よ
る
と
、
明
治
十
八
年
頃
、
横
島
徳
太
郎
と
い
う
人
が

札
幌
郡
山
鼻
村
か
ら
来
て
国
有
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
横
島
農
場
を
創
設
し
た
の
が
入

植
の
始
ま
り
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
大
原
力
松
、
田
中
銀
蔵
も
入
地
し
て

い
た
よ
う
だ
。

横
島
農
場
の
開
墾
し
た
農
地
は
約
六
〇
町
歩
で
、
当
時
の
農
耕
法
は
樹
を
切
り
倒
し

た
後
を
鍬
で
表
土
を
耕
し
、
ち
ょ
う
ど
座
布
団
を
二
つ
折
り
に
し
た
状
態
で
両
側
か
ら

合
わ
せ
て
畦
を
作
り
、
こ
の
上
に
作
物
の
種
を
蒔
い
た
。
こ
う
し
た
形
跡
は
今
で
も
散

見
で
き
る
。

当
時
の
集
落
の
様
子
は
、
現
在
の
松
本
家
の
横
を
流
れ
る
ホ
カ
ン
カ
ニ
川
沿
い
に

は
、
主
に
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が
住
み
、
武
田
、
中
村
家
の
横
を
流
れ
る
ア
ウ
サ
リ
川
に

沿
っ
て
は
和
人
が
多
く
住
み
着
い
て
い
た
。
樽
前
山
の
噴
火
に
よ
る
火
山
灰
が
地
表
を

厚
く
覆
っ
て
お
り
、
地
味
は
悪
か
っ
た
。

な
め

マ
ッ
チ
軸
木
工
場
と
渋
液
工
場

明
治
の
初
期
は
、
熊
、
鹿
が
多
く
、
そ
の
皮
の
鞣

し
や
缶
詰
製
造
も
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
三
十
年
頃
、
巨
大
な
樹
林
地
の
中
に
ド
ロ
の
木

を
使
っ
た
燐
寸
の
軸
の
製
造
工
場
が
造
ら
れ
、
そ
の
跡
地
が
今
の
駒
里
小
中
学
校
の
敷

地
に
な
っ
た
。

明
治
三
十
五
年
、
東
京
の
桜
組
合
資
会
社
が
、
こ
の
地
で
産
出
さ
れ
る
柏
楢
か
ら
出

る
タ
ン
ニ
ン
エ
キ
ス
を
製
造
す
る
製
渋
工
場
を
早
来
村
に
造
っ
た
。
国
内
最
大
規
模

図３－８ 明治時代の駒里（『記念誌 駒里』一部修正）

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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で
、
製
品
は
漁
網
、
皮
革
加
工
の
原
料
に
用
い
ら
れ
、
マ
ッ
チ
工
場
と
並
び
活
況
を
呈

し
て
い
た
。
ま
た
樹
木
の
活
用
と
農
業
収
入
を
補
う
た
め
の
木
炭
づ
く
り
も
欠
か
す
こ

と
の
出
来
な
い
産
業
で
あ
っ
た
。

マ
ッ
チ
工
場
は
、
明
治
三
十
年
か
ら
三
十
四
年
頃
が
最
盛
期
で
、
原
料
の
枯
渇
と
共

に
三
十
九
年
に
は
閉
鎖
さ
れ
、
渋
液
製
造
も
三
十
五
年
か
ら
四
十
四
年
ま
で
で
終
わ
っ

た
。二

十
五
年
に
北
海
道
炭
礦
鉄
道
が
室
蘭
・
岩
見
沢
間
に
開
通
し
、
二
十
七
年
に
早
来

駅
が
出
来
る
と
、
産
業
経
済
面
で
の
流
通
に
大
き
な
変
革
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特

に
経
済
面
に
於
け
る
人
的
交
流
も
日
常
生
活
用
品
の
購
入
も
ほ
と
ん
ど
早
来
で
行
わ
れ

て
い
っ
た
。
勿
論
、
車
馬
に
よ
る
交
通
手
段
が
大
半
で
、
フ
モ
ン
ケ
の
悪
路
が
あ
っ
て

も
近
い
早
来
に
出
向
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
千
歳
へ
行
く
に
は
祝
梅
地
域
を
通

り
千
歳
川
淵
を
上
下
す
る
船
着
き
場
ま
で
の
ル
ー
ト
し
か
な
か
っ
た
。

神
社
仏
閣

美
々
の
衰
退
か
ら
当
時
の
八
幡
神
社
を
分
神
し
て
ア
ウ
サ
リ
神
社
を
建

て
、
す
で
に
ホ
カ
ン
カ
ニ
川
近
く
に
法
華
宗
の
布
教
堂
と
ホ
カ
ン
カ
ニ
神
社
が
建
て
ら

れ
て
い
た
が
、
二
つ
の
神
社
が
あ
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
現
在
地
に
合
祀
し
、

ア
ウ
サ
リ
神
社
と
し
地
域
の
中
心
と
な
っ
た
。
地
域
の
宗
教
は
ほ
と
ん
ど
早
来
の
寺
院

と
関
わ
っ
て
い
た
（『
駒
里
開
基
九
〇
周
年
記
念
史
』）。

（
三
）
子
シ
コ
シ
（
根
志
越
）・
シ
ュ
ク
バ
イ
（
祝
梅
）
地
域
へ
の
入
植

か
つ
て
、
マ
オ
イ
沼
に
注
ぐ
シ
ュ
ク
バ
イ
川
は
ユ
ウ
フ
ツ
と
イ
シ
カ
リ
の
境
目
と
い

わ
れ
て
い
た
。
明
治
二
十
五
年
の
室
蘭
線
開
通
以
前
は
夕
張
（
長
沼
・
由
仁
・
栗
山
）

郡
へ
は
千
歳
か
ら
ネ
シ
コ
シ
・
シ
ュ
ク
バ
イ
・
キ
ウ
ス
・
ケ
ヌ
フ
チ（
後
の
由
仁
街
道
）

を
経
て
入
村
し
た
と
さ
れ
る
（『
長
沼
町
九
〇
年
史
』）。

地
域
の
開
発

ネ
シ
コ
シ
地
域
に
は
早
く
か
ら
コ
タ
ン
が
あ
り
ア
イ
ヌ
の
居
住
者

が
数
多
く
い
た
。『
北
海
道
旧
土
人
保
護
沿
革
史
』
に
よ
る
と
七
戸
三
四
人
と
あ
る
。

明
治
二
十
七
年
に
号
線
に
よ
ら
な
い
ネ
シ
コ
シ
、
オ
ル
イ
カ
、
ケ
ヌ
フ
チ
の
千
歳
原
野

殖
民
地
区
画
割
の
完
了
と
と
も
に
、
ネ
シ
コ
シ
に
入
植
を
出
願
し
た
福
井
県
団
体
（
団

体
長
関
喜
左
衛
門
）
が
同
郷
者
六
〇
余
戸
と
と
も
に
本
道
に
団
体
移
住
し
、
現
地
に
入

地
し
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
の
泥
炭
湿
地
で
「
開
墾
の
見
込
み
な
し
」
と
の
理
由
で
三

七
戸
が
即
帰
郷
或
い
は
離
散
し
た
。
残
っ
た
二
五
戸
も
数
年
中
に
離
農
し
最
後
は
喜
左

衛
門
外
二
戸
と
な
る
結
果
で
あ
っ
た
。

湿
原
に
入
り
幾
度
も
の
大
水
害
を
克
服
し
て
用
水
溝
を
開
削
し
開
田
し
た
結
果
、
明

治
四
十
年
に
は
良
田
は
一
反
歩
六
俵
、
平
均
三
俵
半
に
も
達
し
、
か
な
り
の
蓄
え
が
出

来
た
（『
市
史
』）。
後
に
こ
の
地
域
も
か
な
り
開
田
し
、
そ
の
水
利
を
安
定
さ
せ
る
た

め
に
多
く
水
量
を
マ
マ
チ
川
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
。

（
四
）
オ
ル
イ
カ
・
キ
ウ
ス
（
中
央
）
地
域
へ
の
入
植

こ
の
地
域
の
開
拓
は
、
明
治
二
十
四
年
、
由
仁
街
道
（
現
国
道
３
３
７
号
線
）
開

削
に
始
ま
り
、
由
仁
、
長
沼
、
栗
山
へ
通
じ
る
交
通
の
要
衝
と
な
る
。
こ
の
道
路
と
安

平
山
系
を
源
と
す
る
「
オ
ル
イ
カ
」、「
チ
プ
ニ
」、「
キ
ウ
ス
」
の
河
川
流
域
も
、
往
時

は
大
木
が
そ
び
え
ク
マ
イ
笹
が
茂
る
密
林
で
あ
っ
た
。
人
々
は
鋸
、
鎌
、
鍬
で
、
開
墾

し
、
農
産
物
の
作
付
け
を
し
て
い
た
。

こ
の
地
域
で
最
初
に
名
前
が
で
て
く
る
の
は
、
明
治
二
十
六
年
お
そ
ら
く
チ
プ
ニ
川

あ
た
り
に
入
植
し
た
村
田
重
助
、
木
村
寅
蔵
で
あ
る
。
三
十
年
、
堀
常
右
衛
門
が
三
反

一
畝
、
長
瀬
多
八
が
一
反
六
畝
の
敷
地
を
寄
進
し
た
八
幡
宮
乎
留
神
社
が
、
さ
ら
に
三

十
三
年
、
関
口
家
の
所
有
地
に
木
臼
簡
易
教
育
所
が
開
設
さ
れ
、
こ
の
地
域
が
中
心
と

な
っ
て
い
っ
た
。

由
仁
街
道
沿
い
に
関
口
、
堀
常
右
衛
門
、
長
瀬
多
八
、
亀
井
、
井
川
、
生
田
ら
が
い

て
水
田
を
耕
作
し
て
い
た
（
大
正
七
年
、
関
口
・
村
田
・
長
瀬
・
木
村
ら
に
よ
る
チ
プ

ニ
川
か
ら
の
水
利
権
一
九
町
歩
取
得
）。

キ
ウ
ス
川
付
近
に
鈴
木
、
沢
田
、
田
中
、
秋
島
久
治
郎
、
高
橋
、
富
田
な
ど
が
い
て

水
田
耕
作
（
大
正
十
二
年
に
秋
島
久
治
郎
外
三
二
名
で
三
三
町
歩
の
水
利
権
を
得
）
を
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し
「
道
路
の
何
々
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

高
木
悌
次
郎
と
千
歳
牧
場

現
在
の
中
央
地
域
の
南
東
部
丘
陵
地
帯
は
、
明
治
の
初

期
か
ら
国
の
御
料
地
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
大
木
の
生
い
茂
る
原
生
林
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
後
国
策
に
よ
り
、
牧
場
と
し
て
開
放
さ
れ
（『
千
歳
市
史
』
に
は
八

一
万
坪
を
未
墾
地
付
与
と
あ
る
）、
滝
川
彌
兵
衛
に
よ
る
滝
川
牧
場
、
長
沼
在
住
の
高

木
悌
次
郎
・
森
井
平
兵
衛
ら
に
よ
る
千
歳
牧
場
と
な
っ
た
。
し
か
し
滝
川
、
森
井
は
火

山
灰
が
厚
く
成
功
の
目
処
立
た
ず
と
し
て
か
な
り
の
土
地
を
高
木
悌
次
郎
に
譲
渡
し

た
。
高
木
は
そ
こ
に
第
一
・
第
二
・
第
三
の
牧
場
を
設
置
し
た
。
折
し
も
明
治
三
十
八

年
、
長
沼
で
は
水
田
開
墾
の
機
運
が
盛
ん
で
長
沼
と
広
島
に
通
ず
る
灌
漑
溝
掘
削
工
事

を
請
け
負
っ
て
い
た
鈴
木
六
三
郎
に
管
理
を
任
さ
れ
、
四
十
〜
四
十
三
年
に
か
け
て
一

括
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

高
木
は
由
仁
の
先
駆
者
古
川
浩
平
に
仕
え
、
農
場
を
手
伝
う
傍
ら
夕
張
川
か
ら
の
用

水
路
を
長
沼
に
引
き
、
認
め
ら
れ
て
長
沼
村
村
会
議
員
と
な
る
。
議
員
か
ら
収
入
役
と

な
り
三
十
八
年
に
村
長
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
間
自
ら
長
沼
土
功
組
合
を
設
立
さ
せ
、

千
歳
川
上
流
か
ら
の
取
水
計
画
を
い
ち
早
く
国
に
申
請
を
し
、
千
歳
を
縦
断
し
て
い
る

長
沼
用
水
路
が
現
存
す
る
所
以
と
な
る
。
村
長
退
任
後
は
専
ら
土
地
改
良
区
設
立
に
翻

弄
し
そ
の
功
が
永
く
讃
え
ら
れ
今
日
の
穀
倉
長
沼
の
礎
と
な
る
（
鈴
木
清
子
の
当
時
の
記

録
メ
モ
お
よ
び
『
長
沼
町
九
十
年
史
』）。

《
功
労
者
》

村
田
重
助

明
治
二
十
六
年
広
島
県
よ
り
渡
道
し
、
�
島
村
に
一
時
滞
留
、
同
年

オ
ル
イ
カ
に
転
じ
て
水
田
耕
作
に
成
功
、
後
に
率
先
し
て
チ
プ
ニ
川
の
水
利
権
を
取
得

し
、
土
地
改
良
・
耕
作
技
術
の
会
得
に
よ
り
、
札
幌
外
四
郡
農
会
長
表
彰
を
受
け
、
村

の
総
代
・
部
落
長
な
ど
多
く
の
公
職
を
歴
任
し
た
。
特
に
キ
ウ
ス
小
学
校
建
設
に
は
率

先
私
財
を
投
入
し
実
現
に
寄
与
し
、
永
く
後
世
に
名
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。

鈴
木
六
三
郎

明
治
四
年
福
島
県
会
津
で
生
ま
れ
三
十
八
年
ま
で
野
村
銀
行
会
津
若

松
支
店
長
を
務
め
て
い
た
が
、
時
あ
た
か
も
世
界
恐
慌
の
煽
り
の
平
価
切
り
下
げ
事
件

で
辞
め
、
妻
リ
ヨ
と
共
に
渡
道
し
た
。
長
沼
村
の
村
長
で
あ
っ
た
高
木
悌
次
郎
の
も
と

で
灌
漑
溝
工
事
を
請
負
、
翌
三
十
九
年
同
氏
所
有
の
千
歳
村
オ
ル
イ
カ
の
牧
場
管
理
を

任
さ
れ
る
。

オ
ル
イ
カ
の
牧
場
は
第
一
・
第
二
・
第
三
と
あ
り
「
千
歳
牧
場
」
と
言
わ
れ
て
い

た
。
四
十
年
に
第
一
・
第
二
牧
場
が
、
四
十
二
年
に
第
三
の
牧
場
も
完
成
、
成
功
と
同

時
に
高
木
悌
次
郎
か
ら
、
悌
次
郎
の
妹
が
明
治
天
皇
よ
り
戴
い
た
と
い
う
茶
器
一
組
が

贈
ら
れ
て
い
る
（
写
真
３－

６
）。
さ
ら
に
、
そ
の
功
が
認
め
ら
れ
、
牧
場
全
部
を
譲

り
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
四
十
三
・
四
十
四
年
に
買
い
受
け
と
同
時
に
移
転
登
記
が
な

さ
れ
て
い
る
。

四
十
年
に
キ
ウ
ス
に
移
転
後
、
農
業
の
傍
ら
林
地
の
管
理
に
当
た
り
農
会
総
代
、
産

業
組
合
長
、
キ
ウ
ス
小
学
校
保
護
者
会
長
、
村
会
議
員
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
、
地
域

の
発
展
に
寄
与
し
た
。

市
村
権
太
郎

明
治
三
十
二
年
に
オ
サ
ツ
ト
ウ
の
船
着
き
場
に
移
住
、
農
業
に
従
事

写真３－６ 明治天皇からいただいたという茶器
が収納されていた木箱
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し
、
開
拓
改
良
を
な
し
、
オ
ル
イ
カ
・
キ
ウ
ス
の
発
展
に
尽
力
し
た
。
傍
ら
、
沼
の
漁

業
権
を
取
り
、
隣
に
い
た
末
永
と
協
力
、
鮒
・
ワ
カ
サ
ギ
の
甘
露
煮
佃
煮
な
ど
、
地
域

の
漁
業
産
物
の
振
興
に
つ
と
め
た
。
ま
た
、
地
域
の
人
望
も
厚
く
、
農
会
代
議
員
、
オ

ル
イ
カ
潅
漑
溝
組
合
長
、
森
林
防
火
組
合
伍
長
、
村
会
議
員
な
ど
も
歴
任
し
、
自
治
発

展
の
た
め
に
寄
与
さ
れ
た
（『
千
歳
・
恵
庭
・
�
島
三
村
銘
鑑
録
』）。

（
五
）
ケ
ヌ
フ
チ
（
剣
淵
）
へ
の
入
植

ケ
ヌ
フ
チ
川
は
流
量
も
多
く
た
び
た
び
氾
濫
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
ト
ビ
ュ
シ
ナ
イ

川
、
ポ
ロ
ナ
イ
川
は
開
田
の
た
め
の
水
利
用
水
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。
マ
オ
イ
ト
ー（
馬

追
沼
）
は
、
ケ
ヌ
フ
チ
川
の
延
長
で
魚
介
類
（
鯉
、
鮒
、
エ
ビ
、
烏
貝
な
ど
）
の
宝
庫

で
あ
っ
た
。
マ
オ
イ
ト
ー
と
オ
サ
ッ
ト
ー
（
長
都
沼
）
と
を
つ
な
ぐ
イ
カ
ベ
ツ
川
は
勾

配
が
少
な
く
長
都
沼
の
水
位
が
上
が
る
と
逆
流
す
る
川
で
あ
っ
た
。

ケ
ヌ
フ
チ
原
野
へ
の
入
植
は
、
明
治
十
年
代
で
あ
る
。
二
十
年
、
高
橋
久
蔵
が
初
め

て
こ
の
地
に
足
を
入
れ
た
頃
は
丘
陵
地
は
原
始
の
密
林
、
マ
オ
イ
ト
ー
は
、
ヨ
シ
・
ス

ゲ
・
ア
シ
の
大
草
原
で
あ
っ
た
。
二
十
二
年
に
着
工
の
千
歳
由
仁
道
路
の
開
通
に
よ

り
、
本
州
の
経
済
不
況
を
背
景
に
、
進
ん
で
新
天
地
を
求
め
往
来
す
る
人
が
多
く
な
っ

た
。
そ
れ
よ
り
先
、
二
十
年
頃
に
長
沼
村
開
祖
吉
川
鉄
之
助
、
角
田
村
栗
山
の
開
祖
泉

鱗
太
郎
も
千
歳
の
新
保
宅
経
由
で
、
由
仁
道
路（
ケ
ヌ
フ
チ
）を
経
て
入
地
し
て
い
る
。

当
然
ケ
ヌ
フ
チ
に
も
入
植
者
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
述
の
高
橋
久
蔵
を
始

め
、
二
十
二
〜
二
十
三
年
頃
、
野
元
源
蔵
、
日
沢
吉
雄
、
片
小
田
英
吉
（
奥
村
）
が
入

植
し
、
何
と
し
て
で
も
自
己
食
糧
、
米
作
り
を
成
功
さ
せ
よ
う
と
の
熱
意
で
水
田
耕
作

が
始
ま
っ
た
（『
市
史
』）。
さ
ら
に
、
二
十
七
年
五
月
信
田
太
七
、
同
年
六
月
信
田
喜

一
、
二
十
八
年
鈴
木
尚
三
郎
、
三
十
年
五
月
富
田
文
助
、
同
年
小
栗
経
治
、
三
十
一
年

清
水
市
三
郎
等
が
入
地
し
て
い
る
（『
郷
土
史
ケ
ヌ
フ
チ
物
語
』）。

ま
た
、『
千
歳
市
史
』『
千
歳
市
農
業
協
同
組
合
史
』
に
よ
る
と
、
二
十
九
年
坂
田
清

平
衛
、
同
年
森
井
平
兵
衛
、
三
十
年
以
降
彦
坂
与
太
夫
、
今
井
助
左
衛
門
、
山
城
鶴
次

郎
、
新
伝
与
次
郎
な
ど
の
名
が
あ
る
。

二
十
六
〜
二
十
七
年
頃
の
入
植
者
は
、
開
田
・
開
畑
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
冬
期
間

は
、
生
計
を
立
て
る
た
め
に
山
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
造
材
業
・
炭
焼
業

に
転
ず
る
人
も
数
多
く
い
た
。
山
城
鶴
次
郎
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

道
路

千
歳
由
仁
道
路
は
、
明
治
二
十
五
年
の
室
蘭
線
開
通
を
目
論
ん
で
の
着
工
で

あ
っ
た
よ
う
で
、
二
十
二
年
に
起
工
し
、
翌
二
十
三
年
八
月
に
竣
工
し
て
い
る
。
同
時

に
岩
見
沢
・
角
田
道
路
も
開
通
し
た
の
で
、
千
歳
・
岩
見
沢
道
路
と
も
言
わ
れ
主
要
道

路
と
な
っ
た
。
こ
の
道
路
と
ケ
ヌ
フ
チ
・
ト
ビ
ユ
シ
ナ
イ
川
に
架
か
る
橋
が
、
丸
太
の

上
に
板
を
敷
き
詰
め
た
簡
単
な
橋
で
馬
が
通
る
た
び
に
ガ
タ
ガ
タ
と
言
う
こ
と
か
ら
ガ

タ
ン
ガ
タ
ン
橋
と
言
わ
れ
て
い
た
。

千
歳
追
分
道
路
は
、
由
仁
街
道
か
ら
ケ
ヌ
フ
チ
川
沿
い
に
追
分
に
向
か
う
道
路
で

あ
っ
た
が
、
当
時
は
ひ
ど
い
湿
地
帯
で
と
て
も
歩
け
る
状
態
で
は
な
く
、
現
在
よ
り
ケ

ヌ
フ
チ
川
左
岸
の
山
の
方
の
高
い
と
こ
ろ
を
通
っ
て
い
た
。
二
十
八
年
に
一
部
改
修
さ

れ
、
ま
た
三
十
六
年
に
再
改
修
さ
れ
て
い
る
。

繁
殖
道
路
は
明
治
四
十
年
長
沼
舞
鶴
（
繁
殖
）
か
ら
由
仁
街
道
ま
で
の
連
絡
道
路
と

し
て
出
来
た
。
こ
の
地
帯
は
二
十
二
年
道
庁
令
に
よ
り
、
鶴
の
繁
殖
地
と
し
て
指
定
さ

れ
、
捕
獲
を
禁
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
繁
殖
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
間
に
イ
カ

ベ
ツ
川
が
あ
り
、
こ
こ
に
木
橋
を
掛
け
て
い
た
が
低
地
帯
で
あ
る
た
め
に
毎
年
補
修
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
は
ち
ょ
う
ど
、
胆
振
の
国
と
石
狩
の
国
と
の
国
境
で
あ
る
こ
と
か
ら

今
で
も
国
境
橋
と
呼
ん
で
い
る
。

高
橋
道
路
は
ケ
ヌ
フ
チ
川
の
西
方
由
仁
道
路
の
千
歳
よ
り
に
、
北
に
向
か
う
道
路
で

あ
っ
た
。
明
治
二
十
三
年
ご
ろ
高
橋
久
蔵
が
こ
の
地
に
入
地
し
小
屋
掛
け
を
し
た
場
所

に
通
じ
る
道
路
で
、
今
で
も
高
橋
道
路
・
開
拓
道
路
と
読
ん
で
い
る
。

船
便

イ
カ
ベ
ツ
川
は
、
由
仁
、
三
川
、
栗
山
へ
の
陸
路
が
出
来
る
明
治
四
十
年
ま

で
は
山
林
か
ら
切
り
出
し
た
枕
木
、
薪
、
木
炭
な
ど
が
積
み
込
ま
れ
、
逆
に
日
用
雑

６０４
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貨
、
食
料
品
衣
料
、
農
道
具
な
ど
を
売
り

に
来
る
交
易
船
に
利
用
さ
れ
、
マ
オ
イ

ト
ー
か
ら
イ
カ
ベ
ツ
川
・
オ
サ
ッ
ト
ー
を

経
て
川
舟
に
よ
り
江
別
・
札
幌
に
運
ば
れ

た
。
人
力
に
よ
る
も
の
も
多
か
っ
た
が
、

帆
舟
や
ポ
ン
ポ
ン
舟
も
使
わ
れ
て
い
た
。

ケ
ヌ
フ
チ
の
開
墾

明
治
二
十
四
年
に

北
海
道
殖
民
地
選
定
区
画
の
実
施
で
千
歳

郡「
ケ
ヌ
フ
チ
」原
野
の
測
量
が
完
了
し
、

入
植
者
が
急
増
し
た
が
、
い
た
る
と
こ
ろ

に
無
名
川
が
あ
り
、
そ
の
水
を
利
用
し
て

開
田
を
目
指
し
た
。
第
一
段
階
は
ケ
ヌ
フ

チ
川
、
ト
ブ
ウ
シ
ュ
ナ
イ
川
を
中
心
と
す
る
現
在
の
神
社
周
辺
地
域
で
、
一
部
は
ポ
ロ

ナ
イ
流
域
に
も
及
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
第
二
段
階
は
ホ
ロ
カ
峠
に
い
た
る
丘
陵
地
帯

で
、
明
治
四
十
年
頃
に
長
沼
の
創
始
者
吉
川
（
九
又
）
一
族
が
、
吉
川
牧
場
を
営
み
開

墾
し
て
い
る
（
写
真
３－

７
）。

農
業
水
利
（
用
水
）

明
治
二
十
四
年
に
米
を
収
穫
し
た
と
さ
れ
る
野
元
源
蔵
、
最

初
に
入
地
し
た
高
橋
久
蔵
も
、
畦
つ
く
り
も
ま
ま
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
造
田
の
方
法
は

ヤ
チ
ダ
モ
の
木
を
伏
せ
て
土
を
か
け
た
簡
単
な
畦
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
後
の
改
修
で
根

木
が
た
く
さ
ん
出
て
い
る
。
い
ず
れ
も
ト
ビ
ュ
シ
ナ
イ
川
か
ら
の
取
水
で
あ
る
。
造
田

面
積
が
増
大
す
る
に
つ
れ
、
大
量
の
取
水
量
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
ケ
ヌ
フ
チ
川

か
ら
の
取
水
に
迫
ら
れ
て
い
っ
た
。
水
門
と
し
て
は
、
三
十
六
年
、
中
の
水
門
（
神
社

下
）、
上
の
水
門（
笠
原
農
場
・
森
井
平
兵
衛
の
管
理
）、
下
の
水
門（
当
初
清
水
市
郎
・

小
栗
喜
四
郎
・
坂
田
清
兵
衛
等
が
幌
内
奥
野
沢
の
沢
水
を
利
用
し
て
耕
作
し
て
い
た

が
、
水
量
不
足
で
、
三
十
九
年
頃
に
松
原
横
に
樋
門
を
作
り
取
水
）
と
三
水
門
が
出
来

た
が
、
泥
炭
層
の
地
盤
に
砂
の
堆
積
で
漏
水
が
激
し
く
維
持
管
理
に
は
、
大
変
苦
労
し

た
と
い
う
（『
郷
土
史
ケ
ヌ
フ
チ
物
語
』）。
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植
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の
追
分
駅
で
下
車
し
た
か
剣
淵
（
現
在
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い
ず
み
さ
と

の
泉
郷
）
経
由
の
千
歳
夕
張
道
路
・
追
分
道
路
を
歩
い
て
入
植
し
た
。
新
剣
淵
は
、

あ
び
ら

福
岡
佐
六
が
安
平
村
か
ら
未
開
地
に
入
植
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

（
一
）
幌
加
・
竜
丑
内

幌
加
と
竜
丑
内
に
最
初
に
入
植
し
た
人
た
ち
は
、
明
治
二
十
九
年
、
青
森
県
や
福
井

県
、
石
川
県
か
ら
、
合
わ
せ
て
十
数
戸
ほ
ど
で
来
道
し
た
。
津
軽
団
体
、
加
賀
団
体
と

い
う
よ
う
に
団
体
ご
と
に
ま
と
ま
り
、
掘
っ
立
て
の
笹
小
屋
に
居
住
し
、
大
変
な
辛
酸

を
な
め
た
様
子
が
、
千
歳
市
立
幌
加
小
学
校
開
校
六
〇
周
年
記
念
誌
「
丘
陵
」
に
記
さ

れ
て
い
る
。
幌
加
・
竜
丑
内
の
教
育
は
、
明
治
三
十
一
年
工
藤
敬
助
の
納
屋
で
の
寺
子

屋
式
教
育
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
、
幌
加
簡
易
教
育
所
に
な
っ
た
の
は
、
三
十
三
年
で
あ

る
。
幌
加
小
学
校
の
閉
校
は
、
昭
和
四
十
六
年
で
あ
る
。
閉
校
後
、
幌
加
小
学
校
・
協

和
小
学
校
・
東
丘
小
学
校
の
三
校
が
統
合
し
て
千
歳
市
立
東
小
学
校
と
な
っ
た
。
同
記

念
誌
所
収
の
座
談
会
か
ら
引
用
し
よ
う
。

記
念
誌
「
丘
陵
」
の
中
の
座
談
会
「
思
い
出
を
語
る
」（
一
部
修
正
）

時
・
昭
和
三
十
四
年
六
月
八
日

所
・
鮎
田
学
校
長
宅

出
席
者
・
村
上
善
太
郎
（
明
治
二
十
五
年
生
ま
れ
）、
前
田
猪
三
男
（
明
治
二
十
七
年
生

ま
れ
）、
今

要
作
（
明
治
二
十
九
年
生
ま
れ
）、
柴
田
政
二
（
明
治
三
十
九
年
生
ま
れ
）

司
会
・
鮎
田
愨
夫

司
会

本
日
は
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
定
刻
お
集
ま
り
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
幌
加
の
昔
を
し
の
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
部
落
が
で
き
た
の
は
い
つ
頃
だ
っ
た
の
で

す
か
。
こ
の
状
況
は
、
ど
な
た
か
ら
で
も
ど
う
ぞ
。

今

明
治
二
十
九
年
に
内
地
か
ら
入
植
し
た
ん
で
す
ね
。
明
治
二
十
八
年
に
土
地
開

放
が
な
さ
れ
た
の
で
、
旭
川
及
び
こ
の
辺
り
に
米
作
を
目
的
に
入
植
し
た
の
で
す
。

村
上

私
た
ち
が
来
る
よ
り
前
で
あ
っ
た
。

今

青
森
県
が
若
松
さ
ん
の
近
辺
を
中
心
に
、
福
井
県
が
明
石
温
泉
を
中
心
に
、
石

川
県
が
前
田
さ
ん
か
ら
中
村
さ
ん
の
線
あ
た
り
に
団
体
ご
と
に
入
植
し
た
の
だ
そ
う
で

す
。

今
要
作
の
回
顧
に
よ
る
と
明
石
温
泉
は
、
明
治
三
十
九
年
頃
に
で
き
た
と
述
べ
て
い

る
。
明
石
温
泉
は
、
今
は
廃
業
し
て
無
い
が
、
開
湯
後
は
保
老
加
温
泉
、
石
神
温
泉
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
北
辰
病
院
長
の
関
場
不
二
彦
博
士
は
、
明
石
温
泉
に
つ
い
て
鉱
泉
の

食
塩
泉
で
飲
用
な
ら
消
化
不
良
や
胃
腸
病
に
効
き
目
が
あ
り
、
浴
用
な
ら
各
種
皮
膚
病

の
疾
患
に
効
き
目
が
あ
る
と
証
明
し
て
い
る
。

昔
の
農
家
に
は
一
般
的
に
風
呂
が
な
く
、
近
隣
の
人
た
ち
は
「
止
湯
」
と
称
し
て
幾

ら
か
の
料
金
で
、
終
り
の
湯
に
入
っ
た
と
い
う
。
幌
加
の
年
配
者
は
、
明
石
温
泉
は
斜

面
を
利
用
し
た
大
き
な
建
物
で
親
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
と
話
し
て
い
る
。

村
上

昔
は
、
上
幌
加
と
下
幌
加
に
分
か
れ
て
い
た
。

学
校
と
い
う
名
で
な
く
、
そ
の
と
き
は
簡
易
教
育
所
で
子
ど
も
た
ち
の
授
業
料
は
、
私
ど

も
が
納
め
た
も
の
だ
。
先
生
が
居
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
が
あ
っ
た
。

今

初
め
は
工
藤
さ
ん
の
納
屋
が
利
用
さ
れ
私
な
ど
は
、
お
ん
ぶ
さ
れ
て
も
ら
い
見

に
行
っ
た
も
の
だ
。
そ
の
後
、
明
治
三
十
三
年
九
月
に
新
岡
尾
司
氏
の
納
屋
に
移
っ
た
。

柴
田

翌
三
十
四
年
、
唐
牛
九
右
衛
門
校
長
を
迎
え
た
と
聞
き
ま
す
が
。

今

唐
牛
先
生
を
迎
え
て
簡
易
教
育
所
に
な
っ
た
。

村
上

大
塚
孫
八
先
生
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
お
ら
れ
た
が
、
私
は
習
わ
な
か
っ
た
。

大
塚
孫
八
は
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
六
月
の
生
ま
れ
で
、
岩
見
沢
村
大
願
簡
易

教
育
所
・
長
都
簡
易
教
育
所
（
長
都
の
最
初
の
教
員
）・
幌
加
簡
易
教
育
所
・
近
唐
簡

易
教
育
所
・
新
剣
淵
尋
常
小
学
校
で
教
べ
ん
を
と
っ
た
。
最
後
の
新
剣
淵
小
で
病
に
た

お
れ
、
大
正
九
年
四
月
十
三
日
、
現
職
の
五
三
歳
で
死
去
し
た
。
そ
れ
か
ら
久
し
く
し

て
昭
和
九
年
八
月
、
先
生
の
遺
徳
を
偲
ぶ
幌
加
の
教
え
子
た
ち
に
よ
り
、
幌
加
墓
地
に

「
大
塚
孫
八
先
生
の
墓
」
と
刻
ま
れ
た
墓
が
建
立
さ
れ
た
。
教
え
子
た
ち
の
浄
財
に
よ

る
墓
の
建
立
は
、
他
に
例
を
見
ず
、
聖
職
の
碑
で
あ
る
。

司
会

新
聞
、
郵
便
な
ど
は
ど
う
で
し
た
か
、
食
料
や
日
用
品
の
購
入
は
。
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今

新
聞
な
ど
は
な
か
っ
た
。
私
が
、
六
〜
七
才
頃
に
追
分
か
ら
郵
便
が
き
た
。

村
上

食
料
品
は
三
川
に
な
く
、
由
仁
ま
で
買
い
に
行
っ
た
も
の
だ
。

前
田

三
川
に
出
る
の
に
道
が
な
く
、
木
を
削
り
、
目
印
に
し
て
歩
い
た
も
の
だ
。

今
、
前
田

自
力
更
生
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
真
に
自
分
で
生
き
る
の
で
あ
っ
て
、

川
魚
や
塩
鱒
、
み
が
き
鰊
、
蔬
菜
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
フ
キ
、
山
で
ウ
バ
ユ
リ
な
ど
を
採
っ

て
き
て
食
べ
た
も
の
だ
。

ウ
バ
ユ
リ
は
、
オ
オ
ウ
バ
ユ
リ
の
こ
と
で
あ
る
。
ウ
バ
は
お
婆
さ
ん
の
こ
と
で
、
花

盛
り
の
頃
に
根
も
と
の
葉
が
枯
れ
る
様
子
が
「
歯
の
な
い
お
婆
さ
ん
」
に
似
て
い
る
た

り
ん
け
い

め
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。
食
用
に
す
る
と
こ
ろ
は
鱗
茎
（
球
根
）
で
、
デ
ン
プ
ン
を

多
く
含
む
。
環
境
の
変
化
に
弱
い
た
め
、
都
市
近
郊
で
は
極
端
に
数
が
減
っ
た
の
で
、

札
幌
屯
田
防
風
林
の
よ
う
に
保
護
に
力
を
入
れ
て
い
る
所
が
あ
る
。

今

百
姓
は
副
業
が
主
な
も
の
で
、
男
は
山
稼
ぎ
を
し
、
拓
い
た
土
地
を
女
手
で
作
っ

た
も
の
で
す
。

前
田

拓
き
は
じ
め
は
、
木
を
焼
く
の
が
大
変
だ
っ
た
。

今

造
材
の
は
じ
ま
り
は
、
鉄
砲
の
台
部
に
す
る
ク
ル
ミ
の
木
を
切
り
出
し
、
ま
た

イ
ン
ジ
ュ
ウ
で
馬
車
の
車
の
木
部
を
作
り
、
次
に
マ
ッ
チ
の
軸
木
に
す
る
ド
ロ
ノ
キ
を
切

し
ぶ

り
、
カ
シ
ワ
の
木
の
皮
を
む
い
て
、
渋
工
場
に
、
そ
し
て
明
治
三
十
三
年
〜
三
十
四
年
頃

に
鉄
道
の
枕
木
と
し
て
ナ
ラ
が
切
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
馬
は
、
入
植
当
時
は
い

な
か
っ
た
。
ふ
よ
う
検
査
（
開
墾
状
況
検
査
）
が
あ
っ
た
。
そ
の
成
績
が
悪
か
っ
た
ら
取

り
上
げ
を
食
っ
た
も
の
だ
。

銃
床
に
す
る
ク
ル
ミ
の
木
を
買
う
と
こ
ろ
が
由
仁
に
あ
っ
た
と
い
う
。

ば
そ
り

村
上

馬
橇
は
、
明
治
三
十
三
年
頃
、
馬
車
は
、
明
治
三
十
七
年
〜
三
十
八
年
頃
に
あ
っ

た
。
私
が
買
っ
た
の
は
、
明
治
三
十
八
年
だ
っ
た
。

柴
田

熊
は
、
ど
う
で
し
た
か
。

前
田

い
た
い
た
。
あ
る
と
き
な
ど
馬
が
動
か
な
い
の
で
、
気
が
つ
い
て
み
た
ら
熊
だ
。

ア
ッ
と
驚
き
、
大
急
ぎ
で
逃
げ
て
帰
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
今
の
柴
田
さ
ん
辺
り
だ
ね
。

前
田

鹿
も
い
た
ん
だ
が
、
姿
を
見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
角
は
あ
っ
た
。

柴
田

開
墾
当
時
、
角
な
ら
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
ね
。

今

娯
楽
機
関
は
な
く
、
そ
れ
で
も
相
撲
な
ど
を
楽
し
ん
だ
も
の
だ
。
盆
踊
り
は
唯

一
の
楽
し
み
だ
っ
た
。
祭
文
語
り
、
お
か
れ
節
が
、
ど
こ
か
の
家
に
来
る
と
皆
集
ま
っ
て

き
た
も
の
だ
。

開
拓
時
代
か
ら
戦
後
ま
で
農
村
の
楽
し
み
は
、
盆
踊
り
や
学
校
の
運
動
会
、
神
社
の

お
祭
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
は
ほ
と
ん
ど
無
い
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、
と
き
お
り
、

流
し
の
祭
文
語
り
が
や
っ
て
き
た
。
祭
文
が
あ
れ
ば
、
近
所
の
人
た
ち
で
一
夜
を
楽
し

ん
だ
と
い
う
。
祭
文
語
り
は
、
忠
君
物
語
や
武
勇
伝
の
語
り
で
あ
る
。
料
金
は
志
し
で
、

戦
前
は
一
人
一
〇
銭
ぐ
ら
い
が
相
場
だ
っ
た
と
い
う
。

開
拓
時
代
の
食
は
、
山
菜
を
中
心
に
し
た
食
材
、
雪
が
吹
き
込
む
粗
末
な
家
屋
、
糧

を
得
る
方
法
は
、
農
業
生
産
よ
り
木
の
伐
採
に
頼
り
、
現
在
と
は
隔
世
の
過
酷
な
生
活

環
境
で
あ
っ
た
。

（
二
）
近
唐

近
唐
・
協
和
小
学
校
沿
革
史
に
よ
る
と
部
落
の
創
世
と
学
校
創
立
に
つ
い
て
「
近
唐

し
ぶ

に
最
初
に
入
植
し
た
人
た
ち
は
、
渋
工
場
の
原
料
に
木
を
切
り
、
樹
皮
を
追
分
に
出
し

て
い
た
」、「
近
唐
教
育
所
は
、
八
坪
の
寺
の
説
教
所
を
部
落
の
人
が
買
い
上
げ
、
修
繕

し
て
教
育
所
に
し
た
」、「
近
唐
は
、
製
炭
業
を
主
業
と
し
、
僅
小
な
農
業
地
帯
で
あ
っ

た
が
、
千
歳
線
の
開
通
以
前
は
主
要
都
市
へ
連
絡
す
る
交
通
の
中
継
地
と
し
て
繁
栄
す

る
に
至
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。

製
渋
所
だ
が
、
明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
室
蘭
線
の
早
来
に
東
京
か
ら
進
出

た
ん
に
ん

し
た
「
桜
組
株
式
会
社
」
が
創
業
し
た
。
製
渋
所
は
、
カ
シ
ワ
の
木
の
皮
か
ら
単
寧
を

取
り
、
獣
の
な
め
し
皮
を
作
る
液
に
し
た
。
や
が
て
ニ
シ
ン
漁
な
ど
の
魚
網
の
染
色
液

に
も
使
用
し
た
。
桜
組
は
明
治
末
頃
ま
で
続
い
た
。
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北
海
道
炭
礦
鉄
道
に
よ
る
室
蘭
線
の
開
通
は
、
二
十
五
年
で
、
三
川
駅
が
で
き
た
の

は
三
十
年
で
あ
る
。
近
唐
は
、
主
要
都
市
の
中
継
地
で
繁
盛
し
た
と
あ
る
が
、
主
要
都

市
と
は
、
追
分
・
夕
張
・
由
仁
な
ど
で
あ
ろ
う
。
今
の
近
唐
に
は
店
も
な
い
が
、
橋
本

と
い
う
雑
貨
屋
や
茶
店
、
居
酒
屋
が
あ
っ
た
と
い
う
。

幼
児
期
か
ら
青
年
期
の
二
四
歳
ま
で
近
唐
で
過
ご
し
た
竹
島
顕
一
（
明
治
三
十
五
年

生
ま
れ
、
享
年
九
六
歳
）
は
、「
宇
宙
の
正
体
」
と
い
う
自
叙
伝
を
出
版
し
た
。
こ
の

中
で
「
古
里
の
思
い
出
」
を
書
い
て
い
る
。
学
校
行
事
や
部
落
の
様
子
な
ど
が
生
き
生

き
と
描
か
れ
て
い
る
。

大
正
二
年
は
、
稲
の
花
盛
り
に
霜
が
き
て
稲
は
全
滅
し
、
エ
ン
ド
ウ
豆
だ
け
は
不
思
議

に
助
か
っ
た
が
、
他
も
全
滅
だ
っ
た
。
部
落
の
役
を
や
っ
て
い
た
人
が
、
私
の
父
に
部
落

長
を
引
き
受
け
て
く
れ
と
言
う
。
父
は
自
分
の
名
前
さ
え
漢
字
で
書
け
な
い
文
盲
で
、
ダ

メ
だ
と
言
っ
て
も
是
非
と
い
う
こ
と
で
頼
ま
れ
て
や
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
父
の

弟
、
竹
島
宇
吉
が
家
に
い
て
、
尋
常
六
年
を
卒
業
し
て
い
た
の
で
少
し
は
読
み
書
き
が
で

わ
ら

き
た
。
ま
ず
窮
民
救
済
の
仕
事
を
や
る
こ
と
に
な
っ
た
。
内
地
か
ら
稲
と
藁
が
送
ら
れ
て

く
る
。
こ
の
品
物
を
三
川
駅
ま
で
八
キ
ロ
の
道
を
取
り
に
行
く
。
父
の
弟
、
竹
島
多
作
が

ば
そ
り

協
力
し
て
く
れ
た
の
で
助
か
っ
た
。
冬
は
馬
橇
、
夏
は
馬
車
で
運
ん
だ
。
こ
の
稲
と
藁
を

窮
民
に
三
十
貫
、
五
十
貫
と
渡
し
、
窮
民
は
縄
に
し
て
持
っ
て
く
る
。
こ
の
代
金
と
し
て
、

ま
き

ラ
ン
グ
ウ
米
と
交
換
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
山
を
買
収
し
て
薪
切
り
を
や
ら
せ
た
。
三

方
六
と
い
っ
て
六
寸
三
角
で
長
さ
二
尺
の
薪
を
高
さ
五
尺
に
仕
上
げ
、
こ
れ
も
ラ
ン
グ
ウ

米
と
交
換
す
る
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

凶
作
の
対
策
は
、
縄
を
作
っ
た
り
、
薪
を
切
っ
た
り
し
て
働
か
な
け
れ
ば
、
米
一
粒

も
も
ら
え
な
い
仕
組
み
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
住
民
は
文
句
を
言
う
者
は
い
な
か
っ
た
。

政
府
や
役
場
の
悪
口
を
言
お
う
も
の
な
ら
、
後
ろ
に
手
が
回
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
当

時
は
、
貧
乏
を
恥
と
し
て
困
っ
て
い
て
も
困
っ
た
素
振
り
を
見
せ
な
い
の
が
世
相
人
情

で
あ
っ
た
。

大
正
二
年
は
、
全
道
的
な
大
凶
作
に
見
舞
わ
れ
た
年
で
あ
る
。
翌
年
の
初
冬
か
ら
青

エ
ン
ド
ウ
豆
を
中
心
に
高
騰
し
、
豆
成
金
と
い
う
農
家
の
好
景
気
が
数
年
続
い
た
。

農
家
に
と
っ
て
、
凶
作
は
死
活
に
か
か
わ
る
大
き
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。

私
に
山
口
幸
吉
と
い
う
親
友
が
い
た
。
山
口
は
、
六
年
卒
業
後
、
手
伝
い
の
炭
焼
き
を

や
っ
て
い
た
。
少
し
ず
つ
貯
め
た
金
で
「
筆
し
ず
く
」
と
い
う
文
壇
の
美
文
集
を
買
っ
て

き
て
毎
日
持
ち
歩
き
暗
記
す
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
こ
の
努
力
に
は
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
。

兵
隊
検
査
で
山
口
は
甲
種
合
格
、
私
は
乙
種
だ
っ
た
。
彼
は
上
等
兵
に
な
っ
て
帰
っ
て
き

た
。
な
に
ぶ
ん
、
頭
が
よ
い
の
と
よ
く
働
く
、
男
ぶ
り
も
よ
く
正
直
だ
っ
た
の
で
当
時
の

大
財
閥
鈴
木
六
三
郎
の
婿
養
子
に
迎
え
ら
れ
、
鈴
木
幸
吉
と
な
っ
た
が
、「
婿
養
子
」
は

嫌
だ
と
言
っ
て
山
口
幸
吉
に
も
ど
っ
た
。

大
正
四
年
、
千
歳
村
は
、
二
級
町
村
制
度
の
も
と
第
一
回
村
会
議
員
選
挙
を
実
施
し

た
。
鈴
木
六
三
郎
、
今
与
太
郎
（
幌
加
）、
井
上
伊
松
（
幌
加
）、
室
沢
初
次
郎
（
近
唐
）

ら
一
〇
名
の
議
員
が
誕
生
し
た
。

き
う
す

そ
の
後
、
山
口
は
、
木
臼
の
広
大
な
原
野
で
開
拓
農
業
を
始
め
た
。
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し

た
が
、
開
拓
に
成
功
し
た
。
戦
後
、
人
望
が
あ
る
の
で
市
会
議
員
に
押
し
上
げ
ら
れ
、
市

政
に
没
頭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
病
気
に
な
っ
た
と
聞
い
た
の
で
、
立
派
な
玄
関
、
応
接

間
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
見
舞
い
に
行
っ
た
ら
、
実
態
は
バ
タ
屋
で
乞
食
同
然
の
様
相
だ
っ

た
。
な
り
ふ
り
構
わ
ず
全
身
全
霊
を
傾
け
た
の
で
、
連
続
三
期
半
ば
で
死
ん
で
行
っ
た
。

「
近
唐
は
私
の
古
里
」
で
あ
る
と
言
っ
た
竹
島
顕
一
の
思
い
出
に
は
、
同
級
生
や
部

落
の
有
力
者
、
近
所
の
人
た
ち
の
名
が
数
多
く
出
て
く
る
。

（
三
）
新
剣
淵

新
剣
淵
の
開
祖
は
、
東
丘
神
社
に
顕
彰
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
福
岡
佐
六
で
あ
る
。

福
岡
佐
六
の
長
男
が
福
岡
辰
吉
、
福
岡
辰
吉
の
長
男
が
福
岡
伊
之
助
で
あ
る
。
伊
之
助

の
妻
セ
ツ
に
よ
る
と
、
福
岡
佐
六
・
辰
吉
親
子
が
原
始
林
の
東
丘
で
開
拓
の
鍬
を
振

６０８
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る
っ
た
の
は
、
幌
加
に
簡
易
教
育
所
が
出
来
た
明
治
三
十
三
年
で
あ
っ
た
。
福
岡
セ
ツ

は
、
東
丘
老
人
ク
ラ
ブ
記
念
誌
「
上
シ－

ケ
ヌ
フ
チ
」
に
「
福
岡
家
の
歩
み
」
を
書
い

て
い
る
。始

祖
福
岡
佐
六
は
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
、
広
島
県
佐
伯
郡
に
お
い
て
、
平
民
益

田
忠
蔵
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
幼
い
頃
よ
り
武
芸
を
好
み
、
努
力
し
て
芸
州
藩
に
取

り
立
て
ら
れ
、
国
本
力
之
進
の
姓
を
賜
る
。
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
、
戊
辰
戦
争
の
会

津
追
討
の
功
で
感
謝
状
を
受
け
た
。

東
丘
会
館
に
感
謝
状
の
写
真
と
良
家
が
持
つ
手
鏡
の
写
真
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
。

明
治
三
年
、
福
岡
家
の
婿
養
子
と
し
て
入
籍
、
六
人
の
子
を
も
う
け
る
。
志
に
燃
え
て

家
を
出
、
消
息
が
絶
え
て
除
籍
さ
れ
る
が
、
明
治
十
四
年
再
入
籍
と
な
る
。
明
治
二
十
六

年
、
北
海
道
へ
の
移
住
を
志
し
、
同
郷
を
頼
っ
て
手
稲
村
軽
川
に
入
植
す
る
。
明
治
二
十

八
年
、
有
珠
郡
壮
瞥
村
に
転
住
す
る
。
明
治
三
十
年
、
日
清
戦
争
の
五
円
献
納
の
表
彰
で

勇
払
郡
植
苗
村
に
移
り
、
さ
ら
に
安
平
村
字
ポ
ン
ア
ビ
ラ
に
移
住
し
た
と
思
わ
れ
る
。
明

治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
、
千
歳
村
字
新
剣
淵
の
未
開
地
一
七
五
町
歩
三
反
程
の
貸
し

下
げ
を
受
け
、
開
墾
に
着
手
す
る
。
土
地
は
火
山
灰
で
地
味
薄
く
、
森
林
と
笹
が
繁
茂
し
、

熊
や
狐
、
狸
が
出
て
開
墾
は
困
難
を
極
め
た
が
、
確
固
た
る
信
念
の
も
と
土
地
を
開
墾
し

て
い
っ
た
。
や
が
て
移
住
者
も
増
え
、
組
長
の
責
務
を
負
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
明
治
三

十
七
年
に
神
社
の
建
立
、
私
費
を
投
じ
た
道
路
の
測
量
と
村
理
事
者
と
の
交
渉
、
凶
作
に

対
す
る
道
庁
の
救
済
事
業
等
に
協
力
し
た
。
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
、
福
岡
佐
六
は
七

〇
歳
の
長
寿
を
全
う
し
、
波
乱
に
満
ち
た
人
生
を
閉
じ
た
。

継
い
だ
辰
吉
は
、佐
六
に
も
増
し
て
部
落
の
事
業
に
専
念
し
、千
歳
村
会
議
員
に
な
っ

て
い
る
。
特
に
、
新
剣
淵
小
学
校
の
開
校
に
際
し
、
教
員
に
大
塚
孫
八
を
迎
え
、
自
宅

の
一
部
や
馬
舎
を
提
供
し
建
設
費
を
寄
付
し
て
い
る
。
そ
の
息
子
の
伊
之
助
も
村
会
議

員
、
農
業
の
改
良
普
及
、
国
勢
調
査
員
の
公
務
を
引
き
受
け
て
い
る
。
福
岡
家
三
代
の

土
地
は
勝
俣
仁
作
が
買
い
受
け
て
、
現
在
、
箱
根
牧
場
と
な
っ
て
い
る
。

勝
俣
仁
作
は
、
神
奈
川
県
箱
根
に
生
ま
れ
、
二
一
歳
の
と
き
親
類
を
頼
り
渡
満
し
、

五
年
程
、
牧
夫
と
牧
場
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
南
満
州
鉄
道
に
就
職
し
、
四

〇
歳
ま
で
勤
め
た
。
戦
後
、
箱
根
に
引
き
揚
げ
、
長
い
こ
と
箱
根
で
牛
飼
い
を
し
て
い

た
が
、
観
光
開
発
と
公
害
問
題
が
出
始
め
て
来
道
を
決
意
し
た
。
福
岡
佐
六
の
青
雲
の

志
に
感
銘
し
、
福
岡
家
の
離
農
地
を
買
い
受
け
て
定
住
し
た
。「
上
シ
ー
ケ
ヌ
フ
チ
」の

発
行
責
任
者
で
あ
る
。
こ
の
冊
子
の
中
で
、
勝
俣
仁
作
は
「
偉
大
な
先
人
を
偲
ぶ
と
き

が
あ
っ
て
も
良
い
と
思
う
。
継
承
し
た
私
た
ち
は
、
惜
し
み
な
い
感
謝
の
念
を
捧
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。

国
道
２
３
４
号
の
由
仁
町
三
川
寄
り
に
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
新
剣
淵

で
苦
闘
し
た
人
た
ち
の
開
拓
記
念
碑
「
農
國
基
」
が
建
っ
て
い
る
。
碑
文
は
、
次
と
お

り
で
あ
る
（
句
読
点
と
振
り
仮
名
は
、
筆
者
記
入
）。

記
念
碑

「
農
國
基
」

も
と
づ

第
二
期
北
海
道
拓
殖
計
畫
（
第
二
期
拓
殖
計
画
の
開
始
は
、
昭
和
二
年
で
あ
る
）
ニ
基
キ
、

よ

か
い
は
つ

じ
つ
し

自
作
農
創
設
ニ
依
ル
、
民
有
未
墾
地
開
發
事
業
實
施
セ
ラ
ル
ル
ヤ
、
諸
氏
選
バ
レ
テ
千
歳

あ
ま
つ
さ
え

そ
う
は
く

村
シ－

ケ
ヌ
フ
チ
ニ
入
地
早
々
、
冷
害
凶
作
ニ
遭
遇
シ
、

剰

ヘ
、
地
力
瘠
薄
（
東
千
歳

の
丘
陵
の
下
に
は
、
樽
前
の
火
山
灰
、
支
笏
火
山
の
火
山
灰
が
厚
く
堆
積
し
て
い
る
）
ニ

き
わ

ど
う
ち
ょ
う

と
く
れ
い

い
し
ょ
く

シ
テ
経
営
ニ
困
難
ヲ
極
ム
時
ニ
、
砂
原
元
藏
氏
、
北
海
道
廰
ヨ
リ
自
作
農
督
勵
員
ヲ
委

嘱

け
ん
し
ん

よ

わ

ち
ゅ
う

サ
ル
ル
ヤ
、
償
還
組
合
ヲ
設
立
シ
、
獻
身
農
民
道
ノ
昂
揚
ニ
努
ム
、
諸
氏
能
ク
和
衷
協

ば
ん
な
ん

も
っ
て

そ

あ
ら
わ

同
、
萬
難
ヲ
克
服
シ
、
以
テ
其
の
業
蹟
ニ
、
一
段
ノ
充
實
ヲ
顕
シ
、
北
海
道
廰
長
官
ヨ
リ

ま
す
ま
す

そ
の
う
え
こ
う
お
ん

組
合
表
彰
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
五
度
ニ
及
ビ
、
益
々
農
本
固
メ
ツ
ツ
ア
ル
、
是
上
皇
恩
ニ
浴
シ
、

き
っ
き
ょ

よ

こ
こ

け
ん
ひ

よ
く

し
ょ
く

よ

そ

下
官
蔭
ト
俟
チ
諸
氏
ノ
拮
据
経
営
ニ
依
ル
、
茲
に
建
碑
ヲ
欲
シ
文
ヲ
嘱
サ
ル
、
仍
ツ
テ
其

か

ご
と

の
功
績
ヲ
述
ブ
ル
コ
ト
斯
ク
ノ
如
シ

昭
和
十
六
年
八
月
二
十
六
日

北
海
道
廰
拓
殖
部
長

小
林

誠
一

撰

「
農
國
基
」
の
裏
面
に
字
句
が
刻
ま
れ
て
い
る
。「
督
励
員

出
生
地

鳥
取
縣
氣
高

郡
逢
坂
村
字
山
宮

明
治
二
十
九
年
渡
道
」
こ
の
下
に
一
七
名
の
入
地
者
氏
名
と
そ
の

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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出
身
県
が
記
さ
れ
て
い
る
。

裏
面
の
督
励
員
と
は
、
砂
原
元
藏
の
こ
と
で
あ
る
。
砂
原
元
藏
は
、
明
治
二
十
九
年
、

単
身
北
海
道
に
移
住
（
月
形
ら
し
い
）
し
た
。
一
時
鳥
取
県
に
戻
っ
た
が
、
再
度
渡
道

し
、
上
川
の
当
麻
村
を
経
て
千
歳
村
の
幌
加
に
小
作
と
し
て
入
村
、
そ
の
後
、
新
剣
淵

で
養
豚
や
炭
焼
き
、
出
稼
ぎ
を
し
な
が
ら
土
地
を
所
持
し
た
。
昭
和
初
期
、
開
発
資
金

組
合
の
責
任
者
と
し
て
、
国
か
ら
資
金
を
借
入
し
、
組
合
員
と
と
も
に
開
拓
に
専
心
し

た
。
農
國
基
は
、
償
還
に
優
秀
な
成
績
を
上
げ
た
記
念
碑
で
あ
る
。

く
わ

東
千
歳
の
原
始
林
に
最
初
に
鍬
を
入
れ
た
開
拓
者
の
入
植
か
ら
一
一
〇
年
以
上
の
歳

月
が
過
ぎ
た
。
そ
の
間
に
、
多
く
の
入
植
者
と
離
農
者
が
あ
っ
た
が
、
大
勢
の
人
た
ち

の
艱
難
辛
苦
の
血
と
汗
の
結
晶
の
上
に
今
も
東
千
歳
は
、
農
産
物
の
一
大
生
産
地
と

な
っ
て
い
る
。

参
考
文
献
・
引
用

『
幌
加
小
学
校
開
校
六
十
周
年
記
念
誌

丘
陵
』
一
九
五
九
年
／
竹
島
顕
一
『
宇
宙
の
正
体
』
一

九
九
六
年
／
勝
俣
仁
作
『
上
シ
ー
ケ
ヌ
フ
チ
』
東
丘
白
樺
会

一
九
八
一
年
／
『
近
唐
・
協
和

小
学
校
沿
革
史
』
／
北
海
道
教
育
研
究
所
『
北
海
道
教
育
史
地
方
編
二
』
一
九
五
七
年

四．

農
業
生
産

水
田
開
発

北
海
道
に
お
け
る
米
作
は
、
明
治
以
前
か
ら
幾
度
も
試
作
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、「
真

に
経
済
的
立
地
」
を
得
た
の
は
、
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
以
降
と
さ
れ
る
。
北

海
道
に
お
け
る
米
の
作
付
面
積
は
、
二
十
年
に
は
一
七
九
二
町
で
あ
っ
た
が
、
二
十
五

年
に
は
二
四
三
七
町
、
三
十
年
に
は
七
七
八
〇
町
、
三
十
四
年
に
は
一
万
町
そ
し
て
大

正
四
年
に
は
五
万
町
を
超
え
、
十
一
年
に
は
一
〇
万
町
に
達
し
た
。

明
治
以
前
、
渡
島
南
部
の
狭
い
地
域
だ
け
で
行
な
わ
れ
て
い
た
米
作
は
、
明
治
二
十

年
に
は
石
狩
地
方
に
ま
で
普
及
す
る
。
そ
の
後
、
石
狩
地
方
か
ら
ほ
ぼ
同
心
円
状
に
広

が
っ
て
い
っ
た
。
三
十
年
ま
で
に
上
川
盆
地
に
入
り
、
ま
た
胆
振
、
日
高
方
面
に
亘
る
。

四
十
年
ま
で
に
名
寄
、
帯
広
へ
、
大
正
六
年
ま
で
に
北
見
、
そ
し
て
昭
和
二
年
ま
で
に

宗
谷
、
標
津
地
域
に
達
し
た
。

こ
の
よ
う
な
米
作
の
普
及
発
展
の
状
況
は
、
農
期
間
平
均
気
温
と
相
関
関
係
に
あ
る

と
さ
れ
る
。
明
治
二
十
年
の
進
出
線
は
一
五
℃
の
線
に
、
明
治
三
十
年
線
は
一
五
℃
と

一
四
℃
の
中
間
線
、
明
治
四
十
年
線
は
一
四
℃
線
、
大
正
七
年
線
は
一
三
℃
線
に
ほ
ぼ

一
致
す
る
（
野
上
富
士
夫
・
松
井
秀
一
「
北
海
道
米
作
立
地
に
関
す
る
統
計
的
考
察
」）。

で
は
千
歳
村
へ
の
米
作
の
普
及
は
い
つ
だ
ろ
う
か
。『
千
歳
市
史
』
お
よ
び
『
増
補

千
歳
市
史
』
は
と
も
に
、
明
治
二
十
四
年
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る

の
は
、『
躍
進
千
歳
の
姿
』
の
年
表
に
お
け
る
、「
明
治
二
十
四
年

嶮
淵
に
始
め
て
造

田
が
行
わ
る
」
と
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
躍
進
千
歳
の
姿
』
所
収
の
座
談
会
に

お
け
る
今
要
作
の
証
言
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
。

い
つ
の
時
点
を
も
っ
て
「
初
め
て
」
と
し
、
何
を
も
っ
て
「
普
及
し
た
」
と
す
る
の

か
は
実
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
さ
し
づ
め
、
北
海
道
産
米
百
万
石
祝
賀
会
編
『
北

海
道
ノ
米
』
が
し
て
い
る
よ
う
に
、「
米
作
起
源
」
と
「
水
田
開
発
起
源
」
を
分
け
て

考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
同
書
に
お
い
て
は
千
歳
村
に
関
し
て
、「
米
作
起
源
」
を
明

治
十
八
年
、
竹
山
善
左
衛
門
に
よ
る
と
し
、「
水
田
開
発
起
源
」
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
よ
う
に
明
治
二
十
六
年
の
試
作
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
い
る
。

明
治
三
十
六
年
（
引
用
者
注
―
文
脈
か
ら
す
る
と
二
十
六
年
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）
字
ケ
ヌ

フ
チ
ニ
於
テ
高
橋
久
蔵
森
井
平
兵
衛
ノ
両
人
水
稲
赤
毛
（
移
入
先
不
明
）
二
段
歩
余
ヲ
試

作
セ
シ
ニ
之
ガ
管
理
其
当
ヲ
得
ザ
ル
結
果
遂
ニ
登
熟
ス
ル
ニ
至
ラ
ザ
リ
シ
モ
両
人
ハ
屈
セ

ズ
之
ガ
栽
培
ニ
手
段
ヲ
尽
シ
タ
ル
結
果
翌
年
僅
ニ
三
斗
ノ
籾
ヲ
収
穫
ス
ル
ニ
至
レ
リ
是
レ

本
村
ニ
於
ケ
ル
水
田
開
発
ノ
起
源
ニ
シ
テ
高
畠
太
三
郎
及
字
幌
加
ニ
ハ
今
與
太
郎
室
澤
初

次
郎
等
何
レ
モ
一
二
段
歩
宛
栽
培
セ
ル
ニ
皆
相
当
ノ
収
穫
ヲ
得
ル
ニ
至
レ
リ
超
エ
テ
同
三

６１０
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マ
マ

十
年
ニ
ハ
字
オ
ル
イ
カ
ニ
於
テ
村
田
重
助
本
村
寅
藏
字
ネ
シ
ユ
シ
ニ
於
テ
ハ
関
喜
左
衛
門

又
三
十
四
年
ニ
ハ
字
長
都
村
ニ
於
テ
佐
藤
傳
四
郎
戸
田
甚
吉
等
続
々
栽
培
セ
ル
ヲ
以
テ
一

般
其
ノ
有
望
ナ
ル
ヲ
認
メ
現
ニ
耕
作
段
別
五
百
十
町
歩
ア
リ
尚
ホ
将
来
夕
張
千
歳
等
ノ
諸

川
ノ
改
修
工
事
完
成
ノ
暁
ハ
一
千
百
町
歩
以
上
ノ
造
田
ヲ
見
ル
ニ
至
ル
ベ
シ

『
増
補
千
歳
市
史
』
に
よ
る
と
高
橋
ら
は
、
島
松
村
の
中
山
久
蔵
か
ら
種
籾
を
譲
り

受
け
た
と
さ
れ
る
。

千
歳
村
の
開
墾
に
つ
い
て
は
、
勧
農
協
会
発
行『
北
海
之
殖
産
』の
通
信
委
員
で
あ
っ

た
長
岡
文
蔵
が
、
同
誌
第
六
六
号
に
お
い
て
「
千
歳
郡
千
歳
村
開
墾
概
況
」
と
し
て
詳

細
な
報
告
を
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
明
治
二
十
六
年
の
「
水
田
開
墾
」
の
「
従
事
」

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
時
代
の
史
料
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
同
報
告
に
よ
る
と
、
明
治
十
七
年
に
山
口
県
よ
り
入
植
し
た
長
岡
源
治
兵
衛
ほ
か

三
一
戸
の
農
業
経
営
は
、
二
十
年
を
過
ぎ
る
頃
に
な
る
と
、「
困
難
を
極
め
遂
ひ
に
離

散
す
る
の
已
む
を
得
ざ
る
に
至
」
り
、
残
っ
た
の
は
僅
か
に
七
戸
と
な
っ
た
。
二
十
七

年
二
月
に
は
千
歳
原
野
殖
民
地
の
貸
下
が
許
さ
れ
た
が
、
そ
れ
も
僅
か
数
区
画
で
、「
大

に
望
み
を
属
す
べ
き
の
地
」
で
あ
る
千
歳
川
の
東
、
夕
張
郡
に
隣
接
す
る
区
域
は
貸
下

停
止
の
区
域
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
源
治
兵
衛
は
道
庁
に
貸
下
停
止
解
除
の
嘆

ね

願
を
な
し
、
四
月
、
解
除
が
認
め
ら
れ
、
七
月
に
は
、「
子
シ
コ
シ
に
於
て
水
田
開
墾

を
目
的
」
と
す
る
貸
下
が
許
可
さ
れ
た
。「
現
今
に
て
は
子
シ
コ
シ
に
於
て
七
十
余
戸

の
貸
下
人
あ
り
内
三
十
五
戸
は
現
住
者
と
す
及
び
同
村
字
ケ
ヌ
プ
チ
、
キ
ウ
ス
、
オ
ル

イ
カ
、
牧
場
等
に
て
百
八
十
余
戸
の
貸
下
人
を
生
し
其
現
住
す
る
も
の
既
に
百
戸
余
に

達
し
茲
に
始
め
て
農
村
た
る
の
基
礎
」
が
開
か
れ
た
。「
就
中
ケ
ヌ
プ
チ
は
明
治
廿
六

年
中
秋
田
県
の
人
高
橋
久
造
、
福
岡
県
の
人
片
小
田
伊
吉
の
両
名
広
島
開
墾
地
よ
り
転

住
し
創
め
て
水
田
開
墾
に
従
事
せ
し
処
に
し
て
昨
年
（
引
用
者
注－

二
十
七
年
）
四
月

貸
下
停
止
解
除
の
日
迄
は
唯
々
此
の
二
戸
の
農
家
に
過
ぎ
ざ
り
し
が
右
解
停
と
共
に
前

記
の
農
家
を
増
殖
す
る
に
至
れ
り
加
ふ
る
に
昨
年
中
よ
り
屡
々
其
筋
に
歎
願
し
源
治
兵

衛
数
回
道
庁
に
出
願
し
て
熱
心
に
尽
力
せ
し
結
果
に
よ
り
ケ
ヌ
プ
チ
原
野
も
本
年
四
月

九
日
官
林
区
域
更
正
せ
ら
れ
水
田
開
墾
の
目
的
を
以
て
二
百
二
十
七
戸
貸
下
の
出
願
を

な
し
八
月
許
可
を
得
る
に
至
れ
り
」
と
い
う
。

明
治
三
十
年
頃
の
道
庁
農
商
課
員
の
調
査
報
告
に
お
い
て
も
、「
二
十
六
年
水
田
の

試
作
に
従
事
せ
し
所
其
結
果
意
外
に
良
好
に
し
て
殊
に
火
山
灰
の
特
性
と
し
て
落
水
す

る
と
き
は
忽
ち
乾
燥
し
て
稲
の
生
熟
を
進
め
米
質
佳
良
に
し
て
本
道
に
其
大
部
を
占
る

谷
地
田
米
の
如
き
粗
質
に
非
ざ
る
を
以
て
爾
後
年
々
水
田
を
開
発
す
る
も
の
俄
に
増
加

し
千
歳
郡
中
昨
二
十
九
年
は
数
百
町
歩
の
水
田
を
見
る
に
至
れ
り
」
と
し
て
い
る
（『
北

海
之
殖
産
』
第
九
九
号
）。
こ
の
よ
う
に
、
水
田
開
発
の
起
源
に
関
し
て
は
、
複
数
の
文

献
に
お
い
て
明
治
二
十
六
年
で
一
致
し
て
い
る
。

ま
た
稲
作
、
水
田
開
発
の
創
始
者
に
つ
い
て
も
、
文
献
に
よ
り
人
物
や
名
前
表
記
に

異
同
が
あ
り
特
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
文
献
の
刊
行
順
に
列
挙
し
て
み

よ
う
。
前
掲
の
長
岡
文
蔵
の
報
告
は
、
高
橋
久
造
・
片
小
田
伊
吉
、『
北
海
道
ノ
米
』は

高
橋
久
蔵
・
森
井
平
兵
衛
を
挙
げ
て
い
る
。『
千
歳
市
史
』は
野
本
源
蔵
を
挙
げ
る
。『
増

補
千
歳
市
史
』
は
高
橋
久
造
、
信
田
一
喜
、
片
和
田
栄
吉
の
三
名
を
挙
げ
て
い
る
。

『
郷
土
誌

ケ
ヌ
フ
チ
物
語
』
は
、
野
元
源
蔵
を
「
千
歳
に
お
け
る
稲
作
の
第
一
号
」
と

す
る
一
方
で
、「
語
り
継
が
れ
て
い
る
入
植
開
墾
の
第
一
人
者
は
高
橋
久
造
、
野
元
源

蔵
、
奥
村
某
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
年
月
は
不
明
で
あ
る
」
と
も
述
べ
、「
高
橋

久
造
は
ケ
ヌ
フ
チ
川
左
岸
へ
、
野
元
源
蔵
は
神
社
下
あ
た
り
、
奥
村
は
ポ
ロ
ナ
イ
沢
下

あ
た
り
か
ら
開
墾
を
始
め
た
模
様
で
あ
る
」と
し
て
い
る
。そ
し
て
奥
村
に
つ
い
て
は
、

片
小
田
英
吉
と
も
記
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

参
考
文
献

野
上
富
士
夫
・
松
井
秀
一
「
北
海
道
米
作
立
地
に
関
す
る
統
計
的
考
察
」『
北
海
道
統
計
』
一
〇

四

一
九
四
二
年
七
月
／
北
海
道
産
米
百
万
石
祝
賀
会
編
『
北
海
道
ノ
米
』
一
九
二
一
年
／
北
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海
道
農
会
『
北
海
之
殖
産
』
第
六
六
号

一
八
九
五
年
十
二
月
、
第
九
九
号

一
八
九
八
年
九

月
／
泉
郷
郷
土
誌
編
纂
委
員
会
『
郷
土
誌

ケ
ヌ
フ
チ
物
語
』
一
九
九
二
年

稲
作明

治
二
十
七
〜
九
年
度
の
千
歳
村
の
稲
作
に
関
し
て
は
、『
北
海
之
殖
産
』
誌
上
に

長
岡
文
蔵
に
よ
る
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
状
況
が
窺
え
る
。

二
十
七
年
度
に
関
し
て
は
、
千
歳
郡
全
体
の
状
況
の
記
述
で
あ
り
、
千
歳
村
個
別
の

状
況
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
「
排
水
溝
完
備
せ
ず
用
水
路
の
設
け
な
き
が
為

そ
う
お
う

ち
ょ
す
い

や

や

め
挿
秧
の
際
用
水
乏
し
く
或
は
瀦
水
の
減
せ
さ
る
等
よ
り
植
付
期
に
遅
れ
挿
秧
に
稍
々

困
難
せ
し
」
こ
と
、
成
熟
の
際
、
降
雨
が
あ
る
も
排
水
溝
未
整
備
の
た
め
「
瀦
水
乾
涸
」

せ
ず
減
収
が
見
込
ま
れ
た
が
、
天
候
が
よ
く
例
年
通
り
の
収
穫
で
あ
っ
た
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。

二
十
八
年
度
に
関
し
て
は
、
風
水
害
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
千
歳
村
お
よ
び
漁
村
で

は
収
穫
は
平
年
よ
り
二
割
の
減
少
、
島
松
村
で
は
六
割
の
減
少
を
み
た
と
い
う
。
長
都

村
に
つ
い
て
は
、「
湿
地
に
排
水
溝
を
穿
た
ず
天
候
に
任
せ
試
作
せ
し
も
の
な
れ
ば
収

穫
の
他
村
に
比
し
て
少
な
き
は
怪
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
同
年
度
千

歳
郡
の
稲
作
状
況
に
関
し
て
は
、
表
３－

２０
の
と
お
り
で
あ
る
。
作
付
規
模
に
関
し
て

は
、
島
松
村
が
九
九
・
二
町
と
最
も
大
き
く
、
漁
村
三
九
・
九
町
、
千
歳
村
二
八
・
五

町
、
長
都
村
三
・
八
町
と
続
く
。
収
穫
高
に
関
し
て
は
、
一
反
歩
当
り
の
収
穫
高
で
勝

る
漁
村
が
、
四
四
六
石
と
最
も
高
い
。
千
歳
村
も
一
反
歩
当
り
の
収
穫
高
は
漁
村
に
匹

敵
し
、
作
付
段
別
の
差
か
ら
す
る
と
、
比
較
的
多
く
の
収
穫
を
上
げ
て
い
る
。
長
都
村

の
一
反
歩
当
り
の
収
穫
高
は
、
千
歳
村
よ
り
も
か
な
り
低
い
。

千
歳
村
の
農
地
は
、
水
田
二
八
・
五
町
、
畑
地
二
六
・
六
町
、
長
都
村
は
水
田
二
・

八
町
、
畑
地
一
二
・
二
町
、
蘭
越
村
は
畑
地
三
・
四
町
と
い
う
規
模
で
あ
っ
た
。
水
田

一
反
当
り
の
売
買
額
は
、
千
歳
村
八
・
五
円
、
島
松
村
一
〇
円
、
漁
村
九
円
、
畑
地
の

そ
れ
は
千
歳
村
・
漁
村
五
円
、
長
都

村
四
円
、
島
松
村
五
・
五
円
と
な
っ

て
い
た
。

二
十
九
年
度
は
大
雨
の
た
め
川
が

氾
濫
し
、
ケ
ヌ
フ
チ
原
野
な
ど
に
被

害
が
出
た
。
長
岡
は
ケ
ヌ
フ
チ
の
水

害
に
関
し
て
、「
本
年
五
六
月
頃
即

ち
稲
播
種
及
び
植
付
期
は
日
々
旱
天

打
続
き
水
利
の
乏
し
き
所
は
植
付
に

際
し
困
難
を
感
ず
る
位
な
り
し
が
七

月
上
旬
よ
り
時
々
降
雨
あ
り
て
山
野

共
に
十
分
湿
潤
せ
し
上
本
月
（
引
用

者
注
―
八
月
）
十
九
日
よ
り
廿
二
日

に
連
り
て
降
雨
あ
り
殊
に
廿
一
日
の

夜
は
強
烈
な
る
降
雨
な
り
し
為
め
に

ケ
ヌ
プ
チ
川
一
時
に
暴
漲
し
直
ち
に

田
畑
を
浸
し
て
諸
作
物
を
害
し
殊
に

本
地
方
の
重
要
作
物
な
る
稲
田
は
一

面
の
沼
沢
と
な
り
或
は
新
開
地
の
耕

作
な
る
を
以
て
稲
株
は
草
根
と
共
に

浮
き
上
り
流
れ
て
其
隣
地
の
稲
を
覆

ひ
潰
し
甚
し
き
は
壌
土
を
さ
へ
流
失

せ
し
も
の
あ
り
」と
報
告
し
て
い
る
。そ
の
後
二
十
五
日
に
も
強
雨
に
よ
っ
て
氾
濫
し
、

「
被
害
の
稲
は
或
は
泥
土
に
潰
さ
れ
或
は
腐
敗
し
て
用
に
堪
へ
ず
僅
か
に
蘇
生
の
望
あ

る
も
の
と
雖
稲
葉
は
黄
色
に
変
し
殆
ん
ど
植
付
当
時
の
観
と
な
れ
り
是
等
は
到
底
登
実

表３－２０ 千歳郡米作景況表（明２８）

作付段別（町） 収穫高（石） 一反歩平均収穫（石）
粳 糯 計 粳 糯 計 粳 糯

島松 ９９．２１２０ － ９９．２１２０ ４０４．２３０ － ４０４．２２０ ０．４０７ －
漁 ３６．７９００ ３．１８ ３９．９７００ ４０５．６０１ ４０．７００ ４４６．３０１ １．１０２ １．２７９
長都 ３．８０００ － ３．８０００ ７．５２０ － ７．２５０ ０．１８１ －
蘭越 － － － － － － － －
千歳 ２８．４３００ １．５０ ２８．５８００ ３２６．９４５ １．６００ ３２８．９４５ １．１５０ １．０６６

玄米一石ノ見込価格（円） 一段売買額（円） 反別（町） 水田耕作者（人）
粳 糯 水田 畑地 水田 畑地 自作 小作

島松 ８．５００ － １０．０００ ５．５００ ９９．２１２０ ３０２．５２２５ １１９ １１
漁 ８．０００ ８．５００ ９．０００ ５．０００ ３９．９７００ ５３２．４１０５ １４４ １２０
長都 － － － ４．０００ ２．８０００ １２．２６２５ ８ －
蘭越 － － － － － ３．４０００ ７ －
千歳 ８．０００ ８．２００ ８．５００ ５．０００ ２８．５８００ ２６．６９００ ４２ ５

註� 長岡文蔵「明治二十八年千歳郡米作概況（三月十二日報）」『北海之殖産』６９、明２９．３より作成。
� 数値は不備が多いが、原典のまま。
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の
期
に
遅
る
ゝ
な
ら
む
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
被
害
は
「
稲
作
九
分
畑
作
物
は
一

分
の
割
合
」
に
及
ん
だ
と
い
う
（「
千
歳
郡
千
歳
村
字
ケ
ヌ
ペ
チ
原
野
水
害
詳
況
」）。

三
十
年
度
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
北
海
之
殖
産
』
に
道
庁
農
商
課
員
に
よ

る
調
査
が
あ
る
（「
北
海
道
石
狩
原
野
稲
作
状
況
」）。
そ
れ
に
よ
る
と
三
十
年
度
に
は
「
二

十
六
年
稲
作
に
着
手
せ
し
」
以
来
の
不
作
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
稲
の
生
長
を
促
進
さ
せ

よ
う
と
早
く
落
水
さ
せ
た
が
、
そ
の
後
晴
天
が
続
き
降
雨
が
少
な
か
っ
た
め
、
田
中
に

水
分
が
不
足
し
枯
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
千
歳
村
で
は
二
十
九
年
、「
水
田

百
五
拾
町
歩
を
灌
養
す
る
」
こ
と
を
見
込
ん
で
、
用
水
路
を
開
鑿
し
た
。
用
水
路
に
つ

い
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、「
素
人
の
設
計
」
の
た
め
軌
道
に
乗
る
ま
で
困
難
が

続
き
、
三
十
年
に
は
、「
僅
か
に
拾
余
町
歩
を
耕
作
せ
し
に
過
ぎ
」な
か
っ
た
と
い
う
。

三
十
一
年
度
の
千
歳
村
の
稲
作
に
つ
い
て
は
、
長
岡
が
詳
細
な
報
告
を
し
て
い
る
。

三
十
一
年
度
は
稲
苗
の
発
生
が
不
良
で
あ
り
、
苗
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
三
、

四
分
に
止
ま
っ
た
。
た
だ
そ
の
後
、
天
候
も
よ
く
生
育
が
良
好
で
抽
穂
の
頃
に
は
こ
の

ま
ま
行
け
ば
豊
作
に
な
る
も
の
と
見
込
ま
れ
た
。
し
か
し
水
害
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
風

害
、
霜
害
と
続
き
、
散
々
な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

三
十
二
年
度
に
関
し
て
は
、
長
岡
が
挿
秧
ま
で
の
経
過
を
報
告
し
て
い
る
。
天
候
は

良
好
で
稲
苗
の
発
生
不
良
も
な
く
生
育
は
順
調
で
あ
っ
た
。
挿
秧
後
に
つ
い
て
は
、「
札

幌
附
近
稲
作
景
況
」（
第
一
一
二
号
）
に
お
い
て
、「
千
歳
郡
千
歳

部
内
米
作
は
挿
秧

後
七
月
下
旬
迄
は
気
候
順
良
な
り
し
為
め
発
育
佳
良
な
り
し
に
八
月
初
旬
よ
り
数
旬
間

降
雨
頻
り
な
る
か
為
め
生
育
稍
不
充
分
な
る
も
開
花
の
侯
に
至
り
て
之
を
回
復
し
景
况

良
好
な
り
二
百
十
日
の
如
き
は
頗
る
好
天
気
な
り
し
を
以
て
今
後
成
熟
の
期
ま
て
非
常

の
天
災
な
き
に
於
て
は
相
応
の
作
を
得
べ
し
」と
、天
候
は
概
ね
良
好
で
あ
る
と
し
て
、

十
月
の
時
点
で
「
非
常
の
天
災
」
が
な
い
限
り
、「
相
応
の
作
を
得
」
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
と
見
込
ま
れ
て
い
た
。

や
や
時
代
が
下
っ
て
、
明
治
四
十
一
年
に
お
い
て
、
千
歳
村
の
「
現
在
水
田
」
は
三

三
一
九
反
で
あ
り
、
恵
庭
（
五
九
七
五
反
）、
白
石
（
五
四
一
五
反
）、
広
島
（
五
二
七

〇
反
）、
当
別
（
五
〇
〇
〇
反
）
に
次
ぎ
、
札
幌
支
庁
管
内
一
六
町
村
中
五
番
目
の
規

模
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
畑
を
水
田
に
変
し
得
可
見
込
」
は
一
五
〇
反
、「
未
開
地
を
水

田
に
変
す
可
き
見
込
」は
二
七
五
〇
反
と
さ
れ
て
い
る
。合
計
で
六
二
一
九
反
と
な
り
、

恵
庭
（
二
万
五
九
七
五
反
）、
当
別
（
二
万
反
）、
広
島
（
八
八
〇
〇
反
）、
白
石
（
六

九
七
五
反
）
に
次
ぎ
、
同
じ
く
管
内
五
番
目
の
規
模
と
見
込
ま
れ
て
い
た
（「
札
支
管
内

の
見
込
水
田
」『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
明
治
四
十
一
年
十
月
八
日
付
）。

麦
作
の
状
況

農
学
士
・
矢
木
久
太
郎
は
、「
北
海
道
の
気
候
は
麦
作
に
於
て
本
邦
第
一
た
り
」
と

述
べ
て
い
る
（「
北
海
道
の
麦
作
に
就
い
て
」）。
大
麦
は
農
家
の
主
要
食
料
お
よ
び
醸
造

用
、
裸
麦
は
主
要
食
料
、
小
麦
は
主
に
本
州
に
出
荷
さ
れ
、
一
部
は
道
内
で
製
粉
等
に

用
い
ら
れ
た
。
ま
た
燕
麦
は
飼
料
、
特
に
軍
馬
の
飼
料
と
し
て
、
本
州
に
多
く
出
荷
さ

れ
た
。

米
作
同
様
、
麦
作
に
関
し
て
も
『
北
海
之
殖
産
』
誌
上
に
長
岡
文
蔵
に
よ
る
報
告
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
麦
作
状
況
の
一
端
が
窺
え
る
。

明
治
二
十
七
年
度
に
関
し
て
は
、

本
年
千
歳
郡
千
歳
、
漁
、
島
松
三
村
に
於
け
る
麦
作
は
登
熟
の
頃
降
雨
頻
り
な
り
し
が
為

め
結
実
不
十
分
に
し
て
一
反
歩
収
穫
の
平
均
は
減
少
せ
し
に
も
拘
ら
ず
其
全
躰
に
於
い
て

収
穫
高
の
増
加
せ
し
は
新
墾
地
の
増
加
せ
し
に
よ
り
て
な
り
又
た
長
都
、
蘭
越
に
は
農
業

を
営
む
も
の
な
く
烏
柵
舞
村
は
本
年
作
付
せ
し
も
の
な
し

と
あ
る
（「
千
歳
郡
各
村
麦
作
概
況
」
同
誌
第
五
三
号
）。

二
十
八
年
度
に
関
し
て
は
、「
前
年
に
比
し
播
種
以
来
生
育
甚
宜
し
く
気
候
其
当
に

適
し
て
諸
害
を
被
ふ
ら
ず
従
て
登
実
十
分
に
し
て
満
足
の
収
穫
を
見
た
」
と
い
う
。
な

お
島
松
村
で
は
、
大
麦
お
よ
び
裸
麦
の
作
付
段
別
が
減
少
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
作
付

を
稲
作
に
換
え
た
者
が
多
い
こ
と
に
よ
っ
た
（「
明
治
廿
八
年
千
歳
郡
麦
作
概
況
」
同
誌
第

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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六
九
号
）。

両
報
告
に
付
随
す
る
統
計
に
つ
い
て
は
表
３－

２１

の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
長
都
、
蘭
越
、
烏

柵
舞
三
村
は
作
付
が
な
く
、
統
計
に
表
れ
て
い
な

い
。
明
治
二
十
七
年
に
お
け
る
千
歳
村
の
麦
作
は
作

付
一
・
三
八
町
、
収
穫
一
〇
石
と
さ
れ
て
い
る
。
二

十
八
年
に
な
る
と
、そ
れ
ぞ
れ
三
・
九
四
町
、四
四
・

九
石
に
増
加
し
て
い
る
。
小
麦
は
作
ら
れ
て
お
ら

ず
、
作
付
面
積
、
収
穫
高
と
も
に
大
麦
よ
り
裸
麦
に

比
重
が
置
か
れ
て
い
た
。
一
反
歩
平
均
収
穫
高
は
漁

村
や
島
松
村
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
作

付
面
積
、
収
穫
高
は
両
村
と
大
き
な
差
が
開
い
て
い

た
。三

十
二
年
度
に
関
し
て
は
、

秋
蒔
大
、
小
、
裸
麦
等
は
皆
美
事
に
穂
揃
を
為
し

充
分
の
結
実
疑
ひ
な
き
が
如
し
春
蒔
の
各
麦
類
も

出
穂
盛
む
に
し
て
是
亦
良
好
な
り
唯
麦
類
は
丁
度

入
梅
中
に
結
実
す
る
は
此
作
物
の
一
失
と
云
ふ
べ

き
乎

と
、
秋
蒔
の
穂
揃
、
春
蒔
の
出
穂
ま
で
は
良
好
で

あ
っ
た
こ
と
が
中
間
報
告
さ
れ
て
い
る
（「
三
十
二
年

度
千
歳
郡
農
作
物
景
況
」
同
誌
第
一
〇
九
号
）。

三
十
九
年
に
な
る
と
、
千
歳
外
三
ヶ
村
の

「
麦
」

（
大
麦
・
小
麦
・
裸
麦
の
合
計
か
）
の
生
産
は
四
二

七
石
、
燕
麦
は
一
四
〇
石
に
達
し
た
（『
三
ヶ
村
沿
革

史
』）。

明
治
四
十
一
年
及

び
大
正
四
（
一
九
一

五
）
年
以
降
に
つ
い

て
は
表
３－

２２
の
通

り
で
あ
る
。
千
歳
村

で
は
第
一
次
大
戦
直

前
に
燕
麦
及
び
小
麦

の
生
産
を
急
増
さ
せ

た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
大
麦
及
び
小
麦

に
つ
い
て
は
大
正
九

年
、
裸
麦
に
つ
い
て

は
十
年
に
な
る
と
、

作
付
段
別
、
収
穫
高

と
も
に
恵
庭
村
（
漁

村
と
島
松
村
が
合

併
）
を
追
い
越
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
十

三
年
に
大
麦
と
裸
麦

は
急
激
な
減
反
を
み

て
お
り
、
収
穫
高
は

再
び
、
恵
庭
村
以
下

に
落
ち
込
ん
で
い
っ

た
。

表３－２１ 麦作（千歳郡・明２７～２８）
作付段別（町） 収穫高（石） 一反歩平均収穫高（石）

大麦 裸麦 小麦 計 大麦 裸麦 小麦 計 大麦 裸麦 小麦

明
２７

千歳 ０．２９００ １．０９００ － １．３８００ ２．９００ ７．１００ － １０．０００ １．０００ ０．６５１ －
漁 ６．３９００ １４．４４００ ０．８３００ ２１．６６００ ５０．６３０ １０７．２８０ ４．１６０ １６２．０７０ ０．７９２ ０．７４３ ０．５０１
島松 ４．７４００ １０．０１００ ３．４４００ １８．１９００ ４５．１３５ ７３．６３０ ３４．５４３ １５３．３０８ ０．９５２ ０．７３５ １．００４
計 １１．４２００ ２５．５４００ ４．２７００ ４１．２３００ ９８．６６５ １８８．０１０ ３８．７０３ ３１５．３７８ － － －

明
２８

千歳 １．４０００ ２．５４００ － ３．９４００ １７．５９８ ２７．３０５ － ４４．９０３ １．２５７ １．０７５ －
漁 ８．７８０２ １５．０１００ １．４７２０ ２６．２６２２ １１４．１４８ １１８．７２９ ２４．７６６ ２５７．６４３ １．３００ ０．７９１ １．０００
島松 ３．６３２０ ５．５８１０ ５．７３１０ １５．０５１０ ５９．３８６ ４４．６６６ ５７．９０６ １６１．９５８ １．６３３ ０．８００ １．０１０
計 １３．８１２２ ２３．１３１０ ８．２１００ ４５．１６０２ １９１．１３２ １９０．７００ ８２．６７２ ４６４．５０４ － － －

註 長岡文藏「千歳郡麦作概況（明治廿七年分）」『北海之殖産』５３、明２７．１１、同「明治廿八年千歳郡麦作概況（三月十二
日報）」『同』６９、明２９．３より作成。

表３－２２ 麦作（千歳郡・明４１、大４～１３）
作付段別（町） 収穫高（石） 一反歩平均収穫高（石）

大麦 裸麦 小麦 燕麦 計 大麦 裸麦 小麦 燕麦 計 大麦 裸麦 小麦 燕麦

明４１
千歳
外三村

２１．２ １４．３ １．２ ４．２※ ４０．９ ２３３ １２８ １５ ９１１ １，２８７ １．２００ ０．９００ ０．８００ ２．２００

恵庭村 ５２．０ ６５．０ ２５．０ １９７．５ ３３９．５ ６２４ ５２３ ２５０ ３，９５０ ５，３４７ １．２００ ０．８００ １．０００ ２．０００
大４ 千歳村 ３６ ４８ １５９ ２１５ ４５８ ３６７ ３８４ ９５４ ２，２７９ ３，９８４ １．２００ ０．８００ ０．６００ １．６００
５ 千歳村 ４８ ６２ １２７ ２８４ ５２１ ４８０ ３７２ ６３５ ２，２７２ ３，７５９ １．０００ ０．６００ ０．５００ ０．８００
６ 千歳村 ７９ ９８ １２６ １８５ ４８８ ７９０ ８８２ １，１３４ ２，２２２ ５，０２８ １．０００ ０．９００ ０．９００ １．２００

７ 千歳村 １２．０ １５．７ ６２．０ ２４９．０ ３３８．７ １３２ １５７ ６２０ ２，９８８ ３，８９７ １．１００ １．０００ １．０００ １．２００
恵庭村 ６５．７ ９１．９ １１４．７ ３２４．７ ５９７．０ ７３８ ９１２ １，０３０ ５，８９３ ８，５７３ １．１２３ ０．９９２ １．０００ １．８１５

８ 千歳村 １３．０ １４．０ ８２．０ ２５０．０ ３５９．０ １３０ １２６ ６９８ ３，０００ ３，９５４ １．０００ ０．９００ ０．８５１ １．２００
恵庭村 １４８．７ ８１．６ ９４．６ ５０８．１ ８３３．０ １，６７９ ７２６ ９９２１０，１６２１３，５５９ １．１２９ ０．８９０ １．０４９ ２．０００

９ 千歳村 １２３．０ ７２．０ １８７．５ ２７８．０ ６６０．５ １，２０９ ７２０ １，８２５ ２，２２４ ５，９７８ ０．９８３ １．０００ ０．９７３ ０．８００
恵庭村 １００．７ １０３．０ １８０．０ ５０８．１ ８９１．８ ７８３ ６１８ １，７１０ ８，１３０１１，２４１ ０．７７８ ０．６００ ０．９５０ １．６００

１０ 千歳村 ２１９．５ １７５．０ ２４２．７ ２７８．０ ９１５．２ ２，５４６ １，７５０ ２，８６４ ３，２９９１０，４５９ １．１６０ １．０００ １．１８０ １．３００
恵庭村 １１４．３ １０３．６ １７２．９ ５０８．１ ８９８．９ １，４１１ ８９２ １，３００１４，７８４１８，３８７ １．２３５ ０．８６１ ０．７５２ ２．０５０

１１ 千歳村 ２３０．０ １６９．０ ２５５．０ ２７５．０ ９２９．０ ２，３００ １，０１４ ２，４３６ ３，３００ ９，０５０ １．０００ ０．６００ ０．９５５ １．２００
恵庭村 ８３．５ ９２．５ １５０．２ ７３７．５１０６３．７ ８７７ ５５５ ９７６１１，０６３１３，４７１ １．０５０ ０．６００ ０．６４９ １．５００

１２ 千歳村 ２２８．０ １７５．０ ２４０．０ ２９３．０ ９３６．０ ２，２８０ １，０５０ ２，３４４ ３，５１６ ９，１９０ １．０００ ０．６００ ０．９７６ １．２００
恵庭村 ７６．７ ９５．３ １３０．２ ７４５．３１０４７．５ ８５９ ７８１ ９７７１３，７８８１６，４０５ １．１２０ ０．８２０ ０．７５０ １．８５０

１３ 千歳村 １５．９ ２９．７ １７６．２ ２９８．７ ５２０．５ １２７ １７８ １，４１０ ４，４８０ ６，１９５ ０．８００ ０．６００ ０．８００ １．５００
恵庭村 ７３．８ ８９．９ １１５．９ ６２８．９ ９０８．５ ７３８ ７１９ ８１１１１，４４６１３，７１４ １．０００ ０．８００ ０．７００ １．８２０

註� 明４１は、札幌支庁『北海道庁札幌支庁庁治一覧』明４３、大４～６は、『千歳村ノ状勢』、大７以降は、北海道庁内務
部地方課『北海道米麦作統計』大９～１３による。

� ※は、「４２」の誤りか。もしそうであるならば、４１年の作付段別の合計は、７８．７となる。
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用
水
溝
自
費
開
鑿
願

明
治
新
政
府
は
、
関
東
、
東
北
、
北
海
道
な
ど
各
地
の
官
有
未
開
地
を
処
分
し
、
西

欧
の
農
業
土
木
技
術
を
導
入
し
つ
つ
、
失
業
士
族
の
授
産
を
目
的
と
し
た
緊
急
開
墾
事

業
を
進
め
た
。
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
の
地
租
改
正
に
よ
り
農
地
の
所
有
権
が
確
立

し
、
同
十
年
頃
よ
り
殖
産
興
業
が
進
展
し
米
価
が
上
昇
し
て
い
く
と
、
灌
漑
工
事
へ
の

意
欲
が
高
ま
り
、
大
規
模
な
灌
漑
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
同
二
〇
年
代
に

な
る
と
、
憲
法
制
定
、
国
会
開
設
に
伴
い
、
地
主
や
富
農
の
政
治
意
欲
が
高
揚
し
、
二

十
三
年
制
定
の
「
水
利
組
合
条
例
」
を
契
機
と
し
て
、
大
規
模
な
灌
漑
排
水
事
業
が
増

加
し
て
い
っ
た
。
二
十
九
年
四
月
に
は
、「
河
川
法
」
が
成
立
し
、
河
川
の
管
理
や
河

川
事
業
に
関
す
る
一
元
的
な
法
体
制
が
整
え
ら
れ
、
農
業
水
利
に
法
的
裏
付
け
が
与
え

ら
れ
た
（
農
業
水
利
研
究
会
編
『
日
本
の
農
業
用
水
』）。

千
歳
村
で
は
、
二
十
八
年
十
月
、
石
山
七
三
郎
、
丹
内
重
兵
衛
、
岩
本
力
松
、
本
間

萬
吉
、
白
髭
ト
リ
、
村
中
品
蔵
、
廣
重
彦
十
郎
、
金
谷
亀
太
郎
の
八
名
が
道
庁
に
対
し

て
、「
私
共
儀
千
歳
郡
千
歳
村
ニ
於
テ
土
地
貸
下
御
許
可
ヲ
得
候
ニ
付
、
本
年
春
ヨ
リ

開
墾
ニ
着
手
稲
作
付
候
処
、
用
水
溝
完
全
セ
サ
ル
為
メ
不
自
由
不
尠
候
ニ
付
、
今
般
別

紙
図
面
ノ
通
リ
用
水
溝
自
費
掘
鑿
仕
度
」
と
す
る
用
水
溝
の
開
鑿
願
を
提
出
し
て
い

る
。仕

様
設
計
書
に
よ
る
と
、
用
水
溝
は
千
歳
川
よ
り
「
引
用
」
し
、
排
水
口
は
「
子
シ

コ
ス
郡
古
川
跡
」
に
「
落
下
」
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
長
さ
一
七
〇
七
間
（
約
三
・
一

�
）、
用
水
溝
の
「
口
巾
」
は
五
尺
（
約
一
・
五
�
）、「
敷
巾
」
は
三
尺
（
約
〇
・
九

�
）
で
、「
高
低
ヲ
付
ケ
水
流
ノ
延
滞
ノ
患
ヒ
ナ
キ
ヲ
測
リ
テ
掘
鑿
シ
上
ケ
土
ハ
左
右

ニ
掻
キ
準
ラ
シ
置
ク
」。ま
た
用
水
溝
が
室
蘭
街
道
を
横
断
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
暗

渠
ヲ
設
ケ
通
行
ニ
差
支
ナ
キ
コ
ト
ヲ
相
図
ル
」
と
さ
れ
た
。

開
鑿
願
を
受
け
て
、
道
庁
は
そ
の
願
を
認
可
す
る
と
同
時
に
全
一
四
条
か
ら
な
る
命

令
書
を
発
し
た
。

命
令
書
下
付
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
第
一
条
で
は
、
道
の
許
可
な
く
、
免
許
権
を
他

人
に
移
さ
な
い
こ
と
、
第
二
条
で
は
、
道
の
許
可
を
受
け
た
設
計
、
工
法
に
従
い
工
事

を
す
る
こ
と
、
第
三
条
で
は
、
命
令
書
を
受
け
て
か
ら
六
ヵ
月
以
内
に
工
事
に
着
手

し
、
六
ヵ
月
以
内
に
竣
工
す
る
よ
う
に
と
さ
れ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
明
治
三
十
年

道
庁
農
商
課
員
調
査
に
あ
る
よ
う
に
、
二
十
九
年
春
、「
融
雪
後
」、
用
水
溝
工
事
に
着

工
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
素
人
の
設
計
な
り
し
を
以
て
大
ひ
に
誤
り
充
分
河
水
を
引

く
能
は
ず
依
て
井
堰
を
築
造
せ
し
も
鮭
鱒
の
幼
魚
放
流
に
妨
げ
あ
る
を
以
て
除
去
せ
ざ

る
可
ら
ざ
る
に
至
」
っ
た
と
い
う
。
命
令
書
の
第
六
条
で
は
、「
用
水
溝
渠
掘
鑿
ノ
為

メ
他
ニ
障
害
」
を
与
え
る
と
き
は
、
そ
れ
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
指
示
さ
れ

て
い
た
。
同
年
六
月
四
日
、
廣
重
ら
は
孵
化
場
に
対
し
て
念
書
を
提
出
し
、
十
一
日
ま

で
に
堰
留
め
を
取
払
う
こ
と
を
誓
約
し
た
（
千
歳
鮭
鱒
人
工
孵
化
場
『
諸
官
衙
往
復
書
類

綴
』）。
念
書
で
は
、
測
量
に
誤
り
が
あ
り
、
水
を
引
き
入
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た

め
、
川
を
堰
留
め
、
新
た
に
水
路
を
開
く
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
期
限
を
迎
え

て
も
完
成
で
き
ず
、
さ
ら
に
念
書
を
提
出
し
て
、
二
週
間
の
延
長
を
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

前
述
の
農
商
課
員
調
査
に
お
い
て
は
、「
折
角
水
路
を
築
造
し
な
か
ら
本
年
の
如
き

は
僅
か
に
拾
余
町
歩
を
耕
作
せ
し
に
過
ぎ
ざ
り
し
」
と
さ
れ
て
お
り
、
開
鑿
当
初
、
事

業
が
軌
道
に
乗
る
ま
で
困
難
が
続
い
た
。

参
考
文
献

北
海
道
農
会
『
北
海
之
殖
産
』
第
五
三
号
（
一
八
九
四
年
十
一
月
）、
第
五
五
号
（
一
八
九
五
年

一
月
）、
第
六
四
号
（
一
八
九
五
年
十
月
）、
第
六
九
号
（
一
八
九
六
年
三
月
）、
第
七
四
号
（
一

八
九
五
年
八
月
）、
第
九
四
号
（
一
八
九
八
年
四
月
）、
第
九
五
号
（
一
八
九
八
年
五
月
）、
第
一

〇
三
号
（
一
八
九
九
年
一
月
）
／
「
千
歳
郡
千
歳
村
字
ケ
ヌ
ペ
チ
原
野
水
害
詳
況
」
同
第
七
四

号
／
矢
木
久
太
郎
「
北
海
道
の
麦
作
に
就
い
て
」『
北
海
之
殖
産
』
第
六
七
号
（
一
八
九
六
年
一
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月
）
／
北
海
道
庁
編
『
北
海
道
拓
殖
の
進
歩
』
一
九
一
四
年
／
北
海
道
殖
民
部
『
北
海
道
農
桑

提
要
』
一
九
〇
四
年
／
農
業
水
利
研
究
会
編
『
日
本
の
農
業
用
水
』
一
九
八
〇
年
／
千
歳
鮭
鱒

人
工
孵
化
場
『
諸
官
衙
往
復
書
類
綴
』
自
明
治
二
十
一
年
至
仝
三
十
四
年

五．

畜
産
業
の
展
開

牧
畜開

拓
使
は
民
間
の
牧
畜
を
奨
励
し
、
明
治
八
年
、
有
珠
郡
の
黄
金
藁
牧
場
を
嚆
矢
と

し
て
、
胆
振
、
日
高
を
中
心
に
民
有
牧
場
が
開
設
さ
れ
て
い
っ
た
。
二
十
二
年
の
時
点

で
、
胆
振
国
六
ヵ
所
、
日
高
国
五
ヵ
所
の
ほ
か
計
一
九
ヵ
所
の
設
置
を
み
て
い
る
。
民

有
牧
場
は
そ
の
後
ま
す
ま
す
発
展
し
、
三
十
年
に
は
五
七
ヵ
所
、
三
十
五
年
に
は
一
六

三
ヵ
所
、
四
十
年
に
は
五
〇
三
ヵ
所
と
な
っ
て
い
る
。

三
十
年
代
に
は
、
牧
場
を
目
的
と
す
る
未
開
地
貸
付
出
願
が
増
加
し
、
耕
地
目
的
の

許
可
面
積
を
凌
ぐ
ほ
ど
に
な
っ
た
。
し
か
し
、「
受
貸
付
人
の
多
く
は
真
正
に
牧
畜
を

営
む
も
の
に
あ
ら
さ
り
し
か
は
成
績
甚
た
不
良
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
た
だ
「
其

の
内
に
は
漸
次
成
功
す
る
も
の
あ
り
て
牧
場
の
数
は
大
に
増
加
」
し
て
い
っ
た
（
北
海

道
庁
第
五
部
『
北
海
道
拓
殖
の
進
歩
』）。

吉
野
牧
場

（
註
）

明
治
三
十
九
年
、
福
島
県
出
身
の
貴
族
院
議
員
吉
野
周
太
郎
が
、
マ
マ
チ
に
吉
野
牧

場
を
経
営
す
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
（『
躍
進
千
歳
』）。
吉
野
は
第
百
七
銀
行
頭
取
な
ど

を
務
め
、
明
治
三
十
七
年
九
月
よ
り
四
十
四
年
八
月
ま
で
多
額
納
税
者
議
員
と
し
て
貴

族
院
議
員
に
就
い
た
人
物
で
あ
っ
た
（『
貴
族
院
要
覧
』、『
議
会
制
度
百
年
史
』
貴
族
院
・

参
議
院
議
員
名
鑑
）。

『
北
海
道
庁
統
計
書
』
で
は
各
民
有
牧
場
の
概
要
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
三

十
九
年
度
に
は
、
吉
野
牧
場
の
名
は
見
ら
れ
ず
、
四
十
二
年
度
に
な
っ
て
初
め
て
そ
の

名
を
確
認
で
き
る
。
吉
野
牧
場
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
表
３－

２３
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
十
二
年
度
の
札
幌
支
庁
管
内
の
民
有
牧
場

数
は
一
三
、
吉
野
牧
場
は
坪
面
積
で
み
れ
ば
、

七
番
目
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
飼
畜
数
に
関
し

て
は
ほ
と
ん
ど
が
牛
で
、
馬
が
若
干
、
羊
や
豚

は
飼
育
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
牛
の
頭
数
に
つ

い
て
は
大
正
二
年
ま
で
は
、
手
稲
村
の
前
田
農

場
（
明
治
四
十
二
〜
四
十
三
年：

一
三
二
頭
、

四
十
四
年：

一
三
六
頭
、
四
十
五
年：

一
四
二

頭
、
大
正
二
年：

九
五
頭
）
に
次
い
で
二
番
目

の
多
さ
を
保
っ
て
い
た
。

な
お
『
北
海
道
庁
統
計
書
』
か
ら
は
、
千
歳

村
に
は
他
に
以
下
の
民
有
牧
場
が
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

田
村
牧
場

明
治
四
十
〜
四
十
二
年

木
臼
共
同
牧
場

明
治
四
十
二
年

松
本
牧
場

明
治
四
十
五
年
〜
不
明

横
島
牧
場

〃

竹
内
牧
場

〃

（
註
）
『
躍
進
千
歳
』
一
六
頁
で
は
、「
吉
野
周
一
郎
」
と
さ
れ
て
い
る
。

参
考
文
献

北
海
道
庁
第
五
部
『
北
海
道
拓
殖
の
進
歩
』
一
九
〇
七
年
／
貴
族
院
事
務
局
『
貴
族
院
要
覧
』
一

九
〇
六
年
／
衆
議
院
・
参
議
院
『
議
会
制
度
百
年
史
』
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
、
大
蔵
省

印
刷
局

一
九
九
〇
年

表３－２３ 吉野牧場

面積（坪） 飼畜数
放牧地 牧草地 穀菜地 その他 計 牛 馬

明４２ ６００，０００ ７５，０００ ４，５００ － ６７９，５００ ７５ －
４３ １，５９７，６２８ １５０，０００ － ６０，０００ １，８０７，６２８ ８４ ２
４４ ４７９，２９８ ４５，０００ ８０，０００ ９０，０００ ６９４，２９８ ８６ ２
４５ ４７９，２００ ４５，０００ ９０，０００ １５０，０００ ７６４，２００ ７２ ３
大２ ４７９，２００ ４５，０００ ９０，０００ １５０，０００ ７６４，２００ ６３ ３
３ ４７９，２００ ４５，０００ ９０，０００ １５０，０００ ７６４，２００ ４１ ３
４ １，６２０，０００ ３０，０００ － － １，６５０，０００ ２３ ２
５ ５４９，０００ ３０，０００ ３０，０００ － ６０９，０００ ４ １
６ ５０４，０００ ３０，０００ ３６，０００ － ５７０，０００ １０ １

註 『北海道庁統計書』各年による。
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第
二
項

水
産
（
鮭
・
鱒
）

人
工
孵
化
試
験

鮭
鱒
漁
業
の
拡
大
に
伴
い
、
次
第
に
漁
獲
高
は
減
少
し
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
鮭
鱒

の
繁
殖
保
護
が
必
要
と
な
っ
た
。
鮭
鱒
の
人
工
孵
化
法
を
日
本
に
最
初
に
導
入
し
た
の

は
、
関
沢
明
清
で
あ
っ
た
。
関
沢
は
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
、
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧

会
に
一
級
事
務
官
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
際
、
鱒
の
孵
化
法
を
見
学
し
、
同
九
年
、
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
国
博
覧
会
に
派
遣
さ
れ
た
際
に
は
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
孵

化
場
で
孵
化
技
術
を
学
ん
だ
。
同
年
末
に
帰
国
し
た
関
沢
は
、
早
速
、
茨
城
県
那
珂
川

で
鱒
卵
を
受
精
さ
せ
、
新
宿
試
験
場
と
埼
玉
県
押
切
村
の
孵
化
施
設
に
搬
送
し
た
。
翌

十
年
、
多
摩
川
と
荒
川
に
稚
魚
が
放
流
さ
れ
、
そ
れ
が
日
本
に
お
け
る
初
の
人
工
孵
化

に
よ
る
放
流
と
な
っ
た
。

同
時
期
、
北
海
道
に
お
い
て
も
、
札
幌
偕
楽
園
に
お
い
て
孵
化
が
試
み
ら
れ
た
。
缶

詰
工
業
の
指
導
に
当
っ
た
Ｕ
・
Ｓ
・
ト
リ
ー
ト
が
、
十
年
末
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
冬

期
に
孵
化
を
試
み
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。『
北
海
道
開
拓
雑
誌
』
第
十
七
号
所
収
の
「
鮭

マ
マ

魚
媒
助
の
実
験
」
に
よ
れ
ば
、「
明
治
十
一
年
一
月
雌
雄
の
鮭
魚
を
勇
払
郡
千
歳
川
に

捕
獲
し
十
五
腸
の
卵
子
を
札
幌
偕
楽
園
池
の
中
に
設
け
た
る
孚
化
場
に
輸
送
し
人
工
孚

化
法
を
施
こ
」
し
た
と
い
う
。
し
か
し
「
卵
子
交
感
力
の
稀
薄
な
る
と
害
虫
の
卵
匣
に

進
入
し
卵
子
を
刺
傷
す
る
と
或
は
水
流
の
迂
緩
に
過
ぐ
る
等
の
妨
碍
あ
る
に
因
り
廃
卵

殊
に
多
数
」
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
。
孵
化
試
験
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
た
が
成
績

は
芳
し
く
な
く
、
結
局
、
十
三
年
で
中
止
に
至
っ
た
。
北
海
道
庁
内
務
部
水
産
課
『
北

海
道
鮭
鱒
人
工
孵
化
事
業
報
告
』
に
よ
る
と
、
十
二
年
、
新
潟
県
三
面
川
の
種
川
方
式

の
調
査
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、「
魚
苗
繁
殖
保
護
」
の
方
針
は
一
変
し
、
実
績
を
上
げ

て
い
る
種
川
方
式
に
よ
る
「
天
然
孵
化
ヲ
主
ト
ス
ル
」
こ
と
と
な
っ
た
。

種
川

種
川
と
は
、「
河
川
ノ
支
流
ニ
於
テ
、
予
メ
区
画
ヲ
設
ケ
、
鮭
魚
ノ
繁
殖
場
ト
ナ
ス

モ
ノ
」
で
あ
る
（
竹
中
邦
香
『
水
産
学
大
意
』）。
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
〜
六
四
）、
越

後
国
村
上
藩
の
家
臣
・
青
砥
綱
義
が
、「
鮭
ハ
海
ニ
入
リ
成
長
セ
ル
ノ
後
、
原
生
地
ノ

淡
水
ニ
復
帰
シ
テ
、
放
卵
ス
ル
ノ
性
ナ
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
領
内
の
三

面
川
で
初
め
て
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
方
法
は
、
ま
ず
鮭
の
産
卵
に
適
す
る
区
画
を
設
定
し
、
そ
の
下
流
を
禁
漁
と
す

る
。
柵
を
立
て
て
、
鮭
が
上
流
に
遡
る
の
を
阻
止
し
、
底
流
の
障
害
物
な
ど
を
除
い
て

鮭
が
放
卵
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
鮭
の
放
卵
が
終
わ
っ
た
頃
を
見
計
ら
い
、

下
流
を
遮
断
し
網
を
入
れ
て
捕
獲
す
る
。
そ
の
後
ま
た
下
流
を
開
放
し
て
、
鮭
を
泝
上

さ
せ
て
、
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
。
放
卵
さ
れ
た
卵
に
つ
い
て
は
、
監
守
を
置
い
て
、

孵
化
成
育
し
、
海
に
下
る
ま
で
保
護
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
金
田
帰
逸
『
水
産
業
講

話
』）。

十
二
年
、
開
拓
使
札
幌
本
庁
は
調
査
の
た
め
三
面
川
に
係
官
を
派
遣
し
、
十
五
年
以

降
、
札
幌
県
・
道
庁
は
種
川
方
式
の
出
願
を
次
々
と
許
可
し
て
い
っ
た
。
十
五
年
に
は

豊
平
川
・
発
寒
川
・
琴
似
川
、十
六
年
千
歳
川
・
十
勝
川
・
掘
株
川
、十
七
年
幌
別
川
、

十
九
年
三
石
川
・
鳧
舞
川
・
石
狩
川
、
二
十
年
漁
川
・
島
松
川
、
二
十
一
年
来
馬
川
が

許
可
さ
れ
た
。
ま
た
実
施
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
苫
小
牧
川
で
も
行
わ
れ
た
。

概
し
て
官
に
お
い
て
密
漁
を
取
り
締
ま
る
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
が
、
千
歳
川
で
は

例
外
的
に
、
徹
底
し
た
繁
殖
保
護
が
実
施
さ
れ
た
（
秋
庭
鉄
之
「
鮭
鱒
孵
化
の
創
始
」）。

明
治
十
三
年
、
開
拓
使
は
千
歳
川
の
密
漁
厳
禁
の
旨
を
発
し
て
い
た
が
、
鮭
の
減
耗
は

止
ま
ら
な
か
っ
た
。
札
幌
県
勧
業
課
員
で
あ
っ
た
内
村
鑑
三
の
報
告
に
よ
る
と
、
そ
の

う
ぐ
ひ

原
因
は
、「
禁
漁
以
来
�
魚
益
々
蕃
殖
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
た
。
ウ
グ
イ
は
、
網
を
恐

れ
る
性
質
で
あ
っ
た
が
、「
留
網
を
撤
去
せ
る
に
よ
り
自
由
に
上
流
に
来
り
て
鮭
魚
の

卵
子
を
妨
害
」
し
、「
�
魚
の
卵
子
を
嗜
む
や
実
に
甚
た
し
く
僅
に
一
尾
の
鮭
魚
産
卵

せ
ん
と
す
れ
ハ
数
百
尾
の
�
魚
其
後
に
追
随
遊
泳
し
卵
子
出
つ
る
や
否
や
直
に
之
を
食

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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ひ
尽
」
し
た
と
い
う
（「
千
歳
川
鮭
魚
減
少
の
源
因
」）。
ま
た
密
漁
厳
禁
の
旨
が
発
せ
ら

れ
て
も
そ
れ
が
止
む
こ
と
も
な
か
っ
た
。

十
六
年
、
札
幌
県
は
千
歳
川
に
六
名
の
監
守
を
置
き
、
さ
ら
に
十
九
年
、
道
庁
は「
千

歳
川
鮭
魚
蕃
殖
保
護
方
法
」
を
設
け
た
。「
産
卵
場
ハ
千
歳
橋
上
流
ニ
於
テ
最
モ
鮭
魚

産
卵
ニ
適
ス
ル
場
所
ヲ
選
定
シ
木
柵
ヲ
以
テ
之
ヲ
四
五
区
ニ
分
画
シ
放
卵
場
」
と
し
、

木
柵
は
、「
る
ゑ
ん
」・「
ぺ
し
や
」・「
ど
べ
と
ま
い
」・「
べ
る
さ
っ
た
り
」
に
設
置
し

た
。
鮭
の
捕
獲
は
木
柵
に
入
っ
て
か
ら
八
日
目
に
行
い
、「
沿
岸
寓
居
」
の
ア
イ
ヌ
に

「
割
与
」、
ま
た
「
千
歳
橋
江
別
太
間
」
は
、
監
守
二
名
お
よ
び
「
割
与
」
を
受
け
る
ア

イ
ヌ
を
も
っ
て
巡
回
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ア
イ
ヌ
へ
の
「
老
魚
割
与
」
は
他
で
は
み

ら
れ
な
い
独
特
な
運
営
で
あ
っ
た
。

開
拓
使
は
明
治
九
年
、
全
道
を
対
象
に
、「
テ
ス
網
」
漁
お
よ
び
夜
漁
を
禁
止
し
、

さ
ら
に
十
一
年
に
は
、
支
川
に
お
け
る
鮭
漁
を
全
面
禁
止
し
て
お
り
、
ア
イ
ヌ
の
鮭
漁

の
権
利
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。「
千
歳
川
鮭
魚
蕃
殖
保
護
方
法
」
の
実
施
に
際
し
て
、

和
人
は
監
守
を
忌
み
嫌
い
、
密
漁
を
続
け
た
の
に
対
し
て
、
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
は
、
自

分
た
ち
の
取
り
分
が
合
法
的
に
確
保
で
き
る
、
全
面
禁
漁
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
「
ま
し
」

な
方
法
で
あ
り
、
監
守
補
助
の
任
に
も
割
合
協
力
的
で
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
山

田
伸
一
「
千
歳
川
の
サ
ケ
漁
規
制
と
ア
イ
ヌ
民
族
」）。

伊
藤
一
隆

開
拓
使
の
技
術
者
と
し
て
札
幌
本
道
の
工
事
に
携
わ
っ
た
平
野
弥
十
郎
に
つ
い
て
は

第
２
章
で
述
べ
た
が
、
そ
の
平
野
の
四
男
が
、
千
歳
孵
化
場
設
置
を
推
進
し
た
伊
藤
一

隆
で
あ
っ
た
。
幼
名
を
徳
松
と
い
い
、
弥
十
郎
が
宗
家
の
伊
藤
家
か
ら
分
出
し
平
野
家

へ
養
子
と
な
っ
た
際
の
約
束
に
よ
り
、
徳
松
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
絶
家
と
な
っ
て

い
た
伊
藤
家
を
継
ぎ
、
元
服
後
、
一
隆
と
名
乗
っ
た
。

伊
藤
は
、
明
治
五
年
、
父
が
開
拓
使
の
官
吏
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
開
拓
使
仮
学
校

を
受
験
し
、
見
事
合
格
し
た
。
八
年
、
仮
学
校
は
札
幌
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
、
伊

藤
は
、
札
幌
農
学
校
第
一
期
生
一
六
名
の
う
ち
の
一
人
と
な
っ
た
。
十
三
年
七
月
、
農

学
校
を
卒
業
し
た
第
一
期
生
た
ち
は
、
開
拓
使
に
出
頭
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ポ

ス
ト
が
与
え
ら
れ
た
。
伊
藤
は
、
七
重
勧
業
試
験
場
勤
務
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
物
産

局
博
物
課
兼
製
煉
課
、
十
五
年
、
開
拓
使
が
廃
止
に
な
る
と
、
札
幌
県
御
用
係
に
任
じ

ら
れ
、
勧
業
課
博
物
係
事
務
取
扱
と
な
っ
た
。
同
年
七
月
に
は
兼
農
商
務
省
御
用
係
、

札
幌
博
物
場
詰
を
申
し
付
け
ら
れ
た
。

十
九
年
、
北
海
道
庁
が
置
か
れ
る
と
、
伊
藤
は
水
産
課
の
初
代
課
長
に
任
じ
ら
れ
、

表３－２４ 伊藤による調査の主な滞在地と訪問先

到着日 滞在地 訪問先
明１９．９．３０ サンフランシスコ 領事館

１０．１１ ワシントン
博物館、魚類孵化場、スミソニアン学
館、水産調査局記録部、国立博物館、
中央孵化場、専売特許局陳列場など

１０．２９ メイン州バックスポート 孵化場

１１．１４？ ミシガン州ノースビル
「ホワイト」魚孵化場、エリー湖プッ
テインベイ島

１１．２９ ワシントン 水産調査局
２０．１．１０ フィラデルフィア 肥料商ライアース

１．１２ ニューヨーク

メンヘーデン魚油魚粕製造者組合年
会、フヲルトン魚市場、ワソン製造会
社、魚油商人、州立孵化場、牡蠣採取
業者会議、ブルックリン橋氷蔵場

１．２６
マサチューセッツ州ウッズホー
ル

鱈魚人工孵化法の研究、可溶解人造肥
料会社

２．１０ マサチューセッツ州ボストン 魚市場、製網会社、漁衣製造場
２．２０ マサチューセッツ州グロセスター 漁業組合、会社、商店、工場
３．２７ ノースカロライナ州 シャッド魚大網漁視察

４．２ ワシントン
大引網漁視察、孵化場、国立博物館模
造室、米国水産会年会、魚階視察、水
産調査局所属汽船

６．２０ ニューヨーク州ロングアイランド 魚粕製造場、牡蠣養生所

７．１
ロードアイランド州ライブアー
トン

魚油魚粕製造場

７．１２
マサチューセッツ州ニューベッ
ドフォード

魚油精製所

８．１５ バンクーバー 鮭漁および缶詰所調査、鮭魚氷凍場

８．？ オレゴン州ポートランド 缶詰所
８．２７ アイダホ州ボンネヴィル 捕魚車

註 伊藤一隆『米国水産取調書』明治２５年より作成。
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同
年
六
月
、
水
産
事
業
調
査
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
八
月
三
十
日

札
幌
を
出
発
し
た
伊
藤
は
、
九
月
三
十
日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
着
い
た
。
主
な
滞
在

地
と
訪
問
先
は
表
３－

２４
の
と
お
り
で
あ
る
。
伊
藤
は
す
ぐ
に
大
陸
を
横
断
し
、
東
海

岸
に
渡
っ
て
い
る
。
一
時
、
ミ
シ
ガ
ン
州
で
調
査
し
た
以
外
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
、
メ
イ
ン
州
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
な
ど
東
海
岸

に
お
い
て
約
九
ヵ
月
間
、
魚
油
魚
粕
や
孵
化
技
術
を
調
査
し
た
。
ア
メ
リ
カ
出
張
の
終

盤
に
な
っ
て
西
海
岸
に
渡
り
、
鮭
漁
、
缶
詰
所
な
ど
を
視
察
し
た
。
日
程
の
最
終
盤
に

は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
川
上
流
の
ボ
ン
ネ
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
捕
魚
車
を
視
察
し
、
二
十
年
九

月
七
日
、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
を
発
ち
、
十
月
四
日
、
帰
庁
し
た
。

千
歳
鮭
鱒
人
工
孵
化
場

伊
藤
は
帰
国
後
、
千
歳
川
に
大
規
模
な
鮭
鱒
人
工
孵
化
場
を
設
置
す
る
こ
と
に
尽
力

し
て
い
っ
た
。

伊
藤
は
水
産
課
長
に
就
任
す
る
以
前
よ
り
、
北
海
道
の
水
産
業
を
振
興
さ
せ
る
た

め
、
民
間
に
よ
る
水
産
団
体
の
組
織
を
企
画
し
て
い
た
。
明
治
十
七
年
に
は
、
漁
業
関

係
者
の
多
く
の
支
持
を
得
、
ま
た
道
庁
の
支
援
も
受
け
て
、
北
水
協
会
が
誕
生
し
た
。

二
十
一
年
五
月
十
九
日
、北
水
協
会
中
央
月
次
会
に
お
い
て
、会
頭
・
伊
藤
一
隆
は
、

「
本
道
に
鮭
魚
人
工
孵
化
場
の
設
立
を
望
む
」
と
い
う
題
目
で
演
説
を
行
っ
た
（『
北
水

協
会
報
告
』
第
三
五
号
）。
伊
藤
は
、
漁
猟
の
禁
令
は
、「
淡
水
魚
類
蕃
殖
上
最
も
有
力

な
る
方
法
の
一
な
れ
と
も
単
に
之
れ
の
み
に
拠
て
河
川
の
漁
業
を
維
持
せ
ん
と
す
る
も

到
底
な
し
得
へ
き
に
あ
ら
さ
る
は
之
を
欧
米
各
国
の
経
験
に
徴
し
て
明
か
な
り
」
と
述

べ
る
。
そ
し
て
、「
況
や
本
道
鮭
種
川
の
近
傍
に
居
住
す
る
も
の
は
概
し
て
無
識
の
旧

土
人
に
し
て
毫
も
前
途
を
慮
か
る
こ
と
も
な
く
禁
令
の
何
な
る
も
弁
せ
さ
る
も
の
な
る

か
故
に
種
川
の
保
護
を
為
さ
ん
と
せ
は
看
守
を
置
き
厳
密
の
取
締
法
を
設
く
る
に
あ
ら

さ
れ
バ
決
し
て
な
す
能
は
す
」
と
差
別
的
な
視
点
か
ら
厳
密
な
取
締
が
必
要
と
な
る
と

す
る
。
し
か
し
全
道
各
種
川
に
「
一
々
」、
看
守
を
置
く
よ
う
な
施
策
は
、
徹
底
さ
れ

よ
う
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
本
道
鮭
漁
業
を
永
遠
に
維
持
せ
ん
と
せ
バ
厳
重
な
る
規

則
を
以
て
現
存
の
魚
を
保
護
す
る
と
共
に
彼
の
欧
米
国
に
於
て
非
常
の
結
果
を
奏
せ
し

人
工
孵
化
を
行
ひ
積
極
的
の
増
殖
を
計
る
を
以
て
策
の
最
も
得
た
る
も
の
な
り
」
と
主

張
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
伊
藤
は
、「
鮭
魚
の
化
製
は
鑵
詰
を
以
て
最
と
も
利
あ
り
と

す
然
れ
と
も
本
道
産
の
鮭
魚
は
劣
等
の
も
の
に
て
鑵
詰
に
製
す
る
も
需
要
者
少
き
は
実

に
遺
憾
な
り
と
す
然
る
に
若
し
人
工
孵
化
の
業
進
歩
す
る
に
至
れ
は
彼
の
鑵
詰
に
製
し

て
有
名
な
る
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
川
産
の
『
ク
ヒ
ナ
ツ
ト
』
鮭
フ
レ
ー
ザ
ー
河
産
の
『
サ
ツ
ケ

イ
』
鮭
の
卵
を
本
道
各
河
川
に
移
植
す
る
又
難
き
に
あ
ら
す
」
と
、
缶
詰
工
業
の
観
点

か
ら
も
孵
化
場
設
置
を
理
由
づ
け
て
い
る
。
で
は
孵
化
場
を
ど
こ
に
設
け
る
か
。
伊
藤

は
、「
多
く
の
費
用
と
熟
練
の
技
術
者
」
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
全
道
の
各
河
川
に
「
独

立
孵
化
場
」
を
設
置
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
先
つ
官
に
於
て
一
の
孵

化
場
を
設
け
」、「
業
の
進
歩
す
る
に
従
ひ
事
業
を
拡
張
し
北
海
道
の
中
央
孵
化
場
と
な

し
」、
卵
子
を
発
育
さ
せ
て
、
各
種
川
に
分
配
、
各
種
川
に
は
「
簡
易
な
る
小
孵
化
場
」

を
設
置
す
る
と
の
見
通
し
を
述
べ
る
。
そ

し
て
、
中
央
孵
化
場
の
場
所
に
関
し
て

は
、「
千
歳
川
を
以
て
親
魚
捕
獲
卵
子
分

送
等
に
最
も
便
利
な
り
」
と
主
張
し
た
。

同
年
十
月
、
烏
柵
舞
村
の
官
有
地
約
一

〇
五
五
坪
が
孵
化
場
の
敷
地
に
充
て
ら

れ
、
十
一
月
、
千
歳
孵
化
場
が
設
置
さ
れ

た
。「
中
央
孵
化
場
」
た
る
千
歳
孵
化
場

の
設
置
以
降
、
全
道
各
地
に
続
々
と
「
小

孵
化
場
」
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。
十
一

月
に
は
、
寿
都
郡
潮
路
、
瀬
棚
郡
目
名
、

白
老
郡
字
カ
バ
ウ
ス
ナ
イ
、
同
郡
ア
ヨ
ロ

写真３－８ 千歳鮭鱒孵化場（昭和７年北海道庁千歳
鮭鱒孵化場要覧より）
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字
ト
ベ
コ
マ
ナ
エ
に
、
十
二
月
に
は
勇
払

郡
錦
多
峯
お
よ
び
幌
別
に
、
翌
二
十
二
年

一
月
、
洞
爺
、
二
月
、
浦
河
郡
染
退
に
設

置
さ
れ
た
。
松
前
郡
及
部
孵
化
場
お
よ
び

上
磯
郡
茂
辺
地
孵
化
場
は
明
治
十
三
年

に
、
上
磯
郡
谷
好
孵
化
場
は
二
十
年
に
す

で
に
設
置
さ
れ
て
い
た
（
藤
村
信
吉
「
全

道
各
孚
化
場
」『
北
水
協
会
報
告
』
第
四
八

号
）。

「
中
央
孵
化
場
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

千
歳
孵
化
場
は
、
建
設
費
も
別
格
で
、
一

八
八
三
円
を
計
上
し
た
（
千
歳
に
次
ぐ
茂

辺
地
は
一
八
三
円
）。
水
質
に
関
し
て
も
、
他
の
孵
化
場
は
「
清
水
」
と
さ
れ
て
い
る

が
、
千
歳
は
「
清
澄
」
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

孵
化
事
業
の
工
程
は
、

（
一
）
親
魚
捕
獲

（
二
）
採
卵
…
四
・
五
尾
分
の
卵
子
に
対
し
て
一
・
二
尾
の
精
液

（
三
）
卵
子
の
孵
化
…
孵
化
槽
に
て
約
三
〇
日

（
四
）
仔
魚
の
飼
育
及
び
放
流
…
飼
育
池
に
移
し
て
約
一
ヵ
月
で
河
川
に
放
流

の
順
に
行
わ
れ
る
。

二
十
一
年
十
二
月
よ
り
親
魚
捕
獲
と
採
卵
が
開
始
さ
れ
た
。
採
卵
数
は
三
〇
二
万
三

三
〇
〇
、
う
ち
死
亡
数
は
七
四
万
一
〇
六
二
（
採
卵
数
の
約
二
四
・
五
�
）、
分
与
数

は
七
五
万
、
放
流
数
は
一
五
三
万
二
二
三
八
に
及
ん
だ
（「
千
歳
鮭
魚
人
工
孚
化
場
の
概

に
し
た
っ
ぷ

し
べ
ち
ゃ
り

況
」）。
二
十
二
年
二
月
よ
り
錦
多
峯
、
白
老
、
幌
別
、
染
退
へ
そ
れ
ぞ
れ
一
五
万
粒
、

相
寄
、
洞
爺
へ
そ
れ
ぞ
れ
七
万
五
〇
〇
〇
粒
が
分
与
さ
れ
て
い
る（「
全
道
各
孚
化
場
」）。

二
十
二
年
度
は
、採
卵
五
九
九
万
三
四
五
〇
、死
亡
四
八
万
三
二
二（
同
前
約
八
�
）、

分
与
数
二
七
二
万
、
放
流
数
二
七
九
万
三
一
二
八
と
な
っ
た
。

人
工
孵
化
の
効
果
に
関
し
て
、『
北
水
協
会
報
告
』
第
四
五
号
掲
載
の
「
鮭
魚
人
工

孵
化
場
設
立
の
計
画
」
で
は
、「
瀕
年
到
る
所
の
河
川
皆
鮭
魚
の
減
耗
を
告
け
さ
る
は

な
く
当
業
者
は
切
り
に
之
れ
か
挽
回
策
に
苦
み
或
は
産
卵
期
節
を
限
り
漁
業
を
禁
止
し

或
は
大
然
孵
化
法
を
行
ひ
其
繁
殖
を
図
ら
ん
こ
と
に
勉
め
た
り
然
る
に
人
工
孵
化
法
の

一
た
び
本
道
に
輸
入
せ
し
よ
り
其
失
費
の
少
く
し
て
前
者
に
比
す
れ
は
効
力
数
培
の
上

に
あ
る
を
以
て
現
今
各
所
に
於
て
之
れ
か
設
立
を
計
画
す
る
も
の
少
か
ら
す
」
と
評
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
北
海
道
水
産
課
は
「
種
川
設
置
と
人
工
孚
化
放
流
と
の
利
害
如
何
」
と
い
う
兵

庫
県
か
ら
の
質
問
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。「
天
然
河
水
に
産
卵
す

る
も
の
は
百
中
僅
に
四
五
尾
を
孚
出
す
而
し
て
成
長
の
後
再
び
其
河
に
帰
る
も
の
は
千

尾
の
中
一
二
に
過
ぎ
ず
然
る
に
人
口
孚
化
に
依
れ
は
百
中
の
九
七
を
孚
出
し
得
ざ
る
は

以
て
拙
と
す
孚
出
後
飼
養
し
長
四
五
寸
に
至
る
迄
成
長
し
た
る
後
河
流
に
放
出
せ
は
効

果
頗
る
大
な
ら
ん
種
川
を
設
置
し
て
天
然
の
産
卵
に
任
せ
繁
殖
を
計
る
は
其
効
験
頗
る

僅
少
な
り
」（「
水
産
課
録
事
」）。
こ
の
よ
う
に
「
天
然
の
産
卵
」
に
任
せ
る
種
川
よ
り

人
工
孵
化
の
方
が
効
果
が
遙
か
に
上
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

千
歳
孵
化
場
で
は
、
明
治
二
十
五
年
に
は
漆
盆
、
二
十
九
年
に
は
捕
魚
車
、
三
十
二

年
に
は
親
魚
切
開
採
卵
法
、
三
十
五
年
に
は
仔
魚
日
射
防
止
法
と
次
々
と
新
し
い
技
術

を
試
験
・
開
発
し
、
孵
化
事
業
を
リ
ー
ド
し
て
い
っ
た
。

千
歳
孵
化
場
の
経
営
母
体
に
関
し
て
は
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
遷
し
た
。
も
と
も
と
国

費
経
営
で
あ
っ
た
千
歳
孵
化
場
は
、
明
治
三
十
五
年
に
一
旦
地
方
費
経
営
と
な
っ
た

が
、
四
十
三
年
、
北
海
道
拓
殖
経
営
案
の
確
立
と
共
に
、
再
び
国
費
支
弁
と
な
っ
た
。

大
正
十
一
年
、
一
部
が
地
方
費
経
営
と
な
っ
た
後
、
昭
和
二
年
四
月
に
は
第
二
期
拓
殖

計
画
実
施
に
伴
い
、
す
べ
て
国
費
と
な
り
、
同
年
七
月
に
は
北
海
道
鮭
鱒
孵
化
場
と
改

写真３－９ 人工採卵作業（昭和７年度北海道庁千歳
鮭鱒孵化場要覧より）
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称
さ
れ
、
全
道
四
一
孵
化
場
の
「
統
制
機
関
」
と
な
っ
た
。

同
時
期
の
北
海
道
に
お
け
る
鮭
鱒
孵
化
事
業
で
最
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、
千

歳
、
西
別
、
留
別
の
三
孵
化
場
で
あ
り
、
国
費
経
営
と
さ
れ
、
そ
の
他
は
す
べ
て
民
営

と
さ
れ
た
（
昭
和
八
年
の
時
点
で
民
営
孵
化
場
は
全
道
に
五
五
ヵ
所
）。
採
卵
・
放
流

に
つ
い
て
は
、
三
孵
化
場
の
な
か
で
千
歳
が
最
も
優
れ
た
実
績
を
残
し
て
い
た
。
昭
和

五
年
の
鮭
に
つ
い
て
み
る
と
、採
卵
数
は
千
歳－

五
〇
四
二
万
、西
別－

四
三
五
八
万
、

留
別－

一
五
二
七
万
、
放
流
数
は
順
に
、
四
六
六
三
万
、
二
二
四
六
万
、
留
別
一
四
〇

八
万
で
あ
っ
た
（
北
海
道
水
産
協
会
『
北
海
道
水
産
年
鑑
』
昭
和
八
年
版
）。

昭
和
十
一
年
に
は
、
本
場
が
札
幌
に
移
転
す
る
こ
と
と
な
り
、
千
歳
孵
化
場
は
本
場

附
属
の
一
事
業
場
と
な
っ
た
。

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
水
車

半
田
芳
男
『
鮭
鱒
人
工
蕃
殖
論
』
は
、
親
魚
捕
獲
場
の
設
置
条
件
と
し
て
、
�
成
熟

し
た
親
魚
を
多
数
捕
獲
し
得
る
場
所
、
�
捕
獲
し
や
す
い
こ
と
、
�
親
魚
を
一
時
蓄
養

す
る
の
に
安
全
で
あ
る
こ
と
、
�
河
水
の
増
減
に
よ
っ
て
被
害
を
被
ら
な
い
こ
と
、
�

採
卵
場
を
併
置
で
き
る
こ
と
、
�
孵
化
場
に
な
る
べ
く
近
い
こ
と
、
�
交
通
の
便
が
い

い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
最
も
重
要
な
条
件
は
�
で
あ
り
、
そ
の
条
件
を
満

た
す
た
め
に
は
、「
鮭
鱒
の
天
産
卵
床
に
当
る
河
床
の
下
流
部
の
地
点
」
に
捕
獲
場
を

設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
地
点
よ
り
さ
ら
に
下
流
で
は
、
親
魚
が
成
熟
し
て
お
ら

ず
、
反
対
に
上
流
で
は
親
魚
が
す
で
に
産
卵
を
終
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
産
卵
床
に

マ
マ

適
す
る
場
所
は
、「
河
底
礫
床
に
し
て
水
の
流
通
よ
く
旦
比
較
的
浅
く
時
に
河
畔
及
河

底
よ
り
清
洌
な
る
湧
水
を
出
し
河
汀
に
は
葭
葦
等
の
挺
水
植
物
を
繁
茂
す
る
こ
と
な

き
」
場
所
で
あ
り
、
反
対
に
適
さ
な
い
の
は
、「
砂
泥
質
に
し
て
水
深
く
且
流
勢
稍
々

緩
や
に
し
て
河
汀
に
は
多
く
挺
水
植
物
を
繁
茂
す
る
」
場
所
で
あ
る
と
い
う
。

親
魚
捕
獲
装
置
は
、「
定
置
す
る
も
の
」
と
「
運
用
す
る
も
の
」
に
分
類
で
き
る
。

前
者
に
は
、
建
網
類
、
�
類
、
四
手
網
、
捕
獲
車
が
あ
り
、
後
者
に
は
、
曳
網
、
刺
網
、

鈎
錯
類
が
あ
っ
た
。

遡
上
す
る
魚
を
水
車
に
導
き
、す
く
い
揚
げ
て
捕
獲
す
る
捕
魚
車
は
、一
八
二
九
年
、

ア
メ
リ
カ
東
海
岸
の
ロ
ア
ノ
ー
ク
川
や
ピ
ー
・
デ
ィ
ー
で
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
が
、
西
海
岸
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
川
に
お
い
て
は
、
一
八
七
九
年
に
導
入

さ
れ
た
。
前
述
の
よ
う
に
伊
藤
一
隆
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
川
で
捕
魚
車
を
実
見
し
、
伊
藤
に

よ
っ
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
伊
藤
に
よ
る
『
米
国
水
産
取
調
書
』
に
お

い
て
は
、

捕
魚
車
ノ
装
置
ハ
川
幅
ノ
幾
分
部
ヲ
横
断
シ
其
ノ
中
適
宜
ノ
場
所
ヘ
水
口
ヲ
設
ケ
此
所
ニ

亜
鉛
製
ノ
網
ヲ
用
ヒ
テ
車
ノ
歯
ト
（
水
ヲ
受
テ
車
輪
ヲ
回
転
ス
ル
モ
ノ
）
ナ
シ
タ
ル
水
車

ヲ
架
シ
水
力
ニ
藉
テ
徐
ニ
回
転
セ
シ
ム
故
ニ
此
水
車
ノ
下
即
チ
前
ノ
水
口
ヨ
リ
泝
上
セ
ン

ト
ス
ル
鮭
魚
ハ
自
然
ニ
掬
ヒ
揚
ケ
ラ
レ
魚
溜
ニ
落
シ
入
ル
ヽ
仕
掛
ナ
レ
ハ
人
力
ヲ
用
ヒ
ス

シ
テ
甚
タ
軽
便
ノ
漁
法
ナ
リ
同
氏
（
引
用
者
注
―
「
ウ
イ
ル
リ
ヤ
ム
氏
」）
ノ
言
ニ
依
レ

ハ
該
捕
魚
車
ノ
捕
獲
高
ハ
平
均
一
日
二
千
五
百
尾
ニ
シ
テ
曾
テ
大
漁
ノ
時
ハ
一
日
一
万
三

千
尾
ヲ
漁
獲
セ
リ
ト
云
フ

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
コ
ロ
ン
ビ
ア
川
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
川
に
お
い
て
は
、「
鮭

ノ
捕
獲
ニ
用
フ
ル
処
ノ
漁
具
ハ
差
網
、
建
網
、
引
網
、
捕
獲
車
ノ
四
種
ニ
シ
テ
就
中
最

モ
多
ク
使
用
ス
ル
ハ
差
網
ト
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
。

千
歳
川
で
は
親
魚
捕
獲
に
当
初
、
地
引
網
、
次
い
で
ア
イ
ヌ
が
使
用
し
た
「
上
り
ウ

ラ
イ
」、「
下
り
ウ
ラ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
漁
具
を
用
い
た
。
ウ
ラ
イ
は
「
斜
に
垣
網
を
張

り
て
魚
留
と
な
し
水
深
く
流
勢
緩
か
な
る
場
所
に
魚
取
部
を
設
く
」
建
網
の
一
種
で

あ
っ
た
。
上
り
ウ
ラ
イ
は
ハ
の
字
に
設
置
さ
れ
た
魚
寄
せ
に
よ
っ
て
、「
遡
上
魚
を
そ

か
ん
せ
い

の
ま
ゝ
陥
穽
す
る
装
置
」
で
あ
り
、
下
り
ウ
ラ
イ
は
、「
一
旦
遡
上
魚
を
魚
留
に
て
通

路
を
遮
断
す
る
と
き
は
魚
は
瀬
に
添
ひ
て
下
降
す
る
性
を
利
用
し
之
を
上
流
よ
り
陥
穽

す
る
様
に
瀬
に
魚
取
部
を
設
く
」
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ウ
ラ
イ
で
は
、
捕
獲
し
た

魚
を
夜
間
に
生
簀
に
移
す
作
業
が
困
難
を
極
め
る
な
ど
の
欠
点
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
明
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治
二
十
九
年
十
一
月
、
採
卵
場
が
孵
化
場
か
ら
一
〇
�
ほ
ど
下
流
の
千
歳
駅
逓
所
付
近

（
現
在
の
千
歳
橋
の
上
流
約
七
〇
�
と
推
定
さ
れ
る
）
に
移
転
し
た
の
を
契
機
に
、
捕

魚
車
の
導
入
が
図
ら
れ
た
。

捕
獲
車
は
上
り
ウ
ラ
イ
の
仕
組
み
と
同
様
、
ハ
の
字
に
設
置
さ
れ
た
魚
寄
せ
の
先
端

部
分
に
設
置
さ
れ
、
自
動
的
に
鮭
が
生
簀
に
落
と
さ
れ
る
装
置
で
あ
っ
た
。
当
初
は
、

ふ
ん
ば
ん

直
径
三
�
、
幅
一
・
八
�
、
左
右
の
輪
外
に
幅
一
五
�
ほ
ど
の
刎
板
を
取
り
付
け
た
構

造
で
、
三
ヵ
所
の
金
網
を
張
っ
た
魚
取
部
の
か
ご
が
水
流
に
よ
っ
て
回
転
し
魚
を
す
く

い
揚
げ
た
。
一
分
間
に
六
回
転
、
魚
取
り
の
か
ご
は
、
一
八
回
水
中
を
回
っ
た
。
操
業

開
始
の
十
一
月
九
日
か
ら
十
二
月
十
二
日
ま
で
九
四
〇
尾
ほ
ど
を
捕
獲
し
た
が
、
車
軸

等
の
凍
結
に
よ
り
、
操
業
中
止
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
刎
板
に
水
箱
を
設

け
、
す
く
い
揚
げ
た
水
が
絶
え
ず
水
車
の
主
要
部
分
に
注
が
れ
る
よ
う
に
し
て
凍
結
を

防
止
す
る
改
良
が
施
さ
れ
た
。

明
治
三
十
年
、
捕
獲
場
は
千
歳
駅
逓
所
よ
り
さ
ら
に
下
流
の
根
志
越
に
移
転
し
た
。

下
流
域
で
の
密
漁
の
横
行
、
年
々
遡
上
す
る
鮭
が
減
少
し
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
っ

た
。半

田
は
、
捕
魚
車
を
「
装
置
す
る
河
川
は
水
流
稍
々
急
に
し
て
水
位
の
高
低
変
化
少

な
く
且
流
氷
流
木
等
の
患
な
き
所
た
る
を
要
す
」
と
し
、「
本
器
を
使
用
す
る
に
は
河

せ
い
ち
ゅ
う

川
の
状
況
に
掣
肘
せ
ら
る
ゝ
こ
と
多
き
を
以
て
現
今
と
雖
も
本
邦
に
於
て
は
千
歳
孵

化
場
以
外
に
於
て
用
ひ
ら
る
ゝ
を
聞
か
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。

昭
和
四
十
六
年
頃
よ
り
、
捕
魚
車
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
水
車
」
と
い
う
呼
称
で
流
布

し
て
い
く
が
、
山
田
健
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
捕
魚
車
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
起
源

と
す
る
説
は
疑
わ
し
い
。
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／
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／
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鉄
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史
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史
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さ
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会
『
北
海
道
鮭
鱒
ふ
化
放
流
事
業
百
年
史
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一
九
八
八
年
／
山
田

健
「
千
歳
川
の
捕
魚
車
の
発
達
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」『
北
海
道
開
拓
記
念
館
調
査
報
告
』
第

三
十
一
号

一
九
九
二
年
三
月

第
三
項

工

業

一．

諸
産
業
の
は
じ
ま
り

美
々
缶
詰
製
造
所
址

昭
和
四
十
九
（
一
九
七
四
）
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
八
日
に
か
け
て
、
苫
小
牧

市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
千
歳
市
と
苫
小
牧
市
と
の
境
界
近
辺
（
苫
小
牧
市
美
沢
一
三

五
番
地
）
に
あ
る
「
開
拓
使
美
々
缶
詰
製
造
所
」
址
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
調
査
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で
は
四
五
八
一
点
の
遺
物
が
出
土
し
た
が
、
そ
の
大
半
は
缶
（
一
五
七
四
点
）、
骨
（
一

五
五
四
点
）、
レ
ン
ガ
（
五
四
一
点
）
が
占
め
た
。
レ
ン
ガ
は
、
明
治
五
年
に
開
拓
使

の
官
営
事
業
と
し
て
設
置
さ
れ
た
茂
辺
地
煉
化
石
製
造
所
で
製
造
さ
れ
た
「
函
館
レ
ン

ガ
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
缶
詰
原
料
の
煮
沸
用
カ
マ
ド
に
用
い
ら
れ
た
と
み

ら
れ
る
。
ま
た
骨
の
大
部
分
は
エ
ゾ
シ
カ
で
あ
っ
た
。

美
々
缶
詰
製
造
所
は
、
明
治
七
年
に
設
け
ら
れ
た
私
設
の
鹿
肉
燻
製
所
を
利
用
し
、

開
拓
使
が
明
治
十
一
年
、
官
営
工
場
と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
多
く
の

エ
ゾ
シ
カ
が
棲
息
し
て
お
り
、
冬
期
に
な
る
と
、
雪
の
多
い
日
本
海
側
や
道
央
か
ら
南

下
し
、
胆
振
、
日
高
、
十
勝
地
方
な
ど
の
太
平
洋
側
で
越
冬
す
る
た
め
、
移
動
シ
ー
ズ

ン
に
は
多
く
の
エ
ゾ
シ
カ
が
美
々
付
近
を
通
過
す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
。
寛
政
四

（
一
七
九
二
）
年
に
蝦
夷
地
を
見
聞
し
た
串
原
右
仲
正
峯
は
『
夷
諺
俗
話
』
に
、「
西
蝦

夷
地
イ
シ
カ
リ
川
之
南
の
山
に
住
む
鹿
は
秋
に
な
れ
ば
八
九
月
の
頃
イ
シ
カ
リ
川
を
渡

り
て
東
蝦
夷
地
シ
コ
ツ
と
い
ふ
所
の
山
へ
行
」
と
記
し
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
は
鹿
の
こ
と

を
「
ユ
ツ
ク
（
ユ
ク
）」
と
呼
ぶ
が
、
犬
飼
哲
夫
に
よ
れ
ば
、
永
田
方
正
『
北
海
道
蝦

夷
語
地
名
解
』
よ
り
鹿
に
関
係
あ
る
地
名
を
拾
っ
て
み
る
と
、
六
六
ヵ
所
に
上
る
と
い

う
。
国
別
に
み
れ
ば
最
も
多
い
の
は
、
日
高
国
の
一
九
ヵ
所
で
あ
り
、
郡
別
に
み
て
も

同
国
沙
流
郡
が
一
一
ヵ
所
と
最
も
多
い
。
千
歳
郡
で
は
、「
ペ
サ
」（
鹿
の
交
尾
す
る

所
）、「
ユ
ク
ウ
ン
ミ
ン
タ
ラ
」（
鹿
の
庭
）
の
二
ヵ
所
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
エ
ゾ
シ

カ
の
群
れ
を
見
込
ん
で
美
々
に
缶
詰
製
造
所
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

鹿
猟明

治
に
な
る
と
、
江
戸
時
代
の
禁
猟
政
策
に
対
す
る
反
動
か
ら
鳥
獣
の
乱
獲
が
始

ま
っ
た
。
東
京
の
郊
外
で
は
農
民
が
銃
弾
に
よ
っ
て
負
傷
す
る
事
件
も
発
生
し
た
。
そ

の
よ
う
な
状
況
下
、
一
般
に
よ
る
銃
砲
の
制
限
を
目
的
と
し
て
、
明
治
五
年
一
月
二
十

九
日
、「
銃
砲
取
締
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
同
規
則
は
銃
の
売
買
を
免
許
制
と
し
、

一
般
に
よ
る
銃
の
所
持
を
「
猟
用
銃
」（「
和
銃
四
匁
八
分
以
下
」
お
よ
び
散
弾
を
用
い

る
「
西
洋
猟
銃
」
と
し
、「
軍
用
銃
」
と
区
別
す
る
）
に
限
り
、
鑑
札
に
よ
る
届
出
を

義
務
付
け
た
。

翌
六
年
一
月
二
十
日
に
は
、「
鳥
獣
猟
規
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
規
則
で
は
狩

猟
を
生
活
の
た
め
の
「
職
猟
」
と
遊
楽
の
た
め
の
「
遊
猟
」
に
二
分
し
、
許
可
を
与
え

る
者
に
鑑
札
を
下
付
す
る
こ
と
と
し
た
。
鑑
札
の
有
効
期
限
は
一
年
で
、「
職
猟
」
は

一
円
、「
遊
猟
」
は
一
〇
円
の
税
を
納
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
猟
銃
は
口
径
四
匁
八
分

以
下
の
「
和
銃
」
と
「
西
洋
猟
銃
」
と
さ
れ
、「
軍
用
銃
」
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
た
。

銃
以
外
に
よ
る
猟
は
特
に
規
制
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
鳥
獣
猟
規
則
は
北
海
道
に
そ
の
ま
ま
施
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
北
海

道
に
お
け
る
狩
猟
規
制
の
状
況
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
江
戸
期
、
狩
猟
は
ア
イ
ヌ
の
み

に
許
可
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
「
内
地
人
」
に
も
解
放
さ
れ
る
。
明
治

五
年
、
室
蘭
街
道
が
開
通
す
る
と
、
鹿
の
越
年
場
所
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
胆
振
・
日

高
国
に
多
く
の
「
内
地
人
」
狩
猟
者
が
流
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
八
年
に
は
鹿

猟
は
最
盛
期
を
迎
え
る
。

明
治
八
年
以
降
、
狩
猟
に
関
す
る
規
制
が
制
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
同
年
二
月
、
開
拓

使
教
師
頭
取
兼
顧
問
の
ケ
プ
ロ
ン
が
、
欧
米
諸
国
の
規
則
を
参
考
に
し
て
乱
獲
防
止
策

を
採
る
よ
う
提
言
し
た
。
九
月
に
は
、
ま
ず
「
胆
振
日
高
両
国
鹿
猟
仮
規
則
」
が
定
め

ら
れ
た
。
猟
銃
の
口
径
は
大
型
の
有
害
獣
対
策
の
た
め
、
鳥
獣
猟
規
則
の
規
定
よ
り
大

型
の
一
〇
匁
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
鑑
札
料
金
は
当
初
、
二
円
五
〇
銭
、
弓
猟
は
一
円

二
五
銭
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
規
則
は
、
八
年
十
一
月
、
夕
張
・
空
知
・
樺
戸
・
雨
龍

の
四
郡
に
、
九
年
一
月
、
十
勝
に
、
四
月
に
は
根
室
に
適
用
さ
れ
た
。

ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
、
鹿
は
重
要
な
食
糧
で
あ
っ
た
。
ま
た
鹿
の
毛
皮
は
衣
料
に
、
角

や
骨
は
矢
な
ど
様
々
な
日
用
品
に
用
い
ら
れ
、
背
中
に
あ
る
長
い
腱
は
弓
の
弦
に
使
わ

れ
た
。鹿
狩
り
の
方
法
の
一
つ
に
は
、鹿
の
群
れ
を
犬
を
使
っ
て
遠
巻
き
に
追
い
込
み
、

断
崖
か
ら
追
い
落
と
し
、
下
に
待
っ
て
い
た
者
が
撲
殺
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
っ
た
。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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千
歳
川
流
域
で
も
行
わ
れ
た
と
い
う
。
鹿
を
木
が
密
生
し
た
林
の
中
、
水
中
、
雪
中
、

氷
上
な
ど
身
の
自
由
を
失
わ
せ
る
場
所
に
追
い
込
ん
で
捕
ら
え
る
方
法
も
あ
っ
た
。
最

も
一
般
的
に
行
わ
れ
た
の
は
、
毒
を
つ
け
た
矢
で
射
る
猟
法
で
、
鹿
が
い
つ
も
通
る
林

の
な
か
の
鹿
道
に
仕
掛
け
弓
を
設
置
し
た
り
、
鹿
の
群
れ
に
風
下
か
ら
密
か
に
忍
び

寄
っ
て
射
る
な
ど
し
た
。
鹿
を
誘
き
寄
せ
る
た
め
に
鹿
笛
や
鹿
の
声
真
似
な
ど
も
用
い

ら
れ
た
。そ
の
他
、丸
太
を
結
び
付
け
た
縄
を
首
に
か
け
る
罠
を
仕
掛
け
る
方
法
も
あ
っ

た
。し

か
し
九
年
九
月
、
開
拓
使
札
幌
本
庁
は
ア
イ
ヌ
の
毒
矢
猟
を
禁
止
す
る
布
達
を
発

し
た
。
同
時
に
、
矢
猟
従
事
者
を
六
〇
〇
名
と
み
て
、
そ
の
半
数
の
小
銃
三
〇
〇
挺
を

貸
与
、
取
扱
を
教
示
し
、
年
間
捕
獲
鹿
皮
の
一
〇
分
の
二
の
納
入
に
よ
っ
て
償
還
さ
せ

る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
小
銃
貸
与
の
枠
か
ら
漏
れ
た
者
は
他
の
生
業
に
移
る
こ
と

を
見
込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
銃
砲
よ
り
殺
傷
能
力
が
低
く
乱
獲
防
止
の
点
で
は
相

応
し
い
で
あ
ろ
う
毒
矢
猟
は
、
な
ぜ
禁
止
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
毒
矢
猟
に
つ
い
て
は

ケ
プ
ロ
ン
が
「
惨
酷
」
な
習
慣
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
開
化
論
の
観
点
か
ら
禁
止

に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
一
月
に
は
、「
北
海
道
鹿
猟
規
則
」
が
施
行
さ
れ
、
年

間
狩
猟
者
数
を
六
〇
〇
名
に
制
限
す
る
こ
と
お
よ
び
毒
矢
猟
禁
止
が
明
文
化
さ
れ
た
。

ま
た
鑑
札
料
金
に
つ
い
て
は
、
一
枚
二
円
、
ア
イ
ヌ
は
無
税
と
さ
れ
た
。

こ
の
毒
矢
猟
禁
止
措
置
に
対
し
て
ア
イ
ヌ
は
、
猟
に
代
わ
る
べ
き
生
業
が
な
い
こ

と
、
猟
期
が
目
前
に
迫
り
銃
器
修
練
の
余
裕
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
各
地
で
毒
矢
猟

禁
止
の
猶
予
を
訴
え
出
た
。
沙
流
郡
の
ア
イ
ヌ
は
札
幌
本
庁
に
訴
え
て
門
前
払
い
を
受

け
た
後
、
再
度
、
静
内
分
署
経
由
で
六
ヵ
月
の
猶
予
を
嘆
願
し
た
。
千
歳
郡
の
ア
イ
ヌ

も
勇
払
郡
の
ア
イ
ヌ
と
と
も
に
、「
本
年
限
リ
」
の
猶
予
を
求
め
た
。
し
か
し
開
拓
使

札
幌
本
庁
は
、
毒
矢
猟
禁
止
を
強
行
し
、
生
活
困
窮
者
に
つ
い
て
は
救
助
を
願
い
出
る

様
指
示
し
た
（
山
田
伸
一
「
開
拓
使
に
よ
る
狩
猟
規
則
と
ア
イ
ヌ
民
族
」）。

十
年
九
月
に
は
猟
期
以
外
の
鹿
肉
売
買
が
禁
止
さ
れ
た
。
同
年
十
二
月
、
屯
田
兵
二

〇
名
が
鹿
猟
取
締
と
演
習
を
兼
ね
て
、「
千
歳
勇
払
白
老
地
方
」
に
出
張
し
て
い
る
。

十
一
年
六
月
に
は
、
鹿
猟
規
則
が
改
正
さ
れ
、「
職
猟
」
と
「
遊
猟
」
に
分
け
、「
職
猟
」

は
五
〇
〇
名
、「
遊
猟
」
は
三
〇
名
、
猟
期
は
毎
年
九
月
よ
り
二
月
に
制
限
さ
れ
た
。

鑑
札
料
金
は
「
職
猟
」
が
二
円
五
〇
銭
、「
遊
猟
」
が
五
円
と
な
っ
た
（
ア
イ
ヌ
は
引

き
続
き
免
除
）。
十
二
年
一
月
、「
十
勝
国
一
円
並
に
胆
振
国
勇
払
郡
植
苗
村
字
美
々
ヲ

中
心
ト
シ
凡
方
八
里
」
が
禁
猟
区
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
地
に
居
住
す
る
ア
イ
ヌ
以
外
の

狩
猟
が
禁
止
と
な
っ
た
。
翌
十
三
年
に
は
、
釧
路
国
も
同
様
に
禁
猟
と
な
る
。

表
３－

２５
は
、

札
幌
本
庁
に
お
け

る
鹿
猟
鑑
札
下
付

の
状
況
を
示
す
も

の
で
あ
る
。「
有

税
」
と
あ
る
の
は

和
人
、「
無
税
」と

あ
る
の
は
ア
イ
ヌ

の
猟
者
が
該
当
す

る
が
、
下
付
数
は

ア
イ
ヌ
が
圧
倒
的

に
多
い
。
十
三
年

以
降
に
は
、
和
人

へ
の
下
付
は
無
く

な
っ
た
。
十
年
に

お
い
て
日
高
や
十

勝
で
下
付
さ
れ
て

い
な
い
の
は
疑
問

表３－２５ 鹿猟鑑札下付

国 郡
明治１０年 明治１１年 明治１２年 明治１３年 明治１４年
有税 無税 有税 無税 有税 無税 有税 無税 有税 無税

石狩 札幌 ０ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

胆振

虻田 ０ ０ ０ ４０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
有珠 ０ ０ ０ ２４ ０ ０ ０ ０ ０ ０
室蘭 ０ ０ ０ １４ ０ ０ ０ ０ ０ ０
幌別 ０ ０ ０ ２０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
白老 ０ １７ ０ ５６ ０ ０ ０ ６ ０ ０
勇払 ２１ １２９ ５ ８３ １ ３６ ０ １９ ０ ０
千歳 ０ １１ １ １７ ０ ０ ０ ０ ０ ０

日高

沙流 ０ ０ １ ８７ ０ ７９ ０ ８４ ０ ０
新冠 ０ ０ ０ １ ０ ２３ ０ ５ ０ ８
静内 ０ ０ ０ ４ ０ ８３ ０ ４９ ０ ２３
三石 ０ ０ ０ ２９ ０ ２９ ０ ０ ０ ０
様似 ０ ０ ０ １８ ０ １２ ０ ２９ ０ ０
浦河 ０ ０ ０ ６０ ０ ７９ ０ ７４ ０ ０
幌泉 ０ ０ ４ ８ ２ ０ ０ ０ ０ ０

十勝
広尾 ０ ０ ０ １７ ０ ０ ０ ０ ０ ０
十勝 ０ ０ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０
中川 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０

合計 ２１ １５７ １５ ４８２ ３ ３４１ ０ ２６６ ０ ３１

註 大蔵省『開拓使事業報告』第３編、明治１８年、１３－１４頁表による

６２４
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で
あ
る
が
、
統
計
上
、
ピ
ー
ク
は
十
一
年
と
い
え
よ
う
。
同
年
、
千
歳
郡
で
は
ア
イ
ヌ

一
七
名
、
和
人
一
名
へ
下
付
が
な
さ
れ
、
他
郡
で
も
猟
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え

る
。
な
お
同
年
に
は
す
で
に
定
員
に
達
し
た
こ
と
を
理
由
に
千
歳
郡
の
ア
イ
ヌ
一
六
名

が
免
許
出
願
を
却
下
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
山
田
伸
一
「
開
拓
使
に
よ
る
狩
猟
規

則
と
ア
イ
ヌ
民
族
」）。
こ
の
こ
と
は
鹿
猟
を
継
続
で
き
な
く
な
っ
た
ア
イ
ヌ
が
多
く
い

た
こ
と
を
意
味
す
る
。

た
だ
狩
猟
関
係
の
鑑
札
と
し
て
は
他
に
鳥
獣
猟
規
則
に
よ
る
も
の
や
有
害
鳥
獣
駆
除

を
目
的
と
す
る
も
の
（
無
税
）
が
あ
り
、
熊
や
狼
を
銃
殺
し
た
者
へ
は
手
当
金
が
給
与

さ
れ
た
。
十
五
年
以
降
、
千
歳
村
、
蘭
越
村
、
烏
柵
舞
村
、
漁
村
の
ア
イ
ヌ
が
マ
マ

チ
、
馬
追
、
烏
柵
舞
山
中
な
ど
で
熊
や
狼
を
銃
殺
し
、
手
当
金
（
一
頭
に
付
き
熊
五

円
・
狼
七
円
、
同
年
七
月
の
改
定
で
、
熊
三
円
・
狼
一
〇
円
と
な
っ
た
）
を
受
け
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
第
六
節
第
二
項
参
照
）。

鹿
猟
鑑
札
は
十
二
年
以
降
に
な
る
と
、
勇
払
を
除
い
て
胆
振
や
十
勝
で
の
下
付
が
無

く
な
り
、
日
高
の
み
に
な
っ
て
い
る
。
郡
別
に
み
る
と
、
十
年
の
時
点
で
は
勇
払
が
最

も
多
い
が
、
十
二
年
以
降
に
な
る
と
沙
流
、
静
内
、
浦
河
に
そ
の
地
位
を
譲
る
よ
う
に

な
る
。
十
四
年
に
は
、
新
冠
と
静
内
に
し
か
下
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
鹿
猟
は
ほ
ぼ
途
絶

え
て
し
ま
っ
た
。

美
々
缶
詰
製
造
所
の
設
置

美
々
缶
詰
製
造
所
の
設
置
は
明
治
十
一
年
で
あ
り
、
狩
猟
規
制
が
掛
け
ら
れ
、
鹿
猟

の
盛
期
が
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
当
た
っ
た
。

同
製
造
所
の
設
置
は
、
開
拓
使
の
官
営
事
業
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
開

拓
使
は
諸
工
業
育
成
の
た
め
、
明
治
四
年
よ
り
十
三
年
ま
で
に
四
〇
ヵ
所
ほ
ど
の
官
営

工
場
を
設
置
し
て
い
る
。
大
半
の
工
場
は
札
幌
本
庁
管
内
に
置
か
れ
、
工
場
の
種
類
も

マ
ッ
チ

各
種
目
に
及
ん
だ
。
函
館
支
庁
管
内
の
工
場
は
レ
ン
ガ
や
石
灰
、
燧
木
と
い
っ
た
新
時

代
の
製
品
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
根
室
支
庁
管
内
の
工
場
は
水
産
物
加
工
が
中
心
で
あ
っ

た
。
明
治
九
年
以
降
に
は
麦
酒
や
葡
萄
酒
な
ど
移
輸
出
向
け
の
工
場
が
設
置
さ
れ
て
い

く
が
、
缶
詰
製
造
所
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。

当
時
の
欧
米
諸
国
に
お
け
る
缶
詰
製
造
の
状
況
に
関
し
て
、『
北
海
道
開
拓
雑
誌
』第

一
八
号
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（「
缶
詰
法
改
良
の
好
法
」）。

缶
詰
は
鳥
獣
魚
介
の
肉
を
保
存
し
之
を
数
年
の
間
貯
は
へ
置
く
も
之
を
千
百
里
外
の
邦
土

に
齎
ら
し
去
る
も
毫
も
其
香
味
を
損
す
る
な
く
坐
な
が
ら
松
江
の
鱸
を
味
ひ
得
る
良
法
な

れ
バ
欧
米
諸
国
皆
争
ふ
て
此
法
を
用
ゐ
鳥
獣
魚
介
よ
り
穀
菜
菓
実
に
至
る
ま
で
総
て
缶
詰

と
為
し
て
之
を
遠
国
外
邦
へ
運
送
し
以
て
家
国
の
興
産
を
謀
る
や
切
な
り

遠
く
海
外
へ
進
出
し
て
い
た
欧
米
諸
国
に
お
い
て
は
、
肉
や
魚
を
保
存
す
る
こ
と
が

で
き
る
缶
詰
の
製
造
が
盛
ん
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

缶
詰
製
造
所
は
明
治
十
年
九
月
、
内
務
省
勧
農
局
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
三
三
〇
ド
ル
で

買
い
入
れ
た
手
動
製
罐
機
一
式
を
開
拓
使
で
譲
り
受
け
、
石
狩
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
人

缶
詰
技
師
Ｕ
・
Ｓ
・
ト
リ
ー
ト
を
招
き
、
募
集
し
た
修
業
生
に
伝
習
さ
せ
た
こ
と
に
始

ま
る
。
石
狩
製
造
所
は
、
明
治
十
年
に
仮
設
さ
れ
、
十
一
年
に
改
築
さ
れ
て
い
る
。
面

積
は
一
〇
四
坪
七
合
五
勺
、
費
用
は
一
五
六
〇

円
一
八
銭
一
厘
で
あ
っ
た
。
十
年
末
よ
り
鹿
肉

の
製
造
に
取
り
掛
か
っ
た
ト
リ
ー
ト
は
、

其
肉
（
引
用
者
注
―
北
海
道
の
鹿
肉
）
ハ
啻

ニ
多
量
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
質
ノ
甚
美
ナ
ル

右
来
世
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
鹿
肉
中
ニ
ハ
此
肉
ニ

及
フ
モ
ノ
ナ
シ
惟
ニ
此
肉
ヲ
貯
蔵
ス
ル
ノ
ミ

ヲ
以
テ
一
大
商
業
ヲ
起
シ
得
ベ
キ
ハ
疑
フ
ベ

ク
モ
ア
ラ
ス
鹿
ハ
甚
タ
許
多
ナ
ル
様
子
ニ
テ

北
海
道
ハ
�
竹
到
ル
所
ニ
繁
茂
シ
東
海
岸
ハ

奇
妙
ニ
モ
積
雪
甚
タ
薄
ク
シ
テ
其
竹
ヲ
圧
セ

写真３－１０ 美々鹿肉缶詰工場
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サ
ル
カ
故
之
ヲ
食
フ
テ
食
物
ノ
欠
乏
ヲ
憂
フ
ル
コ
ト
ナ
キ
ナ
リ
余
カ
聞
ク
所
ロ
ニ
拠
レ
ハ

年
々
鹿
ノ
猟
穫
二
万
乃
至
三
万
頭
ニ
及
ヘ
ド
モ
目
ニ
見
ユ
ル
程
ノ
減
少
ヲ
生
セ
ズ
ト
云
フ

是
レ
一
地
方
ノ
猟
穫
ヲ
云
フ

と
報
告
し
て
い
る
（
徳
永
勇
四
郎
『
報
文
書
』）。
翌
十
一
年
四
月
に
は
ト
リ
ー
ト
が
根
室

に
派
遣
さ
れ
、
別
海
（
十
一
年
）、
紗
那
（
十
二
年
）、
厚
岸
（
十
三
年
）
に
缶
詰
製
造

所
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。

美
々
缶
詰
製
造
所
は
、十
一
年
十
一
月
十
三
日
に
落
成
し
た
。面
積
は
六
八
坪
五
合
、

建
築
費
は
一
七
四
五
円
六
一
銭
三
厘
、
機
械
費
一
六
八
九
円
三
九
銭
二
厘
で
あ
っ
た
。

傍
に
は
脂
肪
製
造
場
が
設
置
さ
れ
た
（
一
五
坪
、
一
〇
三
九
円
一
八
銭
一
厘
）。
ま
た

鹿
肉
の
「
渣
滓
及
ヒ
其
余
瀝
等
」
を
用
い
た
硝
石
製
造
試
験
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
た
め

の
人
造
硝
石
山
が
設
け
ら
れ
た
。
製
造
所
の
周
囲
に
は
、「
地
味
ハ
多
ク
火
山
灰
沙
ノ

如
ク
肥
沃
ニ
シ
テ
排
水
極
メ
テ
便
ナ
リ
」
と
し
て
、「
西
洋
果
樹
」
お
よ
び
桑
が
「
数

十
株
」、
試
験
的
に
栽
培
さ
れ
た
。

各
製
造
所
の
缶
詰
の
内
容
は
札
幌
牧
場
産
の
牛
肉
、
石
狩
産
の
鮭
鱒
、
チ
カ
魚
、
美
々

産
の
鹿
肉
な
ど
に
よ
っ
た
。
製
造
方
法
に
つ
い
て
は
、「
鮮
肉
を
選
び
、
適
宜
に
切
断

し
、
肉
二
磅
に
塩
一
匁
八
分
を
加
え
て
缶
に
填
め
、
錫
鑞
を
以
て
周
囲
を
密
閉
し
、
之

を
煮
る
こ
と
二
時
間
に
し
て
缶
面
の
凸
所
に
小
孔
を
穿
ち
大
気
を
噴
出
せ
し
め
、
速
に

鑞
を
以
て
密
閉
し
、
華
氏
二
百
三
十
度
以
上
の
塩
水
に
て
煮
る
こ
と
二
時
間
し
て
、
冷

水
に
投
じ
冷
定
の
後
灰
水
に
て
缶
を
洗
い
又
暫
く
水
に
投
じ
、
出
し
て
水
分
を
拭
去
り

金
光
水
を
塗
抹
し
商
標
を
貼
る
」
と
指
導
さ
れ

て
い
る
（
犬
飼
哲
夫
「
北
海
道
の
鹿
と
そ
の
興

亡
」）。『
北
海
道
開
拓
雑
誌
』
第
四
号
（
明
治

十
三
年
三
月
十
三
日
）
で
は
、「
開
拓
使
に
て

製
す
る
鮭
鱒
鹿
の
缶
詰
と
云
へ
バ
其
廉
価
に
て

珍
味
な
る
ハ
誰
も
よ
く
知
る
所
な
る
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

十
一
年
七
月
よ
り
十
二
年
六
月
の
製
造
数
は
一
三
万
一
八
七
九
缶
、
売
り
上
げ
一
万

五
八
四
円
七
銭
に
対
し
て
、
経
費
は
一
万
三
一
一
九
円
三
三
銭
八
厘
で
あ
り
、
二
五
三

五
円
二
六
銭
八
厘
の
損
失
を
出
し
た
。
開
拓
使
は
、「
当
年
度
損
失
尠
カ
ラ
ス
ト
雖
モ

職
夫
漸
ク
術
ニ
吏
員
ノ
管
理
亦
其
要
ヲ
得
テ
事
業
速
ニ
進
歩
セ
シ
ヲ
以
テ
代
価
ヲ
更
定

セ
ハ
容
易
ニ
当
年
ノ
損
失
ヲ
償
フ
ヘ
シ
当
年
ノ
損
額
ハ
実
験
ノ
資
金
ト
相
做
し
次
回
ノ

報
告
ヲ
待
テ
其
言
ノ
過
ラ
サ
ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ
」
と
事
業
の
進
歩
を
評
価
し
次
年
度
に
期

待
を
か
け
た
（
開
拓
使
『
第
四
期
報
告
書
』
自
明
治
十
一
年
七
月
至
十
二
年
六
月
）。

し
か
し
、
鹿
猟
が
活
発
化
す
る
な
か
、
十
二
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
未
曾
有
の
大

雪
も
あ
っ
て
エ
ゾ
シ
カ
が
激
減
し
、
鹿
肉
缶
詰
製
造
は
大
打
撃
を
受
け
て
し
ま
う
。
十

三
年
に
は
美
々
製
造
所
は
休
業
と
な
り
、
十
七
年
六
月
に
は
廃
止
に
至
っ
た
。

軸
木
工
場

日
本
の
燐
寸
製
造
業
は
、
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
の
時
点
で
、
海
外
輸
出
額

一
〇
六
一
万
五
九
〇
五
円
に
達
し
て
お
り
、「
国
家
経
済
上
ノ
一
大
製
力
」と
さ
れ
た
。

燐
寸
製
造
の
主
要
な
原
料
で
あ
る
軸
木
の
ほ
と
ん
ど
は
、
北
海
道
産
に
よ
っ
た
。
軸
木

の
材
料
と
な
る
の
は
白
楊
樹
お
よ
び
菩
提
樹
で
あ
り
、
北
海
道
で
は
こ
れ
ら
の
木
材
が

豊
富
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
北
海
道
産
の
軸
木
の
大
部
分
は
東
京
、
大
阪
、
神
戸
な
ど

に
移
出
さ
れ
、
道
内
で
は
小
樽
、
函
館
の
燐
寸
工
場
に
供
給
さ
れ
た
。

北
海
道
の
軸
木
製
造
業
が
本
格
化
し
た
の
は
、
明
治
二
十
二
年
九
月
、
山
田
朔
郎
が

胆
振
国
有
珠
郡
に
工
場
を
試
製
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
翌
二
十
三
年
に
は
渡
島
国

茅
部
郡
に
焼
山
製
軸
木
、
二
十
四
年
に
は
胆
振
国
有
珠
郡
に
金
沢
、
手
代
木
、
加
茂
の

三
製
軸
所
、
北
見
国
網
走
郡
に
は
三
万
円
の
資
本
を
投
じ
て
蒸
気
に
よ
る
新
式
機
械
を

据
え
付
け
た
山
田
製
軸
工
場
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
貸
下
地
内
の
原
料
木
を
無
料

で
譲
り
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
各
地
で
続
々
と
創
業
が
続
き
、
二
十
八
年
の
時

点
で
、
製
軸
所
数
四
一
、
資
本
金
七
万
六
〇
〇
〇
余
円
、
職
工
一
七
八
三
人
、
製
造
高

写真３－１１ 鹿肉缶詰
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四
三
〇
〇
万
二
九
五
〇
把
に
達
し
た
。
三
十
一
年
に
は
製
軸
所
数
が
六
五
ヵ
所
に
も

上
っ
た
が
、
原
料
で
あ
る
白
楊
樹
を
使
い
果
た
し
た
所
で
は
移
転
や
廃
業
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
っ
た
。
三
十
九
年
の
時
点
で
、
石
狩
国
七
ヵ
所
、
天
塩
国
四
ヵ
所
、
胆
振
国

四
ヵ
所
、
日
高
国
一
ヵ
所
、
十
勝
国
七
ヵ
所
、
釧
路
国
一
ヵ
所
、
北
見
国
一
六
ヵ
所
、

計
四
〇
ヵ
所
と
な
っ
て
い
る
（
北
海
道
庁
第
三
部
『
北
海
道
工
業
概
況
』）。

千
歳
村
に
お
け
る
軸
木
工
場
の
変
遷
は
、『
北
海
道
庁
勧
業
年
報
』『
北
海
道
庁
拓
殖

年
報
』
で
辿
る
こ
と
が
で
き
る
（
表
３－

２６
）。
明
治
三
十
年
、
小
坂
、
新
保
、
眞
鍋

の
三
工
場
が
創
立
さ
れ
た
。
原
料
は
、「
立
木
概
算
石
数
」
一
万
八
一
三
〇
石
と
さ
れ

た
千
歳
村
官
林
で
あ
っ
た
。
工
場
に
は
、
馬
橇
ま
た
は
馬
車
で
運
搬
し
た
。
職
工
、
製

造
額
の
規
模
で
み
る
と
、
創
業
一
年
あ
る
い
は
二
年
で
千
歳
村
の
軸
木
工
業
は
ピ
ー
ク

を
迎
え
た
。
三
十
一
年
の
時
点
で
、
小
坂
軸
木
製
造
場
の
職
工
男
子
日
給
平
均
六
十
五

銭
は
、
道
内
で
も
「
高
額
の
部
に
属
」
し
た
（
白
仁
武
「
北
海
道
の
燐
寸
製
軸
業
（
其
二
）」）。

『
記
念
誌

駒
里
』
に
よ
る
と
、
三
十
四
年
頃
に
は
四
つ
の
工
場
が
稼
働
し
て
い
た

と
い
う
。
小
坂
、
新
保
、
眞
鍋
、
寺
尾
だ
ろ
う
か
。
三
十
四
年
か
ら
三
十
七
年
に
か
け

て
、
寺
尾
工
場
ほ
か
で
製
造
が
な
さ
れ
る
が
、
三
十
二
年
の
製
造
額
に
は
及
ん
で
い
な

い
。三

十
八
年
四
月
に
は
、
出
水
川
軸
木
製
造
工
場
が
創
業
し
て
お
り
、
一
万
円
に
達
し

た
そ
の
製
造
額
の
多
さ
が
注
目
さ
れ
る
。
三
十
九
年
度
の
製
造
量
は
五
〇
万
斤
（『
三

村
沿
革
史
』
で
は
、「
五
十
万
打
」）
で
あ
っ
た
。
年
就
業
日
数
は
二
一
六
日
、
一
日
作

業
時
間
は
一
〇
時
間
、
職
工
数
は
男
八
、
女
四
の
計
一
二
、
一
日
の
平
均
賃
金
は
男
六

〇
銭
、
女
二
五
銭
で
あ
っ
た
。
同
工
場
は
職
工
数
で
み
る
と
、
全
道
的
に
は
最
も
小
規

模
な
工
場
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
千
歳
郡
の
軸
木
生
産
は
全
道
規
模
で
み
た
場
合
、
目
立

つ
ほ
ど
の
額
で
は
な
か
っ
た
。

精
米北

海
道
に
お
け
る
精
米
業
は
、
明
治
三
十
年
代
に
大
き
く
発
展
を
遂
げ
る
。
三
十（
一

表３－２６ 軸木工場（千歳村）

名称 持主 創立
職工 起業時

資本金
（円）

現在
資本金

一ヵ年
収入額

一ヵ年
支出額

純益
一ヵ年
製造額男 女

明３１

小坂軸木製造場 小坂徳治 明３０．１２ １９ １２ ７５０ ７，４５０ ７，２００ ６，６０７ ５９３

新保軸木製造場 新保鉄蔵 明３０．６ ２３ １５ ５，６５４ ７，２３８ ７，２００ ６，４２８ ７７１

眞鍋軸木製造場 眞鍋源治 明３０．８ ７ ６ ３，５４１ ３，５４１ １，５５６ １，１８６ ３６９

明３２

小坂軸木製造場 ２，４５０ ６，８００

新保軸木製造場 ７，２３８ ７，２００

眞鍋軸木製造場 ７，５４１ ７，８００

明３４

北海工場 １５ ５ ２，０００ ４，５００

小坂軸木製造場 １３ ７ １，７２０ ４，４００

寺尾軸木製造工場 １０ ６ １，２００ ４，１４０

明３５

寺尾軸木製造工場 ９ ５ １，２００ ４，１４０

寺岡軸木製造工場 １３ ７ １，７２０ ４，４００

津田第三工場 １５ ５ ２，０００ ４，５０１

明３６
松本軸木製造工場 １０ ３ １，５００ ３，８００

寺尾軸木製造工場 １０ ７ １，８００ ４，０２８

明３７ 寺尾軸木製造工場 ８ ６ １，８００ ４，１４０

明３８
寺尾軸木製造工場 明３１．８ ９ ８ ４，４８５

出水川軸木製造工場 明３８．４ １０ １０ １０，０００

明３９ 出水川軸木製造工場 岡田來太郎 ８ ４ １０，０００

註� 『北海道庁勧業年報』、『北海道庁拓殖年報』各年、『殖民公報』第９号、北海道庁第三部『北海道工業概況』明４１より
作成。
� 小坂軸木製造場の創立については、明３０．１１、明３０．６という記載もある。北海工場は「燐寸小箱素地」を製造。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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八
九
七
）
年
末
の
時
点
で
は
、
規
模
が
小
さ
い
も
の
が
多
く
、
工
場
と
呼
べ
る
よ
う
な

も
の
は
二
、
三
工
場
の
み
で
あ
っ
た
が
、
四
十
年
末
に
な
る
と
、
会
社
組
織
に
よ
る
工

場
が
十
七
、
個
人
経
営
に
よ
る
工
場
が
三
二
、
計
四
九
工
場
の
経
営
が
な
さ
れ
る
ま
で

に
至
っ
た
（
北
海
道
庁
第
三
部
『
北
海
道
工
業
概
況
』）。

『
千
歳
外
三
ヶ
村
沿
革
史
』
に
よ
れ
ば
、
千
歳
村
は
、
明
治
三
十
九
年
、
白
米
を
「
二

百
石
」、
糯
米
を
「
二
十
四
石
」、「
輸
入
」
し
て
い
る
。
い
つ
頃
千
歳
村
に
精
米
場
が

設
置
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
北
岡
善
作『
千
歳
、
恵
庭
、
広
島
三
村
銘
鑑
録
』

に
よ
る
と
、「
明
治
三
十
年
幼
ニ
シ
テ
祖
父
ニ
従
ヒ
移
住
シ
専
ラ
農
業
ニ
従
事
」
し
た

瀧
川
亮
次
が
、「
本
村
ニ
精
米
ナ
キ
ヲ
遺
憾
ト
シ
水
力
精
米
場
ヲ
設
置
」し
た
と
い
う
。

大
正
四
年
に
な
る
と
、「
穀
物
精
白
業
」
が
三
戸
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（『
状

勢
』）。

参
考
文
献

犬
飼
哲
夫
「
北
海
道
の
鹿
と
そ
の
興
亡
」『
北
海
道
大
学
北
方
文
化
研
究
報
告
』
七
、
昭
和
二
十

七
年
三
月
／
百
瀬
響
「
開
拓
使
期
に
お
け
る
狩
猟
行
政
」
井
上
紘
一
編
『
社
会
人
類
学
か
ら
見

た
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
』〔
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｂ
（
１
）「
ピ
ウ
ス
ツ
キ
に
よ
る

極
東
先
住
民
研
究
の
全
体
像
を
求
め
て
」
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
三
年
〕
／
山
田
伸
一
「
開
拓

使
に
よ
る
狩
猟
規
則
と
ア
イ
ヌ
民
族
」『
北
海
道
開
拓
記
念
館
研
究
紀
要
』
第
二
九
号
、
二
〇
〇

一
年
三
月
／
同
「『
北
海
道
鹿
猟
規
則
』
施
行
後
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
シ
カ
猟
」『
同
』
第
三
四
号
、

二
〇
〇
六
年
三
月
／
勧
業
課
農
務
係
『
札
幌
県
公
文
録
（
鳥
獣
猟
）』
明
治
十
五
年
、
北
海
道
立

文
書
館
所
蔵
、
簿
書
七
三
五
七
／
『
新
北
海
道
史
』
第
三
巻

一
九
七
一
年
／
「
缶
詰
法
改
良

の
好
法
」『
北
海
道
開
拓
雑
誌
』
第
一
八
号
（
明
治
十
三
年
九
月
二
十
五
日
）
／
徳
永
勇
四
郎
『
報

文
書
』
明
治
十
三
年
四
月
／
北
海
道
庁
第
三
部
『
北
海
道
工
業
概
況
』
一
九
〇
八
年
、
一
九
〇

九
年
／
北
海
道
庁
『
道
治
一
斑
』
一
九
一
一
年
／
北
岡
善
作
『
千
歳
、
恵
庭
、
廣
島
三
村
銘
鑑

録
』
一
九
三
五
年
／
白
仁
武
「
北
海
道
の
燐
寸
製
軸
業
（
其
二
）」『
太
陽
』
五－

一
六

一
八

九
九
年
／
千
歳
市
立
駒
里
小
学
校
開
校
七
十
周
年
記
念
協
賛
会
『
記
念
誌

駒
里
』
一
九
七
六
年

二．

発
電
所

王
子
製
紙
工
場
の
誘
致

「
我
邦
製
紙
界
の
王
者
」（『
報
知
新
聞
』
昭
和
十
一
年
八
月
二
十
五
日
付
）
と
評
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
王
子
製
紙
で
あ
っ
た
が
、
苫
小
牧
工
場
が
設
立
さ
れ
る
以
前
の
明
治
三
十

三
（
一
九
〇
〇
）
年
頃
に
は
業
績
悪
化
に
苦
し
ん
で
い
た
。
そ
の
最
大
の
要
因
は
、
日

清
戦
争
を
契
機
と
す
る
新
聞
用
紙
の
需
要
拡
大
に
対
応
し
て
建
設
さ
れ
た
静
岡
県
の
中

部
工
場
の
不
振
に
あ
っ
た
。
王
子
製
紙
は
百
年
先
を
見
越
し
た
抜
本
的
解
決
を
図
る
た

め
、
最
新
鋭
の
大
型
工
場
建
設
を
準
備
し
始
め
た
。

明
治
三
十
七
年
九
月
、
専
務
・
鈴
木
梅
太
郎
ら
一
行
は
、
本
州
で
は
魅
力
的
な
候
補

地
を
見
出
せ
ず
、
立
地
場
所
を
求
め
て
パ
ル
プ
材
料
が
豊
富
な
北
海
道
に
渡
っ
た
。
一

行
は
、
三
井
物
産
小
樽
支
店
長
・
小
田
良
治
か
ら
千
歳
御
料
林
が
有
望
で
あ
る
と
教
え

ら
れ
、
支
笏
湖
周
辺
、
千
歳
川
の
調
査
に
赴
い
た
。
千
歳
の
「
西
方
山
岳
地
方
」
は
「
全

部
帝
室
ノ
御
料
林
」
で
あ
り
、「
樹
林
ノ
分
布
」
は
「
針
濶
混
交
林
地
帯
」
で
あ
っ
た
。

『
千
歳
村
ノ
状
勢
』
に
よ
る
と
、
村
の
山
林
一
四
万
八
〇
四
四
反
三
一
一
歩
の
う
ち
、

御
料
林
は
一
一
万
五
七
二
一
反
二
〇
三
歩
を
占
め
て
い
る
。
一
行
は
製
紙
原
料
と
し
て

の
木
材
に
つ
い
て
は
満
足
し
な
か
っ
た
が
、
水
力
発
電
に
は
好
適
地
で
あ
る
こ
と
を
発

見
し
た
。
鈴
木
に
よ
る
『
北
海
道
視
察
報
告
書
』
同
年
十
月
一
日
の
項
に
は
、
次
の
よ

う
に
あ
る
。

湖
水
落
口
よ
り
数
丁
以
下
な
る
千
才
川
第
一
滝
場
に
至
り
た
り
。
滝
の
高
さ
余
り
高
か
ら

ざ
る
も
轟
々
た
る
水
沫
飛
散
の
有
様
は
甚
だ
猛
然
た
り
。
湖
水
よ
り
出
材
の
場
合
多
少
の

設
備
を
要
す
べ
し
。
林
中
川
端
に
沿
い
川
下
に
至
る
二
里
余
に
し
て
千
才
川
中
最
終
の
瀑

布
を
見
る
。
此
滝
は
第
一
に
比
し
落
下
甚
だ
低
く
殆
ど
堰
止
を
溢
下
す
る
状
に
似
た
り
。

吉
川
氏
の
推
算
に
依
れ
ば
第
一
よ
り
此
間
に
至
る
落
差
と
水
量
に
依
り
、
優
に
一
万
馬
力

６２８
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を
得
ら
る
ゝ
と
言
ふ
。

こ
う
し
て
発
電
所
お
よ
び
製
紙
工
場
の
建
設
が
決
ま
っ
た
。翌
年
三
月
、鈴
木
ら
は
、

「
北
海
道
胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
川
右
岸
字
烏
柵
舞
『
ナ
ス
ソ
ウ
』
ノ
附
近
ニ
水
力
電
気

工
場
ヲ
新
設
致
シ
製
紙
製
材
等
ノ
事
業
ヲ
相
営
ミ
度
」
と
す
る
「
水
流
使
用
及
河
中
工

作
設
置
願
」
を
道
庁
に
出
願
し
た
。

ち
ょ
う
ど
日
露
戦
後
期
は
、「
水
力
電
気
熱
勃
興
」
の
時
期
に
あ
た
り
、
北
海
道
に

お
い
て
も
王
子
製
紙
の
ほ
か
、
大
沼
水
力
電
気
、
岩
内
水
力
電
気
、
阿
寒
湖
水
力
電
気
、

定
山
渓
水
力
電
気
、
夕
張
川
水
力
電
気
な
ど
が
事
業
の
出
願
を
行
っ
て
い
た
（「
水
力

電
気
熱
勃
興
」『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
明
治
三
十
九
年
八
月
二
十
六
日
）。

千
歳
外
三
村
は
三
十
八
年
十
二
月
、
王
子
製
紙
が
千
歳
川
の
水
利
権
を
と
っ
て
発
電

所
を
建
設
し
製
紙
工
場
を
造
る
と
い
う
情
報
が
入
る
と
、
工
場
誘
致
に
乗
り
出
し
、
鈴

木
専
務
宛
に
請
願
書
を
提
出
し
た
。
千
歳
が
か
つ
て
室
蘭
街
道
の
「
要
地
」
と
し
て
発

展
し
た
も
の
の
、
鉄
道
開
設
に
よ
っ
て
衰
退
し
た
こ
と
、「
千
歳
川
上
流
ノ
富
源
」は
、

「
一
大
資
本
家
ノ
放
資
」に
よ
っ
て
は
じ
め
て
開
発
で
き
る
も
の
で
、「
貧
弱
ナ
ル
村
落
」

で
は
到
底
「
自
営
」
で
き
な
い
こ
と
、
札
幌
支
庁
管
内
で
唯
一
、
町
村
制
が
施
行
さ
れ

て
い
な
い
本
村
（
※
新
篠
津
村
も
町
村
制
未
施
行
で
あ
っ
た
）
に
と
っ
て
、
今
回
の
工

マ
マ

場
設
置
は
「
天
便
ノ
福
音
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
万
一
、「
物
資
集
散

ノ
要
枢
ヲ
他
地
点
ニ
占
得
」
さ
れ
、「
宝
ヲ
抱
イ
テ
利
益
ヲ
他
ノ
専
有
ニ
任
ス
ル
」
よ

う
な
事
態
に
な
れ
ば
、
ま
す
ま
す
村
は
「
悲
惨
ノ
況
界
ニ
陥
ル
」
こ
と
を
挙
げ
、「
村

民
一
同
ハ
貴
社
ノ
義
侠
ニ
訴
テ
、
千
才
一
遇
ノ
好
事
業
ヲ
是
非
本
村
ニ
設
置
相
成
候
様

切
望
ノ
至
リ
ニ
不
堪
候
。
此
希
望
ニ
シ
テ
御
採
納
相
成
候
得
者
、
其
恩
恵
ハ
直
チ
ニ
以

テ
全
村
ニ
光
被
シ
、
地
方
発
展
ハ
赫
々
ト
シ
テ
見
ル
ベ
ク
、
優
ニ
本
道
内
有
数
ノ
都
市

マ
マ

タ
ル
事
期
待
致
シ
ベ
キ
義
ト
奉
存
候
。
付
テ
ハ
貴
社
ニ
於
ケ
ル
設
計
ニ
シ
テ
必
要
ノ
事

項
ノ
為
メ
御
命
令
相
成
候
得
者
、
出
来
得
ル
限
リ
便
利
ヲ
提
供
致
度
」
と
訴
え
た
。
そ

し
て
、
千
歳
に
設
置
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
�
製
紙
原
料
の
回
収
に
便
利
で

あ
る
こ
と
、
�
千
歳
川
の
便
に
よ
り
、
江
別
方
面
へ
の
交
通
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
�

支
笏
湖
か
ら
村
へ
の
道
路
が
平
坦
で
あ
る
こ
と
、
�
村
よ
り
最
寄
の
停
車
場
ま
で
の
道

路
が
平
坦
で
あ
る
こ
と
、
�
土
地
が
広
大
で
ど
ん
な
建
築
物
の
設
置
に
も
便
利
で
あ
る

こ
と
、
�
千
歳
川
・
マ
マ
チ
川
の
水
は
霧
雨
の
と
き
で
も
混
濁
し
な
い
特
性
が
あ
る
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
請
願
書
に
は
千
歳
外
三
村
有
志
二
二
六
名
か
ら
な
る
連
署
が

添
付
さ
れ
た
（『
市
史
』）。

一
方
、
苫
小
牧
村
も
官
民
一
体
と
な
り
工
場
誘
致
を
推
進
し
て
い
た
。
王
子
製
紙
は

当
初
、
工
場
建
設
地
を
千
歳
村
と
し
て
い
た
が
、
工
場
適
地
調
査
を
重
ね
た
結
果
、
苫

小
牧
村
に
変
更
し
た
。
三
十
九
年
二
月
、
苫
小
牧
村
長
は
じ
め
有
志
は
王
子
製
紙
に
宛

て
て
、「
村
民
ヲ
シ
テ
其
宝
庫
視
ス
ル
所
ノ
満
山
ノ
密
林
一
朝
他
人
ノ
手
ニ
壟
断
セ
ラ

レ
加
之
中
原
ノ
鹿
タ
ル
予
期
ノ
鉄
路
一
変
他
村
ノ
為
メ
ニ
掠
奪
セ
ラ
レ
失
望
落
胆
深
淵

ニ
沈
淪
セ
シ
メ
終
世
遺
恨
ノ
府
ト
ナ
ル
カ
如
キ
不
仁
ハ
貴
社
ノ
決
シ
テ
好
マ
サ
ル
モ
ノ

ア
ル
ヲ
認
識
ス
ル
」
と
陳
情
し
、
工
場
及
び
鉄
道
敷
地
の
う
ち
の
村
民
所
有
地
の
寄
付

と
工
場
使
役
人
夫
一
〇
〇
〇
人
の
提
供
を
申
し
出
て
い
る
。
同
年
六
月
、
王
子
製
紙
は

工
場
敷
地
と
し
て
苫
小
牧
村
の
国
有
未
開
地
四
七
万
坪
の
売
払
願
を
道
庁
に
提
出
し
た

（『
苫
小
牧
市
史
』
上
巻
）。『
王
子
製
紙
社
史

本
編
』
は
、
苫
小
牧
を
工
場
用
地
に
選

ん
だ
理
由
と
し
て
、
�
支
笏
湖
を
背
後
に
控
え
、
水
力
発
電
に
必
要
な
豊
富
な
水
量
に

恵
ま
れ
て
い
た
�
当
時
は
出
力
・
電
圧
と
も
そ
の
規
模
は
小
さ
く
と
も
、
一
五
〜
二
〇

マ
イ
ル
の
近
距
離
送
電
が
可
能
に
な
っ
た
�
付
近
一
帯
が
原
始
林
に
お
お
わ
れ
、
原
料

材
の
入
手
に
不
自
由
し
な
い
�
北
海
道
炭
鉱
鉄
道
な
ど
、
交
通
の
便
が
比
較
的
良
い
�

広
大
な
用
地
を
安
価
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
の
五
点
を
挙
げ
て
い
る
。

千
歳
川
発
電
所

王
子
製
紙
は
千
歳
川
上
流
の
水
利
を
生
か
し
て
、
発
電
所
を
建
設
し
て
い
っ
た
。『
北

海
タ
イ
ム
ス
』
は
明
治
四
十
一
年
十
二
月
七
日
、
第
一
発
電
所
の
工
事
概
況
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政

６２９
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発
電
所
は
周
辺
十
七
里
に
亘
る
支
笏
湖
よ
り
千
歳
川
に
落
つ
る
水
量
を
利
用
す
る
も
の
に

し
て
湖
の
落
口
よ
り
下
流
四
百
五
十
間
（
瀑
布
よ
り
百
五
十
間
上
流
）
の
位
置
に
水
門
を

設
け
高
さ
六
尺
に
達
す
る
ま
で
の
水
を
湛
へ
（
湖
水
の
落
口
に
至
り
て
四
尺
高
ま
る
）
て

水
路
に
引
き
其
引
口
に
は
両
側
へ
同
十
五
間
の
煉
瓦
を
畳
み
夫
れ
よ
り
隧
道
を
掘
鑿
す
る

こ
と
四
百
五
十
間
引
続
き
て
鉄
条
を
骨
子
と
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
て
築
き
た
る
延
長
二

千
五
百
間
の
水
路
を
設
け
て
恰
か
も
暗
渠
の
如
く
に
し
行
止
め
の
水
の
落
口
は
四
百
二
十

尺
と
為
し
茲
処
に
て
一
万
五
百
馬
力
の
電
力
を
起
す
計
画
な
り

ま
た
工
学
士
・
濱
田
束
稲
は
、
発
電
所
の
概
要
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（「
北

海
道
千
歳
川
水
力
電
気
工
事
土
木
部
概
要
」）。

千
歳
川
の
支
笏
湖
流
出
口
よ
り
下
流
四
百
九
十
間
の
処
に
千
歳
川
を
横
切
つ
て
一
大
堰
堤

を
築
き
其
右
岸
に
引
入
口
を
設
け
水
路
弐
千
参
百
六
拾
八
間
九
〇
四
に
よ
つ
て
水
溜
に
連

り
以
下
内
径
四
呎
の
鉄
鋼
管
に
よ
り
発
電
所
に
送
水
す
使
用
水
量
は
毎
秒
時
間
四
百
立
方

尺
に
し
て
発
電
所
に
於
て
有
効
落
差
四
百
弐
拾
尺
を
有
し
従
て
水
車
軸
に
於
け
る
有
効
馬

力
壱
萬
五
千
を
得
之
れ
を
四
万
六
千
ボ
ル
ト
の
高
圧
に
し
三
相
三
線
式
送
電
線
路
拾
五
哩

に
て
苫
小
牧
に
於
け
る
変
電
所
兼
配
電
所
に
送
り
再
び
変
圧
機
に
よ
り
弐
千
弐
百
ボ
ル
ト

に
逓
降
し
各
使
用
区
域
に
分
配
す

発
電
所
の
土
木
工
事
は
東
京
の
大
倉
組
が
落
札
し
、
札
幌
の
阿
部
組
が
下
請
け
、
さ

ら
に
数
組
に
分
担
し
て
着
手
さ
れ
、
人
夫
は
延
べ
一
〇
〇
〇
人
に
達
し
た
。
人
夫
の
多

く
は
本
州
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
、
厳
重
な
監
視
の
も
と
仮
小
屋
に
住
ん
で
作
業
に
当

り
、
死
者
も
出
て
い
る
（『
苫
小
牧
市
史
』
上
巻
）。

明
治
四
十
三
年
よ
り
大
正
九
年
ま
で
苫
小
牧
工
場
に
在
任
し
た
富
田
治
郎
右
衛
門

は
、
王
子
製
紙
内
で
は
製
紙
工
場
建
設
工
事
の
難
航
の
一
方
、
発
電
所
に
か
か
る
コ
ス

ト
は
非
常
に
安
価
に
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
（
王
子
製
紙
株
式
会
社
電
力

対
策
委
員
会
『
千
歳
発
電
所
建
設
当
時
の
思
い
出
』）。

明
治
四
十
三
年
か
ら
昭
和
十
六
年
に
か
け
て
、
第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
五
ヵ
所
の
発

電
所
が
設
置
さ
れ
た
。
各
発
電
所
の
概
要
は
、
表
３－

２７
の
通
り
で
あ
る
。
北
海
道
水
産
試
験
場
『
河
川
湖
沼

調
査
』
に
よ
れ
ば
、
各
発
電
所
間
の
距
離
は
、
支
笏
湖

銚
子
口
よ
り
第
一
発
電
所
ま
で
五
・
七
七
�
、
第
一
発

電
所
よ
り
第
二
発
電
所
ま
で
一
・
三
五
�
、
第
二
発
電

所
よ
り
第
三
発
電
所
ま
で
六
・
〇
五
�
、
第
三
発
電
所

よ
り
第
四
発
電
所
ま
で
四
・
七
六
�
で
あ
っ
た
。
第
五

発
電
所
は
、
第
二
発
電
所
と
第
三
発
電
所
の
間
に
設
置

さ
れ
て
い
る
。

発
電
量
は
合
計
す
る
と
二
万
八
六
五
〇
�
㍗
と
な

る
。
第
四
発
電
所
が
竣
功
し
た
大
正
八
年
の
時
点
に
お

い
て
は
二
万
二
〇
五
〇
�
㍗
で
あ
っ
た
が
、
同
年
の
全

国
の
発
電
所
数
は
七
八
五
ヵ
所
（
水
力
五
三
九
・
汽
力

一
一
二
・
瓦
斯
力
一
三
四
）、
北
海
道
は
五
八
ヵ
所
（
水
力
二
四
・
汽
力
九
・
瓦
斯
力

二
五
）
で
あ
り
、
五
〇
〇
〇
�
㍗
以
上
の
出
力
を
有
す
る
発
電
所
は
、
全
国
で
三
二
ヵ

所
だ
け
で
あ
っ
た
（
通
信
省
電
気
局
編
『
電
気
事
業
要
覧
』
第
十
三
回
）。
電
気
は
、
苫
小

牧
工
場
の
ほ
か
、
江
別
、
札
幌
、
小
樽
に
送
電
さ
れ
た
（「
春
浅
き
支
笏
湖
と
風
光
勝
れ

た
発
電
所
」『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
大
正
十
二
年
三
月
二
十
一
日
）。

千
歳
町
「
昭
和
十
七
年
度
町
民
税
納
税
義
務
者
賦
課
額
調
書
」
に
よ
る
と
、
第
一
発

電
所
三
〇
名
、
第
三
発
電
所
七
名
、
第
四
発
電
所
九
名
へ
の
町
民
税
賦
課
が
確
認
で
き

る
（『
町
会
々
議
録
』
昭
和
十
七
年
）。

戦
後
に
な
る
と
、
発
電
所
の
制
御
技
術
が
進
歩
し
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
に
は
第
二

発
電
所
、
三
十
三
年
十
二
月
に
は
第
五
発
電
所
の
第
一
発
電
所
か
ら
の
遠
隔
制
御
が
可

能
と
な
っ
た
。
ま
た
三
十
一
年
十
二
月
に
は
第
四
発
電
所
、
三
十
二
年
二
月
に
は
第
三

発
電
所
が
一
人
制
御
方
式
と
な
っ
た
。

表３－２７ 千歳川発電所

発電所名 竣工年月 発電量（kW）
千歳第１ 第１期 １９１０．６ ２，５００×４台

計
２０，０００

第２期 １９１４．６ ５，０００×１台
第３期 １９３０．１ ５，０００×１台

千歳第２ １９１６．３ ２，０００
千歳第３ １９１８．３ ２，４５０
千歳第４ １９１９．１１ ２，６００
千歳第５ １９４１．２ １，６００

註 『王子製紙社史 本編』２００１年、４６頁

６３０

第４編 開拓の開始と近代社会の成立
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発
電
所
設
置
の
影
響

発
電
所
の
設
置
に
よ
っ
て
、
支
笏
湖
の
水
位
が
上
昇
し
、
増
水
期
に
は
ヒ
メ
マ
ス
孵

化
場
の
防
波
堤
が
水
没
、
養
魚
池
が
冠
水
す
る
状
況
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
王
子
製
紙

は
、
石
垣
の
護
岸
な
ど
の
対
策
を
と
っ
た
。

明
治
四
十
二
年
よ
り
昭
和
初
期
ま
で
千
歳
支
場
に
勤
務
し
た
菊
地
覺
助
に
よ
る
と
、

発
電
所
が
出
来
る
と
支
笏
湖
銚
子
口
か
ら
第
一
堰
堤
ま
で
満
々
と
貯
水
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
、
ヒ
メ
マ
ス
の
二
年
魚
が
川
に
降
下
す
る
性
質
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。
第
一
発
電
所
水
溜
に
は
、
多
く
の
二
年
魚
が
流
入
し
、
そ
れ
ら
が
発
電
所
の
機

械
に
か
か
り
、胴
体
が
切
断
さ
れ
た
り
、損
傷
を
受
け
た
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
水
溜
に
集
っ
た
ヒ
メ
マ
ス
を
釣
り
上
げ
よ
う
と
す
る
人
々
が
押
し
寄
せ
、
水

没
事
故
も
起
こ
り
、
発
電
所
は
釣
魚
厳
禁
の
制
札
を
立
て
る
に
至
っ
た
。

発
電
所
は
、
堰
堤
の
前
面
に
防
護
網
を
設
置
す
る
こ
と
を
本
社
に
要
請
し
た
。
そ
こ

で
本
社
は
川
崎
製
鋼
所
に
考
案
さ
せ
て
、
伸
縮
自
在
で
精
巧
な
防
護
網
を
作
成
し
た
。

設
置
当
初
は
、
ヒ
メ
マ
ス
の
降
下
を
防
ぐ
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
だ
ん
だ
ん
ヒ
メ
マ
ス

が
網
の
抜
け
方
を
学
習
し
、
水
路
に
入
る
も
の
が
跡
を
絶
た
な
く
な
っ
た
。
網
の
掃
除

は
困
難
を
極
め
、
遂
に
は
網
に
水
圧
が
か
か
っ
て
裾
が
上
が
り
、
ヒ
メ
マ
ス
が
容
易
に

通
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
（
秋
庭
鉄
之
『
千
歳
と
姫
鱒
』）。

ま
た
発
電
所
に
よ
る
水
量
の
調
節
は
、
千
歳
川
下
流
地
域
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
水

流
の
調
節
機
能
に
よ
り
、「
融
雪
梅
雨
ノ
季
」
の
氾
濫
は
減
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

昭
和
六
年
五
月
に
は
川
が
増
水
し
、
千
歳
市
街
附
近
で
は
「
平
水
時
ノ
三
倍
以
上
」、

下
流
の
ネ
シ
コ
シ
、
オ
ル
イ
カ
、
ケ
ヌ
フ
チ
、
長
都
、
カ
マ
カ
で
は
、
農
耕
地
二
五
〇

町
歩
が
浸
水
し
、約
二
〇
〇
町
歩
が
蒔
付
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
た
。五
月
二
十
一
日
、

千
歳
村
は
王
子
製
紙
に
対
し
て
、「
出
来
得
ル
限
リ
貯
水
被
下
放
水
減
シ
水
流
ノ
激
減

方
」
を
陳
情
し
た
。
六
月
四
日
、
千
歳
村
長
は
、
来
村
し
た
道
庁
河
川
課
長
と
と
も
に

支
笏
湖
畔
ま
で
随
行
し
、
王
子
製
紙
電
気
部
長
と
折
衝
を
重
ね
、「
向
後
雨
量
ノ
激
増

無
キ
限
リ
ハ
放
水
量
三
百
箇
ニ
抑
制
」
す
る
と
の
協
定
を
結
ん
だ
。
翌
五
日
、
市
街
地

附
近
で
は
「
約
四
寸
ノ
減
少
」
を
み
た
が
、「
雨
天
勝
増
減
定
マ
リ
ナ
ク
予
期
ノ
効
果

ヲ
奏
」
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
九
日
、
水
害
対
策
協
議
会
が
開
か
れ
、
十
日
に
は
村
会

を
召
集
、
十
一
日
に
は
村
議
一
同
で「
上
流
及
水
源
湖
畔
ノ
実
査
ト
減
少
方
法
ノ
研
究
」

が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
王
子
製
紙
に
対
し
て
は
十
一
日
付
で
、「
原
因
調
査
ス
ル
ニ
石

狩
川
、
夕
張
川
ハ
其
ノ
増
水
甚
ダ
シ
カ
ラ
ズ
是
等
河
川
ニ
基
因
ス
ル
氾
濫
ニ
非
ザ
ル
コ

ト
明
ニ
シ
テ
即
チ
支
笏
湖
ヨ
リ
放
水
セ
ラ
ル
ヽ
水
量
ノ
多
キ
ニ
原
因
シ
居
ル
様
思
料
セ

ラ
レ
之
レ
カ
為
メ
民
心
動
揺
ノ
状
態
ニ
有
之
候
」
と
し
て
、
放
水
量
の
減
少
が
陳
情
さ

れ
て
い
る
。
同
日
、
王
子
製
紙
電
気
部
長
よ
り
、「
三
百
箇
ノ
水
量
調
節
」
の
「
即
夜

実
行
ノ
言
質
」
を
得
、
翌
十
二
日
に
は
、
市
街
地
で
は
「
河
水
約
七
八
寸
ノ
減
水
」
を

み
て
、「
平
水
ニ
復
帰
」
す
る
見
込
が
十
分
と
な
っ
た
。

ま
た
昭
和
八
年
三
月
二
十
七
日
、
千
歳
村
は
、
ネ
シ
コ
シ
方
面
が
「
水
害
ノ
為
春
期

ノ
蒔
付
不
能
ノ
状
勢
ニ
ア
リ
」
と
い
う
事
態
を
受
け
て
、
王
子
製
紙
に
対
し
、

毎
年
十
二
月
ヨ
リ
翌
年
四
月
末
日
迄
ノ
間
即
チ
農
耕
ニ
支
障
ナ
キ
時
ニ
於
テ
多
量
ノ
流
水

ヲ
ナ
シ
五
月
以
降
十
一
月
迄
ノ
間
ハ
比
較
的
少
量
ノ
流
水
ニ
止
メ
以
テ
蒔
付
及
耕
作
収
穫

時
ニ
於
ケ
ル
村
民
ノ
不
幸
ヲ
除
カ
ル
ヽ
様
御
配
意
ヲ
望
ム

と
す
る
陳
情
書
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
王
子
製
紙
は
、「
当
方
ニ
於
テ
ハ
洪

水
期
ニ
於
テ
支
笏
湖
ニ
貯
水
シ
渇
水
期
ニ
於
テ
コ
レ
ヲ
放
流
ス
ル
方
針
ニ
有
之
自
然
貴

方
御
希
望
ニ
添
フ
筈
ニ
御
座
候
」
と
し
、
な
お
昨
年
、
一
昨
年
の
よ
う
な
「
多
大
ナ
ル

降
水
量
ハ
全
ク
数
十
年
来
ノ
稀
有
ナ
ル
状
態
」
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
千
歳
川
の
増
量

も
や
む
を
得
な
い
も
の
と
承
知
さ
れ
た
い
と
回
答
し
て
い
る
（
千
歳
村
役
場
『
陳
情
請
願

書
類
』
自
大
正
十
二
年
）。

参
考
文
献

札
幌
鉄
道
局
運
輸
課
『
産
額
よ
り
観
た
る
北
海
道
の
主
要
物
産
』
一
九
三
〇
年
／
『
苫
小
牧
市

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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史
』
上
巻

一
九
七
五
年
／
王
子
製
紙
『
王
子
製
紙
社
史

本
編
』
二
〇
〇
一
年
／
「
北
海
道

千
歳
川
水
力
電
気
工
事
土
木
部
概
要
」『
工
学
会
誌
』
三
三
七

一
九
一
一
年
／
王
子
製
紙
株
式

会
社
電
力
対
策
委
員
会
『
千
歳
発
電
所
建
設
当
時
の
思
い
出
』
一
九
六
二
年
／
北
海
道
水
産
試

験
場
『
河
川
湖
沼
調
査
』
一
九
三
六
年
／
通
信
省
電
気
局
編
『
電
気
事
業
要
覧
』
第
十
三
回

一
九
二
一
年
／
秋
庭
鉄
之
『
千
歳
と
姫
鱒
』
一
九
九
三
年

第
四
項

林

業

一．

国
有
林
（
官
林
）

国
有
林
（
官
林
）
の
始
ま
り
と
管
理

明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
と
場
所
請
負
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
北
海
道
内
の
個
人
所

有
地
以
外
の
山
林
、
寺
社
地
は
す
べ
て
国
有
地
・
国
有
林
（
官
林
）
と
さ
れ
開
拓
使
の

所
管
と
な
っ
た
。
開
拓
の
た
め
の
土
地
を
得
る
に
は
、
新
し
く
制
定
さ
れ
た
北
海
道
土

地
売
貸
規
則
に
基
づ
き
、
国
有
林
（
官
林
）
の
開
放
を
申
請
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

開
拓
使
は
官
林
に
禁
令
を
設
け
て
伐
採
を
禁
止
し
、
か
つ
伐
採
の
跡
地
に
は
植
栽
を

奨
励
し
森
林
を
保
護
、
保
全
し
よ
う
と
し
た
。
千
歳
は
開
拓
使
札
幌
本
庁
に
所
属
し
、

六
年
に
は
道
路
沿
い
の
樹
木
や
電
信
線
の
配
線
、
家
屋
建
築
の
障
害
と
な
る
場
合
を
除

い
て
道
路
の
左
右
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
間
（
一
八
�
）
を
禁
伐
と
し
た
。

山
林
取
締
と
「
山
林
監
護
条
例
」
制
定

開
拓
使
は
山
林
派
出
所
を
各
地
に
設
け
、
国
有
林
の
管
理
に
当
た
ら
せ
た
。
千
歳
の

山
林
取
締
は
勇
払
、
千
歳
両
郡
を
兼
務
と
し
て
一
名
が
置
か
れ
、
明
治
七
年
に
勇
払
郡

開
拓
使
出
張
所
か
ら
島
松
の
中
山
久
蔵
が
発
令
さ
れ
た
（『
増
補
』）。
山
火
事
の
防
止
、

山
林
の
保
護
育
成
、
狩
猟
・
漁
労
禁
止
な
ど
の
見
回
り
が
任
務
で
あ
っ
た
。

十
年
、
山
林
の
管
理
が
土
木
課
か
ら
地
理
課
の
管
掌
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
千
歳
郡

は
同
年
一
月
二
十
四
日
に
千
歳
郡
勇
払
分
署
を
廃
し
、
開
拓
使
札
幌
本
庁
の
直
轄
と

な
っ
た
。
次
い
で
同
年
二
月
二
十
三
日
に
は
、
椴
松
・
落
葉
松
・
蝦
夷
松
な
ど
有
用
一

六
種
を
指
定
し
、
家
屋
、
船
、
車
、
橋
梁
の
良
材
と
す
る
た
め
、
む
や
み
に
伐
木
し
薪

炭
に
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
厳
重
に
取
り
締
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
漁
業
用
に
限
っ

て
は
申
し
出
に
よ
り
許
可
す
る
旨
が
布
達
さ
れ
た
（『
布
令
類
聚

上
編
』）。

札
幌
本
庁
管
内
で
は
十
年
四
月
六
日
、「
山
林
取
締
例
則
」
の
な
か
に
「
山
林
監
護

む
ら

条
例
」
を
制
定
し
、
官
林
、
公
林
（
一
・
二
・
三
等
級
）、
邑
林
、
私
有
林
を
指
定
し

た
。
官
林
と
は
国
有
林
の
な
か
で
も
官
庁
の
特
選
し
た
良
林
ま
た
は
官
の
植
栽
に
よ
る

森
林
で
、
伐
採
を
許
さ
ず
永
久
保
存
す
る
も
の
。
公
林
と
は
官
民
平
常
用
材
地
で
あ
り

三
等
に
分
け
て
林
木
払
い
下
げ
規
則
を
定
め
る
。
邑
林
は
各
郡
村
に
属
し
、
村
の
用
水

を
保
持
す
る
こ
と
と
し
た
。

十
一
年
十
月
に
は
「
山
林
監
護
条
例
」
を
「
森
林
監
護
仮
条
約
」
と
改
正
し
、
十
一

年
十
二
月
に
「
山
林
監
守
人
規
則
」
を
定
め
山
林
放
火
防
止
や
盗
伐
発
見
を
任
務
と
し

た
。
十
三
年
に
は
山
林
監
守
人
の
官
帽
を
定
め
、
羅
紗
毛
織
の
白
地
に
赤
い
山
の
字
を

か
た
ど
っ
た
も
の
で
巡
林
の
際
に
着
帽
し
た
。
十
四
年
一
月
二
十
二
日
の
布
達
に
よ

り
、
札
幌
区
ほ
か
千
歳
・
勇
払
・
白
老
三
郡
の
石
狩
国
一
円
を
開
拓
使
本
庁
地
理
課
山

林
係
の
管
掌
と
し
、
一
切
の
事
務
を
管
理
し
た
（『
布
令
類
聚

上
編
』）。

開
拓
使
を
廃
止
し
、
三
県
一
局
を
設
け
た
明
治
十
五
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
、
山

林
事
務
は
農
商
務
省
山
林
課
に
移
管
さ
れ
、
さ
ら
に
十
九
年
二
月
に
北
海
道
庁
が
新
設

さ
れ
る
と
と
も
に
、
農
商
務
省
か
ら
道
庁
に
移
管
さ
れ
た
。
二
十
一
年
に
林
務
課
と
し

て
独
立
し
、
森
林
の
取
り
締
ま
り
お
よ
び
経
済
に
対
す
る
こ
と
、
民
有
林
の
監
督
事
務

を
取
り
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
。
道
内
一
八
ヵ
所
に
林
務
課
員
派
出
所
を
新
設
し
、
千
歳

は
苫
小
牧
に
所
在
す
る
勇
払
派
出
所
の
所
管
と
な
っ
た
（『
北
海
道
山
林
史
』）。
二
十
一

年
の
監
守
人
に
は
、
新
保
鉄
蔵
が
月
俸
四
円
で
北
海
道
庁
第
二
部
林
務
課
勇
払
派
出
所

か
ら
任
命
さ
れ
て
い
る
（『
新
保
家
関
係
資
料
』）。

官
林
（
国
有
林
）
払
い
下
げ

官
林
（
国
有
林
）
の
林
木
払
い
下
げ
や
伐
採
に
関
し
て
は
、
願
い
出
に
よ
る
申
請
が

６３２
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必
要
と
さ
れ
た
。

例
え
ば
、明
治
二
十
二
年
十
月
三
十
日
、千
歳
川
鮭
魚
孵
化
場
の
開
設
に
と
も
な
い
、

同
孵
化
場
の
出
仕
員
が
薪
材
と
す
る
た
め
に
近
傍
の
樹
木
の
伐
木
を
伐
採
場
所
の
略
図

を
添
え
て
申
請
し
た
と
こ
ろ
、「
禁
伐
之
儀
に
付
て
は
林
務
課
よ
り
勇
払
派
出
所
へ
通

し
、
派
出
所
員
が
現
場
へ
同
行
し
て
」、
次
の
よ
う
な
価
格
で
許
可
さ
れ
、
杣
夫
が
伐

採
し
た
。

官
林
雑
産
物
払
下
特
許
願
に
つ
い
て
、
場
所
は
烏
柵
舞
村
ル
エ
ン
の
千
歳
川
を
挟
ん

だ
孵
化
場
対
岸
の
箇
所
で
あ
る
。

一
、
楢

目
通
し
三
尺
廻
り

参
本
（
此
代
金
拾
五
銭
三
厘
）

は
り
ぎ
り

一
、
刺
楸

目
通
し
三
尺
廻
り

参
本
（
此
代
金
拾
五
銭
三
厘
）

一
、
楡

目
通
し
二
尺
五
寸
廻
り

六
拾
本
（
此
代
金
三
円
八
拾
四
銭
）

計
金
四
円
拾
四
銭
六
厘

右
之
趣
許
可
す明

治
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日

林
務
課
員

勇
払
派
出
所

（
千
歳
鮭
鱒
人
工
孵
化
場
『
諸
官
衙
往
復
書
類
綴
』〈
自
明
治
二
十
一
年
至
仝
三
十
四
〉）

二．

御
料
林
と
変
遷

御
料
林

皇
室
経
済
の
確
立
の
た
め
、
政
府
は
大
面
積
の
官
林
、
官
有
原
野
、
鉱
山
を
皇
室
財

産
に
編
入
す
る
見
込
み
を
た
て
、
十
八
年
、
宮
内
省
に
御
料
局
を
開
設
し
た
。
当
初
は

国
内
二
万
余
町
歩
の
小
規
模
面
積
で
あ
り
、
御
料
牧
場
の
日
高
新
冠
な
ど
に
出
張
所
が

置
か
れ
て
い
た
が
、
明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
、
皇
室
典
範
が
制
定
さ
れ
皇
室
財

産
が
代
々
継
承
さ
れ
る
世
伝
御
料
制
度
が
確
立
し
た
こ
と
か
ら
、
二
十
三
年
八
月
、
北

海
道
で
は
渡
島
国
ほ
か
八
ヵ
国
所
在
の
国
有
林
二
〇
〇
万
町
歩
（
二
〇
〇
万
㌶
）
を
新

た
に
皇
室
財
産
と
し
て
御
料
林
に
編
入
し
た
。

管
理
は
明
治
二
十
二
年
に
御
料
局
札
幌
支
庁
を
創
設
し
、
経
営
に
あ
た
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
三
十
年
ま
で
は
府
県
知
事
に
管
理
委
託
を
し
た
こ
と
か
ら
、
千
歳
村
戸
長

役
場
内
に
も
千
歳
分
担
区
が
置
か
れ
た
（『
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
』、『
増
補
』）。
の
ち
の

大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
四
月
に
御
料
局
は
帝
室
林
野
局
に
改
組
さ
れ
る
。

こ
の
広
大
な
御
料
地
二
〇
〇
万
町
歩
の
編
入
に
つ
い
て
、
明
治
二
十
六（
一
八
九
三
）

年
、
北
垣
国
道
北
海
道
庁
長
官
は
内
務
・
農
務
両
大
臣
に
対
し
て
、
本
道
の
拓
地
殖
民

と
林
政
の
適
切
な
統
一
実
施
の
必
要
性
か
ら
か
ん
が
み
て
、
本
道
の
御
料
地
は
全
て
官

林
（
国
有
林
）
に
組
み
替
え
た
い
旨
を
内
請
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
〇
万
町
歩
の
う

ち
御
料
林
と
し
て
六
三
万
町
歩
を
残
し
、
一
三
七
万
町
歩
が
北
海
道
庁
に
返
還
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
二
十
八
年
一
月
に
引
渡
し
が
行
わ
れ
た
。

千
歳
村
内
の
御
料
林
は
二
万
四
五
四
五
町
歩
と
な
り
、
千
歳
村
の
土
地
総
面
積
四
万

五
七
六
五
町
五
反
の
約
五
割
強
を
占
め
た
。
昭
和
七
年
の
調
査
で
み
る
と
残
り
の
約
四

割
強
を
、
官
林
二
一
〇
五
町
歩
、
民
有
地
の
山
林
一
万
四
九
一
町
三
反
、
原
野
四
二
二

五
町
、
宅
地
・
畑
・
田
・
牧
場
が
占
め
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
（
千
歳
村
昭
和
八
年
作
成

『
経
済
更
正
計
画
書
』）。

御
料
林
の
位
置
と
面
積
は
、
図
３－

９
に
あ
る
よ
う
に
、
支
笏
湖
周
辺
お
よ
び
苫
小

牧
一
帯
の
森
林
で
あ
る
。
範
囲
は
�
「
千
歳
村
の
う
ち
、
紋
別
岳
分
水
嶺
お
よ
び
千
歳

川
本
流
以
南
」（
札
幌
支
局
苫
小
牧
出
張
所
の
管
理
）、
�
「
恵
庭
村
・
千
歳
村
の
う
ち

紋
別
岳
分
水
嶺
お
よ
び
千
歳
川
本
流
以
北
」（
札
幌
出
張
所
の
管
理
）と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
八
年
調
査
に
よ
る
帝
室
林
野
局
札
幌
支
局
苫
小
牧
出
張
所
管
内
の
面
積
は
（
表
３

－
２８
）、
支
笏
事
業
区
が
一
万
四
二
八
二
㌶
、
苫
小
牧
事
業
区
（
千
歳
・
植
苗
・
苫
小

に
し
た
っ
ぷ

牧
・
錦
多
峰
）
が
二
万
五
九
三
・
一
九
㌶
、
白
老
事
業
区
（
錦
多
峰
・
社
台
・
白
老
）

が
一
万
六
八
三
〇
㌶
で
、
総
面
積
は
五
万
一
七
〇
四
㌶
と
な
っ
て
い
る
（『
大
日
本
山
林

会
第
四
三
回
大
会
視
察
旅
行

苫
小
牧
御
料
林
視
察
概
要
』）。

御
料
林
は
、
明
治
二
十
三
年
に
制
定
・
施
行
さ
れ
た「
御
料
局
札
幌
支
庁
庶
務
規
定
」

に
よ
り
立
木
お
よ
び
雑
産
物
や
地
元
住
民
用
の
薪
が
払
い
下
げ
ら
れ
た
。
そ
の
他
に
も

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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「
学
術
研
究
者
に
植
物
鉱
物
等
の
無
料
採
収
を
許
可
す
る
こ
と
」、「
出
張
所
員
に
自
用

の
薪
材
を
給
与
し
、
お
よ
び
穀
菜
用
の
地
所
を
貸
渡
す
こ
と
」な
ど
が
規
定
さ
れ
た（『
帝

室
林
野
局
五
十
年
史
』）。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
頻
繁
に
立
木
の
払
い
下
げ
が
行
わ
れ
た

様
子
が
『
国
立
公
園
支
笏
湖
沿
革
史
』
に
書
か
れ
て
い
る
（
第
四
章
第
三
項
林
業
参
照
）。

御
料
河
川
の
支
笏
湖
問
題

御
料
地
編
入
の
際
に
、
水
源
を
御
料
地
内
に
発
し
御
料
地
内
を
貫
通
す
る
河
川
を
除

外
せ
ず
に
包
括
し
て
御
料
と
な
し
た
た
め
、
水
利
権
を
め
ぐ
る
問
題
が
生
じ
た
。
焦
点

と
な
っ
た
の
は
支
笏
湖
の
湖
水
で
あ
る
。
当
該
河
川

が
河
川
法
に
よ
り
河
川
の
認
定
を
受
け
た
後
に
お
い

て
も
、
御
料
地
所
有
権
が
優
先
し
た
。

す
な
わ
ち
明
治
二
十
七
年
、
御
料
局
札
幌
支
庁
は

本
局
の
指
示
に
よ
り
、「
御
料
林
内
の
河
川
は
、
舟

筏
の
通
ら
な
い
河
川
を
御
料
地
と
し
た
」
の
に
対
し

て
、
北
海
道
庁
長
官
は
「
本
道
河
川
は
大
小
に
か
か

わ
ら
ず
、
公
用
に
供
す
こ
と
か
ら
公
有
と
す
る
」
旨

を
も
っ
て
内
務
省
に
照
会
し
た
。
そ
の
結
果
、
内
務

省
は
「
供
用
か
否
か
は
、
事
実
関
係
の
問
題
な
の
で

河
川
の
下
流
、
も
し
く
は
細
流
水
源
な
ど
区
別
は
建
て
難
い
」
と
回
答
し
た
。
こ
の
こ

と
に
対
し
て
二
十
八
年
、
御
料
局
で
は
、「
公
用
か
否
か
は
一
件
ず
つ
実
地
に
よ
り
決

定
す
る
の
で
北
海
道
庁
と
協
議
す
る
こ
と
」
と
御
料
局
札
幌
支
庁
へ
指
令
し
た
。
支
笏

湖
湖
水
の
扱
い
も
、
上
記
指
令
に
よ
り
「
協
議
す
る
こ
と
」
に
決
定
し
た
。

明
治
三
十
四
年
四
月
に
至
り
、
北
海
道
庁
と
御
料
局
札
幌
支
庁
と
で
「
御
料
地
内
河

川
取
扱
要
項
」
を
次
の
よ
う
に
協
定
し
た
。

一
、
水
源
が
御
料
地
内
の
河
川
は
私
有
水
面
と
仮
定
し
、
御
料
局
札
幌
支
庁
が
扱
う
。
後

日
公
用
と
認
め
ら
れ
る
河
川
に
つ
い
て
は
北
海
道
庁
と
妥
協
の
上
、
公
共
水
面
と
し
て

北
海
道
庁
が
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

一
、
河
川
に
各
種
工
事
（
護
岸
、
堤
防
、
掘
割
、
固
定
網
場
、
架
橋
等
）
を
実
施
す
る
場

合
は
、
施
行
仕
様
を
添
付
し
北
海
道
庁
と
協
議
す
る
。

日
露
戦
争
後
の
明
治
四
十
年
、
苫
小
牧
出
張
所
部
内
の
支
笏
湖
か
ら
流
出
す
る
湖
水

を
利
用
し
て
、
王
子
製
紙
㈱
が
電
気
事
業
の
開
設
を
申
請
し
た
。
御
料
局
で
は
林
業
経

営
上
支
障
の
な
い
限
り
、
国
内
の
動
力
資
源
開
発
の
公
益
的
見
地
か
ら
申
請
を
許
可
し

た
。
湖
口
に
堰
堤
を
設
け
、
平
常
水
位
の
上
四
尺
を
貯
水
す
る
の
に
対
し
て「
浸
水
敷
」

表３－２８ 帝室林野局局札幌支局
苫小牧出張所管内面積（昭和８年調査）

事業区 分担区 面積（ha）

支 笏 支 笏 １４，２８１．２０

苫小牧

千 歳 ５，３８１．７２
植 苗 ４，４９３．５６
苫小牧 ６，０４９．０５
錦多峰（ニシタップ） ４，６６８．８６

小 計 ２０，５９３．１９

白 老
錦多峰（ニシタップ） １，７９０．４７
社 台 ７，０８３．９９
白 老 ７，９５５．６８

小 計 １６，８３０．１４

総 計 ５１，７０４．５３

註『大日本山林会第四三回大会視察旅行
苫小牧御料林視察概要』より作成

図３－９ 札幌支局管内御料地位置図
（昭和１７年５月帝室林野局：北海道森林管理局提供）

６３４
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を
貸
与
す
る
と
と
も
に
、
他
の
被
害
に
対
し
て
は
補
償
を
条
件
に
し
て
起
工
を
承
認
し

た
（『
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
』）。
大
雨
に
よ
る
支
笏
湖
水
位
の
上
昇
問
題
は
、
御
料
林

を
管
理
す
る
帝
室
林
野
局
、
千
歳
川
を
管
理
す
る
北
海
道
庁
、
発
電
事
業
主
の
王
子
製

紙
㈱
、
こ
れ
ら
三
者
が
流
水
措
置
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

三．

明
治
期
の
林
産
物
と
椎
茸
栽
培

明
治
初
期
の
千
歳
郡
の
森
林
に
つ
い
て
、「
千
歳
白
老
二
郡
は
樽
前
恵
庭
岳
の
麓
に

な
か
ん
ず
く

接
し
、
蝦
夷
松
最
も
多
く
、
就
中
千
歳
郡
千
歳
周
囲
の
森
林
は
無
数
の
蝦
夷
松
早
世

し
、
其
樹
種
の
美
他
に
見
ざ
る
所
な
り
」（『
開
拓
使
事
業
報
告
』）と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
開
拓
使
事
業
報
告

第
三
編
』
の
「
陸
産
」
の
項
に
は
、
開
拓
使
函
館
支

庁
を
除
い
た
札
幌
本
庁
管
轄
各
郡
の
農
事
起
源
と
産
物
に
関
し
、
明
治
六
年
〜
十
四
年

に
わ
た
り
特
産
地
を
挙
げ
て
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
千
歳
に
触
れ
て
い
る
の
は

次
の
よ
う
に
林
産
物
が
多
い
。

木
材
類
の
蝦
夷
松
は
、
石
狩
国
其
他
の
高
山
に
産
す
。
就
中
胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
川
上
流

樽
前
山
麓
、
良
材
を
産
す
。
又
天
塩
国
留
萌
郡
よ
り
北
見
国
宗
谷
郡
の
間
之
に
次
ぐ
。

常
盤
楓
は
、
各
郡
に
産
す
。
石
狩
国
空
知
郡
よ
り
胆
振
国
千
歳
郡
の
間
に
多
く
、
良
材
を

産
す
。

椎
茸
・
舞
茸
は
、
各
郡
に
産
す
。
就
中
千
歳
勇
払
沙
流
三
郡
を
最
と
す
。

織
物
の
厚
�
（
ア
ツ
シ
）
は
、
石
狩
国
札
幌
を
第
一
と
し
、
胆
振
国
千
歳
勇
払
之
に
次
ぎ

後
志
日
高
北
見
三
国
は
金
賞
な
り
。

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
椎
茸
栽
培
は
明
治
四
十
二
年
に
道
庁
の
林
業
嘱
託
員
楢
崎
圭
三

が
千
歳
の
吉
野
牧
場
に
も
栽
培
指
導
に
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
時
の
報
告
が『
殖
民
公
報
』

（
明
治
四
十
二
年
九
月
号
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
村

吉
野
牧
場

本
牧
場
付
近
に
於
い
て
は
天
然
生
椎
茸
多
く
発
生
せ
る
を
以
っ
て
、
之
を
旧
土
人
に
採
取

せ
し
め
、
乾
燥
法
を
実
習
し
頗
る
良
品
を
得
た
り
。
然
れ
と
も
採
取
時
期
の
適
せ
さ
る
為
、

多
少
の
欠
点
あ
り
と
雖
も
製
品
中
の
優
良
品
を
以
っ
て
見
れ
ば
、
府
県
産
の
上
等
品
と
異

な
る
こ
と
な
し
、
尚
本
年
秋
季
に
は
天
然
�
木
を
蒐
集
し
て
、
多
額
の
製
品
を
試
み
、
又

多
数
の
原
料
を
伐
採
し
て
之
を
養
成
す
る
計
画
な
り
。

ア
イ
ヌ
が
山
で
天
然
椎
茸
を
採
取
し
、
そ
れ
を
乾
燥
さ
せ
製
品
化
し
て
い
る
。
千
歳

村
の
椎
茸
は
優
良
品
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
椎
茸
栽
培
に
つ
い
て
は

以
降
も
特
産
物
と
な
っ
て
い
く
。

四．

千
歳
村
（
町
）
有
林

学
田学

田
・
学
林
の
事
前
調
査

開
拓
使
は
町
村
に
学
田
・
学
林
と
称
す
る
土
地
を
無
償

下
付
し
、
そ
の
収
益
を
学
校
維
持
費
に
充
当
さ
せ
る
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
こ
で
、
廃
使
置
県
に
先
立
つ
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
十
二
月
、
各
郡
役
所
を
通
じ

て
小
学
校
お
よ
び
分
校
、
教
育
所
を
開
設
し
て
い
る
各
村
に
希
望
す
る
学
田
、
学
林
の

土
地
と
面
積
を
回
答
す
る
よ
う
通
達
し
、
事
前
調
査
と
し
た
。

通
達
に
対
し
て
、
千
歳
村
戸
長
・
秦
一
明
は
、
勇
払
郡
役
所
に
宛
て
次
の
よ
う
な
回

答
の
延
期
を
願
い
出
て
い
る
。

今
般
、
学
田
之
儀
ニ
付
払
第
七
百
八
拾
三
号
ヲ
以
テ
御
達
之
趣
了
承
仕
候
、
然
ル
ニ
田
拾

萬
坪
之
義
ハ
、
当
村
近
傍
ニ
ハ
適
当
ノ
場
所
無
之
様
被
存
候
得
共
、
追
而
実
地
検
査
之
上

出
願
可
仕
、
亦
良
材
ア
ル
林
拾
万
坪
ノ
義
モ
実
地
見
分
不
致
候
而
ハ
、
何
分
出
願
相
成
兼

候
趣
世
話
人
よ
り
申
出
候
間
、
当
分
ノ
内
出
願
御
猶
予
被
成
下
度
此
段
及
御
照
会
候
也

十
四
年
十
二
月
五
日

千
歳
郡
各
村

戸
長
役
場

勇
払
郡
役
所

追
而
当
村
教
育
所
世
話
人
石
山
専
蔵
出
苫
候
義
、
是
又
御
聞
取
被
下
度
候
也

回
答
文
に
あ
る
よ
う
に
、
田
一
〇
万
坪
と
林
一
〇
万
坪
の
合
計
二
〇
万
坪
は
、
入
植

者
も
お
ら
ず
適
地
も
無
い
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
、
教
育
所
世
話
人
の
石
山

第３章 戸長役場と千歳村の行財政

６３５
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専
蔵
が
、
苫
小
牧
に
あ
る
郡
役
所
に
出
か
け
、
係
に
相
談
し
た
よ
う
だ
。

学
田
・
学
林
の
実
施

学
田
・
学
林
の
実
施
は
、
開
拓
使
廃
止
後
の
十
五
年
三
月
、

三
県
一
局
に
継
承
さ
れ
た
。当
初
は
、特
別
な
学
田
規
則
を
制
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

札
幌
・
函
館
・
根
室
三
県
令
が
連
署
し
て
、
管
内
各
郡
公
立
小
学
校
維
持
資
本
と
し
て

山
林
・
原
野
・
海
浜
等
の
土
地
を
、
一
校
五
〇
万
坪
を
限
度
と
し
て
無
代
下
付
を
受
け

た
い
と
い
う
伺
い
を
内
務
省
に
提
出
し
、
同
年
五
月
二
十
三
日
を
以
っ
て
許
可
と
な
っ

た
。と

こ
ろ
が
内
務
省
と
農
務
省
は
許
可
し
た
が
、
そ
の
後
札
幌
県
租
税
課
か
ら
異
議
が

出
た
。
北
海
道
内
の
山
林
は
未
だ
地
籍
編
纂
上
に
お
い
て
郡
村
の
区
域
も
判
然
と
し
な

い
段
階
な
の
で
、
広
大
な
山
林
付
与
は
土
地
整
理
上
支
障
を
生
ず
る
、
と
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
十
五
年
八
月
、
庶
務
課
よ
り
「
地
籍
編
纂
の
完
了
は
未
だ
二
、
三

年
間
を
要
す
こ
と
や
、
学
田
は
、
土
地
払
下
法
の
一
人
十
万
坪
に
比
べ
て
一
校
平
均
三

十
万
坪
な
の
で
不
当
な
面
積
で
は
な
い
」
と
し
、
学
校
維
持
方
法
を
た
て
る
こ
と
が
先

決
で
あ
る
と
の
意
見
書
が
出
さ
れ
、
小
学
校
に
は
五
〇
万
坪
の
未
開
地
を
学
田
と
し
て

無
料
下
付
す
る
こ
と
が
決
定
し
、
実
施
さ
れ
た
（『
北
海
道
農
地
改
革
史

上
巻
』）。

学
林
と
漁
場
の
申
請

千
歳
村
戸
長
秦
一
明
は
、
表
３－

２９
に
あ
る
よ
う
に
、
学
林

四
〇
万
坪
に
加
え
、
漁
場
一
ヵ
所
を
申
請
し
た
が
、
不
許
可
に
な
っ
て
い
る
。
千
歳
川

の
漁
場
申
請
の
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
。

明
治
九
年
九
月
、
開
拓
使
は
漁
場
の
実
態
調
査
結
果
に
も
と
づ
き
、
独
占
企
業
化
し

弊
害
が
多
い
と
の
判
断
に
よ
り
漁
場
持
ち
制
度
を
廃
止
し
た
。
千
歳
で
は
同
年
九
月
二

十
三
日
の
達
に
よ
り
、
石
山
専
蔵
、
山
口
安
五
郎
両
人
名
義
の
漁
場
権
利
も
十
年
末
限

り
で
返
上
と
な
っ
た
（『
開
拓
使
事
業
報
告
附
録

布
令
類
聚

上
編
』）。
加
え
て
、
十
一

年
十
二
月
十
七
日
「
甲
第
四
十
三
号
」
布
達
に
よ
り
、
札
幌
郡
内
諸
川
や
千
歳
川
及
び

そ
の
支
川
は
、
鮭
の
「
魚
苗
」
育
成
の
た
め
全
面
禁
漁
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
禁
漁
は

死
活
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
十
四
年
、
元
漁
場
持
ち
で
あ
っ
た
石
山
専
蔵
ら
を
含
む
千

歳
村
の
住
人
一
一
人
か
ら
向
こ
う
五
ヵ
年
間
、
漁
場
一

ヵ
所
に
付
き
六
〇
円
の
税
金
上
納
を
条
件
に
、
漁
場
五

か
ぎ
り
ょ
う

ヵ
所
で
の
鈎
漁
の
許
可
を
求
め
る
嘆
願
書
が
開
拓
使

に
提
出
さ
れ
た
。
嘆
願
は
許
可
さ
れ
た
と
い
う
が
（『
市

史
』）、
漁
場
の
経
営
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
変
わ

り
は
な
か
っ
た
。

戸
長
秦
一
明
は
、
学
田
の
代
わ
り
に
漁
場
一
ヵ
所
が

無
償
下
付
さ
れ
た
な
ら
ば
、
千
歳
村
の
公
設
漁
場
と
し

て
鮭
漁
が
復
活
し
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
も
生
業
と
し
て
鮭

漁
に
よ
っ
て
収
益
を
生
み
、
ひ
い
て
は
学
校
維
持
費
に

充
当
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
子
弟
の
就
学
率
を
上
げ
る
に
は
、

札
幌
県
令
の
申
請
に
あ
る
よ
う
に
、「
漁
業
を
営
ま
し

め
」、
生
徒
に
応
じ
て
「
実
地
演
習
を
な
さ
し
め
る
」
こ

と
が
目
的
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
十
四
年
の
天
皇
行
幸
に
あ
た
り
同
年
六
月
二
十
日
に
実
施
さ
れ
た
人
口
調
査
で

は
、
千
歳
村
の
戸
数
は
四
八
軒
・
人
口
は
二
〇
八
人
、
そ
の
う
ち
男
一
二
一
人
・
女
八

七
人
。
耕
地
も
わ
ず
か
七
丁
余
り
で
、
馬
は
二
〇
〇
頭
だ
が
牛
は
一
頭
も
お
ら
ず
、
和

人
は
一
〇
軒
で
、
そ
の
他
の
三
四
軒
は
ア
イ
ヌ
の
人
家
で
あ
っ
た
。
田
（
耕
地
）
よ
り

も
漁
場
の
ほ
う
が
ア
イ
ヌ
と
和
人
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
海
産
干
場
を
申
請
し
た
苫
前
の
焼
尻
・
天
売
な
ど
数
ヵ
所
の
学

校
も
願
い
出
は
実
現
せ
ず
、
却
下
さ
れ
て
い
る
。

学
林
下
付
さ
れ
る

千
歳
村
の
苫
小
牧
千
歳
分
校
（
明
治
十
五
年
七
月
〜
十
六
年
末

迄
は
千
歳
分
校
、
十
七
年
以
降
は
千
歳
学
校
に
改
称
と
な
っ
て
い
る
）
は
、
札
幌
県
よ

り
明
治
十
七
年
九
月
十
六
日
指
令
に
よ
っ
て
、
フ
ル
シ
モ
イ
サ
ン（
現
在
の
市
内
北
栄
）

表３－２９ 学田・学林用地払い下げ（明治１５年～１７年頃）

学 校 名
願 出 割 渡

学林（坪） 学田（坪） 学田（坪）

苫小牧学校 １００，０００ ２００，０００ ２ヵ所３００，０００

白老分校 ２００，０００ ３，０００ ２ヵ所２０３，０００

千歳村教育所 ４００，０００ 漁場１ヵ所 ２ヵ所４００，０００

北海道内 計
１４，９８５，５２０
（４，９９５町余）

３，２２５，００７
（１，０７５町余）

７，６９２，４６３
（２，５６４町余）

註 北海道『北海道農地改革史 上巻』より作成。

６３６
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に
二
〇
万
九
〇
五
坪
一
二
五
分
、
同
じ
く
ラ
ン
コ
シ
に
一
九
万
九
一
三
七
坪
五
〇
〇

分
、
合
計
四
〇
万
坪
（
一
三
二
・
二
四
㌶
）
の
学
林
が
割
渡
し
と
な
っ
た
（
札
幌
県
地

理
課
『
明
治
十
七
年
従
六
月
至
同
十
二
月

地
所
払
価
地
積
地
価
簿
』
簿
書
番
号
八
六
四
六
）。

だ
が
学
林
は
十
八
年
に
な
っ
て
も
手
着
か
ず
の

な
お

状
態
で
、「
是
着
手
ス
ル
猶
多
ク
ノ
資
本
ヲ
要
ス

ル
カ
為
ナ
リ
。
故
ニ
村
民
ニ
オ
イ
テ
ハ
、
時
機
ヲ

俟
テ
着
手
ノ
見
込
ミ
ナ
リ
」（『
明
治
十
八
年

札

幌
県
学
務
課

復
命
書
』）と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

後
年
に
な
り
、
学
林
は
薪
炭
や
材
木
と
し
て
現
金

化
さ
れ
千
歳
小
学
校
の
運
営
維
持
費
と
し
て
役
立

つ
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
学
田
・
学
林
割
り
渡
し
方
法
は
、
北

海
道
庁
に
よ
り
、
二
十
一
年
十
一
月
二
十
二
日
庁

令
第
六
七
号「
町
村
立
小
学
校
附
属
地
下
附
手
続
」

と
し
て
成
文
化
さ
れ
、
町
村
立
小
学
校
附
属
地
と

し
て
、
官
有
原
野
海
岸
等
で
差
し
支
え
の
な
い
地

は
、
十
九
年
六
月
の
「
北
海
道
土
地
払
下
規
則
」

に
準
拠
し
て
、
五
〇
万
坪
以
下
を
無
償
下
付
す
る

こ
と
に
し
た
（『
北
海
道
農
地
改
史

上
巻
』）。
さ

ら
に
二
十
四
年
十
二
月
に
は
訓
令
を
発
し
て
、
学

校
基
本
財
産
の
増
殖
に
努
力
す
べ
き
こ
と
を
示

し
、
こ
と
に
「
学
田
、
学
圃
、
学
林
等
に
対
し
て

は
、
小
学
校
資
産
管
理
に
依
拠
し
、
一
層
其
の
事

務
を
整
理
し
、
資
産
増
殖
の
実
を
挙
げ
る
よ
う
」

指
示
し
た
（『
新
撰
北
海
道
史
』
第
四
巻
）。
伐
採
等

の
施
業
つ
い
て
は
道
庁
長
官
の
認
可
を
必
要
と
し
た
。

そ
の
後
、
村
内
の
学
林
は
学
校
の
新
設
に
と
も
な
い
大
正
期
に
無
償
下
付
や
寄
附
に

こ
む
か
ら

よ
り
増
加
し
て
い
る
。
表
３－

３０
の
よ
う
に
、
近
唐
小
学
校
一
・
九
九
一
二
町
歩
、
長

都
小
学
校
〇
・
一
五
町
歩
、木
臼
小
学
校
〇
・
五
〇
二
四
町
歩
、阿
宇
砂
里
小
学
校
一
・

五
三
一
三
町
歩
、
合
計
四
・
一
八
一
九
町
歩
と
な
り
、
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年

ま
で
薪
炭
材
や
各
学
校
の
実
習
用
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

学
田
団
地
は
明
治
十
七
年
九
月
十
六
日
指
令
の
時
点
で
は
四
〇
万
坪
（
一
二
一
・
二

一
㌶
）で
あ
っ
た
も
の
が
、昭
和
十
一
年
調
査
の
結
果
で
は
一
六
九
・
三
七
㌶
と
な
り
、

四
八
・
一
六
㌶
分
が
増
加
し
て
い
る
。
増
加
分
に
つ
い
て
は
、
大
正
十
年
田
村
牧
場
と

学
田
と
の
間
に
あ
っ
た
三
〇
町
歩
の
国
有
林
を
田
村
牧
場
と
半
々
に
分
け
合
っ
て
払
い

下
げ
を
受
け
た
こ
と
や
（『
増
補
』）、
昭
和
十
一
年
陸
軍
特
別
大
演
習
時
に
天
皇
行
幸

を
記
念
し
て
、
渡
部
栄
蔵
か
ら
植
林
地
一
町
三
反
の
寄
贈
が
あ
り
、
落
葉
松
・
蝦
夷
松

を
植
林
し
て
い
る
（『
千
歳
開
基
一
〇
〇
年
記
念
誌
』）。
こ
の
他
に
も
、
明
治
二
十
七
年

殖
民
地
区
画
と
し
て
防
風
林
が
設
定
さ
れ
、
払
い
下
げ
を
受
け
た
の
ち
に
保
安
林
と
さ

れ
た
。
学
田
の
活
用
方
法
は
校
舎
建
築
用
材
や
薪
炭
材
と
し
て
現
金
化
さ
れ
、
相
当
の

効
果
を
上
げ
て
き
た
よ
う
だ
（「
昭
和
十
六
年
千
歳
林
施
行
要
領
」）。

村
（
町
）
有
林

千
歳
村
の
村
有
林
は
表
３－

３１
の
よ
う
に
、
�
学
田
、
�
マ
マ
チ
、
�
ア
ウ
サ
リ
、

�
オ
ル
イ
カ
、
�
コ
ム
カ
ラ
の
五
団
地
と
�
長
都
原
野
、
�
千
歳
町
原
野
が
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
面
積
や
林
相
な
ど
の
特
徴
を
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
に
実
地
調
査
し
た

「
千
歳
村
有
林
施
行
要
領
」
等
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
学
田
団
地

字
チ
ト
セ
七
四
六
番
地
。

全
林
地
ハ
僅
カ
ニ
保
安
林
付
近
ニ
傾
斜
ヲ
為
ス
ト
雖
モ
他
ハ
一
様
ニ
平
坦
ナ
ル
稍
ニ
四
角

形
ヲ
為
シ
四
囲
ハ
民
有
林
ナ
ル
ガ
之
等
ノ
隣
接
界
ハ
全
テ
防
火
線
開
設
セ
ラ
ル
ゝ
ヲ
以
テ

明
瞭
ナ
リ
。

表３－３０ 学校実習用地

学校名 払下面積（町） 住 所 地目 年 次
近唐小学校（昭和２７年協和
小学校に改称）

１．９９１２ 字コムカラ１０８２ 山林 大正元・９・２８無償付与

長都小学校 ０．１５ 字長都２３６ノ２ 山林
大正４・１・１４
難波力蔵より寄附

木臼小学校（昭和２６年中央
小学校に改称）

０．５０２４ 字オルイカ６９６ノ３ 原野 大正２・４・３０付与

阿宇砂里小学校（昭和２７年
駒里小学校に改称）

１．５３１３ 字アウサリ１１５２ノ２ 山林 大正２・４・３０付与

計 ４．１８１９

註「昭和２５年町有財産表」『長の事務引継書』より作成。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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土
壌
ハ
六
糎
内
外
ノ
腐
植
質
物
下
ニ
厚
キ
火
山
灰
、
火
山
礫
質
層
ヲ
有
シ
下
層
ハ
植
土
ナ

リ
。
上
層
ハ
理
学
性
即
透
通
性
、
透
水
気
性
共
ニ
良
好
ナ
ル
モ
比
較
的
乾
燥
強
ク
下
層
ハ

透
水
性
不
良
ナ
ル
為
、
渓
沢
凹
地
等
ニ
於
テ
ハ
過
湿
地
ヲ
見
ル
ベ
シ
。

ま
た
、
学
田
団
地
の
林
況
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

大
部
分
ハ
既
往
ノ
製
炭
伐
採
跡
地
ニ
シ
テ
目
通
直
径
四－

一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ノ
モ
ノ

最
モ
多
キ
濶
葉
樹
密
生
林
ニ
シ
テ
其
ノ
他
ハ
、
ト
ド
マ
ツ
、
エ
ゾ
マ
ツ
、
カ
ラ
マ
ツ
、
タ

ウ
ヒ
、
ヤ
チ
ダ
モ
、
イ
タ
ヤ
ノ
造
林
地
並
ニ
林
地
東
方
傾
斜
地
ニ
近
キ
一
部
ハ
防
風
保
安

林
ニ
編
入
サ
レ
タ
ル
老
令
濶
用
樹
林
ナ
リ
。
天
然
林
ヲ
形
成
ス
ル
樹
種
ノ
主
ナ
ル
モ
ノ
ヲ

挙
グ
レ
バ
、
ナ
ラ
（
四
割
内
外
）、
イ
タ
ヤ
、
カ
タ
ス
ギ
、
カ
バ
、
サ
ク
ラ
、
サ
ハ
シ
バ
、

セ
ン
、
キ
ハ
ダ
、
ア
ヲ
タ
モ
、
等
ト
ス
。
之
等
樹
木
発
生
ノ
状
況
ヲ
見
ル
ニ
伐
採
後
ノ
根

株
ヨ
リ
萌
芽
ス
ル
モ
ノ
甚
ダ
多
ク
一
株
ヨ
リ
ノ
萌
芽
本
数
二
十
数
本
ニ
及
ブ
モ
ノ
ア
リ
、

ば
く

平
均
一
陌
当
目
通
直
径
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
ノ
モ
ノ
二
千
本
、
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
下
ノ
モ
ノ
即
稚
樹
稚
苗
ハ
一
万
本
以
上
ア
リ
（
後
略
）。

�
マ
マ
チ
団
地

字
マ
マ
チ
一
〇
一
四
番
地
、
同
一
〇
一
五
番
地
。

明
治
四
十
五
年
三
月
十
九
日
、
北
海
道
庁
か
ら
払
い
下
げ
を
受
け
た
山
林
で
、
地
況

は
次
の
通
り
。

東
方
境
界
ハ
江
別
町
有
林
ニ
隣
接
シ
南
方
ハ
御
料
林
ト
境
シ
北
及
西
ハ
マ
ゝ
チ
川
ニ
沿
ッ

テ
民
有
林
ト
相
対
ス
。

林
況
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

既
往
ノ
皆
伐
跡
地
ニ
萌
芽
実
生
等
ニ
拠
リ
自
然
成
林
セ
ル
林
齢
二
十
年
内
外
ノ
幼
齢
濶
葉

樹
林
ナ
リ
、
目
通
直
径
四－

八
糎
樹
高
七
米
内
外
ノ
モ
ノ
最
モ
多
ク
他
ノ
二
団
地
ニ
比
シ

径
級
大
ナ
リ
。
殊
ニ
マ
ゝ
チ
川
沿
平
坦
地
ニ
成
林
セ
ル
、
カ
バ
、
ヤ
チ
ダ
モ
、
サ
ク
ラ
、

ハ
ン
等
ノ
有
用
樹
ハ
形
質
生
長
共
ニ
良
好
ナ
リ
（
中
略
）
本
林
ノ
立
木
度
過
密
ナ
ル
ヲ
知

ル
ベ
シ
、
然
レ
ド
モ
未
ダ
伐
採
後
二
十
年
ニ
達
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
五
セ
ン
チ
内
外
ノ
モ
ノ
大

多
数
ヲ
占
メ
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
ニ
及
ブ
モ
ノ
僅
少
ナ
リ
。

本
林
の
主
タ
ル
樹
種
挙
グ
レ
バ
次
ノ
如
シ
。
喬
木
類
、
イ
タ
ヤ
類
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
シ
ナ
、

ホ
ゝ
、
カ
バ
類
、
キ
ハ
ダ
、
コ
ブ
シ
、
ア
ヲ
タ
モ
、
サ
ハ
シ
バ
、
ヤ
チ
ダ
モ
、
ア
カ
ダ
モ
、

カ
タ
ス
ギ
、
サ
ク
ラ
、
ハ
ン
ノ
キ
等
。

�
ア
ウ
サ
リ
団
地

字
ア
ウ
サ
リ
一
四
八
七
番
地
、
一
〇
六
・
四
六
㌶
。

北
ハ
ア
ウ
サ
リ
川
ヲ
以
テ
三
菱
炭
鉱
会
社
有
林
、
南
ハ
札
幌
村
有
林
ニ
隣
接
シ
、
西
部
ハ

国
有
未
開
地
ニ
接
ス
（
略
）。
土
壌
ハ
学
田
団
地
ニ
類
似
シ
火
山
灰
質
ニ
シ
テ
礫
多
ク
地

表３－３１ 千歳町有林（昭和２２年７月現在）

林団地名 位 置（地番） 面積（町） 備 考

�学田

千歳７４６番地－１ ５１．２７２０ 山林
明治１７年９月１６日無償下付

千歳７４６番地－２ ５８．４３０４ 山林

千歳７４６番地－３ ３．３６０７ 保安林

不明

千歳７４６番地－４ １０．５０１０ 保安林

千歳７４６番地－６ ０．５１２３

千歳７４６番地－７ ９．００１６

千歳７４６番地－９ １．８９２５

千歳７４６番地－１１ ３．４４１５ 保安林

千歳７４６番地－１３ １．２０１１

�ママチ
ママチ１０１４番地 １８７．１６２５ 山林

明治４５年３月１９日国有林購入
ママチ１０１５番地 ２２．２３１１ 山林

ママチ１３９０番地 １３９．４８２６ 放牧地 昭和１０年２月１４日国有林購入

�アウサリ アウサリ１４８７番地 １０６．４６００ 原野 大正３年５月２６日国有地購入

�オルイカ オルイカ１４７３番地 ８．２２１４ 原野 大正１２年３月２６日国有地購入

�コムカラ コムカラ４３１番地 ２．３３２４ 原野 大正１０年３月２日国有地購入

�長都
長都５５０番地 ４１．６９１３

原野 昭和１２年７月２０日国有地購入
長都５５１番地 ２．０４０５

�千歳
千歳１８０３番地 ８．７２０６

原野 昭和１２年７月２０日国有地購入千歳１８０４番地 ２０．００００

千歳１８０５番地 １．４２００

註「昭和１６年千歳村有林施業要領」、「昭和１６年売買契約書」、「昭和１７年売買契約書」、『昭和
２２年７月２８日 元御料地払下関係』、石狩支庁農業振興部管理課『基本地図目録』より作
成。
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そ
う
あ
く

味
概
ネ
�
悪
ナ
リ
。

林
況
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

伐
採
跡
地
ニ
更
新
セ
ル
樹
齢
二
十
年
内
外
ノ
濶
葉
樹
幼
令
林
ニ
シ
テ
、
根
株
ヨ
リ
ノ
萌
芽

ニ
ヨ
リ
生
育
セ
ル
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
ズ
。

樹
種
ハ
、
ナ
ラ
、
イ
タ
ヤ
、
セ
ン
、
カ
バ
等
最
モ
多
ク
次
ハ
、
カ
タ
ス
ギ
、
キ
ハ
ダ
、
エ

ン
ジ
ュ
、
コ
ブ
シ
、
ア
オ
タ
モ
、
サ
ハ
シ
バ
、
シ
ナ
等
ア
リ
。
目
通
直
径
四－

六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
ノ
モ
ノ
最
モ
多
ク
、
全
体
ノ
七
割
ヲ
占
ム
。
樹
高
生
長
ハ
概
ネ
良
好
ナ
ル
モ
、

過
密
ナ
ル
タ
メ
肥
大
生
長
良
好
ナ
ラ
ズ
（
略
）。
西
部
山
火
跡
地
ニ
植
栽
セ
ル
、
カ
バ
、

イ
タ
ヤ
ハ
活
着
良
好
ナ
リ
。

�
オ
ル
イ
カ
団
地

字
オ
ル
イ
カ
一
四
七
三
番
地
。

大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
、
畑
目
的
に
売
払
い
を
受
け
村
有
財
産
と
な
っ
た
。
の

ち
、
昭
和
三
年
に
植
林
目
的
に
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
林
地
西
方
の
一
角
に
は
、
国
指
定

史
跡
の
キ
ウ
ス
周
堤
墓
が
あ
る
。
林
相
は
施
業
を
加
え
て
い
な
い
天
然
生
濶
葉
樹
林
。

�
コ
ム
カ
ラ
団
地

字
コ
ム
カ
ラ
四
三
一
番
地
、
二
・
三
三
二
四
㌶
。

千
歳
市
街
東
北
約
一
二
�
、
剣
淵
川
中
流
の
道
に
沿
っ
た
平
坦
地
に
あ
る
。
大
正
十

年
植
樹
地
を
目
的
に
国
有
未
開
地
の
売
払
い
処
分
を
受
け
た
。

シ
ラ
カ
バ
の
如
キ
陽
性
木
最
モ
多
ク
生
育
シ
上
層
木
の
主
要
ヲ
ナ
シ
坑
木
材
に
適
シ
得
ル

生
長
ヲ
示
セ
リ
。
小
澤
付
近
ニ
ハ
オ
ニ
ク
ル
ミ
、
ヤ
チ
ダ
モ
を
混
生
セ
ル
林
相
。

�
長
都
・
�
千
歳
町
原
野

大
規
模
の
国
有
未
開
地
の
購
入
と
し
て
は
、
昭
和
十
二
年

に
長
都
原
野
の
合
計
四
三
町
歩
余
、
同
じ
く
千
歳
原
野
三
〇
町
歩
余
が
あ
る
。

五．

官
林
の
開
放

千
歳
で
早
く
か
ら
木
炭
を
消
費
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
が
、
記
録
と
し
て

は
、
明
治
十
四（
一
八
八
一
）年
明
治
天
皇
巡
幸
の
際
、
用
意
さ
れ
た
木
炭
が
あ
っ
た
。

入
植
時
に
は
、
木
材
は
燃
料
と
家
屋
建
築
用
以
外
に
利
用
の
途
が
な
く
、
耕
地
が
作

ら
れ
る
過
程
で
森
は
次
々
に
焼
き
払
わ
れ
た
。
開
墾
が
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
巨
木
を

伐
採
し
、
積
み
重
ね
焼
却
し
て
い
っ
た
。

十
九
年
、「
北
海
道
土
地
払
下
規
則
」
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
は
一
定
期
間
土
地
を
無

償
で
貸
し
付
け
、
開
墾
が
成
功
す
る
と
一
〇
〇
〇
坪
一
円
で
売
り
払
う
も
の
で
あ
っ

た
。
貸
し
付
け
地
上
の
立
木
は
貸
借
者
の
自
由
処
分
に
任
さ
れ
た
。
売
り
払
う
面
積
は

一
人
あ
た
り
一
〇
万
坪
ま
で
だ
っ
た
が
、
こ
れ
よ
り
大
き
な
面
積
の
事
業
で
も
成
功
確

実
な
も
の
は
例
外
だ
っ
た
。

二
十
三
年
、「
官
有
森
林
原
野
お
よ
び
産
物
処
分
規
則
」
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
は
森

林
資
源
を
も
っ
て
事
業
に
あ
た
ろ
う
と
す
る
も
の
に
林
産
物
の
特
売
契
約
を
認
め
た
も

の
だ
っ
た
。
三
井
物
産
は
、
二
十
五
年
に
は
一
一
万
本
の
枕
木
を
清
国
に
輸
出
し
て
い

る
（
柳
沢
文
敬
『
緑
の
北
海
道
開
拓
』）。

そ
の
後
、
道
内
各
地
の
鉄
道
の
敷
設
、
都
市
化
に
伴
う
建
築
材
の
需
要
が
高
ま
り
、

枕
木
、
角
材
、
製
材
は
年
と
と
も
に
産
額
が
増
加
し
て
い
っ
た
。

切
り
出
さ
れ
た
木
材
は
は
じ
め
は
流
送
で
、
や
が
て
二
十
五
年
に
室
蘭－

岩
見
沢
、

岩
見
沢－

砂
川
間
の
鉄
道
が
開
通
す
る
と
、
鉄
道
用
の
枕
木
や
挽
角
や
板
類
と
な
っ
て

清
国
や
道
外
に
鉄
道
で
移
出
さ
れ
た
。

三
十
年
、「
北
海
道
国
有
未
開
地
処
分
法
」
に
よ
り
、
開
発
に
成
功
す
れ
ば
土
地
取

得
は
無
償
で
、
制
限
面
積
も
農
耕
地
で
一
五
〇
万
坪
（
四
九
五
・
九
㌶
）、
牧
畜
地
で

二
五
〇
万
坪
（
八
二
六
・
五
㌶
）
と
大
き
く
拡
大
さ
れ
た
。
し
か
も
立
木
も
無
償
付
与

だ
っ
た
。

千
歳
の
製
炭
の
は
じ
ま
り
は
定
か
で
な
い
が
、
三
十
年
に
御
料
林
の
造
材
が
始
ま
っ

た
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
造
材
の
跡
地
に
製
炭
の
専
業
者
の
入
る
の
も
三
十
年
代
の
初
期

と
考
え
ら
れ
る
。
札
幌
と
い
う
消
費
地
に
近
く
、
千
歳
か
ら
木
炭
を
運
ん
で
い
っ
て
も

価
格
が
引
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

六．

千
歳
川
の
流
送

明
治
六
年
六
月
、
千
歳
郡
駅
場
止
宿
所
扱
人
山
田
文
右
衛
門
代
の
山
口
安
五
郎
が
、
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開
拓
使
千
歳
出
張
所
に
提
出
し
た
駅
場
止
宿
所
の
経
理
報
告
書
に
薪
材
の
輸
送
人
夫
賃

に
つ
い
て

伐
木
山
出
川
流
水
場
迄
壱
敷
人
夫
三
人
迄
壱
人
ニ
付
賃
金
九
銭
三
厘
七
毛
五

と
あ
る
。
ど
の
山
か
ら
伐
採
し
た
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
千
歳
橋
の
た
も
と
で
水

揚
げ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（『
増
補
』）。

み
だ
り

十
六
年
八
月
、
札
幌
県
が
「
猥
ニ
木
材
又
ハ
薪
木
ヲ
流
下
ス
ル
為
メ
、
自
然
水
行

う
れ
い

ヲ
妨
ケ
、
堤
防
若
ク
ハ
橋
梁
等
破
壊
ス
ル
憂
有
」
た
め
、
流
送
す
る
者
は
願
い
出
て

許
可
を
得
る
こ
と
と
し
た
（
甲
第
四
四
号
『
札
幌
県
布
令
全
書
』）。

千
歳
川
は
、
二
十
一
年
、
さ
け
・
ま
す
ふ
化
場
が
で
き
る
と
二
十
三
年
、
北
海
道
庁

令
第
七
十
五
号
で
木
材
の
流
送
が
水
源
よ
り
カ
マ
カ
ま
で
は
毎
年
九
月
一
日
ヨ
リ
翌
年

五
月
三
十
一
日
ま
で
、
カ
マ
カ
か
ら
江
別
ま
で
は
毎
年
十
月
一
日
よ
り
翌
年
の
二
月
十

五
日
ま
で
禁
止
さ
れ
、
流
送
は
稚
魚
放
流
や
さ
け
の
遡
上
期
間
を
は
ず
し
て
行
わ
れ

た
。

参
考
文
献

大
蔵
省
『
開
拓
使
事
業
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録
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上
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五
年
／
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海
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林
史
』
一
九
五
三
年
／
『
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
』
一
九
三
九
年
／
大
蔵
省
『
開
拓
使
事
業
報

告
』
第
四
編

一
八
八
五
年
／
北
海
道
『
北
海
道
農
地
改
革
史

上
巻
』
一
九
五
四
年
／
札
幌

県
『
明
治
十
八
年

札
幌
県
学
務
課

復
命
書
』
一
八
八
五
年
／
千
歳
村
『
経
済
更
正
計
画
書
』

一
九
三
三
年
／
帝
室
林
野
局
札
幌
支
局
苫
小
牧
出
張
所
『
大
日
本
山
林
会
第
四
三
回
大
会
視
察

旅
行
苫
小
牧
御
料
林
視
察
概
要
』
一
九
三
四
年
／
高
橋
長
助
『
支
笏
湖
沿
革
史
』
一
九
七
二
年

／
北
海
道
協
会
『
殖
民
公
報
』
第
五
〇
号
（
一
九
〇
九
年
九
月
）
／
札
幌
県
地
理
課
『
明
治
十

七
年
従
六
月
至
同
十
二
月

地
所
払
価
地
積
地
価
簿
』
簿
書
番
号
八
六
四
六

一
八
八
四
年
／

北
海
道
庁
「
千
歳
村
有
林
施
行
行
要
領
」『
千
歳
町
有
林
施
業
要
領
』（
一
九
四
一
年
）
所
収
／

柳
沢
文
敬
「
緑
の
北
海
道
開
拓
」『
さ
っ
ぽ
ろ
自
由
学
校
「
遊
」』
二
〇
〇
五
年

第
八
節

宗
教
と
祭
礼

第
一
項

国
家
神
道
と
神
社

明
治
維
新
と
国
学

慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
、「
神
仏
判
然
令
」
と
い
う
令
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
字

の
ご
と
く
神
と
仏
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
た
め
の
令
で
あ
る
が
、
江
戸
期
ま
で
は
、

い
わ
ゆ
る
「
神
仏
習
合
」
と
呼
ば
れ
る
状
態
で
あ
り
、
そ
の
意
識
も
人
々
の
間
に
あ
っ

た
。
し
か
し
近
世
に
入
り
、
儒
教
や
国
学
の
排
仏
思
想
、
そ
し
て
神
道
に
よ
る
仏
教
と

の
分
離
の
動
き
が
徐
々
に
出
て
き
て
、
そ
の
運
動
は
開
国
を
求
め
る
諸
外
国
と
そ
の
排

除
を
求
め
る
攘
夷
運
動
か
ら
派
生
し
た
動
乱
の
中
で
強
ま
っ
て
い
く
。

け
い
ち
ゅ
う

国
学
は
本
来
、
契
沖
な
ど
に
よ
っ
て
万
葉
集
と
い
っ
た
古
典
の
研
究
と
し
て
始
ま
っ

た
が
、
や
が
て
そ
う
し
た
古
典
研
究
を
通
じ
て
「
古
代
に
あ
っ
た
本
来
の
日
本
」
を
求

め
る
思
想
と
結
び
つ
い
た
。し
か
し
そ
の
後
本
居
宣
長
、そ
し
て
彼
の
門
人
を
自
称
し
、

あ
つ
た
ね

思
想
を
受
け
継
い
だ
と
し
て
そ
れ
を
独
自
に
発
展
さ
せ
た
平
田
篤
胤
ら
の
思
想
を
中
心

に
、
排
外
主
義
と
結
び
つ
い
て
明
治
維
新
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
は
篤
胤
後
も

弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
特
に
尊
皇
攘
夷
運
動
の
際
に
は
、
日
本
の

優
位
性
の
強
調
を
後
押
し
す
る
よ
う
な
存
在
と
な
り
、
幕
末
期
の
動
乱
と
結
び
つ
い
て

明
治
維
新
の
大
き
な
原
動
力
と
な
り
、
水
戸
学
な
ど
と
共
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

維
新
政
府
の
担
い
手
た
ち
は
、
新
国
家
を
建
設
し
て
い
く
に
当
た
っ
て
、
天
皇
を
現

人
神
と
し
て
確
立
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
古
代
に
天
皇
が
政
治
を
行
っ
て
い
た
時

代
に
戻
ろ
う
と
、
復
古
神
道
に
の
っ
と
っ
た
国
づ
く
り
を
す
す
め
て
い
っ
た
。
そ
の
た

め
に
、
古
代
の
律
令
制
に
な
ら
っ
て
神
祇
官
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
は
国
学
者
や
神
道
家

が
多
く
登
用
さ
れ
、
ま
た
以
前
の
様
に
仏
教
か
神
道
か
が
明
瞭
で
な
い
状
態
か
ら
脱
す

る
た
め
、「
神
仏
判
然
令
」
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
、
仏
教
を
旧
来
の
も
の
す
な
わ

ち
江
戸
期
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
、
仏
教
を
否
定
す
る
こ
と
で
旧
時
代
の
否
定
に
繋
げ
る
と

６４０
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い
う
目
的
が
大
き
い
と
い
え
る
。

明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
は
こ
の
方
針
を
さ
ら
に
進
め
る
た
め
、
国
民
の
教
化
を

行
う
「
宣
教
使
」
と
い
う
職
制
を
設
け
、
翌
三
年
に
は
、
神
道
を
国
教
と
定
め
て
、
祭

か
ん
な
が
ら

政
一
致
の
国
家
を
目
指
す
「
大
教
宣
布
」
と
い
う
詔
書
が
出
さ
れ
、
惟
神
の
道
を
確

立
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
っ
た
。
宣
教
使
を
通
し
国
民
の
祭
政
一
致
、
国
家
神
道
な

ど
の
近
代
の
新
体
制
の
浸
透
を
目
指
し
、
そ
の
流
れ
の
中
で
神
武
天
皇
祭
な
ど
の
祝
祭

日
が
創
ら
れ
、
ま
た
全
国
的
に
遥
拝
式
も
行
わ
れ
た
。

神
仏
判
然
令
、
そ
し
て
廃
仏
毀
釈
へ

も
う
少
し
こ
の
「
神
仏
判
然
令
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
こ
れ
は
慶
応
四
年
三
月
十

三
日
か
ら
明
治
元
年
十
月
十
八
日
の
間
に
出
さ
れ
た
太
政
官
布
告
や
神
祇
官
事
務
局
達

な
ど
の
、
一
連
の
通
達
の
総
称
の
中
、
慶
応
四
年
三
月
二
十
八
日
の
神
祇
官
事
務
局
達

を
指
す
。
そ
の
内
容
を
挙
げ
る
と
、

一
、
中
古
以
来
、
某
権
現
或
ハ
牛
頭
天
王
ノ
類
、
其
外
仏
語
ヲ
以
神
号
ニ
相
称
候
神
社
不

少
候
、
何
レ
モ
其
神
社
ノ
由
緒
委
細
ニ
書
付
、
早
々
可
申
出
候
事
、
但
勅
祭
ノ
神
社

御
宸
翰
勅
額
等
有
之
候
向
ハ
、
是
又
可
伺
出
、
其
上
ニ
テ
、
御
沙
汰
可
有
之
候
、
其
余

之
社
ハ
裁
判
、
鎮
台
、
領
主
、
支
配
頭
等
ヘ
可
申
出
候
事
、

一
、
仏
像
ヲ
以
神
体
ト
致
候
神
社
ハ
、
以
来
相
改
可
申
候
事
。

付
、
本
地
仏
抔
ト
唱
ヘ
、
仏
像
ヲ
社
前
ニ
掛
、
或
ハ
鰐
口
、
梵
鐘
、
仏
具
等
の
ノ
類
差

置
候
分
ハ
、
早
々
取
除
可
申
事
。

と
、神
社
関
係
か
ら
仏
教
関
係
の
も
の
を
排
し
て
い
く
よ
う
に
と
の
通
達
で
あ
り
、は
っ

き
り
と
神
仏
の
分
離
を
行
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
令
は
、
初
め
は

仏
教
を
完
全
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
判
然
令
が
国
か
ら
出
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
極
端
な
仏
像
・
仏
閣
の
破
壊
行
為
や
寺
の
廃
止
、
ま
た
僧
侶
の
還
俗

な
ど
と
い
っ
た
動
き
が
全
国
的
に
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
特
に
薩
摩
に

お
い
て
最
も
厳
し
く
実
行
さ
れ
、
同
地
で
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
寺
院

や
僧
侶
は
今
の
時
代
に
不
要
で
あ
る
と
し
、
一
六
一
六
の
藩
内
の
寺
院
、
そ
し
て
僧
侶

を
還
俗
さ
せ
る
な
ど
、
徹
底
し
た
運
動
を
行
っ
た
。
明
治
九（
一
八
七
六
）年
に
な
り
、

よ
う
や
く
県
内
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
宗
派
の
説
教
や
活
動
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ま

で
に
こ
の
地
で
は
仏
教
の
痕
跡
は
ほ
と
ん
ど
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
他
、
隠
岐
や
土
佐

な
ど
で
も
そ
の
動
き
は
徹
底
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
仏
教
に
対
す
る
一
連
の
動
き
を
廃
仏

毀
釈
と
呼
ぶ
。

教
導
職
の
設
置

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
日
本
の
社
会
や
人
々
の
生
活
に
密
着
し
て
い
た
仏
教
を
完
全
に

引
き
離
す
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
り
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
は
、
神
祇
官
は

神
祇
省
へ
と
格
下
げ
さ
れ
、
活
動
は
続
け
ら
れ
た
が
、
宣
教
使
と
し
て
活
動
し
て
い
た

神
官
た
ち
の
動
き
も
、「
昼
寝
官
」
や
「
因
循
官
」
な
ど
と
陰
口
を
た
た
か
れ
る
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
失
敗
を
受
け
て
、
仏
教
側
特
に
浄
土
真
宗
か
ら
の
要
請
に
よ

り
、
神
道
、
仏
教
、
儒
教
の
合
同
体
制
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
明
治
五
年

に
は
神
祇
省
の
廃
止
、
教
部
省
の
設
置
と
変
遷
を
経
て
、
前
述
の
「
宣
教
使
」
も
廃
止

さ
れ
「
教
導
職
」
が
代
わ
り
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

教
導
職
と
は
、

一
、
敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
ベ
キ
事

一
、
天
理
人
道
ヲ
明
ニ
ス
ベ
キ
事

一
、
皇
上
ヲ
奉
戴
シ
朝
旨
ヲ
遵
守
セ
シ
ム
ベ
キ
事

以
上
三
つ
の
「
三
条
の
教
則
」
を
基
本
方
針
と
し
て
宣
布
す
る
こ
と
が
任
務
と
さ
れ

た
。
こ
れ
に
は
、
今
ま
で
の
宣
教
使
と
違
い
、
神
官
、
神
職
だ
け
で
な
く
僧
侶
、
そ
し

て
よ
り
広
く
国
民
教
化
を
行
う
た
め
に
も
落
語
家
や
歌
人
、
能
や
狂
言
、
歌
舞
伎
役
者

か

な
が
き
ろ
ぶ
ん

な
ど
も
任
命
さ
れ
て
い
る
。
戯
作
者
と
し
て
有
名
な
仮
名
垣
魯
文
な
ど
も
、
こ
の
教
則

さ
ん
そ
く
お
し
え

に
基
づ
い
た
小
説
を
書
く
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
彼
は
こ
れ
に
関
し
て
『
三
則
教
の

ち
か
み
ち

捷
径
』
と
い
う
本
を
著
し
て
い
る
。
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教
導
職
を
養
成
す
る
た
め
の
大
教
院
が
、
始
め
紀
尾
井
坂
の
紀
州
邸
に
、
そ
の
後
東

京
、
浄
土
宗
の
増
上
寺
（
徳
川
家
の
菩
提
寺
）
に
設
置
さ
れ
、
ま
た
地
方
に
は
教
化
の

中
心
と
し
て
各
府
県
に
中
教
院
が
お
か
れ
、
小
教
院
は
国
中
の
各
村
に
各
宗
寺
院
に
設

置
さ
れ
る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
た
。

さ
て
こ
の
教
導
職
制
度
で
あ
る
が
、
そ
の
後
神
道
勢
力
と
仏
教
特
に
浄
土
真
宗
の
対

立
、
そ
し
て
西
本
願
寺
派
の
島
地
黙
雷
ら
の
、
宗
教
の
国
家
統
制
に
対
す
る
反
対
な
ど

に
よ
り
思
う
よ
う
な
成
果
を
挙
げ
ら
れ
ず
、
浄
土
真
宗
の
大
教
院
か
ら
の
離
脱
と
い
う

経
緯
を
得
て
、
明
治
八
年
に
は
神
仏
合
同
布
教
禁
止
の
令
が
出
さ
れ
、
同
年
五
月
に
大

教
院
は
解
散
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

北
海
道
に
お
け
る
神
仏
分
離
と
廃
仏
毀
釈

以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
、
明
治
初
期
の
神
道
分
離
は
進
め
ら
れ
、
結
局
そ
れ
は
成
功

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
で
は
北
海
道
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

北
海
道
、
当
時
の
蝦
夷
地
に
お
い
て
は
、
慶
応
四
年
に
松
前
藩
へ
神
仏
分
離
の
令
が

伝
達
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
藩
は
城
下
へ
も
伝
達
し
て
い
る
が
、
こ
の
の
ち
榎
本
武
揚

率
い
る
旧
幕
府
の
脱
走
軍
が
来
道
し
、
戊
辰
戦
争
最
後
の
戦
い
で
あ
る
箱
館
戦
争
が
行

わ
れ
た
た
め
、
神
仏
分
離
運
動
そ
の
も
の
が
他
の
地
域
に
比
べ
進
ま
な
か
っ
た
。
し
か

し
箱
館
戦
争
の
後
は
他
地
域
と
同
様
に
分
離
が
進
め
ら
れ
て
い
き
、
特
に
函
館
や
江
差

な
ど
で
は
神
仏
分
離
が
着
実
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
江
差
で
は
曹
洞
宗
の
正

覚
院
が
、
神
官
の
取
調
べ
に
対
し
拒
絶
し
た
が
、
最
終
的
に
は
金
毘
羅
堂
の
破
壊
、
そ

し
て
阿
弥
陀
堂
の
破
壊
も
行
わ
れ
た
。

開
拓
使
の
姿
勢
と
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
開
拓
し
て
い
く
、
新
天
地
で
あ
る
北
海
道
で

は
仏
教
は
思
想
的
に
好
ま
し
く
な
く
、
排
除
す
べ
き
も
の
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
は
、
七
月
よ
り
函
館
八
幡
宮
祠
官
そ
の
後
札
幌
神
社
権
宮

司
を
つ
と
め
た
菊
池
重
賢
に
命
じ
て
北
海
道
各
地
を
調
査
さ
せ
、
神
仏
が
混
合
し
て
い

る
よ
う
な
曖
昧
な
像
は
無
い
か
な
ど
を
整
理
さ
せ
た
。

千
歳
と
神
仏
分
離

菊
池
の
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
北
海
道
の
総
鎮
守
と
し
て
札
幌
神
社
、
そ
の
次
に
函

館
八
幡
宮
、
そ
し
て
そ
の
下
に
郷
社
、
村
社
、
末
社
と
い
う
体
系
が
北
海
道
に
出
来
上

が
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
千
歳
に
関
し
て
も
、
前
述
の
菊
池
重
賢
は
、
同
年
十
二
月

五
日
に
千
歳
に
一
泊
し
、
取
調
べ
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
同
日
付
で
当
時
の
状
況
に

つ
い
て
の
文
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
の
千
歳
神
社
は
「
稲
荷
神
社
」
と
呼
ば

れ
て
お
り
、「
千
歳
神
社
」
と
い
う
名
称
に
な
る
の
は
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
の
こ

と
で
あ
る
。
当
時
、
今
の
千
歳
神
社
の
土
地
に
は
、
釜
加
神
社
の
元
と
な
っ
た
弁
天
社

が
あ
っ
た
が
、
開
拓
使
は
、

寺
院
境
内
私
祀
致
来
候
金
毘
羅
天
・
弁
財
天
・
大
黒
天
・
水
天
宮
・
八
大
龍
王
十
体
龍

王
、
或
ハ
龍
神
・
�
枳
尼
天
・
歓
喜
天
ノ
如
キ
、
全
ク
皇
朝
ノ
神
祇
ニ
ア
ラ
ス
（
中
略
）

御
国
民
竺
土
ノ
神
ニ
祈
祷
イ
タ
シ
候
テ
ハ
敬
神
二
途
ニ
出
ル
ニ
テ
、
別
而
北
海
道
ハ
蒼
創

ノ
地
、
愚
蒙
新
民
教
育
ニ
モ
障
リ
可
レ

申
候
間
、
一
切
廃
除
申
付
候
見
込
之
事
。

と
の
考
え
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
千
歳
に
お
い
て
も
こ
の
「
弁
天
社
」
は
、
神
仏
分
離

の
対
象
と
さ
れ
な
い
よ
う
「
厳
島
社
」
と
い
う
よ
う
に
名
称
を
変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
後
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
社
格
の
決
定
が
行
わ
れ
、
千
歳
の
稲
荷
神
社
は
郷
社

に
列
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
維
新
当
時
よ
り
明
治
初
期
の
間
は
、
仏
教
以
前
の
日
本
の
姿

に
戻
す
、
と
い
う
意
味
で
の
「
復
古
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
、
こ
の
方
向

性
で
国
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
そ
の
後
寺
院
や
仏
像
を
破
壊
し
た
り
、
僧
侶

を
還
俗
さ
せ
た
り
と
い
っ
た
廃
仏
毀
釈
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の

と
き
仏
教
が
受
け
た
被
害
は
相
当
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
回
復
に
は
か
な
り
の
時
間
を

要
し
た
。

一
方
、
神
道
側
は
神
仏
分
離
を
経
て
、
国
家
に
よ
っ
て
国
内
の
神
社
の
整
理
、
把
握
、

そ
し
て
「
国
家
神
道
」
へ
の
体
裁
を
整
え
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
動
き
は
、
次
に

６４２
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述
べ
る
招
魂
碑
な
ど
の
碑
や
様
々
な
神
道
儀
礼
を
通
し
て
、
人
々
の
心
に
徐
々
に
し
み

こ
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

神
道
儀
礼
・
招
魂
祭
・
祭
典

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
神
道
が
台
頭
し
て
く
る

こ
と
に
な
る
が
、
動
乱
の
中
で
国
事
の
た
め
に
殉
難
し
た
志
士
の
霊
を
慰
め
、
彼
ら
を

神
と
し
て
祀
る
思
想
が
誕
生
し
て
く
る
。
こ
の
思
想
は
後
に
招
魂
社
の
誕
生
に
つ
な
が

り
、
そ
れ
ら
招
魂
社
は
現
在
の
護
国
神
社
へ
と
変
遷
を
遂
げ
て
い
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
が
生
ま
れ
て
き
た
背
景
、
そ
し
て
国
家
と
の
つ
な
が
り
を
述
べ

て
い
き
た
い
。

尊
皇
攘
夷
運
動
と
水
戸
学
、
そ
こ
か
ら
の
派
生

江
戸
末
期
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
の
ペ
リ
ー
来
航
以
来
、
外
国
勢
力
を
日
本
か

ら
排
除
し
よ
う
と
い
う
尊
皇
攘
夷
運
動
が
起
こ
り
始
め
た
。
そ
の
動
き
は
後
に
江
戸
幕

府
を
揺
る
が
す
動
き
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
が
、
こ
の
尊
皇
攘
夷
と
い
う
思
想
は
前
述
の

国
学
と
と
も
に
水
戸
藩
に
お
い
て
成
立
し
た
「
水
戸
学
」
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

そ
し
て
招
魂
社
の
成
立
も
、
こ
の
水
戸
学
に
大
き
く
拠
っ
て
い
る
。

徳
川
光
圀
に
よ
っ
て
編
さ
ん
作
業
の
始
ま
っ
た
歴
史
書
『
大
日
本
史
』
で
は
、
特
に

南
北
朝
時
代
に
関
し
て
、
南
朝
こ
そ
が
正
当
な
系
統
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
り
、
そ

れ
に
と
も
な
っ
て
後
醍
醐
天
皇
に
従
っ
て
命
を
落
と
し
た
楠
木
正
成
こ
そ
は
無
比
の
忠

臣
で
あ
る
と
し
た
。
水
戸
光
圀
は
正
成
の
終
焉
の
地
で
あ
る
湊
川
に
「
嗚
呼
忠
臣
楠
子

之
墓
」
の
墓
碑
を
建
設
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
楠
木
正
成＝

忠
臣
と
い
う
意
識
が
広

ま
り
、
徐
々
に
民
間
に
お
い
て
も
楠
公
崇
拝
の
考
え
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
考
え

は
、
そ
の
後
維
新
志
士
た
ち
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
、
彼
ら
は
動
乱
の
中
で
天
皇
の

た
め
に
行
動
す
る
自
分
た
ち
を
楠
木
正
成
に
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
こ
と
も
多
く
、
正
成

を
祀
る
楠
公
社
の
建
設
も
行
わ
れ
、
ま
た
、
志
士
た
ち
に
よ
っ
て
正
成
の
忌
日
に
は
全

国
で
楠
公
社
に
お
い
て
祭
祀
が
行
わ
れ
た
り
も
し
た
。

加
え
て
、
幕
末
の
動
乱
期
、
後
期
水
戸
学
の
人
物
、
会
沢
安
は
そ
の
著
書
『
新
論
』

の
中
で
、
外
国
の
勢
力
に
対
抗
す
る
に
は
、
日
本
は
天
皇
を
頂
い
た
忠
孝
を
基
本
と
し

た
国
と
な
る
べ
き
と
説
き
、
そ
の
た
め
の
一
つ
の
案
と
し
て
、
楠
木
正
成
の
よ
う
に
古

代
日
本
は
功
労
の
あ
っ
た
も
の
を
神
と
し
て
祀
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
そ
の
風
習
が
無

く
な
り
残
念
だ
と
述
べ
、
ま
た
こ
の
風
習
が
復
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
は
そ
の
よ

う
な
国
と
な
れ
る
と
説
く
。
ま
た
こ
の
考
え
を
受
け
継
い
だ
真
木
和
泉
も
、
正
成
の
よ

ほ
こ
ら

う
に
、
祠
を
建
て
て
国
家
の
た
め
に
功
績
の
あ
っ
た
人
物
を
祀
り
、
そ
の
子
孫
を
手

厚
く
処
遇
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
志
士
の
発
憤
を
促
す
こ
と
が
で
き
る

と
し
た
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
幕
末
期
広
く
志
士
た
ち
の
間
に
も
広
ま
り
、
尊
皇
攘
夷

運
動
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
。

楠
公
社
の
建
設
と
楠
公
祭
の
誕
生
、
そ
し
て
国
に
功
労
の
あ
っ
た
人
物
の
神
聖
化
と

い
う
思
想
が
重
な
り
、
楠
公
祭
の
行
わ
れ
た
際
に
殉
難
し
た
同
志
を
祀
る
と
い
う
形
が

生
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ
が
招
魂
祭
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

招
魂
社
の
誕
生
と
国
家
神
道
へ
の
発
展

明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
太
政
官
に
よ
っ
て
、
嘉
永
の
ペ
リ
ー
来
航
時
か
ら
の
殉
難

の
志
士
た
ち
を
京
都
東
山
に
建
て
る
新
し
い
祠
に
合
祀
す
る
と
い
う
布
告
が
出
さ
れ

た
。
同
日
に
令
旨
も
出
さ
れ
、
今
後
も
国
事
殉
難
者
は
東
山
に
合
祀
す
る
こ
と
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
招
魂
社
の
始
ま
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
各
藩
に

せ
い
ち
ゅ
う
し
ゃ

お
い
て
も
東
山
の
件
を
真
似
て
、
旌
忠
社
な
ど
の
名
称
で
そ
れ
ぞ
れ
に
設
置
さ
れ
て

い
っ
た
。

二
年
の
東
京
遷
都
の
際
に
は
、
東
京
に
招
魂
社
建
設
の
意
見
が
挙
が
り
、
九
段
下
に

「
東
京
招
魂
社
」
が
造
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
当
初
、
戊
辰
戦
争
の
殉
難

者
を
祀
っ
て
い
た
が
、
八
年
に
は
、
前
述
の
京
都
東
山
や
各
地
で
祀
ら
れ
て
い
た
招
魂

社
の
霊
魂
も
合
祀
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、こ
れ
ら
の
招
神
の
儀
を
行
っ
て
い
る
。同
年
、

「
招
魂
社
」
の
名
称
も
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
合
祀
後
も
京
都
や
各
地
の
招
魂
社
は
、

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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そ
の
ま
ま
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
の
ち
に
「
東
京
招
魂
社
」
は
、
十
二
年
に
「
靖

国
神
社
」
へ
と
名
称
を
変
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
新
政
府
は
明
治
の
早
い
時
期
に
招
魂
社
の
体
裁
を
整
え
て
い
き
、

整
備
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
国
庫
で
こ
れ
ら
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
を
決
め
、
靖
国
神

し
ゅ
う
れ
ん

社
を
頂
点
に
系
列
化
し
政
府
の
管
理
下
に
入
れ
、
民
心
収
斂
の
場
と
し
て
こ
れ
ら
を

位
置
づ
け
た
。

こ
れ
ら
招
魂
社
は
、
そ
の
後
国
民
の
教
育
の
中
で
も
教
科
書
な
ど
に
登
場
す
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
音
楽
の
教
科
書
に
も
「
招
魂
社
」
や
「
靖
国
神
社
」
の
歌
詞
が
出
て

く
る
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
招
魂
祭
や
招
魂
社
は
政
府
に
よ
っ
て
国
民
教

化
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
た
存
在
で
も
あ
っ
た
。

第
二
項

仏
教
諸
宗
派
の
活
動
と
寺
院
の
創
立

前
述
の
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
で
の
項
で
も
述
べ
た
が
、
明
治
初
期
、
仏
教
は
窮
地

に
立
た
さ
れ
、「
神
仏
分
離
令
」
に
よ
り
、
全
国
的
な
寺
院
・
仏
像
な
ど
に
対
す
る
破

壊
活
動
が
行
わ
れ
、
多
大
な
被
害
を
受
け
、
そ
の
上
公
的
な
場
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
い

き
、
そ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
扱
い
と
同
じ
よ
う
に
「
邪
宗
」
と
し
て
定
義

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
仏
教
は
北
海
道
に
も
目
を
向
け
て
い
く

こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
仏
教
の
価
値
の
証
明
を
す
る
た
め
に
、

北
海
道
へ
の
開
拓
と
い
う
行
為
を
行
う
こ
と
は
、
仏
教
側
に
と
っ
て
は
そ
の
存
在
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
北
海
道
で
の
寺
院
開
教
は
、
劣
勢
に
置

か
れ
た
仏
教
の
立
場
回
復
の
機
会
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。

仏
教
の
北
海
道
開
拓

仏
教
側
が
北
海
道
開
拓
に
協
力
し
た
例
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
は
「
本
願
寺
道
路
」
が

あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

虻
田
か
ら
札
幌
を
結
ぶ
、
浄
土
真
宗
東
本
願
寺
に
よ
っ
て
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年

に
開
削
さ
れ
た
道
路
が
あ
る
。
こ
の
道
路
が
作
ら
れ
た
背
景
に
は
、
江
戸
期
を
通
し
て

徳
川
家
と
つ
な
が
り
の
深
か
っ
た
東
本
願
寺
が
、
明
治
維
新
の
際
に
そ
れ
故
に
攻
撃
の

対
象
と
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
攻
撃
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
当
時
の
東
本
願
寺

門
跡
厳
如
上
人
光
勝
は
、
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
に
新
政
府
に
対
し
て
異
心
の
無
い

こ
と
を
宣
言
す
る
誓
詞
を
出
し
た
。
そ
の
後
政
府
は
北
海
道
の
道
路
作
り
が
必
要
と
の

認
識
が
あ
り
な
が
ら
、
財
政
の
面
か
ら
も
な
か
な
か
そ
れ
を
実
行
で
き
な
か
っ
た
状
況

の
中
、
政
府
は
東
本
願
寺
に
道
路
開
削
の
依
頼
を
密
か
に
行
っ
た
。
当
時
の
状
況
か
ら

東
本
願
寺
側
も
断
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
を
受
け
た
。
表
向
き
は
東
本
願
寺
が
政
府

へ
札
幌
へ
の
道
路
開
削
を
申
し
出
た
よ
う
な
形
に
し
た
が
、
実
際
に
は
命
令
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
す
ぐ
に
許
可
さ
れ
、
明
治
三
年
七
月
よ
り
開
削
に
と

り
か
か
り
、
翌
四
年
に
は
完
成
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
開
拓
へ
の
関
わ
り
方
の
一
方
で
、
仏
教
は
地
域
開
拓
に
も
ま
た
大
き

く
関
わ
り
、
そ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。

寺
院
開
教
の
背
景

近
世
の
北
海
道
（
蝦
夷
地
）
に
お
い
て
、
今
の
道
南
地
方
以
外
に
蝦
夷
三
官
寺
と
呼

ば
れ
る
有
珠
善
光
寺
（
浄
土
宗
）、
様
似
等
樹
院
（
天
台
宗
）、
厚
岸
国
泰
寺
（
臨
済
宗
）

が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
防
衛
、
そ
し
て
現
地
で
死
亡
し
た
和
人
の
供
養
を
目
的
と

し
て
建
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
明
治
に
な
り
、
和
人
開
拓
者
が
北
海
道
の
ま
だ
開
拓
さ
れ

て
い
な
い
地
に
定
住
す
る
と
、
そ
の
地
で
死
者
が
出
た
場
合
の
供
養
の
方
法
が
無
く
、

例
え
ば
根
室
地
方
で
は
明
治
六
年
ま
で
寺
も
無
く
僧
も
い
な
く
、
ま
た
葬
る
地
も
無

く
、遺
体
を
海
に
投
げ
入
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。そ
の
よ
う
な
こ
と
が
無
く
な
る
よ
う
、

一
刻
も
早
い
寺
院
建
立
が
望
ま
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
例
か
ら
も
、
北
海
道
に
お
け
る

寺
院
開
教
の
背
景
に
は
、
や
は
り
開
拓
者
の
強
い
希
望
が
窺
え
る
。

一
方
視
点
を
変
え
て
、
仏
教
側
か
ら
北
海
道
開
拓
を
見
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
神
道

に
対
し
圧
倒
的
に
劣
勢
だ
っ
た
仏
教
は
北
海
道
に
お
け
る
開
教
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を

６４４
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抱
い
て
い
た
。
北
海
道
開
教
史
研
究
会
『
北
海
道
開
教
史
の
研
究
』
で
は
、「
仏
教
寺

院
は
、
内
地
に
お
け
る
檀
家
等
の
後
を
追
う
こ
と
で
進
出
し
、
入
殖
地
に
お
い
て
再
組

織
す
る
こ
と
で
新
寺
を
形
成
し
た
。
と
と
も
に
寺
の
二
・
三
男
と
に
は
、
新
天
地
北
海

道
で
新
寺
を
建
立
し
、
新
し
き
出
発
を
な
さ
ん
と
の
野
心
に
燃
え
て
渡
道
し
た
者
等
も

あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。

北
海
道
に
お
け
る
寺
院
の
広
が
り
は
、
ま
ず
沿
岸
部
に
広
が
り
、
開
拓
が
進
ん
で
い

く
に
従
っ
て
内
陸
の
方
へ
も
及
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
際
、
街
と
比
べ
て
、
内
陸
の
開
拓

地
に
行
く
ほ
ど
に
、
寺
院
と
住
民
は
密
着
し
て
い
た
と
言
え
る
。
開
拓
を
進
め
て
い
く

中
で
住
民
達
の
精
神
的
な
拠
り
所
、
そ
の
一
つ
が
寺
院
に
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。

説
教
所
建
設
か
ら
寺
号
公
称
ま
で

前
出
の
北
海
道
開
教
史
研
究
会
『
北
海
道
開
教
史
の
研
究
』
に
は
、
道
北
初
山
別
有

明
の
寺
院
設
立
の
背
景
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。「
当
時
、
住
民
は

羽
幌
等
の
遠
隔
地
の
寺
院
と
寺
檀
関
係
を
と
り
結
ん
で
い
た（
あ
る
い
は
無
壇
家
）が
、

開
墾
生
活
の
な
か
で
葬
儀
・
法
要
や
寺
中
年
中
行
事
の
参
加
は
困
難
で
あ
っ
た
。
か
か

る
状
況
の
な
か
で
開
設
場
所
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
明
治
四
十
一
年
に
札
幌
に
他
出
し
て

空
き
家
と
な
っ
て
い
た
岩
井
団
体
長
岩
井
暢
次
宅
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
（
当
時
と
し

て
は
稀
な
畳
敷
の
家
屋
で
あ
っ
た
）、
こ
こ
を
仮
説
教
所
に
あ
て
同
年
に
開
設
し
た
」と

あ
る
。
千
歳
に
お
い
て
も
、
ケ
ヌ
フ
チ
の
地
に
極
楽
寺
が
建
て
ら
れ
る
ま
で
は
、
葬
式

な
ど
の
場
合
近
く
の
村
ま
で
頼
み
に
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に

も
、
ま
ず
説
教
所
が
作
ら
れ
、
そ
の
後
寺
号
公
称
に
至
っ
て
い
る
。

第
三
項

明
治
以
降
の
千
歳
神
社

幕
末
の
動
乱
期
を
経
て
明
治
新
政
府
が
誕
生
す
る
と
、
宗
教
政
策
の
基
本
方
針
と
し

て
神
道
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
曖
昧
で
あ
っ
た
神
道
と
仏
教
の
分
離

政
策
が
全
国
的
に
す
す
め
ら
れ
、
北
海
道
の
神
社
も
対
象
と
さ
れ
た
。

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
は
、
函
館
八
幡
宮
神
主
、
そ
の
後
札
幌
神
社
権
宮
司
を

つ
と
め
た
菊
池
重
賢
が
、
同
年
二
月
北
海
道
神
社
御
改
正
取
調
掛
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
、

彼
に
よ
っ
て
北
海
道
の
神
仏
分
離
の
基
礎
調
査
は
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
調
査
は
、

同
年
七
月
の
小
樽
郡
銭
函
村
を
皮
切
り
に
始
め
ら
れ
、
千
歳
で
は
同
年
十
二
月
五
日
に

菊
池
が
調
査
に
訪
れ
て
い
る
。
以
下
に
菊
池
に
よ
る
当
時
の
資
料
「
巡
回
日
記
」
中
の

千
歳
の
部
分
を
載
せ
た
い
。

五
日

乾
風
美
晴

勇
払
出
立

千
歳
泊

（
時
）

（
時
）

第
十
一
字
勇
拂
出
発
、
夕
六
字
千
歳
着
、
即
刻
当
所
神
社
点
検
候
事
。

但
、
神
躰
其
外
共
勇
拂
ニ
テ
取
調
済
ニ
付
一
時
点
検
候
事
。

膽
振
国
千
歳
郡

戸
数
六

拾

一
軒

人
員
弐
百
六
拾
五
人

内

男
百
四
十
七
人

女
百
十
八
人

内

旧
土
人
五
十
八
戸

人
員
弐
百
五
十
八
人

内

男
百
四
十
五
人

女
百
十
三
人

△
厳
嶋
社

木
像

仏
躰
八
手

改
祭

脇
立

毘
沙
門

大

國

木
像
二

祠
三
尺
方

幣
殿
九
尺
ニ
三
間

拝
殿
二
間
半
ニ
三
間

社
地
間
口
九
間

奥
行
拾
九
間

神
門
二
基

起
原
不
詳

合
祀

マ
マ

一

思
古
津
稲
生
神

改
祭

神
璽
一

但
、
神
璽
麻
ナ
シ
可
レ

廃
。

証
書
一

同
断

一

夕
張
神

木
像

仏
躰

改
祭
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但
、
此
木
像
夕
張
山
上
ニ
勧
請
有
レ

之
由
当
時
合
祀
、
尤
千
歳
郡
御
出
張
所
ヨ

リ
同
山
エ
、
里
程
凡
十
五
里
余
有
レ

之
趣
。

起
元
不
詳

一

金
勢

男
根
形

銅
像

一
尺
五
寸

目
方
四
貫
メ
斗

此
金
勢
同
所
御
出
張
所
被
二

差
出
一

置
、
御
処
分
ヲ
可
レ

待
申
付
置
。

同
郡
漁
太
漁
場
勧
請

△
稲
生
神

木
像

翁
稲
荷

改
祭

神
鏡

神
璽
一

証
書
ナ
シ

可
レ

廃
事
。

厳
嶋
社
境
内
地
勧
請

一

妙
亀
神

法
鮫
神

木
像
二
躰

但
、
法
花
勧
請
也
。

木
像
極
曖
昧

此
分
神
鏡
ヲ
以
改
祭
願
出
候
得
共
不
レ

可
レ

然
、
御
廃
止
至
当
。

以
上
二
社

鰐
口
六
口

内

勇
拂
郡
四
ツ

千
歳
郡
弐
ツ

上
納
ノ
分

今
般
北
海
道
神
社
御
改
正
戊
辰
三
月
神
仏
混
淆
区
分
ノ
御
布
告
、
辛
未
五
月
御
布
告
、
壬

申
正
月
神
祇
省
達
書
等
ニ
被
レ

為
レ

基
、
取
調
ト
シ
テ
巡
回
被
二

仰
付
一

、
壬
申
七
月
十
九
日

ヨ
リ
同
十
二
月
七
日
ニ
至
ル

後
志

渡
嶋

膽
振
三
国
、
但
、
福
山
江
差

ヲ
除
ク

札
�
管
内
ハ
地
方
官
員
立
会
ノ
上
取
調
、

函
館
管
内
ハ
岡
本
長
之
同
行
候
事
。

但
、
磯
谷
ヨ
リ
久
遠
ニ
至
ル
地
方
庁
ト
打
合
、
詰
合
官
員
立
会
候
事
。

（「
明
治
五
年
八
月
・
十
月

巡
回
日
記
」『
函
館
市
史
』
史
料
編
第
二
巻
所
収
）

当
時
の
千
歳
の
人
口
と
と
も
に
、
神
社
の
様
子
も
う
か
が
え
る
史
料
と
な
っ
て
い

る
。
菊
池
の
取
調
は
厳
し
か
っ
た
よ
う
で
、
思
古
津
稲
生
や
金
勢
、
漁
太
の
稲
生
な
ど

も
「
可
廃
」
と
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
明
治
八
年
、
開
拓
使
民
事
局
よ
り
社
格
が
示
さ

れ
、
千
歳
の
稲
荷
社
は
郷
社
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
主
祭
神
を
豊
宇
気
比
売

命
と
し
た
。
な
お
漁
太
稲
生
の
方
は
そ
の
後
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
に
春
日
神
社

に
合
併
さ
れ
、
今
は
恵
庭
神
社
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
六
年
に
な
る
と
、函
館
か
ら
室
蘭
、札
幌
を
連
絡
す
る
札
幌
本
道
が
新
設
さ
れ
、

札
幌
や
根
室
ま
で
の
道
は
そ
れ
ま
で
勇
払
を
通
っ
て
い
た
の
だ
が
、
苫
小
牧
を
分
岐
点

と
す
る
こ
と
と
な
り
、
勇
払
村
は
徐
々
に
活
気
を
失
い
始
め
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
役
所

も
苫
小
牧
へ
と
移
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
勇
払
村
に
あ
っ
た
神
社
も

荒
廃
し
て
き
た
た
め
、
龍
神
社
の
ご
神
体
を
千
歳
へ
と
移
し
、
祭
器
な
ど
も
同
様
に
千

歳
へ
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
苫
小
牧
町
史
』
で
は
、
こ
れ
を
移
し
た
の
は
当
時

勇
払
場
所
の
支
配
人
で
あ
っ
た
山
田
文
右
衛
門
の
親
類
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

十
四
年
に
は
、
五
年
よ
り
始
ま
っ
た
開
拓
使
十
年
計
画
が
も
う
す
ぐ
終
わ
る
た
め

に
、
拓
殖
の
実
情
を
見
よ
う
と
い
う
こ
と
で
明
治
天
皇
が
北
海
道
を
巡
幸
し
、
九
月
二

日
に
千
歳
で
宿
泊
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
千
歳
神
社
が
避
難
所
と
し
て
指
定

さ
れ
た
（
こ
の
と
き
は
「
龍
神
社
」
と
呼
ば
れ
た
）。
三
十
四
年
か
三
十
五
年
に
は
神

社
の
百
年
祭
を
行
っ
た
と
の
記
録
も
あ
る
。

大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
八
月
二
十
八
日
、
稲
荷
社
は
千
歳
神
社
と
改
称
す
る
こ
と

を
許
可
さ
れ
、
十
二
年
に
は
小
樽
住
吉
神
社
か
ら
近
藤
義
雄
が
迎
え
ら
れ
、
千
歳
神
社

社
司
と
な
っ
た
。
翌
十
三
年
に
は
社
屋
の
改
築
が
な
さ
れ
、
渡
部
栄
蔵
が
神
殿
を
、
氏

子
が
拝
殿
を
寄
進
し
て
い
る
。
十
五
年
に
は
例
祭
日
の
変
更
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
春

は
四
月
八
日
、
夏
は
八
月
十
五
日
で
あ
っ
た
が
、
明
治
天
皇
が
千
歳
に
宿
泊
し
た
記
念

の
日
で
あ
る
九
月
二
日
に
変
更
の
願
い
出
を
北
海
道
庁
に
提
出
し
、
そ
の
後
石
狩
支
庁

長
か
ら
認
可
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
こ
の
例
祭
日
の
日
程
は
同
じ
で
あ
る
。

し
ん
せ
ん
へ
い
は
く
り
ょ
う

昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
に
は
神
饌
幣
帛
料
供
進
指
定
願
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
以

降
は
石
狩
支
庁
長
が
正
式
の
衣
冠
束
帯
で
例
祭
日
に
供
進
使
と
し
て
参
拝
す
る
こ
と
と

６４６
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な
っ
た
。
し
か
し
初
め
て
供
進
使
の
支
庁
長
を
迎
え
た
際
、
適
し
た
社
務
所
が
無
か
っ

た
た
め
、
こ
の
時
は
渡
部
栄
蔵
の
自
宅
を
休
息
所
と
し
、
そ
の
後
三
年
に
社
務
所
を
新

築
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

戦
争
、
そ
し
て
戦
後
の
千
歳
神
社

昭
和
十
一
年
十
月
三
日
か
ら
五
日
ま
で
の
三
日
間
、
石
狩
平
野
を
中
心
に
し
て
第
七

師
団
と
第
八
師
団
の
攻
防
を
中
心
と
す
る
陸
軍
特
別
大
演
習
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
特
別

大
演
習
の
記
念
事
業
と
し
て
、『
昭
和
十
一
年

陸
軍
特
別
大
演
習
千
歳
村
記
録
草
案
』

に
、
腐
朽
の
は
な
は
だ
し
か
っ
た
千
歳
神
社
社
殿
の
改
築
を
氏
子
崇
経
者
の
四
五
〇
〇

円
の
寄
附
に
よ
っ
て
行
い
、
同
年
末
に
竣
工
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ

い
よ
い
よ

に
は
「
敬
神
思
想
を
愈

深
か
ら
し
む
る
為
」
と
い
う
文
も
見
え
る
。

十
六
年
十
二
月
八
日
の
太
平
洋
戦
争
開
戦
以
降
は
、
千
歳
神
社
に
お
い
て
対
米
英
宣

戦
布
告
や
出
征
、
戦
死
者
の
村
葬
等
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
戦
時
下
の
諸
行
事
の
祭
場
と

な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

そ
の
後
太
平
洋
戦
争
が
終
わ
る
と
、
神
社
は
国
家
や
市
町
村
の
保
護
指
導
を
離
れ

て
、
千
歳
神
社
も
郷
社
で
は
な
く
な
っ
た
。
神
社
本
庁
の
管
下
に
組
み
込
ま
れ
、
二
十

一
年
に
「
千
歳
神
社
規
則
」
の
承
認
を
得
て
い
る
。

参
考
文
献

小
林
健
三
・
照
沼
好
文
『
招
魂
社
成
立
史
の
研
究
』
一
九
六
九
年
／
佐
々
木
馨
『
北
海
道
仏
教

史
の
研
究
』
二
〇
〇
四
年
／
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｅ
・
ケ
テ
ラ
ー

岡
田
正
彦
訳
『
邪
教
／
殉
教
の

明
治
』
二
〇
〇
六
年
／
北
海
道
開
教
史
研
究
会
『
北
海
道
開
教
史
の
研
究
』
一
九
八
五
年
／
北

海
道
庁
『
北
海
道
概
況
』
一
九
三
七
年
／
田
中
秀
和
『
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
宗
教
と
地
域
社

会
』
清
文
堂

一
九
九
七
年
／
『
函
館
市
史
』
史
料
編

第
二
巻

一
九
七
五
年

第
九
節

温

泉

明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
の
『
千
歳
外
三
ヶ
村
沿
革
史
』
に
よ
れ
ば
、

鶴
ノ
温
泉
、
保
老
加
温
泉
、
八
幡
温
泉
ノ
三
ア
リ
何
レ
モ
効
顕
著
シ

（
略
）

一
、
保
老
加
温
泉

千
歳
村
字
ホ
ロ
カ
ニ
ア
リ
追
分
停
車
場
ヨ
リ
三
十
町
冷
泉
ニ
シ
テ
多
量
ノ
塩
分
ヲ
含
有

ス
、
胃
腸
病
、
ル－

マ
チ
ス
、
皮
膚
病
ニ
効
顕
ア
リ

一
、
鶴
ノ
温
泉

千
歳
村
字
ケ
ヌ
フ
チ
ニ
ア
リ
追
分
停
車
場
ヨ
リ
二
里
微
温
湯
ナ
リ
、
往
昔
草
蒙
ノ
時
代

ニ
ハ
負
傷
シ
タ
ル
禽
獣
皆
之
ニ
浴
シ
治
療
ヲ
取
リ
シ
ト
云
フ
、
脚
気
、
ル
ー
マ
チ
ス
、

切
創
ニ
効
験
ア
リ

一
、
八
幡
ノ
温
泉

千
歳
村
字
ケ
ヌ
フ
チ
ニ
ア
リ
冷
泉
ナ
リ
、
婦
人
血
ノ
道
等
ニ
特
効
ア
リ

と
あ
る
。

保
老
加
温
泉
（
明
石
温
泉
）

保
老
加
温
泉
は
後
に
明
石
温
泉
と
呼
ば
れ
、
冷
泉
で
、
明
治
二
十
六
年
に
千
歳
に
開

拓
に
入
っ
た
明
石
豊
吉
が
病
気
に
な
っ
た
際
、「
ホ
ロ
カ
ニ
鉱
泉
湯
ア
ル
ヲ
聞
キ
早
速

之
レ
ヲ
買
受
ケ
湯
治
ス
ル
ニ
固
執
ノ
病
気
モ
日
毎
ニ
快
癒
シ
忽
チ
建
康
ヲ
快
復
セ
リ
」

（『
千
歳
・
恵
庭
・
広
島
三
村
銘
鑑
録
』）
と
さ
れ
、
効
能
に
つ
い
て
、
豊
吉
の
孫
と
な
る
明

石
砂
雄
所
蔵
の
「
醫
治
効
用
書
（
寫
し
）」
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
千
歳
郡
千
歳
村
字
「
ホ
ロ
カ
」
ニ
於
テ
湧
出
ス
ル
鑛
泉
ニ
就
キ
北
海
衛
生
試
験
所
ノ

分
析
シ
タ
ル
試
験
成
績
書
ニ
據
リ
之
ガ
醫
治
効
用
ヲ
按
ズ
ル
ニ
左
ノ
如
シ

本
鑛
泉
ハ
食
塩
泉
ナ
ル
ヲ
以
テ
内
用
外
用
共
ニ
効
ア
リ

第
一
（
内
用
）

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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之
ヲ
内
用
セ
ン
ニ
ハ
一
日
三
回
ニ
シ
テ
毎
回
七
八
十
瓦
乃
至
百
五
十
瓦
タ
ル
ベ
シ
然
シ
テ

其
ノ
効
ト
ス
ル
所
ハ

一
、
消
化
不
良
。
慢
性
膓
胃
加
答
兒
。
慢
性
胃
潰
瘍

二
、
常
習
便
秘
。
痔
核

三
、
腺
習
病
性
ノ
疾
患
。
水
脈
腺
ノ
腫
脹

四
、
慢
性
気
管
支
加
答
兒
。
肋
膜
滲
出
物
ノ
永
鎖
散
セ
ザ
ル
者

第
二
（
外
用
）

之
ヲ
浴
用
ト
ナ
ス
ベ
キ
ハ
主
ト
シ
テ
皮
膚
病

諸
患
ニ
ア
リ
ト
ス
即
チ

一
、
乾
癬

二
、
発
汗
過
多

三
、
脂
溢
症

四
、
慢
性
蕁
麻
疹

五
、
腺
病
性
ノ
皮
膚
病

六
、
神
經
痛

七
、
急
性
発
疹
症
ノ
恢
復
期

八
、
慢
性
湿
疹

九
、
鱗
屑
疹

等
ナ
リ
ト
ス

右
證
明
候
也

明
治
三
十
八
年
六
月
六
日

札
幌
北
辰
病
院
長

醫
學
士

關
場
不
二
彦

昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
頃
、
豊
吉
が
死
亡

後
、
妻
の
マ
ス
が
農
業
の
か
た
わ
ら
、
温
泉
・

旅
館
業
を
続
け
た
が
、
冷
泉
を
沸
か
す
燃
料
の

確
保
な
ど
が
難
し
く
な
り
、
終
戦
頃
に
廃
業
し

た
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
初
期
ご
ろ
の
宿
帳
か
ら
、
道
北
の
羽
幌
町
や
初
山
別
村
な
ど
遠
く
か
ら
多
く
の

客
が
湯
治
に
訪
れ
、
毎
冬
来
る
常
連
客
も
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
石
砂
雄
に
よ
る
と

「
汲
み
上
げ
る
た
め
の
木
製
の
手
押
し
ポ
ン
プ
を
作
り
に
来
た
郷
田
さ
ん
と
い
う
羽
幌

町
の
ポ
ン
プ
職
人
が
温
泉
に
入
っ
て
、
帰
っ
て
か
ら
そ
の
効
果
を
広
め
た
よ
う
だ
」
と

い
う
。「
三
川
及
追
分
ヨ
リ
約
四
十
丁

二
三
日
前
ニ
御
通
知
下
サ
レ
バ
迎
ヘ
馬
車
差

立
テ
マ
ス
」
と
、
送
迎
を
示
す
当
時
の
チ
ラ
シ
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
３－

１３
）。

鶴
の
湯
鉱
泉
松
原
旅
館
（
嶮
淵
温
泉
）

松
原
温
泉
は
、
か
つ
て
嶮
淵
温
泉
と
称
さ
れ
、『
大
正
十
一
年
千
歳
村
勢
一
班
』に
、

「
字
ケ
ヌ
フ
チ
ニ
微
温
泉
ノ
多
量
ナ
ル
湧
出
ア
リ
テ
醫
治
ノ
効
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
後
ニ

馬
追
ノ
連
峰
ヲ
負
ヒ
前
ニ
長
都
馬
追
ノ
涓
漣
ヲ
隔
テ
ゝ
遙
ニ
石
振
國
境
ノ
峯
巒
ヲ
望
ミ

朝
輝
夕
陰
兩
ナ
カ
ラ
佳
シ
」
と
、
名
所
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

松
原
清
左
衛
門
は
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
頃
、
長
沼
市
街
地
附
近
に
入
植
し
た

が
、
純
農
村
の
水
害
常
襲
地
と
あ
っ
て
農
業
に
見
切
り
を
つ
け
、
か
ね
て
調
べ
て
あ
っ

た
風
光
明
媚
な
温
泉
の
湧
出
し
て
い
る
ケ
ヌ
フ
チ
の
現
在
地
に
移
転
す
る
。

ケ
ヌ
フ
チ
川
が
蛇
行
し
て
山
際
を
流
れ
る
あ

た
り
に
二
〇
度
近
い
温
水
（
茶
褐
色
）
が
湧
き

出
て
い
た
と
い
う
。
三
十
六
年
か
ら
清
左
衛
門

は
小
さ
な
規
模
で
旅
館
を
営
ん
で
い
た
よ
う
だ

が
、
日
露
戦
争
か
ら
帰
還
し
た
長
男
の
清
之
助

が
後
を
継
ぎ
、
四
十
年
七
月
、
鶴
の
湯
鉱
泉
松

原
旅
館
と
し
て
開
業
し
た
。
前
面
に
馬
追
沼
、

長
都
沼
が
あ
っ
て
夕
日
に
輝
き
、
秋
に
は
ガ

ン
、
カ
モ
が
群
来
し
て
絶
好
な
猟
場
で
も
あ
っ

た
た
め
、
客
の
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い

う
。
四
十
二
年
三
月
十
九
日
の
北
海
タ
イ
ム
ス

写真３－１３ 明石温泉の効用書（明石砂雄氏
所蔵）

写真３－１２ 明石温泉（千歳・恵庭・廣島三
村銘鑑録より）

写真３－１４ 松原温泉旅館（昭和１０年渡部商店
発行絵はがき「千歳名勝」より）
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の
記
事
に
も
、

●
千
歳
通
信

▲
つ
る
の
温
泉

三
川
駅
よ
り
二
里
追
分
よ
り
二
里
強
前
面
廣
闊
な
る
馬
追
ヲ
サ
ツ
の
両

沼
に
眺
み
湖
を
隔
て
て
樽
前
、
恵
庭
、
藻
岩
の
峰
連
り
眺
望
頗
る
可
し
松
原
温
泉
宿
就

中
完
備

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
明
治
四
十
三
年
度
の
千
歳
村
湯
屋
税
課
税
等
級
を
み
る
と
、
松

原
清
左
衛
門
は
一
等
級
で
税
額
が
一
円
三
〇
銭
と
な
っ
て
い
る
。
等
級
標
準
は
、
年
間

収
入
四
〇
〇
円
以
上
が
一
等
級
、
二
〇
〇
円
以
上
四
〇
〇
円
未
満
が
二
等
級
（
税
額
五

〇
銭
）、
二
〇
〇
円
未
満
が
三
等
級
（
税
額
四
五
銭
）
と
し
て
い
た
。
最
も
高
い
等
級

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
繁
昌
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
代
目
松
原
哲
か
ら
の
聴
取
り
（
昭
和
五
十
一
年
八
月
）
で
は
、
温
泉
を
発
見
し
た

清
左
衛
門
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
か
ら
こ
こ
に
お
湯
が
湧
く
こ
と
を
聞
い
て
見
に
来
た
ら
し

く
、
鶴
が
足
を
癒
し
た
と
の
由
来
か
ら
「
鶴
の
湯
」
と
の
名
前
を
つ
け
た
ら
し
い
と
話

し
て
い
る
。
明
治
三
十
五
年
一
月
発
行
『
殖
民
公
報

第
六
号
』
の
道
内
礦
泉
調
査
結

果
に
「
ケ
ヌ
チ
鑛
泉

胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
村

鹽
類
泉
」
と
あ
り
、
早
い
時
期
か
ら

確
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
は
客
室
を
増
築
し
、
三
階
建
て
の
豪
華
な
温
泉
旅
館
に

し
た
。

昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
、
二
代
目
清
之
助
、
三
代
目
敏
夫
が

続
い
て
亡
く
な
り
、
旅
館
業
は
一
時
的
に
閉
鎖
さ
れ
た
。
こ
の
せ
い
か
、『
千
歳
・
恵

庭
・
廣
島
三
村
銘
鑑
録
』
に
、
信
田
温
泉
、
明
石
温
泉
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
松
原

温
泉
が
見
あ
た
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
止
湯
に
入
り
に
来
る
人
も
多
い
の
で
風
呂
だ
け
は
続
け
て
い

た
。
ま
た
、
泉
質
が
神
経
痛
、
リ
ュ
ー
マ
チ
に
良
い
の
で
日
帰
り
の
湯
治
客
も
多
か
っ

た
と
い
う
。

八
幡
温
泉
（
現

信
田
温
泉
）

泉
郷
郷
土
史
『
ケ
ヌ
フ
チ
物
語
』
に
よ
る

と
、
八
幡
温
泉
は
現
在
の
信
田
温
泉
で
あ

り
、
昔
か
ら
道
路
よ
り
高
い
山
腹
か
ら
湧
出

し
、
ヤ
ケ
ド
や
あ
ら
ゆ
る
皮
膚
病
に
効
き
、

ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
も
利
用
し
て
い
た
も
の
と

推
測
し
て
い
る
。
明
治
二
十
三
年
に
千
歳
由

仁
道
路
が
こ
の
そ
ば
を
通
る
こ
と
に
な
っ

た
。
三
十
年
頃
、
道
筋
で
便
利
な
と
こ
ろ
で

も
あ
る
た
め
、
住
民
が
共
同
で
小
屋
を
作

り
、
湯
桶
を
置
き
、
薪
を
持
ち
寄
っ
て
、
風

呂
と
し
て
利
用
し
て
い
た
と
い
う
。

三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
頃
、
小
林
オ
コ
マ
と
い
う
人
が
住
み
、
風
呂
番
を
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
依
然
と
し
て
薪
は
持
ち
寄
り
だ
が
、
一
銭
か
ら
五
厘
く
ら
い
の
入
浴
料

を
取
っ
て
い
た
と
い
う
（『
ケ
ヌ
フ
チ
物
語
』）。
四
十
三
年
度
の
湯
屋
税
納
税
者
に
小
林

源
作
の
名
前
が
み
ら
れ
、
三
等
級
で
税
額
四
五
銭
と
な
っ
て
い
る
。

大
正
初
期
に
な
り
、
近
く
に
門
間
炭
礦
が
発
見
さ
れ
る
と
人
の
往
来
が
多
く
な
り
、

旅
館
ら
し
く
造
り
か
え
た
。
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
に
ケ
ヌ
フ
チ
に
移
住
し
て
き
た

信
田
善
吉
は
同
八
年
、
小
林
オ
コ
マ
所
有
の
八
幡
温
泉
を
買
い
受
け
、
信
田
よ
し
の
名

義
で
信
田
温
泉
と
改
称
し
、
造
材
業
の
か
た
わ
ら
宿
業
を
続
け
た
。

当
時
の
札
幌
北
辰
病
院
長
、
関
場
不
二
彦
博
士
の
効
能
書
に
よ
れ
ば
、

一
、
乾
癬

二
、
発
汗
過
多

三
、
慢
性
蕁
麻
疹

四
、
脂
溢
症

五
、
腺
病
性
皮
膚
病

六
、
急
性
発
疹
症
ノ
恢
復
期

七
、
慢
性
湿
疹

八
、
鮮
膚
疹

九
、
其
ノ
他
諸
病

（『
千
歳
・
恵
庭
・
廣
島
三
村
銘
鑑
録
』）

と
あ
り
、
一
般
的
に
は
皮
膚
病
、
火
傷
に
効
く
と
い
っ
て
い
る
。

写真３－１５ 八幡温泉（千歳・恵庭・広島三村
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丸
駒
温
泉
（
恵
庭
温
泉
）

支
笏
湖
丸
駒
温
泉
に
つ
い
て
『
千
歳
・
恵

庭
・
廣
島
三
村
銘
鑑
録
』
で
は
、「
本
温
泉

ハ
佐
々
木
初
太
郎
氏
ノ
経
営
ニ
係
リ
大
正
五

年
以
来
人
跡
未
踏
ノ
地
ヲ
開
発
純
真
質
実
ノ

経
営
ニ
依
リ
探
勝
ノ
士
ヲ
シ
テ
真
ニ
之
ノ
仙

境
ヲ
愛
デ
シ
ム
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

支
笏
湖
温
泉
（
通
称
丸
駒
温
泉
）
ハ
支
笏

湖
千
歳
川
口
ノ
対
岸
恵
庭
山
麓
ニ
存
シ
山

水
明
眉
原
始
ノ
儘
ノ
仙
境
ニ
シ
テ
特
ニ
夕

景
紺
碧
ノ
湖
面
恵
庭
山
ノ
偉
容
倒
映
ス
ル
ヲ
浴
槽
ニ
展
望
ス
ル
ノ
時
心
身
脱
落
恍
忽
ト
シ

テ
脱
塵
ノ
三
昧
境
ヲ
彷
徨
ス
又
初
夏
ヨ
リ
中
秋
ニ
至
ル
間
支
笏
湖
ノ
特
産
姫
鱒
ヲ
釣
魚
此

ノ
発
溂
タ
ル
生
魚
ヲ
食
卓
ニ
供
ス
其
ノ
佳
味
言
語
ニ
絶
ス
冬
期
ハ
稍
々
不
便
ナ
ル
モ
春
ヨ

リ
晩
秋
ニ
至
ル
間
ハ
交
通
便
遊
覧
探
勝
ノ
地
ト
シ
テ
最
モ
適
ス

泉
質
は
弱
食
塩
泉
で
、
神
経
痛
、
胃
腸
病
、
リ
ウ
マ
チ
等
に
効
く
と
さ
れ
て
い
る
。

創
業
者
の
佐
々
木
初
太
郎
は
福
島
県
出
身
で
、
明
治
四
十
年
か
ら
建
設
が
始
ま
っ
た

王
子
製
紙
の
千
歳
第
一
発
電
所
建
設
の
た
め
、
千
歳
に
や
っ
て
来
た
。

発
電
所
は
四
十
三
年
に
完
成
す
る
が
、
座
骨
神
経
痛
を
患
っ
て
い
た
初
太
郎
は
、
現

在
の
丸
駒
の
地
に
温
泉
が
湧
き
出
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
大
正
四
年
一
月
、
草
葺
き
小

屋
を
建
て
て
湯
治
を
続
け
、
開
業
し
た
の
が
現
在
の
「
丸
駒
温
泉
旅
館
」
の
始
ま
り
で

あ
る
。

初
太
郎
が
開
業
準
備
の
た
め
に
地
面
を
掘
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
建
物
跡
の
土
台
を
見

つ
け
、先
住
者
が
い
た
こ
と
を
知
る
。そ
れ
は
恵
庭
の
総
代
人
も
務
め
た
塩
谷
栄
作
で
、

か
つ
て
そ
の
場
所
に
温
泉
を
見
つ
け
旅
館
を
開
業
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
父
初
太
郎

の
跡
を
継
ぎ
、
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
ま
で
丸
駒
温
泉
を
経
営
し
て
い
た
佐
々

木
広
見
に
よ
る
、「
支
笏
湖
物
語
」（『
千
歳
を
知
る
会
二
十
周
年
記
念
誌
』）
で
、「
お
祖
父

さ
ん
（
塩
谷
栄
作
）
の
飼
っ
て
い
る
馬
に
、
丸
駒
と
い
う
名
の
太
っ
た
馬
が
い
て
、
お

祖
父
さ
ん
は
、
そ
の
馬
を
一
番
可
愛
が
っ
て
い
て
、
い
つ
も
段
付
け
馬
の
先
頭
に
し
て

温
泉
ま
で
通
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
馬
の
名
を
と
っ
て
丸
駒
温
泉
と
し
た
そ
う
で
す
」

と
あ
る
。
塩
谷
が
恵
庭
で
経
営
し
て
い
た
旅
館
の
屋
号
も
�駒
で
「
丸
駒
さ
ん
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
と
い
う
話
も
あ
る
。
初
太
郎
は
こ
れ
ら
を
知
り
、「
丸
駒
温
泉
」
を
屋
号
に

し
た
と
い
う
。

こ
の
地
の
温
泉
に
つ
い
て
は
、
明
治
天
皇
行
幸
時
の
戸
長
に
よ
る
村
の
状
況
報
告
に

「
こ
の
湖
水
の
西
北
に
温
泉
あ
り
、
古
来
よ
り
舊
土
人
の
病
あ
る
者
は
是
に
浴
し
て
治

す
當
時
は
近
國
の
郡
村
民
来
り
て
湯
治
す
る
も
の
多
し
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
殖
民
公

報

第
六
号
』（
明
治
三
十
五
年
一
月
発
行
）
に
は
「
エ
ニ
ワ
温
泉

胆
振
国
千
歳
郡

烏
柵
舞
村

一
二
〇
度
（
華
氏
温
度
）

鹽
類
泉
」
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

初
太
郎
が
来
る
前
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
烏
柵
舞
道
路
が
開
通
す
る
ま
で
、
千
歳
か
ら
湖
畔
へ
の

道
路
も
未
整
備
で
交
通
機
関
は
な
く
、
苫
小
牧
か
ら
の
王
子
製
紙
に
よ
る
発
電
所
建
設

の
た
め
の
材
料
や
人
、
さ
ら
に
木
材
を
運
ぶ
軽
便
鉄
道
、
通
称
「
山
線
」
が
あ
っ
た
の

み
で
あ
る
。
そ
れ
も
湖
畔
ま
で
で
、
丸
駒
ま
で
の
物
資
や
客
の
輸
送
は
舟
に
頼
る
ほ
か

な
か
っ
た
。
特
に
冬
期
間
、
支
笏
湖
は
不
凍
湖
と
は
い
え
、
風
も
強
く
波
も
高
い
厳
し

い
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
れ
に
湖
が
凍
結
す
る
と
物
資
も
客
も
止
っ
て
し
ま
っ
た
。

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
支
笏
湖
丸
駒
温
泉
旅
館
八
〇
年
記
念
誌
』

の
中
、
丸
駒
温
泉
株
式
会
社
佐
々
木
金
治
郎
社
長
と
支
笏
湖
観
光
運
輸
株
式
会
社
八
木

勝
男
社
長
と
の
座
談
会
で
冬
期
間
の
厳
し
い
環
境
に
つ
い
て
、
佐
々
木
は
「
冬
季
は
北

西
の
季
節
風
も
強
く
、
波
は
高
く
て
ふ
だ
ん
は
と
て
も
出
掛
け
ら
れ
な
い
。
出
る
と
な

れ
ば
た
ま
た
ま
氷
の
張
っ
た
時
に
、
湖
岸
を
歩
い
て
渡
っ
た
ん
で
す
」、
食
糧
に
つ
い

写真３－１６ 丸駒温泉（千歳・恵庭・廣島三
村銘鑑録より）
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て
は
「
冬
に
な
る
前
に
大
量
に
買
い
込
ん
で
お
く
ん
だ
ね
。
米
五
俵
と
か
、
一
〇
俵
と

か
を
ま
と
め
て
ね
。野
菜
類
は
温
泉
が
湧
い
て
い
て
温
か
い
の
で
シ
バ
れ
な
い
。穴
掘
っ

て
土
の
中
に
埋
め
て
入
れ
て
保
存
す
る
と
い
う
や
り
方
だ
っ
た
」
と
話
し
て
い
る
。

ま
た
、『
殖
民
公
報

第
六
号
』
の
礦
泉
調
査
結
果
に
、

オ
コ
タ
ン
ペ
ツ
温
泉

胆
振
国
千
歳
郡
烏
柵
舞
村

一
〇
〇
度

含
硫
鹽
類
泉

タ
プ
コ
プ
ラ
温
泉

仝

一
二
〇
度

亞
爾
加
里
鹽
類
泉

下
ノ
内
鑛
泉

仝
郡
千
歳
村

六
四
・
四
度

鹽
類
泉

※
温
度
は
華
氏
温
度

と
掲
載
さ
れ
、
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
十
一
月
二
十
二
日
の
『
北
海
道
毎
日
新

聞
』
の
記
事
に
は
、

○
鉱
泉
免
許

札
幌
区
南
四
条
西
六
丁
目
須
賀
保
綱
氏
は
千
歳
郡
烏
柵
舞
村
支
笏
湖
畔

字
ヲ
コ
タ
ン
パ
ツ
湧
出
鉱
泉
を
発
見
し
医
学
得
業
生
野
崎
三
郎
氏
の
分
析
表
医
治
効
能
浴

法
書
を
添
へ
小
樽
区
信
香
裏
町
四
番
地
平
井
臣
親
代

札
幌
区
北
四
条
西
六
丁
目
二
番
地
小
野
五
助
氏
は
仝
所
字
タ
プ
ヲ
プ
ラ
湧
出
鉱
泉
を
発
見

し
薬
剤
師
鈴
木
茂
作
医
学
士
關
場
不
二
彦
氏
の
医
治
効
能
書
及
浴
用
服
剤
書
を
添
へ
其
筋

へ
出
願
中
の
処
執
れ
も
許
可
せ
さ
れ
た
り

と
あ
り
、
オ
コ
タ
ン
ペ
地
区
の
温
泉
も
こ
の
時
期
に
確
認
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「
下
ノ
内
鑛
泉
」
は
ど
こ
の
温
泉
を
指
す
の
か
不
明
で
あ
る
。
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医

療

医
療
の
は
じ
ま
り

わ
が
国
の
衛
生
行
政
が
本
格
的
に
軌
道
に
乗
り
出
し
た
の
は
、
文
部
省
医
務
局
に
よ

り
、
明
治
七（
一
八
七
四
）年
に
医
制
が
発
布
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
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る
。
医
制
は
、

七
六
ヵ
条
よ
り
な
り
、
国
民
の
健
康
の
保
護
や
治
療
を
目
的
と
し
、
西
洋
医
学
に
基
づ

く
医
学
教
育
の
確
立
の
ほ
か
、
病
院
の
開
設
や
医
師
・
産
婆
・
鍼
灸
業
者
の
免
許
制

度
、
薬
事
な
ど
に
つ
い
て
、
様
々
な
方
針
を
示
し
た
（『
医
制
百
年
史
』）。

一
方
、
北
海
道
に
お
い
て
は
、
明
治
二
年
七
月
に
開
拓
使
が
設
置
さ
れ
、
新
政
府
は

開
拓
使
の
設
置
と
同
時
に
、
東
京
大
学
東
校
に
医
学
教
育
を
要
請
す
る
と
共
に
、
海
外

か
ら
教
師
を
招
聘
し
、
医
学
教
育
を
開
始
す
る
な
ど
し
て
、
北
海
道
の
医
療
対
策
の
措

置
を
講
じ
て
い
る
。『
開
拓
使
事
業
報
告
第
四
編
（
以
下
、
事
業
報
告
）』
で
は
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

○
衛
生

総
説

（
略
）
東
京
大
学
東
校
医
員
ヲ
撰
ヒ
病
院
ヲ
函
館
ニ
設
ケ
教
師
ヲ
海
外
ヨ
リ
招
キ
医
学
ヲ

函
館
札
幌
両
所
ニ
興
シ
病
ヲ
療
シ
生
徒
ヲ
教
授
シ
中
毒
救
急
法
ヲ
編
次
シ
テ
動
植
物
ノ
有

毒
ヲ
示
シ
近
世
医
説
ヲ
著
シ
医
術
ノ
開
進
ヲ
諭
シ
種
痘
ヲ
施
シ
梅
毒
ヲ
検
査
シ
産
科
ヲ
教

授
シ
伝
染
病
ヲ
予
防
シ
衛
生
ノ
道
尽
サ
ル
所
ナ
シ
因
テ
所
在
病
院
年
ヲ
逐
テ
増
加
シ
医
ヲ

業
ト
シ
方
ヲ
作
ル
者
踵
ヲ
接
シ
テ
出
テ
全
道
到
處
医
薬
有
サ
ル
ナ
キ
ニ
至
レ
リ
是
豈
開
拓

ノ
実
效
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
ケ
ン
ヤ

開
拓
に
お
い
て
は
、
北
海
道
の
気
候
・
風
土
と
は
異
な
る
土
地
か
ら
の
移
民
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
こ
と
や
、
入
植
先
に
は
病
院
等
十
分
な
医
療
整
備
が
な
い
な
か
で
開
拓
を

推
進
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
な
ど
か
ら
医
師
の
養
成
な
ど
も
含
め
て
、
医

療
対
策
の
整
備
は
開
拓
の
成
否
に
か
か
わ
る
課
題
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

「
事
業
報
告
」
に
よ
る
と
、
札
幌
本
庁
に
医
師
の
在
勤
が
命
じ
ら
れ
、
小
樽
郡
銭
函
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村
に
開
拓
使
仮
庁
舎
が
置
か
れ
治
療
が
始
ま
っ
た
の
が
明
治
二
年
九
月
。
札
幌
村
に
小

屋
が
建
て
ら
れ
仮
病
院
と
な
っ
た
の
が
同
年
十
一
月
で
あ
っ
た
。

明
治
五
年
に
始
ま
っ
た
開
拓
使
十
年
計
画
で
は
、「
第
一
疾
病
ヲ
治
療
シ
人
命
ヲ
保

持
ス
ル
ノ
儀
ハ
、
開
拓
ノ
最
緊
要
タ
ル
筋
ニ
シ
テ
須
臾
モ
緩
メ
難
仕
（
後
略
）」
と
さ

れ
、
積
極
的
に
推
進
さ
れ
た
。「
事
業
報
告
」
の
明
治
五
年
九
月
に
は
、「
後
志
国
余
市

郡
川
村
岩
内
郡
御
鉾
内
村
古
平
郡
浜
中
村
古
宇
郡
神
恵
村
忍
路
郡
忍
路
村
積
丹
郡
日
司

村
石
狩
国
浜
益
郡
茂
生
村
厚
田
郡
厚
田
村
膽
振
国
勇
拂
郡
苫
小
牧
村
白
老
郡
白
老
村
ニ

病
院
ヲ
設
ク
」
と
あ
り
、
道
内
一
〇
ヵ
所
に
官
立
病
院
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
特
に
開
拓
の
地
に
あ
っ
て
は
民
間
の
医
療
機
関
へ
の
依
存
は
全
く
不
可
能
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
他
県
に
比
較
し
道
内
で
群
を
抜
い
て
公
立
病
院
が
そ
の
数
自
体

や
割
合
が
多
か
っ
た
の
は
、
開
拓
を
推
進
す
る
立
場
の
官
が
そ
の
推
進
を
図
る
必
要
が

あ
っ
た
こ
と
に
拠
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
官
立
病
院
は
、
度
々
、
名
称
が

変
遷
し
て
お
り
、「
事
業
報
告
」
の
中
で
も
、
明
治
六
年
ま
で
は
「
札
幌
病
院
何
々
（
所

在
地
名
）
診
療
所
」
の
ほ
か
、

〔
明
治
七
年
〕
○
一
月
各
郡
病
院
ヲ
出
張
病
院
ト
改
称
ス

〔
九
年
〕
○
四
月
各
出
張
病
院
ヲ
某
病
院
出
張
所
ト
改
称
シ
事
務
手
順
ヲ
定
ム

○
九
月
各
郡
病
院
出
張
所
ヲ
札
幌
病
院
某
出
張
所
ト
改
称
シ
規
則
ヲ
修
正

シ
患
者
総
計
表
ヲ
製
シ
半
年
毎
ニ
札
幌
病
院
ニ
出
サ
シ
ム

と
記
さ
れ
、
明
治
八
年
に
は
石
狩
病
院
が「
石
狩
出
張
病
院
」と
改
称
す
る
な
ど
、
様
々

な
名
称
変
更
や
規
則
の
改
正
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。

公
立
勇
払
病
院

『
苫
小
牧
町
史
』
に
よ
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
札
幌
病
院
勇
払
出
張
所
も
、
明
治

六
年
に
は
白
老
出
張
所
と
併
合
し
た
ほ
か
、
翌
年
一
月
に
は
勇
払
出
張
病
院
、
八
年
二

月
に
は
勇
払
病
院
派
出
所
、
九
年
四
月
、
勇
払
病
院
出
張
所
と
そ
れ
ぞ
れ
改
称
、
さ
ら

に
同
年
九
月
に
は
札
幌
病
院
勇
払
出
張
所
と
改
め
、
明
治
十
年
一
月
に
廃
止
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
十
一
年
十
二
月
に
開
拓
使
よ
り
譲
受
し
、
公
立
勇
払
病
院

と
し
て
創
設
。
こ
の
時
期
、
官
立
の
病
院
の
廃
止
に
伴
っ
て
、
全
道
各
地
に
公
立
病
院

の
設
立
が
起
こ
っ
て
お
り
、
勇
払
病
院
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

一
方
、
明
治
初
年
代
の
千
歳
地
域
の
医
療
関
係
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な

い
。明

治
十
年
代
に
は
、
千
歳
の
駅
逓
取
扱
人
を
務
め
た
越
後
の
医
師
、
仁
保
耕
雲
の
名

が
あ
る
と
さ
れ
る
。
仁
保
は
六
年
十
二
月
に
札
幌
で
開
業
し
、
後
に
は
野
高
政
造
と
改

名
し
た
よ
う
だ
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
（『
市
立
札
幌
病
院
百
年
史
』）。
明

治
十
八
年
に
は
、
群
馬
県
上
野
国
出
身
の
医
師
・
真
下
喜
久
治
と
、
札
幌
県
胆
振
国
、

勇
払
、
白
老
、
千
歳
、
三
郡
各
戸
長
が
、
公
立
勇
払
病
院
に
勤
務
す
る
た
め
の
契
約
を

交
わ
し
て
い
る
。月
俸
は
二
〇
円
、二
年
間
は
勤
務
を
継
続
す
る
旨
の
記
載
も
見
ら
れ
、

満
期
解
職
時
に
は
旅
費
と
し
て
五
〇
円
一
〇
銭
を
支
給
す
る
と
記
録
さ
れ
る
な
ど
、
医

師
の
確
保
が
急
務
で
あ
り
か
つ
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
医
師
一
人
と
三
郡
と
の
契
約
で
あ
り
、
千
歳
村
民
に
と
っ
て
、

医
療
は
物
理
的
な
面
に
お
い
て
も
、
身
近
な
存
在
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。

一
方
、
勇
払
病
院
は
そ
の
後
、
村
立
病
院
と
な
る
も
明
治
四
十
五
年
に
は
村
営
で
の

存
続
が
不
可
能
と
な
り
、
建
物
、
器
械
な
ど
の
一
切
を
貸
与
し
て
個
人
経
営
と
し
、
同

時
に
そ
の
医
師
が
村
医
を
兼
ね
る
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
。

治
療
費

明
治
初
期
、開
拓
を
推
進
す
る
た
め
に
、移
民
に
対
し
様
々
な
扶
助
が
行
わ
れ
た
が
、

医
療
費
の
面
で
も
官
立
病
院
で
は
当
初
、
無
料
診
療
や
減
額
な
ど
の
措
置
が
取
ら
れ
て

い
た
。「
事
業
報
告
」
に
は
、「〔
四
年
〕
五
月
判
任
以
上
官
吏
治
療
ハ
薬
価
ヲ
収
メ
農

商
工
ハ
薬
価
ヲ
徴
セ
ス
」
と
あ
り
、
農
商
工
は
官
費
負
担
と
記
し
て
あ
る
。

し
か
し
、
翌
年
明
治
五
年
七
月
に
は
「（
中
略
）
薬
価
賄
料
商
工
ハ
自
費
ト
シ
、
移

６５２
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農
及
貧
民
舊
土
人
皆
官
費
ト
ス
」

と
な
り
、
明
治
六
年
二
月
に
は
さ

ら
に
「
各
郡
病
院
規
則
ヲ
定
ム
従

前
等
外
吏
移
農
民
等
官
費
治
療
ヲ

廃
シ
官
費
生
徒
旧
土
人
及
市
在
困

窮
者
ノ
ミ
官
費
治
療
ト
ス
」
と
な

り
、
官
費
治
療
の
対
象
は
更
に
限

定
さ
れ
て
い
っ
た
。
明
治
九
年
十

一
月
に
は
「
貧
富
ヲ
問
ワ
ズ
総
テ

官
費
治
療
ヲ
廃
ス
」
と
度
々
、
改

定
が
行
わ
れ
、
苦
し
い
経
営
事
情
が
伺
わ
れ
、
明
治
十
年
以
降
は
、
官
立
の
病
院
を
徐
々

に
縮
小
す
る
方
針
を
取
っ
て
い
る
。

当
時
の
入
院
費
等
医
療
費
の
一
端
を
示
す
と
表
３－

３２
の
と
お
り
で
あ
る
。

村
医
の
配
置
（
町
村
医
制
度
）

北
海
道
庁
は
、
明
治
二
十
一
年
四
月
「
町
村
医
設
置
規
則
」
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は

官
立
病
院
の
廃
止
後
、
公
立
私
立
の
病
院
、
あ
る
い
は
開
業
医
の
い
な
い
地
域
の
医
療

対
策
と
し
て
町
村
が
費
用
を
負
担
し
て
医
師
の
報
酬
を
工
面
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
み
あ

明
治
二
十
一
年
に
山
森
丹
宮
医
師
が
勇
払
公
立
病
院
医
員
を
経
て
千
歳
郡
各
村
村
医

と
な
っ
て
い
る
。
山
森
は
三
十
年
に
千
歳
郡
漁
・
島
松
村
村
医
と
な
り
、
四
十
四
年
三

月
に
茂
漁
に
医
院
を
開
業
し
て
い
る
（『
恵
庭
市
史
』）。

一
方
、
千
歳
村
の
辞
令
と
し
て
、
現
存
す
る
村
医
の
記
録
と
し
て
は
、
明
治
三
十
五

年
の
村
医
雇
い
入
れ
辞
令
が
あ
る
。

村
医
雇
入
辞
令
案高

橋

甲
子
郎

千
歳
郡
千
歳
長
都
蘭
越
烏
柵
舞
村
医
ヲ
命
ス

月
俸
二
十
五
円
給
與

明
治
三
十
五
年
五
月
十
二
日

千
歳
郡
千
歳
外
三
村
戸
長
役
場

こ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
三
十
五
年
に
医
師
高
橋
甲
子
郎
を
千
歳
、
長
都
、
蘭
越
、
烏

柵
舞
の
村
医
と
し
て
、
千
歳
外
三
村
で
雇
い
上
げ
た
と
さ
れ
る
。
村
医
の
月
俸
は
二
五

円
。当

時
、
開
拓
民
の
健
康
は
開
拓
の
進
捗
を
左
右
す
る
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
も
の

の
、医
師
の
確
保
は
容
易
で
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。そ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
か
、

村
医
は
度
々
、
交
代
し
て
い
る
。

村
医
と
な
っ
た
高
橋
甲
子
郎
は
、
わ
ず
か
半
年
後
に
あ
た
る
同
年
十
一
月
八
日
に

は
、
何
ら
か
の
理
由
で
退
職
。
解
職
辞
令
案
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
退
職
理

由
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
三
ヵ
月
間
の
空
白
期
間
を
置
き
、
翌
年
に
あ
た
る
明
治

三
十
六
年
二
月
二
十
八
日
、
三
村
に
て
園
田
実
を
、
村
医
と
し
て
月
額
二
五
円
で
雇
い

入
れ
て
い
る
。

村
医
園
田
実
は
、
一
年
後
の
明
治
三
十
七
年
二
月
十
二
日
依
願
退
職
。
松
橋
宇
宙
が

村
医
に
就
任
し
た
の
は
、
翌
月
三
十
七
年
三
月
六
日
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
三
十
八
年
、
松
橋
宇
宙
は
い
っ
た
ん
、
依
願
退
職
。
し
か
し
、
明
治
四
十
年
四

月
四
日
、
再
び
三
村
村
医
に
就
任
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
松
橋
の
月
給
は
三
〇
円
と
五

円
ほ
ど
昇
給
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
正
三
年
に
は
、
村
医
松
橋
宇
宙
に
対
し
、
恩
賜

財
団
済
生
会
救
急
委
員
を
嘱
託
す
る
辞
令
が
発
令
さ
れ
る
。

松
橋
宇
宙
は
、
大
正
七
年
四
月
十
日
、
依
願
退
職
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
慰
労
金
と

し
て
一
〇
〇
円
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

松
橋
宇
宙
に
つ
い
て
は
、「
千
歳
地
方
住
民
の
た
め
に
日
夜
、
寝
食
を
忘
れ
、
医
療

全
般
に
渡
っ
て
村
医
の
職
を
全
う
し
た
」（『
北
海
道
医
師
会
史
』）
と
さ
れ
て
い
る
が
、

明
治
四
十
五
年
七
月
に
、
岩
手
県
遠
野
町
よ
り
当
時
の
千
歳
村
に
戸
籍
を
転
籍
し
、
依

表３－３２ 入院等医療費（単位：円）

薬価・入院費（札幌本庁）
明治
６年

明治
１１年

入院費
（賄料・１日分）

上 等 ０．３７５ ０．３００

中 等 ０．２５０ ０．２５０

下 等 ０．１８５ ０．２００

薬 価
（１日分）

水 薬 ０．０４９ ０．０５０

丸散薬 ０．０１３ ０．０４０

煎 薬 ０．０１３

薬 価

眼薬１瓶 ０．０１６ ０．０２０

膏薬一具 ０．０１６

大０．０３０

中０．０２０

小０．０１０

外布薬１瓶 ０．０６２ ０．０３０

泡 剤 ０．０２０

『開拓使事業報告第四編』より

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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願
退
職
の
翌
年
に
あ
た
る
大
正
八
年
八
月
に
、
小
樽
区
花
園
に
て
七
八
歳
の
人
生
に
幕

を
閉
じ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

続
い
て
、
吉
田
武
雄
と
目
時
縁
次
郎
の
二
名
が
村
医
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

吉
田
医
師
は
大
正
九
年
ま
で
、
目
時
医
師
は
大
正
十
年
に
退
職
。
つ
い
で
、
泰
励
、
荒

井
清
次
郎
が
村
医
と
な
る
も
、
翌
年
に
は
共
に
依
願
退
職
し
て
い
る
（『
北
海
道
医
師
会

史
』）。
当
時
、
医
師
の
資
格
は
大
学
卒
業
に
よ
る
も
の
や
、
官
立
専
門
学
校
、
指
定
専

門
私
立
学
校
卒
業
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
医
師
の
経
歴
等
に
つ
い
て
詳
細
は
わ

か
っ
て
い
な
い
。

本
道
全
体
で
み
れ
ば
、
他
の
地
よ
り
往
来
し
開
業
す
る
医
師
も
現
れ
、
大
正
二
年
、

道
内
の
医
師
は
一
〇
六
五
人
と
増
加
し
、
医
師
一
人
あ
た
り
の
人
口
は
一
六
三
一
人

と
、
全
国
府
県
の
平
均
を
上
回
る
状
況
と
は
な
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
医
師
は
札
幌

区
や
小
樽
な
ど
の
都
市
部
に
集
中
し
て
い
た
。
千
歳
村
内
の
医
師
数
は
十
分
で
は
な

く
、
激
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

大
正
初
期
の
村
内
の
死
亡
原
因
を
み
る
と
、
肺
炎
及
び
気
管
支
炎
が
最
も
多
く
、
ほ

か
流
行
に
左
右
さ
れ
る
様
子
は
見
ら
れ
る
も
の

の
、
ジ
フ
テ
リ
ア
や
肺
や
そ
の
他
の
臓
器
の
結

核
な
ど
に
加
え
て
赤
痢
、
百
日
咳
、
梅
毒
と

い
っ
た
病
名
も
記
さ
れ
、
感
染
症
と
の
闘
い
が

続
い
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

村
医
の
確
保
の
困
難
さ
に
加
え
て
、
村
医
に

支
払
う
月
俸
も
、
当
時
の
村
に
と
っ
て
軽
い
負

担
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
正
八
年
の
村
財
政
の
経
常
部
の
歳
出
額
、

二
万
四
八
九
六
円
五
八
銭
に
対
し
、
村
医
費
は

一
三
六
〇
円
と
、
村
財
政
の
五
・
五
�
を
占
め

た
。な

お
、
大
正
八
年
当
時
の
医
院
と
患
者
数
は
、
表
３－

３３
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

同
年
の
千
歳
村
内
戸
数
は
九
一
三
戸
、
人
口
は
男
性
が
二
五
六
三
人
、
女
性
が
二
三

二
一
人
の
中
、
死
亡
は
一
一
〇
人
を
数
え
人
口
一
〇
〇
〇
対
の
死
亡
率
は
二
二
・
五
、

同
じ
く
出
生
は
人
口
一
〇
〇
〇
対
四
九
・
五
で
あ
っ
た
。

な
お
、
町
村
医
規
則
に
よ
る
補
助
金
額
は
順
次
、
漸
減
さ
れ
、
明
治
四
十
二
年
に
は

本
道
に
お
け
る
村
医
規
則
は
廃
止
と
な
っ
た
も
の
の
、
千
歳
に
お
い
て
は
昭
和
初
期
に

な
っ
て
も
村
医
費
が
町
費
予
算
に
計
上
さ
れ
て
お
り
長
く
続
い
た
。

産
婆
と
出
産

大
正
八
年
の
『
千
歳
村
勢
一
班
』
に
は
、
大
正
四
年
に
は
村
内
に
産
婆
が
一
人
い
た

と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
年
間
二
〇
〇
人
以
上
の
分
娩
を
、
そ
の
産
婆
一
人
が
取
り
上

げ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
大
正
元
年
の
記
録
で
は
、
産
婆
一
人
に
つ
き
、

出
産
児
の
平
均
は
九
四
・
四
五
人
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
併
せ
て
死
産
も
多
か
っ
た

こ
と
も
含
め
て
、
医
師
と
同
様
、
産
婆
も
激
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

道
内
で
産
婆
の
養
成
が
始
ま
っ
た
の
は
、
明
治
十
一
年
三
月
、
札
幌
、
函
館
、
根
室

の
三
病
院
に
て
教
科
目
を
制
定
し
て
産
婆
教
場
を
設
置
し
、
産
婆
の
良
否
は
母
子
の
生

死
に
か
か
わ
る
と
し
、
養
成
に
は
札
幌
病
院
産
婦
人
科
医
師
が
担
当
し
た
。
一
方
、
交

通
が
不
便
で
あ
る
な
ど
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
無
資
格
者
に
対
し
て
も
特
例
で
産
婆

業
を
許
可
し
、「
現
地
産
婆
」
と
称
し
て
い
た
。
大
正
二
年
に
は
全
道
に
お
い
て
産
婆

一
人
に
対
す
る
人
口
は
一
万
四
七
四
人
で
あ
り
、
登
録
し
て
い
る
産
婆
に
対
す
る
「
現

地
産
婆
」
の
率
は
二
五
・
二
一
�
で
あ
り
、
四
人
に
一
人
は
所
謂
、
医
学
的
な
知
識
が

十
分
で
は
な
い
産
婆
で
あ
っ
た
。

明
治
二
十
三
年
に
は
、
す
で
に
母
体
の
保
護
等
、
健
や
か
な
出
産
の
普
及
を
目
指
し

た
養
生
に
つ
い
て
の
産
婆
向
け
の
必
携
の
書
が
出
版
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
千
歳
村
に

お
け
る
産
婆
が
ど
の
よ
う
な
資
格
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
う
し
た
医
学
的
な
正
し
い
知
識

表３－３３ 大正８年当時の医員と患者数

医院名称 吉田医院 剣渕医院

位 置 千歳 剣渕

主治科目 内外科一般 内外科一般

従事者

医員 １ １

調剤員 １ １

計 ２ ２

外来患者

男 １，７２８ １，２５９

女 ８３２ １，０６７

合計 ※２，５６２ ２，３２６

『大正八年千歳村勢一班』より
※合計数は計算上合わないが原典のまま記載した。
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の
も
と
、
分
娩
の
取
り
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
大
方
は
、

経
験
に
頼
っ
た
「
取
り
上
げ
婆
さ
ん
」
の
介
助
に
よ
る
座
産
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

（『
野
幌
部
落
史
』）。

開
拓
当
時
の
出
産
・
産
後
が
、
過
酷
な
労
働
条
件
と
あ
い
ま
っ
て
、
女
性
に
と
っ
て

は
更
に
過
酷
で
あ
っ
た
こ
と
は
大
正
初
期
に
産
褥
熱
で
死
亡
す
る
女
性
が
千
歳
で
年
間

二
名
か
ら
三
名
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
推
測
で
き
る
。

伝
染
病
対
策
と
衛
生
組
合

各
種
の
感
染
症
対
策
は
、
重
要
か
つ
緊
急
の
課
題
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
天
然
痘（
痘

瘡
）
が
明
治
十
九
年
か
ら
二
十
年
に
か
け
て
全
国
的
に
流
行
し
、
千
歳
郡
で
も
十
九
年

に
患
者
二
人
が
発
生
し
、
そ
の
一
人
が
死
亡
し
た
。
対
策
の
種
痘
は
効
果
が
大
き
い
一

歳
未
満
一
〇
人
を
含
む
一
五
歳
未
満
を
対
象
と
し
郡
内
六
二
人
に
接
種
さ
れ
た
（『
北

海
道
庁
第
一
回
統
計
書
』）。
北
海
道
庁
で
は
、
町
村
衛
生
組
合
規
定
を
発
令
し
、
各
町
村

に
衛
生
組
合
の
組
織
を
推
進
。
明
治
三
十
四
年
四
月
に
は
、
千
歳
村
衛
生
組
合
が
設
立

さ
れ
て
い
る
。
大
正
十
一
年
度
の
「
千
歳
村
村
勢
一
覧
」
で
は
、
一
〇
三
八
人
の
人
員

を
擁
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
種
痘
や
伝
染
病
発
生
時
の
消
毒
な
ど
、
衛
生
に
関
す

る
役
場
の
事
業
を
助
け
て
い
た
と
同
時
に
衛
生
思
想
の
普
及
に
尽
力
し
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

大
正
四
年
に
は
、
種
痘
の
予
防
接
種
の
実
施
結
果
が
残
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
同
年

の
一
般
会
計
歳
出
に
も
六
五
円
の
衛
生
費
が
計
上
さ
れ
、
予
防
接
種
を
は
じ
め
各
種
の

衛
生
対
策
が
図
ら
れ
て
い
た
。

引
用
・
参
考
文
献

厚
生
省
医
務
局
『
医
制
百
年
史
』
一
九
七
六
年
／
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
『
明
治
前
期
産
業
発

達
資
料
別
冊
二
十
四
（
２
）』
一
九
六
七
年
／
『
苫
小
牧
町
史
』
一
九
四
〇
年
／
北
海
道
医
師
会

『
北
海
道
苫
小
牧
町
編
北
海
道
医
師
会
史
』
一
九
七
九
年
／
医
療
史
資
料
刊
行
会
『
医
療
史
資
料

復
刻
選
第
三
集
・
看
護
婦
・
助
産
婦
・
保
健
婦
養
成
施
設
調
査
』
一
九
七
七
年
／
札
幌
病
院
『
市

立
札
幌
病
院
百
年
史
』
一
九
七
二
年
／
関
矢
マ
リ
子
『
野
幌
部
落
史
』
野
幌
部
落
会
一
九
四
七

年
／
『
北
海
道
庁
第
一
回
統
計
書
』
一
八
八
六
年
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第
一
一
節

災

害

蝗
害明

治
十
三
（
一
九
八
〇
）
年
八
月
、
十
勝
支
庁
管
内
十
勝
川
、
札
内
川
両
流
域
に
蝗

害
（
ト
ノ
サ
マ
バ
ッ
タ
）
が
大
発
生
し
、
日
高
山
脈
を
飛
び
越
え
、
一
群
は
太
平
洋
岸

沿
い
に
虻
田
地
方
に
向
か
っ
た
。
勇
払
郡
で
枝
分
か
れ
し
た
一
群
は
石
狩
低
地
帯
沿
い

に
北
上
し
、
八
月
二
十
日
札
幌
に
飛
来
し
た
。
大
群
が
通
過
し
た
と
こ
ろ
で
は
粟
、
稗
、

玉
葱
、
牧
草
な
ど
は
も
と
よ
り
、
草
木
も
、
あ
と
か
た
な
く
食
い
つ
く
さ
れ
、
千
歳
・

島
松
の
牧
草
な
ど
は
全
滅
し
た
。
折
か
ら
室
蘭
お
よ
び
札
幌
付
近
に
は
農
民
が
定
着
し

て
耕
地
が
広
が
っ
て
い
た
だ
け
に
、
こ
れ
ら
の
バ
ッ
タ
の
大
発
生
は
農
作
物
に
大
き
な

被
害
を
も
た
ら
し
た
。
ト
ノ
サ
マ
バ
ッ
タ
は
キ
リ
ギ
リ
ス
や
コ
オ
ロ
ギ
と
同
じ
直
翅
目

に
属
す
る
昆
虫
で
そ
の
中
の
バ
ッ
タ
科
の
一
種
で
あ
る
。

開
拓
使
は
さ
っ
そ
く
雇
外
国
人
教
師
ら
を
現
地
に
派
遣
し
駆
除
に
努
め
た
。
十
一
月

「
蝗
虫
駆
除
法
施
行
順
序
」
を
定
め
、
虫
卵
の
孵
化
を
妨
げ
、
放
火
焼
失
の
法
を
お
こ

な
い
、
ま
た
米
国
の
方
法
に
な
ら
っ
て
器
械
・
石
油
等
を
用
い
て
幼
虫
の
駆
除
等
を
講

じ
た
（『
新
北
海
道
史
』
第
一
巻
概
説
）。

風
生
青
葉
ノ
繁
茂
ス
ル
所
ハ
何
植
物
ヲ
不
問
悉
ク
挙
テ
之
ヲ
喰
尽
シ
現
二
苫
小
細
駅
ヨ
リ

千
歳
駅
二
達
ス
ル
行
程
七
里
間
茫
々
曠
野
二
飛
墜
シ
満
面
寸
余
ノ
青
色
ヲ
身
ケ
ル
迄
二
惨

状
ヲ
極
メ
（『
農
務
�
末
第
五
号
第
一
六
冊
』）

当
局
は
最
初
、
一
冬
が
過
ぎ
れ
ば
凍
死
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か

し
、
翌
年
に
至
っ
て
再
び
大
発
生
を
み
た
。

十
勝
地
方
で
発
生
し
た
バ
ッ
タ
の
被
害
は
、
十
五
年
に
は
余
市
地
方
に
ま
で
及
び
、

十
六
年
に
は
寿
都
、
山
越
二
郡
に
達
し
た
。
開
拓
使
は
三
万
八
四
五
六
円
の
駆
除
費
を

投
じ
防
除
に
努
め
た
が
、
被
害
を
食
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

卵
一
升
で
数
万
匹
の
飛
蝗
が
発
生
し
た
。
各
地
で
様
々
な
駆
除
法
が
試
み
ら
れ
た
。

先
頃
、
札
幌
市
文
化
資
料
室
に
寄
贈
さ
れ
た
高
澤
家
文
書
に
明
治
十
年
代
の
文
書
が

大
量
に
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
中
に
長
都
村
の
「
飛
蝗
駆
除
人
夫
出
役
帳
」
が
含
ま
れ
て

い
た
。
残
念
な
が
ら
世
話
人
は
特
定
で
き
な
い
が
、
日
時
、
出
役
人
、
配
布
さ
れ
た
駆

除
剤
の
量
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
明
治
十
五
年
十
月
八
・
九
日
、
長
都
村
の
近
隣
か
ら
卵
子
採
集
人
夫

五
三
名
が
集
め
ら
れ
、
五
三
二
坪
ほ
ど
の
溝
が
掘
ら
れ
、
九
斗
九
升
の
石
油
あ
る
い
は

ア
ル
コ
ー
ル
が
撒
か
れ
た
。
油
気
が
強
す
ぎ
る
と
植
物
が
枯
れ
死
す
る
た
め
、
石
油
少

し
を
溜
水
、
ま
た
は
穴
に
陥
入
れ
さ
せ
幼
虫
が
落
ち
て
死
ぬ
の
を
ま
っ
た
。
一
日
坪
当

り
一
貫
三
百
匁
（
約
四
・
九
�
）
の
駆
除
剤
が
二
日
に
わ
た
り
散
布
さ
せ
ら
れ
た
。
漁

村
の
塩
谷
栄
作
も
開
拓
使
か
ら
「
漁
村
方
面
飛
蝗
駆
除
世
話
係
申
付
」
ら
れ
て
お
り
、

開
拓
使
は
各
地
に
駆
除
世
話
係
を
置
き
、村
人
の
出
役
、駆
除
剤
の
配
布
に
当
ら
せ
た
。

十
七
年
八
月
発
生
の
も
の
は
九
月
の
十
勝
地
方
の
長
冷
雨
の
た
め
、
バ
ッ
タ
の
卵
の

孵
化
が
で
き
ず
、
よ
う
や
く
終
焉
を
み
た
（『
帯
広
市
史
』）。

み
や
こ

本
村
で
の
農
作
物
の
被
害
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
近
年
ま
で
釜
加
と
都
に
そ

の
跡
の
あ
っ
た
バ
ッ
タ
塚
は
、
明
治
十
三
年
か
ら
十
七
年
ま
で
の
五
年
間
、
こ
の
地
方

を
襲
来
し
た
バ
ッ
タ
を
捕
捉
し
、
そ
れ
を
埋
め
た
も
の
で
、
幅
約
一
�
、
長
さ
数
�
に

及
ん
だ
も
の
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（『
増
補
』）。

参
考
文
献

高
澤
家
文
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「
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蝗
駆
除
人
夫
出
役
帳

長
都
村

明
治
十
五
年
十
月
」

札
幌
市
文
化
資
料
室

蔵

一
八
八
二
年
／
開
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使
札
幌
勧
業
係

『
北
海
道
飛
蝗
害
報
告
書
』
一
八
八
二
年
／
神
田
正

五

「
飛
蝗
物
語
」
『
苫
小
牧
市
史
編
さ
ん－

』
№
８

一
九
七
四
年
／
高
倉
新
一
郎

「
バ
ッ

タ
の
大
発
生
」『
新
北
海
道
史
』
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概
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一
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海
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史
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／
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『
帯
広
市
史
』
一
九
七
六
年
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第
一
二
節

警

察

開
拓
の
進
展
と
警
察
制
度
の
確
立

明
治
新
政
府
に
よ
る
蝦
夷
地
の
開
拓
が
進
め
ら
れ
る
中
、
早
く
か
ら
開
港
し
て
い
た

箱
館
に
往
来
す
る
外
国
人
や
、
開
拓
移
民
に
よ
る
事
件
が
多
発
し
、
治
安
の
維
持
が
求

め
ら
れ
、
箱
館
裁
判
所
時
代
か
ら
箱
館
府
兵
と
呼
ば
れ
る
小
規
模
な
軍
隊
が
駐
屯
し
て

い
た
。
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
八
月
に
函
衛
隊
と
改
称
さ
れ
、
四
年
に
は
護
衛
兵
と

改
め
警
備
治
安
を
担
っ
て
い
た
。

四
年
七
月
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
国
内
情
勢
が
不
安
定
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
新
し

い
警
察
制
度
を
確
立
し
治
安
維
持
に
万
全
を
期
す
べ
く
、
政
府
は
同
年
十
月
、
東
京
府

中
取
り
締
ま
り
の
た
め
邏
卒
三
〇
〇
〇
人
を
置
く
こ
と
を
決
め
、
京
都
、
大
阪
、
神
奈

川
な
ど
の
主
要
府
県
に
も
邏
卒
や
捕
亡
使
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。

函
館
在
勤
開
拓
判
官
杉
浦
誠
は
、
神
奈
川
県
に
倣
い
、
五
年
二
月
に
羅
卒
設
置
の
建

議
を
提
出
、
同
年
六
月
、
護
衛
兵
を
解
体
し
て
邏
卒
及
び
砲
卒
の
設
置
を
決
定
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
兵
備
と
警
察
が
分
離
し
、同
年
八
月
三
十
日
、正
式
に
設
置
が
認
め
ら
れ
、

北
海
道
警
察
の
誕
生
と
な
り
、
道
内
の
主
要
地
に
屯
所
を
設
置
し
、
邏
卒
や
捕
亡
手
先

に
よ
り
取
締
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

勇
払
・
白
老
・
千
歳
の
三
郡
も
、
捕
亡
手
先
の
派
遣
を
申
請
し
た
。

多
人
数
往
来
勿
論
戸
数
相
増
候
事
故
自
然
悪
党
共
立
廻
り
可
申
難
計
且
人
相
書
を
以
て
御

布
達
時
に
差
支
不
少
御
取
締
の
為
右
申
上
捕
亡
手
先
二
人
被
差
遣
度
候
云
々
。

（『
躍
進
千
歳
』）

し
か
し
派
遣
は
な
さ
れ
ず
に
、
七
年
二
月
、
民
間
人
で
あ
る
土
人
取
締
の
時
田
伝
内

が
捕
亡
手
先
の
兼
務
を
命
じ
ら
れ
、
三
郡
内
の
警
保
の
ほ
か
、
犯
罪
者
の
捜
査
、
逮
捕

に
協
力
し
た
。

政
府
は
八
年
三
月
、「
行
政
警
察
規
則
」
を
発
布
し
全
国
的
に
「
邏
卒
」
の
名
称
に

統
一
さ
れ
る
が
、
同
年
十
月
二
十
四
日
太
政
官
達
第
一
八
二
号
に
よ
り
「
巡
査
」
に
改

め
ら
れ
た
。
特
殊
地
域
で
あ
っ
た
北
海
道
で
は
府
県
あ
て
の
太
政
官
達
が
そ
の
ま
ま
適

用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
、「
行
政
警
察
規
則
」
と
ほ
ぼ
同

文
の
「
開
拓
使
行
政
警
察
規
則
」
が
布
達
さ
れ
、
巡
査
へ
の
改
称
が
発
令
さ
れ
た
。

十
年
一
月
、
内
務
省
よ
り
「
警
察
署
配
置
及
び
名
称
に
関
す
る
件
」
が
布
達
さ
れ
、

各
府
県
に
警
察
署
・
分
署
が
設
置
し
始
め
る
。
北
海
道
で
は
同
年
三
月
に
札
幌
・
函

館
、
七
月
に
は
根
室
の
巡
査
屯
所
が
警
察
署
お
よ
び
分
署
に
改
称
さ
れ
、
千
歳
郡
は
札

幌
警
察
署
の
直
轄
で
あ
っ
た
。

十
五
年
二
月
八
日
、
開
拓
使
は
廃
止
と
な
り
、
札
幌
・
函
館
・
根
室
の
三
県
が
置
か

れ
、同
年
三
月
そ
れ
ぞ
れ
に
警
察
本
署
が
設
置
さ
れ
た
。分
署
か
ら
警
察
署
へ
の
昇
格
、

分
署
の
新
設
な
ど
で
、
道
内
に
十
三
警
察
署
、
五
警
察
分
署
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
人
口

増
加
と
開
拓
の
進
捗
に
よ
り
、
十
八
年
ま
で
に
警
察
分
署
が
相
次
い
で
設
置
さ
れ
た
。

そ
の
中
で
、
苫
小
牧
村
に
札
幌
警
察
署
勇
払
警
察
分
署
が
設
置
さ
れ
（
明
治
十
七
年

二
月
二
十
三
日
札
幌
県
布
令
丁
第
二
十
二
号
）、
膽
振
国
勇
払
郡
、
白
老
郡
、
千
歳
郡
、

日
高
国
の
沙
流
郡
、
新
冠
郡
、
静
内
郡
が
管
下
と
な
っ
た
。

郡
区
長
と
警
察
署
長
の
兼
任

明
治
十
九
年
、
廃
県
置
庁
に
よ
り
北
海
道
庁
が
設
置
さ
れ
、
初
代
長
官
と
し
て
赴
任

し
た
岩
村
通
俊
は
、
警
察
機
構
の
大
改
革
を
断
行
す
る
。
行
政
組
織
の
簡
略
化
を
図
る

た
め
、
郡
区
事
務
と
警
察
事
務
を
一
本
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
二
十
年
五
月

に
札
幌
で
開
催
さ
れ
た
郡
区
長
会
議
で
岩
村
長
官
が
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

郡
区
長
ヲ
以
テ
警
察
署
長
ニ
充
ツ

本
道
政
治
上
ノ
構
成
ハ
、
内
地
ト
同
一
ナ
ル
ヲ
要
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
内
地
ニ
模
倣
ス

ル
ハ
、
最
モ
不
得
策
ノ
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ハ
、
前
ニ
叙
ベ
タ
ル
ガ
如
シ
。
警
察
構
成
ノ
如

ぼ
う
ば
く
り
ょ
う
げ
き

さ
い

キ
モ
其
一
ナ
リ
。
夫
レ
茫
漠
寥
闃
ナ
ル
北
海
道
ノ
曠
野
ニ
シ
テ
、
苟
ク
モ
纔
ニ
一
聚
落

ヲ
為
ス
ノ
地
ニ
ハ
必
ズ
郡
役
所
、
警
察
署
ヲ
設
置
シ
、
屹
然
相
対
シ
テ
、
各
事
務
ヲ
執
リ
、
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照
会
往
復
ニ
時
間
ト
手
数
ヲ
費
シ
、
甚
シ
キ
ハ
互
ニ
職
権
ノ
抵
触
ヲ
論
ジ
テ
拮
抗
相
下
ラ

ザ
ル
ノ
勢
ア
ル
如
キ
ハ
、
拙
ノ
最
モ
拙
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
況
ヤ
、
北
海
道
ノ
警
察
ノ
如
キ

ハ
、
最
モ
簡
単
軽
便
ナ
ル
方
法
ヲ
取
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
警
部
及
ビ
巡
査
ノ
如
キ
モ
、

専
ラ
本
分
ノ
職
務
ニ
従
事
ス
ル
ヲ
必
要
ト
セ
ズ
。
暇
ア
レ
バ
他
、
行
政
事
務
ヲ
補
助
ス
ル

等
ノ
覚
悟
無
ル
可
ラ
ズ
。
是
レ
、
本
長
官
ガ
、
道
庁
官
制
ノ
改
正
ヲ
建
議
ス
ル
ニ
当
リ
、

郡
区
長
ヲ
以
テ
、
警
察
署
長
ヲ
兼
務
セ
シ
ム
ル
ノ
案
ヲ
提
出
シ
タ
ル
所
以
ナ
リ
。
今
ヤ
、

郡
区
長
ハ
巳
ニ
警
察
署
長
ノ
任
ヲ
兼
掌
シ
タ
レ
バ
、
随
テ
其
官
署
ノ
如
キ
モ
、
之
ヲ
合
併

シ
、
郡
区
書
記
ハ
警
部
、
警
部
補
ヲ
兼
摂
シ
、
警
部
、
警
部
補
モ
郡
区
書
記
ヲ
兼
任
シ
、

巡
査
ニ
至
テ
モ
行
政
事
務
ノ
補
助
（
仮
令
バ
山
林
ノ
事
、
戸
籍
ノ
事
ノ
類
）
ヲ
為
サ
シ
メ

ン
事
ヲ
望
ム
。
但
、
建
物
狭
隘
ニ
シ
テ
、
今
日
直
ニ
衙
署
ヲ
併
ス
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ハ
巳
ヲ

得
ズ
、
後
年
ヲ
待
ツ
ベ
シ
ト
雖
ド
モ
、
其
吏
員
ノ
兼
摂
等
ノ
事
ハ
実
際
便
利
尠
カ
ラ
ザ
ル

ニ
付
、
速
ニ
其
計
画
ニ
従
ハ
ン
事
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
。

警
察
分
署
ハ
、
従
来
ノ
分
ハ
之
ヲ
廃
シ
、
更
ニ
各
町
村
戸
長
役
場
ヲ
以
テ
、
兼
テ
警
察

分
署
ニ
充
テ
、
毎
分
署
ニ
巡
査
、
凡
ソ
二
名
ヲ
配
置
シ
、
戸
長
ヲ
シ
テ
警
部
、
警
部
補
ヲ

兼
ネ
シ
メ
、
以
テ
分
署
長
ト
為
シ
、
部
内
ノ
警
察
ヲ
行
ハ
シ
メ
ン
ト
ス
。

（
以
下
略
）

（「
岩
村
長
官
施
政
方
針
演
説
書
」
よ
り
）

こ
の
よ
う
に
、
郡
区
役
所
所
在
地
に
警
察
署
を
置
き
、
郡
区
長
が
警
察
署
長
を
兼
務

し
、
郡
区
書
記
は
警
部
・
警
部
補
を
兼
任
、
警
部
・
警
部
補
も
郡
区
書
記
を
兼
任
し
、

巡
査
も
山
林
や
戸
籍
な
ど
の
一
般
行
政
事
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
一
月
北
海
道
庁
令
第
二
号
に
よ
り
「
各
郡
区
所
所
在
地

に
警
察
署
を
設
置
し
其
の
管
轄
区
域
は
郡
区
役
所
の
管
轄
区
域
に
同
じ
」
と
定
め
ら
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
同
年
五
月
、
勇
払
郡
役
所
は
勇
払
警
察
署
と
な
り
、
管
下
の
千
歳
分

署
は
戸
長
役
場
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
戸
長
が
警
察
分
署
長
と
し
て
警
部
・

警
部
補
を
兼
務
す
る
こ
と
と
な
り
、
戸
長
の
就
任
期
間
か
ら
考
え
る
と
最
初
の
千
歳
分

署
長
は
第
四
代
戸
長
の
下
平
良
平
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
次
の
訓
令
に
よ
り
新
分
署
に
は
巡
査
が
二
名
置
か
れ
た
。

今
般
庁
令
第
五
十
三
号
ヲ
以
テ
警
察
分
署
増
設
ニ
付
テ
ハ
左
ノ
通
心
得
可
シ

一

各
分
署
（
函
館
警
察
署
仲
浜
分
署
ヲ
除
ク
）
ニ
巡
査
二
名
ヲ
配
置
シ
其
勤
務
ハ
簡
ノ

方
法
ヲ
設
ケ
上
申
ス
ヘ
シ

一

分
署
ハ
戸
長
役
場
内
ニ
設
ク
。
但
従
前
分
署
ノ
設
立
ア
ル
地
ニ
於
テ
ハ
便
宜
戸
長
役

場
ヲ
分
署
ニ
移
転
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ

し
か
し
そ
の
後
、
北
海
道
の
拓
殖
の
発
展
が
進
み
、
諸
般
の
業
務
が
複
雑
さ
を
増
し

て
き
た
。
二
十
四
年
七
月
、
道
庁
官
制
が
改
正
さ
れ
警
察
部
が
置
か
れ
る
な
ど
、
庁
務

が
分
割
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
再
び
行
政
官
と
警
察
官
を
分
離
し
、
漸
次
専
任
の
警
察

官
を
配
置
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
。

二
十
二
年
一
月
に
行
政
区
改
革
に
よ
り
勇
払
郡
役
所
が
廃
止
と
な
り
、
千
歳
郡
は
札

幌
郡
役
所
に
編
入
と
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
勇
払
警
察
署
の
廃
止
と
、
千
歳
分
署
が

札
幌
警
察
署
管
轄
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

千
歳
巡
査
駐
在
所
の
設
置
と
新
築

明
治
二
十
四
年
十
月
、
北
海
道
庁
令
第
三
八
号
の
道
庁
官
制
改
正
、「
土
地
ノ
情
況

ニ
ヨ
リ
特
ニ
警
察
署
又
ハ
分
署
ヲ
設
置
シ
警
部
ヲ
以
テ
其
署
長
に
充
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得
」

に
よ
り
専
任
警
察
官
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
翌
年
七
月
、
札
幌
警
察
署
千
歳
巡

査
駐
在
所
が
で
き
、
三
木
勉
警
部
補
は
任
務
を
解
か
れ
、
戸
長
専
任
と
な
っ
た
。
そ
の

後
は
三
十
年
に
兼
任
制
が
廃
止
さ
れ
、
道
内
の
警
察
と
行
政
は
旧
来
の
姿
に
戻
っ
た
。

三
十
八
年
、
松
川
鶴
治
巡
査
の
在
任
時
、
そ
れ
ま
で
借
家
を
転
々
と
し
て
い
た
駐
在

所
は
、
部
落
有
志
の
寄
附
金
に
よ
り
独
立
し
た
駐
在
所
と
し
て
新
築
さ
れ
た
。

各
駐
在
所
の
変
遷

市
街
地
か
ら
離
れ
た
ケ
ヌ
フ
チ
、
キ
ウ
ス
、
ホ
ロ
カ
、
タ
ツ
ウ
シ
ナ
イ
地
区
は
岩
見

沢
警
察
署
由
仁
分
署
の
管
轄
下
に
あ
り
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
五
月
か
ら
は
同
分

署
内
の
三
川
巡
査
駐
在
所
が
幌
加
、
シ
ー
ケ
ヌ
フ
チ
地
区
、
南
巡
査
駐
在
所
が
ケ
ヌ
フ

６５８
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チ
、
キ
ウ
ス
地
区
を
管
轄
し
て
い
た
。
そ
し
て
十
年
十
月
十
日
（
道
庁
告
示
第
六
四
八

号
）、
剣
淵
巡
査
駐
在
所
が
設
置
さ
れ
札
幌
警
察
署
漁
村
巡
査
部
長
派
出
所
管
轄
内
と

な
っ
た
。

支
笏
湖
を
含
む
烏
柵
舞
村
で
最
初
に
警
察
官
が
配
置
さ
れ
た
の
は
、
明
治
の
お
わ
り

ご
ろ
、
発
電
所
の
建
設
に
伴
い
王
子
製
紙
が
費
用
負
担
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
請
願

巡
査
」
で
あ
っ
た
。「
請
願
巡
査
」
と
は
、
自
治
体
や
企
業
な
ど
の
請
願
に
よ
り
配
置

さ
れ
た
警
察
官
の
こ
と
で
、
大
規
模
な
工
事
現
場
や
鉱
山
な
ど
の
治
安
維
持
に
あ
た

り
、
請
願
者
が
費
用
を
負
担
す
る
。
同
様
の
例
と
し
て
明
治
二
十
三
年
に
夕
張
炭
鉱
開

発
に
着
手
し
た
北
炭
が
請
願
巡
査
派
出
所
を
設
置
し
て
い
る
。
発
電
所
建
設
に
は
全
国

か
ら
血
の
気
の
多
い
屈
強
な
男
た
ち
が
集
ま
り
、
争
い
ご
と
も
絶
え
な
か
っ
た
の
で
は

と
思
う
と
、
年
代
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
着
工
当
初
か
ら
配
置
さ
れ
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
、
美
笛
で
昭
和
十
一
年
に
創
立
し
た
千
歳
鉱
山
に
も
、「
千
歳
鉱
山
請

願
巡
査
駐
在
所
」
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
当
時
の
千
歳
町
要
覧
で
確
認
で
き
る
。

烏
柵
舞
地
区
の
管
轄
は
、
大
正
二
年
六
月
一
日
（
道
庁
令
第
四
五
号
）、
札
幌
警
察

署
か
ら
室
蘭
警
察
署
苫
小
牧
分
署
に
移
管
さ
れ
、
四
年
に
は
苫
小
牧
分
署
沼
ノ
端
巡
査

駐
在
所
管
轄
と
な
る
。
五
年
に
は
孵
化
場
附
近
と
ナ
イ
ベ
ツ
地
区
は
札
幌
警
察
署
管
轄

に
戻
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
除
く
支
笏
湖
ま
で
の
地
区
は
、
十
年
に
支
笏
湖
巡
査
駐
在
所

が
設
置
さ
れ
て
も
、
苫
小
牧
署
管
轄
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

引
用
・
参
考
文
献

北
海
道
警
察
本
部
『
北
海
道
警
察
史
（
一
）
明
治
・
大
正
編
』
一
九
六
八
年
／
北
海
道
庁
『
札

幌
県
布
令
全
書

明
治
十
七
年
』
一
八
八
七
年
／
『
新
北
海
道
史
』
第
三
巻
通
説
二

一
九
七

一
年
／
「
岩
村
長
官
施
政
方
針
演
説
書
」『
新
撰
北
海
道
史
』
第
六
巻
史
料
二

一
九
三
六
年
／

『
苫
小
牧
市
史
』
下
巻

一
九
七
六
年
／
『
新
室
蘭
市
史
』
第
四
巻

一
九
八
七
年
／
『
長
沼
町

九
十
年
史
』
一
九
七
七
年
／
清
水
修
『
郷
土
誌
ケ
ヌ
フ
チ
物
語
』
一
九
九
二
年

第
一
三
節

教

育

第
一
項

教
育
の
先
駆
け

藩
校
と
寺
子
屋

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
八
月
、
北
海
道
庁
内
務
部
教
育
兵
事
課
が
「
開
道
五
十
年
」

を
記
念
し
て
刊
行
し
た
『
北
海
道
教
育
沿
革
誌
』
は
、
そ
の
冒
頭
で
幕
末
・
維
新
期
の

北
海
道
に
お
け
る
教
育
の
沿
革
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

明
治
維
新
前
に
於
け
る
本
道
教
育
の
情
況
は
拠
る
へ
き
記
録
に
乏
し
き
を
以
て
詳
知
す
る

こ
と
能
は
さ
る
も
歴
代
の
藩
主
は
相
当
機
関
を
設
け
て
子
弟
教
育
の
奨
励
に
努
め
た
る
は

事
実
な
り
。
明
治
初
年
廃
藩
と
同
時
に
其
の
藩
立
学
校
は
閉
鎖
せ
ら
れ
、
福
山
の
徽
典
館

は
其
の
名
を
文
武
館
と
改
め
て
僅
に
其
の
余
影
を
止
め
其
の
他
の
初
等
教
育
は
家
塾
又
は

寺
小
屋
に
於
て
辛
う
し
て
継
続
せ
ら
る
ゝ
に
過
き
さ
り
し
か
（
下
略
）。

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
松
前
藩
体
制
下
の
近
世
北
海
道
で
も
、
本
州
の
諸

藩
と
同
様
に
藩
士
の
子
弟
を
対
象
と
す
る
藩
校
や
庶
民
教
育
が
中
心
の
私
塾
・
寺
子
屋

の
設
置
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
松
前
藩
は
近
世
を
通
じ
て
北
海
道
島
を
和

人
地
と
蝦
夷
地
に
区
分
す
る
政
策
を
採
用
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
教
育
機
関
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
福
山
・
江
差
・
箱
舘
と
い
っ
た
和
人
地
の
主
要
都
市
を
中
心
に
分

布
し
て
い
た
。

藩
校
は
、
松
前
章
廣
が
藩
主
の
文
政
四
（
一
八
二
一
）
年
、
旧
福
山
舘
の
外
郭
内
に

設
置
さ
れ
た
徽
典
館
を
以
て
本
格
的
な
教
育
の
開
始
と
さ
れ
て
い
る
（
北
海
道
教
育
研

究
所
『
北
海
道
教
育
史
』
全
道
編
三
、『
松
前
町
史
』
通
説
編
第
一
巻
下
）。
ま
た
、
寺
子
屋
・

私
塾
に
関
し
て
は
、
三
代
将
軍
家
光
の
慶
安
二
（
一
六
四
九
）
年
、
福
島
の
常
磐
井
家

が
私
学
校
を
起
こ
し
て
村
内
子
弟
を
教
育
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が

（
北
海
道
教
育
研
究
所
、
前
掲
書
）、
前
掲
の
『
松
前
町
史
』
に
よ
れ
ば
、「
松
前
の
私
塾
・

寺
子
屋
に
関
す
る
記
録
は
極
め
て
少
な
く
文
化
年
間
以
前
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
」
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と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

寺
子
屋
の
開
設
状
況

前
掲
の
『
松
前
町
史
』
は
、『
日
本
教
育
史
資
料
』
に
依
拠
し
な
が
ら
「
近
世
北
海

道
に
於
け
る
庶
民
教
育
」
機
関
と
し
て
の
私
塾
・
寺
子
屋
設
立
の
地
域
別
設
立
状
況
の

一
覧
表
を
作
成
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
松
前
一
五
、

江
差
五
、
久
遠
一
、
寿
都
一
、
箱
館
八
、
亀
田
一
二
、
上
磯
六
、
合
計
四
八
校
と
い
う

状
況
で
あ
り
、
松
前
・
江
差
地
区
と
箱
館
・
亀
田
地
区
を
中
心
に
し
て
寺
子
屋
が
分
布

す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
最
も
古
い
寺
子
屋
は
、
文
化
十
三
（
一
八
一

六
）
年
、
松
前
の
博
知
石
町
に
開
設
さ
れ
、
嘉
永
年
間
に
廃
業
と
な
っ
て
い
る
。
存
続

期
間
は
三
七
年
間
、
教
師
は
男
性
一
名
、
生
徒
は
男
子
九
〇
名
、
女
子
三
〇
名
の
計
一

二
〇
名
だ
っ
た
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
、
天
保
元
（
一
八
三
〇
）
年
、
松
前
・
新
荒
町
に

開
業
し
た
豊
明
社
で
、
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
に
廃
業
と
な
っ
て
い
る
。
亀
田
で
最

も
古
い
寺
子
屋
は
石
崎
村
で
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
に
開
設
さ
れ
、
安
政
二
年
に
廃

業
し
て
い
る
。
ま
た
、
箱
館
で
は
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
開
業
の
藤
村
堂
が
最
も

古
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
北
海
道
の
私
塾
・
寺
子
屋
を
中
心
と
す
る
教
育
機
関
を
そ
の
開
設
数
に
応

じ
て
時
期
区
分
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
、
北
海
道
で
は
一
般
的
に
第
三
期
に
開
業
す

る
場
合
が
多
か
っ
た
。

第
一
期

微
増
期
（
文
政
期
以
前
）

第
二
期

漸
増
期
（
天
保
期
）

第
三
期

激
増
期
（
弘
化
・
嘉
永
・
安
政
・
慶
応
期
）

こ
の
他
に
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
事
例
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
松
前
で

明
治
四
年
に
二
校
、
江
差
で
三
年
に
二
校
、
久
遠
で
四
年
に
一
校
、
箱
館
で
は
二
年
か

ら
三
年
に
か
け
て
三
校
、
亀
田
で
は
明
治
元
年
か
ら
二
年
ま
で
に
二
校
、
上
磯
で
は
二

年
に
一
校
、
あ
わ
せ
て
一
一
校
の
設
立
を
み
て
い
る
。
こ
れ
は
、
幕
末
・
維
新
期
に
存

在
し
た
道
南
地
域
の
寺
子
屋
四
八
校
の
約
二
三
�
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
北

海
道
に
お
け
る
寺
子
屋
の
四
校
に
一
校
は
明
治
以
降
の
設
立
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
寺
子
屋
を
寺
子
（
生
徒
）
数
か
ら
み
る
と
、
お
よ
そ
二
つ
の
タ
イ

プ
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
寺
子
が
九
〇
人
か
ら
一
五
〇
人
と
い
う
大
規
模
の
寺

子
屋
は
二
一
校
で
全
体
の
四
三
・
七
�
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
寺
子
が
二
〇

人
未
満
の
小
規
模
な
寺
子
屋
は
一
六
校
で
全
体
の
三
三
・
三
�
を
占
め
て
お
り
、
こ
の

両
者
で
全
体
の
七
七
�
に
達
し
て
い
る
。
松
前
で
は
比
較
的
大
規
模
の
寺
子
屋
が
多

か
っ
た
と
い
う
。

寺
子
屋
の
教
育

寺
子
屋
へ
の
入
門
手
続
き
は
次
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、
座
布
団
・
机
を

持
参
し
た
寺
子
が
父
母
に
付
き
添
わ
れ
、
師
匠
に
挨
拶
す
る
と
共
に
先
輩
の
寺
子
を
紹

そ
く
し
ゅ
う

介
さ
れ
、
そ
の
際
に
束
脩
と
呼
ば
れ
る
入
門
費
・
入
学
金
を
納
め
た
。
こ
の
入
門
を

「
坊
入
り
」・「
寺
入
り
」・「
入
門
」
な
ど
と
呼
び
、
そ
の
翌
日
か
ら
授
業
が
開
始
さ
れ

た
。
始
業
は
午
前
七
時
か
ら
八
時
の
間
、
終
業
は
午
後
四
時
こ
ろ
が
最
も
多
か
っ
た
。

休
日
は
、
特
に
定
め
た
日
と
入
学
者
が
あ
っ
た
日
以
外
で
は
盆
・
正
月
・
節
句
・
祭
日

が
一
般
的
で
、
こ
の
他
に
鰊
漁
期
に
休
業
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

寺
子
屋
の
授
業
内
容
は
、
読
書
・
習
字
の
他
に
算
術
・
礼
法
・
武
道
・
謡
曲
な
ど
が

行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
点
は
北
海
道
の
寺
子
屋
も
全
国
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
た
。
習

字
の
テ
キ
ス
ト
に
は
『
い
ろ
は
』・『
国
尽
』・『
商
売
往
来
』・『
庭
訓
往
来
』・『
寺
子
教

訓
書
』な
ど
が
、
ま
た
読
書
に
は
、『
論
語
』・『
四
書
』・『
五
経
』・『
庭
訓
往
来
』・『
大

学
』・『
十
八
史
略
』・『
女
大
学
』・『
女
今
川
』な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。寺
子
屋
は
、

東
洋
の
古
典
な
ど
を
用
い
る
藩
校
と
は
異
な
っ
て
庶
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
教
育
を

行
う
こ
と
に
主
な
目
的
が
あ
り
、「
学
習
の
大
部
分
は
『
手
習
』
で
あ
り
、
そ
れ
に
読

物
が
加
わ
っ
た
」（
文
部
省
『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
）。

こ
の
よ
う
に
、
近
世
日
本
社
会
に
お
い
て
、
読
み
・
書
き
・
そ
ろ
ば
ん
を
軸
と
し
な

６６０
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が
ら
庶
民
の
初
等
教
育
機
関
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
私
塾
・
寺
子
屋
で

あ
っ
た
が
、
明
治
維
新
後
の
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
、「
学
制
」
の
発
布
を
き
っ
か

け
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
私
塾
・
寺
子
屋
の
大
部
分
は
消
滅
を
遂
げ
る
結
果
と
な
り
、
中

に
は
私
立
学
校
に
改
組
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
十
年
代
に
入
る
と
、

公
立
学
校
の
整
備
・
充
実
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
た
寺
子
屋
は
自
然
消
滅

す
る
と
い
う
運
命
を
辿
っ
た
（
前
掲
『
北
海
道
教
育
史
』
全
道
編
三
、『
松
前
町
史
』
通
説

編
第
一
巻
下
）。

近
世
の
千
歳
地
方
は
、
前
述
の
「
蝦
夷
地
」
と
呼
ば
れ
る
地
理
的
空
間
に
属
し
て
お

り
、
和
人
の
移
住
・
定
着
は
原
則
と
し
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
地
域
に
初
め
て
教

育
機
関
が
設
け
ら
れ
た
の
は
明
治
維
新
後
の
こ
と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、明
治
十
二
年
、

千
歳
村
に
児
童
等
を
集
め
て
「
昔
時
寺
子
屋
風
ノ
」
教
育
施
設
が
設
け
ら
れ
、
読
書
・

算
術
・
習
字
な
ど
を
教
え
て
い
た
が
（『
三
ケ
村
沿
革
史
』）、
こ
れ
が
翌
十
三
年
四
月
に

千
歳
教
育
所
と
改
称
さ
れ
、
現
在
の
千
歳
小
学
校
に
発
展
し
た
。
な
お
、『
札
幌
県
第

一
学
事
年
報
』（
明
治
十
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
千
歳
学
校
の
開
業
は
明
治
十
四
年
四
月

と
な
っ
て
い
る
。

第
二
項

近
代
的
教
育
制
度
の
発
達

学
制
の
公
布

明
治
維
新
後
の
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
八
月
二
十
九
日
（
陰
暦
七
月
十
四
日
）、

廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
中
央
に
お
け
る
政
府
の
行
政
機
関
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

同
年
九
月
二
日
（
同
七
月
十
八
日
）、
教
育
行
政
の
中
心
と
な
る
文
部
省
が
設
置
さ
れ

た
い
ふ

た
。
江
藤
新
平
が
九
月
二
日
（
同
七
月
十
八
日
）
に
文
部
大
輔
に
就
任
し
た
が
、
九
月

十
二
日
（
同
七
月
二
十
八
日
）
に
大
木
喬
任
が
文
部
卿
と
な
り
、
六
年
四
月
十
九
日
ま

で
在
任
し
て
文
部
行
政
の
中
枢
が
構
成
さ
れ
た
。
新
設
の
文
部
省
は
、
日
本
全
国
の
学

校
を
統
括
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
民
を
積
極
的
に
教
育
す
る
使
命
と
責
任
と
を
持
ち
合

わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
、『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
に
よ
っ
て
そ
の
経
過
を
述

べ
て
お
こ
う
。

新
設
の
文
部
省
は
、
近
世
日
本
に
お
け
る
教
育
の
普
及
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
新
た

に
欧
米
各
国
の
教
育
制
度
を
調
査
し
、
近
代
日
本
の
発
展
に
向
け
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
教
育
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
に
全
力
を
注
い
だ
。
明
治
四
年
十
二
月
、
一
二
名
の
学

制
取
調
掛
が
任
命
さ
れ
て
学
制
の
条
文
を
起
草
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
五
年
一
月
に

は
学
制
の
大
綱
を
定
め
、
条
文
と
し
て
の
形
式
を
整
え
た
。
同
年
三
月
に
案
文
が
完
成

し
て
上
申
さ
れ
、
六
月
二
十
四
日
、
太
政
官
に
よ
っ
て
正
式
に
認
可
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

五
年
八
月
二
日
、
太
政
官
布
告
第
二
一
四
号
を
も
っ
て
「
学
制
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ

の
学
制
は
「
総
則
」
及
び
全
二
一
三
章
の
条
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
総
則
の
中

に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

是
故
ニ
人
タ
ル
モ
ノ
ハ
学
ハ
ス
ン
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
、
之
ヲ
学
フ
ニ
ハ
宜
シ
ク
其
旨
ヲ
誤
ル

ヘ
カ
ラ
ス
、
之
ニ
依
テ
今
般
文
部
省
ニ
於
テ
学
制
ヲ
定
メ
、
追
々
教
則
ヲ
モ
改
正
シ
布
告

ニ
及
フ
ヘ
キ
ニ
ツ
キ
、
自
今
以
後
一
般
ノ
人
民
華
士
族
農
工
商
及
婦
女
子
必
ス
邑
ニ
不
学

ノ
戸
ナ
ク
家
ニ
不
学
ノ
人
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
事
ヲ
期
ス
、
人
ノ
父
兄
タ
ル
者
宜
シ
ク
此
意
ヲ

体
認
シ
其
愛
育
ノ
情
ヲ
厚
ク
シ
、
其
子
弟
ヲ
シ
テ
必
ス
学
ニ
従
事
セ
シ
メ
サ
ル
へ
カ
ラ
サ

ル
モ
ノ
ナ
リ

（
内
閣
官
報
局
『
法
令
全
書
』）

こ
の
太
政
官
布
告
は
、
い
わ
ば
「
学
制
実
施
に
当
た
っ
て
の
教
育
の
宣
言
」
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、全
体
と
し
て「
教
育
に
お
け
る
学
問
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、

従
来
の
学
問
観
や
学
校
観
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
新
し
い
学
校
へ
人
民
一
般
が
入
学

し
て
新
時
代
の
有
用
の
学
を
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
を
就

学
さ
せ
る
こ
と
は
父
兄
の
責
任
で
あ
っ
て
、
必
ず
こ
れ
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
た
」（『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
）
の
で
あ
る
。

学
制
の
条
文
は
、
第
一
章
で
「
全
国
ノ
学
政
ハ
之
ヲ
文
部
一
省
ニ
統
フ
」
こ
と
を
明

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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確
に
し
、
第
二
章
で
は
「
全
国
ヲ
大
分
シ
テ
八
大
区
ト
ス
、
之
ヲ
大
学
区
ト
称
シ
毎
区

大
学
校
一
所
ヲ
置
ク
」
と
あ
り
、
具
体
的
な
大
学
区
の
区
分
は
第
三
章
で
明
示
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
青
森
県
、
福
島
県
、
磐
前
県
、
水
沢
県
、
岩
手
県
、
秋
田
県
、
山
形

県
、
宮
城
県
の
八
県
を
以
て
第
八
大
区
が
構
成
さ
れ
、「
青
森
県
ヲ
以
テ
大
学
本
部
」と

し
た
が
、
北
海
道
に
つ
い
て
は
、「
当
分
第
八
大
区
ヨ
リ
之
ヲ
管
ス
、
他
日
別
ニ
区
分

ス
ヘ
シ
」（
第
四
章
）
と
あ
っ
て
、
当
分
の
間
は
第
八
大
区
に
所
属
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
第
五
章
以
下
の
条
文
は
「
そ
の
多
く
が
学
校
制
度
の
体
系
を
決
定

し
、
こ
れ
を
実
施
す
る
行
政
組
織
を
つ
く
る
た
め
の
条
章
」（
前
掲
書
）
で
構
成
さ
れ
、

学
校
制
度
の
体
系
は
小
学
・
中
学
・
大
学
の
三
段
階
を
基
本
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。

学
制
は
、
明
治
五
年
八
月
の
公
布
と
と
も
に
直
ち
に
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

府
県
に
お
い
て
学
制
実
施
の
た
め
に
学
区
を
定
め
て
学
区
取
締
を
置
き
、
小
学
校
の
設

立
が
始
ま
る
の
は
翌
六
年
四
月
以
降
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
五
年
九
月
八

日
、
文
部
省
布
達
を
以
て
「
小
学
教
則
」
を
公
布
し
、
小
学
校
に
お
け
る
教
科
課
程
及

び
教
授
方
法
の
基
本
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
学
制
を
実
施
す
る
た
め

の
財
政
的
裏
付
け
が
不
十
分
な
こ
と
か
ら
、
学
制
を
一
挙
に
実
施
す
る
こ
と
は
現
実
に

は
多
く
の
困
難
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
六
年
三
月
に
欧
米
の
教
育
事
情
の
視
察
か
ら
帰
国

し
た
田
中
不
二
麻
呂
が
中
心
と
な
っ
て
学
制
の
実
施
に
あ
た
り
、
府
県
で
も
次
第
に
定

着
し
て
い
っ
た
。

た
と
え
ば
学
校
の
設
立
で
は
、
従
来
設
立
さ
れ
て
い
た
府
県
の
学
校
・
私
塾
・
寺
子

屋
な
ど
が
一
旦
廃
止
さ
れ
、
学
制
に
基
づ
く
学
校
が
新
し
く
設
立
さ
れ
た
。
文
部
省
は

と
り
わ
け
小
学
校
の
新
設
に
力
を
注
い
だ
の
で
、
六
年
度
に
全
国
で
一
万
二
五
五
八
校

だ
っ
た
小
学
校
は
、
八
年
度
に
二
万
四
三
〇
三
校
と
約
一
・
九
倍
に
増
加
し
た
。
小
学

児
童
数
も
一
一
四
万
五
八
〇
二
人
か
ら
一
九
二
万
六
一
二
六
人
に
増
加
し
、
平
均
就
学

率
は
二
八
・
一
�
か
ら
三
五
・
四
�
に
上
昇
し
た
。
学
校
数
は
そ
の
後
も
増
加
し
、
十

六
年
度
に
は
三
万
校
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、
就
学
率
も
次
第
に
上
昇
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
学
制
で
は
、
こ
う
し
た
学
校
の
設
立
と
維
持
に
要
す
る
経
費
は
地
方
住
民
の

負
担
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
小
学
校
で
も
月
額
五
〇
銭
ま
た
は
二
五
銭
と
い
う
か

な
り
高
額
の
授
業
料
を
定
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
北
海
道
は
開
拓
が
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
開
拓
使
は
学
制
及
び
小

学
教
則
に
よ
る
普
通
教
育
の
画
一
的
な
実
施
は
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
、
明
治
六
年
十

一
月
、
政
府
に
対
し
て
学
制
施
行
に
関
す
る
伺
い
の
結
果
、
当
分
の
間
は
学
制
を
実
施

し
な
く
て
も
良
い
と
の
特
例
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
道
南
の
先
進
地
や
札
幌
で
学

制
に
基
づ
く
小
学
校
の
設
立
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
八
年
以
降
の
こ
と
だ
っ
た
（『
新

北
海
道
史
』
第
三
巻
通
説
二
）。

学
制
の
公
布
と
そ
の
実
施
は
、
日
本
の
近
代
的
教
育
制
度
の
実
現
に
極
め
て
大
き
な

役
割
を
果
た
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
文
部
省
に
よ
る
学
制
の
画
一
主
義
的

実
施
の
奨
励
は
、
そ
の
内
容
が
欧
米
の
教
育
制
度
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
か
え
っ
て
地
方
の
反
発
を
招
い
た
。
学
区
制
に
基
づ
い
て
学
区
毎
に
小
学
校
を

設
置
し
て
運
営
す
る
こ
と
は
、
府
県
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
た
。
明
治
六
年
五

月
、
北
条
県
（
現
在
の
岡
山
県
の
一
部
）
で
徴
兵
令
な
ど
に
反
対
す
る
人
民
が
血
税
一

揆
を
起
こ
し
た
が
、
そ
の
際
に
は
管
内
の
小
学
校
が
多
数
破
壊
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
十

年
四
月
、
文
部
大
書
記
官
西
村
茂
樹
が
第
二
大
学
区
を
巡
視
し
た
際
の
記
録
に
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

官
吏
ノ
厳
ナ
ル
説
諭
ニ
由
リ
テ
人
民
ノ
就
学
ス
ル
者
年
々
益
々
多
シ
、
然
レ
ト
モ
目
今
ノ

方
法
ヲ
以
テ
教
育
ヲ
全
国
ニ
普
及
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
民
力
ノ
能
ク
堪
フ
ル
所
ニ
非
サ
ル

カ
ト
思
ハ
ル
、
宜
シ
ク
其
ノ
方
法
ヲ
改
メ
貧
村
僻
邑
ノ
学
校
ハ
教
則
ヲ
簡
ニ
シ
時
刻
ヲ
短

ク
シ
、
一
ハ
学
校
ノ
費
用
ヲ
減
シ
一
ハ
生
徒
ノ
家
事
ヲ
弁
ス
ル
ノ
時
刻
ヲ
与
フ
ル
ト
キ

ハ
、
民
心
悦
服
シ
テ
教
育
ノ
弘
衍
更
ニ
一
層
ノ
広
大
ヲ
増
ス
ヘ
シ

（
前
掲
『
法
令
全
書
』）

６６２
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教
育
令
の
公
布

こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
中
央
集
権
的
か
つ
全
国
画
一
主
義
的
な
学
制
を
再
検

討
し
、
こ
れ
を
改
革
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
次
第
に
高
ま
っ
て
き
た
。
明
治
十

年
、
文
部
省
は
文
部
大
輔
田
中
不
二
麻
呂
が
中
心
と
な
っ
て
学
制
の
改
革
作
業
に
着
手

し
た
。
十
一
年
五
月
十
四
日
、
新
し
い
教
育
法
令
案
と
し
て
の
「
日
本
教
育
令
」
全
七

八
章
が
上
申
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
案
に
は
、
太
政
官
や
元
老
院
で
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
が

加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
十
二
年
九
月
二
十
九
日
、
太
政
官
布
告
第
四
〇
号
を
も
っ
て

「
教
育
令
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
教
育
令
は
全
四
七
条
か
ら
な
り
、
条
文
そ
の
も
の

が
学
制
に
較
べ
て
大
幅
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
学
制
と
教
育
令
の
両
者
を
比
較
す
る
と
、
ま
ず
学
区
制
を
廃
止
し
た
こ
と
が
最

大
の
特
徴
で
あ
り
、
教
育
令
で
は
町
村
が
小
学
校
設
置
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
。
学
制

に
お
け
る
督
学
局
・
学
区
取
締
の
規
定
も
廃
止
さ
れ
、
教
育
令
で
は
町
村
住
民
の
選
挙

に
よ
る
「
学
務
委
員
」
を
置
い
て
学
校
事
務
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
の
教
育
行
政
方
式
を
模
範
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
就
学
義
務
に
つ
い
て
は
、

学
制
が
尋
常
小
学
を
小
学
校
制
度
の
中
心
と
し
、
上
等
（
一
〇
歳
か
ら
一
三
歳
ま
で
の

四
年
間
）
と
下
等
（
六
歳
か
ら
九
歳
ま
で
の
四
年
間
）
に
分
け
、
男
女
と
も
に
必
ず
卒

業
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
教
育
令
で
は
、
第
十
四
条
で
「
凡
児
童
学
齢

間
少
ク
ト
モ
十
六
箇
月
ハ
普
通
教
育
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」
と
あ
る
の
み
で
、
全
体
と
し
て
就

学
義
務
が
著
し
く
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
学
校
の
設
立
に
つ
い
て
も
か
な
り
自
由
が
認
め

ら
れ
、
そ
の
設
置
を
強
力
に
推
進
し
よ
う
と
し
た
学
制
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
教
育
令
は
「
学
制
の
中
央
集
権
的
、
画
一
的
性
格
を
改
め
て
、
教
育

の
権
限
を
大
幅
に
地
方
に
ゆ
だ
ね
、
地
方
の
自
由
に
ま
か
せ
」
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ

た
が
、「
そ
の
緩
和
政
策
は
新
し
い
批
判
を
呼
び
起
こ
す
原
因
」
と
な
り
、
折
か
ら
台

頭
し
つ
つ
あ
っ
た
自
由
民
権
思
想
と
も
結
び
つ
い
て
「
自
由
教
育
令
」
と
通
称
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
（『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
）。

改
正
教
育
令
の
公
布

こ
う
し
た
中
で
明
治
十
三
年
二
月
二
十
八
日
、
文
部
卿
に
任
ぜ
ら
れ
た
河
野
敏
鎌
は

教
育
令
の
改
正
に
着
手
し
、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
、
太
政
官
布
告
第
五
八
号
に
よ
っ

て
全
五
〇
条
か
ら
な
る
「
改
正
教
育
令
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
教
育
令
の
基
本

方
針
は
、「
教
育
令
改
正
案
ヲ
上
奏
ス
ル
ノ
議
」
に
お
い
て
、「
蓋
シ
普
通
教
育
ハ
国
民

ノ
品
位
ヲ
上
下
ス
ル
ノ
力
ア
リ
、
苟
モ
国
ヲ
シ
テ
開
明
ニ
、
民
ヲ
シ
テ
良
且
慧
ナ
ラ
シ

メ
ン
ト
ス
ル
ハ
教
育
ノ
普
及
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
不
可
ナ
リ
、
而
シ
テ
政
府
之
ヲ
督
励
セ
ス

シ
テ
其
普
及
を
望
ム
殆
ト
河
清
ノ
竣
ツ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
カ
如
シ
（
中
略
）
苟
モ
文
明
ヲ
以

テ
称
セ
ラ
ル
ル
国
ニ
シ
テ
普
通
教
育
ノ
干
渉
ヲ
以
テ
政
府
ノ
務
メ
ト
セ
サ
ル
ハ
ナ
シ
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
改
正
教
育
令
は
、

教
育
令
の
方
針
を
改
め
て
文
部
省
が
地
方
の
教
育
を
統
括
す
る
文
教
政
策
へ
の
転
換
を

企
図
」
し
た
も
の
だ
っ
た
（『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
）。

主
な
改
正
点
と
し
て
は
、

�
教
育
行
政
上
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
「
文
部
卿
ノ
認
可
」
を
規
定
し
た
こ
と

�
府
知
事
・
県
令
の
権
限
を
強
化
し
た
こ
と

�
学
校
の
設
置
、
就
学
の
義
務
に
対
す
る
規
定
の
強
化

な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
学
務
委
員
の
選
出
規
定
の
変
更

が
あ
る
。
学
務
委
員
は
各
町
村
に
置
か
れ
て
「
町
村
内
ノ
学
校
事
務
ヲ
幹
理
」
す
る
な

ど
、
地
方
教
育
行
政
の
末
端
機
関
に
位
置
付
け
ら
れ
る
点
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
教
育
令
で
は
そ
の
選
出
方
法
が
「
町
村
人
民
ノ
選
挙
タ
ル
ヘ
シ
」
と
な
っ
て
い

た
の
に
対
し
、
改
正
教
育
令
で
は
、「
学
務
委
員
ハ
町
村
人
民
其
ノ
定
員
ノ
二
倍
若
ク

ハ
三
倍
ヲ
薦
挙
シ
府
知
事
県
令
其
中
ニ
就
テ
之
ヲ
選
任
ス
ヘ
シ
」
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で

の
選
挙
制
か
ら
府
知
事
や
県
令
に
よ
る
任
命
制
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
改

正
教
育
令
は
、
教
育
令
に
定
め
る
「
教
育
の
地
方
分
権
の
考
え
方
」
を
修
正
し
、
国
家

的
な
統
制
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
濃
厚
だ
っ
た
。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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改
正
教
育
令
は
十
八
年
八
月
十
二
日
に
再
び
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
当
時
の

経
済
的
不
況
に
対
処
し
て
、
地
方
に
お
け
る
教
育
費
の
節
減
を
図
る
こ
と
に
目
的
が

あ
っ
た
。

近
代
的
教
育
制
度
の
確
立

日
本
お
け
る
近
代
的
教
育
制
度
の
創
始
期
に
お
い
て
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の

は
い
う
ま
で
も
な
く
小
学
校
教
育
で
あ
る
。
学
制
の
第
二
一
章
で
は
、「
小
学
校
ハ
教

育
ノ
初
級
ニ
シ
テ
人
民
一
般
必
ス
学
ハ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
そ
の

重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
学
校
で
ど
の
よ
う
な
教
育
を
行
う
か
と
い
う

点
は
最
初
か
ら
文
部
省
が
指
示
す
る
方
針
で
あ
り
、学
制
に
基
づ
い
て
明
治
六
年
に「
小

学
教
則
」
が
公
布
さ
れ
、
教
科
目
と
時
間
配
当
、
教
科
書
、
授
業
の
要
点
な
ど
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
明
治
十
四
年
五
月
に
は「
小
学
校
教
則
要
綱
」が
公
布
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
「
学
制
当
時
の
教
則
を
根
本
か
ら
改
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
実
施
で
き
る
形
で

近
代
教
科
目
を
定
め
、
学
科
課
程
の
基
本
と
な
る
事
項
を
初
め
て
公
に
示
し
た
も
の
」

（『
学
制
百
年
史
』
記
述
編
）
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
日
本
の
近
代
的
教
育
制
度
が
確
立
し
た
の
は
明
治
二
十
年
代
の
こ
と
で
あ

る
。す
な
わ
ち
十
八
年
に
太
政
官
制
が
廃
止
さ
れ
、新
た
に
内
閣
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

こ
れ
に
伴
い
文
部
省
で
も
文
部
卿
が
廃
止
さ
れ
て
文
部
大
臣
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
、
内
閣
制
で
の
初
代
文
部
大
臣
に
森
有
礼
が
就
任
、
暗

殺
さ
れ
る
二
十
二
年
二
月
十
一
日
ま
で
在
任
し
た
。
森
は
「
学
校
制
度
全
般
に
わ
た
る

改
革
を
断
行
し
、
基
本
と
な
る
近
代
学
校
の
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
た
」（
前
掲
書
）
と

し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
年
代
後
半
に
は
井
上
毅
が
文
部
大
臣
を
務
め

た
が
（
明
治
二
十
六
年
三
月
七
日
〜
二
十
七
年
八
月
二
十
九
日
）、
井
上
は
森
に
よ
る

学
校
制
度
改
革
の
あ
と
を
受
け
て
、
実
業
教
育
や
女
子
中
等
教
育
な
ど
の
改
革
を
行

い
、
井
上
と
森
に
よ
っ
て
「
わ
が
国
お
け
る
近
代
学
校
制
度
の
基
礎
が
確
定
し
た
」
と

い
わ
れ
る
。

小
学
校
令
の
公
布

森
は
、
学
校
体
系
の
基
本
と
な
る
小
学
校
、
中
学
校
、
大
学
の
他
に
教
員
養
成
機
関

と
し
て
の
師
範
学
校
を
重
視
し
、こ
れ
ら
四
つ
の
学
校
制
度
を
確
立
さ
せ
た
。そ
し
て
、

明
治
十
九
年
に
各
種
学
校
令
を
公
布
し
て
い
る
が
（
小
学
校
令
、
中
学
校
令
、
帝
国
大

学
令
、
師
範
学
校
令
）、
こ
れ
ら
諸
学
校
の
基
礎
と
な
る
小
学
校
制
度
の
改
革
に
取
り

組
み
、
十
九
年
四
月
十
日
、
勅
令
第
一
四
号
を
も
っ
て
全
一
六
条
の
「
小
学
校
令
」
を

公
布
し
た
。
同
令
第
一
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
年
五
月
二
十
五
日
、
文
部
省
令
第
八

号
に
よ
っ
て「
小
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」を
公
布
し
、
小
学
校
の
編
成
、
終
業
年
限
、

学
科
、
児
童
数
、
教
員
数
、
授
業
日
数
、
学
科
の
要
旨
を
掲
げ
、
小
学
校
教
育
の
内
容

に
関
す
る
基
準
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
小
学
校
令
に
よ
る
と
、
小
学
校
は
尋
常
・
高

等
の
二
段
階
に
分
か
れ
て
お
り
、
修
業
年
限
は
そ
れ
ぞ
れ
四
年
間
だ
っ
た
。
就
学
義
務

が
あ
る
学
齢
は
六
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
八
年
間
で
、
父
母
や
後
見
人
は
、
尋
常
小
学

校
四
ヵ
年
を
終
了
す
る
ま
で
児
童
を
就
学
さ
せ
る
義
務
が
あ
っ
た
。
小
学
校
の
一
学
級

生
徒
数
に
つ
い
て
も
規
程
を
設
け
、
尋
常
小
学
校
は
八
〇
人
以
下
、
高
等
小
学
校
は
六

〇
人
以
下
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
小
学
校
の
維
持
経
費
は
、
主
に
生
徒
か
ら
の
授
業
料
と

寄
付
金
を
充
て
る
こ
と
に
し
、
不
足
し
た
場
合
に
は
区
町
村
会
の
議
決
に
よ
っ
て
区
町

村
費
か
ら
補
填
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
こ
の
小
学
校
令
第
一
五
条
に
は
次
の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。

第
十
五
条

土
地
ノ
情
況
ニ
依
リ
テ
ハ
小
学
簡
易
科
ヲ
設
ケ
テ
尋
常
小
学
校
ニ
代
用
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

但
其
経
費
ハ
区
町
村
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ヘ
シ

明
治
十
九
年
一
月
二
十
六
日
、
北
海
道
の
三
県
と
農
商
務
省
北
海
道
管
理
局
が
廃
止

さ
れ
て
新
た
に
北
海
道
庁
が
設
立
さ
れ
た
。
初
代
長
官
の
岩
村
通
俊
は
直
接
保
護
政
策

か
ら
間
接
保
護
政
策
へ
の
転
換
を
表
明
し
、
教
育
に
つ
い
て
も
こ
の
条
項
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
、「
小
学
教
育
ノ
事
モ
、
殖
民
地
ニ
相
当
ナ
ル
程
度
ヲ
以
テ
、
施
行
ス
ベ
シ
」

と
し
て
、
尋
常
小
学
校
か
ら
簡
易
科
小
学
校
へ
の
転
換
を
図
っ
た
の
で
あ
る
（『
新
撰

６６４
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北
海
道
史
』
第
六
巻
）。

こ
の
小
学
校
令
は
「
そ
の
後
の
小
学
校
の
基
本
構
成
を
確
立
し
た
も
の
」
と
さ
れ
る

が
、
二
十
三
年
十
月
七
日
、
勅
令
第
二
一
五
号
に
よ
り
改
め
て
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

二
十
二
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
市
制
・
町
村
制
、
翌
二
十
三
年
か
ら
公
布
さ
れ
た
府

県
制
・
郡
制
に
よ
っ
て
地
方
自
治
制
度
が
確
立
し
た
こ
と
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
小
学
校
令
は
全
九
六
条
か
ら
な
る
膨
大
な
も
の
で
、
小
学
校
の
制
度
に
つ
い
て
詳

細
に
規
定
し
、
十
九
年
の
小
学
校
令
と
は
全
く
対
照
的
で
あ
っ
た
。
第
一
条
で
は
小
学

校
の
設
置
目
的
を
明
確
に
す
る
と
共
に
、
制
度
的
に
は
小
学
簡
易
科
が
廃
止
さ
れ
、
小

学
校
は
尋
常
小
学
校
と
高
等
小
学
校
の
二
種
類
と
な
り
、
義
務
教
育
で
あ
る
尋
常
小
学

校
は
修
業
年
限
三
年
ま
た
は
四
年
、
高
等
小
学
校
は
二
年
、
三
年
ま
た
は
四
年
と
な
っ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
小
学
校
令
は
、
附
則
第
九
三
条
に
お
い
て
「
本
令
ハ
市
町
村
制
ヲ
施

行
シ
タ
ル
府
県
ニ
施
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ
、
市
町
村
制
が
施
行
さ
れ
て
い

な
い
北
海
道
や
沖
縄
県
は
そ
の
対
象
外
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
二
十
五
年
四
月
、
勅
令
第

四
〇
号
「
市
町
村
制
ヲ
施
行
セ
サ
ル
地
方
ノ
小
学
教
育
規
程
」
が
公
布
さ
れ
、
こ
れ
ら

の
地
域
で
は
こ
の
規
程
に
基
づ
く
特
別
な
行
政
組
織
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
る
教
育
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。北
海
道
で
は
、明
治
二
十
八
年
四
月
か
ら
適
用
さ
れ
た
。
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寺
子
屋
か
ら
公
立
千
歳
教
育
所
へ

寺
子
屋

明
治
二
年
、
東
京
に
開
拓
使
が
置
か
れ
、
四
年
に
は
札
幌
に
開
拓
使
本
庁

が
移
設
さ
れ
て
北
海
道
の
開
拓
が
始
ま
っ
た
。
新
開
拓
の
村
落
に
開
設
さ
れ
て
い
た
郷

学
校
、
ま
た
は
郷
校
と
い
う
私
塾
・
寺
子
屋
風
の
教
育
機
関
を
六
年
九
月
、
文
部
省
令

に
準
拠
し
て
教
育
所
と
称
す
こ
と
と
な
っ
た
。
各
郡
に
教
育
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
勧

奨
さ
れ
、札
幌
や
道
南
地
方
は
、漸
次
公
費
に
よ
る
公
立
教
育
所
に
改
め
ら
れ
て
い
く
。

寺
子
屋
と
学
校
に
つ
い
て
、『
千
歳
外
三
ヶ
村
沿
革
史
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

明
治
十
二
年
始
メ
テ
千
歳
ニ
於
テ
児
童
ヲ
集
メ
、
昔
時
寺
小
屋
風
ニ
倣
ヒ
、
読
書
算
術
習

字
ヲ
教
ヘ
、
尋
テ
明
治
十
三
年
始
メ
テ
民
屋
ヲ
借
リ
、
小
学
校
ヲ
創
立
セ
リ
。

寺
子
屋
を
始
め
た
人
は
誰
な
の
か
。
そ
の
動
機
、
経
緯
、
場
所
、
児
童
数
等
に
つ
い

て
具
体
的
な
記
述
は
な
い
が
、
千
歳
の
民
間
教
育
は
十
二
年
の
寺
子
屋
が
始
ま
り
と
い

う
こ
と
に
な
る
。「
十
三
年
始
メ
テ
民
屋
ヲ
借
リ
、
小
学
校
ヲ
創
立
セ
リ
」
と
あ
る
の

は
、
戸
長
役
場
に
開
設
し
た
民
間
の
千
歳
教
育
所
の
こ
と
で
あ
る
。

開
拓
使
札
幌
本
庁
は
十
二
年
の
「
教
育
令
」
布
告
と
、
続
く
文
部
省
達
二
号
に
も
と

づ
き
、
十
三
年
一
月
、
開
拓
地
社
会
の
実
情
に
応
じ
て
、「
小
学
校
則
」、「
小
学
教
則
」、

「
変
則
小
学
教
則
」
を
制
定
し
た
。
変
則
小
学
校
と
は
六
科
（
読
書
、
習
字
、
算
術
、

地
理
、
歴
史
、
修
身
）
を
授
業
で
き
な
い
場
合
に
四
年
制
で
、「
小
学
教
則
」
を
簡
易

化
し
、
教
育
内
容
を
省
略
し
た
小
学
校
で
あ
っ
た
。

公
立
千
歳
教
育
所
と
苫
小
牧
学
校
千
歳
分
校

明
治
十
三
年
開
設
の
千
歳
教
育
所

は
、
翌
十
四
年
四
月
に
公
立
千
歳
教
育
所
に
移
行
す
る
。
こ
の
間
の
経
緯
と
千
歳
学
校

の
教
育
の
実
情
は
、
西
田
秀
子
「
明
治
期
千
歳
の
学
校
教
育
の
実
情
」（『
志
古
津
』
一

〇
号
）
に
詳
し
い
。
こ
れ
に
よ
り
以
下
に
記
す
。

は
じ

千
歳
村
教
育
所
ハ
戸
長
秦
一
明
、
駅
逓
石
山
専
蔵
等
ガ
主
ト
シ
テ
之
ヲ
創
メ
其
ノ
他
二
三

ノ
有
志
ト
同
ジ
ク
私
金
ヲ
出
シ
テ
村
内
ノ
子
弟
ヲ
教
ユ
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
。
況
ン
ヤ
旧
土

ひ
る
め
し

人
ノ
子
弟
ノ
如
キ
ハ
例
ニ
午
飯
ト
筆
紙
墨
ト
ヲ
與
ヘ
テ
之
ヲ
導
ケ
リ
之
等
ハ
巡
回
中
ニ
於
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テ
最
奇
特
ナ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
。

（
明
治
十
五
年
『
開
拓
使
学
務
局
沿
革
』）

さ
ら
に
、

戸
長
秦
一
明
、
曾
テ
奉
職
中
、
千
歳
村
一
二
父
兄
ニ
商
議
シ
役
場
ノ
隣
房
ヲ
教
場
ト
シ
、

私
塾
様
ノ
モ
ノ
ヲ
開
キ
、
後
更
ニ
村
内
ノ
有
志
ニ
謀
リ
、
毎
月
若
干
金
ヲ
醵
集
シ
、
別
ニ

旧
土
人
ノ
子
弟
四
五
名
ヲ
モ
教
授
セ
シ
カ
、
一
時
其
都
合
宜
敷
ノ
勢
ヒ
ア
ル
ヲ
以
テ
公
立

学
校
願
出
ル
ニ
至
レ
リ
。

（
明
治
十
八
年
『
札
幌
県
学
務
課

復
命
書
』）

は
た

以
上
の
史
料
に
よ
る
と
、
十
三
年
二
月
に
戸
長
役
場
が
開
設
さ
れ
、
十
月
に
秦
一
明

き
ょ
き
ん

が
戸
長
に
就
任
す
る
と
、
石
山
専
蔵
ら
が
醵
金
し
て
役
場
の
隣
房
を
教
場
に
し
て
和
人

子
弟
の
私
塾
を
開
い
た
。
ま
た
寄
付
金
を
募
っ
て
運
営
し
、
ア
イ
ヌ
子
弟
四
、
五
人
に

も
教
授
し
て
い
る
。

次
い
で
児
童
も
多
く
集
ま
り
活
気
づ
い
た
こ
と
か
ら
、
十
四
年
四
月
一
日
、
秦
戸
長

は
公
立
教
育
所
へ
の
移
行
を
願
い
出
た
。
四
月
に
入
り
千
歳
教
育
所
は
開
業
式
を
行

い
、
四
年
制
の
変
則
小
学
校
に
相
当
す
る
公
立
千
歳
教
育
所
と
し
て
正
式
に
開
設
さ
れ

た
。公

立
教
育
所
開
設
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
『
開
拓
使
事
業
報
告

第
四
編
』
に
も
次

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

〔
明
治
十
四
年
〕
四
月
設
立
、
千
歳
教
育
所
ト
称
ス
、
戸
長
授
業
ヲ
兼
務
シ
、
維
持
未
タ

其
法
ヲ
得
ス
、
日
用
諸
品
ハ
皆
有
志
者
寄
附
ニ
係
ル
。

さ
ら
に
、
教
員
一
名
、
生
徒
は
男
一
〇
名
、
女
一
名
の
計
一
一
名
と
あ
る
。

教
科
内
容
は
、
父
母
の
営
業
を
助
け
長
く
学
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
児
童

の
た
め
、
つ
と
め
て
「
日
用
切
近
ノ
学
科
」
を
教
授
す
る
と
し
て
、
読
物
復
読
、
口
授

（
修
身
・
養
生
等
の
教
晦
）、
作
文
、
算
術
、
習
字
、
書
取
、
体
操
、
農
業
と
な
っ
て
い

る
。
変
則
小
学
校
の
算
術
は
筆
算
で
は
な
く
珠
算
（
そ
ろ
ば
ん
）
を
採
用
し
、
習
字
は

最
初
は
石
版
に
書
き
、
次
の
段
階
で
草
紙
に
筆
を
使
っ
て
練
習
し
た
。「
日
用
切
近
ノ

学
科
」
と
は
、
実
学
の
意
味
で
は
な
く
、
小
学
教
則
の
場
合
と
質
的
に
劣
ら
な
い
内
容

で
あ
っ
た
（『
北
海
道
教
育
史

全
道
編
一
』）。

生
徒
数
や
就
学
事
情
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
秦
戸
長
よ
り
札
幌
県
学
務
課
に
提
出

し
た
「
学
校
表
」（『
明
治
十
五
年
学
事
年
報
原
稿
』）
に
学
事
の
実
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。

明
治
十
五
年
（
従
二
月
至
六
月
）
千
歳
教
育
所
表

郡歳千国振胆

所 育 教 歳 千

教

員

学
務

秦
一
明

委
員

石
山
専
蔵

就
学
男
女

不
就
学
男
女

男

拾
人

内
旧
土
人
八
名

男

十
三
人

女

女

四
人

合
十
人

内
旧
土
人
八
名

六
級
生
前
期

合
十
七
人

内
旧
土
人
十
三
人

明
治
十
五
年
（
従
七
月
至
十
二
月
）
千
歳
分
校
表

郡歳千国振胆

校 分 歳 千

教

員

学
務

秦
一
明

委
員

石
山
専
蔵

就
学
男
女

不
就
学
男
女

男

十
人

内
旧
土
人
八
人

男

十
二
人

女

一
人

女

四
人

合
十
一
人

内
旧
土
人
八
人

六
級
生
後
期

合
十
六
人

内
旧
土
人
十
二
人

こ
れ
に
よ
る
と
、
公
立
千
歳
教
育
所
の
名
称
は
十
四
年
四
月
以
降
十
五
年
六
月
ま
で

の
期
間
で
あ
り
、
十
五
年
七
月
以
降
十
六
年
末
は
苫
小
牧
学
校
の
千
歳
分
校
と
な
っ

た
。
分
校
と
は
訓
導
（
教
員
の
こ
と
）
不
在
の
学
校
が
、
校
長
ま
た
は
訓
導
の
在
職
す

る
本
校
の
指
導
を
受
け
て
学
校
を
運
営
す
る
場
合
で
あ
る
（『
北
海
道
教
育
史

全
道
編

一
』）。
十
七
年
以
降
は
千
歳
学
校
と
称
し
た
（『
明
治
十
七
年
札
幌
県
学
事
第
二
年
報
』）。

教
員
は
不
在
の
た
め
学
務
委
員
の
秦
戸
長
が
授
業
を
行
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り

で
あ
る
。
一
年
を
二
期
に
分
け
、
前
期
を
二
月
か
ら
六
月
ま
で
と
し
、
後
期
を
七
月
か

ら
十
二
月
ま
で
と
し
て
い
る
。
冬
休
み
は
一
月
の
一
ヵ
月
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

児
童
数

明
治
十
五
年
の
「
学
校
表
」
を
み
る
と
千
歳
村
の
学
齢
児
は
和
人
七
人
、

６６６
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ア
イ
ヌ
二
〇
人
、
合
計
二
七
人
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
就
学
児
童
は
前
期
が
男
子
の
み
で

一
〇
人
、
後
期
に
な
っ
て
女
子
一
人
が
入
学
し
て
一
一
人
と
な
る
。
内
訳
は
和
人
が
三

人
、
ア
イ
ヌ
が
八
人
で
あ
る
。
学
齢
児
の
う
ち
和
人
児
童
が
七
人
中
三
人
、
ア
イ
ヌ
児

童
も
学
齢
児
二
〇
人
中
八
人
が
就
学
し
て
い
る
。
一
方
の
不
就
学
児
童
は
前
期
に
男
一

三
人
・
女
四
人
の
計
一
七
人
で
そ
の
う
ち
ア
イ
ヌ
が
一
三
人
。
後
期
は
男
一
二
人
・
女

四
人
で
計
一
六
人
、
そ
の
う
ち
ア
イ
ヌ
が
一
二
人
で
あ
る
。
全
校
児
童
の
七
割
を
ア
イ

ヌ
児
童
が
占
め
、
就
学
率
も
和
人
・
ア
イ
ヌ
と
も
に
四
割
で
あ
る
。

「
学
校
表
」
に
あ
る
六
級
生
前
期
・
後
期
と
い
う
の
は
文
部
省
教
則
に
八
級
よ
り
一

級
ま
で
の
課
程
が
あ
り
、
六
級
前
期
は
初
歩
の
段
階
で
、「
五
十
音
」、「
伊
呂
波
」「
一

ヨ
リ
百
マ
デ
ノ
読
方
」
な
ど
学
習
し
た
。

「
変
則
小
学
教
則
」
は
明
治
十
六
年
九
月
以
降
、
文
部
省
「
小
学
校
教
則
綱
領
」（
十

四
年
五
月
制
定
）
に
も
と
づ
き
廃
止
と
な
る
。
代
わ
っ
て
初
等
科
（
三
年
）、
中
等
科

（
三
年
）、
高
等
科
（
二
年
）
制
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
千
歳
小
学
校
は
、
初
等

科
が
開
設
さ
れ
て
三
年
間
の
就
学
期
間
に
変
わ
っ
た
。

十
七
年
十
月
二
十
三
日
、
秦
戸
長
の
逝
去
後
に
千
歳
学
校
学
務
委
員
で
も
あ
る
石
山

専
蔵
が
札
幌
県
学
務
課
に
提
出
し
た
次
の
「
札
幌
県
胆
振
国
千
歳
郡
壱
番
学
区
表
」

（『
札
幌
県
治
類
典
』
簿
書
番
号
九
七
六
五
）
に
は
、
郡
内
六
ヵ
村
に
初
等
科
の
千
歳
学
校

が
一
校
あ
り
、
生
徒
は
一
四
人
、
学
校
経
費
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
る
。

学
区
名

町
村
名
附

学
校
所
在

戸
数

人
口

学
齢
人
員

学
校
数

学
校
等
科

学
校
名

千
歳
郡

壱
番
学
区

一
五
六

五
七
六

八
五

一

初
等
科

千
歳
学
校

生
徒
数

通
学
最
遠

距
離

学
校
一
ヶ
年

経
費
額

学
区
一
ヶ
年

経
費
額

通
学
ス
ル
他
学
区
学
校
名

其
他
及
最
近
最
遠
距
離

一
四

四
里

百
七
十
円
八
十
銭

十
八
円
六
十
一
銭

○

千
歳
村
、
漁
村
、
島
松
村
、
長
都
村
、
烏
柵
舞
村
、
蘭
越
村

右
之
通
有
之
候

明
治
十
七
年
十
月
二
十
三
日

千
歳
郡
壱
番
学
校
学
務
委
員

石

山

専

蔵

十
七
年
の
生
徒
総
数
一
四
人
の
う
ち
、
初
等
科
六
級
に
ア
イ
ヌ
子
弟
一
〇
人
が
い
た

（
西
田
前
掲
「
明
治
期
千
歳
の
学
校
教
育
の
実
情
」）。
十
八
年
に
な
る
と
八
月
十
七
日
に
視

察
し
た
札
幌
県
師
範
学
校
助
教
諭
・
藤
井
秀
が
「
初
等
四
級
女
二
名
。
同
五
級
旧
土
人

二
人
、
此
級
ニ
旧
土
人
ノ
今
泉
秀
治
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
年
齢
十
八
年
、
頗
ル
学
業
篤
志

ナ
リ
。
女
二
人
。
同
六
級
十
八
人
内
男
十
五
名
・
女
三
名
」
と
『
復
命
書
』
に
記
し
た
。

今
泉
秀
治
と
は
今
泉
サ
ヱ
カ
ン
レ
キ
の
こ
と
で
あ
る
。
藤
井
は
不
就
学
児
が
多
い
た
め

漁
村
に
分
教
場
の
設
置
を
、
ま
た
島
松
・
長
都
・
蘭
越
・
烏
柵
舞
の
各
村
に
は
巡
回
授

業
を
行
う
べ
き
だ
と
学
務
課
へ
報
告
し
て
い
る
。

初
期
の
ア
イ
ヌ
子
弟
教
育

ア
イ
ヌ
民
族
子
弟
に
対
す
る
教
育
は
、
明
治
九
年
十
二

月
、
開
拓
使
が
「
旧
土
人
教
化
ノ
儀
ニ
付
テ
ハ
之
迄
毎
々
相
違
候
通
リ

何
分
ニ
モ
誘

導
可
致
ハ
勿
論
ニ
付

兼
テ
戸
長
総
代
ヲ
始
教
育
所
有
之
場
所
ハ
教
員
等
ヘ
モ
懇
々
説

諭
シ

従
令
速
ニ

他
ノ
人
民
ト
並
立
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
ト
モ

漸
々
教
化
候
様
注
意
可

為
致
」（『
北
海
道
教
育
史

全
道
編
一
』）
と
明
記
し
、
ア
イ
ヌ
民
族
子
弟
教
育
を
軽
視

し
な
い
よ
う
達
し
て
い
る
。

開
拓
使
の
目
的
は
、「
他
ノ
人
民
ト
並
立
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
ト
モ
、
漸
々
教
化
候
様
」と

あ
る
。
和
人
と
同
等
に
日
常
生
活
が
お
く
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
同
等
に
な
ら
な
く
と

も
、
次
第
に
教
化
し
て
い
く
よ
う
、
戸
長
、
総
代
、
教
育
所
の
教
員
へ
注
意
を
促
し
た
。

千
歳
村
の
秦
戸
長
、
石
山
総
代
は
こ
の
よ
う
な
明
治
九
年
の
通
達
の
方
針
に
よ
り
、
教

育
所
で
「
教
化
」
を
実
践
し
た
。
授
業
は
日
本
語
で
行
わ
れ
た
。
作
文
や
読
み
も
日
本

語
を
覚
え
、
ひ
ら
が
な
で
文
章
を
書
け
る
こ
と
が
和
人
の
子
弟
同
様
に
ア
イ
ヌ
子
弟
に

と
っ
て
目
標
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

開
拓
使
は
十
一
（
一
八
七
八
）
年
、
行
政
上
ア
イ
ヌ
を
「
区
別
」
す
る
呼
称
と
し
て
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「
旧
土
人
」
に
一
定
し
た
。

千
歳
小
学
校
の
開
設

簡
易
科
へ
移
行

明
治
十
九
年
四
月
、「
小
学
校
令
」
が
公
布
さ
れ
た
。
そ
の
中
で

「
第
十
五
条

土
地
ノ
情
状
ニ
依
リ
テ
ハ
小
学
簡
易
科
ヲ
設
ケ
テ
尋
常
小
学
科
ニ
代
用

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
た
。
小
学
校
令
の
公
布
に
伴
い
、
北
海
道
庁
は
二
十
年
四

月
、「
小
学
校
規
則
及
び
小
学
簡
易
科
教
則
」
を
制
定
し
た
。
新
開
の
殖
民
地
で
は
普

通
教
育
の
程
度
を
低
く
し
、
学
科
内
容
を
簡
易
実
用
的
に
し
、
授
業
時
間
を
短
縮
し
、

児
童
が
家
業
の
手
伝
い
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
教
育
政
策
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
千
歳
学
校
は
二
十
二
年
、
簡
易
科
小
学
校
と
な
る
（『
清
流
八
十
年
』）。
北
海

道
内
で
は
札
幌
な
ど
の
一
部
都
市
を
除
く
お
よ
そ
二
五
〇
校
は
、
す
べ
て
簡
易
科
の
課

程
と
な
っ
た
。
簡
易
科
小
学
校
の
修
業
年
限
は
三
年
で
、
加
え
て
簡
易
科
を
卒
業
し
て

さ
ら
に
学
習
希
望
者
に
は
補
習
科
と
同
じ
意
味
を
持
つ
温
習
科
（
六
ヵ
月
以
上
一
二
ヵ

月
以
内
）
が
開
設
さ
れ
、「
既
習
ノ
学
科
ヲ
温
習
セ
シ
メ
」
た
。
一
日
の
授
業
時
間
は

三
時
間
、
学
科
は
読
書
、
作
文
、
習
字
、
算
術
、
授
業
時
間
は
一
週
一
八
時
間
と
規
定

さ
れ
た
。
土
地
の
状
況
に
よ
っ
て
実
業
演
習
の
農
漁
商
工
が
定
時
間
外
に
一
週
三
時
間

課
せ
ら
れ
た
。

授
業
料
は
一
ヵ
月
二
〇
銭
以
上
五
〇
銭
以
下
だ
が
、
地
域
の
状
況
に
よ
り
薪
炭
、
塩

鮭
、
穀
物
、
昆
布
な
ど
物
品
を
時
価
に
換
算
し
て
徴
収
し
て
も
良
い
と
さ
れ
、
一
家
に

二
人
以
上
の
就
学
の
場
合
は
一
人
以
外
は
授
業
料
が
半
額
免
除
と
な
っ
た
。

簡
易
科
移
行
の
目
的
に
は
町
村
の
教
育
費
削
減
が
あ
り
、
北
海
道
庁
訓
令
第
一
四
号

（
二
十
年
四
月
二
十
三
日
）
に
よ
り
千
歳
学
校
の
一
ヵ
年
の
経
費
は
一
三
八
円
九
〇
銭

を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
（
明
治
二
十
年
自
一
月
至
六
月
『
北
海
道
庁
布
令
全
書

上
』）。

二
十
三
年
七
月
に
簡
易
科
移
行
後
第
一
回
卒
業
生
と
し
て
、
酒
井
一
彦
、
石
山
兼
太

郎
の
二
名
を
送
り
出
し
た
（『
清
流
八
十
年
』）。
簡
易
科
小
学
校
は
二
十
八
年
ま
で
続
く

が
、
こ
の
間
の
卒
業
生
は
、
わ
ず
か
一
八
名
で
あ
っ
た
（
二
十
四
年
四
名
、
二
十
五
年

四
名
、
二
十
六
年
五
名
、
二
十
八
年
三
名
）。

な
お
十
六
年
九
月
以
降
二
十
七
年
九
月
ま
で
は
、
一
学
年
の
開
始
は
米
国
式
に
な
ら

い
、「
九
月
一
日
ニ
始
リ
翌
年
八
月
三
十
一
日
ニ
終
ル
之
ヲ
一
学
年
ト
ス
」
と
し
、
一

年
間
を
前
期
・
後
期
に
分
け
た
（
明
治
十
六
年
札
幌
県
令
甲
第
一
七
号
『
札
幌
県
布
令
全

書
』、
明
治
二
十
五
年
庁
令
第
一
六
号
『
北
海
道
庁
布
令
全
書
』）。
そ
の
後
二
十
八
年
三
月

の
規
則
改
正
（
北
海
道
庁
令
第
二
一
号
）
に
よ
り
、
現
在
と
同
じ
学
年
の
初
め
が
四
月

一
日
、
終
り
が
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
と
な
っ
た
。

就
学
の
推
移

先
述
し
た
明
治
十
五
年
の
『
学
事
年
報
原
稿
』
で
は
和
人
・
ア
イ
ヌ

子
弟
の
合
計
で
み
て
も
四
〇
�
で
、
ア
イ
ヌ
子
弟
の
就
学
率
の
高
さ
が
分
か
っ
た
が
、

成
文
化
さ
れ
た『
札
幌
県
学
事
第
一
年
報
』な
ど
で
み
る
と
表
３－

３４
の
よ
う
に
な
る
。

就
学
率
は
十
五
年
に
一
四
・
五（
男
二
二
・
七
、
女
三
・
一
）�
、
十
六
年
に
一
三
・

四
（
男
一
一
・
五
、
女
三
三
・
三
）�
、
十
八
年
に
二
〇
・
二
（
男
三
一
・
三
、
女
八
・

〇
）
�
で
あ
る
。
全
道
平
均
で
は
、
十
五
年
三
一
・
五
�
、
十
六
年
三
八
・
五
�
、
十

七
年
三
四
・
九
�
、
十
八
年
に
三
四
・
〇
�
で
あ
る
。
千
歳
小
学
校
も
変
動
は
激
し
い

も
の
の
わ
ず
か
ず
つ
増
加
し
て
い
る
が
、
全
道
と
比
較
す
る
と
低
い
。
ア
イ
ヌ
子
弟
だ

け
み
る
と
（
表
３－

３５
）
十
九
年
九
・
五
�
、
二
十
年
八
・
〇
�
、
二
十
一
年
八
・
一

�
と
次
第
に
低
下
し
て
い
く
。
十
九
年
の
全
道
は
ア
イ
ヌ
学
齢
児
二
七
二
六
人
中
三
五

一
人
が
就
学
し
、
就
学
率
が
九
・
二
�
で
千
歳
村
と
ほ
ぼ
同
じ
比
率
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
千
歳
学
校
は
、
郡
内
唯
一
の
学
校
で
あ
っ
た
。
十
七
年
、
札
幌
県
が
千
歳
郡

の
初
等
科
学
区
規
則
を
一
区
二
校
と
規
定
し
た
が
、
入
植
者
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
も

う
一
校
の
増
設
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
。「
千
歳
学
校
は
公
立
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
郡
内
各
村
の
児
童
全
員
を
通
学
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
学
齢
児
童
に
対

比
し
て
在
学
者
が
少
な
い
の
は
、
学
区
が
広
く
、
遠
く
は
三
、
四
里
に
亘
り
通
学
に
不

便
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
『
千
歳
外
三
ヶ
村
沿
革
史
』
は
記
す
。
十
七
年
五
月
に
山
口
県

６６８
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か
ら
一
二
歳
で
現
末
広
地
区
に
入
植
し
た
�
重
定
次
郎
も
、「
冬
季
、
ワ
ラ
で
編
ん
だ

ツ
マ
ゴ
を
は
い
て
通
学
し
た
。
教
室
は
戸
長
役
場
の
一
室
で
授
業
を
行
っ
て
い
た
。
遠

す
ぎ
て
三
年
生
在
学
の
と
き
退
学
し
た
」（『
清
流
八
十

年
』）
と
述
べ
て
い
る
。

の
ち
の
三
十
三
年
か
ら
三
十
九
年
に
か
け
て
長
都
、

キ
ウ
ス
、
ケ
ヌ
フ
チ
、
コ
ム
カ
ラ
、
ホ
ロ
カ
、
ア
ウ
サ

リ
の
各
地
域
一
斉
に
簡
易
教
育
所
が
開
設
さ
れ
る
ま
で

は
、
広
い
郡
内
学
区
に
千
歳
小
学
校
が
一
校
あ
る
の
み

で
遠
距
離
通
学
に
よ
る
負
担
が
大
き
く
、
就
学
率
の
低
迷
す
る
第
一
の
要
因
と
な
っ

た
。
第
二
の
要
因
は
、
和
人
以
上
に
ア
イ
ヌ
子
弟
の
就
学
率
が
低
い
こ
と
に
よ
る
。
と

く
に
ア
イ
ヌ
の
女
児
が
就
学
で
き
な
か
っ
た
（
西
田
前
掲
「
明
治
期
千
歳
の
学
校
教
育
の

実
情
」）。

校
舎
の
変
遷

校
舎
は
、
明
治
十
五
年
に
は
平
屋
民
家
（
教
場
七
・
五
坪
）
を
借
用

し
て
お
り
（『
明
治
十
五
年

札
幌
県
学
事
第
一
年
報
』）、
十
八
年
に
山
口
県
か
ら
の
入
植

者
の
子
弟
が
増
え
た
の
で
、
狭
隘
の
た
め
現
在
の
錦
町
一
丁
目
の
民
家
を
借
り
上
げ
て

移
転
し
た
。
二
十
二
年
九
月
に
入
学
し
た
卒
業
生
三
海
ヨ
シ
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る

と
、
当
時
の
学
校
は
現
錦
町
の
吉
野
菓
子
店
跡
（
平
成
二
十
一
年
現
在
空
き
地
）

あ
た
り
の
民
家
を
借
り
た
も
の
で
あ
り
、
手
習
い
場
は
二
間
で
奥
の
部
屋
は
敷
居

が
一
段
高
く
、
そ
の
奥
に
小
笹
久
吉
と
い
う
独
身
の
先
生
が
居
住
し
て
い
た
と
い

う
（『
清
流
八
十
年
』）。

二
十
七
年
三
月
、
移
住
民
の
増
加
に
伴
い
、
就
学
児
童
が
増
加
し
従
来
の
校
舎

で
は
収
容
出
来
な
い
た
め
、
本
町
三
丁
目
（
現
校
舎
の
北
、
国
道
寄
り
）
に
新
校

舎
を
新
築
し
た
（
教
室
二
〇
坪
、
住
宅
八
坪
、
校
地
面
積
六
三
六
、
二
坪
）。
こ

の
土
地
は
明
治
二
十
六
年
九
月
、
千
歳
村
一
番
地
と
し
て
国
有
未
開
地
を
無
料
で

払
い
下
げ
を
受
け
た
（『
基
本
地
図
目
録
』）
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
建
築
費

に
窮
し
た
。
建
築
費
に
つ
い
て
は
、
二
十
六
年
三
月
の
時
点
で
「
寄
付
金
二
百
十

円
を
募
集
し
た
る
も
校
舎
三
十
四
坪
を
建
築
す
る
に
は
四
百
十
円
を
要
し
、
他
資

本
金
を
併
す
る
も
不
足
な
る
に
因
り
」、
そ
こ
で
「
道
庁
へ
出
願
し
、
三
月
二
十

五
日
に
補
助
金
百
円
を
下
付
さ
れ
て
」、
新
校
舎
の
建
設
に
め
ど
が
つ
い
た
（『
北

海
道
教
育
雑
誌
』
第
七
号
）。

千
歳
尋
常
小
学
校
に
な
る

明
治
二
十
五
年
四
月
、「
市
町
村
制
ヲ
施
行
セ
サ
ル
地
方
ノ
小
学
教
育
規
程
」が

公
布
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
北
海
道
庁
は
二
十
八
年
三
月
、
北
海
道
実
施
の
「
小

表３－３４ 明治期千歳小学校就学・不就学人数

年 次 人 口 学齢人数 学齢就学 学齢不就学 就学率（％）

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

１８８２（明１５） ２３６ １９８ ４３４ ４４ ３２ ７６ １０ １ １１ ３４ ３１ ６５ ２２．７ ３．１ １４．５

１８８３（明１６） ２４１ ２０７ ４４８ ６１ ６ ６７ ７ ２ ９ ５４ ４ ５８ １１．５ ３３．３ １３．４

１８８４（明１７） ７８ ３４ １１２ ５ ４ ９ ７３ ３０ １０３ ６．４ １１．２ ８．０

１８８５（明１８） ６７ ６２ １２９ ２１ ５ ２６ ４６ ５７ １０３ ３１．３ ８．０ ２０．２

１８９１（明２４） １，３２８ ２７４ ４４ ２３０ １６．１

註 明治１５～１８年は『札幌県学事第一年報』～『札幌県学事第四年報』、明治２４年は『北海道教育会雑誌』第八号。

表３－３５ 千歳郡アイヌ民族人口、就学状況

年 次 戸数
人 口 学齢

数（人）
就学
（人）

不就学
（人）

就学率
（％）男 女 計

１８８１（明１４） ６１ １２７ １０７ ２３４

１８８２（明１５） ７５ １５３ １３６ ２８９ ２０ ８ １３ ４０．０

１８８３（明１６） ７５ １４４ １２４ ２６８

１８８４（明１７） ７６ １４７ １２１ ２６８ ４９ １１ ３９ ２０．４

１８８５（明１８） ７６ １４１ １２７ ２６８ ４８ ９ ３９ １８．９

１８８６（明１９） ７５ １４１ １２４ ２６５ ２１ ２ １９ ９．５

１８８７（明２０） ７４ １４０ １２７ ２６７ ５０ ４
４２

４（未卒業退学）
８．０

１８８８（明２１） ５８ １４４ １３６ ２８０ ４５ ４ ４１ ８．１

１８８９（明２２） ６１ １４８ １３８ ２８６ ５

１８９０（明２３） ５９ １５３ １３９ ２９２

１９１６（大５） ６５ １３５ １２９ ２６８

註 明治１４年人口は『北海道志（上）』、明治１５年の就学・不就学は札幌県学務課
『学事年報原稿明治十五年従二月至六月、従七月至十二月』、１５年（人口）～２３
年（人口・就学児）は『北海道庁第１回統計書』～『北海道庁第４回統計書』（１
２月３１日現在）、１７年の就学１１人のうち１人は２１歳の学齢外（『札幌県治類典』
９７６５）、１８年は遠藤正明『旧土人教育ニ関スル書類』、大正５年は北海道庁内務
部「旧土人に関する調査」は小川正人・山田伸一『アイヌ民族近代の記録』所
載による。明治２２年は『黒澤家文書』。

第３章 戸長役場と千歳村の行財政
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学
校
教
則
」
を
制
定
し
、
文
部
省
の
改
正
「
小
学
校
令
」（
二
十
三
年
）
が
尋
常
小
学

校
を
義
務
教
育
と
規
定
し
た
趣
旨
に
合
わ
せ
、
修
業
年
限
を
最
低
三
年
に
短
縮
し
た
。

第
一
条

尋
常
小
学
校
ハ
分
ケ
テ
二
類
ト
ス
。
第
一
類
ノ
修
業
年
限
ハ
三
箇
年
又
ハ
四
箇

年
ト
シ
、
第
二
類
ノ
修
業
年
ハ
三
箇
年
又
ハ
二
箇
年
ト
ス
。
第
二
類
ノ
尋
常
小
学

校
ハ
特
殊
ノ
地
方
ニ
設
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

こ
れ
に
付
随
し
て
、
北
海
道
庁
は
戸
数
と
学
齢
児
童
概
数
、
生
徒
概
数
を
基
準
に
し

た
「
小
学
校
修
業
年
限
指
定
標
準
」
を
定
め
た
。
こ
の
指
定
標
準
に
合
わ
せ
て
、
各
町

村
は
、
学
齢
児
が
増
え
れ
ば
、
修
業
年
限
を
三
年
か
ら
四
年
に
変
更
を
申
請
で
き
る
こ

と
と
し
た
。
同
時
に
小
学
校
の
名
称
を
尋
常
小
学
校
に
改
称
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
翌
二
十
九
年
三
月
、
千
歳
簡
易
科
小
学
校
（
三
ヵ
年
）
は
三
年
課
程
（
第

一
類
）
の
千
歳
尋
常
小
学
校
の
設
立
認
可
を
受
け
、
他
に
一
年
課
程
の
補
習
科
を
置
い

た
。
教
科
目
は
、
修
身
、
読
書
、
習
字
、
算
術
、
実
業
、
体
操
で
あ
る
。
児
童
は
二
一

名
、
補
習
科
三
名
。

千
歳
村
の
戸
数
が
三
七
五
戸
と
人
口
増
加
と
な
っ
た
三
十
二
年
に
は
四
年
課
程
に
な

り
、
三
十
五
年
に
補
習
科
は
二
年
課
程
に
な
っ
た
。

補
習
科
に
つ
い
て
は
、「
小
学
校
教
則
」
で
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
二
十
三
条

補
習
科
ハ
尋
常
小
学
校
若
ク
ハ
高
等
小
学
校
ニ
於
テ
児
童
ノ
既
ニ
学
習
シ

タ
ル
事
項
ヲ
練
習
補
充
シ
殊
ニ
之
ヲ
実
地
ニ
応
用
ス
ル
法
ヲ
授
ケ
テ
処
世
ニ

資
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
要
旨
ト
ス

補
習
科
ノ
程
度
ハ
尋
常
小
学
校
若
シ
ク
ハ
高
等
小
学
校
ノ
教
科
ノ
程
度
ヲ

標
準
ト
シ
兼
テ
人
民
ノ
生
活
上
必
須
ナ
ル
事
項
ヲ
加
ヘ
授
ケ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス

補
習
科
ニ
於
テ
授
ク
ル
事
項
ハ
総
テ
実
際
ノ
業
務
ト
密
接
ノ
関
係
ヲ
有
ス

ル
モ
ノ
タ
ル
ヘ
シ
、
故
ニ
農
工
商
等
其
地
方
ノ
生
業
ニ
最
モ
適
切
ナ
ル
モ
ノ

ヲ
撰
ヒ
テ
之
ヲ
授
ク
ヘ
シ

第
二
十
四
条

補
習
科
ノ
教
授
時
間
ハ
成
ル
ヘ
ク
実
際
ノ
業
務
ニ
従
事
ス
ル
者
ノ
便
ヲ
図

リ
、
夜
間
、
休
業
日
又
ハ
其
他
通
常
ノ
教
授
時
間
外
ニ
於
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ

明
治
三
十
三
年
、
尋
常
科
四
年
課
程
の
第
一
回
卒
業
生
八
名
を
送
り
出
し
た
。
児
童

四
四
名
、
就
学
率
五
〇
�
と
な
る
。
六
月
、
阿
宇
砂
里
に
千
歳
尋
常
小
学
校
阿
宇
砂
里

分
教
場
を
開
設
し
た
。

尋
常
科
が
六
年
課
程
に
な
る
の
は
四
十
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。

教
員
の
配
置

教
員
養
成
の
遅
れ
と
と
も
に
学
校
を
開
設
し
て
も
訓
導
（
教
員
）
が

い
な
い
た
め
、
明
治
十
四
年
当
時
は
表
３－

３６
に
あ
る
よ
う
に
、
秦
戸
長
が
代
行
し

た
。
正
式
な
訓
導
は
十
七
年
五
月
に
新
潟
県
か
ら
赴
任
し
た
青
木
毛
一
（
当
初
は
予
備

教
員
）
が
最
初
で
、
青
木
は
十
八
年
六
月
に
辞
職
願
い
を
提
出
し
た
こ
と
が
札
幌
県
学

務
課
と
勇
払
郡
役
所
と
の
往
復
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
（『
明
治
十
八
年
九
月

札
幌
県

治
類
典

小
学
校
学
務
課
』）。
し
か
し
同
じ
学
務
課
の
督
学
係
・
志
村
恒
敬
は
、「
十
七

年
五
、
六
月
頃

よ
り
教
員
不
在

の
た
め
一
時
閉

校
し
た
が
、
十

八
年
六
月
か
ら

宮
田
義
章
が
赴

任
し
て
面
目
を

一
洗
し
、
十
月

に
臨
時
大
試
業

を
行
い
」
及
第

生
を
出
し
た
こ

と
を
札
幌
県
令

調
所
広
丈
に
報

告
し
て
い
る

表３－３６ 明治１４～３６年千歳小学校教員在職状況

千歳教育所・小学校訓導在任期間 氏 名

戸長兼訓導役：１４年４月～１７年４月 秦 一明

（学務委員） 石山 専蔵

予備教員・訓導：１７年５月～１８年６月 青木 毛一

訓導：１８年６月～１９年 宮田 義章

２０年 不 明

戸長兼訓導役：２０年６月～ 三木 勉

訓導：２１年～２６年４月 小笹 久吉

訓導：２６年４月～６月 角 丈五郎

訓導：２６年７月～２９年１１月 荒川吉太郎

訓導：２９年１１月２８日～３０年１１月２７日 田鎖大一郎

准訓導：３０年１２月１日～
高橋 角弥

初代校長兼訓導：３４年１０月７日～３６年２月３日

註『札幌県学事第三年報 明治十七年』・『札幌県学事第四年報
明治十八年』、青木毛一は『札幌県治類典 小学校 明治十八年
九月乙』、宮田義章は『札幌県学事第四年報』、小笹久吉は「明治
二十一年六月千歳村有志者積立金連名簿」（『新保家関係資料』）
に三円を入金していることから、すでにこのとき訓導であった。
『北海道教育会雑誌』第１号、『北海道教育雑誌』第７号～第９号、
第３２号、第３６号、第５０号、第１０６号、第１０７号。

６７０

第４編 開拓の開始と近代社会の成立

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／新千歳市史／第４編（Ｐ４６１～９６６）／第４編　第３章  2010.02.22 09.42.24  Page 210 



（『
札
幌
県

復
命
書
』）。
こ
の
よ
う
に
青
木
の
在
任
期
間
に
は
不
明
な
部
分
も
あ
る
が
、

千
歳
学
校
訓
導
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
一
時
期
休
校
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
千
歳
小

学
校
は
、
十
八
年
六
月
、
宮
田
義
章
に
よ
っ
て
授
業
を
再
開
し
た
。
そ
の
後
、
二
十
一

年
の
小
笹
久
吉
が
赴
任
す
る
ま
で
の
一
時
期
は
三
木
勉
戸
長
が
代
理
で
あ
っ
た
と
推
測

す
る
。
小
笹
の
あ
と
は
角
丈
五
郎
、
荒
川
吉
太
郎
、
田
鎖
大
一
郎
が
交
替
し
三
十
年
に

高
橋
角
弥
が
准
訓
導
と
し
て
赴
任
し
、
高
橋
は
三
十
四
年
に
初
代
校
長
と
な
る
（
西
田

前
掲
「
明
治
期
千
歳
の
学
校
教
育
の
実
情
」）。

ア
イ
ヌ
子
弟
教
育

政
府
は
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
、「
北
海
道
旧
土
人
保

護
法
」
を
公
布
し
た
。

こ
れ
は
ア
イ
ヌ
の
生
活
の
基
盤
で
あ
る
漁
や
狩
り
を
護
る
と
い
う
よ
り
、
勧
農
に

よ
っ
て
同
化
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
法
に
よ
っ
て
三
十
四
年
か
ら
実

施
し
た
「
北
海
道
十
年
計
画
」
の
な
か
で
国
庫
に
よ
る
「
旧
土
人
学
校
」
を
七
ヵ
年
で

二
一
ヵ
所
に
設
置
す
る
計
画
を
立
て
た
。
新
設
は
ア
イ
ヌ
児
童
が
「
通
学
し
得
べ
き
距

離
が
あ
り
、
未
だ
小
学
校
、
簡
易
教
育
所
が
設
立
さ
れ
て
い
な
い
、
学
齢
児
童
が
三
〇

人
い
る
部
落
」
と
し
た
。
当
初
千
歳
村
も
「
旧
土
人
学
校
」
建
設
予
定
に
入
っ
て
お
り

（『
新
撰
北
海
道
史

第
四
巻
』）、
千
歳
郡
三
ヶ
村
戸
長
橘
完
爾
が
、
長
都
村
と
千
歳
村
字

ケ
ヌ
フ
チ
の
計
二
ヵ
所
に
、
旧
土
人
学
校
設
立
を
道
庁
に
請
願
し
た
（『
北
海
道
毎
日
新

聞
』
三
十
二
年
八
月
二
日
付
）。
し
か
し
結
果
的
に
は
建
設
さ
れ
な
か
っ
た
。
条
件
に
「
部

落
の
最
寄
り
に
公
立
小
学
校
、
教
育
所
あ
る
際
は
、
学
齢
児
童
三
〇
名
以
上
あ
る
も
之

を
建
設
せ
ず
」、「
学
齢
児
童
を
委
託
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
代
わ
っ
て
、「
簡
易
教

育
規
程
」（
三
十
一
年
二
月
制
定
）
に
基
づ
く
簡
易
教
育
所
を
開
設
す
る
こ
と
で
地
域

の
要
請
に
応
じ
た
。

「
簡
易
教
育
規
程
」
の
制
定
に
よ
っ
て
、
郡
内
六
ヵ
所
の
簡
易
教
育
所
が
開
設
さ
れ

け
ぬ
ふ
ち

お
さ
つ

ほ
ろ
か

こ
む
か
ら

た
。
す
な
わ
ち
三
十
三
年
に
嶮
淵
・
長
都
・
幌
加
、
三
十
四
年
に
近
唐
、
三
十
五
年
に

き
う
す

あ

う

さ

り

木
臼
、
三
十
九
年
に
阿
宇
砂
里
の
各
簡
易
教
育
所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
す
で
に

二
十
年
前
後
に
は
和
人
の
入
植
が
あ
り
、
そ
の
後
も
入
植
地
と
し
て
人
口
増
が
予
想
さ

れ
る
地
域
で
あ
っ
た
。
以
上
の
簡
易
教
育
所
は
や
が
て
尋
常
小
学
校
に
移
行
す
る
。

三
十
四
年
三
月
、「
旧
土
人
児
童
教
育
規
程
」
を
定
め
、
就
学
率
の
低
い
ア
イ
ヌ
の

子
弟
を
就
学
さ
せ
る
た
め
に
学
科
の
程
度
を
下
げ
た
り
、
時
間
数
を
減
じ
た
り
、
実
地

に
す
ぐ
役
立
つ
教
材
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
規
定
し
た
。
千
歳
に
お
い
て
も
家
庭
と
の

関
係
を
親
密
に
し
、
教
科
に
つ
い
て
は
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
日
常
生
活
に
使
用
す
る

よ
う
な
事
柄
を
教
え
、
衛
生
・
清
潔
教
育
に
力
を
入
れ
、
特
別
に
時
間
を
割
い
て
特
別

教
授
を
す
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
た
た
め
に
就
学
率
も
次
第
に
良
く
な
っ
て
行
っ
た
。

の
ち
に
北
海
道
庁
内
務
部
に
よ
る
大
正
五
年
の
調
査
で
は
、
十
数
年
間
を
遡
っ
て
小

学
校
を
卒
業
し
た
ア
イ
ヌ
の
人
数
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
千
歳
村
一
八
人
（
男
一
七
・
女

一
）、
恵
庭
村
六
人
（
男
四
・
女
二
）
と
い
う
わ
ず
か
な
人
数
で
、
入
学
し
た
も
の
の
、

中
途
退
学
者
が
多
く
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
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